
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

〃

〃

目

次

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

○

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

〃

【

規

則

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

〃

○

児

童

福

祉

法

等

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

指

導

監

査

室

○

指

定

介

護

老

人

福

祉

施

設

の

指

定

の

辞

退

〃

規

則

子

ど

も

未

来

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

子

ど

も

家

庭

課

○

〃

〃

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

○

衛

生

関

係

法

令

に

基

づ

く

申

請

等

の

経

由

に

関

医

薬

安

全

課

出

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

家

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

豚

熱

予

防

注

射

の

実

施

〃

【

訓

令

】

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

岡

山

県

庁

文

書

規

程

の

一

部

改

正

総

務

学

事

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

動

車

港

湾

課

【

告

示

】

の

処

分

○

港

湾

施

設

の

指

定

の

一

部

改

正

港

湾

課

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

○

岡

山

県

土

木

関

係

手

数

料

徴

収

条

例

に

基

づ

き

建

築

指

導

課

○

〃

〃

知

事

が

定

め

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

○

〃

〃

等

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

指

定

会

計

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

公

告

】

○

令

和

四

年

度

自

衛

官

第

二

次

募

集

（

自

衛

官

候

危

機

管

理

課

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

補

生

）

○

〃

〃

○

令

和

四

年

度

県

統

計

調

査

の

実

施

統

計

分

析

課

○

土

地

改

良

事

業

施

行

認

可

申

請

の

縦

覧

〃

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

〃

岡

山

県

公

報

令和４年３月２５日 第１２３８１号



令和４年３月２５日 第１２３８１号

目

次

担

当

課

（

室

）

目

次

担

当

課

（

室

）

○

基

本

測

量

の

実

施

監

理

課

【

監

査

委

員

】

○

〃

〃

○

岡

山

県

監

査

事

務

局

文

書

編

さ

ん

保

存

類

目

の

監

査

事

務

局

○

〃

〃

一

部

改

正

○

基

本

測

量

の

終

了

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

【

監

査

公

表

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

○

令

和

三

年

度

の

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

講

じ

た

〃

の

完

了

措

置

の

状

況

の

公

表

○

〃

〃

○

財

政

的

援

助

団

体

等

に

係

る

令

和

三

年

度

の

監

〃

○

〃

〃

査

の

結

果

の

公

表

【

議

会

事

務

局

】

○

令

和

二

年

度

包

括

外

部

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

〃

○

岡

山

県

議

会

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

改

正

議

会

事

務

局

総

務

課

講

じ

た

措

置

の

公

表

（

県

例

規

集

登

載

）

○

包

括

外

部

監

査

の

結

果

に

関

す

る

報

告

の

公

表

〃

【

人

事

委

員

会

】

【

公

安

委

員

会

】

○

公

益

的

法

人

等

へ

の

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

人

事

委

員

会

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

交

通

規

制

課

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

（

県

例

規

集

登

載

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

○

政

治

団

体

の

収

支

報

告

書
（

平

成

二

十

一

年

分

）

〃

の

要

旨

の

訂

正



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
四
号

児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
の
二
中
「
障
害
児
入
所
支
援
負
担
上
限
月
額
（
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
、
障
害
児

入
所
医
療
負
担
上
限
月
額
）
変
更
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
知
事

に
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
知
事
が
別
に
定
め
る
児
童
記
録
通
知
書
に
よ
り

」
を
「
当
該
通
告
に
係
る
事
項
を
」

、

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
措
置
決
定
」
を
「
措
置
の
決
定
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
と
き
は

」
、

の
下
に
「
そ
の
旨
を
」
を
加
え

「
児
童
送
致
書
（
様
式
第
七
号
）
を
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
通
知

、

し
な
け
れ
ば

に
改
め

同
条
第
二
項
中

児
童
指
導
付
託
通
知
書

様
式
第
八
号

に
よ
り

を

そ

」

、

「

（

）

」

「

の
旨
を
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
と
き
は

」
の
下
に
「
そ
の
旨
を
」
を
加
え

「
知
事
が
別
に
定
め
る
児
童
措

、

、

置
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば

を

通
知
し
な
け
れ
ば

に
改
め

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

知

」

「

」

、

「

事
が
別
に
定
め
る
児
童
指
導
措
置
通
知
書
に
よ
り

を

そ
の
旨
を

に
改
め

同
条
第
四
項
中

知

、
」

「

」

、

「

事
が
別
に
定
め
る
児
童
委
託
書
に
よ
り

」
を
「
そ
の
旨
を
」
に
改
め
る
。

、

第
七
条
の
見
出
し
中
「
申
請
書
等
」
を
「
身
分
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま

で
を
削
り
、
同
条
第
十
二
号
中
「
様
式
第
二
十
号
の
二
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
一
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中
「
様
式
第
二
十
一
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
二
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
里
親
認
定
申
請
書
（
様
式
第
二
十
七
号
）
を
」
を
削
り

「
に
提
出
す
る
こ
と

、

に
よ
り
」
を
「
を
経
由
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
」
を
「
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
を
」
に
改
め
る
。

「

」

「

」

。

第
九
条
中

知
事
が
別
に
定
め
る
児
童
等
一
時
保
護
通
知
書
に
よ
り

を

そ
の
旨
を

に
改
め
る

第
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

市
町
村
長
が
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
県
費
負
担
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

知
事
に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
様
式
及
び
」
を
削
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
）こ

の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
十
八
条

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
二
十
号
の
二
を
様
式
第
一
号
と
し
、
様
式

第
二
十
一
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、
様
式
第
二
十
一
号
の
二
か
ら
様
式
第
二
十
七
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
五
号

衛
生
関
係
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
の
経
由
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

衛
生
関
係
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
の
経
由
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

衛
生
関
係
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
の
経
由
に
関
す
る
規
則

平
成
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
九
十
五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
十
四
号
中
タ
を
削
り
、
レ
を
タ
と
し
、
ソ
か
ら
エ
ま
で
を
レ
か
ら
コ
ま
で
と
し
、
テ
を

削
り
、
ア
を
エ
と
し
、
サ
及
び
キ
を
削
り
、
ユ
を
テ
と
し
、
メ
か
ら
シ
ま
で
を
ア
か
ら
キ
ま
で
と
し
、

同
表
第
十
五
号
中
「
法
」
と
い
う

」
の
下
に
「
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭

。
）

和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う

」
を
加
え
、
同
号

。
）

中
リ
を
削
り
、
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
を
削
り
、
ヲ
を
ヌ
と
し
、
ワ
か
ら
シ
ま
で
を
ル
か
ら
メ
ま
で
と
し
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ミ

省
令
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
取
扱
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ

の
業
務
を
行
う
役
員
の
変
更
の
届
出

シ

省
令
第
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
向
精
神
薬
営
業
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
変
更
の
届
出

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
訓
令
第
四
号

庁

中

一

般

（

）

。

岡
山
県
庁
文
書
規
程

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
訓
令
第
十
八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
一
条
の
二
第
五
号
を
削
る
。

第
六
条
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
次
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
そ
の
ま
ま
主
務
課
に
配
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
電
報
及
び
書
留
郵
便
物
等
（
書
留
郵
便
物
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
。
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
信
書
便
法
」
と
い

う

）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定

。
信
書
便
事
業
者
が
送
達
す
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
（
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
お

い
て
「
信
書
便
物
」
と
い
う

）
の
う
ち
書
留
郵
便
物
に
準
ず
る
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
し
て
別
に

。

定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
五
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

）
は
、
総
務
学
事

。

課
に
お
い
て
特
殊
郵
便
等
送
付
簿
（
様
式
第
一
号
）
に
所
要
事
項
を
記
入
し
た
後
、
主
務
課
に
配
付

す
る
こ
と
と
す
る
。

第
十
三
条
第
五
項
中
「
並
び
に
異
議
申
立
て
、
審
査
請
求
、
訴
訟
そ
の
他
収
受
の
日
時
が
権
利
の
得

喪
、
変
更
等
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
文
書
」
を
削
り

「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」

、

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
に
お
い
て
」
を
「
か
ら
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
多
い
」
を
「
深
い
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
直
接
主
務
課
へ
送
達
さ
れ
た
文
書
等
及
び
物
件
は
、
主
務
課
に
お
い

て
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

「

、

」

「

」

第
十
六
条
第
一
号
中

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号

第
五
号
及
び
第
六
号

を

第
十
三
条
第
一
項

に
改
め

「
に
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
軽
易
な
も
の
を
除
き
」
を

「
収
受
印
」
の
下
に
「

様
式
第

、

、

（

二
号

」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

）
二

前
号
の
収
受
印
を
押
印
し
た
文
書
は
、
別
に
定
め
る
措
置
を
と
る
も
の
を
除
き
、
文
書
管
理
台

帳
（
様
式
第
三
号
）
に
所
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
第
五
号
中
「
総
務
学
事
課
」
を
「
主
務
課
」
に
改
め
る
。

「

」

「

」

、

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中

利
用
し
て

の
下
に

又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
の
媒
体
に
よ
り

を
加
え

同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
し
た
電
子
文
書
は
、
軽
易
な
も
の
又
は
別
に
定
め
る
措
置
を
と
る
も
の

を
除
き
、
文
書
管
理
台
帳
に
所
要
事
項
を
記
入
し
た
上
で
、
前
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
処
理
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
も
の
は
、
直
ち
に
、
理
由
を
付
し
て
主
務
課

に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
三
項
を
削
る
。

第
十
六
条
の
三
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
、
文
書
分
類
記
号
」
を
削
り

「
簡
便
な
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

、

「

」

「

」

、

「

」

第
二
十
条
の
見
出
し
中

取
扱
区
分

を

取
扱
区
分
等

に
改
め

同
条
第
一
項
中

上
部
余
白

を
「
取
扱
区
分
欄
」
に

「
特
別
取
扱
区
分
」
を
「
発
送
区
分
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
急
施
を

、

要
す
る
も
の

至
急
」
を
「
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
も
の

取
扱
注
意
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
書
等
の
性
質
、
内
容
等
に
応
じ
て
送
達
方
法
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
も
の

送
達
に
用
い
る
方
法
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第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
中
「
各
班
（
岡
山
県
行
政
組
織
規
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
班
を
い
う

）
に
お
い
て

。

共
通
し
て
利
用
す
る
」
を
削
り

「
常
に
」
を
「
文
書
管
理
者
に
対
し
、
常
に
」
に
改
め
る
。

、

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
完
結
年
月
日
を
記
載
し
」
を
削
る
。

「

」

「

、

」

第
三
十
条
中

発
送
文
書
に
は

を

発
送
文
書
の
う
ち

知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は

に
改
め

「
押
し
、
か
つ
、
契
印
を
」
を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

、

第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
発
信
」
を
「
発
送
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
及
び
契
印
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
三
十
一
条
の
三
及
び
第
三
十
一
条
の
四
を
削
る
。

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
三
十
二
条

第
三
十
五
条
中
「
、
文
書
副
管
理
者
に
お
い
て
」
を
削
り

「
文
書
分
類
表
」
を
「
岡
山
県
庁
文
書

、

（

。

「

」

。
）
」

保
存
分
類
表

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
訓
令
第
二
十
号

こ
の
項
に
お
い
て

文
書
分
類
表

と
い
う

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
を
閲
覧
し
、
又
は
」
を
「
の
」
に

「
閲
覧
貸
出
票
（
様
式
第
十
七
号
）

、

」

「

」

、

「

」

に
よ
り
総
務
学
事
課
長
の
承
認
を
受
け

を

貸
出
票
に
記
載
し

に
改
め

同
条
第
三
項
中

貸
出

を
「
貸
出
し
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
塗
り
潰
し
」
を
「
溶
解
し
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
を
削
り
、
様
式
第
二
号
中

。

「

「

」

備
考

１
電
報
は

備
考

欄
に
収
受
時
刻
を
記
入
す
る
こ
と

，

「

」

を

２
書
留
郵
便
物
等
は

備
考

欄
に
引
受
局
名

信
書
便
事
業
者
名

引
受
番
号

，
，

，

」

等
を
記
入
す
る
こ
と

。

に

「

「

」

書
留
郵
便
物
等
は

備
考

欄
に
引
受
局
名

信
書
便
事
業
者
名

引
受
番
号
等
を
記
入
す

，
，

，

」

る
こ
と

。

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

（

1
6

）

様
式
第
２
号

第
条
関
係

様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第16条関係）様式第３号

文 書 管 理 台 帳

収 受 文 書
収受

件 名 発信者 担当者名 備 考
番号

年月日 記号・番号
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（第18条関係）様式第４号

決 裁 日 年 月 日 取扱区分 所属・班名

□取扱注意

□例 規
起 案 日 年 月 日

印
□公報登載

担当者職氏名

電話（ ）処理期限 年 月 日

印施 行 日 年 月 日 第 号
記号 □公印押印

番号 □電子認証

□簡易書留 □配達証明 □内容証明 □本人限定受取 □速達
発 送 日 発送区分

□ 年 月 日

□電子メール(一般) □電子メール(LGWAN) □FAX □その他（ ）□ 施行日に同じ

特記事項□校合者

□発送物照合者

印

標題

決裁欄

内容欄
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様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

様
式
第
５
号
及
び
様
式
第
６
号

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第27条関係）様式第７号

文 書 発 送 番 号 簿

宛 先 件 名 備 考
文書 施 行

番号 年月日

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・
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様
式
第
十
四
号
中
「

」
を
「3

0

」
に
改
め
る
。

永
年

年

様
式
第
十
七
号
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
、
現
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
庁
文
書
規

程
（
以
下
「
旧
訓
令
」
と
い
う

）
様
式
第
一
号
に
よ
る
収
受
印
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
訓
令
に
よ

。

る
改
正
後
の
岡
山
県
庁
文
書
規
程
様
式
第
二
号
に
よ
る
収
受
印
と
み
な
す
。

３

旧
訓
令
に
定
め
る
様
式
（
様
式
第
一
号
を
除
く

）
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整

。

を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
九
号

（

）

、

昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
十
九
号

港
湾
施
設
の
指
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
笠
岡
港
の
項
中

「

を

県
営
浮
桟

笠
岡
市
笠
岡
二
、
六
二
四
番
の
二
地
地

一
基

橋

先

」

「

県
営
浮
桟

笠
岡
市
笠
岡
二
四
三
五
番
の
三
地
先

一
基

橋

に
改
め
る

住
吉
浮
桟

笠
岡
市
笠
岡
二
四
二
五
番
地
地
先

一
基

橋

」

。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
号

岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準

等
（
平
成
二
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
二
条
及
び
第
四
条
中
「
等
級
４
」
の
下
に
「
又
は
等
級
５
」
を

「
等
級
５
」
の
下
に
「
又
は
等

、

級
６
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
四
号
中
「
等
級
４
で
あ
り
」
を
「
等
級
４
又
は
等
級
５
で
あ
り
」
に

「
等
級
４
又
は
等

、

級
５
」
を
「
等
級
４
、
等
級
５
又
は
等
級
６
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
一
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
令
和
四
年
度
募
集
の
要
領
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
、
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
（
三
十
二

歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
に
達
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
現
在
で
三
十
三
歳
に

達
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る

）
で
、
か
つ
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

。

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

三

受
付
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
三
日
ま
で

四

採
用
試
験
種
目
（
状
況
に
よ
り
筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
を
実
施
）

１

筆
記
試
験

２

口
述
試
験

３

適
性
検
査

４

身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先

市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域

事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所

六

採
用
試
験
期
日

令
和
四
年
六
月
四
日
か
ら
同
月
七
日
ま
で
の
間
の
指
定
す
る
一
日
（
予
備
日

同
月
八
日
）

：

七

試
験
場

１

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

３

お
か
や
ま
西
川
原
プ
ラ
ザ
（
岡
山
市
中
区
西
川
原
）

４

岡
山
商
工
会
議
所
（
岡
山
市
北
区
厚
生
町
）

八

採
用
予
定
時
期

１

令
和
五
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

２

右
記
の
他
に
設
定
す
る
場
合
が
あ
る
。

九

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
の
志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
/
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
二
号 

 

令
和
四
年
度
に
お
い
て
、
次
の
県
統
計
調
査
を
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

岡
山
県
鉱
工
業
指
数
作
成
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 

県
内
の
鉱
工
業
生
産
活
動
の
動
向
を
数
量
的
に
把
握
し
、
経
済
指
標
の
一
つ
で
あ
る
岡
山
県
鉱

工
業
の
指
数
（
生
産
、
出
荷
及
び
在
庫
）
を
作
成
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

製
造
業
の
事
業
所
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
も
の 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

生
産
、
出
荷
及
び
在
庫
の
数
量 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

毎
月
末
日 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

２
の
事
業
所
の
う
ち
約
五
十
事
業
所 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

郵
送
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

毎
月 

７ 

実
施
部
課
名 

総
合
政
策
局
統
計
分
析
課 

二 

岡
山
県
毎
月
流
動
人
口
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 

県
内
に
常
住
す
る
人
口
の
市
区
町
村
分
布
及
び
そ
の
流
動
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
県
政
施
策
の

基
礎
資
料
を
得
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

県
内
全
市
町
村 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

転
入
、
転
出
、
出
生
、
死
亡
、
職
権
登
録
、
職
権
消
除
、
帰
化
及
び
国
籍
喪
失
に
係
る
個
々

の
数
（
日
本
人
又
は
外
国
人
の
別
） 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

毎
月 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

県
内
全
市
町
村
長 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

オ
ン
ラ
イ
ン
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

毎
月 

７ 

実
施
部
課
名 

総
合
政
策
局
統
計
分
析
課 

三 

岡
山
県
観
光
客
動
態
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 
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県
内
の
観
光
地
の
観
光
客
数
、
観
光
の
内
容
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
傾
向
分
析
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
今
後
の
観
光
施
策
立
案
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

(1) 

県
の
観
光
地
点
等
名
簿
に
掲
げ
る
観
光
地
点
及
び
行
祭
事
・
イ
ベ
ン
ト
（
以
下
「
観
光
地
点

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
前
年
の
観
光
入
込
客
数
が
一
万
人
以
上
又
は
前
年
の
特
定
月
の
観
光

入
込
客
数
が
五
千
人
以
上
で
あ
る
も
の 

(2) 

県
内
の
十
箇
所
の
主
要
観
光
地
を
訪
れ
た
観
光
客 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

ア 

２
(1)
の
観
光
地
点
等
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
当
該
観
光
地
点
等
ご
と
の
月
別

観
光
入
込
客
数 

イ 

２
(2)
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
居
住
地
、
性
別
、
年
齢
、
日
帰
り
又

は
宿
泊
の
別
、
旅
行
の
目
的
、
旅
行
の
人
数
、
観
光
地
の
訪
問
回
数
、
岡
山
県
の
訪
問
回
数
、

利
用
し
た
交
通
機
関
、
旅
行
費
用
、
観
光
に
来
た
き
っ
か
け
及
び
旅
行
の
満
足
度 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

ア 

２
(1)
の
観
光
地
点
等
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
四
半
期
ご
と 

イ 

２
(2)
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
四
半
期
ご
と
に
各
一
日
程
度 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 

(1) 

２
(1)
の
観
光
地
点
等
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
当
該
観
光
地
点
等
の
う
ち
約
八
百

の
観
光
地
点
等
の
管
理
者
又
は
主
催
者 

(2) 

２
(2)
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
当
該
観
光
客
の
う
ち
約
八
千
人 

５ 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

(1) 

２
(1)
の
観
光
地
点
等
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
郵
送
調
査
、
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
、

電
話
調
査
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
調
査 

(2) 

２
(2)
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
調
査
員
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

毎
四
半
期 

７ 

実
施
部
課
名 

産
業
労
働
部
観
光
課 

四 

大
学
等
在
籍
・
就
職
状
況
等
に
係
る
調
査 

１ 

県
統
計
調
査
の
目
的 

大
学
等
新
卒
者
の
人
材
還
流
や
定
着
に
つ
な
が
る
就
職
支
援
に
つ
い
て
、
有
効
な
対
策
を
講
じ

る
た
め
の
現
状
把
握
の
た
め
の
資
料
を
得
る
。 

２ 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

県
外
大
学
並
び
に
県
内
の
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校 

３ 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

(1) 

報
告
を
求
め
る
事
項 

在
籍
学
生
数
、
前
年
度
卒
業
者
数
、
前
年
度
卒
業
者
の
う
ち
就
職
者
数
、
前
年
度
卒
業
者
の

う
ち
岡
山
県
内
就
職
者
数
（
い
ず
れ
の
項
目
も
男
女
別
。
全
体
と
県
内
出
身
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
回
答
。
在
籍
学
生
数
に
つ
い
て
は
県
外
大
学
の
み
に
お
い
て
把
握
） 

(2) 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

調
査
票
記
入
日
現
在
（
た
だ
し
、
前
年
度
卒
業
者
は
、
前
年
度
一
年
間
の
実
績
） 

４ 

報
告
を
求
め
る
者 
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県
外
大
学
の
う
ち
平
成
二
十
九
年
度
に
県
内
高
校
を
対
象
に
実
施
し
た
大
学
進
学
先
調
査
に
お

い
て
、
進
学
者
の
多
か
っ
た
上
位
約
二
百
五
十
校
並
び
に
県
内
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び

高
等
専
門
学
校
全
数 

５ 
報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

オ
ン
ラ
イ
ン
調
査 

６ 

報
告
を
求
め
る
期
間 

令
和
四
年
六
月
上
旬
か
ら
同
年
七
月
上
旬
ま
で 

７ 

実
施
部
課
名 

産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
三
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

児
童
発
達
支
援
事
業
所
す
み
よ
し
キ
ッ
ズ 

  

２  

所
在
地 

笠
岡
市
笠
岡
二
四
六
一
―
一 

 
 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
笠
岡
を
元
気
に
す
る
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

笠
岡
市
四
番
町
三
番
地
二
〇 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
五
〇
〇
〇
九
〇 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
四
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

し
あ
わ
せ
た
し
ざ
ん 

  

２  

所
在
地 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
箕
輪
七
六
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

有
限
会
社
て
の
ひ
ら
の
家 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
上
笠
加
二
八
五
―
八 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
一
二
〇
〇
一
〇
四 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
五
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

す
た
あ
と 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
奥
玉
一
―
一
八
―
五 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
四
ツ
葉
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

倉
敷
市
徳
芳
五
〇
四 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
四
〇
〇
一
二
七 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
六
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ほ
っ
ぷ
あ
っ
ぷ 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
長
尾
一
二
一
―
三 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
四
ツ
葉
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

倉
敷
市
徳
芳
五
〇
四 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
四
〇
〇
一
三
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
七
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

つ
む
ぎ
吉
備
中
央   

２  

所
在
地 

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
西
三
六
二
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
発
達
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
つ
む
ぎ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

高
梁
市
横
町
一
〇
七
二
―
一 

 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
三
九
〇
〇
〇
二
四 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
八
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
奥
津
広
済
園 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
杉
七
五
〇
―
四 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人
広
済
会 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
津
山
市
小
田
中
一
四
一
二 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
四
年
三
月
十
五
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
五
〇
〇
三
三
三 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

短
期
入
所
生
活
介
護 

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護 

 
 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
九
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定

介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
奥
津
広
済
園 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
杉
七
五
〇
―
四 

二 

開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人
広
済
会 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
津
山
市
小
田
中
一
四
一
二 

三 

辞
退
年
月
日 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
五
〇
〇
三
二
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

介
護
老
人
福
祉
施
設 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

パ
ス
テ
ル 

  

２  

所
在
地 

英
田
郡
西
粟
倉
村
大
字
影
石
一
二
七
九
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
じ
ゅ
～
く 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

英
田
郡
西
粟
倉
村
大
字
影
石
八
九
五 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
二
三
七
〇
〇
〇
一
七 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

共
同
生
活
援
助 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
一
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

パ
ス
テ
ル 

  

２  

所
在
地 

英
田
郡
西
粟
倉
村
大
字
影
石
一
二
七
九
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
じ
ゅ
～
く 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

英
田
郡
西
粟
倉
村
大
字
影
石
八
九
五 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
三
七
〇
〇
〇
三
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

短
期
入
所 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
二
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル
ビ
ィ
介
護
セ
ン
タ
ー
津
山   

２  

所
在
地 

津
山
市
小
原
七
番
地
の
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル
ビ
ィ
株
式
会
社 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

広
島
市
西
区
商
工
セ
ン
タ
ー
六
丁
目
一
番
一
一
号 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
十
八
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
三
〇
〇
二
五
〇 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

同
行
援
護 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
三
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
該
当
す
る
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

を
命
ず
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

ヨ
ー
ネ
病
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
降
に

輸
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
、
令
和
四
年
四
月
一
日

以
降
に
導
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
及
び
過
去
三
年

以
内
に
ヨ
ー
ネ
病
が
発
生
し
た
農
場
の
牛
の
う
ち
、
対
象
と
な
る
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
（
以
下
「
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
」
と
い
う
。
）
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
実
施
期
間
」
と
い
う
。
） 

 

に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
ヨ
ー
ネ
病
の
項
方
法
の
欄
１
、
２
及
び
５
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法 

二 

ブ
ル
セ
ラ
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 
 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
ブ
ル
セ
ラ
症
（
牛
の
場
合
）
の
項
方
法
の
欄
に
規
定
す
る
検
査 

三 

結
核
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
結
核
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 
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５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
結
核
の
項
方
法
の
欄
に
規
定
す
る
検
査 

四 

腐
蛆そ
病
検
査 

 
１ 
実
施
の
目
的 

 
 

 
蜜
蜂
の
腐
蛆そ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

蜜
蜂
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

肉
眼
検
査 

五 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
牛
の
死
体
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
め
ん
羊
又
は
山

羊
の
死
体
の
う
ち
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
項
方
法
の
欄
１
及
び
２
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法 

六 

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
及
び
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
及
び
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

令
和
三
年
十
一
月
か
ら
令
和
四
年
四
月
ま
で
に
生
ま
れ
た
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

原
則
と
し
て
令
和
四
年
六
月
下
旬
、
八
月
中
旬
、
九
月
下
旬
及
び
十
一
月
中
旬 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
） 

七 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

(1) 
 

飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
の
場
合
は
、
十
羽
以
上
）
の
家
き
ん
飼
養
農
場
か
ら
管

轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
無
作
為
に
飼
養
規
模
別
に
抽
出
し
た
農
場
の
家
き
ん 
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(2) 
 

そ
の
他
知
事
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
通
知
し
た
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 
５ 
検
査
の
方
法 

 
 

 
臨
床
検
査
、
血
清
学
的
検
査
及
び
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査 

八 

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

遺
伝
子
検
査 

九 

豚
熱
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

豚
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。 

十 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。 

 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
四
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
豚

熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
を
受
け
る
よ
う
命
ず
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

実
施
の
目
的 

 
 
 

豚
熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

二 

実
施
す
る
区
域 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

豚
及
び
い
の
し
し
で
、
そ
の
所
在
地
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

注
射
の
方
法 

豚
熱
ワ
ク
チ
ン
の
皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射 

 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

市
場
佐
用
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
〇
～

美
作
市
鷺
巣
字
ワ
タ
ゴ
ザ
コ
四
七
八
番
一
地
先

か
ら

新

二
四
〇
・
〇

五
七
・
〇

美
作
市
鷺
巣
字
乢
ノ
前
五
〇
三
番
一
地
先
ま
で

三
・
三
～

美
作
市
鷺
巣
字
ワ
タ
ゴ
ザ
コ
四
七
八
番
一
地
先

か
ら

旧

二
四
九
・
〇

一
一
・
〇

美
作
市
鷺
巣
字
乢
ノ
前
五
〇
三
番
一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

可
真
上
山
陽
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

一
六
一
・
〇

赤
磐
市
日
古
木
字
宮
下
七
八
〇
番
一
地
先
か
ら

一
七
・
六
～

赤
磐
市
中
島
字
間
之
丁
六
六
地
一
地
先
ま
で

二
七
・
六

旧

一
六
一
・
〇

赤
磐
市
日
古
木
字
宮
下
七
八
〇
番
一
地
先
か
ら

一
五
・
〇
～

赤
磐
市
中
島
字
間
之
丁
六
六
地
一
地
先
ま
で

二
七
・
六

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

市
場
佐
用
線

美
作
市
鷺
巣
字
ワ
タ
ゴ
ザ
コ
四
七
八
番
一
地
先
か
ら

令
和
四
年
三

美
作
市
鷺
巣
字
乢
ノ
前
五
〇
三
番
一
地
先
ま
で

月
二
十
五
日

可
真
上
山
陽

赤
磐
市
日
古
木
字
宮
下
七
八
〇
番
一
地
先
か
ら

線

赤
磐
市
中
島
字
間
之
丁
六
六
地
一
地
先
ま
で

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
七
号 

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車
の

処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
自
動
車
登
録
番
号 

二 

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日 

令
和
四
年
二
月
七
日 

三 

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所 

岡
山
市
中
区
新
築
港
地
先 

岡
山
港
（
高
島
地
区
）
市
民
の
森
駐
車
場 

四 

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
動
車
を
処
分
す

る
。 

五 

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先 

岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
岡
山
港
管
理
事
務
所 

岡
山
市
中
区
新
築
港
六
番
一
号 

電
話
番
号 

〇
八
六
―
二
七
七
―
五
〇
九
六 

普
通
自
動
車 

ホ
ン
ダ 

種
類
及
び
名
称 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ゴ
ン 

一
台 

形
状
及
び
数
量 

岡
山
三
〇
一
て
一
五
四
〇 

自
動
車
登
録
番
号 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
都
市
計

画
下
水
道
事
業
美
作
市
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

美
作
市

美
作
都
市
計
画
下
水
道

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日

収
用
の
部
分

事
業

か
ら

変
更
な
し

美
作
市
公
共
下
水
道

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日

使
用
の
部
分

ま
で

変
更
な
し

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅
口
広
域
都

市
計
画
下
水
道
事
業
里
庄
町
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

里
庄
町

浅
口
広
域
都
市
計
画
下

平
成
十
二
年
七
月
七
日
か

収
用
の
部
分

水
道
事
業

ら

変
更
な
し

里
庄
町
公
共
下
水
道

令
和
十
一
年
三
月
三
十
一

使
用
の
部
分

日
ま
で

変
更
な
し

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
井
原
都
市
計

画
下
水
道
事
業
井
原
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

井
原
市

井
原
都
市
計
画
下
水
道

昭
和
五
十
六
年
三
月
十
七

収
用
の
部
分

事
業

日
か
ら

変
更
な
し

井
原
公
共
下
水
道

令
和
十
一
年
三
月
三
十
一

使
用
の
部
分

日
ま
で

変
更
な
し

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
一
号

岡
山
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
四
年
三
月
十
六
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

売

り

さ

ば

き

場

所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

倉
敷
市
児
島
下
の
町
二
丁
目

有
限
会
社
エ
ー
ジ
ェ
ン

倉
敷
市
児
島
小
川
町
三
六
八
一
番
地
三

一
五
八
四
番
地
三
七

ト
は
な
ふ
さ

代
表
取

締
役

入
江

修
次

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔

〕

（

）

、

一
二
〇

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

高
崎
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

令
和
四
年
三
月
十
七
日

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔

〕

（

）

、

一
二
一

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

備
北
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

令
和
四
年
三
月
十
七
日

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
二
二
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
事
業
主
体
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
新
規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
主
体

南
山
方
（
共
同
施
行
）

二

地
区
名

南
山
方
（
非
補
助
土
地
改
良
（
区
画
整
理
）
事
業
）

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

規
約
の
写
し

事
業
計
画
書
の
写
し

四

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
十
五
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
二
三
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

近

平

第

４

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備

令
和
四

・

二
・
二
五

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
二
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

備
前
市
、
美
作
市 

測

量

区

域 

基
本
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
に
よ

る
高
精
度
標
高
デ
ー
タ
整
備
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
か

ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

測

量

期

間 
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〔
一
二
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
県
全
域 

測

量

区

域 

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図

情
報
）
修
正
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
二
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
県
全
域 

測

量

区

域 

基
本
測
量
（
国
土
広
域
情
報
修
正
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
二
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
、
津
山
市
、

瀬
戸
内
市
、
真
庭
市
、

美
作
市
、
和
気
町
、

鏡
野
町
、
美
咲
町 

測

量

区

域 

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
現
地
調
査
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日 

終

了

年

月

日 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
二
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
玉
野
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

玉
野
市
全
域 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
三
月
八
日 

終

了

年

月

日 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
二
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
鷺
瀬
一
一
五

一
〇

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
御
津
宇
垣
一
五
四
七

一
ベ
ン
ト
ル
ナ
ー
タ
Ｅ
一
〇
二

－

横
谷

厚
樹

横
谷

実
奈

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
四
年
一
月
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
〇
号

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
三
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
三
須
字
才
ノ
神
一
二
二
〇

三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
門
田
一
三
一
一
ア
ー
バ
ン
ハ
イ
ツ
リ
ブ
二

二
〇
一
号

小
藤

裕
貴

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
四
年
二
月
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
〇
〇
号

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



〔
一
三
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
赤
浜
字
東
谷
一
八
五

一
九
、
一
八
五

二
四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
横
尾
一
三
八

三

－

亀
山

昭
博

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
四
年
一
月
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
八
号

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
議
会
告
示
第
一
号

岡
山
県
議
会
文
書
保
存
分
類
表
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
議
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
議
会
議
長

神

宝

謙

一

本
則
の
表
Ａ
総
括
の
款
１
総
括
の
部
３
組
織
運
営
の
項
中

「

を

１
事
務
分
掌

５

２
事
務
引
継
書

５

」

「

１
総
括

５

に
改
め
、
同
表
Ｂ
議
会
の
款
２
議
員
の
部
２
議
員
報
酬
の
項
中

２
事
務
分
掌

５

３
事
務
引
継
書

５

」

「

１
議
員
報
酬
総
括

３

２
議
員
報
酬
支
給
デ

タ
記
録
簿

３
ー

３
議
員
報
酬
諸
手
当
支
給
明
細
書

５

を

４
議
員
報
酬
報
告

１

５
源
泉
徴
収
票

５

６
源
泉
徴
収
票
再
発
行
簿

１

７
扶
養
控
除
等
申
告
書

５

８
保
険
料
控
除
申
告
書

５

」

「

１
議
員
報
酬
総
括

３

２
議
員
報
酬
支
給
デ

タ
記
録
簿

３
ー

３
議
員
報
酬
諸
手
当
支
給
明
細
書

５

４
議
員
報
酬
報
告

１

に
改
め
、
同
款
３
総
務
の
部
１
総
務
の
項
中

５
源
泉
徴
収
票

７

６
源
泉
徴
収
票
再
発
行
簿

１

７
扶
養
控
除
等
申
告
書

７

８
保
険
料
控
除
申
告
書
等

７

９
給
与
所
得
者
の
基
礎
控
除
申
告
書
兼
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
控
除
申
告
書
兼
所
得
金
額
調
整
控
除
申
告

７

書

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



」

「

「

３
３

３
３

１
１

を

に
改
め
、
同
款
６
議
会
史
編
さ
ん
の
部
１
総
括
の
項
中

５
３

３
３

３
３

３
３

」

」

「

を

１
議
会
史
編
さ
ん
総
括

永

２
議
会
史
編
さ
ん
資
料

永

」

「

に
改
め
る
。

１
議
会
史
編
さ
ん
総
括

永

」

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
三
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
し
、
令
和
二
年
度
以
前
に
完
結
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

秋

山

義

信

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

一
般
財
団
法
人
津
山
慈
風
会

第
二
条
第
三
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会

四

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
四
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

 
 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体 

 
 

 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

会
計
責
任
者
の
氏
名 

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

届
出
年
月
日 

 

岡
山
県
仏
教
会 

 

近
藤
賢
司
後
援
会 

佐
藤
せ
い
し
後
援
会 

寺
社
奉
行
の
会 

 

玉
野
市
仏
教
会 

 

地
域
の
底
力
・
岡
山 

日

本

仏

教

会 
 

真
鍋
か
ず
た
か
後
援
会 

丸
山
あ
き
の
り
後
援
会 

山
本
観
詠
後
援
会 

山 

本 

観 

詠 

山 

渋 

数 

則 

佐 

藤 

誠 

志 

山 

本 

観 

詠 

山 

本 

観 

詠 

岡 

本 

輝
代
志 

山 
本 

観 

詠 

長 

久 
啓 

太 

丸 

山 

昭 
則 

山 

本 

観 

詠 

 
山 

本 

観 

詠 

近 

藤 

恭 

女 

佐 

藤 

誠 

志 

山 

本 

観 

詠 

山 

本 

観 

詠 

赤 

松 

通 

博 

山 

本 

観 

詠 

長 

久 

啓 

太 

丸 

山 

三
保
子 

山 

本 

観 

詠 

玉
野
市
築
港
三
―
一
四
―
二
〇 

久
米
郡
久
米
南
町
神
目
中
八
九
五
―
二 

勝
田
郡
勝
央
町
豊
久
田
一
六
一
六 

玉
野
市
築
港
三
―
一
四
―
二
〇 

〃 
 

〃 

〃 
 

宇
野
四
―
一
三
―
四 

〃 
 

築
港
三
―
一
四
―
二
〇 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
五
九
二
―
一
二 

備
前
市
香
登
本
七
六
三
―
三 

玉
野
市
築
港
三
―
一
四
―
二
〇 

令
和
四 

・ 

二
・ 

七 

〃 
 

 
 

 

二
・
一
五 

〃 
 

 
 

 

二
・
二
二 

〃 
 

 
 

 

二
・ 

七 

〃 
 

 
 

〃 

〃 
 

 
 

 

二
・
二
一 

〃 
 

 
 

 

二
・ 

七 

〃 
 

 
 

 

二
・
二
一 

〃 
 

 
 

 

二
・ 

二 

〃 
 

 
 

 

二
・ 

七 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
倉
敷
市

渡

辺

英

気

会
計
責
任
者
の
氏
名

三

好

和

雄

渡

辺

史

子

令
和
四

・

二
・
二
四

・
早
島
町
第
四
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
内
航
海

久

本

久

治

〃

芝

原

光

記

片

山

浩

一

令
和
三

・

二
・
一
八

運
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
遊
技
産

千

原

行

喜

〃

髙

見

浩

三

高

見

浩

三

令
和
四

・

二
・
一
八

業
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

青
江
茂
後
援
会

青

江

茂

代
表
者
の
氏
名

青

江

茂

川

井

收

治

令
和
四

・

二
・

九

青
山
孝
樹
後
援
会

松

井

康

之

〃

松

井

康

之

青

山

孝

樹

〃

二
・
二
一

芦
田
元
後
援
会

植

月

貴

男

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
一
六
〇
一

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
一
五
八
八

令
和
三

・
一
二
・

一

天
野
学
後
援
会

天

野

学

代
表
者
の
氏
名

天

野

学

関

藤

篤

志

令
和
四

・

二
・
一
五

太
田
ぜ
ん
す
け
後
援
会

太

田

善

介

〃

太

田

善

介

小

西

啓

太

〃

一
・
三
一

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

太

田

真
理
子

熱

田

み
ゆ
き

〃

〃

岡
山
県
美
容
政
治
連
盟

中

嶋

實

人

〃

水

松

伸

二

平

槇

智
惠
子

〃

二
・

四

沖
田
清
明
後
援
会

沖

田

清

明

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
羽
出
西
谷
三
一
八

二

苫
田
郡
鏡
野
町
西
屋
五
八

三

〃

二
・
一
四

―

―

草
加
た
だ
ひ
ろ
後
援
会

草

加

忠

弘

政
治
団
体
の
名
称

草
加
た
だ
ひ
ろ
後
援
会

草
加
忠
弘
後
援
会

〃

二
・
二
八

草
加
の
ぶ
よ
し
後
援
会

万

代

敬

二

代
表
者
の
氏
名

万

代

敬

二

日

笠

勝

己

〃

一
・

一

河
本
ひ
で
と
し
後
援
会

河

本

義
二
三

〃

河

本

義
二
三

河

本

啓

二

令
和
三

・

四
・
一
五

小
塚
郁
夫
後
援
会

小

野

茂

政
治
団
体
の
名
称

小
塚
郁
夫
後
援
会

矢
掛
地
区
を
良
く
す
る
会

令
和
四

・

二
・
二
三

早
苗
ネ
ネ
後
援
会

赤

沢

久

雄

会
計
責
任
者
の
氏
名

二
階
堂

修
以
知

石

橋

進

〃

二
・
一
七

塩
飽
満
路
後
援
会

西

岡

斉

代
表
者
の
氏
名

西

岡

斉

綾

目

弘

道

〃

二
・
二
二

政
治
結
社
愛
誠
國
同
志
會

田

口

昇

会
計
責
任
者
の
氏
名

田

口

昇

飯

田

祐

一

〃

二
・
二
八

地
域
の
底
力
・
岡
山

黒

田

晋

代
表
者
の
氏
名

黒

田

晋

岡

本

輝
代
志

〃

二
・
二
二

〃

〃

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

〃

〃

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体
か
つ
同
項
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

（
公
職
の
種
類
（
第
一
号

）

参
議
院
議
員

）
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（
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及

黒

田

晋
、
参
議
院
議
員

び
公
職
の
種
類
（
第
二
号

）
）

山
畑
滝
男
後
援
会

山

畑

滝

男

会
計
責
任
者
の
氏
名

山

畑

日
出
子

高

木

靖

彦

〃

二
・
一
七

渡
辺
英
気
後
援
会

三

宅

末

夫

〃

三

好

和

雄

渡

辺

史

子

〃

二
・
二
四
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
六
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

解
散
年
月
日 

 

明
石
み
え
子
後
援
会 

倉
地
重
夫
後
援
会 

根
馬
和
子
後
援
会 

政
治
結
社
愛
誠
國
同
志
會 

保
守
系
政
治
団
体
玉
野
未
来 

真
鍋
か
ず
た
か
後
援
会 

水
江
公
二
後
援
会 

宮
地
あ
き
の
り
後
援
会 

未
来
お
か
や
ま 

 

山
本
重
行
後
援
会 

       
明 

石 

三
枝
子 

倉 

地 

重 

夫 

白 

神 

克 

義 

田 

口 
 

 

昇 

田 

中 

友 

裕 

長 

久 

啓 

太 

水 

江 

玉 

枝 

市 

村 

正 

行 

森 

本 
 

 

榮 

山 

本 

重 

行 

令
和
三 

・
一
二
・
三
一 

〃 
 

 
 

〃 

〃 
 

 
 

一
二
・
三
〇 

令
和
四 

・ 

二
・
二
八 

令
和
三 

・
一
二
・
三
一 

〃 
 

 
 

 

二
・
二
一 

〃 
 

 
 

一
二
・
二
二 

〃 
 

 
 

一
二
・
三
一 

令
和
四 

・ 

二
・
二
四 

令
和
三 

・
一
二
・
三
一 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
七
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た 

 

公
職
の
種
類 

 
 

 
 

 

資
金
管
理
団
体
の
名
称 

 
 

 
 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

指
定
年
月
日 

 
 

者
（
代
表
者
）
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

      

黒 

田 
 

 

晋 

      

参
議
院
議
員 

 

地
域
の
底
力
・
岡
山 

 

玉
野
市
宇
野
四
―
一
三
―
四 

 令
和
四 

・ 

二
・
二
二 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
八
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
届 

 

資
金
管
理
団
体
の
名
称 

 

異
動
事
項 

 
 

 
 
 

 
 

 

新 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

旧 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

異
動
年
月
日 

 
 

出
を
し
た
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

草 

加 

忠 

弘 

花 

房 
 

 

尚 

 

草
加
た
だ
ひ
ろ
後
援
会 

花
房
ひ
さ
し
後
援
会 

 

政
治
団
体
の
名
称 

公
職
の
種
類 

 

草
加
た
だ
ひ
ろ
後
援
会 

鏡
野
町
議
会
議
員 

 

草
加
忠
弘
後
援
会 

岡
山
県
議
会
議
員 

 令
和
四 

・ 

二
・
二
八 

令
和
三 

・ 

三
・
二
八 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体

。

で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

黒

田

晋

し
ん
し
ん
会
（
晋
進
会
）

令
和
四

・

二
・
二
一

二

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

森

本

榮

未
来
お
か
や
ま

令
和
四

・

二
・
二
四
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
収
支
報
告
書
（
平
成
二
十
一
年
分
）
に
つ
い
て
、
明
る
く
楽
し
い
岡
山
を
つ
く
る
会
、
す
み
た

く
正
人
後
援
会
及
び
チ
ェ
ン
ジ
オ
カ
ヤ
マ
か
ら
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
（
平
成
二
十
一
年
分
）
の
要
旨
（
平
成
二
十
二
年

岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

林

裕

一

平
成
二
十
一
年
分
の
部
明
る
く
楽
し
い
岡
山
を
つ
く
る
会
の
う
ち
１
か
ら
５
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

0
１

収
入
総
額

0
２

支
出
総
額

平
成
二
十
一
年
分
の
部
す
み
た
く
正
人
後
援
会
の
う
ち
１
か
ら
６
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

4
,
0
0
2
,
5
7
1

１
収
入
総
額

1
,
0
0
2
,
5
7
1

前
年
繰
越
額

3
,
0
0
0
,
0
0
0

本
年
収
入
額

3
,
9
5
5
,
0
0
0

２
支
出
総
額

３
本
年
収
入
の
内
訳

3
,
0
0
0
,
0
0
0

寄
附

3
,
0
0
0
,
0
0
0

個
人
分

４
支
出
の
内
訳

3
,
9
5
5
,
0
0
0

政
治
活
動
費

3
,
9
5
5
,
0
0
0

そ
の
他
の
経
費

５
寄
附
の
内
訳

（

）

個
人
分

伊
原
木
一
衛

岡
山
市

1
,
5
0
0
,
0
0
0

住
宅

正
人

岡
山
市

1
,
5
0
0
,
0
0
0

６
資
産
等
の
内
訳

（

）

借
入
金

8
8
,
5
0
0
,
0
0
0

伊
原
木
一
衛

4
,
0
0
0
,
0
0
0

住
宅

正
人

平
成
二
十
一
年
分
の
部
チ
ェ
ン
ジ
オ
カ
ヤ
マ
の
う
ち
１
か
ら
５
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

0
１

収
入
総
額

0
２

支
出
総
額
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◎
岡
山
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

監 

査 

事 

務 

局 

 

岡
山
県
監
査
事
務
局
文
書
編
さ
ん
保
存
類
目
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
代
表
監
査
委
員 

 

浅 
 

間 
 

義 
 

正 

 

表
中
「
永 

年
」
を
「
三
十
年
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
 

 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
三
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
し
、
令
和

二
年
度
以
前
に
完
結
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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◎
岡
山
県
監
査
公
表
第
一
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
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１ 知事部局関係 

監査実施機関 監査実施年月日 

   

（県民生活部関係） 

県民生活部 令和３年11月８日 

 
監査結果（指摘事項） 

①雑入（自立促進資金貸付金償還金）の収入未済額について，総額は減少してい

るものの，なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。 

 

雑入（自立促進資金貸付金償還金）収入未済状況 

令和元年度末      15,093,217円 

令和２年度末 14,203,547円 

比 較 増 減     △889,670円 

  
 
措置の内容 

①文書，電話による督促や，訪問による面談を行い，債務者の収入，資産の状況

等に応じた対応を行うとともに，職員だけでは対応困難な事案については，弁

護士への業務委託も活用し，債権の回収に取り組み，令和３年12月末現在で36

名から509,200円（うち完済２名84,200円）を回収した。 

 また，免除（貸付金の返還免除に関する条例第２条）に該当した１件262,000

円は，返還免除の処理を行った。 

 今後も各債務者の状況を踏まえ，きめ細かな対応を心がけながら，収入未済額

のさらなる縮減に努める。 

 

  （保健福祉部関係） 

保健福祉部 令和３年11月５日 

 
監査結果（指摘事項） 

①収入未済額について，雑入（看護学生奨学資金貸付金返還金）及び母子父子寡

婦福祉資金貸付金については総額は減少しているものの，雑入（児童扶養手当

返納金）については増加している。また，総額が減少した項目についても，な

お多額の未収額があり，併せてさらなる改善が必要である。 

 

ア雑入(看護学生奨学資金貸付金返還金)収入未済状況 
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令和元年度末       3,599,400円 

令和２年度末       1,403,000円 

比 較 増 減     △2,196,400円 

 

イ雑入（児童扶養手当返納金）収入未済状況 

令和元年度末       1,471,220円 

令和２年度末      1,935,740円 

比 較 増 減 464,520円 

 

ウ母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況 

令和元年度末       6,659,115円 

令和２年度末       6,371,550円 

比 較 増 減       △287,565円 

   
 
措置の内容 

①ア債務者に対し，督促状の送付や電話等による督促のほか，債務者の状況に応

じて，履行延期等を行っているところであり，債務額の一部（令和３年12月末

現在26,000円）について償還があった。今後とも，収入未済額の解消に努める

とともに，債務者の経済状況等を正確に把握して適正な収納管理を行う。 

①イ債務者に対し，督促状の送付や電話等による督促を行っている。また，債務

者の状況に応じて，債務額の一部（令和３年12月末現在6,000円）について履

行延期を行った。今後とも，収入未済額の解消に努めるとともに，債務者の経

済状況等を正確に把握して適正な収納管理を行う。 

①ウ債務者に対し，督促状の送付や電話等による督促を行っているところであ

り，債務額の一部（令和３年12月末現在2,961円）について償還があった。今

後とも，収入未済額の解消に努めるとともに，債務者の経済状況等を正確に把

握して適正な収納管理を行う。 

福祉相談センター 令和３年８月20日 

  
監査結果（指摘事項） 
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①収入未済額について，児童保護弁償金に係る延滞金については総額は減少して

いるものの，児童保護弁償金については増加している。また，総額が減少した

項目についても，なお多額の未収額があり，併せてさらなる改善が必要である。 

 

ア児童保護弁償金収入未済状況 

令和元年度末       3,786,440円 

令和２年度末       4,285,460円 

比 較 増 減         499,020円 

 

イ児童保護弁償金に係る延滞金収入未済状況 

令和元年度末       1,476,000円 

令和２年度末       1,310,600円 

比 較 増 減       △165,400円 

   
 
措置の内容 

①ア及びイ滞納者に対しては，事務担当者と担当の児童福祉司が連携し，文書，

訪問，電話等による督促を行っている。児童保護弁償金徴収強化月間を年３回

実施しているほか，通年で訪問徴収を行うなど，督促強化に取り組んでいる。 

 また，新規滞納者の発生の未然防止を図るため，児童の施設入所に際して発生

する費用とその負担についての説明用チラシを作成し，納入義務者に説明する

など，納期限内納付に向け取り組んでいる。 

 なお，延滞金は，児童保護弁償金の遅延納付に基づき発生するものであること

から，児童保護弁償金の遅延納付が発生しないよう，児童保護弁償金の収入未

済と同様に，事務担当者と担当児童福祉司との連携強化を図り，延滞金発生の

未然防止に向けた納期限内納付の啓発に取り組んでいる。 

令和３年12月末現在収入状況 

 ・児童保護弁償金 ８件 77,480円 

・延滞金     ３件 14,700円 

津山児童相談所 令和３年８月18日 

 
監査結果（指摘事項） 

①児童保護弁償金の収入未済額について，総額は減少しているものの，なお多額

の未収額があり，さらなる改善が必要である。 
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児童保護弁償金収入未済状況 

令和元年度末       9,825,080円 

令和２年度末       9,312,950円 

比 較 増 減       △512,130円 

   
 
措置の内容 

①滞納者（過年度分）に対しては，事務担当者と児童福祉司が連携し，文書，電

話及び訪問による督促を行い，令和３年12月末現在で12件88,100円を回収し

た。 

 今後は児童保護弁償金徴収強化月間の実施等により，さらなる収納未済額の縮

減に努めるとともに，債務者の経済状況等を正確に把握し，状況に応じて滞納

処分の執行停止を行うなど，適正な収納管理に努める。 

 また，費用負担の必要性についての納入義務者への十分な説明，口座振替の利

用促進，滞納の初期段階での積極的な督促などにより新たな収入未済の発生防

止に取り組んでいる。  

県立成徳学校 令和３年８月16日 

 
監査結果（指摘事項） 

①前年度の注意・指導事項のうち，調定額の算出基礎又は算出金額が適正でない

ものについて，本年度の監査においても，行政財産の使用許可（職員駐車場）

に係る使用料の算出に当たり，徴収対象外である職員について，徴収し収入し

ていたものが認められた。 
 
措置の内容 

①令和２年度の対象者については，今年度，償還金，利子及び割引料の予算措置

を行ったうえ返還する。令和３年度の対象者については，歳入戻出を行って返

還した。 

 今後，制度の理解を深め，徴収対象者の把握を徹底し複数の者で確認すること

とした。 

 

（産業労働部関係） 

産業労働部 令和３年11月５日 

 
監査結果（指摘事項） 

①中小企業支援資金貸付金の収入未済額について，総額は減少しているものの，

なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。 
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中小企業支援資金貸付金収入未済状況 

令和元年度末     469,585,362円 

令和２年度末     456,828,726円 

比 較 増 減    △12,756,636円 

   
 
措置の内容 

①新たな収入未済の発生については，貸付組合等に対して定期的に運営診断を実

施し，経営状況を把握して指導を行うことにより防止している。 

 現在，収入未済となっている貸付金については，貸付先及び連帯保証人等との

交渉や督促により，早期回収に努めるとともに，債権回収会社のノウハウや交

渉力を活用し，連携して連帯保証人等への督促を行っている。 

 今年度はコロナ感染症の影響で多くの事業者の業績が悪化する中で12月末時

点の回収額は8,789,344円となっている。 

 なお，自己破産等の法的整理や連帯保証人の行方不明などにより，回収の目処

が立たないものについては，債権放棄等の不納欠損処分を行うこととしてい

る。 

工業技術センター 令和３年８月３日 

 
監査結果（指摘事項） 

①消耗品に係る支出について，支出負担行為決議書兼支出命令書の入力内容に誤

りがあり，正しく入力し直したが，誤りの伝票の取消処理が漏れていたため，

二重払となったものが認められた。 

②前年度の注意・指導事項のうち，支出の積算基礎又は算出金額が適正でないも

のについて，本年度の監査においても，短時間勤務会計年度任用職員の報酬に

係る支出について，旅費（通勤費用）は別途支給しているが，報酬に旅費を含

めた額で支給したため，旅費が二重払になったものが認められた。 
 
措置の内容 

①軽微な修正は簡易更正を行うこととし，やむを得ず改めて歳出決議を行う場合

は，取り消した元の審査確認済決議を添付し，複数の職員で確認するよう徹底

している。 

②副担当者を含めた複数名で突合・照合する等チェック機能体制を整え，再発の

防止に努めている。 

  

（農林水産部関係） 
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農林水産総合センター 令和３年８月31日 

 
監査結果（指摘事項） 

①同一の修繕事業について，二重払をしたものが認められた。 

②生物科学研究所内で使用していた県有重要物品である「リアルタイムＰＣＲ解

析システム」１台の亡失が認められた。 
 
措置の内容 

①支払済の案件かどうか確認できるよう，発注担当者と経理担当者の双方で処理

済の起案を保管し，支出を伴う起案の決裁時には，必ずお互い確認することを

徹底し，現在では適正な事務処理に努めている。また，各研究所の発注担当者

に財務システムの参照権限を付与し，各研究所で処理状況を確認できる体制と

した。 

②職員から所在不明との連絡を受け，責任者をはじめ全職員に対し所在確認を行

い所内を探索したが所在が判明しなかった。 

盗難の可能性も考えられたことから，管轄警察署である岡山北警察署に対し被

害届を提出している。また，研究所の施設内３カ所に監視カメラを設置した。 

 職員に対しては，所内会議で備品管理の徹底を注意喚起した。また，今後は使

用責任者だけでなく，複数の職員で備品を確認するなど，引き続き備品管理の

徹底を図ることとしている。 

 

  （土木部関係） 

土木部 令和３年11月９日 

 
監査結果（指摘事項） 

①土木使用料（住宅使用料）の収入未済額について，総額は減少しているものの，

なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。 

              

土木使用料（住宅使用料）収入未済状況 

令和元年度末      48,160,490円 

令和２年度末      46,101,831円 

比 較 増 減    △2,058,659円 

   
  
措置の内容 

①指定管理者が配置している専任の収納員による電話での督促や，戸別訪問によ

る徴収などに加え，県職員による督促，明渡請求訴訟等の提起を行っている。

また，債権回収会社及び弁護士への委託により，令和３年12月末現在，７件 
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614,002円を回収しており，今後一層の収入確保に努める。 
 

  

（県民局及び地域事務所） 

備前県民局 令和３年10月18日 
 
監査結果（指摘事項） 

①収入未済額について，母子父子寡婦福祉資金貸付金及び農業改良資金貸付金に

ついては総額は減少しているものの，県税（滞納繰越分），県税関係諸収入（

延滞金，加算金）及び雑入（生活保護費返還金・徴収金外）については増加し

ている。また，総額が減少した項目についても，なお多額の未収額があり，併

せてさらなる改善が必要である。 

 

ア県税（滞納繰越分）収入未済状況 

令和元年度末     679,875,307円 

令和２年度末     696,612,021円 

比 較 増 減      16,736,714円 

 

イ県税関係諸収入（延滞金，加算金）収入未済状況 

令和元年度末      79,212,771円 

令和２年度末      81,746,690円 

比 較 増 減       2,533,919円 

 

ウ雑入（生活保護費返還金・徴収金外)収入未済状況 

令和元年度末      3,631,632円 

令和２年度末      3,729,273円 

比 較 増 減       97,641円 

 

エ母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況 

令和元年度末      9,709,760円 
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令和２年度末      9,520,032円 

比 較 増 減       △189,728円 

 

オ農業改良資金貸付金収入未済状況 

令和元年度末      26,664,762円 

令和２年度末      25,034,762円 

比 較 増 減     △1,630,000円 

 

②前年度の注意・指導事項のうち，必要な契約書，請書のないもの又はその

内容が適正でないものについて，本年度の監査においても，堤防監視業務

の委託契約書について，契約解除の条件及び四半期ごとに支払うとされて

いる委託料の額が記載されていないものが認められた。 
 
措置の内容 

①ア及びイ滞納案件については，幅広い財産調査を行い，財産を発見した場合は，

迅速かつ効果的に差押えを行う等，案件の早期解決に取り組んでいる。また，

捜索やタイヤロック等の強化月間を設け，大口・困難案件の財産発見に努め，

自動車，動産等の公売等により，収入未済額の縮減に努めるとともに財産調査

により担税力を喪失していると認められる者については，徴収の緩和措置を講

じて滞納繰越額の縮減を行うこととしている。 

 なお，市町が賦課徴収を行っている個人県民税については，管内市町との連携

が不可欠であることから，市町からの徴収引継などにより，収入未済額の縮減

に努めている。 

①ウ保護費の返還金及び徴収金を滞納している者に対して，家庭訪問や文書・電

話による償還指導を行った。その結果，令和２年度収入未済について，令和３

年12月末現在で，４名から180,820円（うち完済１名，67,820円）を回収した。 

 また，新たな返還金及び徴収金の発生を防ぐため，面接等により生活保護世帯

の状況把握を行った。 

 保護費の返納金については，令和３年７月に家庭訪問し償還指導を行うも回収

はできなかったが，引き続き償還指導を継続する。 

 なお，健康管理手当等過支給分については，民事裁判で勝訴判決を得た後，銀

行預金を強制執行することにより令和３年７月９日全額回収した。今後過払い

が発生しないように被爆者の住民基本台帳を定期的に確認することとしてい

る。 

①エ貸付金の元利金及び違約金を滞納している者に対して，家庭訪問や文書・電
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話による償還指導を繰り返し行うとともに，生活状況を聴取して分割納入等の

指導を行った。併せて，連帯保証人に滞納状況を通知するなど償還指導に努め

た。その結果，令和３年12月末現在で，125件629,494円を回収した。 

 また，新たな滞納の発生を防ぐため，新規の貸付に当たっては，借主，連帯借

主への面接を行うとともに，連帯保証人に対しても意思確認を行い，償還に対

する意識醸成の徹底を図った。 

①オ農業普及指導センターの指導により経営の安定化を図るとともに，償還計画

を作成させ，計画的な償還を促している。また，償還が滞る恐れがある場合は，

借受者や連帯保証人との面談，電話連絡等により償還が継続されるよう努めて

いる。これらの取組により令和３年12月末現在で，1,313,359円が納付された。 

②堤防監視業務契約書中に，契約解除の条件及び四半期ごとに支払う委託料の額

を記載することとした。また，関係法令等を再確認するとともに，同様の誤り

を行わないよう，今回の指摘内容を職員に周知した。 

備中県民局 令和３年10月14日 
 
監査結果（指摘事項） 

①収入未済額について，雑入（生活保護費返還金・徴収金）については総額は減

少しているものの，雑入（霞橋側道橋放火に係る原因者負担金）については総

額の増減はなく，母子父子寡婦福祉資金貸付金及び農業改良資金貸付金につい

ては増加している。いずれの項目についても，なお多額の未収額があり，併せ

てさらなる改善が必要である。 

 

ア雑入（生活保護費返還金・徴収金)収入未済状況 

令和元年度末      4,235,178円 

令和２年度末      2,602,878円 

比 較 増 減     △1,632,300円 

 

イ母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況 

令和元年度末      6,102,159円 

令和２年度末       6,389,555円 

比 較 増 減    287,396円 

 

ウ農業改良資金貸付金収入未済状況 
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令和元年度末      6,097,907円 

令和２年度末       6,108,226円 

比 較 増 減    10,319円 

 

エ雑入（霞橋側道橋放火に係る原因者負担金）収入未済状況 

令和元年度末      3,567,040円 

令和２年度末       3,567,040円 

比 較 増 減    0円 

   
 
措置の内容 

①ア保護受給中の者については，毎月の保護費支給時に面接して計画的な徴収を

行っている。保護廃止済の者については，世帯状況を確認し返還可能額につい

て協議するなど，その徴収等に努めている。 

引き続き，世帯状況も勘案しながら，文書や訪問による納付指導を行うととも

に，誠意ある対応がみられない者に対する法的手段による徴収の実施も併せ，

収入未済の削減に努める。 

他方，新たな返還金・徴収金の発生を未然に防ぐため，保護受給世帯に対し収

入申告義務について繰り返し説明することで正しい申告を行わせるとともに，

課税調査の実施や資産申告書を毎年度徴収するなど世帯状況の確認を実施し

ている。 

  令和３年12月末現在収入状況   ４件    90,000円 

①イ滞納者（借主及び連帯借主並びに連帯保証人）に対して，電話や文書に加え

訪問面接により償還指導を行った。 

特に滞納者の返済が遅延した場合には，継続して納付するよう連絡を入れると

ともに必要に応じて訪問し，世帯状況の確認や償還方法見直しの相談に当たる

など，丁寧で償還につながる指導を行った。 

また，連絡が取れない滞納者の居所確認の住民票等調査や，困難な事例に関す

る専門的知識や助言を得るための本庁担当課や嘱託弁護士への相談を行った。

今後も引き続き収入未済の削減に努める。 

他方，新たな滞納未収金の発生を防ぐため，償還が滞り始めた初期の段階にお

いて，滞納の固定化・多額化とならないよう市町担当者等関係者と連携を密に

して情報収集するとともに，滞納者に対し電話や文書による償還指導を開始し

ている。 
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令和３年12月末現在収入状況   141件   1,057,462円            

①ウ農業改良資金貸付金の滞納事案については，すべて履行延期の特約承認を行

っており，新たな償還計画に沿った償還が確実に行われている。 

 今後も電話等により債務者の収入や資産状況を把握しながら，償還額の増額に

ついて引き続き指導を行い，一層の収入確保に努める。 

令和３年12月末現在収入状況   ２件      360,000円 

①エ原因者負担金については，債務者が刑法犯による実刑判決を受け服役中のた

め，収入未済となっているが，刑期終了を待たず強制徴収に向けた手続を進め

ることとし，収監先の確認，財産調査等を行っている。 

新見地域事務所 令和３年10月14日 
 
監査結果（指摘事項） 

①令和元年度の消耗品の支払について，正当債権者でない者に支出していた

ことが，令和２年度に正当債権者からの申し出により判明したものが認め

られた。 
 
措置の内容 

①令和２年９月に誤払いが発覚したため，ただちに正当債権者への支払を行

った。また，正当債権者でない者に対しては，令和２年９月３日に調定を

行い，返還を求め，令和２年９月18日に領収を確認した。今後は請求書や

決議書等関係資料の内容を十分に確認し，適正な事務処理を行うよう徹底

した。 

美作県民局 令和３年10月６日 
 
監査結果（指摘事項） 

①収入未済額について，雑入（スラッジ撤去処理処分費用）及び雑入（生活保護

費返還金・徴収金外)については総額は減少しているものの，県税関係諸収入

（延滞金，加算金）については増加している。また，総額が減少した項目につ

いても，なお多額の未収額があり，併せてさらなる改善が必要である。 

 

ア雑入（スラッジ撤去処理処分費用）収入未済状況 

令和元年度末      2,187,000円 

令和２年度末      2,172,000円 

比 較 増 減     △15,000円 

 

イ県税関係諸収入（延滞金，加算金）収入未済状況 
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令和元年度末      3,892,992円 

令和２年度末      5,190,038円 

比 較 増 減     1,297,046円 

 

ウ雑入（生活保護費返還金・徴収金外)収入未済状況 

令和元年度末      6,156,955円 

令和２年度末      3,487,130円 

比 較 増 減     △2,669,825円 

 

②落札決定後に応札者からの指摘により設計書に違算があることが判明し，落札

決定を取り消したものが認められた。 
 
措置の内容 

①ア債務者は安定した収入がない中，面会や電話等で粘り強く督促した結果，毎

年5,000円～20,000円程度が納入されている。 

 引き続き，粘り強く督促し，収入を確保するなど未済額の解消に努める。 

①イ滞納者の財産調査を徹底し，預貯金や給与などの早期に現金化できる債権を

中心に差押えを実施するとともに，税額が大きい不動産取得税の課税予告を事

前に送付したり，催告書の封筒を赤色にする等，収入未済額の縮減に努めてい

る。 

 県税の収入未済総額の約６割を占めている，市町村が賦課徴収する個人県民税

については，岡山県滞納整理推進機構は終了するが，引き続き県民局で徴収強

化のための市町村支援を実施することとしている。 

 また，給与から天引きする特別徴収を徹底する取組を推進し，個人県民税の収

入率向上を図っている。 

 今後も，滞納処分のさらなる迅速化と市町村との連携強化により税収の確保に

努める。 

①ウ生活保護費返還金・徴収金については，文書及び電話連絡による督促を実施，

県内居住者については，訪問による督促を実施した結果，債務額の一部（12

月末現在351,380円）について償還があった。今後とも督促を行い，収入確保

に努めるとともに，収入申告義務について繰り返し説明するなど，収入未済の

発生防止に努める。 

②今回の発生原因等を職場会議で情報共有するとともに，次の再発防止対応を図

ることとした。 
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・歩掛り改定があった際には，職場会議を開催し改定情報を共有する。 

・使用頻度の少ない施工単価は積算システムを用いて試算し，条件設定を確認

する。 

・入札結果により，設計書の精査が必要な場合は，起工設計書の審査を行って

いない職員による積算システムを用いたチェックを行う。 

・落札決定取消の原因となった違算の内容・原因等を発注工事関係各課と情報

共有する。 

真庭地域事務所 令和３年10月６日 
 
監査結果（指摘事項） 

①ＰＨＳ及び携帯電話の公衆電話基地局の機器の稼働に要する電気料金につ

いて，年額により金額を定めている場合は，年度当初に調定し４月末日ま

でに収入すべきところ，調定事務を怠り，翌々年度に２年分を収入処理し

ているものが認められた。 

②雑入（ガードレール修繕に係る費用弁償）の収入未済額が新たに発生して

おり，改善が必要である。 

 

雑入（ガードレール修繕に係る費用弁償）収入未済状況 

令和元年度末      0円 

令和２年度末      1,832,000円 

比 較 増 減     1,832,000円 

   
 
措置の内容 

①岡山県財務規則等に基づき，適切な納期限の設定を行うよう関係職員に周

知徹底した。 

 なお，調定していなかった令和３年度分については，指摘後，直ちに調定

を行った。 

②債務者は費用弁償額の一括納付が困難なため，令和２年５月から分納（毎

月30,000円）を開始し，計画どおり納入（12月末現在210,000円）されてい

る。 

 今後も確実に納入されるよう債務者の生活状況を把握するなど，収入の確

保に努める。 

勝英地域事務所 令和３年10月６日 
 
監査結果（指摘事項） 

①コピー用紙代について，債権者の確認を怠り，誤って別の業者へ支払をし，
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支払を受けた業者からの連絡により判明したものが認められた。 

②前年度の注意・指導事項のうち，支出関係で適正でないものについて，本

年度の監査においても，特定鳥獣専門指導員の報酬について，支出予定額

を超えて執行しているものが認められた。 
 
措置の内容 

①定例的な支出について，過去の類似決議を再利用した場合においても支払

のチェック（債権者，金額，支払先口座等）を確実に行うよう再徹底した。 

②報酬の支出について，支出状況の随時確認を徹底し，経費支出伺の支出予

定額を超過する可能性がある場合は確実に増額変更の伺を行う。また，支

出を行う際には支出管理表を起案に添付し，複数の職員によるチェックを

行うことで適正な事務処理に努めている。 

 

２ 諸局・企業局関係 

監査実施機関 監査実施年月日 

議会事務局 令和３年11月４日 
 
監査結果（指摘事項） 

①議会バス運行管理業務委託について，予定価格が県の規則で定める額を超

えているにもかかわらず，随意契約をしているものが認められた。 
 
措置の内容 

①岡山県財務規則等の会計関係法規に基づく事務処理手順を関係職員間で再度

確認し，これに基づく事務処理を行うよう徹底し，内部統制の会計事務着眼点

チェックリストを活用するなど再発防止に努める。 

企業局 令和３年７月15日 

 
監査結果（指摘事項） 

①営業未収金（給水料金）の収入未済額について，総額が増加し，多額の未収額

があり，さらなる改善が必要である。 

 

営業未収金（給水料金）収入未済状況 

令和元年度末      76,228,931円 

令和２年度末      78,841,720円 

比 較 増 減     2,612,789円 
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措置の内容 

①平成29年３月に，その時点での累積滞納額を担保するため，同社所有の土地及

び建物への抵当権設定により一旦整理したところであるが，その後，新型コロ

ナウイルス感染症の影響等により支払が滞り，滞納額が増加したところであ

る。企業の生産活動を支援するという工業用水道事業の目的と，他の受水企業

との公平性の観点等に鑑み，同社の事業継続が可能な範囲で債権回収を強化す

る必要があると考え，弁護士を入れて納付交渉に臨んでおり，令和４年１月に

は債務承認により債権を保全したところである。 

 現在は，令和３年７月から再開した１ヶ月分の料金の支払に加え，少額ではあ

るものの過年度分も毎月支払われている状況であり，引き続き債権回収手続を

強化し，滞納額の減少に努めてまいりたい。 

  令和３年12月末現在収入状況  4,100,032円 
 

 

３  教育委員会関係 

監査実施機関 監査実施年月日 

教育庁 令和３年10月29日 

 
監査結果（指摘事項） 

①高等学校等奨学金貸付金の収入未済額について，総額は減少しているもののな

お多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。 

 

高等学校等奨学金貸付金収入未済状況 

令和元年度末      55,986,591円 

令和２年度末      26,698,952円 

比 較 増 減    △29,287,639円 

   
 
措置の内容 

①滞納者や連帯保証人に対して，文書・電話・訪問による督促を繰り返し行うと

ともに，連絡が取れない者については，住民票等の公用請求なども行いながら，

居住地の特定・生活状況の把握に努めている。 

 新たな収入未済の防止のため，経済的に困窮している場合には返還免除制度の

周知等を行っている。 

 また，繰り返しの督促にも応じない債務者に対しては，法的手続を含めた対応

を弁護士に委託し，返還請求に関する訴えの提起を行うなど，債権整理・回収

の強化を行っている。 
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  これらの取組により，令和３年12月末現在で，高等学校等奨学金分407件

3,499,001円の納付があった。  

倉敷青陵高等学校 令和３年８月10日 
 
監査結果（指摘事項） 

①生徒の保護者へ給付する災害共済給付金について，給付対象の生徒と同姓同名

の，別の生徒の保護者へ誤って給付し，正当な受給者からの連絡により判明し

たものが認められた。 
 
措置の内容 

①事案発覚後，速やかに誤払いの相手方に誤払金の返納請求手続を行い，誤払金

戻入後，正当債権者に災害共済給付金の支払決定を通知し，支払を完了させた。

今後は同様の事案が発生しないよう，支給決定伺作成時には，支給決定通知書

の内容と，日本スポーツ振興センターから通知される医療費支払通知書に記載

された被災生徒の学年，クラス，金額並びに被災生徒の保護者氏名を複数の職

員で読み合わせ及び突合を行い，支出先に誤りがないか，被災生徒とその保護

者の債権者コードの確認を徹底し，再発の防止及び適正な事務処理に努める。 

高梁高等学校 令和３年８月26日 

 
監査結果（指摘事項） 

①グラウンド法面改修工事について，進行管理を怠り，適切な事務処理が行えず，

不適正な契約を締結しているものが認められた。 
 
措置の内容 

①工事の進行管理や契約事務等について，複数の職員による確認を徹底し，再発

の防止及び適正な事務処理を行うよう努めてまいりたい。 

新見高等学校 令和３年６月24日 

 
監査結果（指摘事項） 

①生産物売払収入について，納入義務者への納入通知書の送付漏れのため，納期

限後に収入しているものが認められた。 
 
措置の内容 

①調定決議書作成後，納入通知書の未発行と発行済に分類し，定位置に置くこと

で担当以外でも処理状況がわかるようにした。 

 

４  公安委員会関係 

監査実施機関 監査実施年月日 

警察本部 令和３年11月８日 
 
監査結果（指摘事項） 
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①諸収入（放置違反金等）の収入未済額について，総額は減少しているものの，

なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。 

 

諸収入（放置違反金等）収入未済状況 

令和元年度末      3,945,300円 

令和２年度末      2,264,300円 

比 較 増 減     △1,681,000円 

 

②留置者の医療費について，債権者の確認を怠り，請求書記載の医療機関と同一

名称の別の医療機関に支出しているものが認められた。 
 
措置の内容 

①令和２年中は，新たな収入未済の発生を抑止するため，滞納者に対して早期の

催促や預貯金の差押え等滞納処分を積極的に実施したほか，差押え物件を公売

する仕組みを整え，滞納者に対して毅然とした態度を示すことで早期納付を促

した。 

 また，放置違反金等徴収強化期間を年３回設け，休日等の自宅や平日等の勤務

先への訪問など，複数職員が滞納者と直接面会する強い態度を示すことで早期

納付を促し，より実効性の高い活動を実施した。 

 県外の滞納者に対しては，債権回収業者に所在確認を依頼するとともに，居住

していると思われる地域を拠点とする金融機関や社会保険事務所等への照会

を継続して実施し，滞納者の稼働先，口座等の把握に努めた。 

 今後はＳＮＳ情報の検索等，新たな確認方法も採用しながら，滞納者の所在確

認や資産状況の把握などに努めるとともに，使用者責任追及の公平性を担保す

るため，資力があるにもかかわらず支払わない滞納者に対しては毅然とした態

度で回収に臨み，収入未済の圧縮に努めていく。 

  令和３年12月末現在収入状況    73件   1,014,700円 

②誤払いの相手方から医療費を戻入させ，正当債権者への支払を行った。 

 なお，主な発生原因は，統合財務会計システムに誤った債権者情報が登録され

ていたことによるもので，登録内容を修正した。 

 以後，請求書に振込口座の記載がなかった場合は，システムに既登録の相手方

であっても，振込口座の確認をすることとしている。 

児島警察署 令和３年９月２日 
 
監査結果（指摘事項） 

①物品の支払について，債権者でない業者に支払をしているものが認められた。 
 
措置の内容 
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①支出先誤りによる誤払いが判明後，戻入命令書を作成の上，相手方へ納入通知

書を送付し，返納させるとともに，正当債権者への支払を行った。 

決議書の確認をする際に，縦に重ねていた次の決議書に添付されていた請求書

を誤って確認し，審査確認を行ったものであり，複眼での確認方法に問題があ

ったことから，以後は，統合財務会計システム入力担当者以外の者に確認をさ

せた上で，それを出納員が検証する方法に改め，同種事案の再発防止措置を講

じた。 
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１ 監査の概要 

(1) 監査等の種類  財政的援助団体等の監査 

(2) 監査の対象 

① 監査対象年度  令和２年度 

② 監査対象団体 

・出資団体 ････ 県が資本金等の４分の１以上を出資している団体 

・補助金交付団体 ････ 県が１千万円以上の補助金を交付している団体 

・負担金・交付金交付団体 ････ 県が５千万円以上の負担金又は交付金を交

付している団体 

・貸付金貸付団体 ････ 県が１億円以上の貸付金を貸し付けている団体 

・指定管理者 ････ 県が公の施設の指定管理を行わせている団体 

③ 監査実施団体 

監査対象団体のうち，次の表に掲げる 21 団体について監査を実施した。 

区  分 監査対象団体数 監査実施団体数 

出 資 団 体   ２７    １２ 

補 助 金 交 付 団 体    ５８       １２ 

負担金・交付金交付団体     ４         １ 

貸 付 金 貸 付 団 体     １         １ 

指 定 管 理 者   ３０         ７ 

合  計 

（ ）は実団体数  

１２０ 

（１０１） 

  ３３ 

（２１） 

(3) 監査の着眼点 

財政的援助等に係る出納その他の事務が，当該援助等の目的に沿って行われ，

適正に処理されているか。 

 

(4) 監査の実施内容 

監査に当たっては，岡山県監査委員監査基準（令和２年３月 27 日岡山県監査

公表第５号）に準拠し，次のとおり実施した。 

    ① 事前調査 

     監査事務局職員が，あらかじめ監査実施団体に出向き，関係諸帳簿及び証拠

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



書類を確認・照合するとともに，当該団体の職員から説明を聴取して調書にま

とめ，監査委員へ提出した。 

②  監査委員監査 

     ア 実地監査（７団体） 

           監査委員が，監査実施団体に出向き，当該団体の職員から説明を聴取す

るとともに，当該団体から提出された監査資料等及び監査調書に基づい

て監査を行った。 

       イ  書面監査（１４団体）          

監査委員が，監査実施団体から提出された監査資料等及び監査調書に

基づいて監査を行った。 

２ 監査の結果 

   上記により監査した限りにおいて，監査の対象となった事務が財政的援助等の目

的に沿って行われ，おおむね適正に処理されていることを確認した。 

 (1) 総括的事項 

   ① 監査を実施した 21 団体のうち，１団体について改善を要すると認められる事

案（指摘事項）があった。 

     ② 指摘事項には至らないが，３団体について，改善を要すると認められる事案 

（注意・指導事項）があった。 

   ③ その他の 17 団体については，適正に処理されていると認められた。 

 

監査実施団体
（監査実施団
体を所管する
県の部局） 

監 査 対 象 区 分 
監  査 

年月日 

指摘 

事項 

区 分 

実

地 

書

面 

公立大学法人
岡山県立大学 

(総務部) 

【出資団体】 
出資総額      12,091,632,943 円 
県の出資額     12,091,632,943 円 

（出資比率 100.0％） 
【補助金交付団体】 
公立大学法人岡山県立大学施設等整備事
業費補助金       78,184,000 円 
 
【負担金・交付金交付団体】 
公立大学法人岡山県立大学運営費交付金
等         2,201,672,500 円 
 
 
 

令和４年 
２月 15 日 －  ○ 
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井原鉄道株式
会社 
(県民生活部) 

【出資団体】 
出資総額       700,000,000 円 
県の出資額      203,000,000 円 

（出資比率 29.0％） 
【補助金交付団体】 
井原線鉄道基盤設備維持費補助金

88,548,000 円 

令和４年 
１月 18 日 － ○  

株式会社吉備
高原都市サー
ビス 
(県民生活部) 
 
 
 

【出資団体】 
出資総額       150,000,000 円 
県の出資額       50,000,000 円 

（出資比率 33.3％） 
【指定管理者】 
岡山県吉備高原都市センター区広場 
            8,728,704 円 

令和４年 
１月 24 日 － ○  

岡山空港ター
ミナル株式会
社 
(県民生活部) 

【出資団体】 
出資総額       860,300,000 円 
県の出資額      260,300,000 円 

（出資比率 30.3％） 

令和４年 
１月 14 日 －  ○ 

備北バス株式
会社 
(県民生活部) 

【補助金交付団体】 
岡山県地域振興特定バス系統補助金 
            24,094,000 円 

令和４年 
１月７日 －  ○ 

公益財団法人
児島湖流域水
質保全基金 
(環境文化部) 

【出資団体】 
出資総額       241,807,609 円 
県の出資額      100,000,000 円 

（出資比率 41.4％） 

令和４年 
１月 14 日 －  ○ 

公益財団法人
岡山県健康づ
くり財団 
(保健福祉部) 

【出資団体】 
出資総額       105,000,000 円 
県の出資額       30,000,000 円 

（出資比率 28.6％） 
【補助金交付団体】 
岡山県食鳥検査促進事業費補助金 

15,000,000 円 
【指定管理者】 
岡山県南部健康づくりセンター 

123,584,000円 

令和４年 
２月 15 日 －  ○ 

公益財団法人
岡山県生活衛
生営業指導セ
ンター 
(保健福祉部) 

【出資団体】 
出資総額        5,000,000 円 
県の出資額       2,000,000 円 

（出資比率 40.0％） 

令和４年 
１月 24 日 
 

－  ○ 

社会福祉法人
岡山県視覚障
害者協会 
(保健福祉部) 

【指定管理者】 
岡山県視覚障害者センター 
            30,356,000 円 
 

令和４年 
１月 14 日 
 
 

－  ○ 

公益社団法人
岡山県聴覚障
害者福祉協会 
(保健福祉部) 

【指定管理者】 
岡山県聴覚障害者センター 
            33,939，800 円 
 

令和４年 
１月 14 日 －  ○ 
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株式会社オー
ビス 
(産業労働部) 

【出資団体】 
出資総額       420,000,000 円 
県の出資額      158,100,000 円 

（出資比率 37.6％） 
 

令和４年 
２月 15 日 －  ○ 

公益財団法人
岡山県産業振
興財団 
(産業労働部) 

【補助金交付団体】 
岡山県下請企業振興事業費補助金等 
           208,553,308 円 
 
【指定管理者】 
岡山県テクノサポート岡山 207,236 円 

（新型コロナウイルス感染症対策分） 
 

令和４年 
１月 24 日 － ○  

岡山県中小企
業団体中央会 
(産業労働部) 

【補助金交付団体】 
岡山県中小企業団体中央会補助金等 
           122,450,056 円  

令和４年 
２月 15 日 －  ○ 

公益財団法人
岡山県農林漁
業担い手育成
財団 
(農林水産部) 

【出資団体】 
出資総額       500,000,000 円 
県の出資額      375,000,000 円 
         （出資比率 75.0％） 
【補助金交付団体】 
岡山県農地売買事業等活動推進事業費
補助金等        14,138,775 円 
 
【指定管理者】 
岡山県立青少年農林文化センター三徳園     
            26,176,000 円 

令和４年 
１月 26 日 － ○  

公益財団法人
中国四国酪農
大学校 
(農林水産部) 

【出資団体】 
出資総額        60,607,356 円 
県の出資額       51,607,356 円 
         （出資比率 85.2％） 
【補助金交付団体】 
岡山県畜産振興事業補助金 
            19,564,000 円   

令和４年 
１月 21 日 － ○  

公益社団法人
おかやまの森
整備公社 
(農林水産部) 

【補助金交付団体】 
公社の森機能増進総合事業費補助金等 
          1,260,500,000 円

【貸付金貸付団体】 
おかやまの森整備公社経営改善資金貸
付金        35,716,000,000 円 

令和４年 
１月 12 日 － 

 
○ 

晴れの国岡山
農業協同組合
(農林水産部) 

【補助金交付団体】 
岡山県農林水産業統合補助金等 
            21,898,350 円 

令和４年 
２月 15 日 － 

 
○ 

おかやま酪農
業協同組合 
(農林水産部) 

【補助金交付団体】 
岡山県畜産振興事業補助金 
            18,061,900 円 

令和４年 
１月 14 日 － 

 
○ 

公益財団法人
倉敷スポーツ
公園 

(土木部) 

【出資団体】 
出資総額      1,300,000,000 円 
県の出資額      650,000,000 円 

（出資比率 50.0％） 
【指定管理者】 
岡山県倉敷スポーツ公園 
           216,032,849 円 
 

令和４年 
１月 28 日 － 

 
○  
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(2) 個別的事項 

   ○ 公益財団法人岡山県育英会 

      ア 指摘事項 

令和２年度末の奨学金未収償還金が，前年度末に比べ約 18 万円増加し,  

333,213,919 円となっている。 

        イ 所見 

令和２年度の奨学金収入率は，督促等の取組強化や長期滞納者に対す

る法的措置の拡大などにより，前年度より改善しているものの，年度末時

点での未収償還金の額は増加している。 

未収償還金が生じていることは，適正に返還している者との公平性を

欠き，制度運営上の観点からも大きなリスクとなるので，債権管理に万全

を期し，新たな未収償還金の発生を防止するとともに，これまで講じてき

た未収償還金を縮減するための様々な取組の効果等を分析し，効果が上

がっている取組は引き続き推進するとともに,早期回収につながる，より

効果的・効率的な対策についても検討されたい。 

公益財団法人
岡山県下水道
公社 

(土木部) 

【出資団体】 
出資総額        30,000,000 円 
県の出資額       15,000,000 円 

（出資比率 50.0％） 

令和４年 
２月 15 日 － 

 
○ 

公益財団法人
岡山県育英会 
(教育庁) 

【補助金交付団体】 
岡山県育英事業費補助金 45,214,670 円 
 

令和４年 
１月 26 日 有 ○  
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令和２年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況  

 
選定した特定の事件（監査テーマ） 

「県単費事業に関する財務事務の執行について」 

 

監査の結果等（要約） 措置状況 

第２ 包括外部監査の結果（総論） 

（１） 事業評価の「効率性」について 

【意見】事務事業評価を有効に行うために、各事務事業の「効率性」を測る明確な基準を

設定する必要がある。 

 

事務事業評価は行政評価の一部をなし、その

仕組みは事業目標の達成状況を表す「達成度」

と 事 業 に 投 入 し た コ ス ト に 見 合 っ た 効 果 が 得

られたかを表す「効率性」の評価をもって行わ

れる。 

各事務事業はヒアリングの結果、担当課がそ

れぞれ工夫して「効率性」に係る評価を行って

いるものの、明確な評価基準をもっていないこ

とが確かめられた。「効率性」の評価について

は、評価基準が A：高い、B：やや高い、C：や

や低い、D：低い、の 4 段階で評価を行ってい

るものの、評価基準が定量的となっておらず、

明確でないことから、評価担当者の主観が評価

に 影 響 し 十 分 な 評 価 に な っ て い な い 恐 れ が あ

る。 

事務事業評価については、「達成度」と「効

率性」の評価結果により、事業内容や手法を見

直すこととなっているが、「効率性」の評価が

十 分 で な い ま ま 、 施 策 や 事 務 事 業 を 評 価 し て

PDCA を回している恐れがあり、現在の事業の

投入コストに対して、コスト削減の可能性を踏

ま え た 手 法 の 検 討 や 方 向 性 の 転 換 等 の 修 正 行

動 へ つ な げ る 視 点 が 弱 い ま ま 運 用 さ れ て い る

と考えられる。 

 

 

令和２（2020）年度分の事務事業評価

から、「効率性」の評価に当たって、投

入 コ ス ト に 見 合 っ た 効 果 が 得 ら れ た か

を測定するための「評価基準チェックシ

ート」を新たに設け、担当課において評

価を行う際に活用することとした。 

第３ 包括外部監査の結果（各論） 

No.1 小学校における不登校・長期欠席対策事業 

【意見】事業目標について 

 

当該事業は、「不登校・長期欠席の児童が多

い小学校に登校支援員を配置するなど、新たな

不 登 校 ・ 長 期 欠 席 を 生 ま な い た め の 取 組 を 行

い、不登校・長期欠席の減少を図る。」ことに

より、「支援員配置校での新たな不登校児童出

現率」を減少させ、それにより重点施策である

「 子 ど も た ち が 落 ち 着 い て 学 習 で き る 環 境 の

 

当該事業は、支援員の配置のほか、配

置 校 を 対 象 と し た 研 修 や 専 門 指 導 員 の

配置校の巡回訪問における指導・助言な

ど、配置校を対象とした事業内容である

ことから、事業目標を未配置校を含めた

全 体 で の 不 登 校 児 童 出 現 率 と す る こ と

は、事業の効果が及ばない未配置校の情
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整備」の生き活き指標となっている「小・中・

高等学校における不登校の出現割合（児童生徒

1 千人あたり）」を減少させることを目的とす

るものである。 

当事業の事業目標である「支援員配置校での

新たな不登校児童出現率」とは、予算を配分し

た（登校支援員を配置した）小学校での新たな

不登校児童出現率を測るものであり、予算を配

分しなかった（登校支援員を配置しなかった）

小 学 校 で の 新 た な 不 登 校 児 童 出 現 率 は 指 標 に

影響しない。 

上記指標は、コストを投入した事業対象（登

校支援員を配置した学校）に対し、どのような

成 果 が 得 ら れ た か を 図 る 上 で は 適 切 な 指 標 と

考えられる。 

一方で、当該事業は重点施策（「子どもたち

が落ち着いて学習できる環境の整備」）に紐付

けられており、施策の評価指標となる「小・中・

高等学校における不登校の出現割合（児童生徒

1 千人あたり）」を生き活き指標としており、

施 策 の 対 象 は 登 校 支 援 員 の 配 置 の 有 無 に 関 わ

らない。 

上記の生き活き指標が、登校支援員の配置に

関わらず、すべての県内公立小学校が集計対象

に含まれていること、また当該事業により平成

30 年度であれば県内公立小学校 292 校中の 112

校に登校支援員を配置しているが、登校支援員

を配置していない小学校がある一方で、複数名

の登校支援員を配置している小学校もあり、限

られた予算を効果的に配分するため、担当課で

は 毎 年 度 登 校 支 援 員 の 配 置 に つ い て 見 直 し を

行っており、登校支援員を結果的に配置しなか

った小学校についても十分検討していること、

な ど か ら 当 該 事 業 の 事 業 目 標 を 支 援 員 配 置 校

に限定せず、県内公立小学校全体での不登校児

童出現率とすることも考えられる。 

 

報を含めることになるため、当該事業の

正確な評価につながるとは考えにくい。  

そのため、現在の事業目標である「支

援 員 配 置 校 で の 新 た な 不 登 校 児 童 出 現

率 」 を 引 き 続 き 事 業 目 標 と し て 設 定 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 子供の非行・犯罪被害防止対策費 

【指摘事項】概算人件費の集計について 

 

当該事業は、少年非行の減少を図ることを目

的とし、少年サポートセンターの運営、警察ス

ク ー ル サ ポ ー タ ー に よ る 児 童 ・ 生 徒 の 非 行 防

止、立ち直り支援に関する施策等を推進してお

り 、 担 当 課 は 警 察 本 部 生 活 安 全 部 少 年 課 で あ

る。当該事業のように担当が警察本部である場

合には、本監査の実施にあたり作成した事務事

業調査シート（本編に記載）へも県が事務事業

評 価 に 使 用 し て い る 事 務 事 業 評 価 シ ー ト へ も

概算人件費の集計が行われていない。これは、

県の事務事業評価シートの作成要領によると、

 

令和２（2020）年度分の事務事業評価

から、警察本部の職員のうち、当該事業

へ の 企 画 立 案 に 携 わ っ た 人 員 等 で 人 件

費を算出することとした。 
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概 算 人 件 費 の 算 出 に つ い て 人 事 課 の 事 務 分 掌

調査を参考に行うこととなっているが、警察本

部 に つ い て は 事 務 分 掌 調 査 を 行 っ て い な い こ

と か ら 概 算 人 件 費 の 算 出 を し て い な か っ た と

のことである。事務事業評価を有効なものにす

るためには、実施する事務事業別に全てのコス

トを把握し、費用対効果の観点からも事業を評

価する必要がある。したがって、担当が警察本

部である場合にも、他の事務事業と同様に概算

人件費を集計するべきである。 

 

【意見】事務事業評価シートへの事業目標の未記載について 

 

 本 監 査 の 実 施 に あ た り 作 成 し た 事 務 事 業 調

査シート（本編に記載）及び県が事務事業評価

に 使 用 し て い る 事 務 事 業 評 価 シ ー ト で は 事 業

目標が未記載となっていた。これは担当が警察

本部である場合、事業目標を設定しにくい場合

が多いことから、県は事業目標の未記載を容認

していたとのことである。ただし、当該事業に

つ い て は 担 当 課 が 認 識 し て い る 事 業 目 標 は 存

在し、それを基に事務事業評価を行っていた。

事務事業評価を有効に行うためには、評価につ

いて客観的に検証可能である必要があるため、

担 当 が 警 察 本 部 で あ る 場 合 に つ い て も 他 の 事

務事業と同様に、事務事業評価シートへ事業目

標を記載するべきである。 

 

 

令和２（2020）年度分の事務事業評価

から、生き活き指標等の目標値を入力す

ることとした。 

No.3 子どもの体力向上支援事業 

【意見】ホームページのリニューアル費用について 

 

当該事業は、「みんなでチャレンジランキ

ング」ホームページの運用により、県内児童

生徒へ運動の機会を提供し、体力を向上させ

ることを目的に実施されている。平成 30 年度

時点で、ホームページの制作から 12 年が経過

しており、セキュリティの観点その他の理由

によりホームページのリニューアルを実施し

ているが、当該費用（1,479 千円）は当事業

の当初予算の事業費には計上されていなかっ

た。 

 当事業の事業費に計上されなかった理由と

しては、事業年度中において翌年度の事業継

続が困難であることが急遽判明し、事業年度

中にリニューアルが必要になったためであ

る。 

 しかし当該リニューアル費用は本事業を継

続するために必要な支出であり、本事業の事

業費に含めて評価すべき支出であった。 

 

 

 事業費を適切に把握するため、ホーム

ページリニューアル費用等、事業継続の

ために必要な経費についても、事業費に

計上することとした。 
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【指摘事項】ホームページ運用業務委託仕様書について 

  

当該事業は、上記に記載の通りホームペー

ジの制作から 12 年が経過し、当初ホームペー

ジを制作した事業者が継続して運用業務を実

施していた。当該事業者への業務委託は毎年

度契約が更新されていたが、平成 30 年度の業

務委託する際のホームページ運用業務委託仕

様書には、「Web サーバのディスクスペース

の提供（OS： Windows2003Server、対応データ

ベース言語：My-SQL、容量 10GB 以上）」の記

載があった。 

 上記 OS（ Windows2003Server）はマイクロ

ソフト社の製品であるが、サポート期間（～

2015.7.15）が終了しており、平成 30 年度途

中にリニューアルが実施されるまで、OS が未

サポート状態となっていた。 

 当初のホームページ制作の仕様を継続し

て、運用業務を委託していたものと推定され

るが、OS のサポート状況を確認し、セキュリ

ティ対策等必要なアップデートを仕様に含め

るべきであった。 

 

 

 平成 31（ 2019）年１月にホームページ

のリニューアルを行った際、当該運用業

務に係る仕様書の見直しを行い、ウェブ

サ ー バ の 適 切 な 運 用 や セ キ ュ リ テ ィ 対

策 等 必 要 な ア ッ プ デ ー ト の 実 施 に つ い

て明記するとともに、毎年度の委託契約

締結時に、委託業者へ OS のサポート状

況 に つ い て 確 認 す る な ど 再 発 防 止 に 努

めている。 

 

No.4 岡山国際交流センター管理運営事業 

【意見】事業目標の参加者数の集計範囲について 

 

事業目標は、「岡山国際交流センター実施事

業への参加者数」としている。詳細をヒアリン

グしたところ、センターで実施している事業の

内 、 継 続 的 に 実 施 す る 予 定 で あ る 事 業 を 抽 出

し、当該 17 事業の参加者数としたとのことで

ある。抽出する事業を確定しておかないと、正

確 な 経 年 比 較 が で き な い た め と の こ と で あ っ

た。平成 29 年度には、17 の事業の内、廃止と

なった事業が 1 件あり、その後は 16 の事業か

ら参加者数を集計している。 

センターでの実施事業については、参加者数

が少なくなったり、事業の効果が低くなってき

たものについては、見直す必要がある。事業目

標の中に新しい事業も含めることとすれば、新

し い 事 業 を 積 極 的 に 実 施 す る モ チ ベ ー シ ョ ン

になると考える。これまでは、事業に大きな変

化がなく、新しい事業を事業目標に含めるかど

う か ま で は 検 討 さ れ な か っ た と の こ と で あ っ

たが、今後はコロナ関連への対応など、環境の

変化があり、事業の見直しも余儀なくされるこ

と が 予 想 さ れ る 。 事 業 の 見 直 し を 適 時 に 実 施

し、新しい事業（継続的に実施する予定のもの）

に つ い て も 事 業 目 標 に 反 映 す る こ と が 望 ま れ

る。 

 

 

 環 境 の 変 化 や 参 加 者 ア ン ケ ー ト 結 果

などを踏まえ、適宜事業の見直しを行う

とともに、県民と在住外国人との文化交

流事業など、多文化共生の地域づくりの

推進に資する新たな事業について、事業

目標に反映することとした。 
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No.5 企業立地促進補助金交付事業（大型投資・拠点化、本社機能移転等を除く） 

【意見】事業目標に関する説明の追加記載について 

 

当該事業について、県は事業目標として「誘

致活動延べ件数」を設定しているが、当該誘致

活動延べ件数には、人件費や事業費に含まれて

い な い 市 町 村 の 研 修 生 が 実 施 し た 誘 致 活 動 に

ついてもカウントされている。そのため、コス

ト に 含 ま れ て い な い 市 町 村 の 研 修 生 数 の 増 減

で、事業評価結果が変わる可能性があるが、そ

れについての説明がなされていない。事業評価

を有効に行い、また事業評価の妥当性を客観的

に確認できるものとするためにも、その説明を

事 業 評 価 結 果 の 根 拠 の 欄 等 に 具 体 的 に 記 載 す

るべきである。 

 

 

 令和２（2020）年度分の事務事業評価

から、事業目標に関する説明として、市

町村の研修生数の増減について、評価の

根拠欄に記載することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【意見】事業費の集計について 

 

当該事業に集計している事業費は、各種企業

誘致・投資促進関連の補助金のみであり、企業

誘致活動を行うにあたり、直接的に必要となっ

た交通費や旅費等は、運営費に計上し当該事業

費として集計されていない。そのため、当該事

業にかかったコストが網羅的に把握できず、効

率 性 に 関 す る 事 業 評 価 が 適 切 に 行 わ れ て い な

い。事業評価を効果的なものにするためには、

実 施 す る 事 務 事 業 別 に 全 て の コ ス ト を 適 切 に

把握し、費用対効果の観点を踏まえた評価を実

施する必要がある。 

 

 

 令和２（2020）年度分の事務事業評価

から、コストを適切に把握するため、企

業 誘 致 活 動 を 行 う に 当 た り 直 接 的 に 必

要となる旅費等の経費についても、事業

費に集計することとした。  

No.6 岡山デニム世界進出支援事業 

【意見】事業目標の見直しについて 

 

当該事業は、岡山県内の繊維産業の海外市場

進出を支援するため、海外展示会の出展費用の

補 助 や 岡 山 デ ニ ム の 知 名 度 向 上 の た め の プ ロ

モーション活動を行っている。当該事業の事業

目標は、「きらめきファンドで支援した製品の

売上高」となっているが、きらめきファンドと

は岡山県産業振興財団 HP によると、「県内の

産業振興のため、中小企業者が新技術又は新製

品 の 研 究 開 発 を 行 う 場 合 に 必 要 と す る 経 費 の

一 部 を 助 成 す る こ と に よ り 、 研 究 開 発 を 促 進

し 、 地 域 経 済 を 支 え る 中 小 企 業 の 競 争 力 を 高

め、県内地域産業の活性化を図ることを目的と

している」ものであり、きらめきファンドで支

援している製品は繊維産業に限らない。また、

当 該 事 業 の 補 助 金 支 出 先 と き ら め き フ ァ ン ド

の支援先との関連性も特段ない。そのため、現

 

令和３（2021）年度分以降については、

よ り 適 切 な 事 業 目 標 を 設 定 す る こ と と

した。 
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在使用している事業目標「きらめきファンドで

支援した製品の売上高」は、当該事業で対象と

しているデニムの売上と直接的には関係なく、

事業を評価する指標として適切とは言えない。

担当課では集計可能な適切な指標がないため、

生き活き指標を事業目標としていたが、補助金

支出事業であれば商談成立件数、プロモーショ

ン 事 業 で あ れ ば プ ロ モ ー シ ョ ン 対 象 と な る 県

内産業の売上高等、事業評価を有効に行うため

により適切な事業目標を設定するべきである。 

 

No.7 力強い経営体育成対策事業 

【意見】達成度の評価について 

 

調査票の達成度の評価は、事業目標（水稲作

付面積 10ha 以上の経営体数）を基に評価をす

るルールである。しかし、事業目標ではなく、

研 修 会 開 催 数 や 収 益 力 向 上 等 の 取 り 組 み を 支

援した地区数で評価をしている。そのため、達

成度が B 評価となっているが、事業目標により

評価を行った場合、達成度は 100%を超えてい

るため、A 評価として判定をすべきと考える。

仮に、当該事業を研修会開催数や収益力向上等

の 取 り 組 み を 支 援 し た 地 区 数 で 達 成 度 を 測 る

べき状況であれば、それらの指標を事業目標に

すべきである。 

 

 

 令和元（2019）年度分の事務事業評価

から、事業目標の達成度の評価について

は、目標として設定した数値の達成状況

のみに基づいて評価することとした。 

【意見】農業機械の購入先について 

 

補 助 金 申 請 者 の 中 に 親 族 か ら の 農 業 機 械 の

購入に対して申請をしている者がいた（当該農

業機械の購入金額は、7,059 千円であった）。

規 定 で は 相 見 積 も り に よ る こ と で 競 争 原 理 に

基 づ い た 適 正 な 事 業 費 と な る と 判 断 し て い る

ため、親族からの購入に制限はなかった。しか

し、親族からの購入である場合には、例えば、

親 族 以 外 の 相 見 積 も り 先 か ら の 見 積 も り を 甘

くするなど、不公正な取引として利用をされる

恐れがあるため、取引上の合理性をより慎重に

検討することが必要である。県では購入先が親

族 で あ る こ と を 事 前 に 把 握 で き て い な か っ た

が、取引の全体像を事前に把握し、その合理性

を事前に確かめる仕組みが必要と考える。 

 

 

 農 業 機 械 の 購 入 に 対 す る 補 助 事 業 の

執行に当たっては、事業主体と購入先と

の 関 係 の 事 前 確 認 や 適 正 な 相 見 積 も り

の徴取等について、補助事業の担当者会

議 等 の 場 を 通 じ て 周 知 徹 底 を 図 っ て お

り 、 適 正 な 事 務 執 行 の 確 保 に 努 め て い

る。 

 

 

 

No.8 中小企業 U ターン就職促進奨学金返還支援事業 

当該事業の「効率性」に関する評価について、第 2 に記載以外は特になし。 

No.9 看護師等就労促進事業 

当該事業の「効率性」に関する評価について、第 2 に記載以外は特になし。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



- 7 - 
 

No.10 ぶどうの供給力強化緊急対策事業 

【意見】事業目標について 

 

当該事業は重点施策（マーケティングの強化

とブランディングの推進）に紐づく事務事業で

あり、施策の成果指標である 2 つの生き活き指

標（「農林水産業産出額」、「県産果物の販売

金額等（首都圏販売金額）」）の達成のため、

ぶ ど う の 供 給 力 を 増 や す こ と を 事 業 の 目 的 と

している。 

本事業では、事業目標として「農林水産業産

出額」の内訳項目である「園芸作物産出額」を

採用しているが、「園芸作物産出額」という指

標は、 

①  単 価 と 生 産 量 の 積 に よ っ て 求 め ら れ る

が、単価はその時の需給によって変動し

てしまう。 

②  ぶどうだけではなく、花、野菜、果樹全般

が含まれる。 

③  事業としては新改植、果樹棚、ハウス、機

械導入等へ補助金を出すものであり、産

出額が増えるまでにいくらかのタイムラ

グがある。 

といった問題点が含まれる。よって、事務事業

の活動量を測る指標として、ぶどうの生産量な

いし、栽培面積等の本事業による効果を直接測

ることが出来る指標が望ましいと考えられる。 

 

 

 令和２（2020）年度分の事務事業評価

から、事業目標として「ぶどうの栽培面

積」を設定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

No.11 1 歳からの緊急対策事業 

当該事業の「効率性」に関する評価について、第 2 に記載以外は特になし。 

No.12 緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業 

【意見】生き活き指標の設定について 

 

「緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」

は、重点施策である「防災施設整備や公共施設

等の耐震化の推進」の中の 1 事業である。 

重点施策「防災施設整備や公共施設等の耐震

化の推進」の生き活き指標は、「護岸等の整備

に よ り 高 潮 被 害 が 解 消 さ れ る 防 護 面 積 及 び 戸

数」であり、この重点施策に紐づく事務事業は、

次のとおりである。 

①緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業 

②ふるさとの川リフレッシュ事業 

③土砂災害防止施設整備事業 

④高潮対策事業 

⑤高潮・老朽化対策事業 

⑥医療施設耐震化促進事業 

この中で、生き活き指標に実質的に対応して

 
生き活き指標は、各戦略プログラムに

掲 げ る 施 策 の 成 果 や 進 捗 状 況 を 県 民 に

わかりやすく示すため、代表的なものを

指標として設定しているところである。  
 なお、令和３（2021）年３月に策定し

た「第３次晴れの国おかやま生き活きプ

ラン」において、重点施策「防災施設整

備や公共施設等の耐震化の推進」に関し

ては、既存の「護岸等の整備により高潮

被害が解消される防護面積及び戸数」に

加え、「特に重要な緊急輸送道路上の橋

梁の耐震化率」及び「河道内整備の実施

延長」の２つを新たに生き活き指標とし

て追加し、複数の指標により総合的に施

策の達成度を評価することとした。  
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いるのは、④と⑤のみと思われる。 

施策の達成レベルは、生き活き指標達成度と

事務事業達成レベルを 4：1 で加味して算出す

るため、生き活き指標に重点が置かれており、

実質的に対応している事業が少ないと、偏った

評価となる。 

偏 っ た 評 価 と な ら な い よ う に 生 き 活 き 指 標

を設定すべきである。例えば、複数の指標を設

定するか、施策を分けてそれぞれ設定すること

が考えられる。 

 

【意見】事務事業調査シートにおける予算数値の記載について 

 

事務事業調査シートに記載されている「予算

事業費」の数値は、補正予算となっている。こ

の事業については、 

2018 年度  当初予算 26,250 千円⇒補正予算

16,215 千円に減額。 

2019 年度  当初予算 26,250 千円⇒補正予算

22,187 千円に減額。 

いずれも、事業の進捗状況が悪いため、予算

を減額したとのことである。しかし、調査シー

ト に は 、 補 正 予 算 の 金 額 が 記 載 さ れ て い る た

め、事業が当初の予定どおり順調に進捗したよ

うに見えている。 

事務事業調査シートの「予算事業費」には当

初予算を記入するか、追加で記載し、事業の進

捗状況がわかるようにすることが望ましい。 

 

 

 令和２（2020）年度分の事務事業評価

から「予算事業費」に当初予算額を記入

することとした。 

 

 

No.13 ふるさとの川リフレッシュ事業 

【意見】生き活き指標を用いた事業目標の見直しについて 

 

当該事業の事業目標である「洪水被害のリス

クが高い箇所の解消」について、2017 年度の実

績値 53 件が 2018 年度の目標値 30 件を大幅に

上回っているが、 2018 年度の目標値の見直し

を行っておらず、目標値が評価指標基準として

意味を持たなくなっている（2019 年度も同様）。

こ の 事 業 目 標 は 生 き 活 き 指 標 を 用 い る こ と か

ら、目標値は 4 か年総合計画「新晴れの国おか

やま生き活きプラン」で議会承認を得たものを

利用しているため、総合計画進行期には目標値

の見直しは行わないということであった。事業

目標に生き活き指標を用いる場合、各年度の事

務事業評価を有意義なものにするためにも、明

ら か に 目 標 値 と 実 績 値 に 乖 離 が で て き た も の

については目標の見直しを行うべきである。 

 

 

 

 

令和３（2021）年度から取り組む「第

３次晴れの国おかやま生き活きプラン」

において、生き活き指標を河道内整備の

実施延長とし、実績値との乖離が生じな

いよう、これまでの施工実績をもとに算

定した目標値を掲げた。 
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No.14 生き活きメンテナンス事業 

【意見】事業目標について 

 

事業目標を「橋梁点検研修の受講者数」とし

ているが、市町村職員へ研修を実施することは

橋梁管理の補助的な活動であると考えられる。

そのため、橋梁管理に対する寄与度の大きい別

の指標を事業目標とするべきである。例えば、

橋梁の維持管理費用の縮減の取組みとして、1）

効果的な長寿命化対策、 2）効率的な点検手法

の導入を行っており、「生き活きメンテナンス 

～ 橋 梁 長 寿 命 化 県 を 目 指 し て ～ 」 の 資 料 に は

770 百万円の想定縮減額が認められるとの記載

があることから、維持管理費用の縮減額を事業

目標として採用することも 1 つの案であると

考えられる。 

 

 

当該事業は令和２（2020）年度に終了

したが、今後類似の事業を実施する際に

は、意見を参考にして事業目標を設定し

てまいりたい。 

 

No.15 地域の絆で守る！子どもや高齢者の安全・安心推進事業 

【指摘事項】従事職員数の集計誤りについて 

 

従事職員数は、当該事業に携わった職員の概

算人件費を計算する基礎となるもので、県の事

務事業評価シートの作成要領によると、人事課

の事務分掌調査を参考に、担当職員の従事職員

数を入力することとされている。しかし、当該

事 業 に つ い て は 従 来 か ら 従 事 職 員 数 に つ い て

「1.0」と入力したまま、変更していなかった

とのことである。そのため、概算人件費の金額

は、当該事業の従事職員数に単価として 8,000

千円をかけて算出することから、8,000 千円か

かったこととなっていた。しかし、実態として

の従事職員数は、担当課へのヒアリングと事務

分掌調査票の査閲によると、0.4 人を特殊詐欺

防止に関する 2 つの事業で配分したものが適

切とのことであった。これを考慮すると、当該

事業に係る概算人件費は 3,200 千円以下とな

る。概算人件費の計算を誤ると、費用対効果を

勘 案 し た 有 効 な 事 務 事 業 評 価 を 行 う こ と が で

きないおそれがある。したがって、概算人件費

を正確に計算し、事務事業評価を有効に行うた

めには、事業に携わった従事職員数を適切に集

計する必要があった。 

 

 

当該事業は令和２（2020）年度分の事

務 事 業 評 価 か ら 評 価 の 対 象 外 と な っ た

が、今後対象となる場合は、従事職員数

を適切に集計することとしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】事業評価の「達成度」の評価結果誤りについて 

 

「達成度」に関する評価については、A：高

い（100％以上できた）、B：やや高い（80％以

上できた）、C：やや低い（60％以上できた）、

D：低い（60％未満しかできなかった）、の 4 段

 

 当該事業は令和２（2020）年度分の事

務 事 業 評 価 か ら 評 価 の 対 象 外 と な っ た

が、今後対象となる場合は、意見を参考

に適切に対応してまいりたい。 
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階 で 評 価 す る こ と と な っ て い る 。 当 該 事 業 の

2018 年度の「達成度」の評価は、事業目標であ

る「特殊詐欺被害額」の目標値 606,800 千円に

対する、実績値 382,800 千円により判断され

る。当該目標は削減目標のため、2018 年度は実

績値が目標値を大幅に下回っており、県の事務

事業評価の方法によれば、「A」評価となる。し

かし、上記事務事業調査シートでは、達成度の

評価は「B」としていた。これは、年度目標値は

達成したものの、特殊詐欺被害額は 2016 年度

の水準に戻ったに過ぎないことから、担当課が

自主的に「 B」評価に下げたとのことである。

このような自主的な判断が入った要因は、削減

目標の目標値 606,800 千円が高すぎることに

あると思われる。2018 年度、2019 年度ともに、

実績値が目標値の 5 割～6 割程度である。目標

値 自 体 は 、 2014 年 度 ～ 2016 年 度 の 平 均 値

948,000 千円から毎年 20％削減を目標値とし

て設定していたとのことであるが、現状の目標

値としてはそぐわないものとなってきている。

また担当課へのヒアリングによると、金額を指

標にした場合、その年に数件被害額が大きい案

件があれば金額が跳ね上がるので、事業目標を

被 害 件 数 に す る こ と も 考 え ら れ る と の こ と で

ある。事務事業評価を有効に行うために、目標

値 の 適 宜 の 見 直 し や 事 業 目 標 を 現 在 の 特 殊 詐

欺 被 害 額 と 特 殊 詐 欺 被 害 件 数 の 複 数 に す る 等

の検討を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.16 特殊詐欺の被害防止を推進するための事業経費 

【指摘事項】概算人件費の集計について 

 

当該事業は、特殊詐欺の被害防止を図ること

を目的とし、特殊詐欺に対する危機意識の高揚

に向け効果的な広報活動を実施するとともに、

金融機関等における水際対策を推進しており、

担 当 課 は 警 察 本 部 生 活 安 全 部 生 活 安 全 企 画 課

である。当該事業のように担当が警察本部であ

る場合には、本監査の実施にあたり作成した事

務 事 業 調 査 シ ー ト へ も 県 が 事 務 事 業 評 価 に 使

用 し て い る 事 務 事 業 評 価 シ ー ト へ も 概 算 人 件

費の集計が行われていない。これは、県の事務

事業評価シートの作成要領によると、概算人件

費 の 算 出 に つ い て 人 事 課 の 事 務 分 掌 調 査 を 参

考に行うこととなっているが、警察本部につい

て は 事 務 分 掌 調 査 を 行 っ て い な い こ と か ら 概

算 人 件 費 の 算 出 を し て い な か っ た と の こ と で

ある。事務事業評価を効果的なものにするため

には、実施する事務事業別に全てのコストを把

握し、費用対効果の観点からも事業を評価する

必要がある。したがって、担当が警察本部であ

 

令和２（ 2020）年度分の事務事業評価か

ら、警察本部の職員のうち、当該事業への

企 画 立 案 に 携 わ っ た 人 員 等 で 人 件 費 を 算

出することとした。  
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る場合にも、他の事務事業と同様に概算人件費

を集計するべきであった。 

 

【意見】事業目標の設定について 

 

当該事業については、事業目標が設定されて

いない。そのため、事業評価の達成度の項目に

ついて、担当課の主観により評価結果を決定し

ている。これについては担当が警察本部である

場合、事業目標を設定しにくい場合が多いこと

から、県は事務事業評価に使用している事務事

業 評 価 シ ー ト へ の 事 業 目 標 の 未 記 載 を 容 認 し

ていたとのことである。事務事業を効果的・効

率的に運用し、事務事業評価を有効に行うため

には、担当が警察本部である場合についても他

の事務事業と同様に、事業目標を設定し、当該

目標を基に事務事業評価を行うべきである。 

 

 

令和２（2020）年度分の事務事業評価

から、生き活き指標等の目標値を入力す

ることとした。 

 

No.17 地域活力創出推進事業 

【意見】事業目標について 

 

当 該 事 業 は 取 り ま と め 役 と な る 県 民 生 活 部

中山間・地域振興課で予算取りした上で県民局

（備前県民局、備中県民局、美作県民局）に均

等に配分し、各県民局が新晴れの国おかやま生

き活きプランの地域別構想を踏まえ、中山間地

域の活力創出に寄与する事業を計画し、実行し

ているものである。 

 本 事 業 の 事 業 目 標 は 取 り 組 ん だ 事 業 数 と な

っており、平成 30 年度においては目標値 17 事

業に対し、3 県民局で計 16 事業が計画され、

新 晴 れ の 国 お か や ま 生 き 活 き プ ラ ン の 地 域 別

構想を踏まえた事業が実行された。 

 ここで事業目標となっている事業数は、例え

ば目標を達成しようと事業規模を小さくし、事

業数を増やせば達成可能な指標であるが、実態

は 各 県 民 局 が 必 要 な 事 業 を 選 定 す る と 概 ね 目

標の事業数となっているに過ぎない。 

 本来、事業目標は限られた予算の中で効率的

に事業を行い、その達成度を測るものであるか

ら、事業数を事業目標とすることは適切とは言

えない。 

 例えば、平成 30 年度に実施した 16 事業の中

にある、販路開拓支援事業であれば、支援事業

者数や、成立した商談件数などが考えられ、コ

ミュニティビジネス推進事業であれば、新規ビ

ジ ネ ス プ ラ ン の 応 募 件 数 な ど が 事 業 目 標 と し

て適切と考えられる。 

 

 

 

令和３（2021）年度以降の事業につい

て、事業ごとに事業目標を設定し、事業

主体である県民局において、効率性を踏

まえた達成度を評価することとした。 
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No.18 電気自動車等普及促進事業 

【意見】事務事業調査シートにおける予算数値の記載について 

 

事務事業調査シートに記載されている 2018

年度の「予算事業費」の 8,040 千円は、補正予

算の金額となっている。当初予算は 18 百万円

であったが、急速充電設備設置の補助をする事

業が計画より少なかったため、減額したとのこ

とである。 

事務事業調査シート上、補正予算の金額を記

載することにより、事業が当初の予定どおり順

調に進捗したように見えている。 

 事務事業調査シートの「予算事業費」には当

初予算を記入するか、追加で記載し、事業の進

捗状況がわかるようにすることが望ましい。 

 

 

令和２（2020）年度分の事務事業評価

から「予算事業費」に当初予算額を記入

することとした。 

No.19 空き家等除却支援事業 

【意見】事業目標について 

 

事業目標は空き家等の除却件数としており、

2017 年度実績の 110 件から、毎年 20 件ずつの

増加を見込み、2018 年度は 130 件、2019 年度

は 150 件としている。 

これに対して実績は、2018 年度は 180 件、

2019 年度は 173 件と、目標を大幅に超えて達

成している。 

しかし、この状況から、本来はこれ以上のニ

ーズがあり、事業規模が小さすぎる可能性も考

えられる。 

これを適切に評価するには、除却が必要な空

き家等がどのくらいあるかを把握し、その内、

こ の 事 業 に よ り ど の く ら い 除 却 で き た か を 目

標とすることが望ましい。 

ただし、除却が必要な空き家等を、各市町村

で 同 じ レ ベ ル で 判 断 す る の は 難 し い と 思 わ れ

るので、例えば特に危険で問題がある「特定空

家等」の把握から実施することが考えられる。 

 

 

特 定 空 家 等 を 含 む 空 き 家 の 実 態 に つ

いては、岡山県空家等対策推進協議会を

通 じ た 市 町 村 と の 情 報 共 有 や 国 の 統 計

調 査 の 活 用 等 に よ り 把 握 に 努 め て い る

ところであるが、空き家は年々状態が変

化するため、除却が必要な空き家等の全

体数を定点で把握し、目標設定すること

が困難である。 

 そのため、事業実施主体である市町村

の 空 き 家 対 策 の 方 針 や 過 去 の 補 助 実 績

等 か ら 想 定 し た 除 却 件 数 を 事 業 目 標 と

して設定しているところであり、当該支

援事業を着実に実施することにより、市

町 村 に よ る 空 き 家 の 除 却 が 計 画 的 に 進

むよう引き続き取り組んでまいりたい。 

 

No.20 空き家利活用支援事業 

【意見】事業目標について 

 

当該事業の事業目標は、空き家利活用支援事

業を活用した市町村数としている。これは空き

家対策の推進に関する特別措置法が平成 27 年

5 月に全面施行されているものの、空き家問題

に対する市町村の取組には温度差があり、そう

した市町村を支援する県の立場から、事業目標

を「事業を活用した市町村の数（累積値）」と

 

市 町 村 の 空 き 家 対 策 に は 取 組 状 況 に

差があり、より多くの市町村の取組を促

進する必要があることから、本事業の目

標を「事業を活用した市町村の数」とし

て設定している。 

こ れ ま で 本 事 業 を 活 用 し た 市 町 村 は

増加しており、現在の事業目標によって
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設定したものであり、趣旨は理解できる。 

しかし、平成 30 年度の本事業を活用してい

る市町村を見ると偏り（空き家コンシェルジュ

派遣事業として合計 16 件の利用があるが、そ

のうち 1 つの市町村からの利用が 10 件を占め

ている）があり、事業の実施が評価（事業目標）

に必ずしも結び付いていない。 

 当事業の推進により、空き家支援事業の実績

が積み重なり、結果的に支援事業を活用した市

町村数が増加すると考えられるが、上述した通

り 空 き 家 問 題 に 対 す る 市 町 村 の 取 組 に は 温 度

差があるため、当事業を活用する件数が増加し

ても、仮に同じ市町村ばかりが活用した場合は

「事業を活用した市町村の数」は増加せず、当

事業が評価されないことにつながることから、

当支援事業の活用件数等、事業の活動実績を適

切に測る事業目標を検討すべきと考えられる。 

 

令和２（2020）年度までの間、本事業は

適切に評価されてきたと考えている。 

なお、意見も踏まえ、令和３（2021） 

年度からの後継の新規事業については、

事業の展開状況を見ながら、活動実績を

適切に測る目標を検討している。 

【意見】再委託について 

 

当該事業は、岡山県住宅リフォーム推進協議

会を委託先として、4,999 千円の業務委託契約

を締結している一方で、業務の一部、金額にし

て 2,778 千円の業務について特定非営利活動

法 人 み ん な の 集 落 研 究 所 を 委 託 先 と し て 再 委

託を行っている。 

上 記 岡 山 県 住 宅 リ フ ォ ー ム 推 進 協 議 会 と 県

と の 委 託 契 約 は 随 意 契 約 に よ り 締 結 さ れ て い

るが、随意契約によっている理由は、随意契約

ガイドラインの運用基準第 3 第 2 号 (3)③「業

務遂行上の経験、知識などを特に必要とし、業

務 に 精 通 し た 者 に 業 務 を 行 わ せ る 必 要 が あ る

場合」に該当するため、となっている。 

再委託については、委託契約上は第 8 条但し

書きに記載の通り、県の承諾があれば可能であ

るが、そもそも当事業を岡山県住宅リフォーム

推 進 協 議 会 に 随 意 契 約 に よ り 委 託 し て い る 理

由が上記に記載の通りであるのであれば、業務

委託費の 50％超を占める業務内容の再委託が

行われる理由が不明となる。 

随意契約ガイドラインでは、随意契約を締結

した委託先が“大部分の”業務を再委託のない

よう留意するとしているが、当業務の場合、“過

半の”業務を再委託している。業務をより迅速

に行うため、業務委託費の一部を再委託するこ

とは認められるが、随意契約理由（「業務遂行

上の経験、知識などを特に必要とし、業務に精

通した者に業務を行わせる必要がある場合」）

に鑑みて、随意契約ガイドラインの慎重な適用

が求められる。 

 

 

 令和３（2021）年度からの後継の新規

事業では業務内容を分類し、それぞれの

業務について改めて委託先を検討し、契

約を行った。 
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No.21 アートで地域づくり実践講座事業 

当該事業の「効率性」に関する評価について、第 2 に記載以外は特になし。 

No.22 オリンピアン・パラリンピアン育成事業 

当該事業の「効率性」に関する評価について、第 2 に記載以外は特になし。 

No.23 DV 対策  

【意見】委託契約について 

 

当該事業の 2018 年度実績事業費 12,031 千

円のうち、9,078 千円が DV 被害者等相談・自

立 支 援 充 実 事 業 と し て 委 託 業 者 に 支 払 わ れ て

いる。委託契約書によれば、委託期間は平成 30

年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで（第 2

条）となっており、単年度契約となっている一

方で、事業実績報告書に添付されている支出内

訳 書 を み る と 、 ス テ ッ プ ハ ウ ス 提 供 事 業 と し

て、敷金 167 千円のほか、消耗備品 681 千円

（生活用品・家具）が計上されている。 

当該ステップハウス提供事業とは、DV 被害

者 等 が 一 時 的 に 居 住 で き る 生 活 用 品 を 備 え た

ステップハウスを整備・管理し DV 被害者等へ

の支援を行うものであるが、敷金や生活用品・

家 具 等 は 事 業 開 始 初 年 度 に 必 要 と な る 支 出 で

あるものの、複数年度に渡って使用あるいは償

却すべきものである。 

費消されない支出（例えば、敷金のように返

還される支出）を経費として認めてしまうと、

仮に当事業を継続し、翌事業年度に別の事業者

と契約する場合、初年度経費が再度必要となる

可能性がある。したがって、単年度契約を前提

と す る の で あ れ ば 経 費 と し て 認 め る 範 囲 を 単

年度内に費消される支出に限定するか、複数年

度契約を検討するか、又は事業者が変更する場

合であっても、物品を継続して使用させること

が で き る 仕 組 み を 取 り 入 れ る べ き で あ る と 考

えられる。 

 

 

 令和３（2021）年度から仕様書を変更

して、10 万円以上の物品及び電子計算機

（ パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ー と 同 等 の

機能を有するもの）については対象外経

費とした。また、３万円以上の物品につ

い て は 購 入 時 か ら 県 に 帰 属 す る も の と

し、物品管理簿で管理することとした。 

次年度、公募時には、物品管理簿に登

載 し た 物 品 に つ い て は 使 用 す る こ と を

明示して公募することとした。 

また、敷金については、対象経費とす

るが、契約終了後に敷金が返還される場

合は県に返還させることとした。 

 

 

 

 

 

 

【意見】支出内訳書について 

 

当 該 事 業 の 事 業 実 績 報 告 書 に 添 付 さ れ て い

る支出内訳書には、公認会計士への会計監査委

託料負担分として 151 千円が計上されている

が、県は当該会計監査の対象となった計算書類

や監査報告書を入手していない。 

会 計 監 査 委 託 料 を 支 出 経 費 と し て 認 め る の

であれば、当該会計監査の対象となった計算書

類や監査報告書を提出させ、上記支出内訳書と

の 整 合 性 を 確 か め る こ と は 当 事 業 に 支 出 し た

委 託 料 が 適 切 に 使 用 さ れ た こ と を 確 か め る こ

 

 令和２（2020）年度事業から、契約年

度 中 に 作 成 さ れ る 前 年 度 分 の 決 算 関 係

書類を提出させ、確認することとした。 
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とにつながり、必要であると考えられる。 

 

No.24 首都圏アンテナショップ事業 

【意見】事業の達成度の評価について 

 

当事業の事業目標は、「全国における本県の

認知度」となっており、2018 年度の目標値 25

位に対して実績 27 位であり、目標に及ばない

ため達成度 A は適切でない。 

達成度 A の評価とした理由について担当課

にヒアリングしたところ、次の 2 点において問

題が発見された。 

1）達成度は「全国における本県の認知度」の

他、アンテナショップの入館者、売上高、販

路開拓、マスコミへの露出などを総合的に判

断して評価を行っている。 

2）ただし、事務事業評価の上で目標値を設定

しているのは「全国における本県の認知度」

のみであり、それ以外の項目については目標

値を定めていない。 

上記は 1）「行政評価の概要」に記載された

事務事業評価の方法と異なっており、また 2）

は 目 標 を 設 定 し て い な け れ ば 客 観 的 な 評 価 は

行えない点で問題となる。 

 

 

 令和元（2019）年度分の事務事業評価

から、所定の方法に従い、目標値と実績

値を踏まえた評価を行った。 

 

 

 

 

【意見】アンテナショップ事業の収支について 

 

ア ン テ ナ シ ョ ッ プ 事 業 を 収 支 の 観 点 か ら 見

れば、県からの支出である建物賃借料とアンテ

ナショップ運営協議会への負担金に対して、県

への収入である物販・飲食店舗両運営事業者か

ら の 売 上 高 の ５ ％ に 相 当 す る 納 付 金 と コ ワ ー

キングスペースや催事スペースの利用料では、

県 の 実 質 負 担 は 単 年 度 で １ 億 円 超 と な っ て い

る。アンテナショップには、物販・飲食の収益

部門以外に、情報コーナーや移住・しごと相談

コーナーなど公的な機能もあり、収益だけでは

賄いきれない部分もあるが、県の実質負担が少

しでも減るよう、収入を増やす努力が必要であ

る。 

 

 

 アンテナショップは、物販だけにとど

まらず、観光誘客や移住の促進、県産品

の 販 路 拡 大 に 向 け た 情 報 受 発 信 拠 点 と

して設置したものであり、県産品の売上

げ や 使 用 料 収 入 で す べ て を 賄 え る と は

考えておらず、本県の認知度向上とブラ

ン ド イ メ ー ジ 確 立 の た め の 効 果 的 な Ｐ

Ｒ経費と考えている。 

運営に当たっては、できるだけ県の実

質負担が減らせるよう、コストを抑えな

がら、効果的・効率的なものとなるよう、

努めてまいりたい。 

No.25 晴れの国おかやまファンクラブ会員獲得作戦 

当該事業の「効率性」に関する評価について、第 2 に記載以外は特になし。 
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第１章 監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した監査テーマ 

岡山県の環境政策に関する財務事務の執行及び事業の管理について 

 

３ 監査テーマとして選定した理由 

(1) 我が国の高度経済成長期において，環境への配慮が十分ではなかったこと等

から，環境汚染，自然破壊が生じ，これらが大きな社会問題となった。 

これらの環境問題の解決のため，「公害対策基本法」や「自然環境保全法」

が制定され，これらに基づく施策の推進と住民や地方公共団体の努力，企業の

公害防止のための投資，技術開発等とがあいまって，公害の克服に向けて努力

がなされた結果，昭和５０年代半ば頃までには顕著な成果を挙げることができ

た。 

(2) もっとも，近年では，温室効果ガスの排出による地球温暖化の問題は深刻化

するとともに，海洋プラスチック問題及びＰＭ２．５に起因する大気汚染の問

題など多様かつ新たな環境問題が生じている。 

また，近年多発する自然災害（とりわけ豪雨災害）は，環境問題（特に，地

球温暖化問題）と切り離すことは不可避である。岡山県は，平成３０年７月豪

雨の被災県であって，かかる災害によって物心両面において県民が負った傷

は，未だ完全に癒えることはなく，県民の環境問題に対する意識は高まってい

ると思われる。 

さらに，岡山県においては，児島湖の環境保全問題等の固有の環境問題を抱

えている。 

このように環境問題が再び大きな社会問題になる可能性があることや環境問

題に起因した自然災害が甚大な被害を招いている昨今の状況に鑑みれば，国及

び地方公共団体による環境政策は，県民の生命及び財産を守るために不可欠な

政策であるといえ，その重要性を増している。 

(3) 岡山県は，環境基本条例に基づき平成２０年に岡山県環境基本計画「エコビ

ジョン２０２０」を策定するとともに，平成２９年に公表された「新晴れの国

おかやま生き活きプラン」において「快適な生活環境保全プログラム」として

重点的に取り組むべき環境施策を明らかにした。 

なお，令和２年度は，上記「エコビジョン２０２０」の最終年度となる節目

の年度であり，平成２０年度から実施されてきた「エコビジョン２０２０」に

基づく岡山県の環境政策に対する取組が検証されるべき時期にある。 

(4) また，岡山県の環境政策に関し，中心的に取組を進めている環境文化部で
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は，令和２年度は当初予算として約３３億円（環境関係に係るもの，人件費を

除く）の予算を計上しており，その予算規模は必ずしも小さいものではない。 

(5) このように環境政策については，県民にとっても身近かつ重要な問題である

うえに，その事業の遂行状況及び費用対効果については，県民が強い関心を抱

く事項である。 

岡山県が取り組んでいる環境政策に関する事業について，公益性，公共性の

観点から，当該事業の財務事務の執行及び事業の管理が法令・規則等に照らし

て適切に実施されているか，さらには，効率性及び有効性の観点から適切に執

行されているかどうかの視点で検証することは，大いに意義があると判断し，

監査の対象とすることとした。 

 

４ 外部監査の対象期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日。なお，必要がある範囲で，令和

２年度よりも前の年度についても監査の対象とした。 

 

５ 外部監査の実施期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

６ 外部監査人及び外部監査人補助者の資格と名称 

外部監査人 弁 護 士  上  尾  洋  平 

同補助者  弁 護 士  井  上  雅  雄 

同補助者  公認会計士  黒  田  直  樹 

同補助者  弁 護 士  井  口     亮 

同補助者  弁 護 士  藤  井  藍  沙 

 

７ 利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき，地方自治法第２５２条の２９に規定

する利害関係はない。 

 

８ 本監査報告書の構成 

本書の構成であるが，第１章では，監査の種類や監査テーマを選定した理由

等包括外部監査の概要を述べている。 

第２章では，本監査の具体的な視点を明らかにするとともに，かかる監査の

視点を踏まえた監査意見の表明方法を述べている。これらの監査の視点及び監

査の意見表明方法を踏まえて，第５章以下において個別の事業の監査意見を述

べていることから，第５章以下の各事業の監査意見をご確認いただくにあた

り，監査の視点及び監査意見の表明方法については，ご留意いただきたい。 
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第３章では，個別事業の監査を実施する前提として，岡山県の環境政策に関

する法令等や基本計画の過去の歩みや現在の状況等を明らかにしている。 

第４章においては，個別の事業の監査を踏まえた結果を総括している。この

章においては，監査の結果の概要を明らかにするとともに，監査人の総活的な

意見を述べている。 

第５章では，環境政策に関する個別の事業について，監査の結果を明らかに

している。個別の事業の監査においては，事業の概要を表に記載している。こ

れらの表のうち「事業目的」欄及び「事業内容」欄は，監査の過程において県

から提出された資料の内容を基に監査人が概要を記載したものである（ただ

し，表現等が不鮮明なもの等については，適宜監査人が表現を修正してい

る。）。 

最後に，第６章において，結語を述べている。 

なお，本報告書においては，法令，条例，要綱及び基本計画について正式名

称ではなく略語を用いる場合があるところ，その詳細については，末尾の「凡

例」として記載している。 

また，専門性が高い用語等については，※を付記したうえで，用語解説を末

尾に設けていることから，こちらも併せてご参照いただきたい。 

 

第１章 
・監査テーマ及び監査テーマの選定理由 

・その他監査の概要 

第２章 

・監査の基本的な視点についての解説 

・監査の視点に基づいた監査の対象 

・監査の実施方法 

・監査意見の表明方法 

第３章 
・岡山県の環境政策の歩み 

・具体的な環境政策の内容 

第４章 
・監査人の総活的な意見 

・個別事業に対する監査結果の一覧 

第５章 ・個別事業に対する監査結果 

第６章 ・結語 

巻末 ・凡例，用語集 
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第２章 監査の視点等 

１ 監査の基本的な視点 

(1) 監査の範囲について 

ア 本件の包括外部監査を実施するにあたり，監査の範囲について意見交換を

する場があった。 

監査人としては，文献や過去の包括外部監査報告書を確認する等して包括外

部監査の対象範囲について鋭意検討したものの，包括外部監査の範囲について

明確な基準を確認することはできなかった。 

そこで，本件の監査の基本的な視点を明らかにする前提として，監査の範囲

について，監査人の考えを述べることとする。 

イ 地方自治法２５２条の３７の１項は，「包括外部監査人は，包括外部監査

対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る

事業の管理のうち，第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨を達成するた

め必要と認める特定の事件について監査するものとする。」と規定してい

る。かかる規定から，包括外部監査の対象は，「財務に関する事務の執行」

及び「経営に係る事業の管理」であって，いわゆる行政監査は含まないこと

は明らかである。 

「財務に関する事務の執行」とは，地方自治法第２編第９章中に規定されて

いる財務に関する事務の執行をいい，予算の執行，収入，支出，契約，現金及

び有価証券の出納保管，財務管理等の事務の執行をすべて包含するが，執行以

前の予算の編成事務，予算の議会における審議等は含まない（松本英昭著「新

版逐条地方自治法」第９次改訂版７０６頁）。 

また，行政監査とは，「一般行政事務そのもの，すなわち内部組織，職員の

配置，事務処理の手続，行政の運営等につき，その適正及び効率性・能率性の

確保等の観点から行う監査である。」（同著７０６頁）とされている。 

このように，包括外部監査においては，対象とされた特定の事件にかかる財

務に関する事務の執行全てが監査の対象となるが，予算の編成事務，予算の議

会における審議等並びに行政の内部組織，職員の配置，事務処理の手続及び行

政の運営等につき，その適正及び効率性・能率性は監査の対象から外れること

になる。 

ウ また，同条第２項は，「包括外部監査人は，前項の規定による監査をする

に当たつては，当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当

該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第２条第１４項及び第１

５項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに，特に，意を用いな

ければならない。」としている。 

この点，第２条第１４項は「地方公共団体は，その事務を処理するに当たつ

ては，住民の福祉の増進に努めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙げる
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ようにしなければならない。」，同条第１５項は，「地方公共団体は，常にそ

の組織及び運営の合理化に努めるとともに，他の地方公共団体に協力を求めて

その規模の適正化を図らなければならない。」とされている。 

これらの規定を前提とすれば，包括外部監査は，特定の事件に係る地方公共

団体の財務事務が有効かつ効率的に実施されているかの観点から監査する必要

がある（いわゆる３Ｅ監査である。）。 

エ なお，財務事務の適法性に関し，「包括外部監査においては，適法性に重

点をおいて監査する」等の法律上の規定は存在しないものの，地方自治法第

２条１６項は「地方公共団体は，法令に違反してその事務を処理してはなら

ない。」と規定しており，地方公共団体の事務は，法律・条例等の根拠なく

処理することはできないことは明らかである。 

このように，法令に基づく行政という大原則を前提とすれば，監査の性質

上，財務事務の前提となる事業の適法性を確認することは当然の前提であると

考えられる。 

そのため，財務に関する事務の執行にかかる監査の前提として，当該財務事

務の前提となる事業について根拠となる法令が存在するのかの確認について

は，監査の対象に含まれると考える。 

オ これらをまとめると，包括外部監査においては，①事業の根拠となるべき

法律や条令等が存在しており，かつ，財務事務がその事務の根拠となる法律

や条例等に定める手続きに則り執行されているか（財務事務の合規性），②

財務事務の執行が有効かつ効率的に行われているか（事業の有効性，効率

性）を監査の対象とする必要があると考える。 

以上を踏まえ，次項以降において，本件の監査テーマである岡山県の環境政

策に関する財務事務の執行及び事業の管理について具体的な監査の視点を述べ

ることとする。 

 

(2) 財務事務の合規性 

環境基本法は，第１条において「この法律は，環境の保全について，基本理

念を定め，並びに国，地方公共団体，事業者及び国民の責務を明らかにすると

ともに，環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより，環境

の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって現在及び将来の国民

の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを

目的とする。」としてその目的を明らかにするとともに，基本理念として，①

健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承（同３条），②環境負荷の少ない持

続的発展が可能な社会の構築（同４条），③国際的協調による地球環境保全の

積極的推進（同５条）を掲げている。 

また，同法７条は「地方公共団体は，基本理念にのっとり，環境の保全に関
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し，国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会

的条件に応じた施策を策定し，及び実施する責務を有する」として，地方公共

団体の義務を明らかにしている。 

このような環境関連法の法体系を前提とすれば，地方公共団体が実施する環

境政策に係る施策は，国の施策に準じた施策であること又は地方公共団体の自

然的社会的条件に応じた施策として執行されることが不可欠である。 

そのため，仮に，環境政策に関する財務事務が法令等の手続きに則って適正

に執行されていたとしても，財務事務のもととなる施策（事業）が国の施策等

に準じたものとなっていなければ，財務事務の執行について合規性を認めるこ

とはできない。 

以上を踏まえ，本件の監査においては，個別の財務事務のもととなる施策が

環境基本法等の法律や環境法に基づく基本理念，国が定める基本政策又は岡山

県の条例等や基本計画等に準拠して執行されているかについて確認する。 

また，環境政策に基づく事業が法令等に依拠する合理的な事業であったとし

ても，その財務事務は，地方自治法，地方自治法施行令及び県財務規則等に基

づいて適法に執行される必要がある。 

本件の財務事務の合規性の監査においては，事業を遂行するための契約関係

を主な監査の対象とするところ，地方自治体が契約を締結する場合に準拠すべ

き法律等は，下記のとおりである。 

本監査においては，下記の各規定を規範として，環境政策に関する財務事務

が，これらの法令等に則り，適法かつ適正に執行されているかを中心に監査す

る（なお，岡山県の平成２７年度の包括外部監査のテーマは「委託料に関する

財務事務の執行について」であり，財務事務の執行の合規性の監査について

は，かかる外部監査の内容を踏まえて，監査を実施している。）。 

記 

地方自治法 

２３４条 売買，貸借，請負その他の契約は，一般競争入札，指名競争入札，随意契約

又はせり売りの方法により締結するものとする。 

２ 前項の指名競争入札，随意契約又はせり売りは，政令で定める場合に該当するとき

に限り，これによることができる。 

 

地方自治法施行令 

１６７条の２ 地方自治法第２３４条第２項の規定により随意契約によることができる

場合は，次に掲げる場合とする。 

１ 売買，貸借，請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては，予定賃貸

借料の年額又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める

額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをすると
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き。 

２ 不動産の買入れ又は借入れ，普通地方公共団体が必要とする物品の製造，修理，加

工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的

が競争入札に適しないものをするとき。 

３ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第

百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障

害者支援施設」という。），同条第二十七項に規定する地域活動支援センター（以

下この号において「地域活動支援センター」という。），同条第一項に規定する障

害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護，同条第十三項に規定する就

労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この

号において「障害福祉サービス事業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所

（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者の

地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用

の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。）若しくはこれらに準

ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた

者若しくは生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十六条第三項に

規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定生活困窮者就労

訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条

第一項に規定する生活困窮者（以下この号において「生活困窮者」という。）であ

るもの（当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の

促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認

定を受けたものに限る。）（以下この号において「障害者支援施設等」という。）

において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定

める手続により買い入れる契約，障害者支援施設，地域活動支援センター，障害福

祉サービス事業を行う施設，小規模作業所，高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十七条第一項に規定するシルバー人材セン

ター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準

ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた

者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約，母子

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第六項に規定

する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところに

より普通地方公共団体の長の認定を受けた者（以下この号において「母子・父子福

祉団体等」という。）が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定

する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦

であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の

規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設

（当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することに
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つき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限

る。）が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係

る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契

約をするとき。 

４ 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところ

により普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該

認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは

借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務

省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公

共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。 

５ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

６ 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

７ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

８ 競争入札に付し入札者がないとき，又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

９ 落札者が契約を締結しないとき。 

 

県財務規則 

１５１条 契約担当者は，随意契約によろうとするときは，なるべく二人以上の者から

見積書を徴さなければならない。ただし，国又は他の地方公共団体と直接に契約し

ようとするとき，見積書を徴するいとまがないときその他見積書を徴する必要がな

いときは，この限りでない。 

 

会計要綱 

【第１５１条関係】 

（見積書の徴取の基準） 

１ 契約担当者は，契約事務の簡素化を図るため，見積書の徴取について次により取り

扱うことができる。ただし，（１）のア及び（２）のキについては，一律に適用す

ることなく，契約の種類，取扱業者の多寡等を考慮して適切に取り扱うこと。 

（１）２人以上の者から見積書を徴さなくてもよい場合 

ア 予定価格が１０万円未満であるとき。 

イ 契約内容の特殊性により，相手方が特定されるとき。 

ウ 緊急の必要から他の者から見積書を徴するいとまのないとき。 

（２）見積書を徴さなくてもよい場合 

ア 会場使用料，受験手数料，受講手数料，食糧費及び電気通信役務で，契約担当

者が，見積書を徴する必要がないと認めるとき。 

イ 郵便切手，郵便葉書，収入印紙の購入のように契約金額が法令又は法令に基づ

く処分によって定められている契約をするとき。 
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ウ 定期刊行物（新聞，雑誌等），法令集の追録その他のもので相手方によって価

格差がないものを購入するとき。 

エ 災害その他特別な事由により緊急に必要な物品の購入その他の契約をすると

き。 

オ 生産品を売り払う場合で，買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取る

とき。 

カ 国等が示す基準や他の類似事業との均衡を図るため，あらかじめ定まった単価

で複数の相手方と同一内容の契約をしようとするとき。 

キ 予定価格が５万円未満であるとき。 

 

業務委託に係る随意契約ガイドライン 

第４ 運用に当たっての留意事項 

随意契約は，競争入札を原則とする契約方式の例外であって，無制限に認め

られるものではなく，令第１６７条の２第１項各号のいずれかに規定する要件

に適合する場合に限り適用できるものであることを十分に認識し，次に掲げる

事項を遵守し適正に運用しなければならない。 

 

１ 共通的事項 

(1) 令第１６７条の２第１項各号の規定の運用に当たっては，規定を拡大解釈す

ることなく適用すること。 

(2) このガイドラインで例示する項目は，可能性のある事案を記載したものであ

り，形式的に該当するものは直ちに適用すべきものとする趣旨でないことや，

例示したものに限定される趣旨ではないことを考慮のうえ，慎重に判断するこ

と。 

(3) 随意契約を行う場合は，競争入札による場合の作成方法に準じて予定価格を

定めること（財務規則第１５０条） 

(4) 特命随意契約となる場合は，見積書提出業者が１者となることから，特に慎

重に予定価格の算定を行うとともに，相手方から見積書内訳を徴取し，これを

詳細に点検するなどして，適正な契約金額となるように努めること。 

(5) 政策上の目的から，公益法人等と特命随意契約している場合は，経済動向に

留意しながら，毎年度積算単価を点検して適正な委託料の積算を行うこと。 

(6) これまでに特命随意契約を行っている場合においては，前例や経緯，既成概

念にとらわれることなく，競争性のある契約方法がとれないかを検討するこ

と。 

(7) 随意契約を行う場合は，委託契約内容の大部分が委託契約の相手方から更に

第三者に再委託されることのないよう留意すること。また，再委託が見受けら

れる場合は，再委託先との直接契約を検討すること。 
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(8) 随意契約を行う場合は，その理由及び令の該当条項並びに相手方選定理由

（特命随意契約にあっては特定の者に限られる具体的理由）を明確にするこ

と。また，予定価格が１００万円（消費税等を含む。）を超えるものは，入

札・契約事務審査会に諮り，随意契約の適否等を審議するものであること。

（事業執行伺等記入例） 

(9) 随意契約を行う場合は，原則として２人以上の者から見積書を徴取し，特別

な事由がない限り，予定価格の範囲内において最低の価格で見積った者を契約

の相手方とすること。ただし，国又は他の地方公共団体と直接に契約しようと

するとき，見積書を徴するいとまがないとき，その他見積書を徴する必要がな

いときは，この限りでないこと。（財務規則第１５１条） 

(10)随意契約における競争見積の執行回数は，原則として３回を限度として取扱う

こと。 

(11) 随意契約の相手方の選定は，原則として競争入札参加資格者名簿登載者の中

から行うこととすること。 

 

競争随意契約の相手方の選定 

 

競争随意契約                  競  争  入  札 

 

活用・効率化            ・競争入札参加資格者名簿 

 

 

 

(12) 技術提案型契約方式による選考委員会の設置に当たり，その審査を行う選考

委員が当該業務に対する提案（応募）者と利害関係を有するときは，その提案

（応募）者に係る審査に参加させないこと。 

【注】利害関係を有すると考えられる範囲は，個々の事案において契約担当者

が適宜判断すべものと考えるが，一例として，自己又は父母，祖父母，配偶

者，子，孫若しくは兄弟姉妹が提案（応募）者と直接の利害関係にある場合

等が考えられる。（地方自治法第１１７条「議長及び議員の除斥」参照） 

（「業務委託に係る随意契約ガイドライン」６頁以下抜粋） 

 

岡山県設計変更ガイドライン（土木工事編） 

２ 設計変更の取扱い 

工事の施工は，設計図書に基づいて行うものであるが，やむを得ず設計図書と実際

の施工条件に差異を生じ，設計変更及び契約変更を行う場合には，次の事項に留意しな

ければならない。 
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① 変更見込金額が請負代金額の３０％又は３，０００万円を超える工事は，現に施工

中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合を除き，原則として，別途に

契約する。 

以上 

 

(3) 事業の有効性 

地方公共団体は，その事務を処理するにあたっては，最少の経費で最大の効

果を挙げるようにしなければならない（地方自治法２条１４項）。 

環境政策における個別の財務事務についても，環境政策の目的を達成するた

め，最少の経費で最大の効果を挙げることが必要であることはいうまでもな

い。 

なお，環境問題は，岡山県内における固有の自然環境（例えば，児島湖の汚

染の問題等）に関する問題のように岡山県の環境政策のみによって対応すべき

問題のほか，温室効果ガスの増加に起因する地球温暖化の問題や海洋汚染問題

のように地球規模や複数の県にまたがる問題があり，その範囲は多岐にわたっ

ている。 

このような環境問題に対する地方自治体による環境政策は，その効果を明確

に判定できる場合だけでなく，その効果を定量的に判定しづらい場合がある

（例えば，児島湖の汚染問題に関しては，汚染物質の増減から環境政策の効果

を定量的に検証しうる一方で瀬戸内海の汚染問題や大気汚染の問題は，県境を

またぐ問題であり，岡山県が実施した環境政策の効果を定量的に判定すること

は容易ではないと思われる。また，啓発活動事業は，定量的な効果測定は困難

である。）。 

この点，環境政策について，定量的な効果が直ちに表れずとも，事業を継続

することによって将来の環境の維持や改善に資する場合もあり，短期的かつ定

量的な効果の有無のみをもって環境政策の有効性を評価することは早計であ

る。 

このように環境政策は，その効果を定量的に判断しづらい側面があり，かか

る特徴を踏まえると，環境政策を実効的に実施するためには，その事業におけ

る目標が明確な目的意識をもって設定されること，目標の設定が合理的である

こと，その効果を合理的に検証されること及び検証された効果が次年度以降の

事業に生かされることが極めて重要であり，かかる目標の設定及び効果の検証

が適切になされなければ，事業としての有効性が乏しいにも拘らず，漫然とそ

の改善がなされることがないまま，徒に公金が支出される恐れがある。 

本監査においては，環境政策に係る事業の効果に関する目標が明確かつ合理

的に設定されているのか，効果が検証されているか，かかる効果の検証手法が

合理的か，その検証結果を次年度以降にどのように生かしているか等を事業の
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有効性の評価指標として監査する。 

 

(4) 事業の効率性 

環境政策に基づく事業の目標の設定や効果の判定が的確になされていたとし

ても，事業によって得られた効果とその効果を得るために費やされた公金の額

が相当なものでなければ，かかる政策の実施について，県民の納得を得ること

はできない。 

すなわち，投資された公金の額と得られた効果が均衡していなければ，最少

の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない（地方自治法２条１４

号）と規定している趣旨を全うできない。 

そのため，各環境政策に基づく事業の効果と予算の執行額が均衡しているか

を監査の対象とする。 

 

(5) 監査の具体的視点 

以上の監査の視点を考慮し，下記の３点を具体的な視点として，監査を実施

した。 

記 

ア 財務事務の合規性 

・環境政策に関する事務の執行が環境法等の法令，環境基本条例等の条例又は

基本理念等に整合しているか。 

・財務事務の執行が法令及び岡山県財務規則等に準拠して適法になされている

か。 

 

イ 事業の有効性 

・事業の効果について目標が明確に設定されているのか。 

・事業の目標の設定が合理的か。 

・事業の効果が検証されているか。 

・事業の効果の検証手法が合理的か。 

・効果の検証結果は，次年度以降の事業の実施に反映されているか。 

・社会情勢や外部環境の変化を踏まえて事業の目標が見直されているか。 

 

ウ 事業の効率性 

・環境政策に基づく事業の効果と執行された予算が見合っているのか。 

・より少額の費用で同様の効果をもたらす方法の有無について検討されている

か。 
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２ 外部監査の対象 

(1) 対象部署及び対象事業 

環境文化部のうち，環境政策に関する財務事務及び事業に関わる部署，具体

的には，環境企画課,新エネルギー・温暖化対策室，環境管理課，循環型社会

推進課（災害廃棄物対策室を含む。）及び自然環境課を対象部署とし，上記各

部署が令和２年度に予算執行した１１９の事業を監査対象とする。 

 

(2) 選定理由 

ア 岡山県の環境政策について，環境基本計画の立案等環境政策の中心を担っ

ているのは環境文化部である。 

なお，環境政策を担当するその他の部署としては，環境企画課が所管する環

境保健センター内の環境科学部及び岡山県下に３か所所在する県民局（備前県

民局，備中県民局及び美作県民局）の地域政策部環境課がある。 

監査の過程において，環境保健センター及び県民局が実施する環境政策の内

容等について確認したところ，環境文化部の各課が事業の企画及び予算を作成

しており，環境保健センター及び県民局は，定められた企画及び予算にした

がって実際に事業を実施しているとのことであった（例えば，環境保健セン

ターが実施する大気の分析業務は，環境管理課において企画及び予算を編成し

ており，環境保健センターは，専門的知見に基づいて大気の測定を実施するも

のである。また，環境企画課が企画する県民の意見を聴く会の一部を県民局が

実施したりするとのことである。）。 

このように，環境保健センター及び県民局が実施する環境政策に関する事業

は，環境文化部が企画し予算を編成した事業であり，環境保健センター及び県

民局が独自に環境政策を立案して実施することは，ほぼないとのことであっ

た。 

そのため，監査テーマである環境政策に関する財務事務の執行及び事業の管

理の把握のためには，環境文化部が所管する環境政策を監査することで必要か

つ十分であると判断した。 

なお，環境保健センターの財務事務については，令和元年の包括外部監査

「試験研究機関及び関連機関における財務事務の執行及び管理運営につい

て」，県民局が所管する行政の財務に関する事務の執行については，平成２２

年の包括外部監査「岡山県備前県民局，同備中県民局及び同美作県民局が所管

する行政の財務に関する事務の執行について」においてそれぞれ監査の対象と

されているため，環境保健センター及び県民局の財務事務の執行については，

上記各監査報告書をご参照いただきたい。 

なお，環境文化部には，上記の課のほかに，文化振興課，スポーツ振興課及

び全国植樹祭推進室が存在するが，上記各課は，環境政策とは関わっていない
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ことから，監査対象部署とはしていない。 

イ また，対象事業については，岡山県の環境政策全般を監査の対象とするた

め，対象事業を選別することなく監査対象部署が令和２年度に予算執行した

全ての事業を監査の対象とした。 

 

３ 外部監査の実施方法 

(1) 環境関連法体系の理解 

ア 環境関連法令等の理解 

環境基本法をはじめ，国内の環境政策に関する法体系を把握するとともに，

平成３０年４月に策定された国の第５次環境基本計画の内容を精査した。 

 

イ 岡山県の環境法令等，環境基本計画及び要綱等の理解 

岡山県の環境政策に関する条例等を精査するとともに，環境政策の根幹とな

る環境基本計画エコビジョン２０２０及びエコビジョン２０４０の内容を精査

した。 

 

ウ 近隣県の環境基本計画の把握 

岡山県の近隣県の環境政策の取組状況を把握するため，岡山県を除く中国４

県，四国４県及び兵庫県の環境基本計画の内容を把握した。 

 

(2) 環境政策の全体像に関する資料の徴求及びヒアリング 

岡山県の環境政策の全体像を把握するため，令和３年７月２日，岡山県の環

境政策を担っている環境文化部の担当者と面談を実施のうえ，岡山県の環境政

策全般の概要資料の提出を受けるとともに，その内容について説明を受けた。 

 

(3) 資料の実査 

岡山県の環境政策全般の概要資料（委託に係る稟議資料や仕様書，見積書，

委託契約書，会議の議事録，事業の報告書などの資料一式）の内容を精査した

うえで，個別の事業について，同年９月に１次的な質問を実施するとともに，

事業に関する資料を追加で徴求し，下記のとおり，資料を実査した。 

記 

９月２７日 ：環境企画課所管事業の資料の実査 

９月２８日 ：新エネルギー・温暖化対策室所管事業の資料の実査 

１０月６日 ：自然環境課所管事業の資料の実査 

１０月１１日：循環型社会推進課・災害廃棄物対策室所管事業の資料の実査 

１０月２０日：環境管理課所管事業の資料の実査 
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(4) 第 1次ヒアリング 

資料の実査及び１次的な質問の回答内容を踏まえて，監査対象とする環境政

策に関する財務事務及び事業について，担当部署の責任者及び担当者に対して

事業の内容や実施状況を把握するため，下記のとおりヒアリングを実施した。 

記 

１０月７日 ：環境企画課所管事業に対するヒアリング 

１０月８日 ：新エネルギー・温暖化対策室所管事業に対するヒアリング 

１０月１９日：自然環境課所管事業に対するヒアリング 

１０月２２日：循環型社会推進課・災害廃棄物対策室所管事業に対するヒア 

リング 

１０月２８日：環境管理課所管事業に対するヒアリング 

 

(5) 運用現場の視察，事業等の管理状況の確認 

令和３年１２月２４日，岡山県和気町に所在する自然保護センターを訪問

し，指定管理に係る備品の管理状況等を確認するとともに，指定管理の状況に

ついて質疑応答をした。 

 

(6) 第２次ヒアリング 

監査人において，いったん監査意見を作成し，かかる監査意見について事実

誤認がないかについて，下記のとおり，担当課の職員からヒアリングを実施し

た。 

記 

２月３日：環境企画課，循環型社会推進課・災害廃棄物対策室及び 

自然環境課の所管事業 

２月７日：新エネルギー・温暖化対策室及び環境管理課の所管事業 

 

(7) 第３次ヒアリング 

監査人において，監査意見を修正し，かかる監査意見について事実誤認がな

いかについて，３月２日に環境企画課，新エネルギー・温暖化対策室，循環型

社会推進課及び自然環境課の職員から改めてヒアリングを実施した。 

 

４ 監査意見の表明方法 

環境政策に関する事業は多岐にわたることから，それらに対する監査の結果

について可及的に一覧性及び明瞭性をもたせることが包括外部監査においては

重要であると考える。 

もっとも，監査対象となる各事業について，単に「指摘」や「意見」を述べ

たり，「問題がない」と述べたりするだけでは，なぜそのような「指摘」，
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「意見」に至ったのか，又はなぜ「問題がない」と判断されたのか判然とせ

ず，監査の意義が乏しいものとなるおそれがある。 

そこで，指摘や意見を述べる又は問題点なしと判断する前提として，監査の

基本的視点において提示した３つの視点から，各事業を監査した結果を個別に

下記のＡからⅮまでの基準を用いて統一的に評価するとともに，上記の評価と

関連付けて，各事業の監査項目について，監査人が速やかに改善すべき重要事

項として判断したもの（評価が「Ⅾ」となったもの）について「指摘事項」，

直ちに改善すべきではないが改善を検討することが望ましいと判断した事項

（評価が「Ｃ」となったもの）について「意見」をそれぞれ記載する。 

記 

Ａ：違法又は不適当な点はなく，将来の事情まで考慮して十分な対応がなされてい

る。 

Ｂ：違法又は不適当な点はなく，現状において必要な対応がなされている。 

Ｃ：違法又は不適当な点はないが，現在の対応を改善することが望ましい。 

Ｄ：違法又は不適当な点が認められ，直ちに改善する必要がある。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 17 -

第３章 岡山県の環境政策 

１ 環境政策に関する法体系 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

環境基本法［環境基本計画］                  

岡山県環境基本条例［岡山県環境基本計画／エコビジョン］ 
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源
循
環 
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景 
 

観 
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セ 
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地球温暖化対策の推進に関する法律 温暖化防止行動計画／区域施策編(H23～R12)   

温暖化防止行動計画／事務事業編(H29～R4 ) 

自然環境保全法 自然保護条例 

地域気候変動適応計画（予定：R4～） 

おかやま新エネルビービジョン（H23～R2） 

太陽光発電施設の安全な導入促進条例 

大気汚染防止法 

水質汚濁防止法 

土壌汚染対策法 

ダイオキシン類対策特別措置法 

環境負荷低減条例 

瀬戸内海環境保全特別措置法 
自然海浜保全地区条例 

瀬戸内海の環境保全に関する岡山計画（H28～R7） 

児島湖環境保全条例 

児島湖に係る第7期湖沼水質保全計画 

廃棄物処理法 

循環基本法 

岡山県廃棄物処理計画（H28～R2） 

循環型社会形成推進条例 

鳥獣保護管理法 

外来生物法 

自然公園法 

岡山県自然保護基本計画（R3～R6） 

鳥獣保護管理事業計画（H29～R3） 

ツキノワグマ保護計画（H29～R3） 

希少野生動植物保護条例 

岡山県立自然公園条例 

岡山県自然保護基本計画（R3～R6） 

景観法 景観条例 

晴れの国おかやま景観計画（H19～） 

快適環境条例 

環境影響評価法 環境影響評価条例 

気候変動適応法 

種の保存法 
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２ 岡山県の環境政策の歩み 

岡山県は，平成８年１０月，岡山県の恵まれた環境を保全するため，環境の

保全について基本理念を定めるとともに，県，市町村，事業者及び県民の責務

を明らかにすること及び環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため，環境条例を制定した。 

環境条例は平成９年４月に施行され，同条例に基づき岡山県において最初の

環境基本計画であるエコビジョン２０１０が策定されることとなったが，その

後の環境条例に基づく岡山県の環境政策の具体的な歩みは下記のとおりであ

る。（エコビジョン２０４０．８０頁参照） 

 

記 

年月 岡山県の動向 外部要因 

平成８年１０月 環境基本条例 制定  

平成９年４月 環境基本条例 施行  

平成１０年３月 
岡山県環境基本計画 

エコビジョン２０１０ 策定 
 

平成１５年３月 エコビジョン２０１０ 改定  

平成２０年２月 
新岡山環境基本計画 

エコビジョン２０２０ 策定 
 

平成２２年１０月  愛知目標※ 採択 

平成２５年２月 エコビジョン２０２０ 改定  

平成２６年２月 エコビジョン２０２０ 一部修正  

平成２７年１２月  パリ協定※ 採択 

平成２９年２月 エコビジョン２０２０ ２次改訂  

平成３０年４月  第５次 環境基本計画※ 策定 

令和元年６月  
大阪ブルー・オーシャン・ビジョン

合意※ 

令和３年２月 
岡山県環境基本計画 

エコビジョン２０４０ 策定 
 

令和１２年  ＳＤＧｓ※目標年 

令和３２年  温室効果ガス排出実質ゼロ目標年 
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３ 岡山県の環境政策関係行政組織 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

自然保護センター1 

                         
1 指定管理者：公益財団法人岡山県環境保全事業団 

知  事 

副 知 事 環境文化部 環 境 企 画 課 

新エネルギー・温暖化対策室 

自 然 環 境 課 

災 害 廃 棄 物 対 策 室 

循 環 型 社 会 推 進 課 

環 境 管 理 課 

施 策 推 進 班 

審 査 ・ 調 整 班 

水 環 境 湖 沼 保 全 班 

大 気 保 全 班 

化 学 物 質 対 策 班 

資 源 循 環 推 進 班 

産 業 廃 棄 物 班 

一 般 廃 棄 物 班 

自 然 公 園 班 

自 然 保 護 班 

県 民 局 

環 境 保 健 セ ン タ ー 
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４ 環境基本計画 

(1) 環境基本計画の目的及び位置づけ 

ア 環境条例は，基本理念として，以下の３点を掲げている。 

 

〈基本理念〉 

①環境の保全は，県民の健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を実現

し，健全で恵み豊かな環境を将来の世代へ継承する責任を果たすことを旨と

して，行わなければならない。 

②環境の保全は，社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り

低減することその他の環境の保全に関する行動により，人と自然の共生が確

保されるとともに持続的に発展することができる社会が構築されることを旨

として，すべてのものの参加の下に行わなければならない。 

③地球環境保全（人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進

行，海洋の汚染，野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部

分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全をいう。）は，人類共通の課

題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で

の課題であることにかんがみ，積極的に推進されなければならない。 

（環境条例３条） 

 

イ 同条例１０条１項は「知事は，環境の保全に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため，岡山県環境基本計画(以下この条において「環境基本計

画」という。)を定めなければならない。」として，知事に対し，環境基本計

画の策定を義務付けており，環境基本計画は，こうした条例が掲げる基本理

念のもと環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する目的で策定

されるものである。 

ウ また，同条２項は，環境基本計画において定めるべき事項として，①環境

の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱及び②環境の保全に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を掲げており，環境基本

計画は，これらの事項を詳細に定め，上記基本理念を実現すべく環境政策を

進める役割を担っている。 

 

(2) 環境基本計画の期間 

ア エコビジョン２０１０ 

平成１０年（１９９８年）から平成２０年（２００８年） 
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イ エコビジョン２０２０ 

平成２０年（２００８年）から平成３２年（２０２０年）  

 

ウ エコビジョン２０４０ 

・長期的な視点（計画の目指す姿を実現しようとする年次） 

令和２２年（２０４０年）頃 

・長期的な視点（計画の目指す姿を実現しようとする年次） 

令和３年（２０２１年）から令和６年（２０２４年） 

 

(3) 岡山県環境基本計画（エコビジョン２０４０）の策定経過 

開催日時等 事項 内容 

令和元年12月 13日 岡山県環境審議会への諮問 
県から岡山県環境審議会に対し，次期

岡山環境基本計画の策定について諮問 

令和2年 1月 10日 岡山県環境審議会政策部会 策定方針について審議 

5月 環境に関する県民等意見調査 
県民 2500 名・事業所 500 社に対し，

環境に関するアンケート調査を実施 

8月 3日 岡山大学エコミーティング 岡山大学の学生から意見聴取 

8月 13日 県大エコミーティング① 岡山県立大学の学生から意見聴取 

8月 19日 県民の意見を聴く会(美作県民局管内) 県民・事業者から意見聴取 

8月 21日 県大エコミーティング② 岡山県立大学の学生から意見聴取 

8月 25日 県民の意見を聴く会(備中県民局管内) 県民・事業者から意見聴取 

8月 27日 県民の意見を聴く会(備前県民局管内) 県民・事業者から意見聴取 

9月 4日 岡山県環境審議会政策部会 骨子案について審議 

9月 28日 企業から意見聴取 倉敷市内の企業から意見聴取 

11月 2日 岡山県環境審議会政策部会 素案について審議 

11 月 20 日～

12月 19日 
パブリックコメント 

素案についてパブリックコメントを実

施 

令和3年 1月 20日 岡山県環境審議会政策部会 修正案について審議 

2月 5日 岡山県環境審議会から答申 
岡山県環境審議会から県に対し，次期

岡山環境基本計画の策定について答申 

2月 8日 計画策定 
岡山県環境基本計画（エコビジョン

2040）を正式決定 

2月 22日 県議会2月定例会議に報告 
件の基本的な計画として，策定したこ

とを報告 

3月 策定公表 冊子・要約版により改めて公表 
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(4) 環境基本計画において目指す将来の姿 

ア エコビジョン２０４０において，環境基本計画に基づき，目指す将来の姿

について，以下のとおり，明らかにされている（エコビジョン２０４０．３

６頁）。 

＜目指す姿＞ 

より良い環境に恵まれた持続可能な社会 

～ 山から海まで 豊かな岡山を 次世代へ ～ 

 

そして，それが達成された将来の姿を 

●気候変動対策が進んでいる社会 

●資源循環の仕組みが構築された社会 

●安全・安心な生活環境に囲まれた社会 

●自然と共生した社会 

●環境保全と経済的発展が両立し，一人ひとりの意識やかかわりのもと，誰もがより良

い環境で暮らす社会。 

 

として，その具体的なイメージを描きます。 

 

イ エコビジョン２０４０は，「目指す将来の姿」を実現するため，以下の４

つの基本目標及び２つの横断的視点を掲げている。 

 

基本目標Ⅰ   気候変動対策（緩和・適応）の推進 

重点プログラム：２３ 指標：１４ 

基本目標Ⅱ   循環型社会の形成 

重点プログラム：２３ 指標：１４ 

基本目標Ⅲ   安全・安心な生活環境の保全と創出 

重点プログラム：２３ 指標：１４ 

基本目標Ⅳ   自然と共生した社会の形成 

重点プログラム：２３ 指標：１４ 

横断的な視点Ⅰ 環境の未来を支える担い手づくり 

重点プログラム：２３ 指標：１４ 

横断的な視点Ⅱ 環境の未来を創る経済振興 

重点プログラム：２３ 指標：１４ 
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(5) 具体的な取組み 

ア 前項に掲げられた「基本目標」とは，目指す姿の実現に向けた施策の柱で

あり，「横断的な視点」とは，基本目標を進めるうえでの土台とされてい

る。また，重点プログラムは，基本目標及び横断的な視点に沿って重点的に

進める取組であり，指標は，取組による達成目標，重点プログラムの進捗を

評価するための数値目標である。 

このように，環境基本計画で掲げられた目指す姿の実現するための具体的な

取り組みとして，重点プログラムが策定されており，かかる重点プログラムを

実践することで，目指す姿を実現するとされている。 

なお，具体的な重点プログラム及び指標は，２６頁以下に記載のとおりであ

る。 

イ 本監査においては，環境基本計画についても監査の対象としていることか

ら，以下のとおり，重点プログラムの内容を明らかにするとともに，エコビ

ジョン２０２０における重点プログラムと対比して，エコビジョン２０２０

が策定された平成２０年当時と現在の環境政策に関する進捗度合いを把握す

る。 

(6) 環境基本計画の進め方 

環境基本計画の進め方について，エコビジョン２０４０においては，下記の

とおり，説明されている。 

記 

１ 推進体制 

(1) 連携・協働の体制 

県民，事業者，関係者・関係団体，行政などあらゆる主体が一体となり，目

的や目標だけでなく，成果と課題も共有するとともに，関係団体間のネット

ワーク化も図りながら，“参加と協働”により計画を推進します。 

そのため，県民，NPO などの各種団体，事業者等の参加のもとで意見交換を

行う会議を定期的に開催するとともに，本計画に基づく取組のうち，県民や事

業者，有識者，行政等がとくに緊密な連携のもとに取り組むべき「地球温暖化

防止」「ごみゼロ社会づくり」などについては，関係者より構成されるプロ

ジェクト推進会議※を中心に，強力な推進を図ります。 

また，ますます複雑化多様化する環境問題に対応するため，県庁内の部局横

断組織である「環境基本計画推進連絡会議」などを通じて部局間の連携・調整

を図り，行政のあらゆる分野の施策・事業において環境への配慮がなされるよ

う，本計画の推進状況等を共有しながら，関連施策を推進していきます。 
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さらに，有識者からなる「岡山県環境審議会」の政策部会において，高度

で専門的な立場から，本計画に掲げる施策・事業の進め方や進捗状況について

助言等をいただきながら，総合的かつ計画的に推進します。 

【連携・協働の体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 進捗管理と継続的改善 ～「短期的な取組」の推進～ 

●ＰＤＣＡによる管理 

計画の進捗に当たっては，Ｐｌａｎ（計画），Ｄｏ（実行），Ｃｈｅｃｋ

（確認・評価），Ａｃｔｉｏｎ（見直し）のサイクルに沿って，取組の進み具

合や数値目標の達成状況等を確認するとともに，岡山県環境審議会の意見等を

踏まえた見直しを随時行い，実効性を確保します。 

 

●毎年度の公表 

上記による確認・評価の結果は，毎年度，岡山環境白書や県のホームページ

等を通じて広く公表します。 

公表に当たっては，県の取組の状況や成果ができるだけ分かりやすく伝わる

よう，内容のまとめ方や掲載の仕方について工夫を図ります。 

県 民 

行 政 

事業者 

関係者等 

岡 山 県 環 境 審 議 会 

政 策 部 会 
大 気 部 会 

景 観 部 会 

水 質 部 会 

廃棄物対策部会

岡 山 県 自 然 環 境 保 全 審 議 会 

プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 会 議 協 働 の 場 

自 然 保 護 部 会 

鳥 獣 部 会 

温 泉 部 会 

県 民 の 意 見 を 聴 く 会 

エ コ パ ー ト ナ ー シ ッ プ お か や ま 地球温暖化防止プロジェクト推進会議 

ごみゼロ社会プロジェクト推進会議 

環 境 基 本 計 画 推 進 絡 連 会 議 

指 導 

助 言 

連 携 ・ 協 働 
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●状況に合わせた改善 

毎年度の確認・評価を踏まえ，また，環境保全に係る新たな課題等に応じ，

適宜修正を加えるなど，改善を図りながら取組を進めます。 

また，感染症の流行・拡大など，社会・経済全般に大きな影響を及ぼすよう

な情勢の変化により，取組の推進に支障が生じる事態となった場合，あるい

は，画期的な研究開発・技術革新により，取組の進め方や手法が大きく変わる

ような場合は，その状況を見極めながら，計画に掲げた取組や指標を見直すな

ど，柔軟に対応します。 

 

(3) 計画の見直し ～「長期的な視点」の中間評価～ 

長期的な視点による目標年次（令和２２（２０４０）年頃）の中間地点とな

る令和１２（２０３０）年をめどに，地球温暖化の状況や環境保全に関する国

内外の動き，政策の方向性など，取り巻く情勢や社会の変化等について確認を

行います。 

その上で，必要な場合は，岡山県環境審議会にも諮りながら，長期的な視点

も含め計画全般について見直すなど，適切に対応することとします。 

 

２ 取組の内容に応じた実施方法の工夫 

計画に位置付けた取組の実施にあたっては，それぞれの取組が，趣旨・目的

に沿って，より効果的に進められるよう，実施の形式や手段等について，従前

のやり方にとらわれず，柔軟な発想で工夫するよう努めます。 

具体的には，デジタル化の進展や，感染症対策としての「新しい生活様式」

の普及定着を踏まえ，インターネットを活用した行事・イベントの開催など，

取組の内容や参加者・対象者に応じた様々な手段や媒体を積極的に取り入れて

いくことを，取組ごとに検討します。 
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【気候変動対策（緩和・適応の推進）】 

Ⅰ 新エネルギーの導入推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

太陽光発電の導

入促進 

家庭や地域において太陽光発

電の一層の導入を目指す取組

を推進する。 

努力目標：県内に設置さ

れた太陽光発電容量を

3500 メガワットとする

（H27 時点 817 メガワッ

ト）。 

努力目標：令和6年度まで

に県内に設置された太陽

光発電容量を 3500 メガ

ワットとする（R1 時点

1802メガワット） 

木質バイオマス

のエネルギー利

用推進 

木質バイオマス発電や木質バ

イオマスボイラーの導入によ

りエネルギー転換を促進す

る。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

情報の発信と地

域資源を生かし

た取組の推進 

新エネルギーについてセミ

ナーや研修会を通じて広く情

報の発信共有を図る等。 

努力目標：新エネルギー

関係セミナーへの参加者

数 3500 人（H27 時点は

2027人） 

努力目標：令和6年度まで

に新エネルギー関係セミ

ナーへの参加者数 3500 人

（R1時点は2889人） 

地域ぐるみで進

めるスマートコ

ミュニティ※の推

進 

新エネルギーの導入等による

創エネや省エネ，蓄エネを進

め，エネルギー利用の効率化

やエネルギー自給率を高める

スマートコミュニティの実現

を目指す。 

努力目標：令和2年度まで

に新エネルギーの導入を

核とした地域づくりに取

り組む地域の数を 10 とす

る 

努力目標：令和6年度まで

に新エネルギーの導入を

核とした地域づくりに取

り組む地域の数を 19 とす

る（R1時点は9） 

小水力発電の導

入促進 

県内の河川や農業用水さらに

は排水を利用した小水力発電

の導入を促進する， 

努力目標：小水力発電設

備の導入数 40(H27 時点は

12)。 

記述なし。 

野菜・花・木の

栽培など農業分

野での新エネル

ギーの利用拡大 

中山間地域※など商業電気の

ない場で野菜等を栽培する場

合，小規模太陽光発電を用い

た自動かん水システムの導入

を推進する。 

努力目標：令和2年度まで

に太陽光発電による自動

冠水システムを導入した

施設の数115 

記述なし。 

県民参加による

発電施設設置の

普及拡大 

県民からの寄付や市民ファン

ド等を活用した市民協働発電

所の整備等自然の恵みを電力

等のエネルギーに変える県民

参加型の取組を普及する。 

努力目標：令和2年度まで

に県民参加による発電施

設数を80とする。 

記述なし。 

新エネルギー産

業クラスターの

形成 

今後の成長が見込まれる新エ

ネルギー関連分野において，

産官学で計構成される新エネ

ルギー産業クラスターを形成

し，競争力のある新技術・新

製品の研究開発と事業化を促

進する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 
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Ⅱ 省エネルギーの推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

オフィスビル等

の省エネルギー

化の推進 

建築物省エネ法に基づく省エ

ネ基準への適合義務や省エネ

措置の届出制度等の中地を図

ること等 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

県有施設等の省

エネルギー化の

推進 

県有施設への省エネ設備・機

器の導入，エネルギーの見え

る化，新エネルギーの導入等

により県自ら率先して節電・

省エネルギーに取り組む。 

努力目標：令和2年度まで

に県の事務事業から生じ

る温室効果ガス排出量を

68,808tとする。 

令和元年の温室効果ガス

排出量は 59,795ｔ/年であ

り，令和 4 年度の目標

73,675ｔ/年を達成してい

るが，さらなる削減に努

める。 

省エネルギーに

配慮した住宅の

普及拡大 

住宅性能表示制度等の認知度

の向上，省エネ措置の届出制

度等の周知により，省エネル

ギーに配慮した住宅づくりを

普及啓発する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

省エネルギー型

機器等の普及拡

大 

「エコパートナーシップおか

やま」や「アースキーパーメ

ンバーシップ」会員を通じ

て，太陽光熱利用システム等

の省エネ型機器の積極的な選

択を促すこと等 

努力目標：令和2年度まで

に 1 世帯当たりのエネル

ギー消費量を 35.6GJ とす

る。 

努力目標：令和6年度まで

に家庭用燃料電池の導入

台数2600台 

 

Ⅲ 脱炭素社会に向けたライフスタイル・ビジネススタイルの定着促進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

アースキーパー

メンバーシップ

制度の促進 

省エネ等による環境負担低減

に向けた目標を定め取り組む

県民・事業者をアースキー

パーメンバーシップ会員とし

て募集・登録し会員の活動を

支援する。 

努力目標：令和2年度まで

にアースキーパーメン

バーシップ会員数 14,000

人 

努力目標：令和6年度まで

にアースキーパーメン

バーシップ会員数 16,000

人（R1時点 13,537） 

COOL CHOICE（賢

い選択）の推進 

温暖化対策に資するあらゆる

賢い選択（COOL CHOICE）が

広がるよう積極的な広報・啓

発により一人ひとりのアク

ションを促す。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

にCOOL CHOICE宣言企業・

団体数300（R1時点 272） 

エコドライブの

推進 

エコドライブの実践に努める

運転者を「エコドライブ宣言

者」として登録し，環境にや

さしい自動車運転の推進を図

る。 

努力目標：令和2年度まで

に自動車1台当たりのエネ

ルギー消費量を 37.7GJ と

し，エコドライブ宣言者

数29,000人 

努力目標：令和6年度まで

にエコドライブ宣言者数

47,000 人（R1 時点 35,456

人） 

地球にやさしい

移動手段の選択 

「公共交通利用の日」や「ス

マート通勤おかやま」「ノー

マイカーデー」等の設定によ

り県民等の自動車利用抑制に

取り組む。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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Ⅳ 環境費配慮した交通環境の整備と活用の推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

信号灯器の LED

化の推進 

従来の電球式信号器に比べ消

費電力が約 1/4 となる LED 信

号灯器の設置を推進する。 

努力目標：令和2年度まで

に信号灯器の LED 化率を

65％とする。 

努力目標：令和6年度まで

に信号灯器のLED化率87％

（R1時点：67.1％） 

県公用車へのエ

コカーの率先導

入 

エコカーについて県内への普

及を促進するため，岡山県グ

リーン調達ガイドラインに基

づき県公用車への率先導入を

務める， 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

電 気 自 動 車 等

（EV,PHEV,FCV）

の普及促進 

環境性能が高い電気自動車

（EV），プラグインハイブ

リッド自動車（PHEV）及び燃

料電池自動車（FCV）につい

て，普及促進に取り組む。 

努力目標：令和2年度まで

に電気自動車等の普及台

数6,000台 

努力目標：令和6年度まで

に電気自動車等の普及台

数8,600台（R1時点5,797

台） 

道路交通の円滑

化の推進 

交通渋滞の緩和や人や物のス

ムーズな移動を確保するた

め，現道の拡幅や交通量の分

散等を図る。 

努力目標：令和2年度まで

に信号機の高性能化数

500）及び高度化ビーコン

整備数500 

努力目標：令和6年度まで

に主要渋滞か所数を 45 か

所（R1 時点 50），信号機

の高性能化数630（R1時点

504）及び高度化ビーコン

整備数790（R1時点 569） 

バス・電車の利

用促進 

バス事業者や鉄道事業者で実

施されているパークアンドラ

イド※や環境定期券等※の広報

啓発によるパス・電車等の利

用を促進する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 

 

Ⅴ 温室効果ガスの排出抑制と吸収源対策の推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

温室効果ガス排

出 量 算 定 ・ 報

告・公表制度に

よる排出抑制 

県内の温室効果ガス大量排出

事業者の削減計画及びその実

績を公表すること等を通じて

事業者の自主的な温室効果ガ

ス排出抑制を推進する。 

努力目標：令和2年度まで

に製造品出荷当たりのエ

ネルギー消費量を 83.2GJ※

とし，業務その他部門の

床面積当たりのエネル

ギー消費量を 847MJ※とす

る。 

努力目標：令和6年度まで

に岡山県温室効果ガス排

出量算定・報告・公表制

度の対象となる事業所の

温室効果ガス排出量 2,895

万 t（R1時点 3,281万 t） 

フロン類の排出

抑制の推進 

オゾン層の保護及び地球温暖

化防止のため，フロン類を私

用している第一種特定製品の

管理者に対し，フロン類回収

等管理者の義務を周知徹底す

る。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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公益的機能を高

めるための森林

整備の推進 

林業経営が見込める人工林に

おいては森林整備を推進し，

林業経営が見込めない人工林

は針広混交林へと誘導するこ

とで豊かな森林の育成・保全

に努める。 

努力目標：令和2年度まで

に保安林※面積を 152,600

ヘクタールとする。 

具体的な指標なし。 

県民参加による

森づくりの推進 

「おかやま森づくりサポート

センター」の運営支援を通じ

て，森林の保全活動を促進す

る。 

努力目標：令和2年度まで

に森づくり活動への参加

企業数30 

努力目標：令和6年度まで

に森づくり活動への参加

企業数28（R1時点は26） 

都市緑化等の推

進 

ヒートアイランド対策や建物

の省エネルギー対策として，

事務所の敷地内や建物の屋

上・壁面等の緑化を一層推進

する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

 

Ⅵ 気候変動への対応 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

適応計画の策定

と推進 

県域における自然的経済的社

会的状況に応じた地域気候変

動適応計画を策定し，取組を

実行する。 

記述なし。 具体的な指標なし。 

適応の推進体制

の整備 

県域における気候変動適応を

推進するため，気候変動影響

及び気候変動適応に関する情

報を終始し，整理，分析及び

提供を行う体制を整備する。 

記述なし。 具体的な指標なし。 

 

【循環型社会の形成】 

Ⅰ 循環型社会実現に向けた意識改革と実践 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

「 お か や ま ・

もったいない運

動」の推進 

３R について，県民一人ひと

りの意識改革と行動実践を促

すため，各種イベントの開催

により，「おかやま・もった

いない運動」を推進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

プラスチック３

Ｒの推進 

プラスチックごみを削減する

ため，県民や事業者に対して

啓発活動や情報提供を行う。 

記述なし。 具体的な指標なし。 

食品ロス削減の

推進 

食品ロスについて，消費者，

事業者及び行政の役割を明確

にするとともに，具体的な削

減方法等を示した腕，削減の

取組を推進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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循環資源マッチ

ングシステムの

利用促進 

循環資源を提供したい事業者

と利用したい事業者がイン

ターネット上で情報交換し，

資源の有効活用を行う。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

に循環資源登録数 470（R1

時点 441） 

マイバッグ運動

の推進 

買い物にマイバッグを持参

し，レジ袋や包装を断る「マ

イバッグ運動」を「岡山県ご

みゼロ社会プロジェクト推進

会議」を中心に，各種団体，

事業者及び行政が一体となっ

て展開する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 

 

Ⅱ 一般廃棄物３Ｒの推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

循環型社会づく

りに向けた処理

システムの構築 

循環型社会づくりに向けて廃

棄物の排出抑制，循環的利用

とともに費用負担の公平化や

住民の意識改革に資するごみ

処理の有料化など，地域の実

情に応じた効果的な取組に関

する助言や技術的援助を行

う。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

ごみの分別収集

の徹底 

容器包装廃棄物の分別収集の

徹底に向けた助言のほか，先

進的な自治体の取組，家電品

の回収体制の構築等について

情報提供を行う。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

リサイクル関連

法の周知徹底 

一般廃棄物のリサイクルの促

進に向け，市町村と連携し，

県民及び関係事業者に対する

制度の周知を図る。 

努力目標：令和2年度まで

に一人当たりのごみ排出

量を 1 日 935g，一般廃棄

物 の リ サ イ ク ル 率

32.7％，一般廃棄物の最

終処分量 1 日 86.5t，家庭

系ごみの 1 日の排出量

500g，使用済み小型家電

回収市町村数22。 

努力目標：令和6年度まで

に一般廃棄物の排出抑

制・資源化率 97％（R1 時

点は96.3％） 

家電のリサイク

ルの推進 

使用済家電製品が家電リサイ

クル法，小型家電リサイクル

法等に基づき適正にリサイク

ルされるよう市町村による回

収体制の構築に対して，技術

的援助を行うとともに，県民

に対して，法制度等について

周知を行い，不適正処理対策

を進める。 

具体的な指標なし。 記述なし。 
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Ⅲ 産業廃棄物３Rの推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

排出事業者に対

する指導・助言 

廃棄物処理契約や実績報告へ

の指導・助言，ホームページ

での公表により，排出事業者

の自主的な排出抑制，再生利

用等による産業廃棄物の減量

化の取組を促進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

リサイクル関連

法の周知・徹底 

建設リサイクル法，自動車リ

サイクル法及び食品リサイク

ル法の関係事業者に対し，制

度の周知や法令順守の徹底等

を行い，産業廃棄物の適正処

理及び３Rを推進する。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

に産業廃棄物の排出抑

制・資源化率96％（H30時

点 95.6％） 

３Rに関する広域

ネットワークの

形成 

３R に関する新技術やビジネ

スモデル，各種循環資源に関

する情報提供等により県境を

越えた広域的な３R のネット

ワーク形成を図る。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

公共工事に係る

廃棄物の再資源

化 

県の工事において発生するコ

ンクリート塊等の特定建設資

材廃棄物に建設汚泥を加えた

建設廃棄物の再資源化に努め

る。 

努力目標：令和2年度まで

に産業廃棄物の排出量を

年間 5649t，産業廃棄物の

リサイクル率を 45.4%，産

業廃棄物の最終処理分量

を年間303tとする。 

努力目標：令和6年度まで

に建設廃棄物の再資源化

率100％（R1時点は74.8％

から 100％） 

循環型社会形成

推進モデル事業

の推進 

循環型社会形成モデル事業

（地域ミニエコタウン事業）

を推進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

岡山エコタウン

を生かした環境

学習の推進 

地域ぐるみの先導的リサイク

ルモデルの見学等を通じて循

環型社会形成について学習す

る機会の提供を支援する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 

ごみゼロガイド

ライン※の推進 

排出量の多い汚泥，鉱さい，

ばいじん，燃え殻，廃プラス

チック類について，排出事業

者に対して，ごみゼロガイド

ラインに沿った取り組みを促

すとともに，更なる取り組み

を促進する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 
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Ⅳ 廃棄物の適正処理の推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

一般廃棄物処理

施設の計画的な

整備の促進 

市町村に対し廃棄物施設の計

画的な整備に対する助言等の

技術的援助を行うとともに国

の循環型社会形成推進交付金

制度の活用を働きかける。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

産業廃棄物処理

業者等に対する

監視・指導 

排出事業者や処理業者への立

入検査などにより産業廃棄物

の適正処理を確保するととも

に，違反行為に対して改善命

令や許可取消等の行政処分や

警察と連携して厳正な対処を

する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

PCB廃棄物の計画

的な処理の推進 

PCB 廃棄物の保管，処理状況

を把握し，保管事業者等に適

正な保管および処分を指導

し，岡山県ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物処理計画に基づく計

画的な処理を推進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

農業用使用済み

プラスチックの

適正処理の推進 

農業用使用済みプラスチック

について，市町村，農協等と

連携し，地域における回収・

処理体制の充実等を図る。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

に農業用使用済みプラス

チックのリサイクル処理

率 40 ％ （ R1 時 点 は

15.6％） 

産業廃棄物の広

域的な移動に対

する対応 

産業廃棄物は，県域を越えて

広域処理が行われていること

等から他県との調整を図りな

がら的確な対応に努める。 

記述なし。 具体的な指標なし。 

 

Ⅴ 不法投棄等の根絶と環境美化の推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

不法投棄等の防

止と早期発見 

産業廃棄物監視指導員による

監視パトロールや夜間休日監

視，上空監視等により不法投

棄の防止と早期発見に努め

る。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

海ごみ対策の推

進 

市町村や経済団体等と連携

し，瀬戸内海のごみの発生抑

制や回収処理に取り組む。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

地域の活動の促

進 

環境保全団体や民間ボラン

ティア団体等によるポイ捨て

ごみ等の清掃活動や花いっぱ

い活動などの環境美化活動を

促進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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Ⅵ 災害に対する備え 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

円滑な処理体制

づくり 

災害廃棄物の発生に備えて，

国，市町村，関係事業者団

体，他の都道府県との協力・

支援体制を整備するととも

に，廃棄物処理施設等に関す

る情報の整理，職員に対する

教育訓練等により円滑な処理

体制の構築を図る。 

努力目標：令和2年度まで

に災害廃棄物処理計画策

定市町村数を19とする。 

努力目標：令和6年度まで

に災害廃棄物処理計画策

定市町村数を 27 とする

（R1時点は14） 

 

【安全・安心な生活環境の保全と創出】 

Ⅰ 大気環境の保全 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

工場・事業場対

策の推進 

工場・事業場への立入検査の

実施等により排ガス等の基準

を順守させるとともに揮発性

有機化合物の削減対策につい

ても指導する。 

努力目標：令和2年度まで

に工場・事業場の排ガス

等基準適合率を 100%とす

る。 

努力目標：令和6年度まで

に工場・事業場の排ガス

等基準適合率を 100％とす

る（R1時点は98％） 

大気汚染防止夏

期対策の実施 

夏期を中心に大気汚染防止夏

期対策期間とし，光化学オキ

シダントによる汚染や被害の

未然防止に重点を置いた総合

的な対策を実施する。 

努力目標：令和2年度まで

にオキシダント情報等

メール配信登録者数を

18,000人とする。 

努力目標：令和6年度まで

にオキシダント情報等

メール配信登録者数を

22000人とする（R1時点は

16,894人） 

微 粒 子 状 物 質

（PM2.5）対策の

推進 

PM2.5 が高濃度になる恐れが

あると判断される日は県民に

対する注意喚起を行う。ま

た，PM2.5 の原因の一つであ

る稲わらを野焼きせず，有効

利用を促す。 

努力目標：令和2年度まで

にPM2.5環境基準達成率を

30%，PM2.5 注意喚起メー

ル配信登録者数を 40,000

人とする。 

努力目標：令和6年度まで

にPM2.5環境基準達成率を

85%とする（R1 時点は

55.7） 

ディーゼル自動

車粒子状物質削

減の推進 

環境負荷低減条例に基づき，

ディーゼル社に係る粒子状物

質の削減指導を行うとともに

低公害車等への代替を促す。 

努力目標：令和2年度まで

にディーゼル自動車粒子

状物質対策済率を 85%とす

る。 

努力目標：令和6年度まで

にディーゼル自動車粒子

物質対策済率を 80%とする

（R1時点は72.8％） 

 

Ⅱ 水質環境の保全 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

生活排水対策の

推進 

クリーンライフ 100 構想等に

基づき，生活排水処理施設の

整備を促進すること等 

努力目標：令和2年度まで

に単純処理浄化槽から合

併処理浄化槽への転換数

を340基，汚水処理人口普

及率を88％とする。 

努力目標：令和6年度まで

に汚水処理人口普及率を

92.1%とする（R1 時点は

87.3％） 
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工場・事業場対

策の推進 

特定事業場の立入検査等によ

り排水基準，総量規制基準の

順守を徹底する等 

努力目標：令和2年度まで

に工場・事業場の排水基

準適合率を98％とする。 

努力目標：令和6年度まで

に工場・事業場の排水基

準適合率を 98％とする

（R1時点は93.3％ 

環境に配慮した

水辺づくり 

水辺の動植物，景観等の自然

環境や親水性に配慮した農業

用用排水路の整備に努めると

ともに，市町村との協働，伐

採木の無償配布等を通じて地

域住民の参画を促し，より環

境に配慮した水辺づくりに取

り組む。 

努力目標：令和2年度まで

に蛍の生息地個所数 330，

ふるさとの川リフレッ

シュ事業※を実施した個所

数150とする。 

記述なし。 

 

Ⅲ 児島湖水質保全対策の推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

児島湖再生の推

進 

湖沼水質保全計画に定めた水

質目標を達成するため，関係

機関，関係団体等との緊密な

連携により各種事業の円滑な

推進を図る等。 

努力目標：令和2年度まで

に児島湖の水質目標値 COD
※6.8mg/lとする（H30時点

は 7.2）また，合併処理浄

化槽の設置基数を 5360，

浄 化 用 水 の 導 入 量 を

60.0，ヨシ原の管理免責

を150000㎡とする。 

努力目標：令和6年度まで

に児島湖の水質目標値 COD
※7.2mg/l とする（R1 時点

は 8.1）また，児島湖の環

境用水の導入量を 2.4ｍ３

とする（R1時点は0） 

児島湖流域下水

道事業の推進 

岡山市，倉敷市，玉野氏，早

島町の児島湖流域下水道に接

続する関連公共下水道の整備

促進を図る等 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

 

Ⅳ 瀬戸内海の保全と再生 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

沿岸域の環境の

保全，再生及び

創出 

アマモ場等の保全及び再生の

取組を支援するとともに，漁

場環境改善のための資源回復

を図る。また，岡山県自然海

浜保全地区条例に基づき，指

定区域内における建築行為等

の規制を行う等。 

努力目標：令和2年度まで

に里海※整備個数 4 か所，

環境学習の場として活用

自然海岸数を5とする。 

努力目標：毎年自然海岸

を活用した環境学習を5回

行う（R1時点は5回）。 

水質の保全及び

管理 

生活排水対策，事業場による

送料基準の遵守徹底等により

瀬戸内海の水質環境基準を達

成する。 

努力目標：令和2年度まで

に汚濁負荷の削減目標と

して COD を 32，窒素を

37，りんを1.9とする。 

具体的な指標なし。 

瀬戸内海の自然

景観及び文化的

景観の保全 

瀬戸内海国立公園に指定され

ている地域について，優れた

自然景観が適正に保全される

よう規制の徹底化を図る等。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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水産資源の持続

的な利用の確保 

科学的知見に基づく水産資源

の適切な保存及び管理を実施

する等。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

 

Ⅴ 騒音・振動・悪臭の防止 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

道路交通，航空

機，新幹線鉄道

の騒音・振動対

策 

道路や新幹線沿線，空港周辺

の環境調査を実施する等 
具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

騒音・振動・悪

臭に係る規制地

域の適切な指定 

関係機関と協議し，順次，環

境基準の類型あてはめ※を行

う等 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

 

Ⅵ 土壌・地下水汚染の防止 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

工場・事業者対

策の推進 

工場及び事業場への立入検査

等により，水質汚濁防止法に

基づく構造等に関する基準の

遵守及び定期点検の実施を指

導する等。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

 

Ⅶ 有害価格物質による環境汚染の防止 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

有害大気汚染物

質対策の推進 

ダイオキシン類やベンゼン※

等の環境中の濃度を的確に把

握するとともに発生源に対す

る指導を通じて排出抑制を図

る。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

に有害大気汚染物質等の

環境基準及び指針値を

100％とする（R1 時点は

93％） 

有害化学物質対

策の促進 

残留性の高い化学物質につい

て，環境調査を実施し，デー

タの蓄積を図るとともに新た

な知見の集積に努める。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

アスベスト対策

の推進 

アスベストの飛散防止を図る

ため，建築物等の解体現場へ

の立入検査や一般環境中にお

けるアスベスト濃度調査を実

施する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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Ⅷ 環境放射線の監視 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

環境放射線の監

視測定の実施 

環境放射線等の監視測定を継

続して実施し，その結果を情

報提供するおともに放射線に

関する知識の普及に努める等 

記述なし。 具体的な指標なし。 

 

【自然と共生した社会の形成】 

Ⅰ 自然公園等の保護と利用促進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

自然公園等の魅

力向上に向けた

取組 

豊かな自然や優れた景観を保

護するとともに，国の国立公

園満喫プロジェクト※と連携

して自然公園の魅力向上や利

用促進を図る。 

努力目標：令和2年度まで

に年間自然公園利用者を

1450万人とする（H27時点

は 1216万人） 

努力目標：令和6年度まで

に年間自然公園利用者を

1210 万人とする（R1 時点

は1100万人） 

自然と調和した

開発の指導 

環境影響評価※手法の活用や

自然保護協定の締結により，

既存植生の保護や改変地の緑

化等適切な指導を行う。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

自然公園等の適

切な利用指導 

自然公園指導員※や自然保護

推進員等※と連携し，自然公

園等の適切な利用指導に努め

る。 

努力目標：令和2年度まで

に自然保護推進員数を 100

人とする。 
記述なし。 

 

Ⅱ 野生生物の保護と適正な管理の推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

レ ッ ド デ ー タ

ブックの充実と

活用 

希少野生動植物について，岡

山県野生生物目録の情報整

理，情報収集及び基礎調査を

進めるとともに，希少野生動

植物の保護について県民の理

解を深め，保護活動を推進す

る。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

希少野生動植物

の保護 

岡山県希少野生動植物保護条

例に基づき，特に保護を図る

必要のあるものを指定希少野

生動植物※に指定しその生

息・生育環境を含め保護活動

を推進する。 

努力目標：令和2年度まで

に希少野生動植物（条例

指定等）の保護に取り組

む地域数を12とする。 

具体的な指標なし。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 37 - 

鳥獣保護対策の

推進 

鳥獣保護区※等について，指

定を行うとともに，鳥獣の定

期的な巡視等適切な保護管理

に努めるとともに，鳥獣保護

センター※を活用して傷病鳥

獣救護の取組を推進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

特定鳥獣保護・

管理対策の推進 

ツキノワグマとのすみ分け等

の対策を実施するとともに，

二ホンジカ及びイノシシにつ

いて，第二種特定鳥獣管理計

画に基づき，被害防止対策等

を総合的に行う。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

狩猟者の確保 
鳥獣保護管理の担い手となる

狩猟者の確保に努める。 
具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

外来生物※に関す

る普及啓発等の

推進 

ホームページや各種普及啓発

資料の作成等により，外来生

物に関する普及啓発を推進す

るとともに，普及啓発を行う

人材の確保に努める。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

 

Ⅲ 自然とのふれあいの推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

自然環境学習等

の推進 

自然環境学習を支援するとと

もに，環境学習出前講座等を

推進し，主体的な取組ができ

る人材の育成に努める。 

努力目標：令和2年度まで

に自然保護センターの利

用者を年間4万人とする。 

努力目標：令和6年度まで

に自然保護センターの利

用者を年間 4 万人とする

（R1時点は3万 2438人） 

自然とふれあえ

る体験の場や機

会の充実 

自然環境学習や林業体験など

の自然とふれあえる体験の場

や機会を増やすとともに情報

収集及び提供に努める。 

努力目標：令和2年度まで

に長距離自然歩道の利用

者数を190万人とするほか

身近な自然体験プログラ

ムの参加者数を3万人とす

る。 

努力目標：令和6年度まで

に長距離自然歩道の利用

者数を160万人とする（R1

時点は143万人）ほか身近

な自然体験プログラムの

参加者数を 3 万人とする

（R1時点は2万 8636人） 

ニューツーリズ

ムの推進 

エコツーリズムやグリーン・

ツーリズム等ニューツーリズ

ムの普及を図るとともに，こ

れらの推進に関する市町村等

の取組を支援する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 
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Ⅳ 里地・里山の保全 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

農地・農業用水

等の保全 

農業者だけでなく，地域住民

等も含めた多様な主体の参加

による協働による農地・農業

用水の資源の適切な保全管

理，生態系保全，景観形成等

の活動を支援する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

都市と農村との

交流推進 

「おかやま晴れの国ぐらし」

において，交流イベントにつ

いて情報発信し，都市と農村

の交流を推進する。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

に岡山移住候補地体感ツ

アーを年2回開催する（R1

時点は年2回） 

 

Ⅴ 水とみどりに恵まれた環境の保全と創出 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

森林の整備によ

る快適な環境の

保全 

人工林において，少花粉苗木

による再造成を推進して若齢

林を造成し，人工林資源の回

復を図るとともに，間伐の遅

れた人工林の解消を図る。 

努力目標：令和2年度まで

に少花粉スギ・ヒノキ苗

木による植替えの割合を

90％とする。 

努力目標：令和6年度まで

に少花粉スギ・ヒノキ苗

木による植替えの割合を

100％とする（R1 時点は

96.6％） 

都市と近郊のみ

どりの創出 

自然環境に配慮された公園，

学校など公共施設の緑地整備

や街路樹，河川等によるみど

りのネットワークの形成を促

進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

緑化推進体制の

充実 

みどりの少年隊の育成強化，

緑の募金活動※を進め，緑化

推進体制の充実を図る。 

努力目標：令和2年度まで

に緑の募金総額を 1900 万

円とする。 

具体的な指標なし。 

全国植樹祭の開

催を通じた緑化

意識の醸成 

国土緑化運動の中心的行事

「全国植樹祭」を令和 6 年度

に岡山県で開催するにあた

り，県民の緑化意識の醸成を

図り，多様で豊かな森林を守

り育てる取り組みを進める。 

記述なし。 具体的な指標なし。 
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【環境の未来を支える担い手づくり（横断的な視点）】 

Ⅰ 協働による環境保全活動の促進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

環境パートナー

シップの形成促

進 

環境保全活動に，県民団体，

事業者団体，行政が協働して

取り組むことを目的とする

「エコパートナーシップおか

やま」の活動を充実させ，環

境パートナーシップの形成を

促進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

地域課題解決ビ

ジネスの支援 

環境問題等地域や社会の課題

をビジネスの手法で解決する

ビジネスの育成を図るため，

支援機関相互の連携を図り，

効果的な支援を実施する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

アダプト事業の

推進 

住民グループ等と県，市町村

との協働による道路や河川，

海岸，講演などの環境美化運

動（アダプト事業）を推進す

る。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

イベント等のエ

コ化の推進 

「グリーンイベントガイドラ

インおかやま」の周知と登録

促進を図りながら，イベント

のエコ化を推進する。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

にグリーンイベント登録

数を 30 とする（R1 時点は

17） 

 

Ⅱ 環境学習・環境教育の充実 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

環境学習の機会

の提供 

子どもから大人まで幅広い年

齢層を対象に，環境学習出前

講座等を通じて環境学習の機

会を提供するとともに，環境

関連施設を訪問するツアーを

開催する。 

努力目標：令和2年度まで

に環境学習出前講座の強

度言う実施回数を300以上

とするとともに，環境学

習エコツアー参加者を6万

人とする。 

努力目標：令和6年度まで

に環境学習出前講座及び

環境学習エコツアー参加

者を2万人以上（2万7593

人） 

子どもたちの環

境活動への支援 

こどもエコクラブなどの活動

を通じ，地域における子ども

たちの自主的な環境学習や実

践活動を支援する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

スーパーエンバ

イロメントハイ

スクールの指定 

環境教育を重点的に行う学校

をスーパーエンバイロメント

ハイスクールに指定し，研究

促進，人材育成に取り組む。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

環境学習指導者

の育成・活用 

環境学習を担う人材の育成及

び育成した人材の活用を促す

ための情報提供や体制づくり

に努める。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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教職員に対する

環境研究の実施 

教職員の環境に関する知識を

高め，指導力を養うことによ

り，学校における環境教育の

推進を図るため，公立の小・

中・高等学校及び特別支援学

校の新規採用教職員全員に対

し，環境教育とその進め方に

関する研修を実施する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 

移動環境学習者

の活用 

環境学習機材を装備した移動

環境学習車を活用し，県内各

地で子どもや地域住民等に対

する環境学習を行う。 

具体的な指標なし。 記述なし。 

 

Ⅲ 景観の保全と創造 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

景観行政団体と

なる市町村の拡

大と連携強化 

景観行政団体※となる市町村

の拡大を目指すとともに，景

観行政団体等で構成する連絡

会議を開催し，市町村との連

携強化を図る。 

努力目標：令和2年度まで

に景観行政団体の数を 10

とする。 

努力目標：令和6年度まで

に景観行政団体の数を 12

とする（R1時点は9） 

快適な生活環境

の保全 

快適な生活環境の実現を目指

し，落書き，空き缶等の投棄

や光害※などの防止に向けた

取組を市町村とも連携を図り

ながら，県民や事業者と共同

して推進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

電線類地中化の

推進 

都市景観の向上，安全で快適

な通行空間の確保，都市災害

の防止等を図るため，無電柱

化に係るガイドラインに基づ

き，国や市町村，電力及び通

信事業者等と協力して電線類

の地中化を進める。 

具体的な指標なし。 記述なし。 

 

【環境の未来を創る経済振興（横断的な視点）】 

Ⅰ 環境等関連分野の産業の振興 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

中小企業の新エ

ネルギ－設備導

入等の支援 

岡山県中小企業者向け融資制

度により，岡山県内中小企業

者等の公害防止施設の整備や

省エネルギー施設の設置等に

必要な資金及び新エネルギー

利用促進法に基づく新エネル

ギー利用等を行う設備の設置

等に必要な資金を融資する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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新エネルギー分

野等に関する新

技術等の研究開

発の支援 

新エネルギー分野等に関する

新技術・新製品の研究開発を

促進し，県内企業の成長を図

る。 

記述なし。 具体的な指標なし。 

電気自動車(EV・

PHEV・FCV）の普

及と技術開発 

電気自動車等についてその普

及と技術開発を促進する。 
具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

循環型産業クラ

スターの形成 

環境関連分野において，産学

官連携による広域的なネット

ワークを形成する。 

努力目標：令和2年度まで

に循環型産業クラスター

で開発された製品の数を

17とする。 

努力目標：令和6年度まで

に循環型産業クラスター

形成促進事業を活用した

製品開発等への取組数を

55 件とする(R1 時点は 40

件） 

木質バイオマス

の活用推進 

木質バイオマスからセルロー

スナノファイバー※等次世代

新素材の開発を促進するとと

もに，用途開発を進め，バイ

オマス※関連産業の創出を図

る。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

総合特区※制度を

利 用 し た 高 効

率・省資源型コ

ンビナートの実

現 

水島コンビナート全体を一つ

の企業とみなし，法的緩和に

より企業間の連携を進め，コ

ンビナート全体の最適な資源

の有効利用に取り組む。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

環境技術のアジ

ア協力 

本件の行政や事業者等に蓄積

された経験や環境技術を活か

し，アジア地域における環境

問題の改善に協力する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 

 

Ⅱ 環境と好循環した農林水産業の推進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

環境保全型農業

の推進 

化学肥料・農薬（天敵を除

く）を一切使わない「おかや

ま有機無農薬農産物」の栽培

等環境保全型農業を推進す

る。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

魅力ある林業の

実現 

森林経営の集約化等により，

持続可能な魅力ある林業の実

現を図るとともに，林業・木

材産業の活性化を通じて，森

林の適正な整備を促進する。 

具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 
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Ⅲ 環境保全に貢献する認証・認定制度の普及促進 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

環境マネジメン

トシステムの普

及拡大 

ISO14001※やエコアクション

21※の認証取得者に対して，

優遇措置を講じるとともに有

料産廃処理業者認定制度※の

有料認定項目になっているこ

とを周知する。また，エコア

クション21の県内事業者への

普及拡大を図る。 

努力目標：令和2年度まで

にエコアクション 21 認

証・登録事業者の数を 200

とする。 

努力目標：令和6年度まで

にエコアクション 21 認

証・登録事業者の数を 130

とする（R1時点は110） 

「岡山県エコ製

品」の認定・周

知 

県内で生産されているリサイ

クル製品等を「岡山県エコ製

品」として認定し，積極的に

展示・PRする。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

に岡山県エコ製品の認定

品目数を380とする（R1時

点は372） 

「岡山エコ事業

所」の認定・周

知 

グリーン調達やゼロエミッ

ション※に積極的な県内事業

所を「岡山エコ事業所」とし

て認定・公表するとともに，

県民や事業者などへ積極的な

PRを図る。 

具体的な指標なし。 

努力目標：令和6年度まで

に岡山エコ事業所の認定

件数路260件とする（R1時

点は256件） 

「岡山県グリー

ン調達ガイドラ

イン」※に基づく

取組の推進 

毎年度，新たな製品等に対応

した岡山県グリーン調達ガイ

ドラインを定め，県が率先し

てグリーン調達に努めること

で，県内の事業者等のグリー

ン購入を促進する。 

具体的な指標なし。 記述なし。 

 

Ⅳ 環境に配慮した事業者の育成・拡大 

事業概要 事業目的 エコビジョン2020 エコビジョン2040 

事業者による環

境コミュニケー

ションの推進 

環境に関する正しい知識等の

情報をホームページ等により

提供するとともに事業者向け

セミナーを開催することで事

業者による環境コミュニケー

ションを推進する。 

努力目標：令和2年度まで

に事業者による環境コ

ミュニケーションの取組

率を25％とする。 

具体的な指標なし。 

環境影響評価の

適正な実施 

環境影響評価等の指導及び審

査を適正に実施する。 
具体的な指標なし。 具体的な指標なし。 

「岡山県グリー

ン調達ガイドラ

イン」に基づく

取組の推進 

岡山県グリーン調達ガイドラ

イン※を定め県が率先してグ

リーン調達を努めることによ

り，県内の事業者のグリーン

購入を促進する。 

具体的な指標なし 

努力目標：令和6年度まで

に岡山県グリーン調達ガ

イドラインに基づく調達

目標を設定している品目

のうち目標を達成した品

目の割合を 100％とする

（R1時点は95％） 
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第４章 外部監査の結果及び意見の総括（総論） 

１ 総括 

(1) 本件の包括外部監査の結果は，４９頁以降の一覧表に記載のとおりである。 

まず，一覧表について概説する。 

一覧表の「対象事業」欄には監査の対象とした環境政策に関する事業を記載

している。 

「評価欄」は，前記監査の視点において示した３つの視点に基づいて，それ

ぞれの評価結果を記載している。なお，評価欄の①は財務事務の合規性，②は

事業の有効性，③は事業の効率性に関するそれぞれの評価を記載している（例

えば，①にＢとあれば，「当該事業に係る財務事務の合規性について，違法又

は不適当な点はなく，現状において必要な対応がなされている」という意味と

なる。）。 

「指摘事項・意見」欄には，監査人の指摘事項及び意見の概要を記載してい

る。指摘事項及び意見は，記載されている監査の視点に対応した指摘事項又は

意見となっている。基本的には，評価がＣとなった箇所には意見，Ⅾとなった

箇所は指摘事項を記載している。 

これらの整理をすることで，監査人の指摘事項及び意見がいかなる事項に対

してなされているのかを一覧性をもって把握できるようにした。 

(2) 次に，監査結果について概要を述べる。 

本件の監査において，監査人が指摘事項とした項目は１２項目，意見とした

項目は２３項目である。 

監査人が本件の監査において特に留意すべきと考える指摘事項及び意見につ

いて，「指摘事項及び意見のまとめ」として次項に記載している。 

 

２ 指摘事項及び意見のまとめ 

(1) 財務事務の合規性について 

ア 本件の監査対象とした環境政策に関する事業については，そのほとんどが

法律，条令又は基本計画に基づいて執行されていることを確認した。 

イ もっとも，財務事務の執行の根拠となる国の基本計画は存在し，かかる国

の基本計画において各地方公共団体において計画を策定すべきとされている

にも拘らず，基本計画等が策定されていないケース（指摘事項５－１）が確

認された。 

環境政策に係る財務事務は，環境基本法等の法令や国が定める基本政策又は

岡山県の条例等の法令や基本計画等に準拠して執行されることが必要であるこ

とは既に述べたとおりである。 
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そのため，仮に，過年度において執行されている財務事務であったとして

も，財務事務の執行にあたっては，その根拠法令を逐一確認するよう留意すべ

きである。 

ウ また，監査の過程において，任意団体である岡山県環境衛生協会の事務局

が県庁内に設置されていること，同協会の事務を県の職員が行っている場合

があること及び同協会を対象とした補助金があることを確認した。 

岡山県環境衛生協会がその成り立ちや活動の歴史的にも公的色彩が強い団体

であること，同協会が岡山県の環境政策において果たす役割は必ずしも小さく

はないことは監査人としても理解するところであるが，そのかかわり方につい

て，検討する必要があると考えるため意見としている（意見４－１）。 

エ 次に，財務事務の執行において，工事の委託が一般競争入札の手続きを経

て落札されたのち，仕様の変更により委託金額が落札額よりも３０％を超え

て増額されたケースを確認した。 

かかる財務事務の執行はガイドラインに違反することから，この点について

は指摘事項とした（指摘事項５－２，指摘事項５－３）。 

オ また，業務の委託が随意契約でなされているが見積書が１通しか確認する

ことができないケースが散見されたところ，その理由のほとんどは「契約内

容の特殊性により，相手方が特定されるとき。」（会計要綱）に該当すると

いう説明であった。 

確かに，事業の特殊性から契約の相手方が特定される事業もある（例：鳥獣

保護区設定事業におけるキジの放鳥事業等）。このように事業について顕著な

特殊性が認められるケースについては，上記の会計要綱の定めに該当すると判

断し，見積書が１通しかない場合でも財務事務の執行の合規性をＢと評価して

いる。 

なお，契約内容が特殊なケースは，委託先が固定される傾向があるが，業務

委託に係る随意契約ガイドラインの「第４運用に当たっての留意事項」におい

て，「(6) これまでに特命随意契約を行っている場合においては，前例や経

緯，既成概念にとらわれることなく，競争性のある契約方法がとれないかを検

討すること。」と定められていることに照らせば，契約内容が特殊であるとの

理由で，安易に委託先を固定してはならないことに強く留意すべきである。 

カ また，監査の過程において，現在，岡山県においてセミナー講師や専門家

に対する謝金の支払額についての規程が存在せず，担当課室に委ねられてい

る状況であることを確認した。 

このような運用となっている理由を確認したところ，過去には講師に対する

謝金の規程に準ずるものとして予算単価表が存在していたが，講師の知名度や
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所属会社の相場等により大きく金額が異なる場合があり，統一的な金額で執行

することは困難であって，廃止されたとのことであった（なお，不正防止の観

点からは，県庁内において他部署の決裁（組織内の第三者チェック）により謝

金が支払われる仕組みとなっており，不正防止機能があるとのことであ

る。）。 

確かに，講師の知名度等によって講師謝礼が異なることは理解できるもの

の，部署毎で謝金の金額の裁量の余地がある場合，個人的な関係を理由に講師

料を増額する等の不正が行われるリスクは否定できない。 

上記の点について，岡山県においては，過去，講師謝金に関する基準を設け

ていたものの，客観的な根拠として，規程を整備しそれに基づき支払額を決定

することで，不正の防止や担当課への負担軽減にもつながると思われる。 

したがって，将来的には，岡山県において，セミナー講師・専門家謝金に関

する規程を整備すべきと考える（なお，上記は監査人の所感であって，指摘事

項とする趣旨ではない。）。 

 

(2) 事業の有効性 

事業の有効性については，啓発事業等の効果測定及び会議や研修の持ち方に

ついて，留意すべき点があると思われたことから，下記のとおり，個別に記載

する。 

記 

ア 啓発事業等の効果測定について 

(ｱ) 岡山県の環境政策として，県民の環境に対する意識を醸成するための啓発事

業や県民による環境保全活動を推進するための普及促進事業が複数取り組まれ

ており，かかる事業に伴って財務事務が執行されている（例：「エコパート

ナーシップおかやまの活動推進事業」，「クールビズ・ウォームビズ県民運動

事業」，「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！推進事業」等）。 

(ｲ) この点，岡山県民が一丸となって環境保全活動に取り組むためには，上記の

啓発活動及び普及促進活動は極めて重要であって，これらの事業は，環境政策

としての意義は大きい。 

もっとも，上記の事業について事業の達成目標等が設定されていないケース

が散見された。 

確かに，啓発活動や普及推進事業について，目標を設定することは容易では

ない。 

また，このような事業の有効性に関する監査は，事業の在り方に関する監査

であって，「指摘事項」には当たり得ないと思われるかもしれない。 
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しかしながら，第２章の１「監査の基本的な視点」において述べたとおり，

地方公共団体は，最少の経費で最大の効果を挙げるようにその事務を処理しな

ければならないとされており（地方自治法２条１４項），包括外部監査は，か

かるに趣旨に則ってなされているかどうかに，特に，意を用いなければならな

いとされている。 

この点，予算を執行して実施された事業の効果を把握することができなけれ

ば，その後の事業内容について，改善策を検討する等のＰＤＣＡサイクルを機

能させることができないし，執行された予算と事業効果が均衡しているかを把

握することもできない（このような事態が継続すれば，効果の低い事業が前例

踏襲という形で継続される恐れがある。）。 

このように，事業の効果を把握しないことの弊害は大きいことから，監査人

としては，啓発事業等の有効性の監査において，成果指標が設定されていない

場合は「指摘事項」とし，成果指標が設けられていても，それが成果指標の設

定を改善すべき場合や事業の成果を踏まえた改善策が検討されていないと判断

される場合には「意見」としている。 

(ｳ) なお，啓発事業等であっても，その効果を的確に測定している事業もある。 

具体的には，県民にレジ袋の削減のためマイバックの普及を進めること等を

内容とする「エコライフ推進事業」（循環型社会推進課の所管）は，普及推進

運動であるが，その効果を把握することで的確に効果を測定している。 

すなわち，エコライフ推進事業において岡山県マイバック持参率等につい

て，毎年アンケートを実施しており，平成２２年度以降のアンケート結果が岡

山県のＨＰに掲載されている。 

そのため，県民のマイバック保有率の推移が明確に把握することができるう

えに，レジ袋有料化の影響はあるものの結果としてマイバックの普及率を上昇

させることに成功している。 

このように普及促進事業であっても，的確に効果を測定し，成果を挙げてい

る事業があることを踏まえ，啓発事業や普及促進事業についても効果測定をす

る必要があることを強く留意すべきである。 

 

イ 会議及び研修の在り方について 

(ｱ) 会議及び研修が予定されている事業について，書面開催（参加者が集合する

ことなく資料を配布するのみ）とされているケースを複数確認した。 

(ｲ) 監査の過程について，書面開催ではなくウェブでの開催とすることの可否に

ついて確認したところ，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症が蔓延した

最初の年度であり，岡山県においてウェブ会議等の導入に必要な機材の準備が
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困難であったことや会議の参加者においてウェブ会議等の機材を確保すること

が困難であったこと及び令和３年度は積極的にウェブ方式を導入しているとの

ことであった。 

(ｳ) 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえれば，令和２年度において直ちに

ウェブ方式を導入するための準備ができなかったことは無理からぬ面がある。 

そのため，令和２年度において，本来予定されていた会議が書面開催とされ

たケースでも事業の有効性の評価をＢとしている。 

ただし，令和３年度以降は，積極的にウェブでの開催を検討すべきである。 

 

(3) 事業の効率性について 

ア 普及事業等において事業の達成目標等が設定されていないケースがあり，

効果が把握できない事業があることは，前項において述べたとおりである。 

この点，事業の効果が明らかでなければ投資された経費がかかる事業の効果

と均衡しているかを把握することは困難であり，事業の効率性を検証すること

はできない。 

このように，事業の効果を把握できないことによって，事業の効率性を判定

できず，事業効果がない事業に対しても公金が投入される恐れがある。 

なお，本監査においては，事業目的が設定されていないなど事業の効果が判

明しない事業については，事業の効率性についてもＣと評価している。 

イ また，事業の効果に比して高額な経費が投入されていると思われる事業に

ついては，改善の余地があるとして意見を述べている（意見２－７，意見４

－２） 

ウ なお，環境政策に係る事業の内容として会議及び研修が予定されている業

務が複数あるところ，比較的高額な会場利用料が予算として計上されている

ケースが散見された。 

上記のケースについて予算の執行状況を確認したところ，予算の段階では民

間のホテルを基準とした会場利用料を計上していたとしても，執行の段階では

ウェブ会議や県が所有する施設を利用して会議や研修を行うなど効率的な予算

執行に努めており，必ずしも会議及び研修の会場に民間のホテルを利用してい

るわけではないとのことであった。 

そのため，会議や研修の会場費用として民間ホテルの費用を予算計上してい

るケースであっても，執行状況を踏まえて，その事業の効率性の評価をＢとし

ている。 

もっとも，参加者のアクセスの利便性や会場の広さなどを考慮して，会議や

研修の会場に民間ホテルを利用しているケースもある。 
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しかしながら，会議や研修の会場に安易に民間ホテルを利用することは効率

性の観点から改善の余地があり，慎重に会場を選択すべきであることはいうま

でもない。 
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環境企画課所管事業 

No 対象事業 評価 指摘事項・意見 

1 総合的な環境行政の推進事業 

1-(1) 環境基本計画策定事業 

① Ｂ  

② Ⅾ 

意見１－１：環境基本計画に掲げられた各事業については，可及的に具体的な指標を設けるべきであ

る。また，指標を決定した理由等が把握できるよう計画を策定することを検討すべきである。 

指摘事項１－１：事業所に対する意見聴取の対象数等を検討すべきである。 

③ Ｂ  

1-(2) 環境基本計画推進体制整備事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(3) 
エコパートナーシップおかやま

の活動推進事業 

① Ｂ  

② Ｃ 
意見１－２：エコパートナーシップおかやまの活動目標等明確な成果目標を立てたうえで活動を推進

すべきである。 

③ Ｂ  

1-(4) 環境白書作成事業 

① Ｂ  

② Ｃ 
意見１－３：環境基本計画に掲げられた各事業について，自己評価ではなく客観的な評価がなされる

よう検討すべきである。 

③ Ｂ  

1-(5) 環境審議会運営事業 

① Ｂ  

② Ｃ 意見１－４：環境審議会の役割を果たすため，議事録の在り方等を検討すべきである。 

③ Ｂ  

2 快適な環境づくり推進事業 財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 
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3 景観形成推進事業 

① Ｂ  

② Ｃ 
意見１－５：「晴れの国おかやま景観計画」の基本事項の内容を踏まえて，本事業を遂行すべきであ

る。 

③ Ｂ  

4 環境影響評価審査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

5 公害・環境関連対策 

5-(1) 公害防止計画推進事業 財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

5-(2) 公害苦情処理連絡調整事業 財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

5-(3) 公害審査会連絡調整事業 財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

5-(4) 公害健康被害予防事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

5-(5) 公害防止管理者等指導事業 財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

5-(6) 公害防止指導調整事業 財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

5-(7) フロン類等施行事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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6 人形峠環境技術センターに係る環境放射線の監視測定等 

6-(1) 放射線等監視事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

6-(2) 放射能水準調査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

6-(3) 広報調査等事業 

① Ｂ  

② Ｃ 意見１－６：視察や研修の成果目標を明確に定めるべきである。 

③ Ｃ  

6-(4) 原子力防災施設等整備事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

7 墓地・埋葬等に関する事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 52 -

新エネルギー・温暖化対策室所管事業 

No 対象事業 評価 指摘事項・意見 

1 地球温暖化対策の促進事業 

1-(1) 
クールビズ・ウォームビズ県民

運動事業 

① Ｂ  

② Ⅾ 
指摘事項２－１：「クールビズ県民運動」，「ウォームビズ県民運動」についてアンケート調査を実

施して今後の事業推進に活用する等，本事業の有効性を検証する手段を確立すべきである。 

③ Ｂ  

1-(2) 
ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！推進

事業 

① Ｂ  

② Ｄ 

意見２－１：「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！サポーター」事業の有効性を再検討すべきであ

る。 

指摘事項２－２：「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！サポーター」事業の広報方法を検討すべきで

ある。 

指摘事項２－３：「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！宣言企業」事業の参加企業について，登録後

の取組状況についても定期的に確認すべきである。 

③ Ｂ  

1-(3) 
アースキーパーメンバーシップ

推進事業 

① Ｂ  

② Ｃ 

意見２－２：会員数の増加に主眼が置かれ，アースキーパーの環境保全活動の普及促進という観点か

らは活動状況の把握が不十分であることから，目標設定を検討すべきである。 

意見２－３：アースキーパーメンバーシップの事業所版（法人会員）と「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！

推進事業」の棲み分けを検討すべきである。 

③ Ｂ  

1-(4) 
地球温暖化防止活動推進員の支

援事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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1-(5) 
温室効果ガス算定・報告・公表

制度集計分析事業 

① Ｂ  

② Ｃ 
意見２－４：温室効果ガス算定結果及び岡山県内温室効果ガス排出量の算定及び分析結果をもとに，

県の実施する事業との関連性についても分析を行うことを検討すべきである。 

③ Ｂ  

1-(6) 事業者の省エネ対策促進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(7) 
住宅用省エネ・蓄エネ等設備導

入促進事業 

① Ｂ  

② Ｃ 意見２－５：当該事業の有効性をコストとベネフィットの観点から検討すべきである。 

③ Ｃ  

2 新エネルギーの推進事業 

2-(1) 
おかやま新エネルギービジョン

推進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

2-(2) 電気自動車等普及促進事業 

① Ｂ  

② Ｄ 

指摘事項２－４：公用車として導入しているＥＶ車について，一般車に優先して利用する仕組みを検

討すべきである。 

意見２－６：県の職員が公用車としてのＥＶ車を利用した際のアンケート調査を実施し，当該内容を

公表することを検討すべきである。 

指摘事項２－５：試乗モニター事業における効果の検証について，より適切な方法を検討すべきであ

る。 

③ Ｃ 

意見２－７：試乗モニター事業として，著名人モニター７名を選定し，ＳＮＳ等で発信してもらって

いるが，支出に見合う効果について一見して明らかでないことから事業の実施方法について検討すべ

きである。 

2-(3) 
スマートコミュニティ形成支援

事業 
財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 
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3 環境マネジメントの促進 

3-(1) 環境マネジメント推進事業 

① Ｂ  

② Ｃ 意見２－８：外部評価委員会の報告書の内容を充実させることを検討すべきである。 

③ Ｂ  

3-(2) 
エコアクション２１認証取得支

援事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4 環境学習の推進事業 

4-(1) 協働による環境学習推進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4-(2) 環境学習エコツアー事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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環境管理課所管事業 

No 対象事業 評価 指摘事項・意見 

1 水質保全対策事業 

1-(1) 水質保全行政運営事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(2) 
特定施設の届出受理・立入検査

指導事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(3) 排水基準監視事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(4) 

環境負荷低減条例施行事業（特

定施設の届出受理・立入検査指

導事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(5) 
環境負荷低減条例施行事業（排

水基準監視事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(6) 水質汚濁事象調査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(7) 
水質監視事業（公共用水域水質

監視事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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1-(8) 
水質監視事業（地下水水質監視

事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(9) 
水質監視事業（公共用水域水質

測定計画作成事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(10) 広域総合水質調査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(11) 生活雑排水対策推進事業 

① Ｂ  

② Ｃ 意見３－１：本事業の成果を把握するための指標の設定や方策を検討すべきである。 

③ Ｃ  

1-(12) 許可立入検査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(13) 自然海浜保全対策事業 

① Ｂ  

② Ｃ 意見３－２：解説看板の設置による啓発の効果を把握するための方策を検討すべきである。 

③ Ｃ  

1-(14) 自然海浜保全推進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

2 児島湖流域環境保全対策事業 

2-(1) 啓発活動事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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2-(2) 児島湖再生事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

2-(3) 浄化用水導入事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

2-(4) 児島湖環境保全推進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

2-(5) 湖沼水質保全計画推進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

2-(6) 
児島湖に係る第８期湖沼水質保

全計画策定事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

2-(7) 児島湖水質改善促進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

3 化学物質対策 

3-(1) 
ダイオキシン法施行事業（ダイ

オキシン法監視指導事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

3-(2) 
ダイオキシン法施行事業（ダイ

オキシン法常時監視事業） 

① Ｃ 
意見３－３：委託契約における委託費用が増加することがないよう財務事務の執行については留意す

べきである。 

② Ｂ  

③ Ｂ  
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3-(3) 
有害大気汚染物質調査事業（モ

ニタリング機器整備事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

3-(4) 
有害大気汚染物質調査事業（モ

ニタリング調査事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

3-(5) 有害大気汚染物質調査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

3-(6) 化学物質環境調査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

3-(7) 有害化学物質対策事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

3-(8) 土壌汚染対策事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4 大気汚染対策 

4-(1) 
大気汚染防止法等事業（大気保

全行政運営事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4-(2) 
大気汚染防止法等事業（大気汚

染防止法施行事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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4-(3) 
大気汚染防止法等事業（環境負

荷低減条例施行事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4-(4) 
大気汚染防止法等事業（環境大

気常時監視システム整備事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4-(5) 
大気汚染防止法施行事業（公害

防止推進事業） 
財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

4-(6) 
大気汚染防止法施行事業（オフ

ロード法施行事業） 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4-(7) 光化学オキシダント対策事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4-(8) 晴れの国ブルースカイ事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4-(9) 環境バス導入加速事業 財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

4-(10) 環境対応バス導入応援事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4-(11) 酸性雨等監視測定事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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5 アスベスト対策 

5-(1) アスベスト対策協議会運営事業 財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

5-(2) アスベスト濃度調査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

6 騒音・振動・悪臭対策 

6-(1) 
生活公害対策（騒音規制法施

行）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

6-(2) 
生活公害対策（振動規制法施

行）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

6-(3) 
生活公害対策（悪臭防止法施

行）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

6-(4) 生活公害対策事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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循環型社会推進課所管事業 

No 対象事業 評価 指摘事項・意見 

1 ごみゼロ社会推進事業 

1-(1) 
岡山県ごみゼロ社会プロジェク

ト推進会議開催事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(2) 
３Ｒ活動推進フォーラム会議開

催事業 
財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

1-(3) 再生品使用促進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(4) 
岡山県食品ロス削減推進計画策

定事業 
財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

2 
おかやま・もったいない県民運

動推進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

3 エコライフ推進事業 

① Ａ  

② Ａ  

③ Ａ  

4 
食品ロス・家庭ごみ削減促進事

業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

5 環境にやさしい企業づくり事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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6 
循環資源情報提供システム運

営・保守事業 

① Ｂ  

② Ⅾ 指摘事項４－１：循環資源マッチングシステムの運営について検討すべきである。 

③ Ｃ  

7 
中小企業３Ｒアドバイザ派遣事

業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

8 
おかやまプラスチックスマート

運動事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

9 
プラスチック３Ｒ推進セミナー

事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

10 生活環境施設整備指導監督事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

11 浄化槽設置促進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

12 災害廃棄物処理体制強靭化事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

13 
おかやまの美しい海，海ごみク

リーンアップ事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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14 環境衛生普及事業 

① Ｃ 

意見４－１：岡山県環境衛生協会の事務局を県庁内に設置すること，同協会の事務を県の職員が行う

ことについて，そのかかわり方を検討するとともに，補助金の対象を環境衛生協会のみとすることを

改善すべきである。 

② Ｃ  

③ Ｂ  

15 環境美化対策事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

16 
きれいな生活環境づくり促進事

業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

17 県外搬入指導取締事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

18 育成指導事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

19 産業廃棄物実態調査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

20 不法投棄防止啓発事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

21 監視指導体制強化事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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22 不法投棄等監視強化事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

23 
廃棄物不法投棄防止ネットワー

ク化事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｃ 意見４－２：上空監視事業の実施方法について，より安価な方法の有無について検討すべきである。 

24 対応力強化事業 

① Ｂ  

② Ｃ 意見４－３：研修会についてはオンラインによる研修を積極的に導入することを検討すべきである。 

③ Ｂ  

25 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理

推進事業 
財務事務の執行がなく，監査の対象とはしていない。 

26 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物監視

指導事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

 

 

災害廃棄物対策室所管事業 

No 対象事業 評価 指摘事項・意見 

1 災害廃棄物処理受託事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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自然環境課所管事業 

No 対象事業 評価 指摘事項・意見 

1 自然公園事業 

1-(1) 自然公園（管理指導）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(2) 
自然公園管理（中国自然歩道）

事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(3) 自然公園管理（野営場等）事業 

① Ⅾ 
指摘事項５－１：野営場等の管理等の行政事務を執行するにあたって，基本計画を根拠とすべきであ

る。 

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(4) 
自然公園設備（国定公園等）事

業 

① Ⅾ 
指摘事項５－２：請負工事の仕様の変更については，ガイドラインを遵守することを原則とすべきで

ある。 

② Ｂ  

③ Ｂ  

1-(5) 自然公園設備（国立公園）事業 

① Ⅾ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

2 塩釜園地再整備事業 

① Ⅾ 
指摘事項５－３：請負工事の仕様の変更については，ガイドラインを遵守することを原則とすべきで

ある。 

② Ｂ  

③ Ｂ  
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3 
国立公園満喫プロジェクト推進

事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

4 
誘客アップに向けた自然公園設

備整備事業 

① Ｂ  

② Ⅾ 指摘事項５－４：自然公園の利用者の意見を可及的に広く集めることを検討すべきである。 

③ Ｃ  

5 観光客アトラクト推進事業 

① Ｂ  

② Ⅾ 指摘事項５－５：定量的な効果測定が困難な場合でも成果指標を設けるべきである。 

③ Ｃ  

6 自然環境保全審議会運営事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

7 自然保護推進員活動事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

8 
自然環境保全推進（自然保護地

域等保護管理）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

9 希少野生動植物保護事業 

9-(1) 
希少野生動植物保護（条例施

行）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

9-(2) 
希少野生動植物保護（保護推進

活動支援）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  
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9-(3) 
希少野生動植物保護（レッド

データブック等更新）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

10 鳥獣保護区設定事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

11 愛鳥思想普及事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

12 鳥獣生息調査事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

13 野生鳥獣保護管理対策事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

14 
ツキノワグマ等被害防止強化促

進事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

15 外来生物被害防止対策事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

16 自然環境保全推進事業 

① Ｃ 
意見５－１：本事業の目的と自然保護基本計画との関連性を明確にすべく，本事業が目的とする事業

内容を自然保護基本計画に盛り込むことを検討すべきである。 

② Ｂ  

③ Ｂ  
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17 みどりふれあい事業 

17-(1) 
みどりふれあい（みどりの少年

隊交流等）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

17-(2) 
みどりふれあい（みどりの大会

開催）事業 

① Ｃ 
意見５－２：みどりの大会の収支報告書について，「税込み」表示と「税抜き」表示を統一して標記

すべきである。 

② Ｂ  

③ Ｂ  

17-(3) 
みどりふれあい（緑化運動ポス

ターコンクール）事業 

① Ｂ  

② Ｂ  

③ Ｂ  

18 自然保護センター管理事業 

① Ｃ 
意見５－３：自然保護センターの収支については，根拠資料を確認するなどして詳細な内容を把握す

るよう改善すべきである。 

② Ｂ  

③ Ｂ  
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第５章 個別事業に対する外部監査の結果及び意見（各論） 

【環境企画課所管事業】 

１ 総合的な環境行政の推進事業 

(1) 環境基本計画策定事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 岡山県の環境基本計画の策定及び改定を行うこと。 

事業内容 
岡山県環境審議会政策部会及び県民の意見を聴く会を開催するなど

して，広く県民の意見を集約し，環境基本計画を策定する。 

法令・条例・要綱等 環境基本法３６条，環境条例１０条１項及び２項 

主な財源 環境保全基金 

令和２年度予算 729万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

693万 7068円 

(95%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境条例１０条は，下記のとおり，規定している。 

記 

第二節 岡山県環境基本計画 

第１０条 知事は，環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，岡

山県環境基本計画（以下この条において「環境基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 環境基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか，環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

（「環境条例」抜粋） 

 

本事業は，環境条例の規定に基づいて，環境基本計画を策定することを目的とする

ものであり，条例の内容を履行する事業である。 

このように，本事業は，条例に基づく事業であることを確認した。 

また，監査の過程において，県民等意識調査及び環境基本計画冊子・概要版データ

作成の委託契約の内容及び契約形式等を調査したところ，上記委託契約は「公募型企画

提案方式」であること及び２者から技術提案があり，それぞれから見積書が提出されて

いることを確認した。 

その他，財務事務の執行において問題となる点は認められなかったため，財務事務
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の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

１ 環境基本計画の策定について 

本事業は，岡山県における環境保全に関する施策の方向性を決定づける重要な政策

であったところ，令和２年度は，平成２０年２月に策定された新岡山環境基本計画エコ

ビジョン２０２０の最終年度であり，過去１２年間の取組みが総括されるとともに，２

０４０年までの環境政策であるエコビジョン２０４０年を策定する節目の年であった。 

なお，エコビジョン２０２０とエコビジョン２０４０が掲げる具体的取組内容は，

本書２６頁から４２頁記載のとおりである。 

監査の過程において，具体的取組内容の決定方法等について確認したところ，エコ

ビジョンに掲げられる具体的な取組内容は，岡山県庁の各課から，取り組むべき環境政

策の内容，過去のエコビジョンからの事業を継続して実施するか，具体的な指標を設け

るか，指標を設けるとしてもその指標等については，担当課から個別に判断して決定す

るとのことであった。 

この点，岡山県のエコビジョン２０４０には１０３の事業が重点プログラムとして

掲げられており，これらの事業は，他県の環境基本計画に掲げられている事業よりも広

範に亘っており，取り組むべき内容も可能な限り明確にされている。 

また，エコビジョン２０４０の体裁も，他県の環境基本計画と比較して，県民に分

かりやすいものとなっている。 

もっとも，エコビジョン２０４０に掲げられている具体的な事業のうち指標が設け

られているのは４５の事業に過ぎず，過半数は具体的な指標がない。 

そのため，指標が掲げられていない事業については，事業の進捗状況を把握するこ

とができない状態となっている。 

また，具体的な指標が設けられている事業についても，エコビジョン２０２０と同

じ指標となっているもの（例：「太陽光発電の導入促進事業」，「情報の発信と地域資

源を活かした取組事業」，「工場・事業場対策の促進事業」等），具体的な指標が減退

しているもの（例：「児島湖再生の推進」）がある。 

この点について，環境保全対策の基幹となる事業については，継続性にも配慮しつ

つ長期目標の実現に向けて重点的プログラムとして位置づけるため，指標について変更

がないものもあるとのことであった。 

もっとも，環境基本計画は，「環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図る」（環境条例１０条１項）ことを目的として作成される計画である以上，環境政

策は，各事業の推進を図るべく策定される必要があるが，指標がなかったり，指標の変

更がなかったりする現状では施策の総合的かつ計画的な推進を図るためには不十分と思

われる。 
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【意見１－１】環境基本計画に掲げられた各事業については，可及的に具体的な指標

を設けるべきである。また，指標を決定した理由等が把握できるよう計画を策定する

ことを検討すべきである。 

前記のとおり，環境基本計画は，各事業の推進を図ることを目的として策定される

ものであるが，エコビジョン２０２０とエコビジョン２０４０を比較した場合，具体的

な指標がなく，進捗を明確に把握することができない事業や具体的な指標において進捗

が認められない事業が散見された。このように単に環境基本計画に事業を掲げるのみで

は，その目的を達成することができないのであるから，環境基本計画において各事業に

ついて具体的指標を設けること，仮に，指標を設けないとしても，各事業の進捗が把握

できる工夫を検討すべきである。 

 

２ 県民等の意識調査手続きについて 

県民意見の調査及び事業所の調査の概要は下記のとおりである。 

記 

調査地域：岡山県全域 

調査対象：県民調査２５００人 

事業所調査５００社 

調査方法：郵送配布－郵送回収 

調査機関：令和２（２０２０）年５月～６月 

有効回答：県民調査１５１５件（回収率６０．６％） 

事業所調査２４５件（回収率４９．０％） 

（「エコビジョン２０４０」１１０頁抜粋） 

 

また，調査結果としてエコビジョン２０４０に指摘されている事項は下記のとおり

である。 

記 

［県民調査］ 

・環境学習や環境保全活動に参加したことの有無 

・ＳＤＧｓの認知度 

・岡山県の取組状況についての重要度及び満足度 

・行政に期待すること 

［事業所調査］ 

・環境保全に関する具体的な行動方針の設定と対策の実施の有無 

・環境に配慮した取組の実施状況 

・環境保全への取組と事業収益の関係 

・環境ビジネスの重要性 
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・環境保全への取組を推進していくために行政に期待すること 

以上 

 

まず，本事業における意見聴取のサンプル数について検討すると，岡山県の令和２

年度の人口数は１８８万９６０７人（岡山県国勢調査結果参照）であり，そのうち県民

からの有効回答数は１５１５人である。 

また，岡山県内において従業員数が３０名以上の事業所数は４４８５社であるとこ

ろ，本事業における有効回答は２４５である。 

この点，統計学によれば，母集団数を１８８万９６０７とした場合，集計結果の誤

差を慣例的に許容される５％の範囲内に収めるために必要なサンプル数は，３８３とな

る2。 

また，母集団を４４８５とした場合に必要とされるサンプル数は３５４となる。 

本事業における県民からの有効回答数は１５１５であり，必要なサンプル数が確保

されているが，事業所からの有効回答数は２４５であり，標準誤差を５％以内に収める

ために必要なサンプル数に達していない（因みに，事業所からの有効回答率は４９％で

あることを考慮すると，必要な調査対象事業所数は少なくとも７２２となる（３５４

÷０．４９≒７２２））。 

したがって，現状の事業所に対するサンプル数は，アンケート結果の信頼性を担保

するためのサンプル数に満たさないことから，事業の有効性の観点から改善を検討すべ

きである。 

次に，本事業の内容が事業目的を果たしているかの点について検討する。 

まず，エコビジョン２０２０第５章「計画の進め方」において「県民，事業者，行

政が一体となり，目的や目標だけでなく，成果と課題も共有し，それらの共通認識を持

ち関係団体間のネットワーク化を図りながら，協働による計画の推進を行います。その

ため，県民，ＮＰＯなど各種団体，事業者等に参加いただき意見交換を行う会議を定期

的に開催するとともに，本計画に基づく取組のうち，県民，事業者，行政が特に緊密な

連携のもとに取り組むべき地球温暖化防止，ごみゼロ社会づくり，自然との共生などに

ついては，関係者等により構成されるプロジェクト推進会議を中心に，強力な推進を図

ります。」とされていることを考慮すれば，県民の意見を聴取する趣旨は，それぞれの

地域をとりまく環境を踏まえた環境政策を立案するとともに，環境基本計画を推進する

ことにあると理解できる。 

監査の過程において，「環境に関する県民等意識調査報告書」の提出を受けて，そ

                         
2許容誤差を 5％に収める場合のサンプルサイズの算定式（Ｎが全体数であり，n１がサンプル数）：①n＝1.962×0.5

（1-0.5）÷0.05２ ②n1＝ｎＮ÷（Ｎ+ｎ-１），この式のＮに1,889,607又は4,485を代入すると，n1の値は概ね383

となる（参考文献：杉原左右一著「統計学増補版第３版」，高橋洋一著「図解統計学超入門」等）。 
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の内容を精査したところ，県民調査結果について回答者の属性等を踏まえた分析がなさ

れていることを確認した。 

このように，県民の属性に踏まえた意識調査がなされており，その回答結果は，環

境基本計画の立案の基礎資料となり得るものであった。 

そのため，本事業の内容は，事業目的を達成しうるものとなっている。 

ただし，前記のとおり，事業者数については，アンケートの回答数が十分ではない

と思われることから，本事業の有効性をⅮと評価した。 

 

【指摘事項１－１】事業所に対する意見聴取の対象数等を検討すべきである。 

環境基本計画は，岡山県の環境政策の根幹をなす計画であり，かかる環境基本計画

の策定にあたっては，単に県民の意見の傾向を把握するだけではなく，広く県民及び事

業者の意見を集約することが望ましいことはいうまでもない。 

前記のとおり，現状では，事業者からの意見聴取については，慣例的に許容される

誤差（５％）に収めるためのサンプル数が不足しており，事業所の意見を十分に集約し

たとは言い難い。 

なお，意見の集約方法として，現在では郵送による方法が採用されているが，イン

ターネットによる意見聴取等を利用することで，多額の費用を投じることなく多くの県

民の意見を集約することは可能であると思われる。 

このように，次回に環境基本計画を策定する際には，意見を聴く対象となる事業所

を拡大することについて検討されたい。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，本事業の予算として，政策部会及び意見を聴く会の会場とし

て民間のホテルを利用すること及び借上料として，１９万６０００円が計上されてい

たため，会場利用料の内容について確認した。 

この点について，総論で指摘したとおり，部会等の会場選定は，参加者の利便性等

を考慮して総合的に判断するものであり，予算に計上された内容が当然に執行される

わけではなく，執行の段階で適切な会場を決定するとのことであった（実際に，令和

２年度には，民間のホテルを利用することを想定して予算計上したものの，実際には

県の施設を利用した例があるとのことであった。）。 

このように，予算に計上された会場利用料（民間のホテル水準）が執行されるわけ

ではないこと，その他効率性の観点から問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の効率性の評価をＢとした。  
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(2) 環境基本計画推進体制整備事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

エコビジョン２０２０第５章「計画の進め方」に位置づけられてい

る「県民，ＮＰＯなど各種団体，事業者等に参加いただき意見交換

会を行う会議」及び「プロジェクト推進会議」を実施し，環境基本

計画を推進すること。 

事業内容 

(1) 県民の意見を聴く会の実施 

環境基本計画について，県民，事業者，行政が一体となり，推進す

るための会議を開催する。 

 

(2) プロジェクト推進会議 

環境基本計画に基づく取組のうち，県民，事業者，行政が特に緊密

な連携のもとに取り組むべき地球温暖化防止，ごみゼロ社会づく

り，自然の共生について，関係者等により構成されるプロジェクト

推進会議を設置し，環境基本計画の推進を図る。 

法令・条例・要綱等 環境条例１０条３項 

主な財源 一般財源 

令和２年度予算 53万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

10万 2470円 

(19%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境条例１０条３項は下記のとおり定めている。 

記 

１０条３項 知事は，環境基本計画を定めるに当たっては，県民，事業者及び市町村の

意見を反映できるように，必要な措置を講ずるものとする。 

（「環境条例」抜粋） 

 

本事業は，上記の条例を踏まえ，県民及び事業者の意見を広く集約することを目的

とするものであり，その目的は条例の趣旨に適合する。 

もっとも，本事業においては，市町村に対する意見聴取手続きを実施しているか確

認したところ，市町村の意見は，県民の意見を聴く会において聴取されているとのこと

であった。 

この点，対面による市町村からの意見聴取は県民の意見を聴く会において実施して

いるが，かかる会に参加していない市町村に対しては，書面による意見照会を複数回実

施しているとのことであった。 
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また，本事業の予算の支出に係る資料を精査したが，費用の支出に関して，合規性

の観点から特段問題となる事項は認められなかったため，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，県民の件を聞く会及びプロジェクト推進会議の開催状況につ

いて確認したところ，エコビジョン２０４０の策定過程において，県民の意見を聴く会

及びプロジェクト推進会議がそれぞれ開催されていることを議事録と共に確認したとこ

ろ，特に問題となる点は認められなかった（ただし，地球温暖化防止プロジェクト会議

は書面会議であり，自然との共生プロジェクト推進会議は新型コロナウイルス感染症の

影響で未実施であった。）。 

そのため，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の予算及び積算の内容を検証したところ，令和２年度において実際に実

施された費用の支出として，不当に高額であるとは認められなかった。 

この点を考慮して，本事業の効率性の評価をＢとした。 

 

  

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 76 - 

(3) エコパートナーシップおかやまの活動推進事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

地球温暖化防止活動をはじめとする環境保全活動を，県民団体，事

業団体，行政が協働して推進するため，「エコパートナーシップお

かやま」を運営し，各種取り組みを県民運動として，普及させる。 

事業内容 

(1) エコパートナーシップおかやま総会の開催 

各構成団体が各事業・活動分野において，また相互に協働して地球

温暖化防止活動等に取り組むために総会を開催する。 

 

(2) 企画運営委員会の開催 

エコパートナーシップおかやまの活動や運営について，企画立案及

び活動計画活動テーマの決定をするため，企画運営委員会を開催す

る。 

 

(3) 迅速かつ円滑な情報提供 

メール連絡体制やホームページを積極的に活用し，情報提供や各種

の環境セミナー等への参加を呼び掛ける 

法令・条例・要綱等 岡山県地球温暖化防止行動計画 

主な財源 一般財源 

令和２年度予算 38万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

3万 7559円 

(9%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコパートナーシップおかやまは，地球温暖化防止活動をはじめとする環境保全活

動に，岡山県内の県民団体・事業者団体・行政が協働して取り組むことを目的とし

て，平成１４年８月２８日に設立された団体である（「温暖化防止行動計画」１２０

頁参照）。 

温暖化防止行動計画は，「計画の推進にあたっては，県民団体や事業者団体，行政

が協働して地球温暖化をはじめとする環境保全活動に取り組むことを目的に設立され

た『エコパートナーシップおかやま』や環境ＮＰＯ等とも連携し，地球温暖化防止に

向けた取り組みを推進します。」としている。 

また，エコビジョン２０４０において，環境保全活動に，県民団体，事業者団体，

行政が協働して取り組むことを目的とする「エコパートナーシップおかやま」の活動

を充実させ，環境パートナーシップの形成を促進するとされている。 

このように，エコパートナーシップおかやまは，環境保全活動を推進するために設

立された団体であり，エコパートナーシップおかやまの活動推進を図ることは，温暖
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化防止行動計画の推進に適うものである。 

また，財務事務の執行に関して，特に問題となる点は認められなかったため，その

評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，エコパートナーシップおかやま総会を毎年１回開催し，活動実績の報告

を行うとともに有識者による講演を開催すること及びエコパートナーシップおかやま

の活動や運営に関する企画運営委員会を開催すること及びメール連絡体制を構築する

等して，情報提供を行うことを内容としている。 

監査の過程において令和３年２月に開催されたエコパートナーシップおかやまの企

画運営委員会の議事録を確認するとともに，メール連絡体制の活用状況について確認

した。 

この点について，「多くの参加団体が参画していただいている環境行政の取組を

活動内容とすることで，活動の輪を広げるとともに，さらに効果的な取組につなげ

るため意見交換している。」とのことであった。 

もっとも，議事録によれば，企画運営委員会の内容は，岡山県が取り組んでいる環

境政策について専ら報告がなされており，エコパートナーシップおかやまが積極的に

温暖化防止計画の立案や県民団体，事業者団体及び行政と協働して環境保全活動に取

り組んでいることが一見して明らかではなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＣとした。 

 

【意見１－２】エコパートナーシップおかやまの活動目標等明確な成果目標を立てた

うえで活動を推進すべきである。 

エコパートナーシップおかやまは，行政等と共に地球温暖化防止のための活動を行

うことが期待されており，単に行政の環境保全活動の報告を受けるのみでは，その目的

を果たしているとは言えない。エコパートナーシップおかやまが積極的に環境保全活動

に取り組むよう明確な成果目標を立てて活動を推進すべきであって，かかる経過が県民

に把握できる状況にすることを検討すべきである。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

予算額は３８万円であったものの，実際の執行額は約３万８０００円にとどまっ

た。これは，本来予定されていた講演が新型コロナウイルス感染症の影響で中止とな

り，講師謝礼や交通費が支出されなかったことによるものである。 

また，本事業の予算の積算過程において会場使用料として，民間のホテルを利用す

ることを想定して約１１万円が計上されているものの，実際には執行されていない。 

その他，事業の効率性の観点から問題となる点は認められなかったため，その評価

はＢとした。  
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(4) 環境白書作成事業  

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 岡山県環境白書を作成公表すること。 

事業内容 

岡山県環境白書として，環境基本計画の進捗状況を公表するととも

に及び県の環境蓄積データを中心とする調査否データを掲載するこ

と。 

法令・条例・要綱等 環境条例８条 

主な財源 環境保全基金 

令和２年度予算 121万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

88万 4400円 

(73%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境条例８条は，「知事は，毎年，環境の状況及び環境の保全に関して講じた施策

等を明らかにした岡山県環境白書を作成し，公表しなければならない。」と規定して

おり，本事業は，同条例の趣旨を全うすることを目的としている。 

このように，本事業は，条例に基づく事業であることを確認した。 

また，財務事務の執行に関して，特に問題となる点は，認められなかったため，そ

の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は，環境基本計画の進め方について，下記のとおり，定めて

いる。 

記 

（２）継続的改善 

計画の進捗に当たっては，施策の進捗状況や指標の達成状況，環境審議会等からの

意見を踏まえ，施策等の見直しをＰＤＣＡサイクルにより行い，実効性を確保します。 
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●計画（Ｐｌａｎ） 

・施策及び指標の設定 

 

 

●見直し（Ａｃｔ）             ●実施（Ｄｏ） 

・指標の達成状況や環境審議会等の       ・県の各部局，市町村による実施 

意見を反映した見直しの検討         ・県民，ＮＰＯ，事業主等各主体による取組 

 

●点検・評価（Ｃｈｅｃｋ） 

・施策の進捗状況等の把握 

・各主体との情報共有 

・環境白書等による公表 

 

２ 進捗状況等の公表 

計画に掲げた各種施策・事業の進捗状況や指標の達成状況などを的確に把握し，そ

の結果を毎年度，岡山県環境白書や県のホームページ等により公表します。 

公表に当たっては，県の施策の実施状況や成果がより分かりやすく説明され，県民

や事業者と行政とのパートナーシップの形成に役立つよう，利用しやすい形に整理する

等の内容の充実を図ります。 

 

（「エコビジョン２０２０」８５頁抜粋） 

 

以上の位置けから明らかなように環境白書は，環境基本計画の実効性を確保するた

め，計画の進捗がＰＤＣＡサイクルに沿って達成されているか等を確認し評価すること

が期待されている。 

監査の過程において，令和２年度の環境白書の内容を精査するとともに，その内容

について質疑応答をした。 

この点，令和２年度の環境白書の資料１「（２）新岡山県環境基本計画主要施策等

の達成状況」において，各主要施策の達成度に関する評価として「現状」，「努力目

標」，「数値」，「達成率」及び「達成レベル」が記載されている（環境白書９６頁以

下）。 

しかしながら，多くの主要施策において，具体的な指標が定められていないことか

ら，「現状」欄，「努力目標」欄，「数値」欄及び「達成率」欄には斜線がなされてお

り，達成度を把握できない状況にある。 

また，各主要施策の「達成レベル」は，１から５までの評価がなされているが，そ

の評価は各担当課による自己評価であるとのことであった。 
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このように現在の環境基本計画においては，多くの事業において指標が設けられて

いない結果，「現状」，「努力目標」，「数値」，「達成率」が評価されていないう

え，「達成率」にいたっては，自己評価にとどまっており，外部的な評価がなされてい

ない状況にある。 

かかる現状では，環境白書において，環境基本計画の進捗にあたってＰＤＣＡサイ

クルに沿って達成されているか等を確認し評価することは凡そ困難である。 

以上の点を考慮して，事業の有効性をＣとした。 

 

【意見１－３】環境基本計画に掲げられた各事業について，自己評価ではなく客観的

な評価がなされるよう検討すべきである。 

【意見１－１】において述べたとおり，環境基本計画において，具体的な指標が求

められていない事業が多く，その結果，環境白書においても，事業の進捗を評価できな

い状況にある。 

また，事業の達成度が自己評価とされているところ，この点について環境審議会に

おいて指導・助言がなされているものの，現状では，環境白書に期待されている確認・

評価が十分に機能していないと思われる。 

したがって，環境基本計画に具体的な指標を設けるとともに，達成度の評価につい

ては，外部による評価制度等自己評価ではなく客観的な評価がなされるよう検討すべき

である。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，特に問題となる点は，認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 
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(5) 環境審議会運営事業  

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 
岡山県における環境の基本的事項及び環境の保全に関する提言につ

いて調査審議を行うこと。 

事業内容 環境審議会の運営 

法令・条例・要綱等 環境基本法４３条１項 

主な財源 一般財源 

令和２年度予算 355万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

95万 0064円 

(26%) 
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岡山県環境審議会組織図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡 山 県 環 境 審 議 会 

廃棄物対策部会(7 人) 

大 気 部 会 ( 6 人 ) 

水 質 部 会 ( 6 人 ) 

景 観 部 会 ( 7 人 ) 

政 策 部 会 ( 1 0 人 ) 

〈調査・審議事項〉 

県の環境の保全に関する基本的事項 

〈関係する主な法律・条令など〉 

環境基本法，環境基本条例 

〈調査・審議事項〉 

環境基本計画の策定及び変更，地球環境保全関係，環境学習関

係，県民等からの知事等の施策についての環境保全に係る提言 

〈関係する主な法律・条令など〉 

環境基本法，環境基本条例，附属機関条例，地球温暖化対策法 

〈調査・審議事項〉 

景観の保全・修繕・創造関係 

〈関係する主な法律・条令など〉 

景観法・岡山県景観条例 

〈調査・審議事項〉 

水質汚濁防止対策関係，土壌汚染対策 

〈関係する主な法律・条令など〉 

環境基本法，水質汚濁防止法，瀬戸内海環境保全特別措置法，

農用地の土壌汚染防止などに関する法律等 

〈調査・審議事項〉 

大気汚染防止対策関係，騒音・振動防止対策関係，悪臭防止対

策関係 

〈関係する主な法律・条令など〉 

大気汚染防止法，騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法等 

〈調査・審議事項〉 

廃棄物対策関係 

〈関係する主な法律・条令など〉 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境基本法４３条は，１項において「都道府県は，その都道府県の区域における環

境の保全に関して，基本的事項を調査審議させる等のため，環境の保全に関し学識経験

のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。」と規定し，同条

２項は「前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は，その

都道府県の条例で定める。」と規定し，同法を受けて環境条例１０条４項は，知事は，

環境基本計画を定めるに当たっては，その基本的な事項について，あらかじめ環境基本

法４３条１項の規定による岡山県環境審議会の意見を聴かなければならない旨を定めて

いる。本事業は，上記法令及び条例に基づき，岡山県環境審議会を運営するものであ

り，その目的は法律及び条例に適合するものであることを確認した。 

また，監査の過程において，支出に関する資料を確認したが，本事業の財務事務の

執行において，特に問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境基本計画の進め方については，エコビジョン２０２０において「岡山県環境審

議会に設置した政策部会において，高度で専門的な立場から，本計画に掲げる施策・

事業の進め方や進捗状況等について助言等をいただきながら，総合的かつ計画的に推

進します」とある（エコビジョン２０２０．８４頁）。 

かかるエコビジョン２０２０の定めを前提とすれば，岡山県環境審議会に期待され

ている役割は，高度で専門的な立場から，環境基本計画に掲げる施策・事業の進め方

や進捗状況等について助言等をすることである。 

監査の過程において，環境審議会の総会及び各部会の議事録を精査したところ，部

会のうち，景観部会，水質部会，大気部会及び廃棄物対策部会は，総会の開催日（令

和２年９月４日）と同日に開催されており，かつ，その開催時間は約２０分程度で

あったことを確認した（この点，各部会を総会開催日に合わせて開催しているのは，

総会において委員の改選がなされることになり，その際に各部会の正副部会長を選任

する必要があるとのことであった。なお，水質部会は，上記日時とは別に開催された

会議の議事録を確認した。）。 

なお，総会の議事録によれば，総会の開催時間は，９時３０分から１０時００分，

１０時３５分から１０時４５分とあり，開催時間は４０分とされている。 

また，議事録からは，全ての委員が協議において発言しているか否かを確認するこ

とができなかった。 

この点，会議の開催時期や会議の時間のみをもって会議の有効性を判断することは

早計である。 

もっとも，現状の議事録から，環境審議会において高度で専門的な知見を有する委
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員の全員から十分に助言をいただけているかが一見して明らかではなかった。 

この点，各委員に対しては，日当と交通費を支給して環境審議会にご参加いただく

以上，各委員からいただいた専門的な見地からの助言は，議事録に残したうえで，環

境基本計画の推進に役立てる必要があるが，現状の議事録の在り方は，上記の観点か

らは不十分であると思われる。 

以上の点を考慮して，本事業の有効性の評価をＣとした。 

 

【意見１－４】環境審議会の役割を果たすため，議事録の在り方等を検討すべきであ

る。 

環境審議会は，環境基本法に基づいて設置される組織であり，岡山県の環境基本計

画が適切に実行されているかを専門的な知見からチェックすることが期待されている

が，現状の議事録の在り方では，環境審議会の委員からの助言を十分に活用できないと

思われる。 

環境審議会がその役割を十分に果たすように，委員からの助言について，漏れなく

議事録に記載する等の対応を検討すべきである。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境審議会の総会及び部会の会場費として約８７万円を執行されることが想定され

ているが，既述のとおり，執行の段階で会場の選定が決定され，予算に計上されたもの

が当然に執行されているわけではないとのことであった。 

その他，事業の効率性について問題となる点は認められなかったため，その評価を

Ｂとした。  
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２ 快適な環境づくり推進事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

快適環境条例により目指す「落書き」，「空き缶等の投棄」等がな

い街を実現するため，同条例に定められた県の責務である教育，広

報活動，市町村が実施する事業への必要な支援又は協力を行うこ

と。 

事業内容 

(1) 市町村等への活動支援 

安全・安心のまちづくり活動や環境衛生協議会活動等と連

携し，落書き防止等，条例の目指す快適な環境づくりに重点的

に取り組む地区を指定し，活動に必要な資材等の支援を行う。 

(2) 広報等 

広報資料として快適環境条例パンフレットの印刷，配布 

(3) 実績の公表 

岡山県のホームページにおいて，実績を公表する。 

法令・条例・要綱等 快適環境条例３条 

主な財源 環境保全基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 43万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 

 

快適環境条例３条は，下記のとおり規定しており，本事業は，同条例に定める①落

書き対策である。本事業について，令和２年度は，財務事務の執行がなかったことか

ら，監査の対象とはしていない。 

なお，監査意見ではないが，岡山県のホームページの「快適な環境の確保に関する

条例のあらまし」とあるページの最終更新日は「２０１４年４月１日」とあり，県ホー

ムページによる情報更新は近年ではなく，「落書き対策の推進」とあるページには，平

成２６年の活動紹介が最後であって，本事業については，今後の事業の在り方について

検討が必要であると思われることは付言する。 

記 

第３条 県は，快適な環境の確保に関する総合的かつ広域的な施策を策定し，及び実施

するものとする。 

２ 県は，快適な環境の確保に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のた

め，必要な措置を講ずるものとする。 

３ 県は，快適な環境の確保に関して市町村が実施する施策について，必要な支援又は

協力を行うものとする。 

（「快適環境条例」抜粋） 
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３ 景観形成推進事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

地域の特性を生かした優れた景観を守り育て，快適で文化の薫り高

い景観を創造するため，景観法及び景観条例に基づき，総合的な景

観対策に取り組むこと。 

事業内容 

(1) 届出受理及び指導 

景観法及び景観条例に基づく景観モデル地区等の届出等を受理す

るとともに，当該届出等の内容が周辺景観と調和していないと判断

された場合等において調和させるための必要な指導を行う。 

 

(2) 意見の聴取 

(1)の必要な指導を行う場合，必要に応じて景観アドバイザーか

ら意見の聴取を行う。 

 

(3) 研修会の開催 

市町村の景観形成に対する取組を促し，景行政団体への移行及び

景観計画策定を支援するための研修会を開催する。 

法令・条例・要綱等 景観法，景観条例 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
景 観 行 政 団 体 の

数：10 
2019年度達成状況 景観行政団体の数：9 

令和２年度予算 43万 5000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

22万 8000円 

(52%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

景観法４条は，「地方公共団体は，基本理念にのっとり，良好な景観の形成の促進

に関し，国との適切な役割分担を踏まえて，その区域の自然的社会的諸条件に応じた施

策を策定し，及び実施する責務を有する。」として，地方自治体に施策の策定とその実

施の責務を明らかにしており，岡山県は平成２０年４月１日から「晴れの国おかやま景

観計画」を施行している。 

本事業は，景観法及び景観条例に基づき，総合的な景観対策に取り組むものであっ

て，その目的は景観法及び景観条例に適合している。 

その他の財務事務の執行について合規性の観点から問題となる点は認められなかっ

た。 

この点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 
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【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の景観法及び景観条例に基づく届け出件数並びに

指導件数を確認したところ，令和２年度の届け出数は下記のとおりであった。 

また，令和２年度には，周辺景観と調和していないと判断され，景観アドバイザー

の意見聴取が必要となる指導事案はなかったとのことである。 

記 

大規模行為※に関する届出 ３４５件 

吉備高原景観モデル地区※  ２１件 

背景保全地区事前指導※    ０件 

以上 

 

また，令和２年度においては，市町村担当者及び県民局担当者を参加者として景観

街づくり研修会が開催されている（講演者：国土交通省都市局公園緑地・景観課 山崎

技官）。上記の事業は審査事業であり，かかる事業の有効性について特段問題が認めら

れなかった。 

もっとも，晴れの国おかやま景観計画には「景観形成に関する基本的事項」とし

て，①県民との協働による景観形成，②景観意識向上のための普及啓発，③専門家の活

用，④大規模な行為の景観形成，⑤重点的に景観形成をすべき地域，⑥景観形成を促進

するための必要な施策，⑦景観形成を推進するための事業及び⑧景観行政団体間の連携

と調整といった事項が掲げられているが，本事業は，これらの事項を網羅しているとは

言い難い。 

このように，現状の事業は，晴れの国おかやま景観計画に定められた内容の全てを

実施しておらず，同計画の目的を十分に達成できているとはいえない。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＣとした。 

 

【意見１－５】「晴れの国おかやま景観計画」の基本事項の内容を踏まえて，本事業

を遂行すべきである。 

現状の本事業の内容は，晴れの国おかやま景観計画を十分に実現する内容となって

いないことから，同計画の基本事項を踏まえた事業内容とすることを検討すべきであ

る。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，特段問題となる点は認められなかったため，その評価をＢ

とした。 
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４ 環境影響評価審査事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

事業者が行う環境影響評価等※の手続き等が適切かつ円滑に行わ

れ，事業の実施による環境への負荷の回避，低減及び環境の保全に

ついて配慮が適正になされるよう，指導及び助言を行うこと。 

また，適宜技術審査委員会等を開催し，知事意見の形成に資する

こと。 

事業内容 

(1) 指導・助言 

業者からの相談に応じ，環境影響評価の対象となる業種，手続き

の内容等について，指導・助言を行う。 

 

(2) 知事意見の形成 

環境影響評価の手続きについて，事業者から配慮書，方法書，実

施計画及び準備書が提出された場合は，知事は，事業者に対し，環

境保全の観点から意見を述べることとされており，かかる知事意見

を形成するにあたり，岡山県環境影響評価技術審査委員会の意見を

聴き，必要に応じて，昆虫等の自然環境分野について個別に審査レ

ポートを依頼する。 

法令・条例・要綱等 環境影響評価法・環境影響評価条例 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 184万 5000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

14万 4000円 

(7%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境影響評価条例５条第１項は，事業者が対象事業に係る環境影響評価を行う方法

について，環境影響評価実施計画書の作成を義務付けるとともに，同条例１８条１項

は，「知事は，第１６条第３項の書類の送付を受けた日の翌日から起算して３月以内

に，事業者に対し，準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるも

のとする。」として，知事の意見表明手続きを定めている。 

本事業の目的は，事業者による環境影響評価実施計画の作成を円滑に行うとともに

知事の意見表明を速やかに実施することにあり，その目的は，上記の各法令等に適合す

るものであることを確認した。 

また，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められ

なかったため，その評価をＢとした。 
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【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の事業者からの相談実績及び実施計画等が提出さ

れた件数を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

・相談（事前相談）       １件 

・審査件数   配慮書     １件 

実施計画書   １件 

準備書     １件 

以上 

 

また，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影響から旅費の支出が減少する

とともに，技術審査委員会の開催が1回にとどまったことから，報酬，旅費等の支出が

大幅に抑えられ，予算の執行率が7％となったとのことである。 

本事業は，法律及び条令に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，その評価をＢとした。 
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５ 公害・環境関連対策 

(1) 公害防止計画推進事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

公害防止計画は，現に公害が著しい又は著しくなるおそれがあり，

かつ，公害御防止に関する施策を総合的に講じなければ公害防止を

図ることが著しく困難であると認められる地域において，都道府県

知事が公害防止に関する施策について作成することができる計画で

あり，本事業はかかる公害防止計画の内容を推進することを目的と

する。 

事業内容 
平成２３年度に策定した第６次岡山・倉敷地域公害防止計画及び第

８次備後地区公害防止計画の現況調査を実施する。 

法令・条例・要綱等 環境基本法１７条 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 

（当初予算） 
22万 4000円 

令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 

 

環境基本法１７条は，現に公害が著しく，かつ，公害の防止に関する施策を総合的

に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域において，

都道府県知事は，環境基本計画を基本として，当該地域において実施する公害の防止に

関する施策に係る計画（以下「公害防止計画」）を作成することができると規定してお

り，これをうけて岡山県は，水島臨海工業地帯及びその周辺の地域において大気汚染や

水質汚濁等の公害が深刻化したことから，倉敷市を対象とした昭和４６年度から３度に

わたり「水島地域公害防止計画」を策定するとともに，昭和５０年度から３度にわた

り，岡山市を中心とした地域を対象とした「岡山地域公害防止計画（昭和５９年度まで

は岡山・備前地域公害防止計画）」をそれぞれ策定し，その後対象地域を統合拡大し

て，昭和６３年度から５度にわたり，「岡山・倉敷地域公害防止計画」を策定し，公害

防止に関する諸施策を推進している。 

また，広島県の南東部と岡山県の南西部にまたがって位置する備後地域について，

昭和３９年の工業整備特別地域としての指定を契機に大気汚染，水質汚濁，騒音などの

環境汚染が顕在化したことから，同地域について，昭和４９年度から７度にわたり公害

防止計画を策定している。 

本事業は，平成２３年に策定された第６次岡山・倉敷地域公害防止計画及び第８次

備後地域公害防止計画を推進する事業である。 

令和２年度は，本事業に関する財務事務の執行がなかったことから，監査の対象と

はしていない。  
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(2) 公害苦情処理連絡調整事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 公害に関する苦情処理に係る連絡調整を行う。 

事業内容 

県民からの公害苦情の訴えについては，原則，市町村が騒音規制

法，悪臭防止法等の環境関係法令に基づき，公害苦情処理を行って

いるが，市町村域をまたぐ公害苦情等については，県民局に配置し

た公害苦情相談員等が対応しており，市町村等と連絡調整を行いな

がら公害の苦情解決に努める。 

法令・条例・要綱等 公害紛争処理法４９条２項 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算  

（当初予算） 
52万 2000円 

令和２年度決算 

（執行率） 

0 

(0%) 

 

公害紛争処理法４９条２項は，下記のとおり定めており，本事業は，下記の公害紛

争処理法の規定に基づき，公害苦情相談員を配置し，相談苦情処理を行うものである。 

なお，令和２年度の公害苦情件数の合計は８００件である。 

令和２年度は，本事業に関する財務事務の執行がなかったことから，監査の対象と

はしていない。 

記 

２ 都道府県及び市町村（特別区を含む。）は，公害に関する苦情について，次に

掲げる事務を行わせるため，公害苦情相談員を置くことができる。 

一 住民の相談に応ずること。 

二 苦情の処理のために必要な調査，指導及び助言をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか，関係行政機関への通知その他苦情の処理のため

に必要な事務を行うこと。 

（「公害紛争処理法」抜粋） 
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(3) 公害審査会連絡調整事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

公害に係る被害について民事上の紛争が生じた場合，当事者は，

公害審査会に調停の申請を行うことができるとされている。 

かかる申請が行われた場合に，公害審査会は，調停員会を設け，

当事者からの意見聴取及び勧告等による調停を行う。 

事業内容 

調停の申請がなされた場合，公害審査委員会（９名）のうちから

会長の指名による３人の委員による調停委員会を設ける。 

調停期日では，当事者からの事情や意見聴取，必要に応じ専門家

や関係行政機関からの意見聴取，現地調査等を行う。 

これらの調停員会や調停期日を重ね，調停委員会が合意に近づい

たと判断すれば，調停案を提示し，両者の合意が得られれば調停成

立となる。 

他方，当事者が調停の受諾を拒否したり，調停員会が調停の成立

が不可能と判断したりした場合は，調停打ち切りとなる。 

法令・条例・要綱等 公害紛争処理法１３条以下・岡山県公害処理条例 

主な財源 一般財源・申立手数料 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 44万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0 

(0%) 

 

公害紛争処理法１３条は，「都道府県は，条例で定めるところにより，都道府県公

害審査会（以下「審査会」という。）を置くことができる。」と規定し，岡山県公害処

理条例２条は「法第１３条の規定に基づき，岡山県公害審査会(以下「審査会」とい

う。)を置く」として，岡山県公害審査会の事務や調停及び仲裁の手続きの詳細を定め

ているおり，本事業は，上記法令及び条例に基づいて，公害審査会の運営を円滑に遂行

するものである。 

なお，公害審査会の利用件数について確認したところ，令和２年度の利用はなく，

平成１６年から令和２年度の調停等の受理件数は７件であった。 

令和２年度は，本事業に関する財務事務の執行がなかったことから，監査の対象と

はしていない。 
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(4) 公害健康被害予防事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

独立行政法人環境保全機構（以下「機構」という。）が市町村に

対して公害健康被害予防事業（大気改善事業）の助成金の交付を行

うにあたり，事業計画の策定や事務連絡を行うこと。 

事業内容 

機構は，①大気汚染及び水質汚濁により健康被害を受けたものの

救済のため，当該者への医療費や補償費の支給，②大気汚染が生じ

ないように知識普及や研究調査等を行うとともに，自治体が実施す

る公害健康被害予防事業に助成金を交付という事業を行っている。 

機構の事業の対象地域は，著しい大気汚染により気管支喘息など

の疾病が多発した全国４６地域であり，岡山県内では，倉敷市，玉

野市及び備前市の３市が対象となっている。 

②記載の公害健康予防事業として上記３市は大気改善事業を行っ

ており，岡山県は，３市が事業を行うための事業計画の策定及び３

市と機構との事務連絡を行う。 

なお，現在の事業計画は，平成２９年度に３年間（平成３０年か

令和２年度）を対象として策定されており，令和２年度において

は，次期（令和３年から令和５年度）計画の策定及び連絡調整事務

を行う。 

法令・条例・要綱等 公害健康被害補償法 

主な財源 諸収入（公害健康被害予防事業助成金） 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 8万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

8000円 

(8%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

公害健康被害補償法第６８条１項２号は，「大気の汚染の影響による健康被害の予

防に関する計画の作成，健康相談，健康診査，機能訓練又は施設若しくは機械器具の整

備を行う地方公共団体（施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共

団体を含む。）に対する助成金を交付すること。」を機構の業務として定めており，本

事業は，健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図るため，倉

敷市，玉野市及び備前市が補助金の交付を受けられるよう事業計画の策定や事務連絡を

行うことを目的としている。 

このように本事業の目的は，公害健康被害法の趣旨に合致するものであることを確

認した。 
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また，本事業の予算の執行に係る財務事務の執行について，特段問題となる点は認

められなかったため，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，平成２９年及び令和２年に岡山県が作成した環境改善事業に

係る計画を確認したところ，その内容等について，特段問題点は認められなかった。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度において，本事業の予算執行額は８０００円にとどまっており，事業の

効率性について，特段問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとした。 
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(5) 公害防止管理者等指導事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

一定の条件を有する特定工場※において，公害防止統括者並びに

公害防止管理者を中核とする公害防止組織の整備及び公害防止管理

者の選任及び解任等について，県知事に対する届出の受理業務を円

滑に行うこと。 

事業内容 
公害防止管理者等の選任・解任等の届出の受理，必要の応じ特定事

業者に対する報告聴取等を実施する。 

法令・条例・要綱等 特定工場法 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 10万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 

 

特定工場法は，産業公害の防止に万全を期すため，各種公害防止関係規則が順守さ

れるように，事業者が工場内において有効適切な公害防止体制を確立することが必要と

の観点から，公害防止統括責任者※，公害防止主任管理者※及び公害防止管理者※（以下

３者を合わせて「公害防止統括責任者」等という。）について選任のときから３０日以

内に，主務省令で定めるところにより，その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道

府県知事に届け出なければならず，それらの者が死亡し，又は解任されたときも同様と

する旨を定めている（特定工場法３条３項，同４条３項，同５条３項）。 

本事業は，公害防止統括責任者，の選任及び解任等に関する県知事に対する届出の

受理業務を円滑に行うことにある。 

なお，令和２年度の公害防止統括責任者等の選任及び解任の件数は，選任は７４

件，解任は６９件の届出の受理があったとのことである。 

令和２年度は，本事業に関する財務事務の執行がなかったことから，監査の対象と

はしていない。 
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(6) 公害防止指導調整事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

工場等の立地・操業に伴う大気汚染や騒音に等の公害及び地域住

民からの苦情等を未然に防ぐには，工場等の立地の時点で環境保全

に配慮した対策を講じておく必要があり，岡山県では，誘致する企

業が環境保全の面から法令等に適合した適切な立地となるよう工事

等立地前に審査，指導する制度を導入している。なお，事前審査・

指導制度は，県営工業団地に企業を誘致する場合のほか，市町村か

ら要望があった企業についても，対象としている。 

また，県民局環境課や市町村環境部局等とも適宜調整を行い，適

切な事前審査，指導や必要に応じて事後指導を行っている。 

本事業の目的は，上記の自然審査・指導制度を円滑に運営するこ

とにある。 

事業内容 

【誘致企業審査の流れ】 

① 企業による立地計画 

② 企業誘致・投資促進課から環境企画課へ環境保全計画案を提出

し，事前協議 

③ 環境企画課は，環境保全計画書案の内容を審査するとともに，

関係各課から意見聴取（必要に応じてヒアリング）。環境影響評価

を実施した工業団地の場合には，環境評価における基準等との整合

も含めて審査。 

④ 環境保全計画書案の内容が整った後，環境企画課から企業誘

致・投資促進課へ事前協議終了を連絡 

⑤ 企業誘致・投資促進課から環境企画課へ環境保全計画書を提出 

⑥ 環境企画課は関係各課の意見聴取を経て，審査結果を企業誘

致・投資促進課へ回答 

法令・条例・要綱等 環境基本法・環境基本条例 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 37万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 

 

環境基本法１７条以下は，都道府県知事に対し，公害の防止に関する施策に係る計

画が策定できるとしており，本事業は，公害の発生を事前に防止することを目的とする

事業である。なお，岡山県においては，工事等立地前に審査，指導する制度の根拠規定

として，「誘致企業に対する環境審査取扱い」が制定されている。 

令和２年度は，本事業に関する財務事務の執行がなかったことから，監査の対象と

はしていない。 
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(7) フロン類等施行事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

オゾン層の保護及び地球温暖化防止のため，業務用のエアコン

ディショナー，冷蔵機器及び冷凍機器に使用されているフロン類の

回収及び管理等の実施を確保するため，第一種フロン類充填回収業

者の踏力や指導等を行うこと及び関係事業者や県民に対し，オゾン

層保護等について，普及啓発を行うこと。 

事業内容 

(1) 第一種フロン類充填回収業者の登録・指導 

事業者から登録申請がなされたものについて，書類審査を行う。 

また，登録業者に対しては，事業所並びに重点及び回収業務を行

う場所に職員が立入検査を実施し，登録内容，回収・運搬基準の遵

守状況及び回収量等の記録についての確認・指導を行う。 

 

(2) 第一種特定製品管理者の指導 

第一種特定製品管理者に対し，職員が立入検査を実施し，管理状

況の確認，指導を行う。 

 

(3) 解体工事現場等に関する監視 

建築物その他工作物の解体現場におけるフロン適正化法の遵守状

況の確認のため，解体工事現場に対する監視（建設リサイクル法全

国一斉パトロールにあわせての解体工事現場等に対する監視（年 2

回。5月及び10月））等を実施し，法周知を行う。 

 

(4) 関係事業者，県民等への普及啓発 

オゾン層保護についての普及啓発（ポスター掲示等） 

法令・条例・要綱等 フロン適正化法２７条，１７条及び９２条１項等 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 46万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

9万 7000円 

(20%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

フロン適正化法７条は，「地方公共団体は，国の施策に準じて，フロン類の使用の

合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置

を講ずるように努めなければならない。」として，地方公共団体の一般的な義務を定め
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るとともに，第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者に対する都道府県知事への登

録義務（フロン適正化法２７条），都道府県知事の第一種特定製品※の管理者に対する

第一種特定製品の使用等について必要な指導及び助言権限（フロン適正化法１７条）及

び解体工事に係る建築物その他の工作物若しくは解体工事の場所又はフロン類の充塡，

回収若しくは再生の業務を行う場所に立入等の権限を認めている（フロン適正化法９２

条１項）。本事業は，フロン適正化法に基づく都道府県知事の義務及び権限を全うする

ものであり，その趣旨は法令等に適合することを確認した。 

その他，本事業の財務事務の執行において，特に問題となる点は認められなかった

ため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の本事業の実施実績を確認したところ，下記のと

おりであった。 

記 

１ 第一種フロン類充填回収の登録・指導の実績 

新規登録： ７５件 

更新登録：１１４件 

立入検査： ２３件 

指  導：  １件 

 

２ 解体工事現場等に対する監視の実績 

立入検査：２２件 

指  導： ０件 

 

３ オゾン層保護の普及啓発活動 

ラジオ放送による広報活動：１回 

以上 

 

上記の第一種フロン類充填回収の登録・指導業務及び解体工事現場等に対する監視

業務について，事業の有効性の観点から問題となる点は認められなかった。 

この点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，特に問題となる点は認められなかった（ただし，啓発事

業については，成果目標が明らかではないことから，投資された金額と成果との均衡が

保たれているかを判断することは困難であることから，成果目標の設定については改善

を検討されたい。）  
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６ 人形峠環境技術センターに係る環境放射線の監視測定等 

(1) 放射線等監視事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

苫田郡鏡野町上齋原にある国立研究開発機構人形峠環境技術セン

ター（以下「人形峠環境技術センター」という。）は，現在，主要

事業として，施設・設備の解体を安全かつ効率的に進めるための解

体技術等を研究開発している。 

人形峠環境技術センターにおける事業活動について，岡山県は昭

和５４年度から，人形峠環境技術センター周辺の環境を保全・監視

するために協定に基づいて，環境放射線等の監視測定を実施してお

り，令和２年度も引き続き，人形峠環境技術センター周辺の放射線

等監視事業を実施することが本事業の目的である。 

事業内容 

(1) 連続測定監視 

人形峠環境技術センターの周辺に連続測定の観測局を 3 か所設置

し，それぞれの観測局において，24時間連続で自動測定を行ってい

る。その測定値は，テレメータ装置により岡山市南区内尾にある環

境保健センター内の中央局に転送し，コンピュータ処理している。

なお，中央局の自動通報装置により，異常値を検出した場合には，

速やかに覚知することが可能である等緊急時に備えた対策を行って

いる。 

 

(2) サンプリング測定監視 

サンプリング測定は，人形峠環境技術センターの敷地周辺及び人

形峠付近を源流とする吉井川流域を測定箇所として 51 か所から試

料を採取している。大気・陸水・土壌及び生物質等の試料を定期的

に年1から4回採取して，放射能分析及びフッ素分析を行う。 

 

(3) 環境放射線等測定技術委員会の運営 

測定計画，監視測定の結果やその他技術的な事項については，学

識経験者等で構成される「岡山県環境放射線等測定技術委員会」に

おいて審議する（年2回程度）。 

また，測定結果については上記員会の検討・評価を経て「人形峠

周辺の環境放射線等測定報告書」として年に1回公表している。 

法令・条例・要綱等 人形峠に関する協定６条 

主な財源 国庫支出金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 8319万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

7877万円 

(94%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県は，昭和５４年７月２８日，上齋原村（平成１７年３月１日，苫田郡内の鏡

野町（初代），奥津町及び富村との合併により現在の鏡野町となる。），動力炉・核燃

料開発事業団（平成１０年１０月に動力炉・核燃料開発事業団から核燃料サイクル開発

機構，平成１７年１０月に核燃料サイクル開発機構から独立行政法人日本原子力研究開

発機構へ順次承継され，平成２７年４月に独立行政法人日本原子力研究開発機構から現

在の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（人形峠環境技術センター）へ名称を変

更している。）との間で「動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所周辺環境保全に関す

る協定書」（以下「人形峠に関する協定」という，）を締結している。 

同協定の６条において，人形峠環境技術センターは，同所から放出する放射性物質

及びフッ素等について，監視体制の充実強化を図ること（１項），岡山県及び人形峠環

境技術センターは，それぞれ別に定める監視測定計画に基づいて監視測定を実施するこ

と（２項），人形峠環境技術センターは，岡山県が実施する監視測定に協力すること

（３項）及び人形峠環境技術センターは，実施した監視測定の結果を岡山県に提出する

こと（４項）等を定めている。 

本事業は，上記協定の定めに基づいて，環境放射線等の監視測定を実施することを

目的としており，その目的は協定の趣旨を全うするものであることを確認した。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，放射線監視事業の

委託に係る契約書，中央局テレメータ装置非常用発電設備設置工事に係る契約書等を精

査した。 

まず，本事業の委託事業の随意契約については，その大部分において，それぞれ見

積書を１通しか確認することができなかったため，その理由を確認したところ，「専門

的な機器の保守点検等について，その特殊性から製造事業者しか業務を遂行できない」

ため，他社から見積書を取得することができないとのことであった。 

この点，上記の随意契約の内容を踏まえれば，令和２年度の監査の時点においては

「契約内容の特殊性により，相手方が特定されるとき。」（会計要綱）にあたるといえ

ると判断した（なお，技術革新等によっては，製造事業者以外でも業務を遂行すること

が可能となる可能性があることを踏まえると，今後も常に製造事業者に委託するという

運用をするのではなく，他の事業者に対する委託の可否を検証すべきであることはいう

までもない。）。 

また，本事業の委託契約について，１００万円を超える契約については一般競争入

札による手続きが実施されていた。 

なお，一つの事業（具体的には「プルトニウムに係る監視測定業務」）の委託につ

いて落札額は予定価格の約９３％であり，もう一つの事業（具体的には「高線量γ線測

定装置点検業務」）については，前記事業の落札業者と同じ業者１社のみの入札となっ

ており，その落札価格は予定価格の１００％であった。 
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監査の過程において，両事業の関連性について確認したところ，前者のプルトニウ

ムに係る監視測定業務は環境試料の分析測定業務，後者の高線量γ線測定装置点検業務

は測定装置の性能確認業務であり，２つの事業に特別の関連性はなく，一括して競争入

札に付せる事業ではないとのことであった。 

なお，一般競争入札の手続において，問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

人形峠環境技術センターは，設立当初は，エネルギーの安定確保を図る目的からウ

ランの探鉱，採鉱，製錬，転換及び濃縮までの一貫した技術開発に取り組んできたが，

事業の発展に伴い，上記事業は終了している。 

また，製錬転換施設についても運転を終了するとともに，ウラン濃縮型プラントに

ついても生産終了しており，人形峠環境技術センターの現在の主要事業は，施設・設備

の解体を安全かつ効率的に進めるための解体技術等を研究開発に移行している。 

この点，人形峠環境技術センターにおいて，ウランの探鉱，採鉱，転換及び濃縮ま

での技術開発業務を取り組んでいた当時やウラン濃縮型プラントを運営していた当時

は，事故による放射性物質の漏洩の可能性が類型的に高いといえるものの，現在の人形

峠環境技術センターの主要業務は，施設・設備の解体を安全かつ効率的に進めるための

解体技術等を研究開発であり，過去に行っていた業務内容と比較すれば，放射線監視事

業の重要性は低減していると思われる。 

もっとも，人形峠環境技術センター内のウラン採掘等に関する施設が完全に解体撤

去されるまでは，事故による放射性物質の漏洩の可能性は否定できないことから，依然

として，本事業の有効性は否定されるものではないと思われる。 

なお，人形峠環境技術センターのウラン濃縮原型プラントについては，令和３年１

月２０日付けで原力規制委員会より加工事業の廃止措置計画の認可を得たことを受けた

ことから，設備の解体撤去を進めることとされている（人形峠環境技術センターの令和

３年度事業計画参照。）。 

また，六フッ化ウランの譲渡に向けた検討を進めるとされており，かかる人形峠環

境技術センター内の施設の撤去が完了するまで，本事業の有効性は継続するものと思わ

れる。これらの点を考慮して，本事業の有効性についてはＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，放射線等監視事業に係る旅費の支払に関する資料及び報告書

（復命書）旅費の支出及び環境放射線等測定技術委員会の議事録を確認したところ，こ

の点については，特段問題となる点は認められなかった。 

その他，本事業の効率性について問題となる点は認められなかったため，その評価

をＢとした。  
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(2) 放射能水準調査事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

放射線監視事業において測定されたデータが当該施設からの影響

によるものか否かを把握し，測定結果の正確な評価を行う必要があ

り，この監視事業の成果を高めるために，センターの周辺よりも広

範囲な地域において環境放射能水質調査を実施し，その結果と放射

能監視データとの比較検討を行うことにより放射能の影響の正確な

評価を行うこと。 

事業内容 

日常一般生活に関係する環境試料（降水，降下物，陸水等）中の

放射性物質量等を測定するとともに，ストロンチウム等の放射化学

分析に必要な環境試料の分析担当機関への送付及び必要備品の更新

等の更新等を行う。 

なお，全国の放射能調査体制強化のため，国は，岡山県内におい

て，平成23年度にモニタリングポスト4基，ゲルマニウム半導体検

出器1基の増設をしている。 

法令・条例・要綱等 
原子力規制庁委託事業（水質汚濁防止法１５条３項，大気汚染防止

法２４条２項） 

主な財源 国庫支出金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 877万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

831万 8000円 

(94%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，環境放射能水質調査を実施し，その結果と放射能監視データとの比較検

討を行うことにより放射能の影響の正確な評価を行うこと等を目的とする事業である。 

監査の過程において，人形峠環境技術センターが実施する事業との関連を確認した

ところ，本事業は，「人形峠環境技術センターのみならず国内外の原子力施設に係る影

響について調査するものであり，人形峠環境技術センターのみとの対比を目的とした事

業ではない。また，当該事業は人形峠に関する協定によるものではなく，原子力規制庁

委託の事業である。」とのことであった。 

この点，水質汚濁防止法１５条３項は「環境大臣は，環境省令で定めるところによ

り，放射性物質（環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。）によ

る公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。」と，大

気汚染防止法２２条３項は「環境大臣は，環境省令で定めるところにより，放射性物質

（環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。）による大気の汚染
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の状況を常時監視しなければならない。」と規定しており，本事業は，これらの条項に

基づく水質汚濁及び大気汚染の監視について委託を受けて実施している事業である。 

このように，本事業は，法令の根拠に基づく事業であることを確認した。 

また，本事業の財務事務の執行について，問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，人形峠環境技術センターにおいて，ウラン採掘等は実施されておら

ず，過去と比較して，放射性物質等の漏洩の恐れは低減しているものの，全国の原子

力発電所等の原子力関係施設の事故発生時における影響の有無等について判断するた

めに必要な調査であることから，人形峠環境技術センターの事業動向にかかわらず，

本事業の有効性は否定されるものではないと思われる。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業における事業の効率性について，問題となる点は認められなかったため，そ

の評価をＢとした。 
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(3) 広報調査等事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 
放射線に関する基礎知識や原子力施設の安全対策等について，広く

県民に広報すること。 

事業内容 

(1) 視察調査，研修（岡山県職員対象） 

ア 原子力行政視察研修 

県職員を対象に，原子力発電関連施設が立地されている都道府県

の環境保全対策事業や広報・調査等事業について，行政視察を行う

(視察先：青森県庁，青森県六ケ所原然PRセンター等) 

イ 人形峠研修会 

県職員，鏡野町職員及び周辺市職員を対象に，日本原子力研究開発

機構人形峠環境技術センターの事業概要，環境監視の取組について

研修会を開催し，併せて施設視察を行う。 

 

(2) 広報事業（岡山県民対象） 

ア 人形峠環境技術センター施設見学会の開催 

県民を対象に，バスを借り上げて，センター及び人形峠アトムサ

イエンス館の施設見学を行う。 

イ 原子力に関する知識の普及啓発 

施設見学会参加者を対象とした体験型学習講座の実施。 

ウ 広報パンフレット等の作成，配布 

環境監視測定結果や環境保全対策などを内容とした広報パンフ

レット及びアトムサイエンス館のリーフレット等の作成配布。 

 

(3) 連絡調整事業 

広報調査等事業について，文部科学省及び鏡野町等と業務連絡等

を行う。 

 

(4) 原子力広報展示物保守管理，修繕及び更新 

人形峠アトムサイエンス館において原子力に関する基礎的な知識

の普及を目的として広報展示物を設置しており，消耗品の交換等の

保守管理や展示物の故障時の修繕及び更新を行う。 

 

(5) 岡山県広報・調査交付金交付事業 

鏡野町が実施する広報調査事業への補助を行う。 

法令・条例・要綱等  

主な財源 国庫支出金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 1976万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1670万 8000円 

(84%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の目的は，放射線に関する基礎知識や原子力施設の安全対策等について，広

く県民に広報することにある。 

この点，エコビジョン２０４０において，下記のとおり，定められている。 

記 

●環境放射線の監視測定の実施 

人形峠環境技術センター周辺の環境を保全・監視するため，同センターや探鉱・採

鉱活動跡である中津河捨石堆積場周辺等の環境放射線等の監視測定を継続して実施し，

その結果を情報提供するとともに，放射線に関する知識の普及に努めます。 

また，県内の環境放射線を監視するため，５箇所に設置したモニタリングポストに

より測定している結果についても情報提供を行います。 

以上 

 

上記の規定は，エコビジョン２０４０に記載されているものであり，令和２年度時

点におけるエコビジョン２０２０には上記の規定は存在しなかった。 

監査の過程において，本事業に係る広報調査事業の根拠法令を確認したところ，本

事業は国が定めた「広報・調査等交付金交付規則」に基づいて，適正に事業執行がなさ

れているとのことであった。 

このように，本事業は，エコビジョン２０２０には記載がなかったものの，国が定

める規則に則って執行されているうえに，現在では，エコビジョン２０４０に記載され

ていることを確認した。 

その他財務事務の執行については，特に問題となることが認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

１ 視察調査，研修（岡山県職員対象） 

本事業の視察調査及び研修事業の内容は，県職員による他県の原子力行政の視察及

び鏡野町における県職員等に対する研修である（期間：１泊２日，参加者：岡山県職

員，津山市や鏡野町の職員も参加，参加人数：１日だけの参加者も含め２０名，宿泊場

所：民間施設）。 

監査の過程において，青森県の原子力行政の視察に関する報告書（復命書）及び鏡

野町における県職員等に対する研修の復命書等の資料を確認した。 

また，原子力行政視察及び人形峠の研修の成果について，確認したところ，視察に

よる情報収集により本件設備改修の参考にしていること及び研修者のアンケート調査を

実施することにより，研修の目的は達成できていると思われるとの回答を得た。 

確かに，原子力行政視察について先進県の状況を視察することは一定の意義が認め
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られるものの，監査の過程において確認した資料からは，具体的な成果及びその成果が

どの程度県政に反映されているのか一見して明らかではない。 

また，鏡野町における研修についても，その期間や対象人数について，必要性やそ

の成果が明らかではない。 

監査人としては，視察や研修の必要性を一律に否定するものではないが，現状の事

業の在り方については，改善の余地があると考えられることから，本事業の有効性の評

価をＣとした。 

 

【意見１－６】視察や研修の成果目標を明確に定めるべきである。 

前記のとおり，本事業の視察や研修について，その意義を否定するものではない

が，その成果を明確にしなければ，事業の有効性や効率性を判定することができない。 

特に，研修に関しては，その参加人数，開催期間等について，検討する必要がある

と考える。 

 

２ 広報事業（岡山県民対象） 

本事業は，人形峠環境技術センター施設見学会を開催したり，体験型学習講座を実

施すること等で，放射線に関する基礎知識や原子力施設の安全対策等について，広く県

民に広報することを目的とするものであり，その事業内容は本事業の目的に沿うもので

ある。 

 

３ その他の事業 

本事業のその他の事業は，連絡調整事業（文部科学省及び鏡野町等と業務連絡等を

行うこと，原子力広報展示物保守管理，修繕及び更新及び岡山県広報・調査交付金交付

事業であって，いずれも放射線に関する基礎知識や原子力施設の安全対策等について，

広く県民に広報するために必要な業務を行うものであって，事業の目的に沿う事業であ

る。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，本事業の成果目標は，必ずしも明確でないうえに，本事業の予算は

約１９００万円，決算は約１６００万円と高額である。 

この点，本事業の財源は国庫負担金であり，県の財政に影響を与えるものではない

ものの税金による事業であることには変わりがない。 

そのため，前記のとおり，事業の成果目標を明確に設定すべきである。以上の点を

考慮して，本事業の効率性の評価を事業の有効性の評価と同じくＣとした。 
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(4) 原子力防災施設等整備事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

人形峠環境技術センターにおける原子力災害が発生するおそれ又は

発生した場合，適切に緊急時モニタリングを実施し，人形峠環境技

術センター周辺の住民の安全を確保するため，緊急時対応システム

や防災活動機材の維持管理，防災関係者の知識習得等をあらかじめ

講じること。 

事業内容 

(1) 緊急時対応システム（モニタリング情報共有）の維持管理 

モニタリング情報共有システムは，原子力事業所から放射性物質

が放出される際，周辺に設置するモニタリングポスト※やモニタリ

ング要員用端末からの放射線等の実測値をリアルタイムで原子力規

制庁及び県災害対策本部へ送信し，迅速かつ正確に周辺環境中の放

射性物質濃度や被ばく線量等の情報を共有するシステムである。 

令和 2 年度はモニタリング情報システムの維持管理，中継器撤去

に伴うサーバーへのデータ経路変更作業等を行う（外部委託）。 

 

(2) 防災活動資材の維持管理 

防災活動従事者等が使用する防災活動資機材の購入構成等を行

う。具体的には，中性子サーベイメーター更新及びサーベイメー

ター等点検校正を行う。 

 

(3) 防災関係者の知識習得 

防災活動従事者が原子力防災に関する知識の習得のために研修に

参加する。 

 

(4)その他 

各種会議等への参加，先進地への調査のほか，業務に必要な図書

を購入等すること。 

法令・条例・要綱等 人形峠に関する協定６条５項 原子力災害対策特別措置法 

主な財源 国庫支出金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2096万 5000万 
令和２年度決算 

（執行率） 

1597万 6000円 

(76%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

人形峠に関する協定６条５項は，人形峠環境技術センターは，同所から放出する放

射性物質及びフッ素等が管理目標値を超える数値を計測したときは，その都度岡山県及

び鏡野町に連絡するとともに，その原因の調査等適切な措置を講ずるものとすると定め

ている。 

本事業は，人形峠環境技術センターにおける原子力災害が発生するおそれ又は発生

した場合，適切に緊急時モニタリングを実施し，センター周辺の住民の安全を確保する

ため，緊急時対応システムや防災活動機材の維持管理，防災関係者の知識習得等をあら

かじめ講じることを目的とするものであり，かかる目的は，人形峠に関する協定６条５

項の趣旨に適うものであることを確認した。 

また，本事業の財務事務の執行について，特に問題となる点は認められなかったた

め，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，人形峠環境技術センター内のウラン採掘等に関する施設が完全に解

体撤去されるまでは，事故による放射線物質の漏洩の可能性は否定できないことか

ら，依然として，本事業の有効性は否定されるものではないと思われることから，事

業の有効性をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，特に問題となる点は認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 
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７ 墓地・埋葬等に関する事業 

【概要】  担当部署 環境企画課 

事業目的 

墓地，埋葬などに関する法律の規定により，町村，宗教法人が行う

墓地，火葬場，納骨堂に係る経営許可を行うとともに，死体の埋葬

又は火葬を行うものがいないとき又は判明しないとき（いわゆる

「葬祭者不明死亡人」）について，市町村からの請求により葬祭費

の支出を行うこと。 

事業内容 市町村からの請求により，適宜葬祭費の支出を行う。 

法令・条例・要綱等 墓地，埋葬等に関する法律第9条第１０条 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 25万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

4万 5000円 

(17%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

墓地埋葬法は下記のとおり規定している。 

記 

第９条 

１ 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは，死亡地の市町村長

が，これを行わなければならない。 

２ 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは，その費用に関しては，行旅病人及

び行旅死亡人取扱法（明治三十二年法律第九十三号）の規定を準用する。 

 

第１０条 

１ 墓地，納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は，都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し，又

は墓地，納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も，同様とする。 

（「墓地埋葬法」抜粋） 

 

本事業は，上記墓地埋葬法の規定に基づき，岡山県内の町村や宗教法人が運営する

墓地，火葬場及び納骨堂の許可を与えること及び葬祭者不明死亡人に対する事務を行

うことを目的とするものであり，法律の趣旨に合致するものであることを確認した。 
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また,財務事務の執行において問題となる点は認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の墓地，火葬場，及び納骨堂の許可実績を確認し

たところ，墓地１件，火葬場０件，納骨堂２件であった。 

また，令和２年度には葬祭者不明死亡人の取り扱いは０件であった。 

上記事業の内容は，事業目的に整合するものであり，本事業の有効性の評価をＢと

した。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本年度の予算及び決算の内容からは，事業の効率性について問題となる点は認めら

れなかったため，事業の効率性の評価をＢとした。 
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【新エネルギー・温暖化対策室所管事業】 

１ 地球温暖化対策の促進事業 

(1) クールビズ・ウォームビズ県民運動事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

省エネルギー及び地球温暖化防止のため，事業所（オフィス等）

や家庭において，冷暖房に頼り過ぎないビジネススタイル・ライフ

スタイルの一層の定着を図る「クールビズ県民運動」「ウォームビ

ス県民運動」を推進すること。 

事業内容 

(1) 「クールビズ県民運動」の推進 

5 月 1 日から 10 月 31 日の期間，冷房時の室温を 28℃で快適に過ご

せるように努め，冷房に頼り過ぎないビジネススタイル・ライフス

タイルを心掛ける県民運動を推進する。 

 

(2) 「ウォームビズ県民運動」の推進 

11 月 1 日から 3 月 31 日の期間，暖房時の室温 20℃以下で快適に過

ごせるよう，暖かい服装に努め，暖房に頼り過ぎないビジネススタ

イル・ライフスタイルを心掛ける県民運動を推進する。 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 26万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

15万 3000円 

(58%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

クールビズ・ウォームビズ県民運動事業について，エコビジョン２０２０におい

て，下記のとおり規定されている。 

記 

●ＣＯＯＬ ＣＯＩＣＥ（賢い選択）の推進 

クールビズ・ウォームビズの更なる浸透・定着をはじめ，家庭や職場で，省エネ・

低炭素型の製品・サービス・行動など，温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択＝クー

ルチョイス”が広がるよう，積極的な広報・啓発により一人ひとりのアクションを促し

ていきます。 

（「エコビジョン２０２０」５７頁抜粋） 
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本事業の目的は，「クールビズ県民運動」「ウォームビス県民運動」を推進し，エ

コビジョン２０２０に掲げられた目標を実現することにあり，事業目的はエコビジョン

２０２０の内容に合致していることを確認した。 

また,本事業の費用の支出に関して，合規性の観点から特段問題となる事項は認めら

れなかったため，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，「クールビズ県民運動」及び「ウォームビス県民運動」の推進で

あるところ，当該事業は，非常に低予算の中で実施されている。 

また，本事業は，主に啓発を目的とするものであり，事業の有効性を直接的に評価

することが困難なものであることは理解できる。 

もっとも，地方公共団体は，その事務を処理するにあたっては，住民の福祉の増進

に努めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない（地方

自治法２条１４号）とされていることから，事業の成果指標を明らかにしなければ，事

業の費用対効果を検証することはできない。 

また，事業の有効性を高めるためには，必ずしも追加的なコストをかけなくても実

施できることもある。 

現状では，過去からの事業を継続的に実施しているのみに留まっており，より有効

性の高い事業の遂行及びより広い範囲での事業促進という観点からは，問題点があると

いわざるを得ないことから有効性評価はⅮとした。 

なお，「クールビズ県民運動」，「ウォームビズ県民運動」の普及促進を目的とし

て，ポスターを１２００部作成し，市区町村やＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ参加企業に配布

しているところ，当該自治体・企業がクールビズ・ウォームビズを実施しているという

ことを訪問者に周知するだけでなく，訪問者自身にもクールビズ・ウォームビズ運動を

理解して，自社で取組んでもらうという普及促進の意味も含まれていることから，具体

的なメッセージをポスターに盛り込むことについて検討の余地があると考える。 

 

【指摘事項２－１】「クールビズ県民運動」，「ウォームビズ県民運動」についてア

ンケート調査を実施して今後の事業推進に活用する等，本事業の有効性を検証する手

段を確立すべきである。 

現在，岡山県庁で「クールビズ県民運動」，「ウォームビズ県民運動」を実施して

いるが，実際に当該運動を体験している県庁職員及び来庁者に対してのアンケート調査

は実施されていない。 

職員が実際に取り組んでみてのよかった点，改善すべき点の振り返り，及び，来庁

者がどのように感じているか，また，自社でどのように取り組むべきと感じているかに

ついてアンケート調査を実施し，今後の事業推進に活用することは有用であると思われ

る。クールビズ・ウォームビズという言葉が世間一般的にある程度浸透してきた今，現
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状維持ではなく，事業の有効性を高めること及びその対象範囲を広げることが求められ

る。 

また，本事業は，毎年同様の取組が継続的に実施されているものの，裏を返せば，

事業の有効性が検証・評価されないままとなっている。 

当該事業をよりよいものにしていくためには，本事業の有効性を評価し，次年度以

降の取組に反映させる仕組みを検討するべきである。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の予算及び積算の内容を検証したところ，事業の目的及び規模に比して非常

に低額なものとなっており，事業の効率性の観点から問題となる点は認められなかった

ため，その評価はＢとした。  
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(2) ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！推進事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

地球温暖化対策のため，脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換

え，サービスの利用，ライフスタイルの選択など温暖化対策に資す

る「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE」に連動し，県民や

事業者等各主体の温暖化防止への意識と実践がさらに広がるよう岡

山版の運動として積極的な情報発信や普及啓発等に取り組むこと。 

事業内容 

(1) 「おかやまCOOL CHOICE！サポーター」による啓発活動 

地球温暖化の問題やエコライフに関心のある県内大学生を「おか

やま COOL CHOICE！サポーター」として登録し，環境関連イベント

などの普及活動のほか，関連情報をSNS等により広く発信する。 

 

(2) 「おかやまCOOL CHOICE！宣言企業」の募集 

環境省のCOOL CHOICE 賛同団体登録制度を活用し，県を経由して

登録した企業等を「おかやま COOL CHOICE！宣言企業」として岡山

版ポスターやステッカーを提供するとともに，各社の取組等をHP等

で情報発信し，各事業者の取組の拡大を促す。 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 再エネ基金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 50万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

7万円 

(14%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の目的は，国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に連動し，県民や事業者等各 

主体の温暖化防止への意識と実践をさらに広げることにあり，前項において指摘したエ

コビジョン２０２０に掲げられた目標を実現することにある。 

本事業の費用の支出に関して，合規性の観点から特段問題となる事項は認められな

かったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！サポーター」による啓発活

動を行うとともに「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！宣言企業」の募集を行うことで

ある。 
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この点，「おかやま ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！サポーター」事業は，募集人員が

２０名に対して，募集チラシを１５００部作成しているところ，募集人員が２０名であ

る理由について，「サポーターのボランティア保険料や旅費等を措置する必要があるた

め定員を設けている」とのことであった。 

しかしながら，令和２年度は募集人員２０名に対して，令和元年からの継続申込が

１５名にすぎず，応募チラシの効果が表れているとは思われない。 

また，「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！宣言企業」事業についても，参加申し

込み時には，各社の取組状況を確認するものの，登録後は定期的な確認は行っておら

ず，取組状況が不明となっている。 

このような登録後の確認に関して質問したところ，「事業の目的はクールチョイス

の輪を県内に広めることである。参加企業を県ＨＰに掲載，企業は自社にポスター等を

掲示しＰＲすることで，その目的は達成できていると考えている。各社で取組は継続さ

れており，事業自体が形骸化する恐れはない」との説明を受けた。 

しかしながら，本事業の目的は，「地球温暖化対策のため，脱炭素社会づくりに貢

献する製品への買換え，サービスの利用，ライフスタイルの選択など温暖化対策に資す

る「賢い選択」を促す国民運動」を促すことにある以上，単に「おかやまＣＯＯＬ Ｃ

ＨＯＩＣＥ！宣言企業」として，登録するだけでは足りず，地球温暖化防止に向けたそ

の後の活動が伴わなければ地球温暖化防止の活動を促すという目的は達成できない。 

地球温暖化のための対策は，全世界において喫緊の課題であるから，真に温暖化防

止に向けた対策が取られる必要があることを考慮すると，両事業ともに，事業としての

有効性を再検討すべきと考えられることから評価はⅮとした。 

 

【意見２－１】「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！サポーター」事業の有効性を再

検討すべきである。 

本事業は，募集人員が年２０名で県内大学生に募集チラシを配布するなどして参加

を呼び掛けている。 

ただし，募集人員２０名と規模が非常に小さいところ，上記のとおり，ボランティ

ア保険料や旅費等を措置する必要性から人員を制限せざるを得ず，担当室において，募

集人数を大幅に増加させることが困難な状況にあることが窺えた。 

しかしながら，総論においても述べたとおり，岡山県は，平成３０年度豪雨災害の

被災県であり，かかる豪雨災害が地球温暖化と切り離して考えることができないことを

踏まえれば，岡山県は，率先して地球温暖化の対策に取り組むべきと思われる。 

かかる地球温暖化対策の一つである本事業においては，募集人員を２０名に限定す

る必要はなく，岡山県としてより裾野を広げるべきであると考える。 
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【指摘事項２－２】「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！サポーター」事業の広報方

法を検討すべきである。 

おかやま ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！サポーターの募集人員は，年間２０名である

が，その応募チラシは１５００部作成されている。当該チラシを県内大学に配布し，

余った部数はイベントで配布したり県の関連施設に置いてあるとのことであるが，上記

のとおり，令和２年度は募集人員２０名に対して，実に１５名が継続申込であり，チラ

シのほとんどが募集に結びついていない可能性がある。 

募集チラシをより魅力的なものにすること，募集方法，チラシの配布部数，配布場

所等について再検討すべきである。 

 

【指摘事項２－３】「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！宣言企業」事業の参加企業

について，登録後の取組状況についても定期的に確認すべきである。 

現状において，「おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！宣言企業」は，参加申込時に

取組状況を確認するものの，登録後の取組状況の確認は十分とは言い難い。 

また，参加自体も更新制ではなく，一度登録すれば，登録が取消されることもな

い。 

参加企業からすれば，当該事業に参加していることを企業のＰＲ材料にするという

メリットがあるが，現在の運用では，宣言企業の取組状況は十分に把握することができ

ず，事業自体が形骸化する恐れがある。 

以上より，登録後の取組状況についても，定期的に確認することで，より効果的な

事業になると考えられる。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の予算及び決算の内容を検証したところ，事業の目的及び規模に比して

非常に低額なものとなっていることを考慮して，本事業の効率性の評価はＢとした。 
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(3) アースキーパーメンバーシップ推進事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

「岡山県地球温暖化防止行動計画」に基づく環境負荷低減活動を通

じて，自らの環境に対する影響を認識し，その改善に向けた取組を

継続して行う県民・事業者を「アースキーパー」として募集し，会

員登録することによって，省エネ重視のエコなライフスタイルへの

転換を図ること。 

事業内容 

(1) アースキーパーメンバーシップ運営事業 

アースキーパーメンバーシップ制度の運営を行う。 

 

(2) アースキーパーメンバーシップ制度システム改修事業 

平成30年4月から，システムをリニューアルし運営を行っている

が，システムの改修時には想定されなかった課題が発生し，制度の

普及啓発や管理運営上苦慮する状況がみられることから，より使い

やすいシステムへの改修を行う。 

 

(3) アースキーパーメンバーシップ会員のつどい等開催事業 

ア 目的 

アースキーパーメンバーシップへの参加促進及び取組継続を積極

的に推進するため，会員を対象に，地球温暖化問題に関する学習機

会の提供，情報交換や交流等を行う。 

イ 概要 

会  場：岡山市内の民間施設 

募集人数：200人程度 

内  容：地球温暖化防止に関する講演等 

 

(4) 「見える化で節電」推進事業 

アースキーパーメンバーシップ会員の参加促進と省エネの取組を

促進するため，節電効果をわかりやすく確認できる省エネナビの機

器の貸出や専門診断員が各家庭の省エネ診断に基づき効果的な省エ

ネ方法をアドバイスする「うちエコ診断」により，活動の見える化

を図る。 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税※ 

エコビジョン2020目標 1万 4000人 2019年度達成状況 １万3537人 

令和２年度予算 847万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

847万 2000円 

(100%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０において，下記のとおり定められている。 

記 

●アースキーパーメンバーシップ会員の拡大 

県民・事業者をあげて地球温暖化防止活動を推進するため，自ら省エネ等による環

境負荷低減に向けた目標を定め取り組む県民・事業者をアースキーパーメンバーシッ

プ会員として募集・登録し，地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止推進

員が会員の活動を支援します。 

（「エコビジョン２０２０」５７頁抜粋） 

 

本事業の目的は，「アースキーパー」として募集し，会員登録することによって，

省エネ重視のエコなライフスタイルへの転換を図ることにあり，上記エコビジョン２

０２０の内容に適うものであることを確認した。 

その他,本事業の費用の支出に関して，財務事務の執行の合規性の観点から特段問

題となる事項は認められなかったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとし

た。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

アースキーパーメンバーシップ制度は平成１４年から募集を開始している。 

募集形態としては県民版（個人），事業所版（法人）に区分され，県民版（個人）

の会員数は，平成２４年に１０，０００人を突破し，令和２年に１万３５９１人となっ

ていることから，個人の会員数の増加は認められる。 

一方で，事業所版（法人）は平成２６年に５５２事業体から直近の令和２年の５７

６事業体と直近での増加数が明らかに鈍化している。 

監査の過程において，法人のアースキーパーメンバーシップへの登録が鈍化した理

由について確認したところ，法人については「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！推進事業」に

誘導しているため，アースキーパーメンバーシップへの登録は鈍化しているとのことで

あった。 

また，アースキーパーメンバーシップ会員は，その活動内容によってポイントが付

与される仕組みとなっているが（例：会員専用の「マイページ」にログインしたら１ポ

イント。エコ活動の取組みの投稿をしたら５ポイント等），令和２年度においてポイン

トを獲得した会員数は７７９名に過ぎなかった。 

これは，アースキーパーとして登録はしたものの，その活動は全く行っていない会

員が大多数であることが示唆されている。 

このように，本事業は，会員数の増加に主眼が置かれ，アースキーパーの環境保全

活動の普及促進という観点からは活動状況の把握が不十分であると考えられる。 
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以上の点を考慮して，本事業の有効性の評価をＣとした。 

 

【意見２－２】会員数の増加に主眼が置かれ，アースキーパーの環境保全活動の普及

促進という観点からは活動状況の把握が不十分であることから，目標設定を検討すべ

きである。 

２０２０年度の会員数が１万４０００人という目標を掲げており，かかる会員数に

よって，事業成果の検証は可能である。 

もっとも，本事業の目的は，県民に対して省エネ重視のエコなライフスタイルへの

転換を図ることにあり，県民の１人１人が省エネ重視のライフスタイルへと転換するこ

とにあるところ，会員数が増加したとしても，アースキーパーが具体的な環境保全活動

を行わなければ，上記の目的を達成できない。 

この点，当該制度は，アースキーパーとしての活動を全くしていなくてもメンバー

シップ資格は剥奪されない。 

また，アースキーパーの環境保全活動を促進するために，会員が行った活動に関連

してポイントを付与する方法を採用しているが，令和２年度に実際にポイントを付与し

た会員数は７７９名（県民版１３，５９１，事業所版５７６ 計１４，１６７）にとど

まっており，会員数の増加に伴い，アースキーパーの環境保全活動の普及促進が図られ

ているか不明である。 

会員数の増加は，客観的な数値目標として把握しやすいが，各会員の活動状況が伴

わなければ，本来の事業目的は達成されないため，会員の活動状況がより分かる仕組み

が必要であると考える。 

 

【意見２－３】アースキーパーメンバーシップの事業所版（法人会員）と「ＣＯＯＬ 

ＣＨＯＩＣＥ！推進事業」の棲み分けを検討すべきである。 

本事業において，事業所向けの広報は特になされておらず，事業者については「Ｃ

ＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！推進事業」へと誘導されているとのことであった。 

このように事業所に対しては，同様の事業が重複する事態となっていることから，

２つの事業の棲み分けについて検討すべきである。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業において，システム改修費として１１９万５０００円が計上されているが，

アースキーパーメンバーシップの平成２９年度の会員数は１万２１３６（県民版１１，

５６７，事業所版５６９）であり，その後は平成３０年度１万２３９６（県民版１１,

８２１，事業所版５７５），令和元年度１万３５３７（県民版１２,９６１，事業所版

５７６），令和２年度１万４,１６７（県民版１３,５９１，事業所版５７６）となって

いる。 

このように，会員数については，大幅な増加は見られていないことから，当該シス
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テム改修の費用対効果を確認したところ，「改修の目的はより使いやすいシステムへの

改修であり，その改修効果は，会員数の増加で図られるものではない。なお，Ｈ３０年

４月のホームページ開設後，１１４１人増加（Ｈ３０年度からＲ１年度にかけて）して

おり，過去３年間においても最も増加数が多いことから，一定の効果はあったものと考

える。」との回答を得た。 

確かに，システムの改修は，現状のシステムの改善という点において，直ちに会員

数の増加を見込めるものではないことを踏まえ，本事業の効率性の評価をＢとした。 

ただし，より使いやすいシステムへの改修という目的で公金を投入している以上，

最終的には会員数の増加を目指すべきであり，今後，システムの改修に見合った会員の

増加を目指すべきであり，今後のコストとベネフィットの観点から事前及び事後の検討

が必要である。 
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(4) 地球温暖化防止活動推進員の支援事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

地球温暖化防止対策の推進のため温暖化対策推進法に基づいて委

嘱している岡山県地球温暖化防止活動推進員の活動を支援すること

により，岡山県地球温暖化防止活動推進センターと連携した地球温

暖化防止対策の促進を図ること。 

事業内容 

(1) 推進員委嘱式の開催 

令和 2 年 4 月から委嘱する推進員を対象に委嘱状交付式を開催

し，併せて県や推進センターの事業説明，講師による講演等を実施

する。 

 

(2) 推進員相談支援の実施 

推進員への情報提供・相談，報告処理，その他連絡調整を実施す

る。 

 

(3) 推進員研修の実施 

推進員は，地球温暖化の現状及び対策の重要性について住民の理

解を深め，また，住民の求めに応じた調査と指導・助言をし，か

つ，地球温暖化防止への情報提供その他の協力を行うこととされて

おり（温暖化対策推進法37条2項），ボランティアながら上記活動

を行いうるだけの見識が求められている。 

このような推進員の資質向上を図るため，温暖化防止対策の最新

の知見の提供のほか，グループワーク等の実習や強化研修を実施す

る（実施回数：県南1回，県北1回 各 30名程度。）。 

 

(4) 温暖化防止対策啓発用資材の作成 

推進員活動が円滑に行えるよう温暖化防止啓発用資材を作成す

る。作成した資材は，他事業及び地球温暖化防止活動推進センター

独自の啓発資材等と併せ推進員からの必要量の調査や各地域でのイ

ベント等にあわせた要望等に基づき適宜，配布及び貸出しを行う。 

法令・条例・要綱等 温暖化対策推進法， 

主な財源 産廃税 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 178万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

144万 1000円 

(81%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

温暖化対策推進法は，下記のとおり，規定している。 

記 

第３７条 都道府県知事及び指定都市等の長（以下「都道府県知事等」という。）

は，地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに

地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちか

ら，地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。 

２ 地球温暖化防止活動推進員は，次に掲げる活動を行う。 

一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めるこ

と。 

二 住民に対し，その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等

のための措置について調査を行い，当該調査に基づく指導及び助言をすること。 

三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し，当該活動に関する情

報の提供その他の協力をすること。 

四 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な

協力をすること。 

（「温暖化対策推進法」３７条抜粋） 

 

本事業の目的は，岡山県地球温暖化防止活動推進員の活動を支援することにより，岡 

山県地球温暖化防止活動推進センターと連携した地球温暖化防止対策の促進を図ること

にあり，上記温暖化対策推進法の趣旨に合致することを確認した。 

 

また,本事業の費用の支出に関して，合規性の観点から特段問題となる事項は認めら

れなかったため，評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業に関連して，有効性の観点から特段問題となるような事項は認められなかっ

たため，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業に関連して，効率性の観点から特段問題となるような事項は認められなかったた

め本事業の効率性の評価をＢとした。 
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(5) 温室効果ガス算定・報告・公表制度集計分析事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

(1) 温室効果ガス算定・報告・公表制度集計分析 

県内の温室効果ガス排出事業者（特定事業者）が，自らの温室効

果ガスの排出量の削減に向けた具体的な取り組み計画を作成し，実

施するとともに，その内容を県が公表することにより，事業者の事

業活動に伴う温室効果ガス排出削減の取組を推進する。 

 

(2) 岡山県内温室効果ガス排出量の算定及び分析 

岡山県地球温暖化防止行動計画に掲げる目標の達成に向けた進捗

管理の一つとして，県内の温室効果ガス排出量を経年で把握し，そ

の要因等を分析する。 

事業内容 

(1) 温室効果ガス算定・報告・公表制度集計分析 

ア 令和2年提出分報告書及び計画書の審査 

イ 報告書提出に係る問い合わせ対応 

ウ 未提出特定事業者への提出依頼 

エ 令和2年提出分報告書の集計 

オ 令和2年提出分削減報告書内容のエクセルデータ入力作業 

カ 令和2年提出分削減報告書のPDF化 HP原稿作成作業 

キ 事業者報告用マニュアルの改訂 

ク 令和2年提出報告書の分析 

ケ 集計・分析結果の県HP公表用の原稿作成 

（ア～キまでの業務をフルタイムの会計年度任用職員を7月から10

月まで雇用し対応する。） 

 

(2) 岡山県内温室効果ガス排出量の算定及び分析 

 ア 平成 29 年度及び平成 30 年度（速報値）の岡山県内温室効果

ガス排出量の算定等 

 イ 上記算定結果の分析 

法令・条例・要綱等 岡山県地球温暖化防止行動計画，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 314万 5000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

251万 5000円 

(79%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，事業者の事業活動に伴う温室効果ガス排出削減の取組を推進するため，

温室効果ガス算定・報告・公表制度集計分析すること及び岡山県地球温暖化防止行動計

画に掲げる目標の達成に向けた進捗管理のために岡山県内温室効果ガス排出量の算定及

び分析することにある。 

この点，岡山県地球温暖化防止行動計画において，「１ 温室効果ガス排出量の現

況」として，その増減の原因が分析されている（同計画３７ページ以下）。 

また，エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

●温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による排出抑制 

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度を適切に運用し，県内の温室効果ガス大

量排出業者の削減計画及びその実績を公表するとともに，優良な排出削減事例の周知

などを通じて，事業者の自主的な温室効果ガス排出を推進します。 

（「エコビジョン２０２０」５６頁抜粋） 

 

このように，本事業は，岡山県地球温暖化防止計画を遂行する上で不可欠の事業で

あるとともにエコビジョン２０２０の目標を実現するものであり，岡山県地球温暖化防

止計画及びエコビジョン２０２０の目的に適うものであることを確認した。 

また,本事業の費用の支出に関して，合規性の観点から特段問題となる事項は認めら

れなかったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業において，岡山県内温室効果ガス排出量の算定及び分析業務を外部委託して

いる。 

この点，監査の過程において，委託の結果の内容の取扱いについて確認したとこ

ろ，委託業者が分析した結果については県としてその内容を確認のうえ，妥当性を確認

しているとのことであった。 

なお，本事業は，岡山県地球温暖化防止行動計画に掲げる目標の達成に向けた進捗

管理の一つとして，県内の温室効果ガス排出量を経年で把握し，その要因等を分析する

ものであるところ，県がこれまで行ってきた事業との関連性及び今後の事業への活用等

については触れられていないため，岡山県内温室効果ガス排出量の増減と県の施策との

関連性を報告書からは十分に把握することができない状況にある。 

このように，成果の把握について改善の余地があると思われることから，本事業の

有効性は評価をＣとした。 
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【意見２－４】温室効果ガス算定結果及び岡山県内温室効果ガス排出量の算定及び分

析結果をもとに，県の実施する事業との関連性についても分析を行うことを検討すべ

きである。 

委託業者から提出された温室効果ガスの増減分析資料には，「１世帯当たりのエネ

ルギー消費量が減少しているため」との記載がある。 

また，岡山県が実施している各事業との関連の分析は，仕様書で求められておら

ず，報告はなされない状況となっている。 

この点，１世帯当たりのエネルギー消費量が減少しているとの報告を受けたとして

も，今後岡山県としてどのようなアクションを起こすべきかの資料とすることができな

い。 

施策との関連性を分析することにより将来の事業遂行に役立てることができると思

料するが，現状の分析結果は，次へのアクションに直接結びつくものではない点が問題

であると考えるため，施策との関連性の分析についても委託内容に含めて報告を求める

ことを検討されたい。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について問題となる点は認められなかったため，本事業の効率性は

評価Ｂとした。 
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(6) 事業者の省エネ対策促進事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

岡山県地球温暖化防止行動計画に基づき，温室効果ガス排出量削減

を図るため，県内事業者が主体的に進める省エネ対策やエネルギー

管理・効率化等の取組をサポートするための専門スタッフを引き続

き配置することにより，相談支援体制を継続するとともに，現地で

の無料省エネ診断等を行う。また，事業者相互の情報交換の場やノ

ウハウ習得等スキルアップの場を提供すること。 

事業内容 

(1) 省エネ支援コーディネーター配置事業 

専門知識を持つ職員１名（嘱託職員）を県庁内に配置し，事業者

からの多様な相談に応じるとともに，電話等による省エネ取り組み

への働きかけを行い意識向上を図る。 

 

(2) 省エネ対策普及促進事業 

温室効果ガス排出量削減取組の周知と省エネへの理解の促進を図

ることを目的とする効果的な省エネ対策セミナーや事業者同士の業

種を超えた情報共有等を行うための情報交換会を開催する。また，

先進的な取り組みを行う事業所への現地視察等を実施する。 

法令・条例・要綱等 岡山県地球温暖化防止行動計画 

主な財源 再エネ基金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 900万 
令和２年度決算 

（執行率） 

618万円 

(68%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県の地域特性を生かした全県での低炭素社会の構築を目指すことを目的として， 

岡山県地球温暖化防止行動計画が策定されているところ，かかる計画において，「事業

者の取組」として，環境マネジメントシステム等の推進等を掲げている。 

本事業の目的は，岡山県地球温暖化防止行動計画を実現するため，県内事業者のため 

の専門スタッフを引き続き配置することや現地での無料省エネ診断等を行うことにあ

り，その目的は，岡山県地球温暖化防止行動計画に合致することを確認した。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，セミナー講師や専

門家に対する謝金について，規程が存在せず，各部署で都度決定している状況であっ

た。この点については，個別の事業に対する監査というよりも，岡山県として対応を検

討すべき事項であるため，この点についての監査人の考えを総論において述べている。 
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その他，財務事務の執行について問題となる点は認められなかったため，本事業の

合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業のうち，事業者の温室効果ガス排出量削減対策サポート事業は，外部委託さ

れているところ，報告書受領後，当該業務の妥当性，委託先の実施した業務の質，内容

が委託者である岡山県が意図した内容のものであるか，業務結果からして，委託した業

務の質的レベルが妥当であるかについて検討したうえで，事業を執行しているとのこと

であった。 

その他，事業の有効性において問題となる点は認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の委託料の予算のうち，出張旅費が１０９万４０００円と高額になっていた

ため，その内容を確認したところ，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症対策によ

り，オンラインを活用した結果，旅費交通費は事業者へ支出していないとのことであっ

た。 

そのため，令和２年度における本事業の効率性の評価をＢとした。 

ただし，今後も必要に応じて，出張回数を減らす，コロナ禍ではリモート対応など

により，今後も経費削減の観点が必要である。 
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(7) 住宅用省エネ・蓄エネ等設備導入促進事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 
県と市が連携して住宅用省エネ・蓄エネ等設備を導入する県民向

けの支援を行うことで，家庭の省エネルギーの加速化を図ること。 

事業内容 

県が提示する家庭の省エネ対策メニュー（住宅用省エネ・蓄エネ

等設備の導入補助）について，県民向け補助を実施する市町村への

補助を行う。 

 

① 補助対象メニュー（過去内は補助金上限額，千円） 

・ＺＥＨ※（１００）・ＨＥＭＳ※（１０）・高効率給湯器（４

０）・窓断熱（５０）・高効率照明（ＬＥＤ）（６）・蓄電池（エ

ネファームを含む。）（４０）・太陽熱温水器（２０）・太陽熱利

用システム（３０）・薪ストーブ等（３０）・電気自動車等（ＥＶ
※・ＰＨＶ※・ＦＣＶ）（１００）・Ｖ２Ｈ※（１００） 

 

② 補助額 

市町村が行う補助額の１／３（補助金上限額は上記のとおり） 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 再エネ基金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 6083万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

3851万 2000円 

(63%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の目的の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０において，下記のとおり規定されている。 

記 

●省エネルギー住宅の普及拡大 

インターネットでの情報発信等を通じ，省エネ対策（性能）の度合いなどを評価す

る住宅性能表示制度などの認知度の向上を図ることにより，省エネルギーに配慮した

住宅づくりを普及啓発します。 

 

●省エネルギー型機器等の普及拡大 

「エコパートナーシップおかやま」や「アースキーパーメンバーシップ」会員等を

通じて，太陽熱利用システムや高効率給湯器の導入，照明機器のＬＥＤ化，冷蔵庫，

エアコン等の買い替え時の省エネ型機器の積極的な選択を促すとともに，HEMS等を活
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用した家庭の消費電力の「見える化」を推進し，家庭におけるエネルギー消費量の削

減を図ります。 

（「エコビジョン２０２０」５７頁抜粋） 

 

本事業の目的は，住宅用省エネ・蓄エネ等設備を導入する県民向けの支援を行うこ

とで，家庭の省エネルギーの加速化を図ることにあり，エコビジョン２０２０に掲げ

られた目標を実現することにある。 

本事業の費用の支出に関して，合規性の観点から特段問題となる事項は認められ

なかったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

当該事業は，県民向け補助を実施する市区町村への補助という形で行われ，岡山県

としての裁量の余地はないと思われる。 

ただし，予算額は多額であることから，市区町村への補助事業であるとは言え，事

業の有効性を評価することなく予算を執行することは問題である。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＣとした。 

 

【意見２－５】当該事業の有効性をコストとベネフィットの観点から検討すべきであ

る。 

当該事業は多額の予算が付けられているものの，コストとベネフィットの観点か

ら，有効な事業なのかどうかが検討されていない。 

省エネ・蓄エネ等の設備の導入を補助すれば，省エネに効果があることは理解でき

るが，多額の予算を考えると，投入された予算に見合うだけの効果があるのか不明であ

る。 

コストとベネフィットの観点から，当該事業の有効性を検討する必要があるものの

市区町村の補助事業という点を踏まえ，意見として述べるに留める。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

有効性で指摘した問題点により，事業の効率性も十分かどうか評価出来ないことか

ら，本事業の有効性と同様の評価Ｃとした。 
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２ 新エネルギーの推進事業 

(1) おかやま新エネルギービジョン推進事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

新エネルギーの普及拡大を地球温暖化防止だけでなく，産業振興

や地域活性化にも結びつけることを目的として策定した「おかやま

新エネルギービジョン」の推進について，取組の全県への広がりと

全国に向けた情報発信等を図ること。 

事業内容 

(1) セミナー・研修会の開催 

新エネルギーの地域での導入・活用を支援し，普及拡大を図るた

め，市町村や NPO 等を対象に，新エネルギー導入にあたっての課題

の抽出や解決策の検討，先進事例の研究を行う研修会を開催する。 

また，県内外の先進的な取り組みを県民・事業者等に広く普及さ

せるためのセミナーを開催する。 

 

(2) 自然エネルギー協会への参加 

自然エネルギーの普及・拡大を図ることを目的に，賛同する34の

道府県が参加している自然エネルギー協議会への参加により，参加

団体の先進的取組事例や課題等の情報交換，情報共有を通じて，国

に対し規制改革の推進等の政策提言を行う。 

法令・条例・要綱等 おかやま新エネルギービジョン，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 139万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

86万 5000円 

(61%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

おかやま新エネルギービジョンは，重点的に進める分野として①太陽光発電，②小

水力発電，③木質バイオマスの利活用，④ＥＶ等の普及と技術開発を掲げるととも

に，今後期待される新たな視点として，①水素の利活用，②熱の有効利用，③蓄エネ

の導入を指摘している（「おかやま新エネルギービジョン」１２頁ないし１４頁）。 

また，エコビジョン２０２０は「新エネルギーの普及啓発等」として，水素社会の

実現に向けた可能性の研究と理解の促進，県民参加による発電施設設置の普及拡大，

新エネルギー産業クラスターの形成及び地域ぐるみで進めるスマートコミュニティの

推進を掲げている（エコビジョン２０２０．５５頁）。 

本事業は，「おかやま新エネルギービジョン」の推進について，取組の全県への広
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がりと全国に向けた情報発信等を図るために，セミナーを開催すること等を目的とす

るものであり，かかる目的は，おかやま新エネルギービジョン及びエコビジョン２０

２０の趣旨に適うものであることを確認した。 

また，財務事務の執行について問題となる点は認められなかったため，本事業の

合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の有効性について，特段問題点は発見されていないことから，その評価をＢと

した。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，特段問題点は発見されていないことから，その評価をＢと

した。 
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(2) 電気自動車等普及促進事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

県内のEV等普及台数は，平成29末時点で4438台（対前年度1127

台）と年々増加しているものの令和2年度の目標台数（6000台）に

対しては伸び悩んでおり，充電環境についても空白地域の存在や充

電重体といった課題が顕在化している。EVの普及は，温室効果ガス

削減の取組として有効であり，国内外が EV 化に向けて加速してい

るこの時期をとらえ，県全体として EV 等車両の普及拡大や充電器

の整備等さらなるEV環境の充実に向け取組を進める。 

事業内容 

(1) EV等の普及促進 

ア 業務用車両EV等転換支援事業 

新たに営業等に使用する業務用車両として EV 等を導入する法人

に対して，導入した EV 等の活用による普及・啓発活動の実施や利

用者アンケートへの協力を要件に，車両購入費の一部を補助する。 

また，購入費補助を活用して EV 等を購入する法人に対して，普

通充電設備やV２H充電設備の設備費用を補助する。 

イ EV等の魅力発信事業 

優れた運転性能や環境性能又は充電や外部給電等 EV 等の特性を

実感することで，EV購入の契機につなげ，EV等の普及を図るため，

試乗モニター事業を実施する。 

 

(2) 充電環境整備事業 

ア 急速充電器整備加速化事業 

法人等が行う急速充電器の整備を支援する。 

・補助対象者：市町村，公共的団体，民間法人等 

・補助率等 ：空白地域等解消事業2/3 上限300万円 

充電渋滞等解消事業1/2 上限150万円 

イ 普通充電設備設置事業 

・補助対象者：商業施設，宿泊施設（集合住宅以外は一般開放を要

件とする。） 

・補助率等 ：1/2上限18万円（20基） 

 

(3) その他 

・室優先車両（EV）リース 

・EV等関係会議，協議等への出席 

法令・条例・要綱等 おかやま新エネルギービジョン，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源，再エネ基金 

エコビジョン2020目標 6000台の導入 2019年度達成状況 5133台の導入 

令和２年度予算 5478万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

2293万 6000円 

(41%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，おかやま新エネルギービジョンにおいて，重点的に進める分野とし

てＥＶ等の普及と技術開発が掲げられている。 

また，エコビジョン２０２０において，下記のとおり規定されている。 

記 

■低公害車の導入促進 

●県公用車への低公害車の率先導入 

低公害車の県内への普及を促進するため，岡山県グリーン調達ガイドラインに基づ

き，県公用車への率先導入に努めます。 

 

●電気自動車等（ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ）の普及促進 

走行中のＣＯ２や排ガス排出の観点から，環境性能が高い電気自動車（ＥＶ）やプ

ラグインハイブリット自動車（ＰＨＶ），燃料電池自動車（ＦＣＶ）について，蓄電池

の機能に着目しながら，普及促進に取り組みます。 

（「エコビジョン２０２０」５８頁抜粋） 

 

本事業の目的は，県全体としてＥＶ等車両の普及拡大や充電器の整備等さらなるＥ

Ｖ環境の充実に向け取組を進めることにあり，エコビジョン２０２０に掲げられた目標

を実現するものであり，本事業について法令上の根拠を確認することができた。 

また，本事業の財務事務の執行について，合規性の観点から特段問題となる事項は

認められなかったため，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０（Ｐ５８）に「岡山県グリーン調達ガイドラインに基づき，

県公用車への率先導入に努めます。」と記載され，実際に３０台のＥＶ車を公用車とし

て導入している。 

しかしながら，監査の過程において，ＥＶ車の利用状況を確認したところ，ＥＶ車

以外の一般車に優先して使用するなどの取り決めもなく，その利用実績は必ずしも高い

ものではなかった（ただし，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症流行下において

出張が減少し，公用車を利用する機会が減少したことによるものである。）。 

この点，ＥＶ車を導入するだけでは当然のことながら効果はなく，３０台のＥＶ車

を有効活用して初めて普及促進が図られるのであるから，岡山県としても，率先してＥ

Ｖ車を利用していることを対外的に示す必要がある。 

さらに，普及促進活動として，試乗モニター事業を実施しているが，当該事業の有

効性が評価されていないことや試乗モニターからのアンケートを取り忘れている事案も

発見されている。 
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以上を踏まえ，本事業の有効性の評価をⅮとした。 

 

【指摘事項２－４】公用車として導入しているＥＶ車について，一般車に優先して利

用する仕組みを検討すべきである。 

県公用車への導入により，普及促進に努める目的でＥＶ車３０台を保有している

が，一般車に優先して利用するなどの取り決めはなく，利用実績は高くない。 

予算を投じて，保有するだけでは普及効果は得られず，ＥＶ車を公道で走らせて初

めて普及効果があることから，岡山県として一般車に優先して利用する仕組みを検討す

べきである。 

例えば，公用車としてＥＶ車を利用する県職員に対してアンケート調査を実施し，

利用促進の方策を検討することが考えられる。 

 

【意見２－６】県の職員が公用車としてのＥＶ車を利用した際のアンケート調査を実

施し，当該内容を公表することを検討すべきである。 

現状では，試乗モニターなど外部人員を使った啓発活動は行っているが，県職員が

公用車としてのＥＶ車を使ったうえでのアンケートは実施されていない。 

公用車としてのＥＶ車を取得するのみでは，普及効果はなく，それをどのように活

用するか，また活用した結果，どのようなメリット・デメリットがあるかという情報を

公開することで初めて，保有資産を有効活用したことになると考えられる。 

追加的なコスト不要で実施できることであり，是非，検討していただきたい。 

 

【指摘事項２－５】試乗モニター事業における効果の検証について，より適切な方法

を検討すべきである。 

ＥＶ車の魅力発信事業として，試乗モニター事業を実施している。 

当該事業は，一般モニターとして県民に一定期間試乗していただき，充電や外部給

電機能などその特性を実感し，ＳＮＳ等で発信してもらう事業及び著名人をモニターと

して同様にＳＮＳ等で発信してもらう事業である。 

一般モニター，著名人モニターともに発信効果は少なからずあるものの，実際のＥ

Ｖ車の購入という効果の測定までは行われておらず，支出に見合う効果があるのか判断

出来ない（確かに，ＥＶ車の価格等を考慮すれば，啓発効果によってＥＶ車の販売台数

が増加するというものではないことは理解できるものの，成果の指標がなければ事業効

果が測定できないことから，最小の経費で最大の効果が生じているかを検証するうえで

より適切な成果目標の設定が不可欠である。）。 

また，アンケートを取り忘れた場合，当該事業の目的は達成されておらず，取り忘

れたまま放置されていることは問題であることから，改善を検討されたい。 
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【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

試乗モニター事業として著名人モニターを使って普及活動を実施しているが，事業

の有効性の検証が不十分であるため支出に見合う効果があったといえるのか一見して明

らかではない。 

これらの点を考慮して，本事業の効率性は評価Ｃとした。 

 

【意見２－７】試乗モニター事業として，著名人モニター７名を選定し，ＳＮＳ等で

発信してもらっているが，支出に見合う効果について一見して明らかでないことから

事業の実施方法について検討すべきである。 

著名人モニターには，県内民放５局のアナウンサー各１名及び地元プロスポーツ

チームを選定しており，合計で４５０万円の支出となっている。 

２週間試乗をするとともに，テレビ・ラジオ，ＳＮＳ等で積極的に発信してもらう

ものであるが，現実として，著名人のＳＮＳ等のアクセス数は必ずしも高いとはいえな

い（「いいね」がなされたのが２０件台から多くて６００件である。）。 

本事業の有効性を否定するものではないが，上記の成果と執行された予算額を考慮

すれば，改善の余地があると思われることから，事業の実施方法を工夫すべきであると

考える。 
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(3) スマートコミュニティ形成支援事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

おかやま新エネルギービジョンに基づき，地域の自然や資源を生

かした新エネルギーの導入を推進していく必要がある。 

また，固定価格買取制度の期間が終了するのを機に蓄電池，特に

EVの蓄電機能と外部給電機能に着目し，再生可能エネルギー電源を

自家用消費に有効活用し，地域における平時での分散型エネルギー

を活用した仕組みの構築と災害時における非常用電源の確保等に取

組む市町村を支援することにより，地球温暖化対策（温室効果ガス

排出削減）のみならず，それぞれの地域の課題解決につなげること

も重要である。 

こうしたことから，意欲ある市町村による地域に根差した「ス

マートコミュニティ」形成の取組が進むよう，またそれら先進的な

取り組みが他の地域にも波及するよう県として支援すること。 

事業内容 

地域の特性や資源を生かした新エネルギーの導入等により，創エ

ネや省エネ，蓄エネを進めエネルギー利用の効率化やエネルギー自

給を目指す市町村を対象に「スマートコミュニティ形成支援事業補

助金」により支援を行う。 

 

補助率：１/2 

補助額：上限500万円 

法令・条例・要綱等 おかやま新エネルギービジョン，エコビジョン２０２０ 

主な財源 再エネ基金 

エコビジョン2020目標 地域の数 10 2019年度達成状況 地域の数 9 

令和２年度予算 1500万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 

 

 

おかやま新エネルギービジョンにおいて「２ 目標達成のための施策」として，

「（２）地域資源を生かした施策」，「①地域ぐるみで進めるスマートコミュニティ

の推進」があげられている。 

また，エコビジョン２０２０において，下記のとおり規定されている。 

記 

●地域ぐるみで進めるスマートコミュニティの推進 

地域にある自然や資源を有効に活用した新エネルギーの導入等による創エネや蓄エ

ネを進め，エネルギー利用の効率化やエネルギー自給率を高めるスマートコミュニティ
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の実現を目指す，意欲ある市町村の取組を拡げていきます。 

（「エコビジョン２０２０」５５頁抜粋） 

 

本事業は，「スマートコミュニティ」形成の取組が進むよう，またそれら先進的な

取り組みが他の地域にも波及するよう県として支援することにあり，上記のおかやま新

エネルギービジョン及びエコビジョン２０２０の趣旨を全うするものである。 

なお，令和２年度は，採択を見込んでいた地域での取組が事業性を確認する過程

で，実施されなかったため，補助金の支給はなく，財務事務の執行がなかったことから

監査の対象とはしていない（なお，平成２７年度は対象地域の数が３であったものが，

令和２年度には９まで増加しており，対象地域が増加している。）。 
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３ 環境マネジメントの促進 

(1) 環境マネジメント推進事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

岡山県が消費者，事業者として率先的に環境負荷の低減を図るた

め，本県独自の「岡山環境マネジメントシステム（EMS）」を運用

すること。 

事業内容 

(1) EMSの運用 

各部局の環境配慮行動の進捗状況を把握する。 

 

(2) 外部評価委員会の開催 

県内有識者等を評価委員会として委嘱し，EMS の運用状況等につ

いての評価や意見の聴取を行う。 

 

(3) 研修 

制度の周知や環境リスクに関する知識習得のため，EMS 担当者及

び環境リスクの高い事務担当者研修を行う。 

 

(4) 集中自転車の管理 

県職員に近距離出張用の自転車を貸し出す。 

法令・条例・要綱等 岡山県環境方針，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税 

エコビジョン2020目標 － 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 41万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

19万円 

(46%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県の環境方針は，基本理念として，「本県独自の環境マネジメントシステムに

より，職員一人ひとりの力を結集して環境にやさしい行政運営を徹底し，環境の保全と

創造の総合的推進の中で，岡山県としての役割が十分発揮できるよう努めます。」とし

て，環境マネジメントシステムを踏まえた行政運営を行うことを明らかにしている。 

本事業の目的は，岡山県が消費者，事業者として率先的に環境負荷の低減を図るた

め，本県独自の「岡山環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）」を運用することにあり，

かかる目的は，環境方針が環境マネジメントシステムを活用して，岡山県の行政運営を

行うことを企図している環境方針に合致することを確認した。 

本事業の費用の支出に関して，合規性の観点から特段問題となる事項は認められな

かったため，評価をＢとした。 
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【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の運用，外部評価委員会の

開催，研修の開催及び集中自転車の管理である。 

監査の過程において，外部評価委員会の結果記録書を確認したところ，外部評価委

員会結果記録書は，１頁であって簡素なものであった。 

この点，外部評価委員会は，県内有識者等を評価委員会として委嘱し，ＥＭＳの運

用状況等についての評価や意見の聴取を行う手続きであって，その会議は充実すること

が望ましいうえに，県の取組状況を把握するためには評議の内容は可及的に県民に開示

されるべきである。 

このように，本事業において改善の余地が認められることから，本事業の有効性の

評価をＣとした。 

 

【意見２－８】外部評価委員会の報告書の内容を充実させることを検討すべきであ

る。 

本事業は，岡山県が消費者，事業者として率先的に環境負荷の低減を図るため，本

県独自の「岡山環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）」を運用することを目的としてお

り，かかる目的を達成するため，県内有識者等を評価委員会として委嘱し，ＥＭＳの運

用状況等についての評価や意見の聴取を行うものであるが，前記のとおり，外部評価委

員会の結果記録書は，簡素なものとなっている。 

この点，議事録の分量をもって評価委員会の存在意義が左右されるものではないも

のの，岡山県は，委員に対し，日当と旅費を支給して，委員からの意見をいただいてい

る立場である。 

このような点を踏まえると，全ての外部評価委員から意見をいただいたうえで，そ

の意見を可及的に結果記録書に反映させることで，岡山県の環境マネジメントシステム

の取組状況について県民に明らかにすることを検討すべきである。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の外部評価委員会の予算として，５万円が計上されていたものの，実際の開

催場所は，県庁の施設であったとのことであり，上記５万円は執行されていないとのこ

とであった。 

これらの点を考慮して事業の効率性の評価をＢとした。  
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(2) エコアクション２１認証取得支援事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

岡山県は，「岡山県地球温暖化防止行動計画」に温室効果ガス排

出削減の目標を掲げ，県を挙げた取組を進めているが，県内事業者

による温室効果ガスの排出量は一部増加しており，削減には小規模

事業者も含めた全ての事業者の取組が不可欠である。 

一方で小規模事業者は，体制，人員に余裕がなくノウハウや技術

も不足している等，取組を進めるうえでの課題が多い。 

こうした状況を踏まえ，中小企業者を対象に，環境マネジメント

システムである「エコアクション２１」の導入を支援し，排出削減

に向けた中小事業者の主体的な取組を促進すること。 

事業内容 

(1) 中小企業の「エコアクション 21」認証取得を技術・資金面で

支援 

エコアクション21認証取得に係る必要な経費の一部を補助する。 

補助額：定額10万円×20社 

 

(2) エコアクション21認証取得研修会の実施 

エコアクション 21 認証取得を目指す事業者を対象に専門の指導

員による研修会を開催し，認証取得を支援する。 

法令・条例・要綱等 岡山県地球温暖化防止行動計画 

主な財源 産廃税 

エコビジョン2020目標 
エコアクション登

録事業者数200 
2019年度達成状況 

エコアクション登録

事業者数111 

令和２年度予算 200万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

25万 2000円 

(12.6%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境マネジメントシステムに関する環境方針及びエコビジョン２０２０の規定は，前 

項「環境マネジメントシステム推進事業」において指摘したとおりである。 

本事業の目的は，中小企業者を対象に，環境マネジメントシステムである「エコアク 

ション２１」の導入を支援し，排出削減に向けた中小事業者の主体的な取組を促進する

ことにあり，環境方針及びエコビジョン２０２０の趣旨に合致するものである。 

このように，本事業の法令上の根拠を確認することができた。 

また，本事業の費用の支出に関して，合規性の観点から特段問題となる事項は認め

られなかったため，本事業の合規性の評価をＢとした。 
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【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，中小企業の「エコアクション２１」認証取得を支援するため，エ

コアクション２１認証取得に係る必要な経費の一部を補助するとともに，エコアクショ

ン２１認証取得研修会の実施するものであり，目的達成のための事業内容といえる（な

お，令和２年度の研修の実施回数は４回であった。）。 

もっとも，監査の過程において，平成３０年度から令和２年度までの岡山県下のエ

コアクションを取得した事業者数の把握方法等を確認したところ「補助実績となる取得

事業者数を含めた総取得状況については，エコアクション２１地域事務局（岡山県環境

保全事業団）が把握しており，会議等で報告を受けるなど，県としても承知していると

ころである。」との回答を得た。 

このように，エコアクション２１取得事業者数を把握することで事業の有効性を検

証しているとのことであった。 

また，本事業の有効性について，その他問題となる点は認められなかったため，そ

の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，特に問題となる点は認められなかったため，その評価を

Ｂとした。  
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４ 環境学習の推進事業 

(1) 協働による環境学習推進事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

環境問題は，ごみ処理や景観など身近な問題から地球環境問題に

至るまで非常に幅広く複雑多岐にわたっている。こうした問題を解

決していくためには，行政や企業の取組だけではなく，一人ひとり

の参加と多様な主体の協働により，自然環境の保全や地位における

より良い環境の創造に向けた取組を着実に進めていくことが何より

重要である。このため，県民により身近な NPO など環境団体同士が

情報交換をする場を設け，関係団体が連携して行う環境学習につい

て支援する仕組みを構築し，行政と NPO 等との協働による環境学習

を推進する。 

事業内容 

(1) 岡山県環境学習協働推進広場の運営 

各団体間のネットワーク化を図るとともに，環境 NPO 等が常時情

報交換できる場として平成20年に設置した広場の運営を継続する。 

 

(2) 環境学習出前講座の実施 

環境教育活動を展開している広場参加団体が，その保有するノウ

ハウや得意分野のプログラムを持ち寄り，移動環境学習車を活用し

ながら，広く県民等を対象とした環境学習出前講座を実施する。 

 

(3) 環境学習指導者の育成・発掘事業 

環境学習出前講座の質の向上と新規指導者の確保のため，指導者

のさらなるレベルアップを図る研修を実施するとともに，ベテラン

指導者のノウハウの継承及び次世代の指導者の発掘，育成を行う。 

 

(4) 「おかやま環境教育ミーティング」の実施 

環境教育や環境保全活動等に関心のある県民，NPO，企業，学校

教育・行政関係者環境学習施設関係者等が広く参集する「おかやま

環境教育ミーティング」を実施する。 

 

(5) 環境学習拠点整備 

移動環境学習車の法定点検等を行い，出前講座等において移動環

境学習者を活用できる体制を整備する。 

法令・条例・要綱等 環境基本条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2285万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

2073万 5000円 

(90%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境基本条例１８条は，環境の保全に関する教育及び学習の進行等について，県民

が環境の保全について理解を深めるとともに，環境保全に関する活動を行う意欲が増進

されるようにするための必要な措置を講ずるものとする旨を規定しており，これを受け

て，エコビジョン２０２０において，協働による環境学習推進事業について，下記のと

おり，規定されている。 

記 

■協働で取り組む体制の充実 

●環境学習協働推進広場場の活動推進 

環境ＮＰＯ等の団体や学校，企業，行政等様々な主体で構成する環境学習協働推進

広場において，環境学習に係る意見交換等をすすめながら，相互の連携を深め，それぞ

れの取組を高めるとともに，環境学習出前講座など共同で取り組む活動の推進に努めま

す。 

●環境学習指導者の育成 

地域社会において環境学習を担う人材を育成するため，ＮＰＯ等環境団体，事業

者，大学などとの協働による研修事業等を実施するとともに，育成した人材や専門的知

識を有する人材等が，地域や学校において広く積極的に活用されるよう，必要な情報提

供や体制づくりに努めます。 

（「エコビジョン２０２０」７６頁抜粋） 

 

本事業の目的は，ＮＰＯなど環境団体同士が情報交換をする場を設け，関係団体が

連携して行う環境学習について支援する仕組みを構築し，行政とＮＰＯ等との協働によ

る環境学習を推進することにあり，上記エコビジョン２０２０の目的に合致することを

確認した。 

本事業のうち，ネットワークづくり推進事業，環境学習出前講座事業，環境学習指

導者の育成・発掘事業及びおかやま環境教育ミーティング事業は，委託されているとこ

ろ，その形式は公募方式の随意契約（委託先：岡山県環境保全事業団，委託金額：２２

５５万４１０円。ただし，おかやま環境教育ミーティング事業は新型コロナウイルス感

染症の影響で中止となったため，契約金額は２０６０万９６１８円に減額されてい

る。）である。 

この点，随意契約とされている理由は，本事業の遂行にあたっては「広場を安定・

継続的に運営するための事務局機能と拠点施設，常勤スタッフを有し，かつ様々な環境

分野に関する県内ＮＰＯ等環境団体との連携，各種調整や環境学習事業提案のとりまと

め，環境学習出前講座とその指導者養成等を確実に実施するための実績や専門知識・ノ

ウハウを有する者を契約の相手方とする必要があり，岡山県環境保全事業団は上記の能

力を有する県内唯一の団体であるため」とされている。 
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なお，公募型が採用された理由は，「県が把握していない他の者で本業務を遂行で

きるものがいないとは断定できないため，契約の相手方の有無を確認する目的で，参加

意思のあるものからの提案書等の提出を招聘するべく公募する。」とされている。 

また，予定価格の設定については，詳細な支出計画書に基づいて積算されている。 

なお，本事業の委託業務に係る見積書は１通しか確認できなかったものの，公募の

方式による随意契約において，入札者も 1 者であったという事情によるものであり，

「契約内容の特殊性により，相手方が特定されるとき。」（会計要綱）に当たるといえ

る。 

以上のとおり，本事業の財務事務の合規性について問題となる点は認められなかっ

たことから，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，岡山県環境学習協働推進広場の運営，環境学習出前講座の実施，

環境学習指導者の育成・発掘事業，おかやま環境教育ミーティングの実施及び環境学習

拠点整備である。 

この点，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影響でおかやま環境教育ミー

ティングの開催は中止されたものの，その余の事業は実施されていることを確認した。 

ただし，環境学習出前講座における成果については，講師，学校及び生徒からのア

ンケート等による検証が可能であると思われる。 

環境学習講座は，学生等若い世代に対して環境の保全について理解を深めるうえで

非常に有意義な事業であることから，その成果を残すことは事業を継続するうえで重要

である。 

また，本事業の成果を検証するためには，講師，学校及び生徒に対するアンケート

が有効であると思われるところ，出前講座において，個別にアンケートが実施されてお

り，その後の運営に生かされているとのことであった。 

その他，本事業の有効性について問題となる点は認められなかったため，その評価

をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，特段問題となる事項は認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 
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(2) 環境学習エコツアー事業 

【概要】  担当部署 
新エネルギー・温暖

化対策室 

事業目的 

今日の環境問題の多くが日常生活等に起因しており，県民一人ひ

とりが原因者であると同時にその影響を受けることから，その解決

のためには，環境問題の正しい理解と環境保全意識の醸成のための

環境教育，環境学習を進めていく必要がある。 

特に，21世紀の本県の環境保全を担う青年や児童等を対象に工夫

を凝らした環境学習の機会の提供が不可欠である。 

環境保全意識の高揚，普及啓発を図るには，環境問題を身近な問

題ととらえ，現実の施設等に接することが必要である。 

このため，資源循環を推進している先進的企業や廃棄物処理施設

等の環境関連施設等を実際に見学し，知識だけでの学習ではなく，

現場を体験する環境学習エコツアー（日帰り）を行うことで，特に

若い世代の意識高揚，普及啓発を図る。 

事業内容 

【環境学習エコツアーの概要】 

１ 対象 

小中学校，地域の子供会，町内会等の団体，個人 

 

２ 募集 

県，市町村教育委員会，各種団体等を通じて募集 

 

３ 事業の種類 

ア 学校・各種団体エコツアー 

関係施設（循環資源利用企業，廃棄物処理施設等）を1か

所以上見学体験するか，又は「瀬戸内海の魅力発見コー

ス」若しくは「森林環境学習コース」を選択する日帰りバ

スツアーの参加を受け付け，バスの手配等コーディネート

及びツアーを実施する。 

イ 一般個人参加エコツアー 

標準的な環境学習ツアープラン（年3回程度）を企画し， 

主に小学校 4～6 年生のターゲットを広く募集し参加者を受

け付け，ツアーを実施する。 

法令・条例・要綱等 環境基本条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税（1065万 5500円），森税（99万 1000円） 

エコビジョン2020目標 参加者6万人 2019年度達成状況 参加者5万 6565人 

令和２年度予算 1164万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

517万円 

(44%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境学習に関する環境基本条例及びエコビジョン２０２０の規定内容は前項におい

て指摘したとおりである。 

本事業は，環境学習エコツアー（日帰り）を行うことで，若い世代の環境保全に対

する意識高揚，普及啓発を図ることにあり，その目的は環境基本条例及びエコビジョン

２０２０の趣旨に適うものである。 

このように，本事業については，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業は，委託によって運営されている

ところ，その形式は技術提案方式の随意契約である（委託先：株式会社ＪＴＢ岡山支

社，委託金額：５１６万９６７７円。なお，当初の委託金額は１１５８万５６４０円で

あったが，変更契約の締結により委託金額は５１６万９６７７円となったものであ

る）。 

この点，契約方式について特段問題となる点は認められなかったため，本事業の財

務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，環境学習エコツアーを実施することにあるが，平成２９年から令

和元年度の一般個人参加エコツアーの参加者は，平成２９年度１００名，平成３０年度

６４名，令和元年度８０名であった（なお，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症

の影響で一般個人向けのツアーは実施されなかったとのことである。）。 

また，令和元年度の学校・各種団体エコツアーは２６３９名，令和２年度は８０６

名の参加があった。このように，エコツアーについて一定数の参加が認められる。 

エコツアーにあたってはアンケートが実施されているとのことであり，成果の検証

もなされているとのことである。これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢと

した。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業において，令和元年度は，一般個人参加エコツアーのチラシが５万２０００

部作成されているところ，その理由について，県内の小学３年から６年生に一人一枚ず

つ配布するために必要であるとのことであった（なお，令和２年度は，個人向けのツ

アーを実施しておらず，チラシの印刷をしていないとのことであった。）。 

この点，一般的なチラシの効果は０．０１％から０．３％とされているところ，個

人参加エコツアーの令和元年度の参加者は，前記のとおり８０名であって，チラシの反

応率は概ね０．１％であり，計上された費用が過大であるとの事実は認められない。 

その他，事業の効率性の点において問題となる点は認められなかった。これらの点

を考慮して，本事業の効率性の評価をＢとした。  
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【環境管理課所管事業】 

１ 水質保全対策事業 

(1) 水質保全行政運営事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

(1) 発生負荷量管理調査 

環境基準を確保するため，昭和 54 年，瀬戸内海の汚濁負荷量を

全体的に削減する制度が開始され，工場排水の総量規制を行うとと

もに，国の方針に沿って県総量削減計画を策定し，目標達成のため

に各種施策を実施している。現在，第８次総量削減計画における目

標量の達成状況を毎年把握し，県としての進行管理に努めるととも

に環境省に報告する。 

 

(2) 各種講習会参加 

水質保全行政に携わる職員の研修実施や各種協議会参加によっ

て，各職員の知識・技術の習得や水環境に係る情報の収集・動向の

把握等を図り，水質保全行政を推進する。 

法令・条例・要綱等 
水質汚濁防止法４条の３，瀬戸内海環境保全特別措置法１２条の３

第２項，第８次総量削減計画，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
COD： 32，窒素：

37，りん：1.9 
2019年度達成状況 

COD：32，窒素：37，

りん：1.9 

令和２年度予算 51万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

本項の(1)から(9)ま

での決算3369万

7000円（予算額は

3709万 4000円であ

り，執行率は

（90.8%）） 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，水質汚濁防止法第４条の３及び瀬戸内海環境保全特別措置法第１２条の

３第２項の規定により定められた「第８次岡山県水質総量削減計画」に基づき，瀬戸内

海の汚濁負荷量を全体的に削減することを目的とするものである。 

この点，第８次岡山県水質総量削減計画は下記のとおり，目標を定めている。 

記 

１ 削減の目標 

平成３１年度を目標年度とする発生源別の削減目標量は，次のとおりとする。 
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(1) 化学的酸素要求量について 

表１ 発生源別の削減目標量 削減目標量（トン／日） 

 削減目標（トン／日） 
参考：平成２６年度における量 

（トン／日） 

生 活 排 水 14 16 

産 業 排 水 12 12 

そ の 他 6 6 

合  計 32 34 

(2) 窒素含有量について 

表２ 発生源別の削減目標量 削減目標量（トン／日） 

 削減目標（トン／日） 
参考：平成２６年度における量 

（トン／日） 

生 活 排 水 9 9 

産 業 排 水 7 7 

そ の 他 21 21 

合  計 37 37 

(3) りん含有量について 

表３ 発生源別の削減目標量 削減目標量（トン／日） 

 削減目標（トン／日） 
参考：平成２６年度における量 

（トン／日） 

生 活 排 水 0.8 0.9 

産 業 排 水 0.6 0.6 

そ の 他 0.5 0.5 

合  計 1.9 2.0 

以上（第８次岡山県水質総量削減計画１頁抜粋） 

 

また，第８次岡山県水質総量削減計画は，教育等について下記のとおり規定してい

る。 

記 

(5) 教育，啓発等 

本計画をより効果的に推進するには，関係市町村，事業者及び県民の理解と協力が

必要である。このため，本計画の趣旨及び内容について，県の広報紙，ホームページ等

により，正しい理解を求め，協力体制の強化を図る。 

事業者に対しては，団体が実施する研修会等を通じ，本計画の趣旨及び内容の周知

徹底に努め，総量規制基準の遵守及び汚濁負荷量の削減のための努力と協力を要請す
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る。 

県民に対しては，家庭でできる浄化対策の実践等に努めるよう啓発等を行うととも

に，児童，生徒等に対しては，学校教育の中でも，水質保全に対する正しい知識が得ら

れるよう，水質保全意識の普及，啓発に努める。 

 

(6) 調査研究体制の整備 

本計画の目標を達成するため，必要な調査研究の充実に努める。 

以上（第８次岡山県水質総量削減計画４頁抜粋） 

 

本事業は，第８次岡山県水質総量削減計画に定められた目標数値の達成状況を把握

することを目的としており，第８次岡山県水質総量削減計画の遂行に当たっては不可欠

の事業である。 

また，上記のとおり，第８次岡山県水質総量削減計画において，教育・啓発及び調

査研究体制の整備が目的として掲げられており，各種講習会の参加は，かかる目的の達

成に資するものであるといえる。 

このように，本事業の法令上の根拠を確認することができた。 

また，財務事務の執行についてであるが，令和２年度の本事業に係る財務事務とし

て３３万８０２円が計上されているところ，かかる財務事務について合規性の観点から

特段問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において平成３１年度に実施された達成状況の結果を確認したところ，

上記のとおり実績値はＣＯＤ：３２，窒素：３７，りん：１．９であって，計画値の総

量削減に成功している。 

その他，事業の執行について特段の問題点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

なお，第８次岡山県水質総量削減計画の期間は平成３１年度までであり，新たな総

量削減計画が策定される必要がある。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，その評価をＢとした。 
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(2) 特定施設の届出受理・立入検査指導事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

水質汚濁防止法に基づいて届出がなされた（有害物質）特定施設

及び有害物質貯蔵指定施設については，厳正な書類審査を行うとと

もに立入検査を実施し，届出内容との整合を確認する。特に，有害

物質使用特定施設等については，地下水汚染の未然防止のため構造

基準の遵守等が義務づけられており，構造基準等の遵守状況を確認

する。 

また，届出内容の確認のため，立入検査により排水の採水・分析

を行う。 

さらに，総量規制基準が適用される事業場については，汚濁負荷

量測定手法のチェックや汚水処理施設の維持管理状況等を重点的に

監視する。 

法令・条例・要綱等 水質汚濁防止法５条１項，環境負荷低減条例 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 34万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，（有害物質）特定施設及び有害物質貯蔵指定施設については，厳正な書

類審査を行うとともに立入検査を実施し，届出内容との整合を確認することを目的とす

るものである。 

この点，水質汚濁防止法項及び環境負荷低減条例は，工場又は事業場から地下に有

害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を浸透させる者は，有害物質使用特定施設を

設置しようとするときは，一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない旨を定

めており（水質汚濁防止法５条１項，２項及び環境負荷低減条例５４条），本事業はか

かる法律及び条令の内容を執行することを目的とするものである。 

このように，本事業の目的は，法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，令和２年度の本事業に係る財務事務の執

行において，有害物質の分析は，岡山県環境保健センターで実施しており，その費用に

ついては需用費として計上しているとのことであった。 

監査の過程において，事業の一部を外部委託ではなく，岡山県環境保健センターで

実施している理由について確認したところ，環境保健センターは，あくまでも県の依頼

を受けて分析・助言を行っており，外部に委託するよりも融通が効くこと，県民局や市
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町村に対する指導等を行う必要があることから，県としてもその能力が必要となるこ

と，外部委託の場合は，同一業者に継続的に委託できるか不透明な点があり，データを

継続的に確保できない恐れがあること，岡山県においてノウハウの蓄積をすべきである

こと，機密性の高い情報であること等を総合考慮して，岡山県環境保健センターで分析

を実施しているとのことであった。 

ただし，機材のコストや分析費との兼ね合い等から，外部に委託するか否かについ

ては環境保健センターの意見も聞きながら，県の方で決定しているとのことであった。 

このように岡山県環境保健センターで実施することについて合理性が認められる。

その他，財務事務の執行について特に問題となる点は認められなかった。 

以上の点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において令和２年度の特定施設設置届及び変更届並びに立入検査の件数

を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

・設置届            ４１件 

・変更届             ７件 

・立入検査数         ３５５件 

以上 

監査の過程において令和２年度の総量規制適用事業場数を確認したところ，３１５

件であった。 

また，本事業に関しては，立入検査に関するマニュアルも策定され，水質汚濁防止

法に基づく立入検査のより一層の重点化・効率化が図られていた。 

そして，本事業に関しては，立入検査について，過去５年間の平均届出の約半数に

ついて立入検査を実施し，そのうち約１割（４件，有害項目については必要に応じて１

件）について水質検査を実施されているところ，これは，現状，人員が限られているこ

とから，基本的に「排水基準が適用される事業場」や「有害物質使用特定事業場」へ優

先的に立入を行うとともに，提出される各届出には現地確認の必要がない軽微な変更な

場合も多いことから，現地確認が必要な届出があった事業場に優先的に立入を行ってい

るためである。 

本事業は，法律及び条例に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，その評価をＢとした。 
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(3) 排水基準監視事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

水質汚濁防止法が適用されている事業場のうち，国が定める排水

基準（一律排水基準）及び県が定める排水基準（上乗せ排水基準）

が適用されている事業場については，各県民局が排水基準の遵守状

況を確認するため，各年度に策定する発生源監視計画に基づいて調

査を行うこと。 

事業内容 

○対象事業場 

水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施

設を設置する2,631事業場のうち，上記排水基準が適用される922事

業場を採水検査の対象とする。 

○分析項目（岡山県環境保健センターにて分析） 

 採水検査により実施する分析項目は以下のとおり。 

・[一般項目]・・・pH, BOD, COD, SS, 大腸菌群数, T-N, T-P 

・[特殊項目]・・・油分, ﾌｪﾉｰﾙ, 銅, 亜鉛, 鉄, ﾏﾝｶﾞﾝ, 全ｸﾛﾑ 

・[有害項目]・・・重金属類（ｼｱﾝ, ｶﾄﾞﾐｳﾑ, 鉛, 砒素, 6価ｸﾛﾑ, 水

銀, ｾﾚﾝ, ﾌｯ素, ﾎｳ素, ｱﾝﾓﾆｱ, ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物, 

亜硝酸性窒素, 硝酸性窒素） 

         VOC（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ, ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ, 四塩化炭素, ｼﾞｸ

ﾛﾛﾒﾀﾝ, 1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ, 1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ, 1･1･2-ﾄ

ﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ, 1･1･-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ, ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ, 

1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ, ﾍﾞﾝｾﾞﾝ, 1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ） 

         農薬類（ﾁｳﾗﾑ, ｼﾏｼﾞﾝ, ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ） 

         PCB 

法令・条例・要綱等 
水質汚濁防止法３条１項，排水基準を定める省令別表第１，第２，

瀬戸内海環境保全特別措置法，環境負荷低減条例５３条，別表７ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン 2020 目

標 
なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 765万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，水質汚濁防止法３条１項，排水基準を定める省令別表第１及び第２，瀬

戸内海環境保全特別措置法並びに環境負荷低減条例５３条及び別表７に基づき，国が定

める排水基準（一律排水基準）及び県が定める排水基準（上乗せ排水基準）が適用され

ている事業場については，各県民局が排水基準の遵守状況を確認するため，各年度に策
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定する発生源監視計画に基づいて調査を行うことを目的とするものであり，その目的

は，法令等の趣旨に適合するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

また，本事業の執行のうち，分析については，岡山県環境保健センターで実施され

ているところ，環境保健センターで実施することについて，合理性は認められる。 

また，監査の過程において，本事業のように分析費が５００万円を超過するような

場合における費用対効果の検討について確認したところ，「環境保健センターでの費用

は，当該センターにおいて分析に要する試薬等の購入に充てられるもので人件費等は含

まれておらず，したがって，当然に外部業者へ委託する場合と比べると安価となる」た

め，外部委託業者の見積と比較する必要はないとのことであった。 

このように，岡山県環境保健センターで分析を実施していることは，費用対効果の

点も検討されているとのことであった。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

ただし，委託費用が１００万円を超過する等高額となる場合には，常に価格の相当

性を客観的に明らかにするため，委託の段階で価格の相当性を検証することが望まし

い。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において令和２年度の監視結果を確認したところ，下記のとおりであっ

た。 

記 

・延べ検査事業場数      ３３１件 

・延べ違反事業場数       １９件 

以上 

本事業は，法律及び条例に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の効率性について，財務事務の合規性において記載した点を除

いて，問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとした。 
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(4) 環境負荷低減条例施行事業（特定施設の届出受理・立入検査指導事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

 環境負荷低減条例に基づいて届出がされたものについて書類審査

を行うとともに，立入検査を実施して，届出の内容が適正かどうか

確認し，必要に応じて分析を行う。 

法令・条例・要綱等 環境負荷低減条例５４条，５５条，５６条 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 6万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境負荷低減条例５４条は「工場等に特定施設を設置しようとする者は，あらかじ

め，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。」

と定めており，本事業は同条，同５５条及び同５６条に基づき，届出がされたものにつ

いて書類審査を行うとともに，立入検査を実施して，届出の内容が適正かどうか確認

し，必要に応じて分析を行うことを目的とするものである。 

このように本事業の目的は，法令に定められた手続きを執行するものであって，法

令の趣旨に適合するものである。 

また，財務事務の執行についてであるが，令和２年度の本事業に係る財務事務につ

いて，特段問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において平成３１年及び令和２年度の環境負荷低減条例に基づく届出件

数及び立入検査の実施件数を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

【平成３１年度】 

・届出件数            １件 

・立入件数            ５件 

 

【令和２年度】 

・届出件数            ０件 

・立入件数            ２件 

以上 
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本事業は，法律及び条例に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(5) 環境負荷低減条例施行事業（排水基準監視事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 
 環境負荷低減条例に係る特定事業場の排水の分析を行ない，排水

基準の遵守状況等を確認する。 

法令・条例・要綱等 環境負荷低減条例５３条，別表７ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標  2019年度達成状況  

令和２年度予算 8万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境負荷低減条例５３条１項は，知事は汚水又は廃液を排出する施設を設置する工

場等から公共用水域に排出される水の排水基準を定め，これを告示する旨を規定してい

る。本事業は，同条及び同条例別表７に定められている排水基準を満たしているかを確

認するため，特定事業場の排水の分析を行ない，排水基準の遵守状況等を確認すること

を目的とするものである。 

このように，本事業は法律に定められた排水基準の告示等を行うために排水の分析

を行うものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合するものである。 

また，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められ

なかった。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において令和２年度の分析結果を確認したところ，下記のとおりであっ

た。 

記 

・検査事業場数          １件 

・違反事業場数          ０件 

以上 

 

水質分析の実施が２割，有害項目の分析が１件とされているが，これは，現状，人

員が限られていることから，排水基準適用事業場については最低でも５年に１度以上水

質検査を行うこととされているためであり，環境への影響度（排出量や過去の違反の有

無等）を考慮して決められている。 

また，立入検査が全体の１割とされており，必要に応じて水質分析を行うこととさ
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れているのは，排水基準「非適用」事業場については排水基準「適用」事業場と比較し

て立入検査の優先順位が低いことからであり，排水基準が適用されていないことから水

質分析は必要に応じて行うこととされている。 

本事業は，法律及び条例に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(6) 水質汚濁事象調査事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

公共用水域における魚のへい死や油の流出等の水質汚濁事故に対

し，水質検査等により汚濁の範囲や程度，また原因を調査するなど

迅速かつ適切な対応を行い，被害拡大を防止するとともに住民の安

全・安心を確保する。 

事業内容 

(1) 実施体制 

・試料採取：県民局・地域事務所，環境管理課 

・分析期間：環境保健センター 

 

(2) 検査項目 

・一般項目：pH，DO（酸欠），COD（白濁等） 

・有害項目：シアン，六価クロム，砒素，農薬類等 

・油分 

 

(3) 対応実績 

年度 H28 H29 H30 平均 

魚のへい死 14 12 9 12 

油の流出 21 26 26 24 

その他 23 11 9 14 

合計 58 49 44 50 
 

法令・条例・要綱等 水質汚濁防止法１４条の２，環境負荷低減条例６２条 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 76万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

水質汚濁防止法１４条の２及び環境負荷低減条例６２条は，排水基準に適合しない

おそれがある水が当該特定工場から公共用水域に排出される等の水質汚濁事故が生じた

場合，知事は，直ちに，引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しない

おそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講じ，

かつ，速やかに復旧しなければならない旨を定めている。 

本事業は，上記法令に基づく措置を講ずるか否かに関する調査として，公共用水域

における魚のへい死や油の流出等の水質汚濁事故に対し，水質検査等により汚濁の範囲
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や程度，また原因を調査するなど迅速かつ適切な対応を行い，被害拡大を防止するとと

もに住民の安全・安心を確保することを目的とするものである。 

このように，本事業は，法令に定められた措置を講じるために執行するものであ

り，法令等の趣旨に適合するものである。 

また，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められ

なかった。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，平成３０年ないし令和２年度の分析結果を確認したところ，

下記のとおりであった。 

記 

・平成３０年度         ４４件 

・平成３１年度         ５１件 

・令和２年度          ５０件 

以上 

 

本事業は，法律及び条例に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(7) 水質監視事業（公共用水域水質監視事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

水質汚濁防止法（以下「水濁法」という。）第 15 条で，環境基

準の達成状況を確認するため，知事に公共用水域の水質の状況を常

時監視することが義務付けられている。 

岡山県では，他の都道府県と同様，水質汚濁防止法が施行された

年（昭和46年）から水質測定業務を実施しており，蓄積されたデー

タは，水質汚濁機構の解析をはじめ，地域開発，水利用，環境アセ

スメント等広範囲に利用されている。 

測定に当たっては，県，国土交通省，岡山市及び倉敷市が連携し

て実施している。 

・岡山県 国交省，岡山市及び倉敷市の担当水域を除く河川及び地

先海域 

・国交省 高梁川，旭川，吉井川（苫田ダムを含む）の同省直轄管

理区域 

・岡山市 同市内に存在する河川（国土交通省区域を除く。），湖

沼（児島湖），同市の地先海域 

・倉敷市 同市内に存在する河川（国土交通省区域を除く。），同

市の地先海域 

 

○測定地点 

県下の公共用水域の総合的な水質の状況を把握するため，汚水の

流入状況，地域特性等を考慮し，水域の代表的な地点を最小限に設

定する。 

・環境基準点 環境基準の類型指定水域の常時監視の基本となる測

定地点 

・補助測定点 類型指定水域において環境基準点を補足する測定地

点 

・その他地点 環境基準の類型指定がされていない水域の測定地点 

 [R2 年度]  前年度から測定地点を変更せず，計 160 地点で測定

を実施する予定。そのうち，岡山県所管の測定地点

は計86地点である。 

法令・条例・要綱等 
水質汚濁防止法１５条１項，１６条，水質汚濁防止法施行規則９条

の５，令和２年度公共用水域及び地下水の水質測定計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2587万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

水質汚濁防止法１５条１項は，「都道府県知事は，環境省令で定めるところによ

り，公共用水域及び地下水の水質の汚濁（放射性物質によるものを除く。第十七条第一

項において同じ。）の状況を常時監視しなければならない。」と規定し，同法１６条１

項は「都道府県知事は，毎年，国の地方行政機関の長と協議して，当該都道府県の区域

に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画（以下「測定

計画」という。）を作成するものとする。」と規定している。 

上記の規定を踏まえ，岡山県では「令和２年度公共用水域及び地下水の水質測定計

画」が策定されているところ，同計画には公共用水域の測定に関し「目的」，「対象水

域」及び「測定機関」等を下記のとおり規定している。 

記 

１ 目的 

令和２年度における岡山県内の公共用水域の水質の汚濁の状況を常時監視する

ため，水質汚濁防止法第１６条の規定に基づき水質測定計画を定める。 

 

２ 対象水域 

河川４１水域，湖沼１水域，海域１０水域の合計５２水域を対象とする。 

河  川 

高梁川水域 

高梁川上流，高梁川中流(1)，高梁川中流(2)，高梁川下流，西

川，小坂部川，有漢川，成羽川，小田川上流，小田川下流，美

山川(星田川を含む。），佐伏川＊ 

旭川水域 
旭川上流，旭川中流，旭川下流，新庄川，百間川，砂川，目木

川＊，備中川＊，誕生寺川＊，宇甘川＊ 

吉井川水域 
吉井川上流，吉井川中・下流，加茂川，梶並川，滝川，吉野

川，金剛川，香々美川＊，皿川＊，宮川＊ 

笹ケ瀬川水域 笹ヶ瀬川，足守川上流，足守川下流，相生川＊ 

倉敷川水域 倉敷川(流入支川を含む。) 

高屋川，里見川，伊里川(大谷川を含む。），小田川(児島)＊ 

湖  沼 児島湖  

海  域 

水島水域 玉島港区，水島港区，水島地先海域(甲)，水島地先海域(乙) 

児島湾水域 児島湾(甲)，児島湾(乙)，児島湾(丙) 

備讃瀬戸，牛窓地先海域，播磨灘北西部 

※ ＊印は生活環境項目に係る環境基準の類型指定をしていない水域を示す。（河川 

１０ 水域） 
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３ 測定機関 

岡山県，国土交通省，岡山市及び倉敷市 

以上 

（「令和２年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」１頁及び２頁抜粋） 

 

本事業は，令和２年度公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づいて，公共用水

域の水質の状況を常時監視することを目的とするものであり，その目的は，法令等の趣

旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業の執行（公共用水域の水質測定）

は委託契約の方式でなされているところ，監査の過程において，委託契約の方式を確認

した。 

本事業の委託契約については，一般競争入札の方式が採用されており，入札は３社

であったこと，入札手続きについて特に問題となる点は認められなかったことをそれぞ

れ確認した。 

これらの点を踏まえ，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，有効性の観点から特段の問題点は認められな

かった。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(8) 水質監視事業（地下水水質監視事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

地下水の水質の汚濁状況を把握するため，水質汚濁防止法第15条

により，平成元年から知事に常時監視が義務付けられている。 

常時監視に当たっては，水濁法第 16 条に基づき作成した測定計

画に沿って，岡山市及び倉敷市と連携して実施している。 

地下水の水質調査は，全体的な地下水質の状況を把握するための

概況調査及び発見された汚染の継続監視のための継続監視調査を実

施している。 

○概況調査（岡山県実施分） 

・測定地点 

  令和元年度に引き続き，市町村単位で年調査地点を 19 地点選

定する。 

 （市）年1地点 

    津山市，玉野市，笠岡市，井原市，総社市，高梁市，新見

市，備前市，瀬戸内市，赤磐市，真庭市，美作市，浅口市

（13市） 

 （町村）2年で1地点 

    和気町，早島町，里庄町，矢掛町，新庄町，鏡野町，勝央

町，奈義町，西粟倉村，久米南町，美咲町，吉備中央町，

（12町村） 

 従って，市13地点／年＋町村6地点／年＝19地点／年 

・測定項目 地下水環境基準項目（28項目） 

      要監視項目（24項目） 

○継続監視調査（岡山県実施分） 

・調査地点 2地点（高梁市成羽町地内，井原市高屋町地内） 

・調査項目 VOC 年 2回（季節変動を加味） 

・実施体制 概況調査に併せて実施（分析は業者委託） 

法令・条例・要綱等 
水質汚濁防止法１５条１項，１６条，水質汚濁防止法施行規則９条

の５，令和２年度公共用水域及び地下水の水質測定計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 176万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，水質汚濁防止法１５条１項，同法１６条１項を踏まえ，「令和２年

度公共用水域及び地下水の水質測定計画」が策定されているところ，同計画には地下水
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の測定に関し「目的」，「調査種別」,「測定機関」及び「等を下記のとおり規定して

いる。 

記 

１ 目的 

令和２年度における岡山県内の地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するた

め，水質汚濁防止法第１６条の規定に基づき水質測定計画を定める。 

 

２ 調査種別 

(1) 概況調査 

地域の全体的な地下水質の概況を把握するため，調査を実施する。 

 

(2) 継続監視調査 

概況調査等により汚染が確認された地域における地下水の状況を把握するた

め，継続的に調査を実施する。 

３ 測定機関 

岡山県，岡山市及び倉敷市 

 

４ 測定地点，測定項目及び頻度等 

概況調査３１地点，継続監視調査４地点において，別表５のとおり実施する。 

なお，測定地点の位置図は別図９のとおりである。 

 

(1) 測定地点の概要 

区 分 岡山県 岡山市 倉敷市 合計 

概況調査 19 6 6 31 

継続監視調査 2 1 1 4 

合 計 21 7 7 35 

※概況調査はローリング方式により実施する。 

※継続監視調査の内訳 

岡山県：揮発性有機化合物（２地点） 

岡山市：ふっ素（１地点） 

倉敷市：揮発性有機化合物（１地点） 

 

(2) 測定項目及び測定頻度 

ア 概況調査 

環境基準の全項目を年１回測定する。 

要監視項目は，２地点で年１回測定する。 
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イ 継続監視調査 

環境基準の超過項目等を，年１～２回測定する。 

以上 

（「令和２年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」２３頁抜粋） 

 

本事業は，水質汚濁防止法１５条１項及び１６条，水質汚濁防止法施行規則９条の

５並びに令和２年度公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づき，地下水の水質の状

況を常時監視することを目的とするものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合する

ものである。 

また，財務事務の執行についてであるが，本事業の執行（ダイオキシン類環境調査

（地下水））は委託契約の方式でなされているところ，かかる委託は前項の公共用水域

水質監視事業とともに委託されており，その手続きは前項において記載したとおりであ

る。 

そのため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，有効性の観点から特段の問題点は認められな

かった。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(9)  水質監視事業（公共用水域水質測定計画作成事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

水質汚濁防止法第 15 条の規定により，知事は公共用水域及び地

下水の水質の状況を常時監視することとされ，さらに同法第 16 条

の規定により，毎年関係機関と協議して測定計画を作成することと

されている。ついては，岡山県は，国土交通省，岡山市及び倉敷市

と協議し，県環境審議会に諮った後，測定計画を作成する。 

事業内容 

○測定地点について 

[公共用水域] 

平成15年度：苫田ダムの工事に伴い，測定地点変更（昭和橋→ 

葛下橋），1地点追加（杉橋） 

平成17年度：1地点追加（苫田ダム） 

平成19年度：ダム湖の湖沼類型あてはめの調査のため，千屋ダ 

ム及び新成羽川ダム上流の流入河川の2地点追加 

平成20年度：ダム湖の湖沼類型あてはめの調査のため，旭川ダ 

ム上流の流入河川1地点追加 

平成21年度：ダム湖の湖沼類型あてはめの調査のため，河本ダ 

ム，小阪部川ダム及び苫田ダム上流の流入河川3 

地点追加 

平成 22～24 年度：いずれも前年度から変更なし（合計 159 地点

で測定） 

平成25年度：佐伯橋撤去に伴い，測定地点変更（佐伯橋→佐伯 

大橋），1地点追加（備前大橋） 

平成26～28年度：平成25年度と同様の地点（計160地点）で測 

定を実施 

平成29年度：落合橋及び嵯峨堰の工事並びに日上大橋採水地点 

見直しに伴い，測定地点変更（落合橋→落合大 

橋，嵯峨堰（右岸）→嵯峨堰（上流左岸側），日 

上大橋→新日上大橋）（計160地点）で測定を実施 

平成30年度：平成29年度と同様の地点（計160地点）で測定を 

実施 

平成31年度：平成30年度と同様の地点（計160地点）で測定を 

実施 

令和2年度：令和元年度と同様の地点（計160地点）で測定を実 

      施 

法令・条例・要綱等 
水質汚濁防止法１５条１項，１６条，水質汚濁防止法施行規則９条

の５ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，水質汚濁防止法１５条１項及び１６条並びに水質汚濁防止法施行規

則９条の５に基づき，毎年関係機関と協議して測定計画を作成することとされており，

本事業は，かかる法令の規定を踏まえ公共用水域水質測定計画を作成することを目的と

するものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合するものである。 

また，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められ

なかったため，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，有効性の観点から特段の問題点は認められな

かった。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(10) 広域総合水質調査事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

 瀬戸内海の水質及び底質の汚濁の実態を統一的な手法で調査する

ことにより，総合的な水質汚濁防止対策の効果を把握し，水質汚濁

機構の検討に必要な基礎資料を得ることを目的として，環境省から

の委託を受けて瀬戸内海沿岸府県が連携して水質調査を実施する。 

＜環境省委託事業＞ 

事業内容 

○調査地点，調査時期 

 8地点（別図）×年4回（春，夏，秋，冬） 

 

○調査項目 

区分 項目 

水
質
調
査 

一般項目 
水温，塩分，色相，透明度，pH，DO，COD，

ろ過海水COD（表層水のみ） 

栄養塩類 
全窒素，全りん，アンモニア性窒素，亜硝

酸性窒素，硝酸性窒素，りん酸態りん 

葉緑素 クロロフィルa 

その他 イオン状シリカ 

プランクトン調査 沈殿量，細胞数（表層水のみ） 

 

（検体数） 

一般項目 ろ過COD 栄養塩類 葉緑素 その他 ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 

64 32 64 64 64 12(採取) 
※ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝについては検体の採取のみを行い，他の項目は採水，分析を行う。 

法令・条例・要綱等 
瀬戸内海環境保全特別措置法３条，１９条の４，瀬戸内海環境保全

基本計画 

主な財源 国庫支出金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 284万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

283万 8000円 

(99%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

瀬戸内海環境保全特別措置法１９条の４は「環境大臣は，瀬戸内海における水質の

状況その他の環境の状況について定期的に調査をし，その結果をこの法律の適正な運用

に活用するものとする。」と規定するとともに，瀬戸内海環境保全基本計画は，瀬戸内

海の環境保全という目的の達成のための施策の一つとして，下記のとおり規定してい

る。 
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記 

１２ 水質等の監視測定 

水質総量規制制度の実施及びダイオキシン類対策法の施行等に伴い，水質の

監視測定施設，設備の整備及び監視測定体制の拡充に努めるとともに，引き続

き水質等の保全のための監視測定技術の向上等について検討を進めるものとす

る。 

以上（環境省ＨＰ抜粋） 

 

本事業は，上記の瀬戸内海環境保全特別措置法及び瀬戸内海環境保全基本計画に基

づき，環境省から委託を受けて，瀬戸内海の水質及び底質の汚濁の実態を統一的な手法

で調査することにより，総合的な水質汚濁防止対策の効果を把握し，水質汚濁機構の検

討に必要な基礎資料を得ることを目的とするものであり，その目的は，法令等の趣旨に

適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業の執行（瀬戸内海水域の水質測

定）は委託契約の方式でなされているところ，監査の過程において，委託契約の方式を

確認した。 

本事業の委託契約については，一般競争入札の方式が採用されており，入札は１社

であったものの，落札金額は予定価格の約７５％にとどまっていた。 

その他，入札手続きについて特に問題となる点は認められなかったことをそれぞれ

確認した。 

これらの点を踏まえ，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の瀬戸内海の水質調査の結果に関する資料を確認

したところ，事業の執行において問題となる点は認められなかったため，本事業の有効

性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，本事業の効率性の評価をＢとした。 
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(11) 生活雑排水対策推進事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

生活雑排水は，河川，湖沼，海域等の公共用水域の水質汚濁の大

きな要因となっており，水質汚濁防止法で，調理くず，廃食用油等

の適正な処理及び洗剤の適正使用等が国民の責務として定められて

いる。 

このため，県下生活排水対策重点地域を中心に，生活排水対策啓

発パンフレットの配布等により，水環境保全対策の重要性について

の意識の醸成を図り，各家庭での実践活動につなげていくことで，

公共用水域の水質汚濁を防止し，県民の生活環境の保全を図る。 

事業内容 

水質汚濁防止法に基づき，水質環境基準が確保されていないな

ど，生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めら

れる地域を，生活排水対策重点地域に指定し，啓発用のパンフレッ

トとともに生活排水対策資材を配布し，自治体における啓発活動の

支援や県民の生活排水の推進を図る。 

法令・条例・要綱等 水質汚濁防止法１４条の５第２項，１４条の８ 

主な財源 環境保全基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 127万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

69万 8000円 

(54%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

水質汚濁防止法１４条の５第，１４条の８は，下記のとおり規定している。 

 

記 

（国及び地方公共団体の責務） 

第１４条の５ 市町村（特別区を含む。以下この章において同じ。）は，生活排水の

排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策（以下「生活排

水対策」という。）として，公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷

を低減するために必要な施設（以下「生活排水処理施設」という。）の整備，生活

排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努

めなければならない。 

２ 都道府県は，生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活

排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。 

３ 国は，生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図る
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とともに，地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技

術上及び財政上の援助に努めなければならない。 

 

（生活排水対策重点地域の指定等） 

第１４条の８ 都道府県知事は，次に掲げる公共用水域において生活排水の排出によ

る当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進するこ

とが特に必要であると認めるときは，当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当

該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。 

１ 水質環境基準が現に確保されておらず，又は確保されないこととなるおそれが著し

い公共用水域 

２ 前号に掲げるもののほか，自然的及び社会的条件に照らし，水質の保全を図るこ

とが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し，又は進行することとなる

おそれが著しいもの 

以上 

本事業は，上記法律の規定に基づいて，水質環境基準が確保されていないなど，生

活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認められる地域を，生活排水対策

重点地域に指定するなどして県下生活排水対策重点地域を中心に，生活排水対策啓発パ

ンフレットの配布等により，水環境保全対策の重要性についての意識の醸成を図り，各

家庭での実践活動につなげていくことで，公共用水域の水質汚濁を防止し，県民の生活

環境の保全を図ることを目的とするものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合する

ものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，令和２年度の本事業の執行として，啓発

用パンフレット及び普及啓発資材購入費として６９万８０００が支出されているとこ

ろ，かかる支出は需用費として支出されており，その手続きにおいて特段問題となる点

は認められなかった。 

そのため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，上記のとおり，生活排水対策重点地域を中心に，水環境保全対策

の重要性についての意識の醸成を図るため生活排水対策啓発パンフレットの配布等を図

ることにある。 

監査の過程において，事業目的の達成度の指標について確認したところ，県や市町

村のイベントなどで普及啓発資材を不特定多数の県民へ配布しているもので，その効果

を把握することは困難であり，数値目標の設定等特に目標設定は行われていないとのこ

とであった。 

この点，地方公共団体は，その事務を処理するに当つては，最少の経費で最大の効

果を挙げるようにしなければならない（地方自治法２条１４号）。 
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本件の事業執行として約７０万円が支出されているのであるにも拘らず，その事業

成果の指標がなく，事業が有効に機能しているかを判定することができない。 

このように，本事業の有効性について改善の余地があると判断したことから，その

評価をＣとした。 

 

【意見３－１】本事業の成果を把握するための指標の設定や方策を検討すべきであ

る。 

本事業の成果を定量的に明らかにすることは容易ではなく，個別の事業の成果を検

証することはできないとの反論があることも理解できる。 

しかしながら，事業の成果を判定できなければ，当該事業における支出の合理性や

効率性を検証することはできず，ＰＤＣＡサイクルも機能しない。 

本事業のように県民に対する啓発を目的とする事業の成果判定については，事業に

アンケートを実施することが成果を把握する一つの手法と考えられる（個別の事業につ

いて逐一アンケートをすることは困難であると思われるものの，環境企画課において実

施している県民の意見を集約するためにアンケートを実施しており，かかるアンケート

において，担当課からアンケート項目を追加するよう依頼するなどの対応も考えられ

る。）。 

このような成果指標を設定するための方策を検討すべきであると考える。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の成果が明らかにされていないことから，本事業の執行に関する費用がその

費用に見合ったものであるかを判定することができない。 

以上の点から，本事業の効率性についても，その評価をＣとした。 
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(12) 許可立入検査事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可又は変更許可等を行う

とともに，瀬戸内海に関係する府県等の自治体で構成する瀬戸内海

環境保全知事・市長会議や，各種団体も会員となっている公益法人

（社団法人瀬戸内海環境保全協会）に加盟し，瀬戸内海の環境保全

に関する意識の高揚，調査研究，国への提言・要望等を行うこと。 

事業内容 

(1) 瀬戸内海環境保全知事・市長会議 

① 設立趣旨 

瀬戸内海環境保全憲章の趣旨に則り，広域的な相互協力によっ

て，瀬戸内海の環境保全を図り，もって人間性豊かな生活ゾー

ンを実現する。 

② 構成団体 

39府県市 

(2) 公益社団法人瀬戸内海環境保全協会 

① 設立趣旨 

瀬戸内海の環境保全に関する思想の普及及び意識の高揚並

びに調査研究，閉鎖性海域の環境保全に関する国際的な活

動その他の事業を行うことにより，比類なき景勝地であ

り，水産資源の宝庫でもある国民共通の財産たる瀬戸内海

の環境保全に資する。 

② 構成団体 

55団体 

法令・条例・要綱等 
瀬戸内海環境保全特別措置法５条，６条，７条，８条，９条，１０

条，瀬戸内海環境保全憲章 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 175万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
次項に記載 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，瀬戸内海環境保全特別措置法５条は，関係府県の区域において工場又は

事業場から公共用水域に水を排出する者は，特定施設を設置しようとするときは，環境

省令で定めるところにより，府県知事の許可を受けなければならない旨を規定するとと

もに，同法９条は，第５条第１項の許可を受けた者は，その許可に係る事項に変更があ

つたとき，又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは，その旨を府県知事に

届け出なければならない旨を定めている。 
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上記規定から明らかなように，本事業は，岡山県のみならず，関係府県と足並みを

そろえて対応することが必要となる事業である。 

そのため，瀬戸内海に関係する府県等の自治体で構成する瀬戸内海環境保全知事・

市長会議や，各種団体も会員となっている社団法人瀬戸内海環境保全協会に加盟して，

瀬戸内海の環境保全に関する意識の高揚，調査研究，国への提言・要望等を行うこと

は，本事業を執行するうえで不可欠であるといえる。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業において，瀬戸内海環境保全知

事・市長会議負担金及び公益社団法人瀬戸内海環境保全協会負担金の支出が本事業の執

行の大部分を占めるところ，監査の過程において，かかる支出の手続きに関する資料を

確認したが，特に問題となる点は認められなかった。 

その他，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認めら

れなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において令和２年度の瀬戸内海環境保全措置法に基づく許可または変更

許可の件数及び内容を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

・設置許可            ９件 

・構造等の変更許可       １１件 

以上 

本事業は，法律及び条例に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められなかった。 

また，監査の過程において，瀬戸内海環境保全知事・市長会議及び公益社団法人瀬

戸内海環境保全協会の配布資料等の資料を確認したところ，事業の執行について，問題

となる点は認められなかった。そのため，本事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(13) 自然海浜保全対策事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

自然海浜保全地区は，自然状態が維持され，将来にわたって公衆

に利用されることが指定の要件になっている。自然海浜保全地区条

例第 11 条に基づき保全地区を周知するとともに，条例第 12 条に基

づき指定地区を利用可能な美しい状態に保つため，普及啓発及び地

区活動の実施・拡大を図る。 

[自然海浜保全地区] 

・備前県民局：西脇，宝伝，前泊海岸，鉾島（4地区） 

・備中県民局：沙美東，唐琴の浦，北木島楠，北木島西の浦（4 地

区） 

事業内容 

環境管理課，県民局及び地元市等と連携して次の事業を実施する。 

 

(1) 解説看板の設置 

昭和 56 年の地区指定以後，普及啓発のため，随時解説看板

の設置更新等を行っており，令和 2年度は鉾島に1基を設置す

る。 

[解説看板設置状況] 

・備前県民局：西脇（1基），宝伝（2基），前泊海岸（1基）， 

鉾島（1基） 

(2) 清掃活動 

指定地区では，地元町内会や子ども会等のボランティア団

体を主体にして海開き前に清掃活動等が行われており，各団体

に対して，ごみ持ち帰り運動推進のためのごみ袋の配布を行

う。（1地区 1,000枚） 

法令・条例・要綱等 自然海浜保全地区条例１１条，１２条 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 57万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

前項の事業と併せて

219万 2000円 

（94%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，自然海浜保全地区条例１１条及び１２条は，下記のとおり規定してい

る。 
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記 

(周知のための措置) 

第１１条 県は，自然海浜保全地区の指定があつたときは，その地区内に自然海浜保全

地区である旨を表示した標識を設置する等周知のために必要な措置を講ずるものと

する。 

 

(清潔の保持) 

第１２条 県及び関係市町村は，自然海浜保全地区内の海水浴場，遊歩道その他の公共

の場所について，当該公共の場所の管理者と協力して，その清潔を保持するよう努

めるものとする。 

２ 何人も，自然海浜保全地区内において，みだりにごみその他の汚物又は廃物を捨

て，又は放置してはならない。 

以上 

 

本事業は，自然海浜保全地区を周知するとともに，指定地区を利用可能な美しい状

態に保つため，普及啓発及び地区活動の実施・拡大を図ることを目的とするものであ

り，その目的は，上記条例の趣旨に適合するものである。 

また，財務事務の執行についてであるが，令和２年度の本事業に係る財務事務の執

行に関する費用の大部分は，需用費及び備品購入費として支出されているところ，かか

る支出に関して，特段問題となる点は認められなかった。 

そのため，本事業の財務事務の合規性の評価はＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において令和２年度の解説看板の設置実績を確認したところ，１基板面

追加（西脇自然海浜保全地区）とのことであった。 

監査の過程において，解説看板の設置による啓発の効果の測定方法について確認し

たところ，「自然海浜保全地区に指定され，美しい状態を保つことを周知するために看

板を設置しており，経年劣化で損傷が激しい看板を予算の範囲で順次更新している。看

板を設置することで当該場所が自然海浜保全地区であることを知ってもらうことに意義

があり，普及啓発イベントのように閲覧人数や訪問者数を集計して看板での啓発効果を

検証することは費用対効果の面からも困難である」ため，効果の測定は行っていないと

のことであった。 

しかしながら，看板を設置する意義は，当該場所が自然海浜保全地区であることを

知ってもらうことにある以上，看板によって自然海浜保全地区であることを知ってもら

えたか否かが事業の成果指標となることは明らかであって，そのような成果があったか

を検証する必要がある。 

この点，看板の設置費用は約２０万円であるが，看板の設置の効果や設置場所の相
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当性等を適切に判定することができなければ，啓発の方法として看板を設置することの

是非を検証することはできない。 

このように現状では，本事業の有効性を検証することができないことから，事業の

有効性の評価をＣとした。 

なお，監査の過程において，清掃活動の報告書を確認したところ，この点について

は特に問題点は認められなかった。 

 

【意見３－２】解説看板の設置による啓発の効果を把握するための方策を検討すべき

である。 

本事業は，自然海浜保全地区である旨を表示した標識を設置する等周知のために必

要な措置を行うことにあり，単に看板を設置することが目的ではない。 

そのため，看板設置によって，どれだけの県民に自然海浜保全地区であることを認

知してもらえたかを把握することは，PDCA サイクルを実施するうえで不可欠であると

考える。 

この点，看板設置の効果を定量的に測定することは容易ではないものの，前記のよ

うに県民から意見を聴取するアンケートにおいて，アンケート項目に追加する，自然海

浜保全地区の利用者にアンケートをとる，その他県のホームページを通じて，県民の認

識を確認すること等の方法で解説看板の啓発効果を検証することは可能であると思われ

る。 

したがって，解説看板の設置による啓発効果の検証について検討すべきと考える。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前項に記載のとおり，解説看板の設置による啓発の効果が明らかでないことから，

看板設置の費用とその効果が均衡しているか判定することができない。 

そのため，本事業の効率性の評価をＣとした（この点の改善方法については意見３

－２のとおりである。）。 
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(14) 自然海浜保全推進事業 

【概要】 
 

 担当部署 環境管理課 

事業目的 

砂浜，岩礁等の自然の海浜環境は，県民の健康的で文化的な生活に

とって極めて貴重であり，後代に継承すべきものであることにかんが

み，自然海浜保全地区条例に基づいて，県は 8 地区を自然海浜保全地区

に指定し，その保全及びその適正な利用が図られるように努めている。 

エコビジョン 2020 では，自然海浜を人と海が直接ふれあうことがで

きる身近な場として環境学習の場に海浜等を活用することとしており，

また，2 月に閣議決定された国の瀬戸内海環境保全基本計画でも瀬戸内

海の環境保全や自然に対する感性を育むため，地域の自然を活用するこ

ととされていることから，海とのふれあいを確保し，その利用や理解を

促進するため，この事業を行うこと。 

事業内容 

親子等を対象に，自然海浜保全地区内で海ごみの回収と磯生物の採集

を行い，海ごみの現状や，自然海浜の多様な生物及びその場所の水質の

状況について調査する体験学習を実施する。 

法令・条例・要綱

等 

自然海浜保全地区条例，瀬戸内海環境保全基本計画，エコビジョン２０

２０ 

主な財源 一般財源   

エコビジョン 2020

目標 

里海の整備箇所数：4 

環境学習の場としての

活用自然海岸数：5 

2020年度達成状況 学習会：2回 

令和２年度予算 74万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

66万 5000円 

(89%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は下記のとおり，規定している。 

記 

■瀬戸内海の保全と再生 

●沿岸域の環境の保全，再生及び創出 

良好な海域環境や漁業資源の維持を図る上で重要な藻場・干潟の保全及び再生に取

り組むとともに，隣接県とも連携し，海域環境の特性等に応じた里海づくりを進めま

す。また，カキ殻を利用した底質改善技術や効果的な栄養塩供給技術を早急に確立し，

漁場環境の改善による資源回復を図り，漁業資源の持続的な利用を推進します。さら

に，底質環境の悪化原因ともなっている海ごみをなくすため，県，市町村，漁協，ＮＰ

Ｏが連携して発生抑制・回収・処理対策を推進します。 

岡山県自然海浜保全地区条例に基づき，指定区域内における建築行為等の規制を行
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います。あわせて，人と海が直接ふれあうことができる身近な海水浴場及び自然海岸を

保全するため，水質調査や 清掃活動等を実施するとともに，自然海岸等を活用した環

境学習の実施に努めます。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」６６頁抜粋） 

 

本事業は，砂浜，岩礁等の自然の海浜環境は，県民の健康的で文化的な生活にとっ

て極めて貴重であり，後代に継承すべきものであることにかんがみ，８地区を自然海浜

保全地区に指定し，その保全及びその適正な利用が図るとともに，海とのふれあいを確

保し，その利用や理解を促進することを目的として執行されるものであり，その目的

は，法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち環境学習事業については，

委託契約に基づいて外部の業者によって執行されている。 

監査の過程において，委託契約の内容を確認したところ，委託費は６６万４４００

円，委託先は岡山県環境保全事業団であること等を確認した。 

また，委託契約の締結にあたって，委託先以外からも見積書が取得されていた。 

このように本事業に係る財務事務の執行について，特段問題となる点は認められな

かった。 

以上の点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において令和２年度の学習会の開催実績を確認したところ，２回（７／

１８西脇海岸，８／１４渋川海岸）とのことであった。 

なお，成果の算定は，環境管理課を含む県主催の環境学習を集計して算定している

とのことであった。 

本事業は，法律及び条例に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，本事業の効率性の評価をＢとした。 
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２ 児島湖流域環境保全対策事業 

(1) 啓発活動事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

児島湖流域の環境保全を推進していくことを目的として，「児島

湖流域環境保全推進期間」を設け，県，国，流域市町及び民間団体

等が一体となり，流域住民の理解と協力のもとに県民運動として各

種行事を実施すること。 

事業内容 

(1) 児島湖流域環境保全推進ポスターコンクール 

流域小中学校児童生徒から児島湖環境保全推進のポスターを募集

し，ポスター制作過程を通じて児島湖環境保全推進意識の高揚と実

践活動への取り組みの契機とする。 

(2) ポスター・パネル展 

ポスターコンクール入賞・入選作品 100 点及び環境啓発パネルを

展示する。また，児島湖に生息する魚類の水槽展示及びお絵かき

コーナーの設置を行い，県民の児島湖に対する意識と関心を深め，

環境保全を広く呼びかける。 

(3) 児島湖流域清掃大作戦 

児島湖及び流入河川等において，県・国・市町等が一斉清掃を実

施することにより，地域住民を始めとした県民の意識の高揚を図

る。 

また，知名度のある団体と連携して若い世代を中心にこれまで清

掃活動に参加したことがない人の参加意欲の向上を図るとともに，

楽しんで清掃活動に参加してもらうための啓発や取組を実施するこ

とで，児島湖への愛着，関心を深める契機とする。 

(4) 普及啓発 

児島湖クリーンアップキャンペーン（ラジオスポット放送）を実

施する。 

テレビ，パンフレット，インターネットのホームページ等により

児島湖の環境保全について啓発を行う。 

また，児島湖水質調査への参加学校やエコツアーにおける環境学

習，環境関係各課や県民局が開催するイベント等でパンフレットを

活用し，より児島湖の普及啓発の効果を高める取組みを行う。 

法令・条例・要綱等 
湖沼水質保全特別措置法，湖沼水質保全基本方針，児島湖に係る第

７期湖沼水質保全計画，エコビジョン２０２０ 

主な財源 環境保全基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 671万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

531万 1000円 

(79%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

湖沼水質保全特別措置法は１条において，「湖沼の水質の保全を図るため，湖沼水

質保全基本方針を定めるとともに，水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼につ

いて水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水，廃液その他の水質

の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講じ，

もつて国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする」と規定し，２条

１項で国が湖沼水質保全基本方針を定めなければならないものとしたうえで，４条１項

で都道府県知事において指定湖沼について湖沼水質保全基本方針に基づき湖沼水質保全

計画を策定しなければならないものとしている。 

岡山県知事は，これをうけて，児島湖に係る第７期湖沼水質保全計画を策定してい

る。 

本事業は，こうして策定された児島湖に係る第７期湖沼水質保全計画及びエコビ

ジョン２０２０に基づき，児島湖流域の環境保全を推進していくことを目的とするもの

であり，その目的は，法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち，「ポスターパネル展業

務」，「児島湖流域清掃大作戦業務」，「連携啓発事業」及び「ごみ書処理業務」につ

いては，外部への委託によって執行されている。監査の過程において，委託に関する書

類を確認したところ，「ポスターパネル展業務」及び「児島湖流域清掃大作戦業務」は

一般競争入札によって委託業者が選定されており，かかる一般競争入札の手続きについ

て特別の問題は認められなかった。 

また，「連携啓発事業」及び「ごみ処理業務」は，随意契約（少額随意契約）の方

式でなされており，見積書は１通のみしか確認することができなかったところ，その理

由は下記のとおりであった。 

記 

① 児島湖流域清掃大作戦に一人でも多くの県民参加を促すため，岡山県民に広く知ら

れている「ファジアーノ岡山」との連携啓発事業を行った。 

連携啓発事業の委託先はファジアーノ岡山とし，選定理由は，「子どもたちに夢

を！」をチーム理念とした岡山県をホームタウンとするプロサッカーチームであり，若

い世代を中心に広く県民に親しまれていることから，連携することにより高いＰＲ効果

が見込まれることから同社を選定した。 

上記選定理由のとおり，本事業は同社でなければ行うことができないため，特命随

意契約で実施することとし，見積書については，岡山財務規則第１５１条及び会計要綱

のとおり，相手方が特定される場合に該当する。 

② ごみ処理業務は，岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者の中から選

定する必要があるが，岡山廃棄物リサイクル協同組合は，岡山市の一般廃棄物収集

運搬業の許可を有する者で構成する市内唯一の組織であり，運搬車両の手配等を最
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も効率的に行うことができ，過去に同様の業務を委託し，誠実に履行した実績を有

するため同社を選定した。 

上記選定理由のとおり，本事業は同社でなければ行うことができないため，特命随

意契約で実施することとし，見積書については，岡山県財務規則第１５１条及び会計要

綱のとおり，相手方が特定される場合に該当する。 

以上 

 

以上のとおり，委託する業務の内容から委託先を特定せざるを得なかったことを確

認した。 

その他，財務事務の合規性の観点から問題となる点は認められなかったため，その

評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において啓発活動における目標とする成果及び成果の判定方法について

確認したところ，児島湖清掃大作戦，ポスターコンクール及びポスターパネル展等の参

加人数で把握しているとのことであった。 

監査の過程において，児島湖清掃大作戦，ポスターコンクール及びポスターパネル

展等の参加者の推移やそれを踏まえた検討状況を確認したところ，「児島湖清掃大作

戦，ポスターコンクール及びポスターパネル展等の各種啓発事業の参加者や児島湖保全

対策事業の取組状況については，毎年７月に児島湖流域環境保全対策推進協議会を開催

し，各事業の実施状況や参加者数を報告し，関係団体から意見等をいただきながら，取

組の効果検証や今後実施すべき事業等を検討している。また，児島湖は，指定湖沼に指

定されていることから，５年ごとに湖沼水質保全計画を策定し，計画期間に達成すべき

目標や目標達成のために実施すべき対策を定めており，その進捗状況は，毎年，専門

家，関係機関で構成する検討会において報告を行っているところである。」との回答を

得た。このように，児島湖清掃大作戦，ポスターコンクール及びポスターパネル展等の

成果について検討がなされていること等を確認した。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。  
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(2) 児島湖再生事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

児島湖及びその流域には，植物，魚介類，鳥類など数百種類の生

物が棲息している。その一方で，児島湖の水質は，近年緩やかな改

善傾向にはあるものの，環境基準を達成するには至っていない。 

本事業では，児島湖の水質改善に資するためにヨシ原を管理する

とともに，刈り取ったヨシの再生利用を推進すること，及び児島湖

の保全・再生に資する参加体験企画を実施することによって，県民

の環境保全意識の高揚を図り，児島湖の水環境の向上を目指す。 

事業内容 

児島湖に生息するヨシの刈取りを行う。刈取りを終えたヨシ原に

は看板を設置し，ヨシの水質浄化効果の啓発やゴミの不法投棄防止

について県民に訴える。 

刈り取ったヨシは堆肥，水田暗渠材などの農業資材として再生利

用する。また，ヨシを用いて画用紙等を作成し，小中学生を対象と

する児島湖ポスターコンクールの募集用画用紙として利用するな

ど，ヨシを活用したリサイクル製品を通じて環境保全意識の高揚を

図る。さらに，ヨシのリサイクル体験については広く県民から参加

者を募集し，参加者にヨシの水質浄化効果やヨシのリサイクルにつ

いても幅広い知識を提供し，児島湖やリサイクルに対する環境保全

意識の啓発を図る。 

上記の事業全体を技術提案書の公募により業者を選択し委託す

る。 

法令・条例・要綱等 
湖沼水質保全特別措置法，湖沼水質保全基本方針，児島湖に係る第

７期湖沼水質保全計画，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 838万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

759万円 

(90%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

湖沼水質保全特別措置法は，１条において，「湖沼の水質の保全を図るため，湖沼

水質保全基本方針を定めるとともに，水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼に

ついて水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水，廃液その他の水

質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講

じ，もつて国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする」と規定し，

同法２条１項で国が湖沼水質保全基本方針を定めなければならないものとしたうえで，
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４条１項で都道府県知事において指定湖沼について湖沼水質保全基本方針に基づき湖沼

水質保全計画を策定しなければならないものとしている。 

岡山県知事は，これをうけて，児島湖に係る第７期湖沼水質保全計画を策定してい

るところ，同計画は下記のとおり規定している。 

記 

３ 湖沼の水質保全に資する事業 

（１）下水道，農業集落排水施設，合併処理浄化槽等の整備 

省略 

（２）湖沼等の浄化対策 

ア ヨシ原の適正な管理 

児島湖畔に生育するヨシは，懸濁態粒子の沈降促進や窒素，リンの吸収などによる

水質浄化の効果があり，水鳥や魚類の繁殖の場ともなっているため，適正な管理を図

る。 

対策 実施主体 現状（平成23～27年度） 目標（平成28～32年度） 

ヨシ原の管理 県 183，765㎡ 150,000㎡ 

以上 

（「児島湖に係る第７期湖沼水質保全計画」４頁） 

 

本事業は，児島湖の水質が，近年緩やかな改善傾向にはあるものの，環境基準を達

成するには至っていないことから，上記計画内容及びエコビジョン２０２０に基づき，

児島湖の水質改善に資するためにヨシ原を管理するとともに，刈り取ったヨシの再生利

用を推進すること，及び児島湖の保全・再生に資する参加体験企画を実施することに

よって，県民の環境保全意識の高揚を図り，児島湖の水環境の向上を目的とするもので

あり，その目的は，法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち，ヨシを活用したリサイク

ル品の製作・利用については，委託契約（予定価格：８２８万３０００円）に基づいて

外部業者に委託しているところ，委託先の選定は随意契約の方式でなされている。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，随意契約とされている

理由として本事業は「幅広い技術，知識及び事業全体を通じた計画が求められることか

ら競争入札になじまないため，技術提案により委託者の選定を行う。」とされており，

見積書は委託業者からのみ提出されていた（なお，委託価格は７５９万円とされてい

た。）。 

なお，見積書が１通のみであることの理由について確認したところ「技術提案実施

公告「７ 委託候補者の選定及び契約の締結等」において，「委託候補者の決定後，提

出された技術提案を基本として当該事業者と岡山県で協議の上，詳細内容を決定し契約

書により契約を締結する。」と定めており，同公告に基づき，提案業者を募集したとこ
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ろ，１者のみであった」とのことである。 

この点，技術提案型の随意契約であり，広く提案の機会が与えられていたにも拘ら

ず，提案者が１者であったことを踏まえると，「契約内容の特殊性により，相手方が特

定されるとき。」（会計要綱）に該当すると思われる。 

その他，財務事務の執行の合規性の観点から問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，その評価をＢとした。 
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(3) 浄化用水導入事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

児島湖の水質は，流域の都市化や生活様式の変化などにより悪化

し，その後の水質浄化対策によって改善傾向にあるが，環境基準は

未達成であり，更なる水質改善が求められている。 

このため，旭川及び高梁川より農業用水路を利用し，非かんがい

期（4～5 月，10～3 月）の期間に，水利権の範囲で出来るだけ多量

の用水を導入することにより，児島湖の水質浄化を図ること。 

事業内容 

(1) 浄化用水導入の方法及び量 

水利権の範囲において，農業用水路の構造等を考慮し，農作物等

に被害を生じさせない範囲で可能な水量を樋門操作等により取水す

る。 

(2) 農作物等への被害防止について 

降雨等増水時においては，農業用水路の水位上昇，排水の悪化等

による農作物への悪影響を避けるため，取水量に配慮するととも

に，水路及び周辺農地の監視を十分に行う。 

(3) 樋門操作に伴うゴミ等の除去について 

樋門操作等による浄化用水導入を円滑に行うために必要に応じて

ゴミ等の回収を行うものとする。 

(4) その他 

用水の水質浄化や水路の通水状況の改善を図るため，必要に応じ

て水路に堆積している沈砂やゴミの除去・藻刈等を実施するものと

する。 

法令・条例・要綱等 
湖沼水質保全特別措置法，湖沼水質保全基本方針，児島湖に係る第

７期湖沼水質保全計画，エコビジョン２０２０ 

主な財源 環境保全基金繰入金（水環境分） 

エコビジョン2020目標 
60万㎥/日 

（5年間平均） 
2019年度達成状況 

64.1万㎥/日 

（5年間平均） 

令和２年度予算 223万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

223万 5400円 

(99%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，岡山県知事は，湖沼水質保全特別措置法４条１項をうけて，児島湖

に係る第７期湖沼水質保全計画を策定するとともにエコビジョン２０２０において下記

のとおり規定している。 

記 
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■湖沼水質保全対策の推進 

●児島湖再生の推進 

児島湖に係る湖沼水質保全計画に定めた水質目標を達成するため，関係機関，関係

団体等との緊密な連携により，各種事業の円滑な推進を図ります。 

また，環境保全活動団体や大学等との協働により，清掃活動や研究等を推進し，児

島湖に関する様々な事業を効果的に展開します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」６６頁抜粋） 

 

エコビジョン２０２０は上記のとおり規定したうえで，浄化用水の導入量を６０万

㎡／日という目標を掲げている。 

本事業は，旭川及び高梁川より農業用水路を利用し，非かんがい期（４～５月，１

０～３月）の期間に，水利権の範囲で出来るだけ多量の用水を導入することにより，児

島湖の水質浄化を図ることを目的とするものであり，上記のエコビジョン２０２０の目

的を達成しようとするものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業に係る財務事務のうち，樋門操作

等については，委託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，いずれも随意契約の方

式で委託先が選定されており，その詳細は下記のとおりである。 

記 

旭川合同用水路  委託金額：３４万７０００円，委託先：岡山市 

八ヶ郷合同用水路 委託金額：２９万３７００円，委託先：八ヶ郷合同用水組合管理者 

十二箇郷用水   委託金額：１５７万２０００円，委託先：総社市 

以上 

なお，見積書は，各委託先から取得しているとのことであった。 

この点，岡山市及び総社市に委託する際には，複数の見積書は不要とされている。 

また，八ヶ郷合同用水路に関する事業において見積書が１通のみ提出されている理

由について確認したところ，本事業は，旭川及び高梁川から農業用水路を通じて児島湖

に浄化用水を導入する事業であるが，樋門の操作と用水路の管理を行う業務であり，管

理者以外が実施することができないこととなっているとのことであった。 

そのため，本事業の委託については「契約内容の特殊性により，相手方が特定され

るとき。」（会計要綱）に該当すると思われる。 

その他，本事業の財務事務の合規性について問題となる点は認められなかったた

め，その評価をＢとした。 
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【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，その評価をＢとした。 
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(4) 児島湖環境保全推進事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

「児島湖畔環境保全アダプト」推進事業は，児島湖流域の住民及

び企業等の団体が県と流域市の支援のもとに，ボランティアとして

県民の共有財産である児島湖畔の清掃美化等の活動を行い，もって

児島湖畔の環境保全を推進することを目的とする。 

事業内容 

(1) 事業内容は流域の清掃草刈り浮遊ごみの回収等の清掃美化活

動とする。 

(2) 活動区間は，200m 以上，活動回数は年 2 回以上とし，あらか

じめ認定申請の際申し出るものとする。 

法令・条例・要綱等 
湖沼水質保全特別措置法，湖沼水質保全基本方針，児島湖に係る第

７期湖沼水質保全計画，エコビジョン２０２０ 

主な財源 環境保全基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 113万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

52万 3000円 

(45%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，岡山県知事は，湖沼水質保全特別措置法４条１項をうけて，児島湖

に係る第７期湖沼水質保全計画を策定するとともに，同計画及びエコビジョン２０２０

において下記のとおり規定している。 

 

記 

(6) 緑地の保全その他環境の保護・回復 

ア アダプト事業の推進 

おかやまアダプト推進事業及び児島湖畔環境保全アダプトを一層推進し，地域住民

との連携による児島湖流域（湖畔，道路，河川）の環境美化に努めることにより，流域

の水質を保全する。 

（「児島湖に係る第７期湖沼水質保全計画」１０頁） 

 

■湖沼水質保全対策の推進 

児島湖については，児島湖に係る湖沼水質保全計画に掲げる生活排水対策や流出水

対策，浄化用水の導入等により水質改善を図るとともに，アダプト推進事業や清掃活

動，児島湖協働研究・環境学習など，県民との協働による事業の着実な推進により，水
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質目標値の達成に努めます。また，児島湖及び周辺一帯を自然豊かで県民以上が憩い楽

しむ場とするよう努めます。 

（「エコビジョン２０２０」３８頁抜粋） 

 

本事業は，児島湖流域の住民及び企業等の団体が県と流域市の支援のもとに，ボラ

ンティアとして県民の共有財産である児島湖畔の清掃美化等の活動を行い，もって児島

湖畔の環境保全を推進することを目的とするものであり，その目的は，上記の児島湖に

係る第７期湖沼水質保全計画及びエコビジョン２０２０の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，各事業の執行に関

する資料を確認したところ，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題と

なる点は認められなかった。 

以上を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の清掃美化活動の実施実績を確認したところ，１

１団体へ計４９万２４４３円の補助を行ったとのことであった。 

また，監査の過程において，令和２年度の認定団体数及び人数を確認したところ，

１９団体，人数６９７人とのことであった。 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(5) 湖沼水質保全計画推進事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

児島湖の水質は，近年緩やかな改善傾向にはあるものの，最終的

な目標である環境基準を達成するまでには至っていない。 

児島湖の水質保全対策については，5 年ごとに湖沼水質保全計画

を策定し各種施策を推進しているが，各種施策の進行管理及び，よ

り詳細な汚濁要因の究明等により，児島湖水環境のさらなる改善を

目的とする。 

事業内容 

(1) 指定湖沼汚濁負荷量削減状況調査 

児島湖流域の人口，産業等フレームの推移や児島湖の水質改善対

策の進捗状況から，流域から排出される汚濁負荷量の削減状況等を

把握し湖沼水質保全計画の進行管理に資する。 

(2) 児島湖の共同調査研究事業（検討会の設置・運営） 

専門家，関係機関による検討会を設置し，行政機関や大学が共同

による効果的な調査方法や役割分担の検討を行うとともに，調査結

果を定期的に評価し，併せて水質浄化の技術的な検討を行う。 

(3) 児島湖の共同調査研究事業(汚濁要因解明のための詳細調査） 

児島湖の水質汚濁要因を解明するため，流入河川の汚濁要因につ

いて，より詳細な調査を実施する。 

法令・条例・要綱等 
湖沼水質保全特別措置法，湖沼水質保全基本方針，児島湖に係る第

７期湖沼水質保全計画，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 
1360万 9000円 

(次項の事業と合算) 

令和２年度決算 

（執行率） 

1265万 8000円 

(93%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，岡山県知事は，湖沼水質保全特別措置法４条１項をうけて，児島湖

に係る第７期湖沼水質保全計画が策定されている。 

本事業は，湖沼水質保全計画を策定し各種施策を推進しているが，各種施策の進行

管理及びより詳細な汚濁要因の究明等により，児島湖水環境のさらなる改善を目的とす

るものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち指定湖沼汚濁負荷量削減状

況調査については，委託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，委託先との契約は随意

契約の方式でなされていた（特命随意契約，委託金額：３０５万８０００円，委託先：
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株式会社日水コン岡山事務所）。なお，随意契約とする理由について「第７期計画の進

行管理を目的としていることから，検証を行う際には，第７期計画策定時に構築した児

島湖専用の水質シミュレーションを用いて行う必要がある。この水質シミュレーション

を取り扱うことができるのは，著作権等を有する株式会社日水コンのみであることから

随意契約により事業を実施する」とされていた。 

上記の事情を踏まえれば，特命随意契約とすることについて合理性を認めることが

できるとともに，見積書を他社から取ることも困難と思われる。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，流出水対策地区関係機関等連絡調整会議の開催を確認したと

ころ，ここ数年は開催していないとのことであった。 

その他，本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価は

Ｂとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の予算の段階で，会議の会場として民間のホテルを利用することを想定し

て，会場借上料が計上されていたため，その理由を確認したところ，「公共施設（県会

議室）では，会議室の数や広さに限りがあり，会場を確保できる保障がないため，民間

のホテルを会場として実施することを想定して予算を確保している。また，外部委員の

出席が多い審議会や民間業者を対象にした研修会については，公共交通機関の利便性や

会議室の環境設備等を勘案すると，民間施設の会場で行うことが望ましいと考える。な

お，県庁内関係課が多く出席する会議や担当者研修等については，公共施設（県会議

室）を積極的に利用して会議を実施している。」とのことであった。 

このように，会議の会場利用については，一律に民間のホテルを利用しているわけ

ではないとのことであった。 

これらの点を考慮して，本事業の効率性の評価をＢとした。 

  

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 193 - 

(6) 児島湖に係る第８期湖沼水質保全計画策定事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

児島湖が湖沼水質保全特別措置法の指定湖沼に指定され，昭和 62

年に最初の湖沼水質保全計画を策定して以降，5 年ごとに湖沼水質

保全計画を策定し児島湖の水質保全対策の推進を図ってきた。 

現在は，第 7 期計画期間中（H28～R2 年度）であるが，令和 2 年

度に満了するため，令和 3 年度中の策定を目指して作業を進める必

要がある。策定に当たっては，検討会を設置・開催し，効果的な対

策の検討，対策の実施による将来水質の予測等を行い，今後実施す

べき児島湖の水質保全対策を定める。 

事業内容 

(1) 検討会の開催 

専門家から構成する「児島湖に係る第 8 期湖沼水質保全計画策定

検討会」を開催する。（3回／年） 

(2) 検討会での検討内容 

・第7期湖沼水質保全計画に係る実績の評価 

・水質，汚濁負荷量データの解析・評価についての検討 

・水質汚濁メカニズムの検討 

・実施すべき水質保全対策の検討 

(3) 事業の実施体制 

データの解析及び検討資料作成の作業は，水質予測等の能力を保

有するコンサルが実施し，検討会の開催と併せて業務を委託する。 

(4) 委託の内容 

・水質，汚濁負荷量データ，第 7 期計画での取組の効果解析業

務 

・水質シミュレーション見直し業務 

・水質浄化対策の検討業務 

法令・条例・要綱等 
湖沼水質保全特別措置法，湖沼水質保全基本方針，児島湖に係る第

７期湖沼水質保全計画，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 前項に記載のとおり 
令和２年度決算 

（執行率） 
前項に記載のとおり 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，児島湖に係る第７期湖沼水質保全計画が令和２年度に満了するため，令

和３年度中に新たな計画の策定を目指して，検討会を設置・開催し，効果的な対策の検

討，対策の実施による将来水質の予測等を行い，今後実施すべき児島湖の水質保全対策
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を定めるものであり，その目的は，前項と同様である。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち水質・汚濁負荷量等解析，

水質予測，取りまとめ等の業務については，委託契約に基づいて外部に委託されてい

る。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，委託先との契約は随意

契約の方式でなされていた（特命随意契約，委託金額：７９２万００００円，委託先：

株式会社日水コン岡山事務所）。なお，随意契約とする理由について「本事業は，児島

湖に係る第８期湖沼水質保全計画の策定に当たり，湖沼の汚濁機構を解析し，必要とな

る水質化対策を検討するとともに，その実施による将来水質を科学的に予測し，これら

を踏まえて施策の立案を進めるもので，これらの業務に係る高度な技術力及び企画力を

有する者に委託して実施する必要があり，その特質上，競争入札に適さない。また，委

託業者の選定は，使用する水質シミュレーションが優秀であり，対策立案に関する提案

力等を総合的に勘案して決定する必要があることから，技術提案により行う。」とされ

ていた。 

この点，上記の理由を踏まえれば，特命随意契約とすることについて合理性を認め

ることができる。 

また，上記の理由のほかに前項において検討した随意契約の理由を踏まえると見積

書を他社からとることも困難と思われる。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業において，前項の事業と同じく，会議の会場として民間のホテルが利用され

ているところ，当然に民間のホテルを利用しているわけではないとのことであった。 

その他，本事業の効率性の点について問題となる点は認められなかったため，その

評価をＢとした。 
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(7) 児島湖水質改善促進事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

○児島湖は，湖水が樋門操作により不定期に排出される形態である

ことに加え，流域人口は 67 万人に達し，周辺に農地が多いなど水

質汚濁しやすい条件が揃っている。 

〇児島湖の水質は，COD などいずれの項目も環境基準を達成できて

いないが，７次にわたる湖沼水質保全計画に基づく取組の成果によ

り，緩やかな改善傾向を示しており，項目によっては基準達成が見

え始めている。 

○数値上の水質改善が窺える中，茶色く濁った『見た目』が悪いこ

とから，実際の水質以上に「汚い」とのイメージが先行し，児島湖

への県民の関心は低い。 

〇したがって，これまでの汚濁負荷量の流入削減策等の取組に加え

て，『見た目』の改善に繋がる施策に取り組むことにより，県民が

水に親しみ・憩う，季節によっては観光資源ともなる，透明度が高

く青い水を湛える児島湖を目指す。 

事業内容 

(1) 生物の力による水質浄化 

湖水の主な着色原因であるプランクトンや湖岸で大量発生してい

るユスリカの幼虫（アカムシ）などの有機物を捕食するテナガエ

ビ，プランクトンをろ過摂取し水質浄化機能の高いシジミなどの二

枚貝を増殖し，漁獲を通じて有機物を湖外に持ち出すことで持続的

な水質浄化を狙う。また，漁獲増加による児島湖の知名度を高め，

関心を深める。 

(2) 人の五感による水質評価 

COD の数値は汚れの総量を精密に示す一方で，見た目との相関が

低く県民にも分かりにくいため，視覚や嗅覚などの人の五感を用い

た，県民にわかりやすい水質評価手法を導入する。 

(3) 農地からの汚濁負荷削減 

児島湖のりん濃度は全国2位（平成29年度）と高く，プランクト

ンの繁殖原因になっているため，周辺農地の L 字型肥料への転換を

促進・定着させ，りん汚濁負荷量の約 32％を占める農地からのりん

流 出削減を図る。 

(4) 環境用水利権の取得 

新たに環境用水利権を取得し，浄化用水を旭川から導水し，湖水

の流動性を高め，湖水の滞留日数の短縮化等を図り，湖内でのプラ

ンクトン発生量など内部生産量を減少させる。 

法令・条例・要綱等 
湖沼水質保全特別措置法，湖沼水質保全基本方針，児島湖に係る第

７期湖沼水質保全計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 968万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

931万 3000円 

(96%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，岡山県知事は，湖沼水質保全特別措置法４条１項をうけて，児島湖

に係る第７期湖沼水質保全計画を策定するとともに，前記のとおり，エコビジョン２０

２０において湖沼水質保全対策の推進について規定している（「(4) 児島湖環境保全

推進事業」参照）。 

本事業は，これまでの汚濁負荷量の流入削減策等の取組に加えて，『見た目』の改

善に繋がる施策に取り組むことにより，県民が水に親しみ・憩う，季節によっては観光

資源ともなる，透明度が高く青い水を湛える児島湖を目指すものであり，その目的は，

上記のエコビジョン２０２０に掲げられた目的に適合するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

また，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち二枚貝増殖実証調査業務等

の各種調査分析業務は，委託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，テナガエビ事業委託に関する資料を確認したところ，委託先

との契約は随意契約の方式でなされていた（特命随意契約，委託金額：５９４万４８７

５円，委託先：海洋建設株式会社）。なお，随意契約とする理由について「本事業を効

率的に実施するためには，テナガエビなど水生生物の生態等に精通する者により，魚礁

の選定，設置から一連の調査に至るまでの全体を通じた計画案及び進行管理が行われる

必要がある。また，本事業は，平成３０年度及び令和元年度に児島湖内３地点に設置し

た貝殻基質魚礁を用いて実施した調査を継続するものであり，継続性を確保し，かつ，

調査結果の信頼性を確保するには，同一の調査手法を用いて調査を行う必要がある。つ

いては，平成３０年度及び令和元年度に本事業を委託した海洋建設株式会社と随意契約

により事業を実施するのが適当である」とされていた。 

この点，上記のとおり，調査の継続性を維持するためには，特命随意契約とするこ

とについて合理性を認めることができる。 

また，上記の事業の特徴から，「契約内容の特殊性により，相手方が特定されると

き。」（会計要綱）に該当すると思われる。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

ただし，特定の事業者に対する委託が継続されることとなれば，価格の相当性につ

いて疑義が生じることは不可避であるから，継続的に事業を委託する場合には，価格の

相当性については慎重に検討することが望ましい。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 
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【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。  
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３ 化学物質対策 

(1) ダイオキシン法施行事業（ダイオキシン法監視指導事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき，特定施設を設置してい

る工場・事業場等に対し，立入検査，指導等を行う。 

事業内容 

(1) 特定施設の設置届等の審査・指導 

法の規定に基づき，事業者から提出された届出書の審査を行う。 

また，特定施設の設置場所等への立入検査を行い届出内容又は施

設の稼働状況等について確認するとともに，必要に応じて指導を行

う。 

(2) 排出基準違反事業者等に対する指導等 

特定施設の設置者には排出ガス及び排出水の測定及び測定結果の

報告が義務付けられており，測定結果が排出基準に適合していない

場合，県は，設置者に対して，改善の指示等の指導を行う。事業者

による改善措置完了後，行政検査を実施し，排出基準の適合を確認

する。 

法令・条例・要綱等 ダイオキシン類対策特別措置法 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 
1368万 3000円  

(次項の事業と合算) 

令和２年度決算 

（執行率） 

1257万 4000円 

(91%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

ダイオキシン類対策特別措置法は，下記のとおり，規定している。 

記 

（都道府県知事等による調査測定） 

第２７条（１項から３項省略） 

４ 国の行政機関の長又は都道府県知事は，土壌のダイオキシン類による汚染の状況を

調査測定するため，必要があるときは，その必要の限度において，その職員に，土

地に立ち入り，土壌その他の物につき調査測定させ，又は調査測定のため必要な最

少量に限り土壌その他の物を無償で集取させることができる。 

５ 前項の規定により立ち入ろうとする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係

者に提示しなければならない。 

以上 

本事業は，ダイオキシン類対策特別措置法に基づき，特定施設を設置している工
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場・事業場等に対し，立入検査，指導等を行うものであり，その目的は，法律に定めら

れた都道府県の義務を履行するものであり，法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうちダイオキシン類分析業務

は，委託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，委託先との契約は随意

契約の方式でなされていた（少額随意契約，委託金額：４１万５８００円，委託先：株

式会社エヌ・イーサポート岡山支店）。 

なお，監査の過程において，見積書を確認したところ５社からの見積が提出されて

いることを確認した。 

その他，本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められなかった。 

以上の点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の立入検査及び指導の実績及び行政検査後の排出

基準の適合結果を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

・立入検査施設数        １７件 

・指導（口頭指導）        ２件 

・行政検査            １件 

測定結果が4.9ng-TEQ/m3で，排出基準値（5ng-TEQ/m3以下）に適合 

以上 

本事業は，法令等に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問題は認

められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(2) ダイオキシン法施行事業（ダイオキシン法常時監視事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき，一般環境（大気，水

質，土壌）中のダイオキシン類の常時監視（環境調査）を実施す

る。 

事業内容 

(1) 調査の役割分担 

県，岡山市及び倉敷市が連携して実施する。 

(2) 調査媒体 

ア 環境大気 

イ 水環境（水底の底質を含む。） 

ウ 土壌 

(3) 調査時期 

ア 大気     年 4回（春期，夏期，秋期，冬期） 

イ 水質及び土壌 年 1回（秋期） 

(4) 調査地点 

ア 大気 

県内の全体的な状況を把握するため，県民局及び地域事務

所ごとに1地点を選定し，計8地点で調査。 

イ 水質 

（ア） 河川 

公共用水域（河川）の常時監視地点のうち，岡山市，倉

敷市及び国土交通省が所管している調査地点を除いた20地

点で調査。 

（イ） 海域 

公共用水域（海域）の常時監視地点のうち，岡山市，倉

敷市が所管している調査地点を除いた6地点で調査。 

（ウ） 地下水 

岡山市，倉敷市を除く25市町村のうち，前年度に調査が

行われていない市町村の13地点（井戸）で調査。（前年度

12地点） 

ウ 土壌 

地下水と同じ市町村の13地点で調査。（前年度12地点） 

法令・条例・要綱等 ダイオキシン類対策特別措置法 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 前項に記載のとおり 
令和２年度決算 

（執行率） 
前項に記載のとおり 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

ダイオキシン類対策特別措置法は，下記のとおり，規定している。 

記 

（常時監視） 

第２６条 都道府県知事は，当該都道府県の区域に係る大気，水質（水底の底質を含

む。以下同じ。）及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しなけれ

ばならない。 

以上 

 

本事業は，ダイオキシン類対策特別措置法に基づき，一般環境（大気，水質，土

壌）中のダイオキシン類の常時監視（環境調査）を実施するものであり，その目的は，

法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうちダイオキシン類採取分析業

務等は，委託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，委託先の選定は一般競

争入札の方式でなされていた（予定金額：４０８万８３７０円，落札価格：第１回入札

額４４５万円，再入札額４００万円，再々入札額３７０万円，落札者：中外テクノス株

式会社岡山営業所。） 

なお，上記の落札金額は，落札後３９５万１７００円に増額変更されている。変更

の理由として「令和３年２月１８日～２６日に４回目の調査を実施する予定であるが，

日程調整の結果，調査地点の１つである美作県民局が新しい非常用発電設備の接続テス

ト等による停電作業を行うため（２月１２日，２０日及び３月６日），他の地点とは別

日程（２月１日～８日）で調査回数を増やさざるを得なくなった。調査回数の増加に伴

い，人件費及び旅費が増額するため，変更契約を行う」とされている。 

この点，上記の増額の理由は日程調整等の手続き上の過誤であるところ，このよう

な過誤はやむを得ない点があることは否定できないものの，結果としていた委託金額が

増額されていることは重視すべきである。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＣとした。 

なお，その他の委託業務についても，一般競争入札の手続きが取られており，特に

問題となる点は認められなかった。 

 

【意見３－３】委託契約における委託費用が増加することがないよう財務事務の執行

については留意すべきである。 

一般競争入札の手続き等によって，委託金額の相当性を確保したとしても，その後

に委託料が増額することとなれば，かかる手続きの意味が失われることから，財務事務

の執行については，契約後に委託費用が増加することがないよう留意すべきである。 
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【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，岡山市及び倉敷市との連携について確認したところ，協定書

等はないものの，ダイオキシン類対策特別措置法に基づき，岡山市及び倉敷市は各市に

おいてダイオキシン類の調査を実施しており，調査結果については県市で情報共有して

いるとのことであった。 

本事業は，法令等に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問題は認

められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，本事業の効率性の評価をＢとした。  
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(3) 有害大気汚染物質調査事業（モニタリング機器整備事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

大気汚染防止法第22条第1項の規定により，都道府県知事は，大

気の汚染の状況を常時監視しなければならないとされている。県で

は平成 9 年以降，有害大気汚染物質のうち，健康リスクがある程度

高いと考えられている物質（優先取組物質）等について，「有害大

気汚染物質測定方法マニュアル」に基づき測定を実施している。 

事業内容 

(1) 測定方法 

優先取組物質のうちベンゼン等の揮発性有機化合物（以下

「VOC」という。）の測定方法については，マニュアルで「容器採

取-ガスクロマトグラフ質量分析法」が定められており，専用の金

属容器（キャニスター）に採取した大気試料中の VOC 成分を，自動

濃縮装置により濃縮し，濃縮試料を分析装置（ガスクロマトグラフ

質量分析計）へ注入して分析を行う。 

(2) 使用する分析機器及び今後の機器整備計画 

VOCの測定に使用する機器は次のとおりであり，計10年の物品賃

貸借契約により，分析機器を一体的かつ継続的に更新し整備する計

画としている。（当該機器は一体として稼働） 

法令・条例・要綱等 

大気汚染防止法第２２条第１項，大気汚染防止法施行規則１６条の

１９第１項，有害大気汚染物質測定方法マニュアル，大気汚染防止

法第 22 条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事

務の処理基準（環境省） 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 
808万 7000円 

(次項の事業と合算) 

令和２年度決算 

（執行率） 

823万 3000円 

(101%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

大気汚染防止法２２条１項は，「都道府県知事は，環境省令で定めるところによ

り，大気の汚染（放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。）の

状況を常時監視しなければならない」と規定し，これを受けた大気汚染防止法施行規則

１６条の１９第１項は，「各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地

点において，その状況を継続的に測定することにより行うものとする」と規定してい

る。これに関して，環境省は，「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」及び「大気汚

染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準

（環境省）」を策定し，各有害大気汚染物質の測定方法等を定めている。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 204 - 

本事業は，有害大気汚染物質のうち，健康リスクがある程度高いと考えられている

物質（優先取組物質）等について，大気汚染防止法第２２条第１項，大気汚染防止法施

行規則１６条の１９第１項，有害大気汚染物質測定方法マニュアル及び大気汚染防止法

第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準（環境

省）に基づき，優先取組物質（ダイオキシン類を除く。）並びに水銀及びその化合物の

測定をするための機器を整備するものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合するも

のである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業の執行として，大気汚染物質のモ

ニタリングに用いられるガスクロマトグラフ質量分析器の賃料が支出されているとこ

ろ，かかる賃貸借契約は，平成２８年に締結されている。 

このように，令和２年度の財務事務の執行について，特に問題となる点は認められ

なかったため，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，法令等に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問題は認

められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，その評価をＢとした。 
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(4) 有害大気汚染物質調査事業（モニタリング調査事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

有害大気汚染物質等による大気汚染の防止を目的として，大気汚

染防止法に基づき，岡山市及び倉敷市と連携を図りながら，有害大

気汚染物質等による大気汚染の状況の常時監視や住民への情報提供

等，必要な対策を実施する。 

事業内容 

(1) 有害大気汚染物質等環境調査（常時監視） 

法の規定により，健康リスクがある程度高いと考えられる物質

（優先取組物質（ダイオキシン類を除く 21 物質））並びに水銀及

びその化合物について，県内 4 地点（茂平測定局，日比測定局，美

作県民局，長津測定局）で環境調査を行う。 

(2) 有害大気汚染物質詳細調査 

玉野市内において，大気中の「ヒ素及びその化合物」の濃度が継

続的に高いことから，ヒ素等の重金属類の濃度状況を詳細に把握す

るため，詳細調査を行う。 

また，日比測定局において毎月実施する有害大気汚染物質等環境

調査に併せ，追加の調査（銅及びその化合物）を実施し，詳細調査

の結果と比較を行う。 

法令・条例・要綱等 

大気汚染防止法第２２条第１項，２４条１項，大気汚染防止法施行

規則１６条の１９第１項，有害大気汚染物質測定方法マニュアル，

大気汚染防止法第 22 条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監

視に関する事務の処理基準（環境省），エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 前項に記載のとおり 
令和２年度決算 

（執行率） 
前項に記載のとおり 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，大気汚染防止法２２条１項は，都道府県知事に対し，大気の汚染の

状況を常時監視すべき義務を課している。 

岡山県においては，岡山市及び倉敷市と連携を図りながら，有害大気汚染物質等に

よる大気汚染の状況の常時監視を実施するとともに，住民への情報提供等，必要な対策

を実施するものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業は，大気の汚染状況を常時観測す

るため，有害大気汚染物質の分析等を実施するものであり，かかる分析事業は，岡山県

環境保健センターで実施している。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 206 - 

また，その他の財務事務について，特段問題となる点は認められなかったため，そ

の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，法令等に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問題は認

められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(5) 有害大気汚染物質調査事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

有害大気汚染物質等に係る排出抑制対策を円滑かつ適切に実施す

るため，PRTR データから有害大気汚染物質等の排出量が多い事業者

における排出実態調査を行うとともに有害大気汚染物質等環境調査

（常時監視）において高濃度を示した物質について，その汚染の広

がり状況や原因を把握するための調査を行い，条例に基づく規制の

検討に資するための必要な知見の集積を図る。 

事業内容 

(1) 排出実態等調査 

環境基準が定められている 4 物質及び指針値が定められている 9

物質について，PRTR データや環境調査の結果から発生源となってい

る事業場における排出口濃度，敷地境界濃度等の排出実態等につい

て調査を行う。 

ア 対象物質 

環境基準が設定されている 4 物質（ベンゼン，トリクロロエ

チレン，テトラクロロエチレン，ジクロロメタン）及び指針値

が設定されている 9 物質（ニッケル化合物，アクリロニトリ

ル，塩化ビニルモノマー，水銀及びその化合物，ヒ素及びその

化合物，マンガン及びその化合物，クロロホルム，1,2-ジクロ

ロエタン，1,3-ブタジエン）の計13物質 

イ 調査箇所 

施設排出口2箇所，敷地境界8箇所 

(2) 先進的な取組に関する情報収集 

先進的な環境対策の事例や他の自治体における取組について情報

収集を行い，知見の集積を図るとともに県内の有害大気汚染物質対

策に役立てる。 

法令・条例・要綱等 

大気汚染防止法第２２条第１項，２４条１項，大気汚染防止法施行

規則１６条の１９第１項，有害大気汚染物質測定方法マニュアル，

大気汚染防止法第 22 条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監

視に関する事務の処理基準（環境省），エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 161万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

147万 4000円 

(91%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県は，「大気汚染防止法第四条第一項の規定に基づくばいじんに係る排出基準
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を定める条例」を設け，下記のとおり，その趣旨を明らかにしている。 

記 

（趣旨） 

第１条 この条例は，大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」とい

う。）第四条第一項の規定に基づき，ばいじんに係る法第三条第一項の排出基準に

かえて適用する同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排

出基準（以下「上乗せ排出基準」という。）を定めるものとする。 

以上 

 

このように岡山県においては，大気汚染の防止のために，県独自の排出基準を設け

るための条例を整備している。 

本事業は，有害大気汚染物質等に係る排出抑制対策を円滑かつ適切に実施するた

め，ＰＲＴＲデータから有害大気汚染物質等の排出量が多い事業者における排出実態調

査を行うとともに有害大気汚染物質等環境調査（常時監視）において高濃度を示した物

質について，その汚染の広がり状況や原因を把握するための調査を行い，条例に基づく

規制の検討に資するための必要な知見の集積を図り，上記条例に基づいて適切な規制を

行うことを目的とするものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち，分析事業は岡山県環境保

健センターで実施しており，その費用は需用費（６３万７０００円）として計上されて

おり，特段問題となる点は認められなかった。 

その他，本事業の執行について，特段問題となる点は認められなかったため，本事

業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，法令等に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問題は認

められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，その評価をＢとした。 
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(6) 化学物質環境調査事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

環境中における化学物質の存在状況を把握することにより，化学

物質による環境汚染を未然に防止するための基礎資料を得ることを

目的とする。 

事業内容 

環境省では，化学物質の環境中における残留状況をはじめ，経年

的な変化を把握するためのモニタリング調査や環境リスク評価に必

要な曝露量を把握するための実態調査を毎年度実施しており，令和

元年度に引き続き当該調査の一部を環境省から委託を受けて実施す

る。 

(1) 初期環境調査 

環境中での存在が明らかでない物質について，その存在の確認を

目的とした調査を行う。（岡山県では試料採取及び分析を実施） 

(2) 詳細環境調査 

環境中での存在が確認された物質について，高感度の分析法を用

いて，水質，底質等の環境媒体ごとに汚染状況の把握を目的とした

定量的な調査を行う。（岡山県では試料採取のみ実施） 

(3) モニタリング調査 

環境中において分解等がされにくく，経年的な環境中残留量の把

握が必要とされる物質について，その環境残留実態の定期的なモニ

タリングを目的とした調査を行う。（岡山県では試料採取のみ実

施） 

法令・条例・要綱等 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 

主な財源 国庫支出金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 163万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

152万円 

(93%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律は，下記のとおり規定している。 

記 

（立入検査等） 

第４４条 厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣は，この法律の施行に必要な限

度において，その職員に，第三条第一項第四号から第六号まで又は第五条第四項の

確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り，帳簿，書類その他の物件を検

査させ，関係者に質問させ，又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物
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質を収去させることができる。 

以上 

このように，厚生労働大臣，経済産業大臣及び環境大臣は，化学物質の調査のため

立入する権限等を認めている。本事業は，環境省からの委託に基づき，環境中における

化学物質の存在状況を把握することにより，化学物質による環境汚染を未然に防止する

ための基礎資料を得ることを目的とするものであり，その目的は，法令等の趣旨に適合

するものである。 

また，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められ

なかったため，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，調査の結果有害な化学物質が発見された場合の対応について

確認したところ，本調査は，物質の一般環境中の残留状況や人への暴露情報が不足して

いる物質を調査し，今後の施策の検討の基礎資料とすることを目的とされており，本調

査結果に基づき，環境省において詳細な調査の実施等が検討されることとなるとのこと

であった。なお，環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課が「化学物質環境実態調

査実施の手引き（平成２７年度版）」を策定しており，調査はこれに沿って行われると

のことである。 

本事業は，環境省からの委託に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段

の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かったため，その評価をＢとした。  
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(7) 有害化学物質対策事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

著書「奪われし未来」において指摘された，いわゆる「環境ホル

モン」に社会的関心が高まったことを受け，国では平成 10 年度か

ら環境ホルモン緊急全国一斉調査を行い，県も協力して環境汚染の

実態把握に努めた。さらに，全国一斉調査とは別に，岡山県独自で

県内の汚染実態を詳細に把握するため，平成 11 年度から調査を開

始した。現在では，内分泌かく乱作用が疑われる物質だけでなく，

残留性が高く，環境中で分解しにくい有害化学物質等について，水

環境中の実態を把握する「化学物質環境モニタリング調査」を継続

的に実施している。（全国のほとんどの自治体で同様の調査が実施

されている。）本調査の対象物質は，産業廃棄物の焼却や最終処分

により排出されるとの知見があるものや，既に使用が禁止された農

薬等であることから，産業廃棄物の不法投棄や不適正処理の早期発

見の一助となる。また，河川等から検出されているにも関わらず，

法的規制の対象外である物質もあり，こうした物質に対する排出企

業の環境に対する意識や社会的責任の喚起にも役立っている。 

事業内容 

(1) 化学物質環境モニタリング調査 

ア 調査物質 20項目 

イ 調査地点 13 地点（河川 11 地点，湖沼 1 地点，海域 1 地

点） 

ウ 調査媒体 水質13検体（13地点），底質7検体（7地点） 

エ 調査回数 年 1回（夏期） 

オ 調査方法 環境省が示した調査方法に基づき，環境管理

課，環境保健センターが河川及び湖沼，委託

業者が海域の試料を採取する。分析について

は環境保健センターが行う。 

(2) 分析機器整備 

ア 機器名 

①二重収束型高分解能七寮分析計，②四重極型質量分析計 

イ 使用目的 

環境水，工業排水，産業廃棄物，生物試料等に含まれる微

量な化学物質の測定を高精度かつ高感度に行う。 

ウ 賃借料 

機器リース料 7,129 千円（令和 2 年度途中に現システムの

リース期間が終了するため，新システムのリースを行う） 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 1128万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1127万 9000円 

(99%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

■有害化学物質による環境汚染の防止 

有害化学物質の環境への排出を抑制し，環境汚染の未然防止を図るため，大気・

水・土壌など環境中への排出量や汚染状況等を把握するとともに，ＰＲＴＲ法に基づく

届出に係る集計データなども活用し，身近で分かりやすい情報として提供します。 

また，発生源の監視を充実させるとともに，適正使用及び自主管理の徹底のほか，

排出抑制対策の実施についても指導します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」３９頁） 

 

本事業は，その対象物質が，産業廃棄物の焼却や最終処分により排出されるとの知

見があるものや，既に使用が禁止された農薬等であることから，産業廃棄物の不法投棄

や不適正処理の早期発見の一助となるうえ，河川等から検出されているにも拘わらず，

法的規制の対象外である物質もあり，こうした物質に対する排出企業の環境に対する意

識や社会的責任の喚起にも役立っているものであり，その目的は，上記エコビジョン２

０２０の趣旨に適合するものである。 

また，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められ

なかったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の調査実績を確認したところ，２０項目の物質群

を県内の主要河川，児島湖及び代表海域で行い，そのうち水質は１３地点，底質は７地

点の計２０地点で調査が実施されていた。 

また，監査の過程において，有害化学物質が検出された際の対応について確認した

ところ，測定を実施した化学物質による人体への影響については未解明な部分が多く，

評価を行える状況ではないが，検出された値が環境省の全国調査結果と比較して高濃度

な値が継続して検出される場合は，より詳細な調査を実施するとのことであった。 

そして，環境ホルモン全国一斉調査は，国によって平成１０年度に実施されて以

降，現在は実施されておらず，化学物質環境実態調査は，国によって現在も全国で実施

されているが，調査地点が少ない（県内２地点）こと等から，県で独自に主要河川，児

島湖及び代表海域において，継続して調査を実施しており，国の調査で調査対象になっ

ていない物質についても必要に応じて選定することができることが，全国一斉調査との

差異等，独自で本事業を行うメリットであるとのことであった。 

本事業は，法令等に基づかない県独自の事業であり，その有効性に特段の問題は認
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められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(8) 土壌汚染対策事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

県内における土壌汚染の状況把握，汚染区域の対策，汚染土壌の

適正処理の確保等を行うことにより，土壌汚染対策の実施を図ると

ともに，土壌環境を保全することを目的とする。 

事業内容 

(1) 土壌・地下水汚染事案に係る地下水分析調査 

土壌・地下水汚染が新たに判明した土地の周辺において，地下水

の調査を行い，周辺における地下水汚染の状況を把握する。また，

既存の汚染事案については，汚染状態の監視や浄化対策に伴う周辺

環境への影響について把握する。 

(2) 専門家会議の開催(汚染土壌処理業許可等に係る意見聴取等） 

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可申請があった場

合，許可審査等に際して専門家による会議を開催し，意見聴取等を

行う。 

(3) 金剛川流域における土壌汚染状況調査 

金剛川流域では，廃鉱山跡の影響でヒ素等の重金属が土壌環境基

準を上回って検出されるおそれがあることから，周辺の土地（備前

市及び和気町）における土壌調査を実施する。 

法令・条例・要綱等 

土壌汚染対策法，土壌汚染対策法施行令，土壌汚染対策法施行規

則，汚染土壌処理業に関する省令，岡山県汚染土壌等の処理に係る

指導要綱，土壌汚染等発見時の周辺調査及び公表に関する指針，エ

コビジョン２０２０ 

主な財源 
一般財源 

汚染土壌処理業許可手数料 

エコビジョン2020目標  2019年度達成状況  

令和２年度予算 199万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

150万円 

(75%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

土壌汚染対策法３条及び５条等は，都道府県知事に土壌汚染状況調査の実施・報告

の命令等の権限を認めるとともに，岡山県では，汚染土壌等の処理に係る指導要綱及び

土壌汚染等発見時の周辺調査及び公表に関する指針を定めている。 

また，エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

■土壌・地下水汚染の防止 

トリクロロエチレンや硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素など，地下水に係る環境基準項

目などについて計画的に監視測定を実施します。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 215 - 

また，有害物質貯蔵指定施設などの構造基準等の遵守及び定期点検の実施の指導の

ため，工場・事業場への立入検査等を行い土壌・地下水汚染の未然防止を図ります。 

なお，土壌・地下水汚染を把握した事例にあっては，汚染の除去等の必要な措置の

指導及び周辺井戸調査等の監視を継続します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」３９頁） 

 

本事業は，県内における土壌汚染の状況把握，汚染区域の対策，汚染土壌の適正処

理の確保等を行うことにより，土壌汚染対策の実施を図るとともに，土壌環境を保全す

ることを目的とするものであり，その目的は，上記の各法令等の趣旨に適合するもので

ある。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち，土壌汚染事案に係る地下

水調査等の業務等の分析業務は，岡山県環境保健センターで執行されている（需用費１

５０万５０００円）。 

この点，かかる執行やその他の財務事務について特段問題となる点は認められな

かったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の汚染土壌処理許可申請の件数及び許可審査など

に関する専門家会議の開催実績を確認したところ，汚染土壌処理業の許可申請がないた

め，専門家会議を開催していないとのことであった。 

また，監査の過程において，土壌汚染が判明した場合の対応について確認したとこ

ろ，「土壌汚染等発見時の周辺調査及び公表に関する指針」に基づき，土壌汚染が発見

された土地の周辺地下水の利用状況及び水質調査を実施し，必要に応じて公表するとと

もに，土壌汚染対策法に基づく区域の指定や土地の所有者等に措置の指示又は環境負荷

低減条例に基づき有害物質取扱事業所を設置している者に浄化対策計画の作成・実施を

指導するとのことであった。 

なお，土壌汚染が判明する端緒としては，下記の３つがあるとのことであった。 

記 

・土壌汚染対策法第２条第２項に規定する土壌汚染状況調査の報告があり，基準の超過

があったとき。 

・土壌汚染対策法第１４条第１項に規定する申請を受理したとき。 

・環境負荷低減条例第６５条第１項に規定する届出を受理したとき。 

以上 

 

本事業は，法令等に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問題は認

められず，事業の有効性の評価はＢとした。 
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【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業において，予算の段階で民間のホテルの借上料が計上されているものの，当

然に民間のホテルを利用しているわけではないとのことであった。 

その他，本事業の効率性の点について問題となる点は認められなかったため，その

評価をＢとした。 
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４ 大気保全対策 

(1) 大気汚染防止法等事業（大気保全行政運営事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

(1) 大気環境情報の発信 

岡山県における大気汚染の状況について，環境データを的確に把

握するとともに，県民に情報を発信し，大気保全に係る啓発を行

う。 

(2) 各種講習会参加 

大気保全行政に携わる職員の研修実施や各種協議会参加によっ

て，各職員の知識・技術の習得や大気環境に係る情報の収集・動向

の把握等を図り，大気保全行政を推進する。 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 39万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

本項の(1)から(7)まで

の決算 2704 万 7000 円

（予算の合計は 2887 万

7000 円であり執行率は

93％） 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

 

記 

■大気汚染防止対策の実施 

ばい煙発生施設等の設置状況を確認するとともに，排ガス処理施設の適正な維持管

理の指導を行います。特に，光化学オキシダントについては，濃度が高くなりやすい夏

期を中心とした時期を大気汚染防止夏期対策期間とし，光化学オキシダント汚染の未然

防止に重点を置いた総合的な対策を実施します。 

また，微小粒子状物質（ＰＭ２．５）について，常時監視網の整備を進め，正確な

情報の提供に努めるとともに，高濃度時には注意喚起を行います。 

また，発生源対策の検討を行うため成分分析等の調査研究や関係情報の収集に努め

ます。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」３９頁） 
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本事業は，岡山県における大気汚染の状況について，環境データを的確に把握する

とともに，県民に情報を発信し，大気保全に係る啓発を行うとともに，大気保全行政に

携わる職員の研修実施や各種協議会参加によって，各職員の知識・技術の習得や大気環

境に係る情報の収集・動向の把握等を図り，大気保全行政を推進するものであり，その

目的は，上記エコビジョン２０２０の趣旨に適合するものである。 

また，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められ

なかったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，本事業の目標とする成果及び成果の算定方法を確認したとこ

ろ，具体的な成果に基づいて事業を組み立てている事業ではなく，大気汚染防止に関す

る各種研修参加費，旅費，啓発チラシの作成など，必要経費を計上しているとのことで

あった。 

もっとも，本事業の成果について確認したところ，本事業は具体的な成果に基づい

て事業を組み立てている事業ではなく，大気汚染に関する各種研修参加，旅費，啓発チ

ラシの作成など必要経費を計上しているとのことであった。 

このように，本事業の経費は，啓発を主たる目的とするものではないこと及び啓発

チラシの費用として計上される金額は少額であることを考慮して，本事業の有効性の評

価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(2) 大気汚染防止法等事業（大気汚染防止法施行事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

○大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設（ボイラーや廃棄物焼

却炉など）」，「揮発性有機化合物排出施設（グラビア印刷乾燥

施設など）」及び「水銀排出施設（廃棄物焼却炉など）」につい

て，新たに設置される場合等には，設置等届出書の審査（必要に

応じて現地調査）を行うとともに，設置後は，施設設置事業所に

対して，届出事項等の確認を行うため，立入調査を実施する。 

○また，排出基準の適合状況を確認するため，ばい煙（ばいじん，

窒素酸化物，塩化水素），揮発性有機化合物，水銀及びその化合

物の測定を行う。 

さらに，ばい煙中の硫黄酸化物濃度は燃料中の硫黄分に比例す

るため，燃料検査（燃料中の硫黄分）を行う。 

○なお，ばい煙及び揮発性有機化合物の分析測定は環境保健セン

ターで行うが，燃料検査については，分析機器を保有していない

ため，業者委託により実施する。 

法令・条例・要綱等 大気汚染防止法８条ないし１０条の６等 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 286万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

大気汚染防止法６条は，ばい煙を大気中に排出する者は，ばい煙発生施設を設置し

ようとするときは，環境省令で定めるところにより，次の事項を都道府県知事に届け出

なければならない。」として，届け出義務を定めるとともに，都道府県知事は，同法９

条，１０条の６等に基づいて届出がされたものについて書類審査を行うこと等を定めて

いる。 

本事業は，上記の届出に関して，排出基準の適合状況を確認するため，立入調査等

を実施して，届出の内容が適正かどうか確認し，ばい煙（ばいじん，窒素酸化物，塩化

水素），揮発性有機化合物，水銀及びその化合物の測定を行い，ばい煙中の硫黄酸化物

濃度は燃料中の硫黄分に比例するため，燃料検査（燃料中の硫黄分）を行う必要に応じ

て分析を行うものであり，その目的は，法令等の義務を実施するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち燃料中の硫黄分測定事業

は，委託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，委託先の選定は随意契
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約の方式でなされていた（少額随意契約，委託金額：２５万７４００円，委託先：株式

会社三井ＥＡＳテクニカルリサーチ）。 

なお，随意契約とされている理由として，上記委託先のみが岡山県内の自社の事業

者で燃料中硫黄分濃度の測定が可能な業者であることが記載されており，見積書も同社

のみから取得されていた。 

この点，本事業の特殊性を考慮すれば，随意契約によること及び見積書を１者のみ

から取得することもやむを得ないと思われる。 

以上の点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

ただし，一社のみの契約が固定化すると価格の相当性に疑義が生じることから，今

後は県外の業者も含めて，見積書を取得することが望ましい。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において令和2年度の法律に基づく「ばい煙排出施設」等の設置等の届出

件数及び立入調査の実施実績を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

・届出件数          １５７件 

・立入件数          ４４３件 

以上 

本事業は，法令等に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問題は認

められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。  
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(3) 大気汚染防止法等事業（環境負荷低減条例施行事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

○環境負荷低減条例（以下「県条例」という。）では，大気汚染防

止法の規制対象外であるばい煙発生施設，粉じん発生施設，有害

ガス発生施設の規制を行っている。 

○県条例に基づくばい煙発生施設，粉じん発生施設及び有害ガス発

生施設について，新たに設置される場合等には，設置等届出書の

審査（必要に応じて現地調査）を行うとともに，設置後は，施設

設置事業所に対して，届出事項等の確認を行うため，立入調査を

実施する。 

○また，有害ガス発生施設については，排出基準を定めている物質

を対象に，毎年 1 物質を選定（令和 2 年度はシアン化合物を予

定）し，排出基準の適合状況を調査するため，当該有害ガスの測

定を行う。 

事業内容 

○県条例において，ディーゼル自動車に係る粒子状物質（黒煙のす

す）の削減に関する規定を設け，指定地域（岡山市・倉敷市の一

部・早島町の全域）において一定台数（50台）以上のディーゼル

自動車を保有する事業者に対し，粒子状物質の削減計画の作成や

実施状況の報告を求めることにより，粒子状物質の削減を図るこ

ととしている。 

○令和元年度に事業者から提出される実施状況報告書の結果につい

ても，年次計画書と併せて公表することとしている。（対象事業

者数20社） 

法令・条例・要綱等 大気汚染防止法，環境負荷低減条例 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 74万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境負荷低減条例６条は，知事は，ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出

基準を定め，これを告示するものとする旨を定めるとともに，同条例７条はばい煙発生

施設を設置しようとする者は，あらかじめ，規則で定めるところにより，一定の事項を

知事に届け出なければならない旨を定めている。また，同条例１０条は，知事は，第７

条１項等による届出があった場合，その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又は

ばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準に適合しないと認めるときは，その届

出を受理した日から六十日以内に限り，その届出をした者に対し，その届出に係るばい
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煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更

又は計画の廃止を命ずることができる旨を定めている。 

本事業は，上記の環境負荷低減条例に基づき，ばい煙発生施設，粉じん発生施設及

び有害ガス発生施設について，新たに設置される場合等には，設置等届出書の審査（必

要に応じて現地調査）を行うとともに，設置後は，施設設置事業所に対して，届出事項

等の確認を行うため，立入調査を実施し，有害ガス発生施設については，排出基準を定

めている物質を対象に，毎年1物質を選定（令和2年度はシアン化合物を予定）し，排

出基準の適合状況を調査するため，当該有害ガスの測定を行うことを目的とするもので

あり，その目的は，環境負荷低減条例に定められた業務を実施するものである。 

このように，本事業の目的は，環境負荷低減条例の趣旨に適合するものである。 

また，令和２年度の本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められ

なかったため，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において令和２年度の条例に基づく「ばい煙排出施設」等の設置等の届

出件数及び立入調査の実施実績を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

・届出数           ２５２件 

・立入数           ３９０件 

以上 

本事業は，法律及び条例に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問

題は認められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。  
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(4) 大気汚染防止法等事業（環境大気常時監視システム整備事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

都道府県知事は，大気汚染防止法に基づき大気の汚染状況を常時

監視しなければならないと規定されていることから，環境大気常時

監視システム（以下「システム」という。）を構築し，県下 66 局

（うち県設置は 23 局）の環境大気測定局において大気の常時監視

を行っている。 

システムにより，環境大気測定局及び 15 局の発生源局（ばい煙

の排出量が多量な工場に設置）の測定データを処理し，リアルタイ

ムでの監視やホームページで県民へ常時監視結果及び大気汚染の緊

急時における情報の提供を行っている。 

また，長期間の使用に伴い老朽化している測定機及び測定局舎を

更新し，常時監視体制を維持するとともに，常時監視項目である

PM2.5の成分分析も実施する。 

事業内容 

(1) システムの賃借及び保守 

平成 28 年度に株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンスが

設計を行った当該システムは，その賃借及び保守管理業務につい

て，同社と平成30年3月から令和7年2月まで7年間の長期継続契

約を締結している。 

(2) 自動測定機の更新 

購入から10年以上が経過し特に老朽化が目立つ測定機（6台）の

うち，特に老朽化の著しい浮遊粒子状物質自動測定機 1 台（新見

局）及び二酸化窒素自動測定機 2 台（新見局，寺間局）を更新す

る。 

＜老朽化が目立つ測定機（6台）＞ 

・二酸化硫黄自動測定機 

三石局（備前市），東片上局（備前市），寺間局（笠岡市） 

・浮遊粒子状物質自動測定機 

新見局（新見市） 

・二酸化窒素自動測定機 

新見局（新見市），寺間局（笠岡市） 

(3) PM2.5成分分析 

県設置 10 測定局のうち，長津局（唯一の自排局）及び総社局

（バックグラウンド）で成分分析を実施し，分析は環境保健セン

ターで行う。 

［回数］年4回（各14日間） 

［項目］イオン成分，無機成分，炭素成分 

法令・条例・要綱等 

大気汚染防止法第２２条第１項，２４条１項，大気汚染防止法施行

規則１６条の１９第１項，有害大気汚染物質測定方法マニュアル，

大気汚染防止法第 22 条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監

視に関する事務の処理基準（環境省），エコビジョン２０２０ 
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主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2014万 5000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

大気汚染防止法２２条第１項は，「都道府県知事は，環境省令で定めるところによ

り，大気の汚染（放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。）の

状況を常時監視しなければならない」と規定し，同法２４条１項は「都道府県知事は，

環境省令で定めるところにより，当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表し

なければならない」と規定し，これを受けた大気汚染防止法施行規則１６条の１９第１

項は，「各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において，その

状況を継続的に測定することにより行うものとする」と規定している。これに関して，

環境省は，「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」及び「大気汚染防止法第２２条の

規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準（環境省）」を策定

し，各有害大気汚染物質の測定方法等を定めている。 

本事業は，大気汚染防止法に基づき大気の汚染状況を常時監視しなければならない

と規定されていることから，環境大気常時監視システムを構築し，県下６７局（うち県

設置は２３局）の環境大気測定局において大気の常時監視を行うものであり，その目的

は，法令に定められた義務を履行するものである。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち，環境大気常時監視システ

ムの賃借料として約８６１万円が支出されているところ，賃貸借契約は平成３０年に締

結され，賃貸借期間は平成３０年３月１日から令和７年２月２８日までとされている。 

このように，賃借料の支払は既に締結されている賃貸借契約に基づくものであるこ

とを確認した。 

また，令和２年度において，浮遊粒子状物質自動測定器（新見局）１台，二酸化窒

素自動測定器（新見局，寺間局２台）が購入されている。 

上記の備品はいずれも１００万円を超過するものであるところ，上記の備品は岡山

県環境保健センターが選定し，本庁において物品等の購入を担当する用度課が一般競争

入札（条件付）又はオープンカウンターで実施したとのことである。 

なお，かかる手続きの際，岡山県の用度課からの依頼により入札参加者の仕様確認

を環境管理課及び環境保健センターで実施するとともに，入札等の結果も用度課から連

絡されるなど，物品の購入に当たっては，関係課で情報共有しており，購入手続きに特

段の問題点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 
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【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，法令等に基づいて執行される事業であり，その有効性に特段の問題は認

められず，事業の有効性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(5) 大気汚染防止法施行事業（公害防止推進事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

経済の高度成長に伴い，昭和 40 年代には公害問題も一層深刻な

状況となったことから，大気汚染防止法，水質汚濁防止法等の環境

関係法令を補完しつつ，地域における公害防止対策を推進するた

め，大規模な工場等が立地する際には，当該企業と立地市町村が公

害防止協定を締結し，公害防止に努めること。 

また，環境への影響が広域に及ぶ可能性のある大規模な発生源を

持つ企業等については，県も当事者も加わり，公害防止協定を締結

すること。 

事業内容 

(1) 施設設備の新増設に当たっての事前協議 

県が当事者となって公害防止協定を締結している企業及び水島臨

海工業地域に立地している企業で倉敷市と公害防止協定を締結して

いる企業のうち岡山県が立会人になっているものについて，企業が

公害を発生するおそれがある施設や設備を新増設する場合は，協定

に基づき，新増設計画の事前審査・指導を行うなど協定のフォロー

も行っている。（事前協議） 

なお，水島地域に立地する協定締結企業については，県が定めた

汚染物質に係る排出許容総量を，倉敷市と協議の上，各企業に配分

している。 

(2) 企業の誘致に当たっての事前審査 

県工業団地へ企業が立地する場合や県が主体となって誘致を進め

た企業の立地に際しては，地域において環境保全上の問題が生じる

ことがないよう計画段階で審査・指導し，必要な環境保全上の配慮

を求めている。 

法令・条例・要綱等 大気汚染防止法，水質汚濁防止法，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 4万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定しているところ，本事業は，大気汚染

防止法，水質汚濁防止法等の環境関係法令を補完しつつ，地域における公害防止対策を

推進するため，大規模な工場等が立地する際には，当該企業と立地市町村が公害防止協

定を締結し，公害防止に努めるものであり，また，環境への影響が広域に及ぶ可能性の

ある大規模な発生源を持つ企業等については，県も当事者も加わり，公害防止協定を締

結しているものであって，上記エコビジョン２０２０に掲げられた目的を全うする事業

である。 
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記 

■ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の普及 

●中小企業の環境対策の促進 

岡山県中小企業者向け融資制度により，県内中小企業者などの公害防止施設の整備

や省エネルギー施設の設置等に必要な資金及び新エネルギー利用等の促進に関する特別

措置法の規定に基づく「新エネルギー利用等」を行う設備の設置等に必要な資金を融資

します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」８１頁） 

 

なお，令和２年度の施設設備の新増設計画の事前審査及び指導の実績を確認したと

ころ，下記のとおりであった。 

記 

・事前協議数         １４件 

・報告数           １６件 

以上 

 

本事業について，令和２年度は財務事務の執行がなかったことから，監査の対象と

はしていない。 
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(6) 大気汚染防止法施行事業（オフロード法施行事業） 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

第 5 次地方分権一括法により，特定特殊自動車排出ガス規制等に

関する法律（通称「オフロード法」。以下「法」という。）が改正

され，国の権限の一部（技術適合命令，報告徴収や立入検査等）が

平成29年 4月 1日に都道府県に移譲された。 

ついては，特定特殊自動車（以下「オフロード特殊自動車※」と

いう。）の使用者に対し，適切な指導を行う。 

事業内容 

(1) 法第 18条（技術適合命令） 

オフロード特殊自動車が技術基準（排出ガスによる大気の汚染の

防止を図るため必要な技術基準）に適合しない状態となったと認め

るときは，当該自動車の使用者に対し，技術基準に適合させるため

必要な整備を行うことを命じる。 

(2) 法第 28条 2項（業として使用する者に対する指導及び助言） 

オフロード特殊自動車を業として使用する者に対して，国が定め

た排出ガス抑制指針に即してオフロード特殊自動車排出ガスの抑制

を図るよう指導及び助言を行う。 

(3) 法第 29条（報告徴取及び立入検査） 

（１）及び（２）の施行に必要な報告徴取及び立入検査を行う。 

法令・条例・要綱等 第 5次地方分権一括法，オフロード法 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 9万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

オフロード法１８条は，都道府県知事は，当該特定特殊自動車の使用者に対し，期

間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずること等を定

めており，本事業は，かかるオフロード法に基づく事業であって，その目的は，法令等

の趣旨に適合するものである。 

また，令和２年度において，本事業に係る旅費の支出はなく，その他，本事業の財

務事務について，特段問題となる点は認められなかったため，財務事務の合規性の評価

をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度のオフロード特殊自動車の技術適合命令，使用者
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に対する指導及び助言，並びに報告徴取及び立入検査について，実績を確認したとこ

ろ，実績はないとのことであった。 

このように，令和２年度においては，事務の執行はほぼ認められないものの，法律

に基づく事業であり，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢ

とした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(7) 光化学オキシダント対策事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

光化学オキシダントの発生に伴う県民の健康被害を未然に防止す

るため，県民へ迅速かつ正確な情報を伝える体制を整備するととも

に，県民の意識高揚を図るため啓発資材の配布を行う。 

特に光化学オキシダントが発生しやすい夏期（5月 10日～9月 10

日）には，岡山県大気汚染防止夏期対策本部を設置し，大規模事業

所に対し取組内容の周知を図るとともに，大気汚染物質の削減指導

を行う。 

事業内容 

(1) 光化学オキシダント防止対策 

光化学オキシダントによる高濃度汚染防止及び健康被害等の未然

防止のため，県市町村会議等を開催し，大気汚染防止夏期対策を実

施する。 

(2) 過去 5年間の発令回数 

 H27 H28 H29 H30 R1 

情報 60(11) 33(9) 36(8) 43(4) 54(9) 

注意報 18(9) 14(7) 14(8) 30(12) 33(6) 

（注） （ ）は年間発令日数 

令和元年度は9月 24日現在の発令状況 

(3) 緊急時協力工場数 

市町村 岡山 倉敷 玉野 笠岡 井原 総社 備前 合計 

工場数 13 31 7 3 1 1 10 66 

                  （令和元年9月24日現在） 

法令・条例・要綱等 
エコビジョン２０２０，岡山県大気汚染緊急時対策実施要綱，岡山

県大気汚染緊急時対策実施細則 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
オキシダント情報等

メール配信登録者数 1

万 8000人 
2019年度達成状況 

オキシダント情報等

メール配信登録者数 1

万 6894人 

令和２年度予算 74万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

■ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の普及 

●中小企業の環境対策の促進 

夏期は，日差しが強く，気温が高くなることから光化学オキシダントの濃度が上昇

しやすくなります。 
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このため，特に夏期を中心とした時期を大気汚染防止夏期対策期間とし，光化学オ

キシダントによる汚染や被害の未然防止に重点を置いた総合的な対策を実施します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」６５頁） 

 

本事業は，光化学オキシダントの発生に伴う県民の健康被害を未然に防止するた

め，県民へ迅速かつ正確な情報を伝える体制を整備するとともに，県民の意識高揚を図

り，特に光化学オキシダントが発生しやすい夏期（５月１０日～９月１０日）に，岡山

県大気汚染防止夏期対策本部を設置し，大規模事業所に対し取組内容の周知を図るもの

であり，エコビジョン２０２０が規定する「光化学オキシダントによる汚染や被害の未

然防止に重点を置いた総合的な対策」を実施するものであり，エコビジョン２０２０の

趣旨に合致することを確認した。 

また，令和２年度において，本事業に係る財務事務として旅費の支出はなかったと

のことである。その他，財務事務の執行に関して，特段問題となる点は認められなかっ

たため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の県市町村会議等の開催実績を確認したところ，

下記のとおりであった。 

記 

(1) 本部員会議（書面開催） 

・令和２年度の大気汚染防止夏期対策の実施について 

・令和元年度の大気汚染防止夏期対策の結果について 

・その他（微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に係る注意喚起について） 

 

(2) 市町村会議（書面開催） 

・令和２年度の大気汚染防止夏期対策の実施について 

・令和元年度の大気汚染防止夏期対策の結果について 

・その他（微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に係る注意喚起について） 

以上 

また，令和２年度の発令回数は３１回（情報２２回，注意報９回）であり，その周

知方法はメール配信サービス，ホームページ，道路情報表示，テレビのテロップ放送，

ラジオ放送であり，発令時の連絡系統等について定めたマニュアルも存するとのことで

あった。 

さらに，令和２年度の緊急時協力工場数は６５工場であった。このように，本事業

の内容は，光化学オキシダントによる汚染や被害の未然防止に重点を置いた総合的な対

策である。 
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なお，本部員会議及び市町村会議は，書面会議によって開催されていたため，その

理由を確認したところ，「環境審議会や大気部会など重要施策の方針を決定する会議

は，議題に対する意見や要望等も多いため，オンライン会議を積極的に導入している。

県関係機関や市町村が多く出席するような担当者会議などについては，議題内容が定例

的なものであることから，書面により意見を求めても十分に対応が可能であるため，書

面会議で行う方が効率的と考えられる。昨年度の光化学オキシダントの本部員会議，市

町村会議についても，例年から大きな変更点がなかったことから，後者の考え方に沿っ

て書面会議で行ったものであり，特段支障は生じていない。」との回答を得た。 

このように会議の議事内容等を考慮して，書面会議を採用しているとのことであ

り，新型コロナウイルス感染症が最初に蔓延した令和２年度においては，やむを得ない

面もある。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

ただし，令和３年度以降は，オンライン会議が普及していることから，オンライン

会議を導入することが望ましい。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業において，民間のホテル借上料が予算計上されているものの，当然に民間の

ホテルを利用しているわけではないとのことであった。 

その他，本事業の効率性の点について問題となる点は認められなかったため，その

評価をＢとした。 
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(8) 晴れの国ブルースカイ事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

野焼きを規制するのではなく，PM2.5 の濃度に直接影響を与える

野焼きの減少に向け関係者の理解を深めつつ効果的な対策を行うこ

とにより，野焼き件数を減少させ，煙及び悪臭を減少させること

で，県民の安全な生活環境を確保すること。 

事業内容 

(1) 稲わら等有効活用把握事業 

稲わらの処理実態を衛星写真等により調査する。 

(2) 関係団体連携推進会議 

県，市及び農業団体を出席者とした会議を開催し，野焼き率減少

に向けた協議を行う。 

(3) 稲わら有効活用促進事業 

農家に対し，稲わらをすき込んだ際に必要となる稲わら腐食促進

剤の購入支援を行う。 

(4) 大気環境改善普及啓発事業 

大気環境クリーンアップキャンペーン（ラジオスポット放送）を

実施する。 

新聞，パンフレット，インターネットのホームページ等により大

気環境の保全について啓発を行う。 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 

PM2.5 環境基準達成率

30%，PM2.5 注意喚起

メール 配信登録者数

4万人 

2019年度達成状況 

PM2.5 環境基準達成率

80.8%，PM2.5 注意喚起

メール 配信登録者数4万

1551人 

令和２年度予算 1253万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1228万 2000円 

(98%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

新晴れの国おかやま生き活きプラン及びエコビジョン２０２０は，下記のとおり規

定している。 

 

記 

■水，大気，土壌などの保全対策の推進 

生活の基盤となる河川，湖沼，海域等の水質，大気，土壌等の環境の状況を的確に

把握し，関連する各種計画などに基づき必要な対策を講じることにより，安心で快適な

生活環境の保全を推進します。 

また，豊かな瀬戸内海の実現や微小粒子状物質（ＰＭ２．５）対策，アスベスト対
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策などの課題にも対応していきます。 

（「新晴れの国おかやま生き活きプラン」６９頁） 

 

●微小粒子状物質（ＰＭ２．５）対策の推進 

常時監視網の整備を進め，ＰＭ２．５に関する正確な情報の提供に努めるとともに

ＰＭ２．５が高濃度になるおそれがあると判断される日には，注意喚起を行い県民に注

意を促します。 

また，発生源対策の検討を行うため成分分析等の調査研究を進めるとともに，関係

情報の収集に努めます。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」６５頁） 

 

本事業は，新晴れの国おかやま生き活きプランの重点的目標及びエコビジョン２０

２０に掲げられたＰＭ２．５に関する対策として，野焼きを規制するのではなく，ＰＭ

２．５の濃度に直接影響を与える野焼きの減少に向け関係者の理解を深めつつ効果的な

対策を行うことにより，野焼き件数を減少させ，煙及び悪臭を減少させることで，県民

の安全な生活環境を確保することを目的とするものである。 

このように，本事業は，新晴れの国おかやま生き活きプランの重点的目標及びエコ

ビジョン２０２０に掲げられた目的を実現することを目的とするものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち野焼き率事調査事業は，委

託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，委託先の選定は随意契

約の方式でなされていた（技術提案型随意契約，委託金額：５０７万１２４９円，委託

先：一般社団法人リモート・センシング技術センター）。 

なお，随意契約とされている理由として，本事業を効率的に実施するためには，衛

星画像の解析ノウハウを有する者により，野焼きが行われている圃場の特徴及び水稲が

作付けされている圃場の特徴を鑑み，必要なデータを適切に収集する必要があることか

ら，単純な価格競争では委託先の適正な選定，事業目的の達成ができない旨が指摘され

ていた。 

この点，本事業の特殊性を考慮すれば，技術提案型の随意契約によることはやむを

得ないと思われる。 

また，監査の過程において，２人から見積書が提出されていることを確認した。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の負担金，補助金及び交付金の交付実績を確認し
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たところ，７０３万６０００円（補助件数：１５５件）であった。 

また，監査の過程において，啓発事業の成果目標及び成果の把握方法を確認したと

ころ，下記のとおりであった。 

記 

・成果目標：令和４～６年度のＰＭ２．５の環境基準達成率加重平均値 ８５％ 

・成果の把握方法：環境大気常時監視の実施 

以上 

そして，監査の過程において，平成３０年から令和２年度までのＰＭ２．５の環境

基準達成率の推移を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

・平成３０年度        ３８．１％ 

・平成３１年度        ８０．８％ 

・令和２年度         ７０．３％ 

以上 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(9) 環境バス導入加速事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

旅客自動車運送事業者（バス事業者）による環境対応バスの導入

に対し補助を行うことにより，環境性能の劣る古いバスから環境対

応バスへの更新を加速する。 

事業内容 

(1) 補助事業 

環境対応バス（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車，ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車，CNG（圧縮天然ｶﾞｽ）

車）を購入するバス事業者に対し，車両導入の経費の一部を補助す

る。なお，ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車及び CNG 車は，県が補助すれば国（国土交通

省）の補助を受けられる国との協調補助を活用する。 

 

補助対象 補助率 補助条件等 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車 車両購入価格の

1/10 

（上限240万円） 

・平成 6 年規制以前の規制適合

車の廃車※1を伴う，平成17年規

制以後の規制適合車への路線バ

ス※2の買替え※3に限る。 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ

車 

通常車両価格と

の差額の1/3 

・国との協調補助 

・平成 6 年規制以前の規制適合

車の廃車※1 を伴う，新車購入に

限る。 

CNG車 通常車両価格と

の差額の1/3 

※１ 初年度登録が平成元年度以前の車両の廃車を伴うものは，平成29年

度中に発注したものに限る。 

※２ 高速バスは除く。 

※３ 新車は平成 29 年度以降に発注したものに限り，中古車は平成 29～

令和元年度に購入したものに限る。 

(2) 意識啓発事業 

公共交通機関の利用を促進する県民意識啓発事業を行う（パンフ

レットやステッカーを作成し補助対象者のバス等に備え付ける。） 

法令・条例・要綱等 環境負荷低減条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 再エネ基金 

エコビジョン2020目標 
ディーゼル自動車粒

子状物質対策済率

85％ 
2019年度達成状況 

ディーゼル自動車粒子

状物質対策済率68.1％ 

令和２年度予算 4080万円 
令和２年度決算 

（執行率） 
0円 

 

環境負荷低減条例９７条は，軽油を燃料とする自動車のうち県内に使用の本拠を有

するもので知事が別に定めるものを事業の用に供する者は，当該自動車の代替としての

低公害車その他の知事が別に定める自動車を導入し，又は知事が別に定める粒子状物質
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を減少させる装置を装着することにより，粒子状物質の削減に努めなければならない旨

を定め，粒子状物質の排出量が少ない等環境性能が優れたバスの導入を勧めている。 

また，エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

●ディーゼル自動車粒子状物質削減対策の推進 

環境負荷低減条例に基づき，ディーゼル自動車に係る粒子状物質の削減指導を行う

とともに，低公害車や最新規制適合車への代替を促します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」６５頁） 

 

本事業は，旅客自動車運送事業者（バス事業者）による環境対応バスの導入に対し

補助を行うことにより，環境性能の劣る古いバスから環境対応バスへの更新を加速する

ことを目的とする事業である。 

なお，令和２年度は本事業について財務事務の執行がなかったことから，監査の対

象とはしていない。 

もっとも，前記のとおり，環境基本計画は，環境の保全に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための計画である以上，環境計画に掲げられた事業については，一

定の成果を目標とされるべきであるところ，環境計画の策定において，単に事業として

掲げるのではなく，一定の成果を上げることを目的として，事業の選定がなされるべき

である。 

本事業は，令和４年度以降の環境対応バスへの更新に係る補助事業の継続は予定さ

れていないとのことであったため，環境計画の改定がなされることが望ましいことは付

言する。 

  

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 238 - 

(10) 環境対応バス導入応援事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

バス事業者による環境対応バスの導入を支援し，環境性能の劣る

古いバスから環境対応バスへの更新を回復させる。なお，既存の環

境対応バス導入加速事業補助金よりも活用しやすい制度とする。 

事業内容 

環境対応バス導入回復事業 

環境対応バス（平成 17 年規制以後の規制適合ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車）を導入

する路線バス事業者に対し，車両購入の経費の一部を補助する。 

補助対象 補助率 補助条件等 

路線バス 

事業者 

【ディーゼル車】 

車両購入価格の1/2 

（上限10,000千円/台） 

・平成 6 年規制以前の規

制適合車の廃車を伴う，

平成 17 年規制以後の規

制適合車（新車）への路

線バス（高速バスを除

く）の買替えに限る。 
 

法令・条例・要綱等 環境負荷低減条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 全額国庫（地方創生臨時交付金） 

エコビジョン2020目標 
ディーゼル自動車粒

子状物質対策済率

85％ 
2019年度達成状況 

ディーゼル自動車粒子

状物質対策済率68.1％ 

令和２年度予算 2,000万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

2000万円 

(100%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，前項の事業と同じく，バス事業者による環境対応バスの導入を支援し，

環境性能の劣る古いバスから環境対応バスへの更新を回復させ，既存の環境対応バス導

入加速事業補助金よりも活用しやすい制度とすることを目的とするものである。 

このように，本事業について法令上の根拠を確認することができた。 

また，本事業は補助金の交付をすることを内容とするものであり，かかる財務事務

の執行について，特段問題となる点は認められなかったため，本事業の財務事務の合規

性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，前項に定める事業と類似する事業ではあるものの，前項の事業は，環境

対応バス（ディーゼル車，ハイブリッド車，ＣＮＧ（圧縮天然ガス）車）を購入するバ

ス事業者を対象としている事業であるのに対し，本事業は，環境対応バス（平成１７年
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規制以後の規制適合ディーゼル車）を導入する路線バス事業者を対象とするものであ

る。 

この点，ハイブリッド車及びＣＮＧ車についてはコスト面等から導入が進んでいな

いものの，平成１７年規制以後の規制適合ディーゼル車の導入については，一定の成果

を認められることから，これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(11) 酸性雨等監視測定事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

近年，全国的に降水の酸性化が認められている。岡山県内におい

ては，現時点では，森林そのほかの生活環境への影響は顕在化して

いないが，酸性雨の影響は急激に現れない場合でも土壌や植生，建

築物等に徐々に現れると考えられている。 

また，アジア大陸等からの大気汚染物質の移流が大きな社会問題

となっており，その影響による更なる降水の酸性化が懸念されてい

るところである。 

従って，継続的に実態把握調査を実施し，その結果を広く情報提

供することにより，県民の安全・安心を確保することを目的とす

る。 

事業内容 

全県的な状況を把握するため，平成 2 年度から次のとおり県内各

地で監視測定を行ってきた。 

 

平成 2年度～ 9年度 10地点  (9地方振興局及び吉備高原都市) 

平成10年度～14年度  4地点  (3地方振興局及び吉備高原都市) 

平成15年度～18年度  5地点 （4県民局・支局及び吉備高原都市） 

平成19年度～20年度  4地点 （4県民局・支局） 

平成21年度～     2地点 （美作県民局・井笠地域事務所） 

 

平成30年度の2地点のpHの平均値は，井笠地域事務所が5.2，美作

県民局が4.9であり，酸性雨の状態が継続しているため，継続的監

視が必要である。 

令和2年度も同2地点でpHを測定し，引き続き酸性雨の実態把握に

努める。 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 11万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

11万 4000円 

(100%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

■硫黄酸化物・窒素酸化物の排出抑制 

酸性雨の原因物質を削減するため，今後も，企業等に対して硫黄酸化物や窒素酸化
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物の一層の排出抑制を働きかけるとともに，継続して酸性雨の状況を監視します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」２９頁） 

 

本事業は，酸性雨の継続的に実態把握調査を実施し，その結果を広く情報提供する

ことにより，県民の安全・安心を確保することを目的とするものであり，その目的は上

記エコビジョン２０２０の趣旨に合致するものである。 

また，本事業の執行として，備品が需用費として計上されており，その執行につい

て，特段問題となる点は認められなかったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢ

とした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の酸性雨の観測実績を確認したところ，令和２年

度は下記の２カ所で観測を実施しており，測定結果は下記のとおりであった。 

記 

・備中県民局井笠地域事務所   ｐＨ４．９ 

・美作県民局          ｐＨ４．８ 

以上 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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５ アスベスト対策 

(1) アスベスト対策協議会運営事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

 

１ アスベスト対策協議会 

アスベスト対策に関する関係機関・団体間の連携を図り，アスベ

スト対策を総合的に推進するため，「アスベスト対策協議会」を設

置しており，令和2年度も引き続き開催する。 

 

２ アスベスト対策連絡会議 

平成17年6月，石綿関係企業が石綿による健康被害について公表

したことを契機に，県民の石綿に対する健康や環境への不安が高

まったことから，平成17年7月に「岡山県アスベスト対策協議会」

を設置し，関係行政機関が情報を共有し，連携して対応している。 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 

 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定しているところ，本事業は，継続的に

アスベストの実態把握調査を実施し，その結果を広く情報提供することにより，県民

の安全・安心を確保することを目的とするものであり，かかる目的は上記エコビジョ

ン２０２０の趣旨に合致するものである。 

記 

■アスベスト対策の推進 

関係団体や関係機関で構成する「アスベスト対策協議会」により協力・連絡体制の

充実・強化を図り，アスベスト対策を総合的に推進します。また，建築物の解体現場

等における濃度測定及び情報提供などを行い，アスベストによる健康影響に対する不

安の解消に努めます。 

（「エコビジョン２０２０」３９頁） 

 

令和２年度のアスベスト対策連絡会議の開催であるが，本事業のアスベスト対策連

絡会議は，県関係機関や市町村が多く出席する会議であって，議題内容が定例的なもの

であることから，書面により意見を求めても十分に対応が可能であるため，書面会議に

よって開催したとのことである。ただし，上記会議は，令和３年度はオンライン形式で

実施予定であるとのことである。 
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なお，本事業に関し，令和２年度は，財務事務の執行がなかったことから，監査の

対象とはしていない。 
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(2) アスベスト濃度調査事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

平成17年6月，アスベスト関連企業によりアスベスト健康被害等

が公表されたことを契機に，アスベスト問題への社会的な関心が高

まり，アスベストに係る規制が順次強化されている。 

また，アスベストは建築物に限らず，自動車のブレーキパッド等

にも使用され，発生源は多岐に渡る。 

ついては，アスベスト使用建築物解体等作業現場周辺でのアスベ

スト濃度調査により，適切な飛散防止措置が講じられていることを

確認するほか，一般大気環境中のアスベスト濃度調査により，県民

のアスベスト暴露に対する不安解消を図る。 

また，平成30年7月豪雨による被害建築物や，災害廃棄物からの

アスベスト飛散の有無を調査する。 

事業内容 

(1) 特定粉じん排出等作業周辺調査 

アスベスト使用建築物解体等作業現場周辺 4 地点において作業

前・中・後の 3 回濃度測定（総繊維数）を実施し，総繊維数に異常

が見られた場合は，電子顕微鏡によりアスベスト繊維の計数を行う

こととする。 

なお，濃度測定は，結果判明までに数日程度必要なことから，現

場においてリアルタイムで粉じんの飛散の有無の確認をするため，

粉じん相対濃度計を各県民局に配備する。 

さらに，本件調査に併せて作業現場への立入検査を実施し，法に

定める作業基準等の適合状況を確認する。 

(2) 一般環境調査 

アスベストの多様な発生源を想定し，県内 7 地域（津山市，玉野

市，笠岡市，新見市，備前市，早島町，吉備中央町）において一般

環境中のアスベスト濃度調査を実施する。 

(3) 平成 30年 7月豪雨に係る大気環境中調査 

平成30年7月豪雨により，多数の建築物が被害を受けており，被

害を受けた建築物の中には，アスベスト使用建築物が含まれている

可能性があるため，被害の大きい地域，仮置場等の災害廃棄物関連

施設周辺の大気環境中アスベスト濃度調査を実施する。 

法令・条例・要綱等 大気汚染防止法，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 552万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

385万 4000円 

(69%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

大気汚染防止法１８条の６は，「特定粉じん3を大気中に排出し，又は飛散させる者

は，特定粉じん発生施設を設置しようとするときは，環境省令で定めるところにより，

次の事項を都道府県知事に届け出なければならない」と規定し，アスベストを含む特定

粉じんの排出について，規制をしている。 

また，エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

●アスベスト対策の推進 

アスベストを使用した建築物の解体現場や一般環境中におけるアスベスト濃度調査

を実施し，飛散防止対策の実施状況を監視します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」６９頁） 

 

本事業は，大気汚染防止法に基づき，アスベスト使用建築物解体等作業現場周辺で

のアスベスト濃度調査により，適切な飛散防止措置が講じられていることを確認するほ

か，一般大気環境中のアスベスト濃度調査により，県民のアスベスト暴露に対する不安

解消を図るとともに，平成３０年７月豪雨による被害建築物や，災害廃棄物からのアス

ベスト飛散の有無を調査することを目的とするものであり，大気汚染防止法及びエコビ

ジョン２０２０の趣旨に合致するものである。 

このように，本事業について法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行であるが，本事業のうち特定粉じん排出等作業周辺調査事業

は，委託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，委託に関する資料を確認したところ，委託先の選定は随意契

約の方式でなされていた（少額随意契約，委託金額：６３万３６００円，委託先：株式

会社エクスラン・テクニカル・センター）。 

また，随意契約とされている理由として，過去７年間に岡山県が実施した同様の事

業の受託実績を有しており，本事業を適切に実施できると認められるためとされてい

た。 

なお，随意契約の締結にあたって，３人から見積書が提出されており，受託者が最

も少額の提示をしていたことを確認した。 

この点，上記の運用において法令違反等の事実は認められないことから，本事業の

財務事務の合規性の評価をＢとした。 

                         
3大気汚染防止法 2 条 8 号：この法律において「特定粉じん」とは，粉じんのうち，石綿その他の人の健康に係る被害

を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい，「一般粉じん」とは，特定粉じん以外の粉じんをいう。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 246 - 

ただし，随意契約の理由として，単に過去の受託実績のみを指摘すると委託先が固

定化する恐れがあることから，委託先を選定する際には単に受託の実績のみではなく，

総合的な判断をすることが望ましい。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，アスベストが検出された場合の対応を確認したところ，アス

ベストが検出された場合は，作業場に立ち入り，同地点で再測定を実施すると同時に，

解体作業を行う業者に対してヒアリングを行い，作業基準遵守状況を確認するとともに

建築物に使用されている石綿含有建材の情報を基にアスベストが漏洩した場所が推察さ

れる。 

また，必要に応じて作業を一時的に停止させるとともに，再測定の結果，再びアス

ベストが検出された場合，アスベストの漏洩が続いているため，早急に原因を究明し，

アスベストが飛散しないように事業者に指導が行われる。 

また，敷地境界における測定も実施し，周辺にアスベストが飛散していないことを

確認される。 

敷地境界において高濃度が検出された場合には，周辺環境への影響が懸念されるこ

とから，周辺住民等へ広く周知するため，報道発表が行われる。 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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６ 騒音・振動・悪臭対策 

(1) 生活公害対策（騒音規制法施行）事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

騒音については，騒音規制法に基づく地域指定を行い，当該地域

内の工場，事業場，建設作業及び自動車交通から発生する騒音につ

いて規制を行っている。騒音規制法では，工場等から発生する騒音

について規制する地域を指定することができるが，平成24年 4月 1

日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律」（平成23法律第105号）が施行

され，市の区域内については市長が指定することとなったことか

ら，知事は市を除く町村の区域内について，指定をすることとなっ

た。こうした指定地域制をとっているのは，騒音による影響が，大

気汚染や水質汚濁と比較して局地的であり，発生源の周辺地域の範

囲に限られることが多く，広域的に影響を及ぼすおそれがないこと

によるものである。 

岡山県では，市街化の進展や各種開発の状況等地域の実情を勘案

しつつ，指定地域の拡大を図っていくものとする。 

また騒音に係る環境基準については，市街化の進展や各種開発の

状況等地域の実情を勘案しつつ，環境基本法に基づき地域ごとに類

型あてはめを行い，その類型の基準を維持するよう各種施策を講じ

ている。 

これらの指定地域及び環境基準の類型指定地域を拡大し，騒音対

策を実効的に運用していくとともに，県民からの苦情に対し，市町

村と連携し取り組む。 

令・条例・要綱等 

環境基本法，騒音規制法，地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律，エコビジョ

ン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 239万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

本項の(1)から(4)まで

の決算 200 万 8000 円

（予算の合計は 306 万

9000 円（補正前）であ

り執行率は55％） 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

騒音規制法３条は，都道府県知事は，住居が集合している地域，病院又は学校の周

辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認
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める地域を特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音に

ついて規制する地域として指定しなければならない旨を規定するとともに，地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律１６

９条は，市の区域内については市長が指定すること等を定めている。 

また，エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

●騒音に係る環境基準のあてはめ地域の拡大等 

関係機関と協議し，順次，環境基準の類型あてはめを行います。また，主要な発生

源を規制するため，騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域についても，町村の意

見をもとに拡大を図ります。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」６８頁） 

 

本事業は，騒音規制法に基づいて，市街化の進展や各種開発の状況等地域の実情を

勘案しつつ，指定地域の拡大を図るとともに，騒音に係る環境基準については，市街化

の進展や各種開発の状況等地域の実情を勘案しつつ，環境基本法に基づき地域ごとに類

型あてはめを行い，その類型の基準を維持するよう各種施策を講じていき，これらの指

定地域及び環境基準の類型指定地域を拡大し，騒音対策を実効的に運用していくことを

目的とするものであり，上記騒音規制法及びエコビジョン２０２０等の内容を実現しよ

うとするものであることを確認した。 

このように，本事業について法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業のうち，道路交通騒音常時監視調

査事業は，委託契約に基づいて外部に委託されている。 

監査の過程において，委託契約の方式を確認したところ，委託先の選定は，一般競

争入札の方式が採用されており，入札は３社であったこと，入札手続きについて特に問

題となる点は認められなかったことをそれぞれ確認した。 

これらの点を踏まえ，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，騒音の基準を維持していない場合の具体的な対策を確認した

ところ，特定工場・特定建設作業現場から発生する騒音が規制基準を超過していること

により，周辺の生活環境が損なわれていると市町村長が認めるときは，改善勧告を行う

こと，事業者が改善勧告に従わない場合，市町村長は，改善命令を行うこと等の対応が

可能であることを確認した。 

また，道路交通騒音に関しては，指定地域内の自動車騒音が要請限度を超過し，周

辺の生活環境が損なわれていると市町村長が認めるときは，都道府県公安委員会等に対

して道路交通法の規定による措置などを要請することとなっている。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 249 - 

このように，本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評

価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(2) 生活公害対策（振動規制法施行）事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的・事業内容 

振動については，振動規制法に基づく地域指定を行い，当該地域

内の工場，事業場，建設作業及び自動車交通から発生する振動につ

いて規制を行っている。 

振動規制法では，工場等から発生する振動について規制する地域

を指定することができるが，平成24年4月1日に「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」（平成23年法律第105号）が施行され，市の区域内に

ついては市長が指定することとなったことから，知事は市を除く町

村の区域内について，指定をすることとなった。 

こうした指定地域性をとっているのは，振動による影響が，大気

汚染や水質汚濁と比例して局所的であり，発生源の周辺地域の範囲

に限られることが多く，広域的に影響を及ぼすおそれがないことに

よるものである。 

岡山県では，市街化の進展や各種開発の状況等地域の実情を勘案

しつつ，指定地域の拡大を図っていくものとする。 

また，これらの規制地域を拡大し，振動対策を実効的に運用して

いくとともに，県民からの苦情に対し，市町村と連携し取組む。 

法令・条例・要綱等 
振動規制法，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 14万円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

振動規制法３条は，都道府県知事は，住居が集合している地域，病院又は学校の周

辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があ

ると認めるものを指定しなければならない旨を規定するとともに，地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律１７８条は，

市の区域内については市長が指定すること等を定めている。 

また，エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

●道路交通，航空機，新幹線鉄道の騒音・振動対策 

環境基準の達成状況を把握するため，道路沿道や新幹線鉄道沿線，空港周辺の環境

調査を実施します。また，道路の新設・改良に当たっては低騒音舗装の敷設に努めるな
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ど，関係機関による騒音等の防止対策を促進します。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」６８頁） 

 

本事業は，振動規制法に基づき，市街化の進展や各種開発の状況等地域の実情を勘

案しつつ，指定地域の拡大を図るとともに，これらの指定地域及び環境基準の類型指定

地域を拡大し，騒音対策を実効的に運用していくことを目的とするものであり，上記の

振動規制法及びエコビジョン２０２０に定められた事務を執行することを目的とするも

のである。 

このように，本事業について法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，財務事務の内容を

確認したところ，令和２年度において旅費の執行はなかったとのことである。 

その他，本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められなかったた

め，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，振動規制に違反する事態が生じた場合の対策を確認したとこ

ろ，特定工場・特定建設作業現場から発生する振動が規制基準を超過していることによ

り，周辺の生活環境が損なわれていると市町村長が認めるときは，改善勧告を行うこと

ができること及び事業者が改善勧告に従わない場合，市町村長は，改善命令を行うこと

ができることを確認した。 

また，道路交通振動に関しては，指定地域内の自動車振動が要請限度を超過し，周

辺の生活環境が損なわれていると市町村長が認めるときは，都道府県公安委員会等に対

して道路交通法の規定による措置などを要請することとなっている。 

このように，本事業について，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効

性の評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(3) 生活公害対策（悪臭防止法施行）事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号）では，悪臭に係る生活環境

を保全する地域を指定することにより，工場・事業場から発生する

悪臭を規制することにより，生活環境を保全し，国民の健康の保護

に資することを目的としている。 

なお，平成24年4月1日に「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律第105号）が施

行され，市の区域については市長が指定することとなったことか

ら，知事は，市を除く町村の区域内について，指定を行うこと。 

事業内容 

(1) 環境省主催の臭気指数規制に係る研修会等へ参加する。 

(2) 規制基準に関して必要な情報を収集する。 

(3) 今後規制地域を指定する予定の町村において，周辺環境等の

事前調査を実施するとともに，町村指導を行う。 

(4) 環境省主催の全国大会等へ参加 

環境省主催の各種全国大会へ参加することで，全国の担当

者と意見交換を行い，情報収集する。 

法令・条例・要綱等 
悪臭防止法，地域の自主性及び自立性を高めるための関係法律の整

備に関する法律，エコビジョン２０２０ 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 82万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

悪臭防止法３条は，都道府県知事は，住民の生活環境を保全するため悪臭を防止す

る必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を，工場その他の事業場に

おける事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域として指定しなけれ

ばならない旨を規定するとともに，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律１７４条は，市の区域内については市長が指

定すること等を定めている。 

また，エコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 

記 

●悪臭被害の防止 

悪臭による生活環境への被害を防止するため，悪臭防止法に基づく規制地域を拡大

します。なお，特定悪臭物質※の濃度規制では捕捉できない複合臭や未規制の悪臭物質
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が原因で特定悪臭物質濃度規制のみでは対応が難しい場合には，臭気指数※規制による

規制地域の導入に努めます。 

以上 

（「エコビジョン２０２０」３８頁） 

 

本事業は，悪臭防止法に基づき，悪臭に係る生活環境を保全する地域を指定するこ

とにより，工場・事業場から発生する悪臭を規制することにより，生活環境を保全し，

国民の健康の保護に資することを目的とするものであり，悪臭防止法及びエコビジョン

２０２０の趣旨に合致するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，財務事務の内容を

確認したところ，令和２年度において旅費の執行及び指定予定町村事前調査に関する委

託業務はなかったとのことである。 

その他，本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められなかったた

め，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，悪臭が基準を上回る水準となった場合の具体的な対応を確認

したところ，規制地域内の事業場から発生する悪臭が規制基準を超過していることによ

り，周辺の生活環境が損なわれていると市町村長が認めるときは，改善勧告を行うこと

がで，事業者が改善勧告に従わない場合，市町村長は，改善命令を行うことができる。 

本事業は，その有効性に特段の問題は認められず，事業の有効性の評価はＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められな

かった。 
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(4) 生活公害対策事業 

【概要】  担当部署 環境管理課 

事業目的 

最近の環境問題は，かつての産業公害から，生活に関連した生活

公害へと変化し，身近な環境に対する住民意識の高まりとともに県

や市町村に寄せられる公害苦情も年間 800 件以上になり，また，低

周波音に係る苦情等の新たな問題も生じており，その内容も複雑多

様化している。 

これらの諸問題に適切に対応していくためには市町村との協議体

制を確立すること。 

事業内容 

(1) 環境対策研修会の開催 

複雑多様化している近隣騒音等の苦情に第一義的に対処している

市町村職員及び県の窓口である県民局職員に対して，生活公害に関

する専門知識の研修を年1回開催する。 

○研修内容 

騒音・振動及び悪臭測定の実技などの研修 

○令和2年度予定 

音の専門会社が講演を行う予定である。 

(2) 環境省主催の各種研修会・全国大会等へ参加 

環境省主催の各種研修会に出席し，騒音・振動対策行政の動向等

について見識を深めるとともに，各種全国大会へ参加する。 

法令・条例・要綱等 岡山・倉敷地域公害防止計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 25万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 
※ 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山・倉敷地域公害防止計画は，下記のとおり規定している。 

記 

第７節 監視・観測体制の整備及び調査研究の充実 

１ 監視・観測体制の整備 

（１） 発生源の監視 

（ア及びイ省略） 

ウ 騒音・振動 

騒音及び振動に係る特定施設を有する工場・事業場の発生源監視については，騒音
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規制法及び振動規制法に基づく立入検査等を市町が実施する。 

また，これに対して支援を行うために県環境保健センターを中心に測定機材の貸し

出し，測定方法の技術指導，騒音振動防止対策についての情報交換を行っている。 

さらには，市町村担当職員等を対象とする環境対策研修会を開催する。 

以上 

（「岡山・倉敷地域公害防止計画」７９頁抜粋） 

 

本事業は，複雑多様化している近隣騒音等の苦情に第一義的に対処している市町村

職員及び県の窓口である県民局職員に対して，生活公害に関する専門知識の環境対策研

修会を開催すること等を目的とするものであり，上記岡山・倉敷地域公害防止計画の趣

旨に合致するものである。 

このように，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，財務事務の内容を

確認したところ，令和２年度において旅費の執行はなかったとのことである。 

その他，本事業に係る財務事務について，特段問題となる点は認められなかったた

め，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の環境対策研修会の開催実績を確認したところ，

令和２年度は書面開催のみであった。書面会議とした理由について確認したところ，本

事業の環境対策研修会は，例年から関係法令に大きな変更点がなかったことから，書面

会議で行ったものであり，特段支障は生じていないこと及び騒音・振動・悪臭の苦情に

係る対応事例を各市町村に作成してもらい，県内の全市町村で情報共有や意見照会を行

うなど，書面でも効果的な研修となるよう努めたとのことである。 

この点，他の事業における会議と同様に，新型コロナウイルス感染症が蔓延した令

和２年度において書面会議を導入したことはやむを得ない側面もあったのであり，これ

らの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

ただし，研修会においては，講師との質疑応答も含めたやり取りが想定されている

ことから，オンライン会議を積極的に導入することが望ましい。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の本事業の執行に関し，効率性の観点から問題となる点は認められなかっ

た。 
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【循環型社会推進課所管事業】 

１ ごみゼロ社会推進事業 

(1) 岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会議開催事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

循環型社会の形成を目指し，廃棄物の発生抑制，再使用及び再利

用を県民，事業者，行政の役割分担のもと県民総ぐるみで推進する

ために設置された「岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会議」及

び「ワーキング会議」を開催すること及び新晴れの国おかやま生き

活きプランで目指す循環型社会形成の推進に向け，３Ｒ，特にリ

デュース（発生抑制）を推進するため，事業者，消費者・環境団体

等，行政が協議を行う「レジ袋削減検討会」を開催すること。 

事業内容 

以下のとおり，会議を開催する。 

推進会議（委員２２名）         年２回 

ワーキング会議（委員１１名）      年３回 

レジ袋削減検討会            年１回 

法令・条例・要綱等 岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会議設置要綱 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 
（ごみゼロ社会推進事業全体） 

101万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

45万 7000円 

(44%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県が策定した「新晴れの国おかやま生き活きプラン」において「推進施策」と

して「循環型社会形成の推進」を掲げ，「『もったいない』をキーワードとした日常生

活の行動意識の醸成や，再生品の使用拡大などに，市町村と連携して全県的に取組み，

県民・事業者の廃棄物等の発生抑制，再使用，再生利用を進め，環境負荷を可能な限り

低減する循環型社会の形成を推進します。」としている。 

また，岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会議設置要綱は，循環型社会の形成を

推進するため，下記のとおり，規定している。 

記 

（目的及び設置） 

第１条 循環型社会を形成していくことが，緊急の課題であることに鑑み，廃棄物の発

生抑制，再使用及び再生利用を県民，事業者，行政の役割分担のもと県民総ぐるみ
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で推進するため，「岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会議」（以下「推進会

議」という。）を設置する。 

（事業） 

第２条 推進会議は，次の事業を行う。 

(1) 廃棄物の発生抑制，再使用及び再生利用に関する計画の策定及び施策の企画立案 

(2) 岡山県環境基本計画（エコビジョン２０２０）に定める基本目標「循環型社会の

形成」に関する重点プロ グラムの推進 

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業の実践 

（部会） 

第７条 推進会議は，その定めるところにより，部会を置くことができる。 

２ 部会に属するべき委員は，会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き，副会長をもって充てる。 

 

（「岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会議設置要綱」抜粋） 

 

また，監査の過程において，ワーキング会議及びレジ袋削減検討会の概要について

確認したところ，下記のとおり，回答を得た。 

記 

〇ワーキング会議 

推進会議の委員は，学識経験者，事業団体等，廃棄物再生事業者，ＮＰＯ，義務教

育関係者，市町村の２２名（現在は１名欠員）で構成されているが，本会議には，それ

ぞれの立場から数多くの意見が寄せられる。 

そのため，委員のうち数名が集まり，本会議の開催前には，議論すべきテーマや配

布資料についてアイディアを出し合い，事前に大筋を決める作業を行うとともに，本会

議での決定事項については，細部を詰める作業を行っている。 

 

〇レジ袋削減検討会 

推進会議では，平成１２年度の設置より，買い物の際にマイバッグを持参し，レジ

袋をもらわないようにする「マイバック運動」に取り組んでいるが，レジ袋削減の取組

を強化するため，平成２０年度から「レジ袋削減検討会」を設け，県内の主要なスー

パーマーケットチェーンの事業者１７社及び市町村を加え，レジ袋の削減に向けた事業

について協議している。 

以上 

 

本事業は，岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会議設置要綱に基づき，推進会議

を設置するとともに，部会としてワーキング会議及びレジ袋削減検討会を開催すること

で，推進会議を実効的に運営することを目的とするものであり，エコビジョン２０２０

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 258 - 

に適うものであることを確認した。 

その他，財務事務の執行について問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会等の開

催実績について確認したところ，下記のとおりであることを確認した。 

記 

(1) 岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会：書面開催 

(2) おかやま・もったいない！小学生ファミリーエコチャレンジコンテスト審査選考

会：令和２年１０月２２日（木）開催（審査員４名出席） 

(3) 「わたしのプラごみ削減テクニック」審査会：令和２年１１月２日（月）開催

（審査員３名出席） 

(4) ワーキング会議：令和３年２月９日（火）開催。令和２年度の取組実績及び令和

３年度の取組（案）について検討。 

以上 

 

この点，令和２年度においては，審査選考会やワーキング会議は開催されていた

が，岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会は書面開催で開催されていた。 

監査の過程において，オンライン会議等の方法の可否について確認したところ，令

和２年度は新型コロナウイルス感染症が蔓延した最初の年であり，岡山県においても設

備が不十分であったこと及び参加者もオンライン会議に対応することができないことが

多かったこと等から，書面会議の方法によらざるを得なかったが，令和３年に入ってか

らはオンライン会議が一般的に採用されるようになったとのことである。なお，マイ

バック運動の成果等について確認したところ，令和２年7月から開始されたレジ袋有料

化により，マイバック持参率が８割を超えたことから，令和３年度からは，マイバック

だけではなく，ストローやスプーンを含めたワンウェイプラスチックの削減について周

知を行う予定であるとのことである。このように，令和２年度は，新型コロナウイルス

感染症の影響で会議が開催できない場合があったところ，かかる社会情勢を踏まえた検

討がなされたうえ，令和３年度は会議の開催に関しては改善されている。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の予算作成時点においては，岡山県ごみゼロ社会プロジェクト推進会等の会

場費として民間のホテル等を利用することが想定されていたものの，執行の段階では，

利便性やその他の事業を総合考慮して，会場を選択したとのことであった。その他，事

業の効率性について問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとした。 
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(2) ３Ｒ活動推進フォーラム会議開催事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

全国組織である３Ｒ活動推進フォーラムは，当初，ごみ問題に対

し，国民，事業者，行政が一体となって国民運動として排出抑制，

再利用等によるごみの減量化等を推進するための機関として，我が

国の直面するごみ問題の抜本的解決を図り，公衆衛生の向上，環境

の保全，資源の有効利用の促進に資することを目的に，平成４年９

月２５日に「ごみ減量化推進国民会議」として設立された。 

その後，平成１４年７月の総会において，その目的を「ごみの減

量」からさらに，「ごみの排出ゼロ」に進め，併せて会議の名称を

「ごみゼロパートナーシップ会議」に変更し活動を推進してきた

が，平成１８年１２月の臨時総会において，これまでの事業を引き

継ぐとともに「３Ｒによる循環型社会づくりを推進すること」を目

的として，会議の名称を「３Ｒ活動推進フォーラム」に変更した。 

「３Ｒ活動推進フォーラム」への加入については，下記のメリッ

トがあることから，岡山県は，ごみ問題の抜本的解決を図り，公衆

衛生の向上，環境の保全，資源の有効利用の促進のため平成４年度

から加入している。 

記 

ア 国民的課題となっているごみ問題について，全国的な動向を把

握することが可能となる。 

イ 先進的な取り組みに関する情報の入手が可能となる。 

ウ 共通の課題を持っている自治体等とコミュニケーションを図る

ことにより対策の推進が可能となる。 

エ 会議，研修会への参加が可能となる。 

事業内容 

３Ｒ活動推進フォーラムの総会及び３Ｒ推進会議全国大会等へ参

加する。 

・総会         年１回（東京） 

・３Ｒ推進全国大会   年１回（未定） 

法令・条例・要綱等 循環型社会形成推進条例 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 11万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 
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本事業は，下記の循環型社会形成推進条例に基づいて，ごみ問題の抜本的解決を図

り，公衆衛生の向上，環境の保全，資源の有効利用の促進のため，全国的な動向を把握

することや先進的な取り組みに関する情報の入手等を内容とする事業である。 

なお，令和２年度は，３Ｒ活動推進フォーラムの総会は書面開催とされ，３Ｒ推進

会議全国大会は１年間延期となり，開催がなかった。 

このように，令和２年度は，本事業に関する財務事務の執行がなかったことから，

監査の対象とはしていない。 

記 

第２章 循環型社会の形成に関する基本的施策 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第８条 県は，循環型社会の形成に関する施策を策定し，及び実施するに当たっては，

自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策その他の環境の保全に関する

施策相互の有機的な連携が図られるよう，必要な配慮をしなければならない。 

２ 県は，循環型社会の形成に関する施策を策定するに当たっては，県民の意見を施策

に反映することができるよう，必要な措置を講じなければならない。 

３ 県は，循環型社会の形成に関する施策を策定し，及び実施するに当たっては，必要

に応じ，国及び他の地方公共団体の施策相互の有機的な連携が図られるよう，必要

な配慮をしなければならない。 

（「循環型社会形成推進条例」抜粋） 
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(3) 再生品使用促進事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

循環型社会形成推進条例に基づき策定した「岡山県再生品の使用

促進に関する指針」を事業者や県民に対して周知することで再生品

等の需要を喚起し，資源の循環的な利用を促進すること。 

事業内容 

(1) 岡山県グリーン購入対策会議の運営 

再生品等の使用の促進を図るための対策を調査，審議するために

設置した岡山県グリーン購入対策会議を年２回（８月，２月）開催

する。 

 

(2) 岡山県再生品の使用促進に関する指針の周知 

・ホームページへの掲載 

・グリーン購入法に関する情報収集（基本方針説明会，グリーン

購入ネットワーク） 

法令・条例・要綱等 循環型社会形成推進条例，岡山県再生品の使用促進に関する指針 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 38万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

38万 8000円 

(100%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

循環型社会形成推進条例及び岡山県再生品の使用促進に関する指針は，それぞれ下

記のとおり，規定している。 

記 

（再生品の使用の促進） 

第１０条 県は，再生品に対する需要の増進に資するため，自ら率先して再生品を使用

するとともに，市町村，事業者及び県民による再生品の使用が促進されるよう，必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（再生品の使用促進に関する指針） 

第２３条 知事は，再生品の使用を促進するため，事業者及び県民が再生品を使用する

際の指針（以下この条及び第二十五条において「指針」という。）として，再生品

に関し，次に掲げる事項を定め，これを公表するものとする。 

一 特に使用を促進すべき再生品の品目 

二 前号に規定する再生品において循環資源が使用され，又は利用されている割合 
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三 その他規則で定める事項 

２ 事業者及び県民は，指針に沿って再生品の積極的な使用に努めるものとする。 

３ 知事は，指針を定めるに当たっては，再生品の品質及び価格並びに再生品の製造，

流通，使用及び処分の際の環境への影響について配慮するものとし，これらの事情

の変動のため必要があるときは，指針を改定し，これを公表するものとする。 

（「循環型社会形成推進条例」抜粋） 

 

Ⅲ．再生品の使用を促進するため，県が取り組むべき事項 

１．使用の促進 

再生品への転換を図るため，使用方法等の見直しにより，再生品の積極的な使用に

努めるものとする。 

 

２．再生品使用状況の把握・公表 

(1) 県は，再生品使用の実績として，指針に掲げる指定品目ごとに，使用事例や使用状

況の把握に努めるものとする。 

(2) 県は，環境マネジメントシステムとの連携を図り，再生品使用を促進するための体

制を確立するとともに，各組織においてその使用状況等を定期的に点検・評価し，

報告を行うものとする。 

(3) 把握した当該年度の再生品使用の実績は，翌年度中に公表するものとする｡ 

(4) 再生品使用の実績を公表するにあたっては，廃棄物の減量，省資源，地球温暖化防

止など環境への負荷の低減についての分かりやすい指標を用いるよう努めるものと

する。 

(5) 県は，当該結果を踏まえ，再生品の使用が促進されるよう図るものとする。 

 

３．公共工事における環境配慮事項 

(1) 県は，県の行う工事において，循環資源を原料とした再生品を，その性能，品質，

安全性，数量，価格等について考慮の上，可能な範囲で優先的に使用するよう努め

るものとする。 

(2) 県は，環境負荷の低減及び事業者の取組を促す観点から，循環資源を原料とした資

材について実証試験，試験施工に自ら取り組むとともに，当該資材の安全性や機能

を確認し，事業者や県民に対して情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

４．事業者，県民等の再生品の使用を促進するための措置 

(1) 県は，事業者，県民等による再生品の使用が促進されるよう，本指針に適合する製

品，環境ラベルを取得した製品，循環資源を原料とした再生品の有無等に関する情

報について積極的に収集するとともに，事業者や県民に対して情報の提供その他の
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必要な措置を講ずるものとする。 

(2) 県は，事業者，県民等による再生品の使用が促進されるよう，普及啓発，環境教

育などの措置を講ずるものとする。 

 

５．指針の見直し 

本指針は，社会経済情勢の変化，技術の進歩，再生品の製造・販売状況及び使用実 

績等を踏まえ，適宜見直しを行うものとする。 

（「岡山県再生品の使用促進に関する指針」抜粋） 

 

本事業は，事業者，県民等の再生品の使用を促進することを目的としており，かか

る目的は，上記指針の「４．事業者，県民等の再生品の使用を促進するための措置」に

基づく事業であることを確認した。 

その他，財務事務の執行について，問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，事業者，県民等の再生品の使用を促進することを目的として，岡山県グ

リーン購入対策会議を運営するとともに，岡山県再生品の使用促進に関する指針の周知

を図ることを内容としている。 

なお，岡山県グリーン購入対策会議設置要綱において，同会議の業務は，下記のと

おり定められている。 

記 

（業務） 

第２条 対策会議は，次に掲げる事項について，調査，審議するものとする。 

(1) 岡山県循環型社会形成推進条例（以下「条例」という。）に基づく再生品使用促

進指針の策定に関すること。 

(2) 条例に基づく岡山県エコ製品の認定基準に関すること。 

(3) 条例に基づく岡山県エコ製品の認定審査に関すること。 

(4) 県，市町村における再生品等の調達の推進に関すること。 

(5) 県，市町村の公共事業への再生品等の使用の推進に関すること。 

(6) 前５号に掲げるもののほか再生品等の使用促進対策に関すること。 

（「岡山県グリーン購入対策会議設置要綱」抜粋） 

 

監査の過程において，令和２年度の岡山県グリーン購入対策会議の運営状況につい

て確認したところ，下記のとおり回答を得た。 
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記 

○開催実績 

(1) 第１回会議 

令和２年８月２６日（水）開催。 

「岡山県エコ製品」の判断基準の改正及び認定審査 

(2) 第２回会議 

令和３年２月２４日（水）開催。 

・「再生品使用促進指針」及び「岡山県エコ製品」の判断基準の一部改正 

・「岡山県エコ製品」の認定審査 

以上 

 

各会議の議事録によれば，各会議で議題とされたのは，「岡山県エコ製品の認定及

び利用の促進に関する要綱第３条に規定する品目その判断基準の改正」，「再生品使用

促進指針及び岡山県エコ製品音判断基準の一部改正について」であった（なお，会議の

所要時間は約１時間であった。）。 

この点，上記の議題は，岡山県グリーン購入対策会議設置要綱２条２号及び３号に

関する協議であり，要綱に沿う運営がなされているといえる。また，要綱は，県，市町

村における再生品等の調達の推進に関すること（４号），県，市町村の公共事業への再

生品等の使用の推進に関すること（５号）及びその他再生品等の使用促進対策に関する

こと（６号）について，令和２年度は協議事項がなかったとのことであった。 

さらに，岡山県再生品の使用促進に関する指針の周知に関し，ホームページへの掲

載を確認するとともに，令和２年度においてグリーン購入ネットワークが開催するグ

リーン購入基礎講座や特定テーマの研修会については，国のＨＰ等の資料を参照して最

新の情報を確認しているとのことであった。 

このように令和２年度の本事業の内容について，特に問題となる点は認められな

かったため，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県グリーン購入対策会議の開催場所について，①委員が参集しやすい場所とし

て主要駅から近い場所であること，②駐車場が十分にあること及び③会場として適当な

広さがあることを条件に検討し，最終的に民間のホテルを選択したとのことである。 

かかる手続きについて，新型コロナウイルス感染症の問題があった令和２年度にお

いては，直ちに問題があるとはいえないことから，本監査においては，事業の効率性の

評価をＢとした。 

ただし，上記の評価は，あくまで令和２年度の事情を考慮したものであって，かか

る例を前例に安易に民間のホテルを利用することは妥当ではなく，可及的に公共の施設

を利用することが望ましいことはいうまでもない。  
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(4) 岡山県食品ロス削減推進計画策定事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

令和元年５月に公布された食品ロス削減推進法により，地方公共

団体においても，食品ロス削減に関し，地域の特性に応じた施策を

策定し，実施する責務を有することとなった。 

また，都道府県は，同法に基づき，国が策定する食品ロスの削減

の推進に関する基本的な方針（基本方針）を踏まえ，都道府県食品

ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないと明記され

た。 

令和元年度末に，国の基本方針が示されたことから，令和２年度

に岡山県食品ロス削減推進計画を策定することを目的とする。 

事業内容 

岡山県環境審議会の審議及びパブリックコメント等を経て，岡山

県食品ロス削減推進計画を策定する。 

なお，県内の食品ロスの実態等基礎データの収集等については，

委託により実施する。 

法令・条例・要綱等 食品ロス削減推進法 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 334万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 

 

食品ロス削減推進法は下記のとおり規定しており，本事業は，食品ロス削減推進法

１２条に基づき，岡山県の食品ロス削減推進計画を策定することを目的とするものであ

る。 

本事業のうち，食品ロス削減計画策定業務については見積書の取得までの手続きが

完了しているが，岡山県食品ロス削減計画は，令和３年度策定予定の「第５次岡山県廃

棄物処理計画」の中に位置づけられる形で策定されることとなったため，令和２年度に

おいては，本事業は完了していない。 

このように，令和２年度は，本事業に関する財務事務の執行がなかったことから，

監査の対象とはしていない。 

記 

（都道府県食品ロス削減推進計画） 

第１２条 都道府県は，基本方針を踏まえ，当該都道府県の区域内における食品ロスの

削減の推進に関する計画（以下この条及び次条第一項において「都道府県食品ロス

削減推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は，都道府県食品ロス削減推進計画を定めるに当たっては，廃棄物の処理
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及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第五条の五第一項に規定

する廃棄物処理計画その他の法律の規定による計画であって食品ロスの削減の推進

に関連する事項を定めるものと調和を保つよう努めなければならない。 

３ 都道府県は，都道府県食品ロス削減推進計画を定めたときは，遅滞なく，これを公

表するよう努めるものとする。 

４ 前二項の規定は，都道府県食品ロス削減推進計画の変更について準用する。 

（「食品ロス削減推進法」抜粋） 
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２ おかやま・もったいない県民運動推進事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

岡山県では，平成１８年度から「もったいない」をキーワードとし

て，循環型社会の形成に向けた「３Ｒ」（「発生抑制（リデュー

ス）」，「再利用（リユース）」，「再生利用（リサイクル）」に

ついての県民一人ひとりの意識改革と実践行動を促すため，「おか

やま・もったいない運動」を実施しており，令和２年度も引き続き

取組を行うこと。 

事業内容 

(1) 「おかやま・もったいない運動」推進フォーラムの開催 

○目的 

「循環型社会形成（もったいない）」をテーマに，県民が日常生活

の中で実践できることを講演，活動事例発表，パネルディスカッ

ション等を通じて提示するとともに，県民の３Ｒ関連施策や環境団

体（ＮＰＯ法人，地域団体，学校等）の活動内容について展示する

ブースを設置することにより，広く情報の発信・収集・交換を図る

イベントとする。また，巡回エコ製品等普及展示会を併せて実施す

る。なお，環境団体の自立促進や協働の観点から，岡山県ごみゼロ

社会プロジェクト推進会議や環境団体等の意見を踏まえた企画内容

や運営方法とし，県民局管内で実施する「環境保全普及啓発事業」

に併せて実施する等効率的に実施する。 

 

(2) おかやま・もったいない！小学生ファミリーエコチャレンジ

コンテストの実施 

○目的 

県内の小学生とその家族が，家庭でごみの減量などに取り組むこ

とにより，家族全員が「もったいない」に関心を持つ契機とすると

ともに，取組結果をゴミの減量をはじめとする「もったいない」の

普及啓発に広く活用する。 

法令・条例・要綱等 環境基本条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 528万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

250万 2000円 

(47%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

環境基本条例及びエコビジョン２０２０は，下記のとおり規定している。 
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記 

（資源の循環的利用等の推進） 

第１７条 県は，環境への負荷の低減を図るため，市町村，事業者及び県民による資源

の循環的な利用，エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように，必

要な措置を講ずるものとする。 

（「環境基本条例」抜粋） 

■循環型社会に向けたライフスタイルの変革 

●「おかやま・もったいない運動」の推進 

「もったいない」をキーワードとして，ごみを減らす，再使用する，再生利用する

という取組である３Ｒについて，県民一人ひとりの意識改革と実践活動を促すため，各

種イベントの開催や様々なＰＲ活動により，「おかやま・もったいない運動」を推進し

ます。 

（「エコビジョン２０２０」６０頁抜粋） 

 

本事業は，おかやま・もったいない県民運動を推進することを目的としており，上

記環境基本条例及びエコビジョン２０２０に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，おかやま・もった

いない運動推進フォーラムの委託に関する資料を確認したところ，いずれの委託業務も

委託費用が５０万円未満であることや委託業者は重複しておらず，事業を分割して発注

した等の事実がないことを確認した（なお，委託の金額が５０万円未満であることか

ら，契約書は作成されていない。）。 

また，いずれの委託契約においても見積書の取得は一社であったものの，１０万円未

満であること，又は，契約内容の特殊性により相手方が特定されるときに該当すること

を確認した。 

その他，財務事務の執行について，特に問題となる点は認められなかったため，その

評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，３Ｒについての県民一人ひとりの意識改革と実践行動を促すため

「おかやま・もったいない運動推進フォーラム」を開催するとともに，「おかやま・

もったいない！小学生ファミリーエコチャレンジコンテスト」を実施することにある。 

監査の過程において，おかやま・もったいない運動推進フォーラム及びおかやま・

もったいない小学生ファミリーエコチャレンジコンテストの開催実績を確認したとこ

ろ，下記のとおり回答を得た。 
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記 

１ おかやま・もったいない運動推進フォーラム 

(1) 「おかやまプラスチックスマート展～プラスチック問題と私たちの生活について

考える～」（備前局） 

日  時：令和２年１１月２５日（水）～１２月５日（土） 

場  所：環境学習センター「アスエコ」［岡山市北区下石井２－２－１０］ 

参加者数：１０３名 

 

(2) ｢３Ｒ推進月間展示事業｣（備前局） 

日  時：令和２年１０月１日（木）～３０日（金） 

場  所：備中県民局本館内 

内  容：備中県民局管内で製造されているエコ製品や海ごみ問題に関するパネル 

展示等 

参加者数：不明 

 

(3) 「にいみみんなのエコカルタ」作成事業（備中局） 

日  時：令和２年１２月 

場  所：新見市内 

参加者数：不明 

 

(4) 「環境絵馬展示・表彰」「食品ロス削減等に関するパネル展」（美作局） 

日  時：令和２年１０月２日（金）～１６日（金） 

場  所：津山市立図書館前（アルネ津山４階）［津山市新魚町１７］  

参加者数：５００人程度 

 

(5) 海ごみパネル展（美作局) 

日  時：令和２年１２月１日（火）～１５日（火） 

場  所：美作市役所１階ロビー［美作市栄町３８－２］ 

参加者数：不明 

 

２ おかやま・もったいない！小学生ファミリーエコチャレンジコンテスト 

応募期間：令和２年５月１５日～９月１５日 

応 募 数：２１校，７８６点 

受 賞 者：個人の部１６名，団体の部４校 

以上 

 

本事業は，おかやま・もったいない県民運動を推進するため，上記各事業を運営す
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るものであり，その事業内容は事業目的を全うするものであるうえに，一定の参加者が

あることから，啓発という目的を達成しているものと思われる。 

なお，本事業の成果指標の有無について確認したところ，「おかやまもったいない

推進フォーラムのうち，『にいみみんなのエコかるた』作成事業については，作成した

かるたを環境学習の教材として市内の小中学校等に配布し，使用状況や感想について聞

き取りを行っている。また，おかやま・もったいない！小学生ファミリーエコチャレン

ジコンテストについても，報告様式に応募者及び保護者の感想を記入する欄を設けてお

り，事業の成果の検証に使用している。」との回答を得た。 

また，令和３年度のマイバック持参率アンケート調査において，「使い捨てプラス

チックごみの削減について」等３Ｒに関する意識調査の項目を追加しているところであ

り，アンケート調査によって，本事業による周知の状況を把握できる状況にあるとのこ

とであった。 

さらに，環境企画課において実施している「環境に関する県民等意識調査」におい

ても，廃棄物の３Ｒについて，その重要度や県の取組状況への満足度を把握していると

のことである。 

このように，本事業の成果の把握について検討されていることから事業の有効性の

評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

上記のとおり，本事業の有効性について，事業目的と関連した成果の把握がなされ

ており，執行された金額との効果を検証することができる。 

また，上記の啓発効果を得るための費用として，極めて高額の予算が実行されてい

るとは言えないと思われることから，事業の有効性と同じくその評価をＢとした。 

ただし，事業効果と予算の執行額については，費用対効果が得られているのかを慎

重に検討することが不可欠であることは付言する。 
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３ エコライフ推進事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

循環型社会のライフスタイルである３Ｒを促進するためには，県

民の意識啓発を継続的に行うことが重要である。 

このため，県民に身近なレジ袋や食品ロスの削減事業を中心に，

身近に取り組むための効果的な普及・啓発資材を作成し，事業の推

進に役立てるとともに，先進的な取組を行う他県等の視察を行うこ

と。 

事業内容 

(1) 先進地視察 

・レジ袋，食品ロス削減等の先進的な取組を行う自治体等の視察 

(2) 普及・啓発資材の作成 

・レジ袋，食品ロス削減等を呼びかける効果的な啓発資材を作

成・配布 

(3) 調査研究 

・マイバック持参の経年での推移について，調査を実施 

法令・条例・要綱等 環境基本条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 624万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

582万 1000円 

(93%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり定めている。 

記 

■循環型社会に向けたライフスタイルの変革 

●マイバック運動の推進 

消費者の立場から実践できる環境にやさしい象徴的な取組として，買い物にマイ

バックを持参し，レジ袋や包装を断る「マイバック運動」を，「岡山県ごみゼロ社会プ

ロジェクト推進会議」を中心に，各種団体，事業者，行政が一体となって展開します。 

 

●食品ロス削減の推進 

まだ食べられるのに捨てられてしまう，いわゆる「食品ロス」については，その半

分が一般家庭からといわれており，買いすぎない，食材を使い切る，食べ切る等の食品

ロスを減らすライフスタイルの定着に向け，啓発や情報提供を市町村と連携して行うと

ともに，飲食店等の事業者にも協力を働き掛けながら，県民，事業者の削減行動を促進
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します。 

（「エコビジョン２０２０」６０頁抜粋） 

 

本事業は，レジ袋や食品ロスの削減事業を中心に，効果的な普及・啓発資材を作成

し，事業の推進に役立てるとともに，先進的な取組を行う他県等を視察することを目的

としており，環境基本条例１７条１項及びエコビジョン２０２０の内容に適うものであ

る。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，マイバッグ持参率

等定点調査の委託に関する資料を確認した。 

本事業の委託は，一般競争入札の手続きによってなされており，入札手続きにおい

て２者が入札しており，手続きに不当な点は認められなかった。 

また，本事業を実施している業者が固定化しているという事実もなかった。 

この点，アンケート調査に関する業務の委託は随意契約となる例が多いものの，本

事業は，アンケートの方式を岡山県において固定化しており，委託業務が定型化されて

いるため，随意契約ではなく一般競争入札の手続き採用することが可能となっている。 

その結果，落札価格は，予定価格よりも２割程度低額となっており，支出額が抑え

られている。 

以上の点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＡとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，本事業に関する資料を確認した。 

まず，先進地視察について，全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会総会は

書面開催，全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会食べきり塾はウェブ開催で

あったため，県外視察は実施されていないことを確認した。 

次に，平成３０年度から令和２年度マイバッグ持参率等定点調査（アンケート調

査）の結果を確認した。（なお，アンケートは岡山県下の市町村におけるスーパーマー

ケットの顧客２００名，合計３０００名に対し実施されていた。）。 

上記アンケート調査の結果によって，マイバックの所持率の推移（マイバックの所

持率：平成３０年度８１．３７％，令和元年度８２％，令和２年度９５．２％），食品

ロスの認知の推移等（食品ロスの認知：平成３０年度７１％，令和元年度８２％，令和

２年度５８．５％）を把握できる状況にある。 

このように，レジ袋削減啓発や食品ロス削減啓発について，事業効果を定量的に把

握できるうえに，アンケートにおいて，「マイバックを買う際に重視することはありま

すか」等の質問がなされており，マイバック普及のための施策を検討する資料となり得

る状況にある。 

また，過去１０年間のアンケート結果が岡山県のＨＰに掲載されており，県民の意
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識の推移が誰でも閲覧可能な状態となっている。 

このように，啓発事業について成果を把握し，かつ，当該年度の成果を次年度に生

かすことが可能な体制となっているうえに，啓発について一定の成果を認めることがで

きることから，事業の有効性の評価をＡとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本件事業の成果を踏まえると，支出された資金が不当に高額であるとの事実は認め

られなかった。 

また，前述の財務事務の合規性において述べたとおり，本事業の委託契約は一般入

札の方式が採用されている結果，支出金額が予定価格より２割程度抑えられている。 

これらの点を考慮して，事業の効率性の評価をＡとした。 
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４ 食品ロス・家庭ごみ削減促進事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

日本では，年間 2,759 万トンの食品廃棄物が出されており，この

うち，食べられるのに廃棄される「食品ロス」は 643 万トンと推計

されている。（平成28年度環境省及び農林水産省推計） 

この食品ロスのうち，約半分は事業系食品ロスであり，その削減

について検討の必要がある。 

また，残り約半分は一般家庭から発生しており，国民一人一日当

たり茶碗 1 杯分ものご飯の量に相当することから，対策が求められ

ている。そのため，多方面からの検討及び啓発を展開すること。 

事業内容 

(1) 事業系食品ロス削減モデル事業（Ｒ1～Ｒ3） 

①食品ロス削減マッチング検討事業 

食品関連事業者とフードバンクをつなぐ食品ロス削減マッチング

システムの構築を調査・検討する。 

②検討会・シンポジウム等の開催 

食品関連事業者がフードバンクを利用する際の課題を整理する検

討会や，フードバンク利用の意識醸成のためのワークショップやシ

ンポジウムを開催する。 

 

(2) 食品ロス削減月間キャンペーン事業 

食品ロス削減推進法に定められた食品ロス削減月間である 10 月

に，県民にとって楽しく親しみやすい方法で，食品ロス削減月間を

ＰＲするキャンペーンを行う。 

 

(3) 地域を学んでのこさずたべよう事業（Ｈ30～Ｒ2） 

若い世代の食品ロス削減意識の醸成のため，食品が作られるまで

の労力や食品が生まれてくる地域の土壌・気候・風土等に係る研究

フィールドワーク，若者の視点や発想を生かした小学生が取り組み

やすい教材の作成及び小学校への出前講座等について，大学の研究

室等が行う研究活動を支援する。 

 

(4) マスメディア等による広報 

①マスメディアによる広報 

新聞紙面に，上記取組等について掲載し，一般家庭向けに広報する

ことにより取組の推進を図る。 

②食品ロス・家庭ごみ削減ヒント集・増刷 

一般家庭向けに食品ロスについての意識を高めるための啓発資材と

して，家庭で取り組める方策を提示する小冊子を作成・配布する。 

 

(5) フードバンク活動の推進（Ｈ31～Ｒ3） 

（補助対象例）未利用食品を運搬するためのハンドリフト，レン

タカーの賃借等 
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法令・条例・要綱等 食品ロス削減推進法，環境基本条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 
産廃税基金繰入金（1956万 3000円） 

食料産業・6次産業化交付金（国庫）（180万円） 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2136万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1766万 6000円 

(82%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

食品ロス削減推進法は下記のとおり規定している。 

記 

（食品ロス削減月間） 

第９条 国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため，食品ロス削

減月間を設ける。 

２ 食品ロス削減月間は，十月とし，特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。 

３ 国及び地方公共団体は，食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において，そ

の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。 

（「食品ロス削減推進法」抜粋） 

 

本事業は，食品ロス・家庭ごみ削減促進するため多方面の啓発をすること等を目的

としており，前記の環境基本条例１７条１項及びエコビジョン２０２０の内容に適うも

のである。 

また，食品ロス月間の開催は，上記食品ロス削減推進法に基づく事業である。 

このように，本事業の法令上の根拠を確認することができた。 

また，財務事務の執行に関し，監査の過程において，事業系食品ロス削減モデル事

業，食品ロス削減月間キャンペーン事業の委託に関する委託の契約書を確認したとこ

ろ，いずれの事業についても，契約の方式は随意契約とされていた。 

まず，事業系食品ロス削減モデル事業について，同事業が随意契約（委託先：株式

会社廃棄物工学研究所，委託金額：８６０万０６８０円）とされた理由は，「本案件は

事業系食品ロス削減を目指し，「マッチングシステムの検討」「食品ロス削減検討会」

「食品ロス削減ワークショップ」等を行うものであり，価格競争のみでは成果を期待し

にくい業務であることから，技術提案によるコンペ方式により受注者を決定するもので

あるため」とされている。 

この点，委託先の株式会社廃棄物工学研究所（以下「廃棄物工学研究所」とい

う。）の事業内容に関し，同所のＨＰに下記のとおり，記載されている。 

 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 276 - 

記 

③ シンポジウム開催 

食品ロスの現状を広く訴え，その削減のために考え，行動する人を増やすための岡

山市内においてシンポジウム「大切な食べ物がごみになっている？考えよう！食品ロス

問題」を開催します。 

シンポジウム前後においてアンケート調査を行い，参加者の意識や理解度について

把握します。 

一般市民の皆様を対象に開催いたしますので，多くの方々のご来場をお待ちしてお

ります。 

以上 

 

また，食品ロス削減月間キャンペーン事業について，同事業が随意契約（委託先：

株式会社ビザビ，委託金額：５６４万９６０円）とされた理由は，「本案件は，食品ロ

ス削減の県民への普及啓発のため，普及資材の作成，県民参加型企画の立案及び実施や

各種広報媒体での幅広い県民の方に向けたＰＲを連携させたキャンペーンを実施するも

のであり，単なる価格競争ではなく，企画内容により成果が期待されるものであり，そ

の性質や目的が競争入札に適さないものであることから，技術提案によるコンペ方式に

より受注業者を決定するものであるため」とされている。 

廃棄物工学研究所のノウハウ等を踏まえると，同所に対して，事業系食品ロス削減

モデル事業を委託することについて，合理性を認めうる。 

以上の点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，各事業の執行状況に関する資料を確認した。 

まず，事業系食品ロス削減モデル事業について，令和２年度の検討会・シンポジウ

ム等の開催実績を確認したところ，下記のとおり回答を得るとともに，削減検討会の議

事録を確認した。 

記 

○検討会 

・第１回食品ロス削減検討会 令和２年７月１７日（金）開催 

・第２回食品ロス削減検討会 令和２年９月１日（火） 開催 

・第３回食品ロス削減検討会 令和３年２月５日（金） 開催 

○ワークショップ 

・令和２年８月２８日（金）開催 

○シンポジウム 

 令和２年１０月３０日（金）開催 

以上 
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また，食品ロス削減キャンペーン事業に係る業務の報告書，地域を学んでのこさず

たべよう事業の実施状況に関する実施結果調書及び岡山県ＨＰ，広報資料及びフードバ

ンクの活動推進に関する資料等をそれぞれ確認した。 

上記のいずれの事業についても，事業目的に沿って事業が実施されており，また，

食品ロスに関するアンケート結果からも啓発に関して一定の効果を認めることができ

る。 

以上の点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとし

た。 
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５ 環境にやさしい企業づくり事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

循環型社会形成に資するために，循環資源の排出の抑制及び循環

的な利用に関する取組や再生品の使用に関する取組が先進的であ

り，かつ，優秀であると認められる県内の事業所を岡山県資源循環

推進事業所（岡山エコ事業所）として，また，県内で現に製造され

ている使用を促進すべき再生品であって，県が定める認定基準を満

たした製品を岡山県エコ製品として認定し，その取組を促進するこ

とにより，環境にやさしい企業づくりを推進すること。 

事業内容 

(1) 岡山エコ事業所の認定及び周知 

・募集ちらしの作成・配布 

・認定事業所への認定証及び認定銘板（プレート）の作成・交付 

・パンフレットの作成・配布 

・巡回エコ展等での啓発用パネルの作成・展示 

・県広報紙，業界紙等を活用したＰＲ 

 

(2) 岡山県エコ製品の認定及び周知 

・パンフレットの作成・配布 

・巡回エコ展等での啓発用パネルの作成・展示 

・県広報紙，業界紙等を活用したＰＲ 

法令・条例・要綱等 循環型社会形成推進条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 272万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

208万 2000円 

(76%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

循環型社会形成推進条例及びエコビジョン２０２０は，下記のとおり定めている。 

記 

（循環型社会の形成に資する製品の認定） 

第２７条 知事は，規則で定めるところにより，循環型社会の形成に資すると認められ

る製品を岡山県エコ製品（以下この条において「エコ製品」という。）として認定

することができる。 

２ 県は，その事務を執行し，又は事業を実施するに当たり，必要とする品質が他の製

品と同等と認められるエコ製品があるときは，当該エコ製品を優先的に使用するよ

う努めるものとする。 
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３ 県は，エコ製品の使用が促進されるよう，事業者及び県民に対しその周知に努める

ものとする。 

 

（循環型社会の形成を推進する事業所の認定） 

第２８条 知事は，規則で定めるところにより，循環型社会の形成を推進していると認

められる事業所を岡山県資源循環推進事業所（以下この条において「認定事業所」とい

う。）として認定することができる。 

２ 県は，認定事業所の行う循環型社会の形成のための取組を事業者及び県民に対し周

知するよう努めるものとする。 

３ 県は，認定事業所の行う循環型社会の形成のための取組に対し，その取組を維持

し，又は促進するために必要な情報の提供その他の支援に努めるものとする。 

（「循環型社会形成推進条例」抜粋） 

●「岡山県エコ製品」の認定・周知 

県内で生産されているリサイクル製品等を「岡山県エコ製品」として認定・公表す

るとともに，これらの製品を積極的に展示・ＰＲし，県内におけるグリーン購入等の一

層の普及拡大に努めます。 

 

●「岡山県エコ事業所」の認定・周知 

グリーン調達やゼロエミッションに積極的な県内事業所を「岡山エコ事業所」とし

て認定・公表するとともに，県民や事業者，市町村等への積極的なＰＲに努め，環境に

やさしい企業づくりを推進します。 

（「エコビジョン２０２０」６２頁抜粋） 

 

本事業は，県内の事業所を岡山県資源循環推進事業所（岡山エコ事業所）として認

定すること及び岡山県が定める認定基準を満たした製品を岡山県エコ製品として認定

し，その取組を促進することを目的とするものであり，上記循環型社会形成推進条例及

びエコビジョン２０２０に適うものである。 

このように，本事業について法令等の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行に関し，監査の過程において，本事業におけるパンフレット

作成・配布及びパネル作成事業の委託に関する資料を確認したところ，本事業は，公募

型プロポーザルによる随意契約（提案者１社，委託先：株式会社ＪＲ西日本コミュニ

ケーションズ，委託金額：２０７万９０００円）とされていた。 

なお，随意契約とされた理由は，「本業務は一般県民を対象とし，エコ製品の利用

促進等に資するパンフレット等の作成業務であるため，県民が親しみやすく利用しやす

いデザインとする必要があり，単なる価格競争では成果が期待しにくい業務であること

から，価格及びデザイン等を総合的に勘案・評価の上委託先を決定することが妥当であ

るため」とされている。 
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この点，岡山エコ事業所及び岡山県エコ製品の認定件数が伸び悩んでいることを踏

まえると，現在の状況を改善するため，技術提案を募ることについて合理性を認めう

る。 

これらの点を考慮して財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，岡山エコ事業所及び岡山県エコ製品の認定及び周知を図るため，ちらし

やパンフレットの作成・配布や県広報紙，業界紙等を活用したＰＲを行うこと等を内容

とするものである。 

監査の過程において，本事業の成果検証方法について確認したところ，岡山県エコ

製品認定数及び岡山県エコ事業所認定数で成果を把握しているとのことであった。 

なお，岡山県エコ製品の認定件数は，年度末計は，平成１９年の４５５件をピーク

に減少し，令和２年度は３７２件となっている。 

また，岡山エコ事業所の認定件数は，平成２３年の２７７事業所をピークにほぼ横

ばいであり，令和２年度は２４７事業所となっている。 

この点，本事業の成果指標として，岡山県エコ製品及び岡山エコ事業所の認定件数

を利用することは合理的である。 

また，岡山県エコ製品の認定数は減少，岡山県エコ事業所の認定件数は横ばいの状

態にあるものの，これは認定数が増加すれば，未認定製品や事業所が減少するためであ

り，一定程度はやむを得ないと思われる。 

この点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について特に問題となる点は認められなかったため，その評価をＢと

した。 
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６ 循環資源情報提供システム運営・保守事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

循環型社会の形成を推進するためには，県民，事業者の自発的か

つ積極的な取組が極めて重要であり，この取組には，循環資源に関

する信頼性の高い，整理された地域情報が，タイムリーにかつ手軽

に入手できる環境整備が必要不可欠である。 

このため，情報先進県としての岡山の特性を最大限に活用し，イ

ンターネットとデータベースシステムを組み合わせ，循環資源に関

する地域情報を一括管理し「岡山県循環資源総合情報支援セン

ター」から情報の受・発信を行うシステムを整備したところであ

り，本システムの運営・支援を行うものである。 

事業内容 

(1) マッチングシステム等の運営 

県が情報支援センターに指定している公益財団法人岡山県環境保

全事業団が行う循環資源マッチングシステム，リサイクル技術情報

提供システムの運営費に対して補助を行う。 

 

(2) 行政情報システムに係るソフトウェアの保守等 

行政情報システムについてソフトウェアの保守等を行う。 

また，業者選択画面について利便性向上のため検索条件の回収を

行う。 

法令・条例・要綱等 循環型社会形成推進条例，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 468万 5000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

459万 5000円 

(98%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

循環型社会形成推進条例及びエコビジョン２０２０は，下記のとおり定めている。 

記 

（岡山県循環資源総合情報支援センター） 

第３０条 知事は，一般社団法人又は一般財団法人であって，次条に規定する業務を適

正かつ確実に行うことができると認められるものを，その申請により，本県に一を

限って，岡山県循環資源総合情報支援センター（以下「情報支援センター」とい

う。）として指定することができる。 

２ 知事は，前項の規定による指定をしたときは，当該情報支援センターの名称，住所

及び事務所の所在地を公示しなければならない。 
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（情報支援センターの業務） 

第３１条 情報支援センターは，次に掲げる業務を行うものとする。 

一 企業間における循環資源に関する情報の交換を促進すること。 

二 事業者及び県民への廃棄物等の発生の抑制並びに適正な循環資源の循環的な利用及

び処分に資する情報の提供を行うこと。 

三 循環型社会の形成に関する事業者及び県民の意識の向上を図るために必要な情報の

提供を行うこと。 

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務 

（「循環型社会形成推進条例」抜粋） 

 

■循環資源情報の提供 

●循環資源マッチングシステムの利用促進 

循環資源を提供したい事業者と利用したい事業者がインターネット上で情報交換

し，資源の有効活用を行う「循環資源マッチングシステム」の利用を促進します。 

（「エコビジョン２０２０」６０頁抜粋） 

 

本事業は，インターネットとデータベースシステムを組み合わせ，循環資源に関す

る地域情報を一括管理し「岡山県循環資源総合情報支援センター」から情報の受・発信

を行うシステムの運営・支援を行うことを目的とするものであって，循環型社会形成推

進条例及びエコビジョン２０２０に適うものである。 

このように，本事業について法令等の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行に関し，監査の過程において，本事業のソフトウェア保守，

ソフトウェア改修費及びデータ入力・更新については，令和元年の契約に基づいて支払

がなされていることを確認した。 

また，補助金の交付について特に問題となることは認められなかった。 

以上の点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，循環資源情報提供システム及び岡山県循環資源総合情報支援

センターの概要について確認したところ，下記のとおり回答を得た。 

記 

(1) 循環資源情報提供システムの概要 

① 行政情報 

県民・事業者に対して「産業廃棄物処理業許可情報」や「行政処分情報」等の

情報を発信する。岡山市・倉敷市の職員も情報の入力を行うことで，３者間で迅速

に情報共有を行う。 

また，「産業廃棄物許可証」や「検察庁への照会文」等の各種行政手続で利用
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する様式の出力を行う。 

② 企業情報 

ア 循環資源マッチングシステム 

事業活動に伴って発生する循環資源の有効利用を促進するため，循環資源を提

供する事業者と利用する事業者をマッチング（あっせん）する「循環資源マッチン

グシステム」を運営する。 

イ リサイクル情報システム 

県内においてリサイクルを実施している事業者の技術情報や製品等の登録を行

う「リサイクル情報システム」を運営する。 

③ その他リサイクルに関する情報（県民情報） 

県民・事業者に対し，岡山県エコ製品や岡山エコ事業所に関する情報等の提供

を行う。 

 

(2) 岡山県循環資源総合情報支援センター 

・岡山県，岡山市，倉敷市が提供するデータの一部を利用して，循環型社会形成推

進条例に掲げる次の業務を行う。 

・企業間における循環資源に関する情報の交換を促進すること。 

・事業者及び県民への廃棄物等の発生の抑制並びに適正な循環資源の循環的な利用

及び処分に資する情報の提供を行うこと。 

 

(3) システム運営の分担 

区分 主体 内容 委託先 

行政情報システム 県 産廃実績報告書のデータ入力 事業団 

企業情報システム 事業団 循環資源等の情報提供  

ハードウェア 県 仮想サーバー（情報政策課）  

ソフトウェア 県 保守・軽微な改修 中電技術 

以上 

 

本事業は，上記のマッチングシステム等の運営及び行政情報システムに係るソフト

ウェアの保守等を行うことを目的としており，事業目的の内容に沿うものである。 

また，循環資源マッチングシステムの事業効果は下記のとおりである。 
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記 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

マッチング実績 2件 0件 1件 1件 0件 

費用効果 119万 9000円 0円 113万 6000円 18万 9000円 0円 

積算効果 1729万 4000円 1729万 4000円 1843万円 1861万 9000円 1861万 9000円 

以上 

 

この点，監査の過程において，循環資源情報提供システムの概要等に確認したとこ

ろ，かかるシステムは，循環マッチングのみを目的として運用されているものではない

ことを確認した。 

したがって，上記のとおり，マッチング成立の実績が少ないと言わざるを得ないと

しても，循環資源情報提供システムに意義がないとはいえない。 

もっとも，システムの利便性については利用者のアンケートを実施しておらず，ま

た，後述の中小企業３Ｒアドバイザ派遣事業により，アドバイザを企業に派遣し，提供

事業者と利用事業者のマッチングを行っており，インターネット上で双方が情報交換を

行う「システム」としての運用はできていない状況である。 

加えて，マッチング後の取引継続の調査についても実施されていないとのことであ

り，循環資源マッチングシステムの事業効果が低い点は改善の必要があると思われる。 

このように，現状の在り方については，直ちに改善の必要があることから，事業の

有効性の評価をⅮとした。 

 

【指摘事項４－１】循環資源マッチングシステムの運営について検討すべきである。 

上記のとおり，過去数年間にわたって，循環資源マッチングの成立実績が極めて少

ない状況にある。 

この点，マッチングがいったん成立すれば，その当事者間で循環資源のやり取りが

なされる可能性があることから，マッチングの成立件数が収斂することは理解できるも

ののマッチングの成立実績を踏まえると事業効果が疑わしいと言わざるを得ない。 

循環資源情報提供システムは，循環マッチングのみを目的として運用されているも

のではないことから，循環資源に関するマッチングの成立件数が乏しいとしても，かか

るシステム全体の有効性を否定するものではないが，循環資源に関するマッチングの成

立件数が伸び悩んでいることを踏まえ，広報の在り方や本事業の活用等その運営につい

て検討する必要があることは明らかであることから，循環資源マッチングシステムの運

営について検討する必要があると考える。 
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【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

循環資源マッチングシステム事業の費用効果は前記のとおりであるが，循環資源情

報提供システム全体の事業効果は認められるものの，前記のとおり，循環資源マッチン

グシステムの事業効果が低い点は改善の余地がある。 

このように，事業効果が低い事業について，補助金として１７５万円の予算が執行

されており，かかる費用と効果と比較した場合，費用は相性を欠いていると思われるこ

とから，本事業の効率性の評価をＣとした。 
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７ 中小企業３Ｒアドバイザ派遣事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

県内の企業のうち，中小企業が占める割合（企業数）は 99.8％と

なっていることから，企業の３Ｒを推進するためには，中小企業へ

の取組を強化する必要がある。 

県内の中小企業では，自社で発生する廃棄物を減らすことによる

コスト削減化，事業活動における３Ｒの導入，事業所のゼロエミッ

ション化など，循環型社会の形成を推進するため，廃棄物の排出抑

制・リサイクルなどに積極的に取り組みたいと検討する企業が存在

する一方，それらの取組を実施するため，企業は多くの課題を抱え

ている現状がある。 

そういった課題やニーズに沿った助言，情報提供，橋渡し等を行う

ことにより，産業振興と循環型社会形成の両立を図ることができる

とともに，近年横ばいを続けている３Ｒ関連施策を発展すること。 

事業内容 

公益財団法人岡山県環境保全事業団に標記事業を委託し，環境へ

の取組に精通している人物をアドバイザとして企業に派遣し，廃プ

ラ，木，繊維それぞれに応じた取り組み方法のアドバイス等を行

う。令和２年度については，アドバイザの人数を減少し，新たに中

核アドバイザを設置することにより，少数精鋭であっせん件数を増

加することを目指す。 

また，同様の事業を実施している他府県に視察を行い，知見を得

ることで本事業をより効率的に進める。 

法令・条例・要綱等 循環型社会形成推進条例 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 559万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

548万 9000円 

(98%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，中小企業に対する３Ｒに関する課題やニーズに沿った助言，情報提供，

橋渡し等を行うことにより，産業振興と循環型社会形成の両立を図るとともに，３Ｒ関

連施策の発展を図ることにあり，その目的は，循環型社会形成推進条例や情報支援セン

ターを設立した趣旨に合致する。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業の委託は，随意契約（委託先：公
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益財団法人岡山県環境保全事業団，委託金額：５４９万２８５０円）とされており，随

意契約とされている理由は「本事業は，中小企業に対し，廃棄物の３Ｒの取組の導入促

進のため，環境への取組などに精通した人物をアドバイザとして企業に派遣することと

しており，事業実施にあたっては，廃棄物に関する技術的，法令的な知見を持ち，事業

所に対して適切なアドバイザを選定，派遣できるものである必要があることから，契約

の目的が一般競争入札に適さないものである。（公財）岡山県環境保全事業団は，企業

間における循環資源に関する情報の促進や，循環型社会の形成に関する事業者等の意識

向上を図ること等が適切かつ確実に行うことができるものとして岡山県循環型社会形成

推進条例に基づく「岡山県循環資源総合情報支援センター」に指定されていることか

ら，本事業の趣旨に最も適したものであり，当事業を的確かつ合理的に実施できる唯一

の事業者である」とされていた。 

この点，本事業の内容を踏まえると，委託先を岡山県循環資源総合情報支援セン

ターに指定されている岡山県環境保全事業団に委託する合理性は認められる。 

また，委託費の算定については，基本方針に基づき算出されていることを確認し

た。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の企業に対するアドバイザの派遣実績を確認した

ところ，８０件のアドバイザが派遣されていること及びアドバイザが具体的にどのよう

な指導・助言をしたのか把握するための報告書が提出されていることを確認した。 

その他，本事業の有効性について，問題となる点は認められなかったため，事業の

有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性に関して，問題となる点は認められなかったため，その評価をＢと

した。  
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８ おかやまプラスチックスマート運動事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

外国政府による廃棄物輸入禁止措置や，海洋プラスチックごみに

よる環境汚染問題等により，廃プラスチックの排出抑制，適正処理

が求められている。 

このため，県民及び事業者による主体的な廃プラスチックの削減

に向けた取組を促すべく各種事業を展開すること。 

事業内容 

(1) わたしのプラごみ削減テクニック 

県内の住民，団体，事業所の廃プラスチック削減意識の醸成を図

るため，廃プラ削減の取組状況や，実施予定の取組を募集し，応募

された取組をごみゼロ社会プロジェクト推進会議で審査し，優秀な

取組の応募者には賞状と商品を贈る。 

 

(2) おかやまプラスチック３Ｒ宣言事業所 

県内の事業所に，従業員のマイボトル持参等や事業に伴う廃プラ

スチックの削減（例：プラスチック製品の不使用や，リユース，異

なる素材の製品に切替え）など，プラスチック製品の３Ｒを宣言し

取り組んでもらう。 

宣言を行った事業所には登録証を交付するとともに，取組を行っ

ていることを従業員・来客にアピールできる資材（例：のぼり旗，

ステッカーなど）を配布する。 

また，宣言した事業所及び取組内容をＨＰで公開する。 

 

(3) プラスチック３Ｒに関する広報 

(1)の優秀な取組をとりまとめた冊子やパンフレット等の啓発資

材を作成し，県内の環境イベント等で配布するとともに，各種媒体

を利用して広報を行う。 

法令・条例・要綱等 循環型社会形成推進条例 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 789万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

590万 3000円 

(74%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，県民及び事業者による主体的な廃プラスチックの削減に向けた取組を促

すことにあり，その目的は循環型社会形成推進条例の趣旨に合致する。 

この点，プラスチック３Ｒに関する取組についてエコビジョン２０２０において
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は，言及されていなかった。 

監査の過程において，プラスチック３Ｒに関する取組を実施した理由を確認したと

ころ，①プラスチックの削減の必要性について海洋プラスチックごみ問題や外国政府の

プラスチックごみ輸入規制等により近年急速に高まっていること，②令和元年５月３１

日には，プラスチックの資源循環を総合的に推進するための戦略として，プラスチック

資源循環戦略が国の施策として示され，戦略の１つとして，レジ袋の有料化が容器リサ

イクル法の省令改正（令和元年１２月）により令和２年７月１日から全国一律に開始さ

れたこと及び③スプーンやストローなどの使い捨てプラスチック製品の有料化等を盛り

込んだプラスチック資源循環法の成立に向けて検討が進められていた（令和３年６月成

立，令和４年４月１日施行）を踏まえて，令和２年度において本事業に取り組んだとの

ことである。 

また，エコビジョン２０４０においては，プラスチッ３Ｒの推進として「海洋プラ

スチックごみ問題など，環境に及ぼす影響が課題となっているプラスチックごみを削減

するため，県民や事業者に対して啓発活動や情報提供を行うことによりプラスチック３

Ｒに向けた主体的な取組を推進します。」と記載されている。 

このように，本事業について，エコ２０２０には直接の規定はなかったものの，そ

の他の法令等を根拠に本事業を実施したことを確認した。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，おかやまプラス

チック３Ｒ宣言事業所募集事業に関する契約締結に関する資料を確認した。 

上記事業は，技術提案型の随意契約（委託先：公益財団法人岡山県環境保全事業

団，委託金額４００万円）の方式でなされており，提案は１社のみからなされたことを

確認した。 

なお，技術提案とする理由は，「本業務は県内の事業所に，プラスチック３Ｒに係

る取組を宣言し，実践していただくものであることから，プラスチック３Ｒに関する事

業者の主体性を引き出すために，事業者のメリット等を効果的にＰＲする必要がある，

かつ，専門的な知識が必要であり，単なる価格競争では成果を期待しにくい業務であ

り，その性質や目的が競争入札に適さないものであることから，技術提案により委託す

ることが相当であるため。」とされていた。 

この点，本事業は，令和２年度から開始された事業であり，民間の技術提案を受け

ることは岡山県においてノウハウを蓄積するうえで重要であることを考慮すれば，技術

提案方式による随意契約によることに合理性を認めうることから，財務事務の合規性の

評価をＢとした。 

ただし，事業の内容について岡山県においてノウハウを蓄積すべきであり，将来に

わたって技術提案方式による随意契約によることは避けることが望ましい。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，廃プラスチックの削減に向けた取組を推進するため，①わたしのプラご
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み削減テクニックとして，廃プラ削減の取組状況や，実施予定の取組を募集し，表彰す

ること，②県内の事業所にプラスチック製品の３Ｒを宣言し取り組んでもらうこと及び

③プラスチック３Ｒに関する広報を行うこと等を内容とするものである。 

監査の過程において，各事業の参加人数等を確認したところ，令和２年度のわたし

のプラごみ削減テクニックの応募数は３１件，３Ｒ宣言事業所の登録件数は５９５件及

び広報資材の配布実績は木の登録証が４６８件，のぼり旗７８件，木のファイルとマウ

スパッドが４８件であることを確認した。 

この点，本事業は令和２年度から実施されていることから，わたしのプラごみ削減

テクニックが必ずしも大多数ではないものの，啓発としての事業の有効性を認めること

ができると思われる。 

なお，本事業の成果設定について確認したところ，前記のとおり，令和３年度のマ

イバック持参率アンケート調査において，「使い捨てプラスチックごみの削減につい

て」等３Ｒに関する意識調査の項目を追加するとともに，「海ごみ」についての項目も

追加されており，県民の廃プラスチックに関する意識調査がなされているとのことで

あった。 

このように，本事業の成果の把握について検討されていることから事業の有効性の

評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の有効性において検証したとおり，本事業の成果の指標が設定されているとの

ことである。 

この点，本事業において，令和２年度は，約５９０万円の予算が執行されていると

ころ，執行金額と事業の成果が均衡しているか否かを把握することができる状況にある

ことを考慮して，本事業の効率性の評価をＢとした。 

もっとも，上記の予算執行額は必ずしも少額とは言えないことから，啓発事業であ

る本事業の費用対効果を常に検証する必要があるのであって，漫然と前例踏襲とならな

いよう強く留意する必要がある。  
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９ プラスチック３Ｒ推進セミナー事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

外国政府による廃棄物輸入禁止措置や，海洋プラスチックごみに

よる環境汚染問題等により，廃プラスチックの排出抑制，適正処理

が求められている。 

このため，廃プラスチックが環境へ及ぼす影響や，プラスチック

製品の３Ｒの必要性，日常生活で出来る取組例等を，県民に対して

分かりやすく紹介するセミナーを開催するとともに，排出事業者に

対し，事業者が出来る廃プラスチックの３Ｒに向けた取組例を紹介

するセミナーを開催すること。 

事業内容 

(1) 排出事業者向けセミナーの開催 

環境への影響など廃プラスチック問題の講演や，排出事業者がで

きる廃プラスチックのリサイクルに向けた取組について実例を交え

た講演を行う。 

 

(2) 県民向けセミナーの開催 

環境への影響など廃プラスチック問題の講演や，廃プラスチック

のリサイクル促進の必要性，日常生活で出来る取り組みについて実

例を交えた講演を行う。 

法令・条例・要綱等 循環型社会形成推進条例 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 282万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

239万 3000円 

(84%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前項のおかやまプラスチックスマート運動事業において検討したとおり，プラス

チック３Ｒに関する取組についてエコビジョン２０２０においては言及されていないも

のの，その他の法令等を根拠に本事業を実施したとのことである。 

また，監査の過程において，事業者向けプラスチック３Ｒ推進セミナー開催業務に

関する契約締結に関する資料を確認した。 

上記事業は，技術提案型の随意契約（委託先：株式会社オフィスダン，委託金額１

３１万７０３０円）の方式でなされており，提案は３社からなされたことを確認した。 

なお，技術提案とする理由は，「本業務は，プラスチックが環境に及ぼす影響や，

プラスチック３Ｒ等への取組事例などについてのセミナーを開催するものであり，単に
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価格競争では成果を期待しにくい事業であり，その性質や目的が競争入札に適さないも

のであることから，技術提案により委託する。」とされていた。 

この点，本事業は，令和２年度から開始された事業であり，民間の技術提案を受け

ることは岡山県においてノウハウを蓄積するうえで重要であることや実際に３社からの

技術提案があったこと等を考慮すれば，技術提案方式による随意契約によることに合理

性を認めうることから，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

ただし，岡山県においてノウハウを蓄積すべきであり，将来にわたって技術提案方

式による随意契約によることは避けることが望ましい。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，廃プラスチックの３Ｒに向けた取組例を紹介するセミナーを開催するこ

とで廃プラスチックの排出抑制，適正処理を促進することであり，啓発を主たる目的と

するものである。 

監査の過程において，セミナーの資料等を確認したところ，令和３年１月２０日に

セミナーが開催されたこと，会場参加者が４０名であったこと，セミナーにおいてアン

ケートが実施されていたこと等を確認した。 

これらの点について，特に問題は認められなかったため，本事業の有効性をＢとし

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について問題となる点は認められなかったため，本事業の効率性の評

価をＢとした。 
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１０ 生活環境施設整備指導監督事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

市町村等では一般廃棄物処理体制を整備するため，国の循環型社

会形成推進交付金等を活用し，施設整備を行っている。 

岡山県は，当該交付金等の事務委任を受けており，事業の円滑な

進行のため，環境省との連絡・調整，市町村等への監督指導を行う

こと。 

事業内容 

当該交付金の要綱・要領に従い，必要な事務処理を行うととも

に，環境省との連絡関係会議への出席により，情報収集に努め，市

町村への情報提供，周知等を行う。 

法令・条例・要綱等 
循環型社会形成推進交付金交付要綱，環型社会形成推進交付金交付

取扱要領 

主な財源 国庫補助金，一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 17万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

13万円 

(73%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

循環型社会形成推進交付金交付要綱及び環型社会形成推進交付金交付取扱要領は，

それぞれ下記のとおり規定している。 

 

記 

第２ 定義 

１．循環型社会形成推進交付金 

市町村（一部事務組合，広域連合及び特別区を含む。以下同じ。）が循環型社会形

成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備事業等を実施するために，循環型社会形成推進

基本法（平成１２年法律第１１０号）第１５条に規定する循環型社会形成推進基本計画

を踏まえるとともに，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号。以下「廃棄物処理法」という。）第５条の３に規定する廃棄物処理施設整備計画と

の調和を保つよう努め，廃棄物処理法第５条の２に規定する基本方針に沿って作成した

循環型社会形成推進地域計画（以下「地域計画」という。）に基づく事業等の実施に要

する経費に充てるため，この要綱に定めるところに従い国が交付する交付金をいう。 

なお，廃棄物処理法第６条第１項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画（以下

「一般廃棄物処理計画」という。）に，施設の具体的な立地計画等地域計画に必要な事
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項が位置づけられている場合は，これをもって地域計画に代えることができるものとす

る。 

（「循環型社会形成推進交付金交付要綱」抜粋） 

 

１．循環型社会形成推進地域計画の提出について 

（１）市町村（一部事務組合，広域連合及び特別区を含む。以下同じ。）は，循環型社

会形成推進地域計画（以下「地域計画」という。）の作成に当たり必要に応じて都

道府県及び環境省と意見交換を行うための会議を開催すること。 

（２）市町村は，作成した地域計画を所管都道府県を経由して環境大臣に提出するこ

と。 

（３）提出された地域計画について，環境省は当該地域計画の記載事項の内容や記載も

れがないかを確認する等の審査をした上で，速やかに承認するものとする。 

 

２．交付金の交付の申請について 

（１）交付対象事業者は，環境大臣あて交付申請することとし，様式第１「交付金交付

申請書」を所管都道府県知事に提出（都道府県が実施する事業を除く。）するこ

と。なお，第２０項（３）ア及びイに係る延命化計画については，事業開始年度の

様式第１「交付金交付申請書」に添付すること。 

（２）所管都道府県知事は，交付対象事業に係る交付金の交付が法令及び予算で定める

ところに違反しないかどうか，交付対象事業の目的及び内容が適正であるかどう

か，金額の算定に誤りがないかどうか，その記載事項に不備又は不適当なものがな

いかどうか等を審査し，交付金を交付すべきものと認めたときは，様式第２「交付

金交付申請報告書」を環境大臣に提出すること。 

（「環型社会形成推進交付金交付取扱要領」抜粋） 

 

上記の循環型社会形成推進交付金交付要綱及び環型社会形成推進交付金交付取扱要

領の内容から明らかなように本事業の主体は国であるものの，循環型社会形成推進地域

計画の作成や提出等について，都道府県は事務の委託を受けている。 

本事業は，これらの委託事務を円滑に行うとともに，市町村に対する適切な監督指

導を行うことを目的としており，前記各要綱の定める趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

また，財務事務の執行について問題となる点は認められなかったため，本事業の合

規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の本補助金の対象事業を確認したところ，下記の

とおり，回答を得た。 
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記 

① 廃棄物処理施設整備事業 

所 管 事業主体 整備事業 整備規模 工 期 

備前局 岡山市 
汚泥再生処理センター 300kl/日 H27～R3 

計画支援事業 － H30～R3 

備中局 

倉敷市 

ストックヤード 700㎡ H29～R2 

リサイクルセンター 20ｔ/日 R2～R6 

ごみ焼却施設 300t/日 R2～R6 

汚泥再生処理センター 158kl/日 R2～R5 

計画支援事業 － H30～R2 

総社広域環境施設組合

（倉敷市（真備地区），

総社市） 

長寿命化計画策定支援事業 － R1～R2 

計画支援事業 － R1～R2 

岡山県西部衛生施設組合

（笠岡市・井原市・浅口

市・里庄町・矢掛町） 

計画支援事業 － R1～R4 

最終処分場 104,600㎥ R1～R3 

美作局 真庭市 計画支援事業 － R1～R2 

 

②浄化槽整備事業 

実施市町村 

倉敷市，津山市，玉野市，新見市，笠岡市，総社市，高梁市，赤磐市 

真庭市，浅口市，和気町，里庄町，鏡野町，久米南町，吉備中央町 

以上 

 

なお，令和２年度は環境省との連絡関係会議（全国廃棄物・リサイクル行政主管課

会議，全国浄化槽行政担当者会議）にはオンライン会議の方法で参加したため旅費の支

出はなかったとのことである。 

また，市町村に対する情報提供，周知及び指導内容について確認したところ，「国

から通知等や情報提供があった際には，遅滞なく市町村へ周知・情報提供しました。ま

た，循環型社会形成推進交付金等が円滑に活用されるよう市町村からの相談に応じると

ともに，市町村による交付金事務が要綱・要領に従って適正に行われているか，書類審

査を行いました。」との回答を得た。 

上記の事業の実施状況を踏まえると，事業目的に沿って事業が実施されていること

から，事業の有効性の評価をＢとした。 
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【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとし

た。 
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１１ 浄化槽設置促進事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽は，比較的安価かつ短

期間に設置できる上，放流水の水質もよいことから，生活雑排水に

よる生活環境の悪化及び公共用水域の汚濁を防止する有効な手段で

ある。 

国においては，昭和６２年度から浄化槽の設置に対する国庫補助

（平成１７年度から交付金制度へ移行）を行っており，岡山県にお

いても，昭和６３年度から国に準じて補助を行っており，かかる補

助事業を引き続き行うこと。 

事業内容 浄化槽設置者に対し補助事業を行う市町村に対し補助を行う。 

法令・条例・要綱等 岡山県浄化槽設置促進費補助金交付要綱，クリーンライフ100構想 

主な財源 
一般財源（1億 3615万 5000円） 

環境保全基金繰入金（680万 9000円） 

エコビジョン2020目標 
合併処理浄化槽へ

の転換数：340基  
2019年度達成状況 

合併処理浄化槽への

転換数：54 基 

令和２年度予算 1億 4296万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1億 1715万 5000円 

(81%) 

 

【所要額見込】                      （「見積額」の単位は千円） 

 

令和2年度 

所要額調査 

（予算要求時） 

計画基数 県補助金 

 うち単独撤去 うち宅内配管  うち単独撤去 うち宅内配管 

1 倉敷市 450 30 0 49,214 630 0 

2 津山市 220 10 0 28,930 300 0 

3 玉野市 5 0 0 707 0 0 

4 笠岡市 65 1 0 8,403 30 0 

5 井原市 59 3 3 8,308 90 300 

6 総社市 110 5 5 14,823 150 500 

7 高梁市 55 5 0 7,419 150 0 

8 備前市 55 0 0 7,177 0 0 

9 瀬戸内市 114 3 0 13,906 90 0 

10 赤磐市 30 0 0 4,140 0 0 

11 真庭市 76 1 0 11,910 30 0 

12 浅口市 55 0 0 7,590 0 0 

13 和気町 2 0 0 248 0 0 

14 里庄町 14 3 3 2,093 90 300 
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15 矢掛町 10 0 0 1,342 0 0 

16 鏡野町 10 0 0 1,380 0 0 

17 勝央町 3 0 0 414 0 0 

18 西粟倉村 1 0 0 117 0 0 

19 久米南町 5 1 0 692 30 0 

20 岬町 30 3 0 4,172 90 0 

21 吉備中央町 30 2 4 4,600 60 400 

合計 1,399 67 15 177,585 1,740 1,500 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県浄化槽設置促進費補助金交付要綱及びクリーンライフ１００構想は，下記の

とおり定めている。 

記 

（目的） 

第１条 知事は，生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため，予算の範囲

内において浄化槽設置促進のために補助金を交付するものとし，その交付に関して

は，岡山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県告示第５１３号）及びこの要綱に

定めるところによる。 

（「岡山県浄化槽設置促進費補助金交付要綱」抜粋） 

 

概要 

クリーンライフ１００構想は，下水道，集落排水及び合併処理浄化槽の汚水処理施

設の人口普及率１００％を目指し，各汚水処理施設の効率的かつ効果的な整備を図るた

めに汚水処理区域と汚水処理人口の分担率を定めたマスタープランであり，平成７年度

に各市町村の実情に即した計画として県がとりまとめたものです。その後，平成１５年

度及び平成２２年度に見直しを行いながら，汚水処理施設の整備を推進してきました

が，人口減少など社会情勢の変化等に対応するため，平成２８年度に構想を見直しまし

た。 

（クリーンライフ１００構想に関する岡山県のＨＰ抜粋） 

 

本事業は，浄化槽の普及により生活雑排水による生活環境の悪化及び公共用水域の

汚濁を防止することを目的としており，上記岡山県浄化槽設置促進費補助金交付要綱及

びクリーンライフ１００構想の目的に合致する。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，本事業にける補助金の交付手続き等について，問題となる点は認められな

かったため，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 299 - 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，前項に記載した目的を達成するために，浄化槽設置者に対し，市町村を

通じて補助するものである。 

この点，下水道の敷設が困難な地域があることは否めず，そのような地域において

浄化槽の設置を促すことは，環境維持のために，不可欠であると考えられる。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとする。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとし

た。 
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１２ 災害廃棄物処理体制強靭化事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

・平成 30 年 7 月豪雨では本県でも河川破堤等により，浸水被害が

あったが，災害廃棄物の処理主体である市町村による仮置場の開

設が間に合わず，路上に大量の災害廃棄物が排出されるなど，そ

の後の処理が困難となる事例があった。 

・本県では，業務マニュアルを作成しているが，平成30年7月豪雨

に係る課題を踏まえ，業務マニュアルについて見直す必要があ

る。 

・市町村災害廃棄物処理計画（市町村処理計画）では，主に地震被

害を想定した災害廃棄物の発生量推計がなされているが，豪雨等

による浸水被害に係る発生量推計はほとんど行われておらず，具

体的な集積所・仮置場の候補地選定は進んでいないことから，浸

水被害による災害廃棄物発生量等を推計し，市町村へ仮置場等の

候補地選定を促す必要がある。 

事業内容 

(1) 災害廃棄物処理業務マニュアルの改訂 

平成30年7月豪雨における災害廃棄物処理対応で得られた経験や

課題，県処理計画の見直しを踏まえて業務マニュアルを改定する。 

 

(2) 災害廃棄物処理計画補完資料作成 

平成30年7月豪雨における災害廃棄物処理の実績に基づき，浸水

被害に係る廃棄物の発生単位を算出し，既存の原単位との比較・検

証を行う。 

また，ハザードマップ等により示された浸水想定に基づき推計した

全壊・半壊等の被災建物数から，浸水被害による災害廃棄物の発生

量を推計し，県処理計画の補完資料とするとともに，市町村に提示

し，浸水被害に対応した集積所・仮置場の候補地選定を促す。 

 

(3) 災害廃棄物仮置場設置訓練モデル 

住民への分別区分等の広報を含め，適切に運営できるよう，県，

市町村，協定締結団体が連携した仮設置場設置訓練をモデル的に実

施し，その成果を市町村へ水平展開する。 

法令・条例・要綱等 災害廃棄物対策指針（環境省），岡山県災害廃棄物処理計画 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 

災害廃棄物処理計

画策定市町村数：

19市町村 

2019年度達成状況 

災害廃棄物処理計画

策定市町村数：14市

町村 

令和２年度予算 1819万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1760万 9000円 

(96%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県災害処理計画は，背景及び目的について，下記のとおり定めている。 

記 

第１ 総則 

１ 背景及び目的 

大規模災害発生時には，短期間に多量の災害廃棄物が発生し，早期の復旧・復興の

ためには迅速な災害廃棄物の処理が必要となる。 

本県でも，平成３０年７月豪雨により多量の災害廃棄物が発生するとともに，南海

トラフ巨大地震による被害も懸念されているところである。 

環境省は，平成２６年３月，東日本大震災で得られた経験や知見等を踏まえ，「震

災廃棄物対策指針」（平成１０年１０月厚生省生活衛生局水道環境部）を改定するとと

もに，「水害廃棄物対策指針」（平成１７年６月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対

策部廃棄物対策課）との統合を行い，「災害廃棄物対策指針」（平成２６年３月環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部。以下「指針」という。）として取りまとめ，平成

３０年３月に改定している。 

指針において，「都道府県は，国が定める廃棄物処理施設整備計画，本指針及び行

動指針等を十分に踏まえつつ，災害対策基本法に基づき策定される地域防災計画その他

の防災関連指針・計画等と整合を図りながら，各地域の実情に応じて，災害廃棄物処理

計画の策定又は見直し，自区域内の市区町村の災害廃棄物処理計画策定への支援を行

う。」とされ，県において災害廃棄物処理計画を策定すること等が求められた。 

また，平成２７年７月１７日に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び

災害対策基本法の一部を改正する法律（平成２７年法律第５８号）により廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）

が改正され，廃棄物処理法第２条の３の規定により非常災害により生じた廃棄物の処理

の原則が明確化されるとともに，廃棄物処理法第５条の５の規定により都道府県が定め

る廃棄物処理計画において，新たに非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する施

策を実施するために必要な事項を定めることとされた。 

指針等を踏まえ，本県で災害により生じる廃棄物について，生活環境の保全及び公

衆衛生上の支障を防止しつつ，適正かつ円滑・迅速な処理を確保するとともに，分別，

再生利用等によりその減量を図ることを目的とする岡山県災害廃棄物計画を策定した。 

なお，平成２８年３月に本計画を策定したところであるが，その後発生した平成３

０年７月豪雨において明らかとなった課題等を踏まえて，より実効性がある計画にする

ため，令和２年３月に本計画の見直しを行った。 

（「岡山県災害廃棄物処理計画」抜粋） 

 

本事業は，岡山県災害廃棄物処理計画において「新たに非常災害時における廃棄物
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の適正な処理に関する施策を実施するために必要な事項を定めることとされた」ことを

踏まえ，災害廃棄物の処理に関する業務マニュアルを作成することを目的としており，

その目的は，岡山県災害廃棄物処理計画に適うものである。 

このように，本事業の法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，委託に関する見積

書等を確認したところ，委託について，問題となる点は認められなかった。 

以上を考慮して，その評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

 本事業は，①災害廃棄物処理業務マニュアルの改訂，②災害廃棄物処理計画補完資

料作成及び③災害廃棄物仮置場設置訓練モデルを内容とするものであり，いずれも本事

業の目的を達成するものである。 

また，本事業は，災害時に備えるものであって，成果指標の設定や成果検証になじ

まない事業であると思われる。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業において会議の会場として民間のホテルが利用されているところ，その理由

としては，①委員が参集しやすい場所として主要駅から近い場所，②駐車場が十分にあ

ること及び③会場として適当な広さがあることを条件に検討し，民間のホテルを選択し

たとのことである。 

かかる手続きについて，直ちに問題があるとは言えないことから事業の効率性の評

価をＢとした。 

ただし，安易に民間のホテルを利用する運用は効率性の観点から望ましくなく，可

及的に公共の施設を利用することが望ましい。 
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１３ おかやまの美しい海，海ごみクリーンアップ事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

岡山県では，平成 19 年度に「岡山県海ごみ対策県市町村連絡調

整会議」を設置し，市町村と連携して，海岸漂着物など（漂着ご

み，漂流ごみ，海底ごみ）の海ごみ対策を進めてきたが，取組をよ

り総合的かつ効果的に進めるため，平成 27 年度に「岡山県海岸漂

着物等対策推進地域計画」を策定し，国庫補助金を活用した市町村

への補助に加え，県として普及啓発事業等を実施している。瀬戸内

海の海ごみは，河川等を通じて流れ込む生活系のごみが大半を占

め，海洋環境に影響を及ぼしていることから，県民一人ひとりがポ

イ捨てしない意識を持ち，発生抑制を図ることが重要である。その

ため，県下全域の市町村や，瀬戸内海を囲む中国四国各県・NPO 等

と連携して海ごみ対策を進めることとし，国が行う地方自治体への

財政支援を活用した事業を実施すること。 

事業内容 

(1) 海と川と山，環境と文化をつなぐ美化意識啓発事業 

①三大河川流域啓発リレー（県内9カ所，3大河川×3市町村） 

三大河川の流域市町村と連携し，海や河川等の清掃活動と合わ

せ，海と河川とのつながり，保全することの大切さについて，各地

域の環境・文化などの特性を踏まえた学習活動を実施し，保全宣言

を行う。 

②三大河川流域啓発リレーステップアップ事業（県内 3 カ所，3 大

河川×1市町村） 

前年度に三大河川流域啓発リレーを実施した市町村のうち，河川

ごとに 1 カ所を対象として，啓発パネルやリレー事業で作成した保

全宣言横断幕等を展示するとともに，海ごみに関するミニ講演会を

開催する。 

③海ごみフォーラムの開催（県内 1回開催） 

自治体や NPO 等による海ごみ対策の先進的な取組事例の紹介や基

調講演等を行うフォーラムを瀬戸内海沿岸県と連携し開催する。 

④漂着ごみ組成調査事業（県内3カ所） 

漂着ごみが多く，地域住民による清掃活動が行われていないか頻

度が少ない場所を選定し，漂着ごみの回収及び分類，計測，記録を

行い，実態の把握を行う。 

⑤海ごみ啓発資材の作成，広報 

海ごみ対策やマイクロプラスチックの海への影響等を紹介する啓

発資材の作成，広告媒体掲載（山陽新聞2回掲載） 

（①～④及び⑤の一部は委託により実施） 

⑥海ごみ対策連絡調整会議の開催 

 

(2) 海ごみクリーンアップ事業 

市町村による海ごみの回収，処理及び発生抑制対策事業への助成

を行う。 
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法令・条例・要綱等 
海岸漂着物等の処理推進法，岡山県海岸漂着物等対策推進地域計画 

岡山県海ごみ地域対策推進事業補助金交付要綱 

主な財源 国庫（2244万 8000円），一般財源（491万 5000円） 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2736万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

2584万 2000円 

(94%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県海岸漂着物等対策推進地域計画は，下記のとおり定めている。 

記 

第１ 計画策定の趣旨等 

１ 計画策定の背景と目的 

本県の沿岸は，国立公園に指定されている瀬戸内海に面しており，その区域には，

多島美をはじめ，渋川海岸に代表される白砂青松等の優れた自然景観や，アマモ場や干

潟等の生物にとって重要な生息環境を有している。また，ノリ，カキの養殖及び底びき

網等の漁業が営まれる恵み豊かな海域として，そして海水浴場やキャンプ場等のレクリ

エーション活動の場として，県民共有の財産となっている。 

一方で，県内各地から河川を通じて流入する多様なごみ等は，その一部が漂流し，

海岸に漂着して景観の悪化，利用の支障となったり，海底に堆積して漁業に影響を及ぼ

すなど，貴重な自然環境を保全する上での課題となっている。 

本県では，これまで，地域住民，民間団体，国，県及び市町村等の多様な主体によ

る清掃等の取組が行われているが，海岸漂着物等※は継続して発生しており，今後も自

然景観，自然環境への影響が懸念されている。 

このため，本県では，平成１９年に県及び市町村から構成される「岡山県海ごみ対

策県市町村連絡調整会議」（以下「連絡会議」という。）を設置し，共同して海ごみ対

策を検討する取組を進めてきた。また，国においては，平成２１年に「美しく豊かな自

然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理

等の推進に関する法律」（平成２１年法律第８２号。以下「海岸漂着物処理推進法」と

いう。）が制定され，海岸漂着物の対策が図られることとなった。 

今般，漂流ごみ及び海底ごみの対策も推進されることとなったことから，海岸漂着

物処理推進法等に基づき，海岸漂着物等の円滑な回収・処理と効果的な発生抑制を多様

な主体との役割分担と連携，協力を通じて，総合的かつ効果的に推進し，良好な景観及

び環境の保全を図ることを目的として，「岡山県海岸漂着物等対策推進地域計画」を策

定する。 

※本計画において対象とする海岸漂着物等とは，海岸に漂着又は散乱しているごみ
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等である海岸漂着物，漂流物である漂流ごみ及び海底の堆積物（水底土砂は除く。）で

ある海底ごみとする。 

（「岡山県海岸漂着物等対策推進地域計画」１頁抜粋） 

 

第５ 海岸漂着物等の対策 

１ 円滑な回収・処理の推進 

（省略） 

２ 発生抑制の推進 

海岸漂着物等の対策の推進には，それ自体を発生させないとする取組が重要で，効

果的であるといえる。 

本県の海岸漂着物等には，地域で日常生活に伴って発生するごみが河川から瀬戸内

海へとつながる水の流れを通じて流入しているものが含まれていると考えられる。その

発生状況は，アンケートの結果が示すように，海域の環境の保全に対する県民の理解度

を反映しているともいえる。 

この問題の解決のためには，海岸を有する地域のみならず，県下全ての地域におい

て，県民が自らの課題であるとの認識に立ち，発生抑制に取り組むよう意識の向上を図

ることが重要である。 

これらのことを踏まえ，県下全域において海岸漂着物等に係る発生抑制の取組を推

進する。 

 

(1) 県民への普及啓発 

海岸漂着物等の発生抑制の取組が進んでいない要因としては，アンケートによる

と，県下の多くの地域において，県民の理解度が進んでいないためであると考えられる

ことから，その周知を図る取組を推進する。 

国，県及び市町村は，インターネット等を活用した広報や，意識啓発の機会の創出

に努めるとともに，民間団体等と連携，協力し，より効果的な普及啓発を検討する。 

特に，海岸漂着物等の削減のためには，沿岸部以外で発生するごみも河川等を通じ

て海域に流入し，海岸漂着物等となることを広く情報発信し，県下全域で取り組むこと

が重要であり，様々な機会を捉え，県民理解を促すことが必要である。 

また，海岸漂着物等の発生状況や原因の実態を把握することも重要であり，県及び

市町村は，必要な調査や情報収集を実施し，これらの情報を広く共有できるように努め

る。 

 （「岡山県海岸漂着物等対策推進地域計画」１０頁から１２頁抜粋） 

 

３ 多様な主体との役割分担と連携の確保 

海岸漂着物等の対策を効果的に推進するためには，国，県，海岸管理者，市町村，

民間団体，県民，事業者，学術機関，海岸利用者及び海域で活動をする者等の多様な主
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体が，それぞれの立場を理解した上で，適切な役割分担の下，情報共有し，相互に連

携，協力して取り組むものとする。 

 

基本的な役割分担 

主体 役割 

国 
・海岸漂着物等対策の推進のための財政上の措置 

・地方公共団体との情報共有，連携の推進 

県 

・地域計画の管理 

・国，他府県，市町村及び関係者との連携の推進 

・海岸漂着物等の対策に関する情報の収集 

・海岸漂着物等の対策に関する情報の発信 

・適正処理 

・発生抑制についての普及啓発 

・不法投棄に対する適切な対応と廃棄物処理法の適切な運用の推進 

・環境学習の推進 

海岸管理者 
・管理する海岸等の清潔な保持のため必要な措置 

・管理する海岸等の漂着状況の把握及び関係者との連携 

市町村 

・海岸管理者との連携と海岸漂着物等の処理への協力 

・海岸漂着物等の情報収集と関係者や住民への情報提供 

・住民や事業者等への清掃活動の参加の呼びかけ，連絡調整 

・適正処理 

・発生抑制についての普及啓発 

・不法投棄に対する適切な対応と廃棄物処理法の適切な運用の推進 

・環境学習の推進 

民間団体 

・自主的な清掃活動の実施 

・環境学習や３Ｒ推進活動を通じての海岸漂着物等の対策やごみの減量に

対する地域の理解促進 

・ネットワークや清掃活動の経験を活かした各主体との連携 

県民 

・不法投棄の防止，自然環境保全のためのマナー 

・モラルの徹底 

・３Ｒ推進活動の実践とごみの発生抑制の取組 

・清掃活動への参加 

・適正な処理の実施 

事業者 

・３Ｒ推進活動の実践とごみ発生抑制の取組 

・環境負荷の低い製品，サービスの提供 

・清掃活動への参加 

・適正な処理の実施 

学術機関 
・専門的情報の提供 

・環境教育と実践活動の実施 

海岸利用者・海

域で活動する者 

・不法投棄の防止，自然環境保全のためのマナー・モラルの徹底 

・清掃活動の実施 

・適正な処理の実施 

 （「岡山県海岸漂着物等対策推進地域計画」１３頁から１４頁抜粋） 
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本事業は，瀬戸内海の海ごみは，河川等を通じて流れ込む生活系のごみが大半を占

め，海洋環境に影響を及ぼしていることに鑑み，市町村等と連携し，県民一人ひとりが

ポイ捨てしない意識を持ち，発生抑制を図ること等を目的とするものである。 

これらの目的は，上記の岡山県海岸漂着物等対策推進地域計画に沿うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，委託に関する資料

を確認した。 

まず，海と川と山，環境と文化をつなぐ美化意識啓発事業の委託契約は条件付一般

競争入札（予定価格：３８２万８０００円，入札者数：５社，落札価格：２２３万８９

９０円）の方式でなされており，特段問題となる点は認められなかった。 

次に，三大河川流域啓発リレーステップアップ事業は技術提案型随意契約（予定価

格：２５５万５３００円，提案者：３社，委託金額：２５５万５２００円）とされてい

た。なお，随意契約とされている理由について「本業務は，昨年度から実施している三

大河川流域啓発リレーを実施した内陸部の市町村で海ごみに対する意識をさらに醸成す

るために実施するもので，海ごみに関する知識や知見を有する必要があり，単なる価格

競争では成果を期待しにくい業務である。その性質や目的が競争入札に適さないもので

あることから，技術提案型によるコンペ方式により受注業者を決定するものである。」

とされていた。 

上記の随意契約とした理由について追加で質問をしたところ，三大河川流域啓発リ

レーステップアップ事業は，海と川と山，環境と文化をつなぐ美化意識啓発事業よりも

取組の経験が浅く，岡山県にノウハウが十分にないため，技術提案による随意契約によ

らざるを得ないとのことであった。 

また，海ごみ啓発資材の作成，広報事業については，山陽新聞社に対して随意契約

の方式により委託されていたところ（委託金額：４３１万２０００円，随意契約の理

由：本事業は，県の海岸漂着物等対策に係る取組の一つとして，広く県民に対し，海ご

みの現状化発生抑制に向けた取組の必要性等を啓発することを目的としており，県内で

最多の部数を発行している山陽新聞の紙面において広報を実施することが，新聞での周

知では最大の効果を期待できる。），事業の性質上，随意契約によることが相当と思わ

れる。これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，海ごみの発生抑制のため，県民一人ひとりがポイ捨てしない意識を啓発

するため，①三大河川流域啓発リレー，②三大河川流域啓発リレーステップアップ事

業，③海ごみフォーラムの開催及び④海ごみ啓発資材の作成，広報等の啓発事業を行う

ことや漂着ごみ組成調査を行うこと，海ごみ対策連絡調整会議の開催すること並びに市

町村による海ごみの回収，処理及び発生抑制対策事業への助成を行うこと等を内容とす

るものである。 
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監査の過程において，各事業の執行状況に関する資料（例：三大河川流域啓発リ

レーに関する報告資料（岡山県ＨＰ），海ごみ対策連絡調整会議（資料等）を確認した

ところ，いずれの事業も執行されていることを確認した。 

なお，本事業は啓発を目的とすることを内容とするものであり，本事業の成果の検

証について確認したところ，「各啓発事業においては，事業の実施に伴い，参加者にア

ンケート調査を行っている。また，令和３年度のマイバッグ持参率等アンケート調査に

おいて，アンケート項目に『海ごみについて』を追加しているところであり，アンケー

ト調査の結果によって，本事業による周知の状況を把握できると考えている。」との回

答がなされた。 

このように，本事業の成果指標の設定について検討されていることから。事業の有

効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の有効性は認められるとともに，成果指標の検討がなされていることは前項

において検討したとおりである。 

このように，本事業について，効率性を検証できる体制となっていることを考慮し

て，本事業の効率性の評価をＢとした。 

ただし，本事業の令和２年度の予算執行額は２０００万円を超過していることか

ら，事業の効率性について，常に検証を怠ることがないように留意する必要がある。 
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１４ 環境衛生普及事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

安全で快適な生活環境づくりを行うため，県内全域におけるネッ

トワークを活用して生活環境の向上に取り組んでいる岡山県環境衛

生協会に対して，岡山県環境衛生協会事業費補助金交付要綱に基づ

き補助すること。 

事業内容 

①環境衛生に関する知識の普及及び実践活動の徹底 

②資源循環型社会の形成に向けた実践活動 

③地区環境衛生組織の育成指導 

④講習会，研究会等の開催 

法令・条例・要綱等 岡山県環境衛生協会事業費補助金交付要綱 

主な財源 環境保全基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 150万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

150万円 

(100%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県環境衛生協会事業費補助金交付要綱は，下記のとおり，規定している。 

 

記 

（趣旨） 

第１条 知事は，地域で環境衛生改善活動を行っている地区の組織の育成・支援を行

い，もって，生活環境の向上を図るため，岡山県環境衛生協会が行う事業に対し，

予算の範囲内において，補助金を交付するものとし，その交付に関しては，岡山県

補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号。以下「規則」という。）及び

この要綱の定めるところによる。 

（「岡山県環境衛生協会事業費補助金交付要綱」抜粋） 

 

なお，環境衛生協会の概要は，下記のとおりである。 

記 

１ 設置目的 

環境衛生に関する地区組織の育成強化と普及向上を図り，県民の生活環境の向上に

寄与する。 
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２ 事業概要 

〇 環境衛生に関する知識の普及並びに実践活動の徹底 

〇 資源循環型社会の形成に向けた実践活動 

・地区環境衛生組織の育成指導 

・講習会，研修会等の開催 

・機関誌の刊行 

・その他目的を達成するために必要な事業 

 

３ 会員 

・正会員（目的に賛同して入会した環境衛生改善団体）４７団体 

・賛助会員（この法人の目的に賛同し，会費年額１万２０００円を１口として，１ 

口以上の賛助会費を納入した者） 

 

４ 役員 

・会 長   １名 

・副会長   ６名 

・理 事  ２６名（正，副会長含む） 

・監 事   ３名 

 

５ その他 

・同協会の事務局は岡山県庁内に存在している。 

・同協会の事務局業務は，岡山県庁の職員４名が職務専念義務免除を受けて，年間 

１０日の範囲内で行っている。 

以上 

 

本事業の目的は，岡山県環境衛生協会が行う事業に対して，補助金を交付すること

で，同協会の事業の促進を図るものであり，その目的は，岡山県環境衛生協会事業費補

助金交付要綱に合致している。 

なお，監査の過程において，岡山県環境衛生協会の成り立ちや県との関係について

確認したところ，同協会は，伝染予防法の施行に伴う厚労省通知のもと組織され，かつ

ては協会役員に県幹部があて職として就くなど県と関係が密接であったとのことであっ

た。 

このように，岡山県環境衛生協会は公的色彩が強い組織であるが，同協会は，現状は任

意団体であり，かかる任意団体のみを対象として補助金を交付すること，同協会の事務

局を県庁内に設置すること及び同協会の事務を県庁の職員が行うことについて，必要に

応じてそのかかわり方について検討する必要があると考える。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＣとした。 
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なお，その他財務事務の執行に関して，問題となる点は認められなかった。 

 

【意見４－１】岡山県環境衛生協会の事務局を県庁内に設置すること，同協会の事務

を県の職員が行うことについて，そのかかわり方を検討するとともに，補助金の対象

を環境衛生協会のみとすることを改善すべきである。 

岡山県環境衛生協会が全県的に環境政策に資する事業を実施していることを否定す

るものではないが，同協会と岡山県との関係については，必要に応じて改善するよう検

討する必要がある。 

また，補助金の対象についても，岡山県環境衛生協会のみとする必要まではないこ

とから，改善を検討すべきである。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

 本事業は，環境衛生に関する知識の普及及び実践活動の徹底等を図るため補助金の

交付を目的とするものであるものの，前記のとおり，本補助金は，環境衛生協会のみを

対象としており，補助金の活用方法としては，有効に機能しているとは思えず，検討が

必要である。 

したがって，本事業の有効性の評価をＣとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県と岡山県環境衛生協会の関係について，関わり方の検討が必要であること

は，前記のとおりである。 

その他事業の効率性については問題がないため，その評価をＢとした。 
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１５ 環境美化対策事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

本事業は，地域における環境美化活動を推進するため，モデル地

区における重点的な取組を支援し，この取組を通じて住民のモラル

向上を図るもので，県の責務として岡山県環境衛生協会に委託して

実施する。 

なお，平成 27 年度から，環境美化活動のモデル地区数を増やし

て，さらなる地域での普及啓発活動を推進するよう積極的に働きか

けてきたところであり，令和 2 年度以降も，積極的に事業の普及を

図る。 

また，従来より岡山県は，当該協会の活動支援を行うことで，地

域住民による自主的な環境保全活動の推進及び地区組織の育成強

化，普及向上を支援してきた。 

さらに，当該協会を通じて会員である各市町村協議会は，おかや

ま・もったいない運動等，県の各種事業に積極的に参加しており，

当該協会は県の施策普及に大きな役割を果たす。 

事業内容 

当該団体への委託内容は，県下全域の公共スペースの環境美化，

不法投棄防止，廃棄物排出抑制等を図るための啓発活動，実践活動

に関する事業である。 

〔実施内容〕 

ゴミ一斉清掃活動，環境美化普及・啓発活動，花いっぱい運動，マ

イバック運動，その他環境美化活動 

法令・条例・要綱等 快適環境条例 

主な財源 環境保全基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 99万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

95万 2000円 

(95%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

快適環境条例の目的等については，「２ 快適な環境づくり推進事業」において述

べたとおりであり，本事業の目的は，快適環境条例が規定する美観や清潔さを確保し，

きれいで快適な環境を実施するため，落書き，空き缶の投棄の防止等の総合的かつ広域

的な施策の実施や広報活動の充実を講ずることにある。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

 次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，委託に関する資料

を確認したところ，本事業は，環境衛生協会に対し，随意契約（委託金額９９万３００
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０円）の方式で委託されていたところ，随意契約とする理由について「岡山県環境衛生

協会は，空き缶の散乱防止や道路河川の清掃など，環境美化に関する様々な実践活動を

県内各地で地域住民を巻き込んで積極的に行っているため，県下全域において環境美化

活動を推進し，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることができ，本事業を適正に

実施できる唯一の団体である。」とされていた。 

この点，本事業の特徴を踏まえると，岡山県環境衛生協会に委託することはやむを

得ないと言えることから，「契約内容の特殊性により，相手方が特定されるとき。」と

いえる。 

この点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，環境衛生協会による事業の実施状況に関する資料を確認し

た。 

この点，環境衛生協会は，岡山県下に１１の支部を持つとともに，県内の全市町村

の環境衛生協議会が正会員となっている組織であることから，本事業を同協会に対して

委託することで本事業を効果的に進めることが可能となる。 

また，マイバック運動に関しては，アンケートによって成果が検証されていること

も認められる。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性において，問題となる点は認められなかったため，その評価をＢと

した。 
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１６ きれいな生活環境づくり促進事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

地域における清掃活動は，快適な生活環境を確保するためには，

欠かすことのできない重要な活動であり，環境美化運動を推進して

いく上で，このような活動に光を当てること。 

事業内容 

(1) 「晴れの国クリーンアップおかやま」の保守・運用 

平成 29 年度に運用を開始したウェブページ「晴れの国クリーン

アップおかやま」の保守・運用を行う。 

 

(2) 「晴れの国クリーンアップおかやま」PR事業 

「晴れの国クリーンアップおかやま」の認知度向上及び利用者拡

大のため，各種PR事業を展開する。 

法令・条例・要綱等   

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 361万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

176万 9000円 

49(%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，地域における清掃活動は，快適な生活環境を確保するためには，欠かす

ことのできない重要な活動であり，環境美化運動を推進していく上で，このような活動

に光を当てることが目的とされている。 

かかる目的について，県政の最上位計画である「新晴れの国おかやま生き活きプラ

ン」において，「きれいな生活環境づくり等の促進」（７０頁）として掲げられてい

る。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，本事業の財務事務の執行について問題となる点は認められなかったため，

本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，「晴れの国クリーンアップおかやま」の保守・運用及び「晴れの

国クリーンアップおかやま」の認知度向上及び利用者拡大のため，各種ＰＲ事業である

ところ，かかる事業の内容は，本事業の目的に沿うものである。 

また，監査の過程において，啓発資材（チラシ及びポスター）がまんべんなく配布
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なされていることを確認した。 

次に，本事業の成果指標について確認したところ，「エコビジョン２０２０におい

て成果指標は設定していないが，『新晴れの国おかや生き活きプラン』の施策評価を行

う上での事務事業評価の中で目標値を設定している。ただ，本事業については，地道な

清掃活動を見える化し光を当てることで，環境美化運動を推進するものであり，成果指

標の設定や成果検証になじまない事業と考えるが，既に約 19,000 人の方が清掃活動に

参加したとして当該サイトに報告しており，事業目的は十分に果たしていると考え

る。」との回答がなされた。 

このように，本事業の有効性について，目標が設定されていたうえで，一定の成果

が定量的に把握されている。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとし

た。 
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１７ 県外搬入指導取締事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

県外から搬入される産業廃棄物は，県内から排出される産業廃棄

物を大幅に上回っているが，県外の排出事業者に対する監視指導が

困難であることから，廃棄物の適正処理を確保するため，岡山県で

は，廃棄物処理法施行細則により事前協議制度を設けている。しか

し，事前協議を経ることなく県外産業廃棄物が搬入されたり，意図

的・計画的に産業廃棄物を県内に搬入し，不法投棄を行う事例が，

特に近畿・関西圏からと目される産業廃棄物を中心に存在する。 

そこで，県外から搬入される産業廃棄物の不法投棄を未然に防止

し，適正処理を確保するため，警察本部の協力を得て，主要幹線道

路等において取締を行うこと。 

事業内容 

・警察職員が，産業廃棄物運搬車両を停止させ，運転者を降車させ

る。免許証等を確認する。 

・県職員が，運転者に対し，立入検査表を提示し，趣旨を説明の

上，排出事業者，廃棄物の種類，搬入先等を聞き取り調査する。

併せて，ナンバープレートを写真撮影し，マニフェストを確認す

る。 

・県職員が，荷台に乗り，廃棄物の種類，性状，量等を確認すると

ともに，マニフェストと突合する。 

・マニフェストを携帯していないもの及びマニフェストの記載と不

突合のものについては，県外へ持ち帰るよう指導する。 

・事前協議がなされていないことが判明した場合，排出事業者及び

処分を受託した業者を厳しく指導する。 

法令・条例・要綱等 廃棄物処理法，廃棄物処理法施行細則，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 44万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

31万 5000円 

(70%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

廃棄物処理法施行細則及びエコビジョン２０２０は，下記のとおり，規定してい

る。 

記 

第４節 県外から搬入される産業廃棄物 

第２０条 県外に事業場を有し，当該事業場から生じた産業廃棄物（中間処理産業廃棄
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物を含み，法第十五条の四の二第一項又は第十五条の四の三第一項の規定による環

境大臣の認定に係るもの，再生利用個別指定に係るもの及び知事が指定したものを

除く。以下この条において同じ。）を県内（岡山市及び倉敷市の区域を除く。以下

この条において同じ。）で処分しようとする事業者（中間処理業者を含む。以下こ

の条において「県外事業者」という。）は，産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事

項を記載した県内搬入処分事前協議書（以下「事前協議書」という。）を，あらか

じめ知事に提出し，その承認を得なければならない。 

一 県内に搬入する産業廃棄物の種類 
二 県内に搬入する当該産業廃棄物の量 
三 県内に搬入する期間 
四 当該産業廃棄物を排出する施設 
五 当該産業廃棄物を処理する処理業者 

（「廃棄物処理法施行細則」抜粋） 

 

■不法投棄の根絶 

●不法投棄等の不適正処理対策 

産業廃棄物監視指導員による日常的な監視パトロールに加え，夜間休日監視やヘリ

コプターによる上空監視の実施，監視カメラの活用などによる監視体制の整備のほか，

不法投棄１１０番の設置などにより，不法投棄などの不適正処理の防止と早期発見に努

めます。 

（「エコビジョン２０２０」６３頁抜粋） 

 

本事業は，県外から搬入される産業廃棄物の不法投棄を未然に防止し，廃棄物の適

正処理を目的としており，上記廃棄物処理法施行細則及びエコビジョン２０２０の趣旨

に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

また，財務事務の執行について，特に問題となる点は認められなかったため，本事

業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，「路上検査実績集計表」を確認したところ，路上検査は年間

６日程度実施されており，検査車両は５０台程度であり，指導台数は数台であった。 

この点，不法投棄が県外から搬入されることが多いこと等を踏まえると，取り締ま

りを強化することは不可欠である。 

また，不法投棄は，密行性が高く，発生場所を特定することが困難であること等を

踏まえると，取締りの場所や時期については，ある程度幅を持たせた対応とならざるを
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得ないといえる。 

これらの点を考慮すれば，現状の事業内容によっても，不法投棄の防止の効果は果

たしていると思われることから，事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，取り締まりの際の防寒雨具の利用状況等を確認したところ，

これらの備品は，利用可能である限り，毎年同じものが利用されているとのことであっ

た。 

その他，事業の内容と支出された金額とを比較した場合，事業の効率性を欠いてい

るとは認められなかったことから，事業の効率性をＢとした。 
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１８ 育成指導事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

平成22年の廃棄物処理法の改正により，排出事業者責任の強化，

優良な産業廃棄物処理業者の育成の推進等が盛り込まれた。しか

し，産業廃棄物処理業者には中小零細業者も多く，計量設備等の未

整備により取り扱う産業廃棄物の量を適切に把握できず不適切保管

に繋がる事例が散見されている。 

一方で，電子マニフェストは遵法性が高く排出事業者が責任を全

うできること等から，本県でも電子マニュフェストの普及の取組を

推進している。 

また，一般社団法人岡山県産業廃棄物協会（以下「産廃協会」と

いう。）が実施する研修会等を通じ，処理業者全体に対する適正処

理意識の向上が重要である。 

こうしたことから，優良業者の育成及び電子マニュフェストの普

及促進のため，効果的で実効性のある施策を講じる。 

事業内容 

(1) 研修会補助事業 

産廃協会では，会員等（収集運搬業者，中間処理業者及び最終処

分業者など）に対して，廃棄物処理法の周知，知識・技術の向上な

どのために資料作成や研修会等を開催し，会員等の資質の向上を図

るとともに，処理業界全体に対する適正処理意識の向上を図ってお

り，これらの事業に要する経費に対する助成を行う。 

 

(2) 廃棄物処理業育成支援事業 

・取り扱う産業廃棄物の量を適切に把握することにより，産業廃

棄物の適正処分を行うことを目的として，産業廃棄物処分業者

が廃棄物搭載車両の計量設備又はこれに付属する電算処理シス

テム整備に要する経費に助成することで優良な産業廃棄物処分

業者の育成支援を図る。 

・電子マニフェスト制度は，平成９年度の法改正で導入され，情

報管理の合理化，不正使用の防止に効果があり，令和２年度か

ら特別管理産業廃棄物の多量排出事業者に対し電子マニフェス

トの利用義務が義務付けられたことから，引き続き，普及拡大

を図る事業を実施する。 

法令・条例・要綱等 廃棄物処理法，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2106万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1566万 8000円 

(74%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

廃棄物処理法及びエコビジョン２０２０は，下記のとおり，規定している。 

 

記 

（産業廃棄物処理業） 

第１４条 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三

まで，第十五条の四の二，第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項に

おいて同じ。）の収集又は運搬を業として行おうとする者は，当該業を行おうとす

る区域（運搬のみを業として行う場合にあっては，産業廃棄物の積卸しを行う区域

に限る。）を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし，事業

者（自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。），専ら再生利用の目的となる産

業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者について

は，この限りでない。 

２ 前項の許可は，五年を下らない期間であって当該許可に係る事業の実施に関する能

力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ，その期間

の経過によって，その効力を失う。 

３～５ 省略 

６ 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は，当該業を行おうとする区域を管轄

する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし，事業者（自らその産業

廃棄物を処分する場合に限る。），専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処

分を業として行う者その他環境省令で定める者については，この限りでない。 

７ 前項の許可は，五年を下らない期間であって当該許可に係る事業の実施に関する能

力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ，その期間

の経過によって，その効力を失う。 

（「産業廃棄物処理法」抜粋） 

■産業廃棄物の適正処理の推進 

●処理業者等に対する監視・指導 

（省略） 

また，不適正処理の防止や法令順守に高い効果のある電子マニフェストの導入がさ

らに進むよう普及啓発等を実施します。 

（「エコビジョン２０２０」６２頁抜粋） 

 

本事業の目的は，研修会等を通じ，処理業者全体に対する適正処理意識の向上，優

良業者の育成及び電子マニュフェストの普及促進を図ることにあり，かかる目的は，優

良産廃処理業者認定制度を導入した廃棄物処理法及びエコビジョン２０２０の趣旨に適

うものである。 
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このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

また，財務事務の執行について，問題となる点を認められなかったため，本事業の

合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

 監査の過程において，「令和２年度事業概要書」等により，令和２年度の事業の実

施状況を確認したところ，令和２年度において予定されていた「電子マニフェスト普及

事業」及び会員向けの研修は，新型コロナウイルス感染症の影響で中止され，テキスト

等を研修受講予定者に配布したとのことであった。 

他方で，育成支援事業において１５６６万８０００円の補助金が交付されたことを

確認した。 

令和２年度の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえると研修会を中止せざるを

得なかったことは理解できるものの，今後は，オンライン会議等の導入を検討すること

が望ましい。 

また，補助金についても，要綱に則って支給されていた。 

このように，本事業の内容は，目的に沿ったものであること等を考慮して，事業の

有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，問題となる点を認められなかったため，その評価をＢとし

た。 
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１９ 産業廃棄物実態調査事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

都道府県は，廃棄物処理計画を定めなければならないが，岡山県

では，平成 28 年度に「第４次岡山県廃棄物処理計画」を策定して

おり，令和３年度には，同年度を計画初年度とする新たな計画を策

定する必要がある。 

廃棄物処理計画の策定に当たっては，廃棄物の全体的な発生量や

排出量，処分，再生利用等の状況を調査し，現状把握及び将来予測

を的確に行う必要がある。 

一般廃棄物の発生量等の実態については，環境省が毎年度調査を

実施しているが，産業廃棄物については各都道府県で実態を調査す

る必要があるため，平成 31 年度実績に係る「岡山県産業廃棄物実

態調査」を委託により実施すること。 

事業内容 

産業廃棄物が比較的多量に発生する事業所を抽出し，産業廃棄物の

発生及び処理状況に関するアンケートを行い，県内の産業廃棄物の

発生から処分までの形態及びその量を把握する。 

 

(1) 調査対象廃棄物 

 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物 

(2) 調査対象事業所 

 県下約 10 万事業所のうち，産業廃棄物が比較的多量に発生する

事業所として抽出した約5,000事業所 

(3) 調査方法 

 上記（２）で抽出した事業者を対象とした郵送等によるアンケー

ト 

(4) 調査項目 

 ア 産業廃棄物の発生から最終処分までの一連の流れ 

 イ 事業所の概要及び産業廃棄物に関する意識 

(5) 集計及び推計 

  集計結果及び製造品出荷額等の統計資料から県内の産業廃棄物

の発生から処分までの形態及びその量を把握 

法令・条例・要綱等 廃棄物処理法 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 591万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

495万円 

(83%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

廃棄物処理法は，下記のとおり規定している。 

記 

（都道府県廃棄物処理計画） 

第５条の５ 都道府県は，基本方針に即して，当該都道府県の区域内における廃棄物

の減量その他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 廃棄物処理計画には，環境省令で定める基準に従い，当該都道府県の区域内にお

ける廃棄物の減量その他その適正な処理に関し，次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項 

三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 

四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

五 非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事

項 

（「廃棄物処理法」抜粋） 

 

本事業は，上記産業廃棄物処理法５条の５が規定する廃棄物処理計画を策定するた

めの実態調査を行うことを目的とするものであり，法律の目的を実現するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，本事業の委託に関

する資料を確認したところ，本事業の委託は一般競争入札の方式でなされていた。 

この点，財務事務の執行において，問題となる点を認められなかったため，その評

価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，廃棄物処理計画を策定するにあたり，県内の産業廃棄物の発生か

ら処分までの形態及びその量を把握することであり，産業廃棄物処理計画を作成するに

あたっては，必要な調査内容であるから，事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性において，問題となる点を認められなかったため，その評価をＢと

した。 
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２０ 不法投棄防止啓発事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

県民の生活環境に重大な影響を与える不法投棄，野外焼却等の廃

棄物不適切処理について，犯罪であるがゆえに，非公然・密行的に

行われるため，行政のみの力ですべてに対応するには限界がある。

現にその場所に居住している人が，「地域の環境は地域で守る」と

いう気概のもと，監視の目を光らせることが必要である。 

そのため，新聞広告，ラジオスポット等を通して，不法投棄，野

外焼却等の不適切処理の実態を広く周知し，警戒，通報及び地域環

境の保全を呼びかけること。 

事業内容 

(1) 不法投棄防止啓発新聞広告掲載 

不法投棄，野外焼却等の廃棄物不適正処理への警戒，通報及び地

域環境の保全をよびかけるために，新聞広告を掲載し，幅広く県民

に周知する。 

 

(2) ラジオスポットの製作・放送 

不法投棄監視ウィーク（※）に不法投棄，野外焼却等の廃棄物不

適正処理への警戒，通報及び地域環境の保全を呼び掛けるため，ラ

ジオスポット（40秒）を製作し，早朝・夜間も含め2時間に1回を

目安に，1日 6～8回で7日間連続して放送する。 

 

※不法投棄監視ウィーク 

平成 19年度に環境省が 5 月 30 日（ごみゼロの日）から 6月 5日

（環境の日）までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」に設定し

た。 

法令・条例・要綱等 廃棄物処理法，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 318万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

254万 4000円 

(79%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり，規定している。 

記 

■不法投棄の根絶 

●不法投棄等の不適正処理対策 

産業廃棄物監視指導員による日常的な監視パトロールに加え，夜間休日監視やヘリ
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コプターによる上空監視の実施，監視カメラの活用などによる監視体制の整備のほか，

不法投棄１１０番の設置などにより，不法投棄などの不適正処理の防止と早期発見に努

めます。 

（「エコビジョン２０２０」６３頁抜粋） 

 

本事業は，不法投棄，野外焼却等の不適切処理の実態を広く周知し，警戒，通報及び

地域環境の保全を呼びかけることを目的とするものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，委託に係る資料を

確認したところ，新聞掲載及びラジオ放送のいずれも随意契約（①新聞掲載について委

託先は山陽新聞，②ラジオ放送については委託先山陽放送）の方式でなされていた。 

なお，本事業の委託の内容の性格を考慮すると，委託先の業者は限定されており，

随意契約によらざるを得ないと思われる。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，不法投棄防止啓発のために新聞広告を掲載するとともに，ラジオ

スポットの製作・放送をするものである。 

監査の過程において，上記広告媒体を利用する理由について確認したところ，「時

間帯を問わず，また在宅者，トラックドライバーなど就業中の者を問うことなく，幅広

く周知し協力を呼び掛ける媒体として，ラジオ放送が適切と判断しています。併せて，

視覚に訴える手段としては紙面公告が適切と判断し，県内に広く購読者がいる地元紙を

活用している」との回答を得た。 

この点，不法投棄の防止を不法投棄，野外焼却等の不適切処理の実態を広く周知す

るための媒体として，ラジオ放送及び地元紙による広報についても一定の効果を認めう

ると思われる。 

また，市民の活動を促すための啓発事業と異なり，不法投棄の防止にかかる啓発事

業は，一定の不作為を求めるものであり，他の啓発事業と異なり，成果指標を設定する

ことが極めて困難であると思われる。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

ただし，何らの指標もない状況では，事業の有効性や事業成果に対する投下資金が

妥当といえるのか，事業の効率性についても判定が困難となるため，何らかの成果指標

を設けるよう検討することが望ましい。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の令和２年度の決算は２５４万４０００円であり，そのうち８８万円が新聞

掲載費用，１６４万円がラジオ広告費用である。 
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この点，令和２年度の決算額は，当初の予算よりも削減されていること等を考慮し

て，事業の効率性の評価をＢとした。 

 

 

  

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 327 - 

２１ 監視指導体制強化事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

廃棄物の不法投棄や野外焼却対策については，普段から緻密なパ

トロールにより未然防止を図ることが重要であるが，一度発生した

場合にはその原因究明のためには迅速な対応を行わなければない。 

また，これらのものは，同じ場所で繰り返される場合が多く，再

発防止のためには，その後も引き続き長期的な監視が必要である。 

一方，産業廃棄物処理業者等による不適正処理事例も後を絶たな

いが，これらについても監視指導により一時的には改善されるもの

の，監視の目が離れると再び不適切処理を行う悪質な者も存在す

る。これらの処理業者対応としては，立入権限を有する職員によ

り，計画的かつ執拗な監視指導が効果的である。 

悪質な不適正処理事例には暴力団関係者が関与している場合が多

く，これらの者に対し指導を行うに当たっては，警察官の経験のあ

るものの技術力が必要不可欠であることから，警察官ＯＢを産業廃

棄物監視指導員として県民局等に配置することにより，不適正処理

監視指導体制強化を図ること。 

事業内容 

産業廃棄物監視指導員が平成１７年度から各局１名体制となった

ことにより，より緻密なパトロールと迅速な対応を図っている。 

平成１９年度から支局の環境監視等事務が県民局へ統合されたこ

とに伴い，各支局に環境監視指導員を配置し，産業廃棄物不法投棄

などの環境保全等に係る苦情や突発的な事案について対応してい

る。 

平成２０年度に，県民局再編に伴う支局の呼称変更により産業廃

棄物監視指導員及び環境監視指導員の設置及び活動に関する取扱要

領の一部改正を行った。 

令和２年度から任用形態を非常勤職員から会計年度任用職員（パー

トタイム）に変更する。 

法令・条例・要綱等 エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 6365万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

5892万 5000円 

(92%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

エコビジョン２０２０は，下記のとおり，規定している。 

記 
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■産業廃棄物の適正処理の推進 

●処理業者等に対する監視・指導 

処理業者等の事業場への立入検査や産業廃棄物監視指導員による監視パトロールな

どにより，排出事業者や処理業者に対し法基準の遵守を徹底し産業廃棄物の適正処理を

確保するとともに，違反行為に対しては許可取消や警察と共に連携するなど厳正に対処

します。 

（「エコビジョン２０２０」６２頁抜粋） 

 

本事業は，警察官ＯＢを産業廃棄物監視指導員として県民局等に配置することによ

り，不適正処理監視指導体制強化を図ることを目的としており，かかる事業は，上記の

エコビジョン２０２０の目的に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

また，財務事務の執行について問題となる点を認められなかったため，本事業の合

規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，本事業の具体的な内容及び平成２５年度から令和２年度まで

の監視件数を確認したところ，下記のとおりであることを確認した。 

記 

１ 業務 

・産業廃棄物監視指導員 

① 不法投棄，野外焼却等の監視パトロール 

② 不法投棄，野外焼却等の事案における原因者の特定 

③ 原因者に対する是正措置の指導 

④ その他循環型社会推進課長又は環境課長が必要と認めて命じた業務 

・環境監視指導員 

① 大気汚染，水質汚濁，産業廃棄物不法投棄など，環境保全に係る緊急事案に対

する初動対応 

② 住民からの環境保全等に係る相談等への対応 

③ 配置地域総務課管内の情報収集及び県民局，市町村等関係機関との連絡調整 

④ 浄化槽法関係届出書等の受付業務 

⑤ その他環境課長が必要と認めて命じた業務 

 

２ 配置人数 

・産業廃棄物監視指導員９名 

・環境監視指導員６名 
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３ 配置及び管轄 

・平成２１年度配置～現在 

（産業廃棄物監視指導員） 

各県民局環境課及び地域総務課  配置人数 各１名 

（環境監視指導員） 

各県民局地域総務課       配置人数 各１名 

 

４ 任用及び勤務形態 

・任 用：会計年度任用職員（パートタイム） 

・報 酬：基本報酬 日額 １万２７１０円 

地域手当 岡山市に在勤する職員 支給割合３/１００ 

時間外勤務手当 予算要求を行う必要がある場合 

・手 当：期末手当 期間率  ６月支給３０/１００，１２月支給１００/１００ 

支給月数 ６月支給１．３月，１２月支給１．３月 

・旅 費：通勤に要する費用 必要な額（上限なし） 

・日 数：１８日以内／月 

・時 間：７時間／日 

・業 務：配置する県民局等に出勤後，監視指導業務を行う。 

 

５ 監視実績 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

出勤回数 2,135 1,802 1,794 1,769 1,789 1,748 1,756 1,676 

立入事業場数 3,792 3,658 3,997 4,630 4,409 2,871 2,652 3,038 

 
指導件数 212 114 163 205 95 70 78 40 

改善件数 146 63 90 78 15 62 30 40 

不法投棄発見件数 36 36 44 28 22 16 33 30 

 撤去済件数 36 14 21 21 15 11 20 20 

野外焼却発見件数 34 28 49 31 26 37 38 26 

 解決件数 34 26 44 31 26 32 38 26 

その他発見件数 34 9 22 14 19 7 8 4 

 改善件数 34 5 17 13 15 3 1 4 

以上 
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本事業の監視実績によれば，例年，一定の改善件数が認められ，不法投棄の防止に

資することは認められる。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業において，リース車両が９台利用されているところ，監査の過程において

リースを採用している理由について確認したところ，平成１６年度から可能な限り県有

車両からリース車両への一行を進めるとの方針のもと，公用車リース契約に係る入札に

より配備しているとのことであった。 

なお，リース車両の採用によって，メンテナンスに係る人件費等も削減できるとの

ことであったため，リース車両の採用について，必ずしも経済的合理性を欠くものでは

ないとのことである。 

また，警備員に関する費用についても，規則に基づき決定しているとのことであっ

た。 

これらの点から事業の効率性について，特に問題となる点はないと判断し，その評

価をＢとした。 
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２２ 不法投棄等監視強化事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

不法投棄は，土日・祝日の早朝・夜間など，職員の監視指導が手

薄となり人目につきにくい時間帯に，山林や丘陵など，人目の届か

ない場所を選んで行われることが多い。さらに，近時においては，

仲介者の手引きにより，短期集中的に大量の廃棄物を投棄し覆土す

るなど，手口の悪質・巧妙化及び活動範囲の広域化が進んでいる。 

このような不法投棄を，被害の軽微な早い段階で発見し，効率的

に取り締まるためには，ひとえに監視指導の充実強化を図る以外に

ない。しかし，職員が土日・祝日や平日の早朝・夜間に監視指導を

行うことは，人員の制約もあり困難である。 

そこで，平成１５年度から，夜間休日の不法投棄監視の外部委託

及び不法投棄監視カメラの設置により，監視指導が手薄となる時間

帯にマンパワーを補完し，不法投棄の早期発見及び投棄者の把握を

図ること。 

事業内容 

(1) 夜間休日不法投棄等監視業務委託 

① 職員の監視指導が手薄となる土日・祝日及び早朝・夜間に敢

行される産業廃棄物の不法投棄及び不適正処理の監視パトロー

ルを，専門的な能力・経験を有する民間警備会社に委託実施す

ることにより，投棄の早期発見・防止，原状回復及び適正処理

に向けた迅速・的確な指導を図る。 

② 民間警備会社は，循環型社会推進課の指示に基づき，指定地

域内の巡回パトロール及び不適正処理箇所の継続的定点監視を

行い，不法投棄等を発見した場合にその種類，量及び性状，搬

入車両，投棄者等の詳細を把握し，写真，現場地図等を添付し

て速やかに県民局等へ報告する。また，当課の指示により通常

の監視箇所以外も随時監視を行う。 

県民局等は，民間警備会社の報告に基づき，投棄者及び不適

正処理業者を指導する。投棄量や指導の順守状況に応じて警察

協議を行い，事件として対応する。 

③ 監視日 

平日（火曜及び木曜）の夜間，土曜の昼夜及び夜間並びに日

曜の昼間としている。 

④ その他 

平成３０年度の不法投棄などの新規発見や量・種類の増加と

いった変化の報告件数は２８件であった。民間警備会社による

早期の発見及び報告に基づいて県民局が迅速に現地確認を行

い，改善の指導等を行っている。 

 

(2) 不法投棄等対策用備品の購入 

不適正処理事案において，不法投棄現行犯の現認や廃棄物の処理

ルートの特定等を目的に早朝や深夜に張り込み，追跡などを実施す

る必要があるが，その際に必要との現場意見があった備品を購入
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し，業務達成率の向上，業務効率化等を図る。 

不適正処理事案によっては遠方から行為を撮影する必要があるた

め望遠カメラを購入する。また，立入検査時に現場写真等を速やか

に情報共有するためタブレット端末を各県民局及び各地域総務課に

おいて配備，運用することで監視体制を強化する。 

法令・条例・要綱等 廃棄物処理法施行細則，エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 1637万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1480万 5000円 

(90%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

不法投棄の防止に関しては，「１７ 県外搬入指導取締事業」において，廃棄物処

理法施行細則及びエコビジョン２０２０の規定を指摘しており，本事業の目的は，かか

る廃棄物処理法施行細則及びエコビジョン２０２０の内容に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業の監視業務は委託の方式でなされ

ているところ，監査の過程において，委託契約形式は一般競争入札の方式でなされてい

ること，入札業者は３社であったこと等を確認した。 

その他，財務事務の執行について問題となる点を認められなかったため，その評価

をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，不法投棄の防止のため夜間休日の監視業務を行うとともにかかる業務の

効率を向上させるため必要な備品を購入することを内容とするものである。 

この点，不法投棄の防止という目的達成のために，休日及び夜間の監視体制を強化

すること及びその効率性を向上させるために必要な備品を購入することは，合理性を認

めることができる。 

また，監査の過程において，休日夜間における出動件数及び発見件数の推移を確認

したところ，下記のとおりであった。 
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記 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

①監視回数 269 266 261 263 259 259 251 255 

②発見事案数 25 28 33 32 25 28 30 27 

②／① 9％ 10％ 12％ 12％ 9％ 10％ 11％ 10％ 

以上 

 

上記の資料によれば，概ね監視回数の１０％程度が発見事案につながっていること

が窺え，本事業について一定の効果を認めることができる。 

これらの点を考慮して，事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，特に問題となる点を認められなかったため，その評価をＢ

とした。 

もっとも，事業の有効性において検討したとおり，監視回数の１０％程度が発見事

案となっているところ，これらの割合を向上させることができるよう成果のより詳細な

分析がなされることが望ましいと思われる。 
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２３ 廃棄物不法投棄防止ネットワーク化事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

産業廃棄物の不法投棄を防止するためには，早期発見・早期対応

が極めて重要であることから，各地域において発生する不法投棄等

の事案に対し，迅速かつ適切に対応するため，平成 19 年度に国・

県・市町村・関係者等による不法投棄防止のネットワークを形成し

た。 

また，併せてこれまで実施していた，不法投棄 110 番の設置，上

空監視業務及び不法投棄監視事業等を行う市町村への補助について

も，不法投棄情報の収集や市町村におかえる情報収集促進，連携強

化等のため，廃棄物不法投棄防止ネットワーク化事業として継続し

て実施することとする。 

事業内容 

(1) 不法投棄防止ネットワークおかやま事業 

 国，県の機関，市町村，関係団体等で構成する「不法投棄防止

ネットワークおかやま」の会員に，法改正等必要な情報提供行うこ

となどにより，通報体制の整備を図る。 

 また，各県民局の管内で，管内市町村，所轄警察署，県民局の農

林・土木部局等を対象に，連携強化のための連絡会を開催する。 

(2) 不法投棄１１０番の運用 

 県民やネットワーク構成員からの通報を，夜間や休日でも受ける

ことが出来るよう，循環型社会推進課にフリーアクセスの電話（留

守番電話機能付），ＦＡＸ及びインターネットによる「不法投棄１

１０番」を設置し，情報受信体制を確保する。 

(3) 上空監視の実施 

 島しょ部や山間部における不法投棄等は，陸上からの監視では極

めて発見が困難なことから，ヘリコプターによる上空からの監視を

実施し，不法投棄事案等の早期発見により，迅速な解決を図る。 

(4) 不法投棄監視事業を行う市町村への助成 

 不法投棄を防止するため，監視員を委嘱したり，不法投棄防止の

ための防止策や啓発看板などを設置するなどの事業を実施しようと

する市町村に対し，その事業に要する経費の２分の１を補助する事

業である。 

法令・条例・要綱等 
廃棄物処理法施行細則，エコビジョン２０２０ 

岡山県廃棄物不法投棄対策事業補助金交付要綱 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 1037万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

711万 6000円 

(68%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前項において述べたとおり，不法投棄の防止に関しては，「１７ 県外搬入指導取

締事業」において，廃棄物処理法施行細則及びエコビジョン２０２０の規定を指摘して

おり，本事業の目的は，かかる廃棄物処理法施行細則及びエコビジョン２０２０の内容

に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，財務事務の執行について問題となる点を認められなかったため，本事業の

財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，①「不法投棄防止ネットワークおかやま」の会員に，法改正等必

要な情報提供を行うことなどにより通報体制の整備を図ること，②「不法投棄１１０

番」を設置し，情報受信体制を確保すること，③ヘリコプターによる上空からの監視を

実施し，不法投棄事案等の早期発見により，迅速な解決を図ること及び④不法投棄監視

事業を行う市町村への助成を行うことであるところ，上記の事業はいずれも，不法投棄

の防止という目的達成のための事業として合理性を認め得る。 

この点，監査の過程において，不法投棄110番受付件数及び上空監視不正事案発見件

数を確認したところ，下記のとおりであった。 

記 

不法投棄１１０番受付件数（一般投棄等も含む） 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

件数 46 41 37 27 23 22 35 32 

 

上空監視不適正事案発見件数 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

件数 1 2 10 9 12 11 4 3 

以上 

 

また，各自治体に対する補助金については，県民局を通じて各市町村に対し，要綱

に則って補助金が交付されていること及び市町村からの補助金の活用に関する報告がな

されていることを確認した。 

このように，事業について一定の効果を認めることができることから，事業の有効

性の評価をＢとした。 
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【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，上空監視事業の実施方法について，ヘリコプターを利用する

方法ではなく，ドローンの利用等を検討しているか否かを確認したところ，「県消防ヘ

リの活用の可否，不特定かつ広範囲にわたる監視にドローンが効果的か否かなどを検討

した上で，民間ヘリを一般競争入札によりリチャーターしています。」との回答を得

た。 

このように，上空監視事業の方法について検討がなされていることやヘリコプター

による監視が地上からの実施が困難な不適正処理現場の状況確認にも活用され，不適正

処理を行おうとする者に対する抑止効果があることは確認できたものの，上空監視不適

正事案の新規発見件数は，過去８年間で多くとも１２件，少ない時で１件に留まるのに

対し，その予算執行額は３００万円を超えている。 

そのため，上記の事情を斟酌しても費用と効果が均衡しているとは思われないこと

から，本事業の効率性の評価はＣとした。 

 

【意見４－２】上空監視事業の実施方法について，より安価な方法の有無について検

討すべきである。 

上記のとおり，上空監視事業にヘリコプターを用いる方法が採用されているもの

の，ドローンの性能が向上していること等を踏まえると，同じ効果を得るためにより安

価な方法を採用することが可能と思われることから，実施方法について再度検討すべき

であると考える。 
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２４ 対応力強化事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的・事業内容 

(1) 産業廃棄物処理技術等研修会の実施 

近年，不法投棄対策の強化等のため，廃棄物処理法や政省令等が

頻繁に改正されていること，ますます悪質化・巧妙化・複雑化する

産業廃棄物問題に的確に対処しなければならないことを勘案する

と，廃棄物担当職員の技術的，法的及び経理的対応能力の向上が不

可欠である。 

過去においても，岡山市内で大量の硫酸ピッチが発見されるな

ど，依然として不適正処理のリスクが存在することから，こうした

不適正処理事案などの拡大抑制や未然防止を図るため，廃棄物担当

職員を対象として，専門家（学識経験者，弁護士，中小企業診断士

等）を講師とする研修（技術，法律，経理）を行うこと。 

 

(2) 具体的事案に係る立入調査資料分析 

個別具体的な案件については，立入調査により入手した財務諸表

（賃借対照表，損益計算書，剰余金処分計算書，付属明細書）や会

計帳簿（勘定元帳，請求書，領収書）等の分析を，公認会計士や中

小企業診断士に委託して行い，不明確な点や矛盾点を追求し，必要

があれば，廃棄物処理法に基づく報告を聴収する等により，不適正

処理事案の解明を図ること。 

問題のある中間処理業者や最終処分業者に対して実施した調査の

結果は，産業廃棄物処理税の税務調査としても活用でき，特別徴収

義務者である最終処分場の設置者に対する脱税の牽制と適正な納税

の確保にも有効である。 

 

(3) 環境省主催の産廃アカデミーへの参加 

平成 17 年度から環境省が実施している産業廃棄物取締行政に関

する集中的な基礎研修（産廃アカデミー）に職員を派遣する。 

 

(4) 分析体制等の整備 

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理により周辺環境への影響が

懸念されるような事案が発生した場合に，迅速かつ適切な対応をと

るには，不適正処理物や周辺環境媒体（土壌・水質等）の行政検査

（有害物質の分析等）が必要となる。 

この行政検査については，基本的には民間分析機関へ委託してい

るが，緊急を要する事案や法的規制のない物質の分析を伴う事案に

ついては，環境保健センターで分析しており，これに関連して次の

事業を実施する。 

ア 環境調査研究所における重金属やダイオキシン類の分析に係る

研修を受講させるため環境保健センターの新任職員を派遣する。 

イ 産業廃棄物最終処分場の排出水等に係る行政検査や，廃棄物の

不適正事案に係る調査（分析）に必要不可欠な超純水製造装置の更
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新を行う。 

ウ PCB の分析に必要な PCB 標準品を環境保健センターに備え，緊

急時等におけるPCB分析体制を整備する。 

 

(5) 産業廃棄物関係情報管理等労働者派遣業務 

廃棄物処理法に基づき，排出事業者は産業廃棄物管理票交付等状

況報告書を県に提出することが義務付けられている。また，産業廃

棄物処分業者に対しては，前年度の処分実績の報告を求めている。 

これらの報告内容の整理・分析には膨大な労力を要するため，

データ入力業務については派遣労働者の派遣により対応する。 

 

(6) 岡山県域行政機関産業廃棄物関係業務連絡協議会 

県内の産業廃棄物行政担当機関である環境省中国四国地方環境事

務所，県，岡山市及び倉敷市による連絡協議会を開催し，不適正処

理事案への対応事例等についての意見交換等を行い，現場職員の対

応力の向上を図る。 

 

(7) 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況等検証事業 

産業廃棄物最終処分場は，埋立終了後も長期間，浸出水，浸透水

の処理などの維持管理を継続して行う必要があり，これらに多額の

経費を要する。 

廃棄物処理法では，設置者に対して埋立終了後の維持管理に要す

る費用を埋立期間中に積み立てさせる制度を設けているが，必ずし

もこの積立金で維持管理費用を全額補えるわけではなく，積立金の

枯渇により最終処分場の維持監視が放棄され，未処理の浸出水の放

流などにより生活環境保全上の支障が発生する恐れがある。 

このような将来起こり得る問題を未然に防止するためには，長期

間，安定的に維持管理できるように，経費がかからず，かつ，シン

プルな維持管理方法を確立する必要がある。 

そこで，埋め立て終了後の安定的な維持管理に不安のある最終処

分場について，県が環境保健センターや廃棄物コンサルティング業

者などの意見を聴きながら現状の問題点などを整理，分析し，維持

管理方法の改善について技術的アドバイスを行う。 

法令・条例・要綱等 廃棄物処理法，廃棄物処理法施行細則，エコビジョン２０２０ 

主な財源 
産廃税基金繰入金  （1324万 7000円） 

産廃物関係許可手数料（100万円） 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 1424万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

860万 4000円 

(60%) 

 

 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 339 - 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本格事業の目的は不法投棄の防止にあるところ，不法投棄の防止に関しては，「１

７ 県外搬入指導取締事業」において，廃棄物処理法施行細則及びエコビジョン２０２

０の規定を指摘しており，本事業の目的は，かかる廃棄物処理法施行細則及びエコビ

ジョン２０２０の内容に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

超純水製造装置の購入の契約方式は，一般競争入札の方法であり，機種選定過程で

相見積もりを取得していることを確認した。 

また，その他本事業の財務事務に関して，問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の各事業の遂行状況について確認した。 

まず，産業廃棄物処理技術等研修会は令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影

響で開催されなかった。 

また，令和２年度には具体的事案に係る立入調査資料分析事業及び産業廃棄物最終

処分場の維持管理状況等検証事業の実績はなかったとのことである。 

なお，産業廃棄物最終処分場の排出水等に係る行政検査等に必要不可欠な超純水製

造装置について，令和２年度に更新されている。 

この点，研修会については，書面会議やウェブ会議等による開催も可能であると思

われることから，一律に中止をすることは望ましいことではない。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＣとした。 

 

【意見４－３】研修会については，オンラインによる研修を積極的に導入することを

検討すべきである。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，特に問題となる点は認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 

 

 

 

 

 

  

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 340 - 

２５ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社ＪＥＳＣＯのポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）処理事業のうち，岡山

県内のＰＣＢ廃棄物を処理することとされている北九州事業所につ

いては，平成１６年１２月に第１期処理施設が，平成２１年７月に

第２期施設が供用開始された。 

これまで，北九州事業所の安全の確保及び運搬調整を図ることを

目的とし，本県以西の１７県，環境省及びＪＥＳＣＯで「北九州Ｐ

ＣＢ廃棄物処理事業に係る広域調整協議会」を設置し，議論及び連

絡調整を行ってきたが，平成２６年６月に「ポリ塩化ビフェニル廃

棄物処理基本計画」が変更され，ＪＥＳＣＯの処理体制の変更，処

理期間の延長などの改定がなされた。 

新たな処理体制のもと，ＰＣＢ廃棄物の計画的かつ効率的な処理

を行い，期限内にＰＣＢ廃棄物の適正処理が完了するよう，関係機

関と協議及び連絡調整を行うこと。 

事業内容 

○関係機関との連絡調整 

北九州事業所の安全性の確保及び PCB 廃棄物の処理体制の構築等

に係る調整を行うため，関係機関で設置される広域調整協議会に出

席し，必要な協議を行う。 

法令・条例・要綱等 
PCB特措法，岡山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 

エコビジョン２０２０ 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 34万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

0円 

(0%) 

 

ＰＣＢ特措法７条１項は，都道府県に対し，ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を

策定することを義務づけており，かかる法律に基づいて，岡山県は「岡山県ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物処理計画」を策定しているところ，同計画及びエコビジョン２０２０は

下記のとおり，規定している。 

記 

岡山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 

２ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の広域的処理の推進に関すること 

（１）早期処理完了のための取組 

国，中間貯蔵・環境安全事業株式会社，電気保安関係等の事業者等と協力し，

必要な調査を行った上で未処理事業者の一覧表を作成し，当該一覧表に掲載された

事業者に対し処理の時期を確認するとともに，処分期間内又は計画的処理完了期限
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までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社へ適切に処理委託が行われ，一日も早く処

理が完了するよう必要な指導等を行う。 

（２）関係機関との調整等 

北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業の実施に当たっては，処理を円滑に進めるため，

搬入時期，運搬方法等について，関係機関で調整を図る必要がある。このため，広

域調整協議会において，搬入量の調整，緊急時の対応等について十分な協議，調整

を行い，適正な広域的処理の推進を図る。 

（「岡山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」１３頁抜粋） 

 

●ＰＣＢ廃棄物の計画的な処理の推進 

県内のＰＣＢ廃棄物について，ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法に基づく毎年度の届出による保管・処分状況の把握，関係事業者等に対

する監視・指導などを実施するとともに，岡山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画に

基づく計画的な処理の推進を図ります。 

（「エコビジョン２０２０」６２頁抜粋） 

 

本事業は，ＰＣＢ廃棄物の計画的かつ効率的な処理を行うとともに期限内にＰＣＢ

廃棄物の適正処理が完了するよう，関係機関と協議及び連絡調整を行うことにあり，岡

山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画及びエコビジョン２０２０の内容に適うもので

ある。 

また，本事業は，関係機関で設置される広域調整協議会に出席し，必要な協議を行

うことであるところ，令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により広域調整会

議は書面会議の方式で開催されたとのことであった。 

なお，令和２年度は，本事業について予算の執行がなかったため，監査の対象とは

していない。 
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２６ ポリ塩化ビフェニル廃棄物監視指導事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

PCB 特措法により，ＰＣＢ廃棄物の期限内の処分が義務づけられ

た。ＰＣＢ使用安定器は令和２年度末が処分期限であり，期限内に

完全に処分するためには，保有状況を把握するとともに，保有者に

適正処理の広報を行う必要がある。 

ＰＣＢ使用安定器の保有状況調査は，「ＰＣＢ廃棄物等の掘り起

こし調査マニュアル（第５版）」に沿って行う。具体的には，調査

対象者にアンケート調査を実施し，アンケート未達・未回答の者に

対して，フォローアップ調査を繰り返し実施することでアンケート

回収率を向上させ，ＰＣＢ使用安定器の有無の確認を可能な限り行

うことが重要である。 

令和元年度，アンケート調査を実施したところであるが，調査対

象者が約２万件と膨大で調査期間を要することから，繰り返しフォ

ローアップ調査を行い調査完了することは，当該年度のみでは困難

であり，令和２年度も引き続き調査を継続し，処分期限到来後に，

新たにＰＣＢ使用安定器が発見されることがないよう，調査を徹

底・完了させる必要がある。 

また，処分期限が迫っているにもかかわらず未だＰＣＢ使用安定

器の存在自体を知らない者も多く，不適正処理やＰＣＢ油の漏洩事

故が発生した場合，人の健康及び生活環境に係る被害を生ずる恐れ

もあることから，県民に広く周知し，期限内の適正処理を広報する

ことが非常に重要である。 

事業内容 

(1) フォローアップ調査 

・アンケート未回答者等に対する電話督促，調査票の再送 

・アンケート未回答者等に対する現地訪問調査 

・データ集計作業等 

 

(2) 広報 

ＰＣＢ使用安定器が使用されている可能性のある建物の数は膨大

であり，対象者が広く存在することから，多数の者が目にするよう

新聞広告及びテレビＣＭによる広報を行う。 

なお，テレビＣＭは，環境省が作成した映像（環境省による事業

で反響が大きく一定の効果を確認）を使用し，経費を削減する。 

法令・条例・要綱等 ＰＣＢ特措法 

主な財源 産廃税基金繰入金 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2765万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

2453万 3000円 

(88%) 
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（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

岡山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画は，下記のとおり，規定している。 

記 

第４章 ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項 

ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため，各関係者の役割を次のとおり

定め，各関係者が協力・連携して処理を推進することとする。 

 

第１節 県の役割 

１ 監視，指導に関すること 

県は，政令市と協力し，次のとおり監視，指導に取り組むこととする。 

 

(1) ＰＣＢ廃棄物の保管及びＰＣＢ使用製品の所有状況の把握 

ＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ使用製品の確実かつ適正な処理を確保するために

は，県内におけるこれらの保有情報を確実に把握することが必要であることか

ら，環境省が示す調査方法等によりＰＣＢ廃棄物等の保有状況調査を実施する

とともに，関係機関との情報共有，ＰＣＢ特措法に基づく報告徴収や立入検査

の活用等により，その把握に努めるものとする。 

 

(2) ＰＣＢ保管事業者に対する監視・指導等 

ＰＣＢ保管事業者に対しては，処理が終了するまでの間，ＰＣＢ特措法に基

づく保管・処分状況の届出や廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物処理基

準・保管基準の遵守などについて，周知徹底を図るとともに，ＰＣＢ廃棄物の

処分期間内の適正処理を指導する。特に高濃度ＰＣＢ廃棄物について，期間内

の処分がなされない場合等，必要な場合は，ＰＣＢ特措法に基づく改善命令や

代執行を行い，計画的処理完了期限内の確実な処分を行う。 

また，計画的に立入検査を実施し，ＰＣＢ廃棄物の保管状況等を把握するな

ど，監視指導の徹底・強化を図る。 

 

(3) 所有事業者に対する監視・指導等 

ＰＣＢ使用製品を所有している事業者に対しては，早期かつ計画的な廃棄，

ＰＣＢ特措法に基づく処分期間内の適正処理についての指導を行う。 

県内におけるＰＣＢ使用製品の所有状況等については，ＰＣＢ特措法に基づ

く届出のほか，電気関係報告規則の規定により中国四国産業保安監督部長へ報

告された内容，その他必要な調査を行うこと等により実態把握に努める。 

 

（中略） 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 344 - 

４ 県民，事業者等の理解を深めるための方策に関すること 

県内におけるＰＣＢ廃棄物の保管状況等に関する情報，ＰＣＢ廃棄物の計画的

処理に関する情報，ＰＣＢ廃棄物の性状，安全性の確保に関する情報等をホーム

ページ等の媒体を活用して積極的に公開し，県民の理解を促進することとする。 

また，保管事業者に対しては，ＰＣＢ廃棄物の適正な保管，収集運搬に関する

情報，ＰＣＢ廃棄物に係る関係法令に関する情報，北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業に

関する情報等，説明会の実施，パンフレットの配布等により必要な情報を周知，提

供することとする。 

さらに，事業者に対して，ＰＣＢに関する情報を，広報紙の利用，パンフレッ

トの配布，説明会の実施等により広く提供し，事業者が未把握のＰＣＢ使用機器等

がないか注意喚起を行うこととする。 

加えて，県及び政令市は，電気機器等を使用している事業者及び廃電気機器等

の保管事業者並びに廃電気機器等に係る産業廃棄物処理業者に対して，ＰＣＢによ

り汚染された廃電気機器等が不適正に保管及び処理されることがないよう情報提供

に努めるものとする。 

（「岡山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」１２頁から１４頁抜粋） 

 

本事業は，ＰＣＢ使用安定器の有無の確認を可能な限り行い，処分期限内に，ＰＣ

Ｂ使用安定器の処分すること及びＰＣＢ使用安定器の不適正処理やＰＣＢ油の漏洩事故

等について県民に広く周知し，期限内の適正処理を広報することにあり，上記岡山県ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の内容を実現するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，本事業の執行にあたり，財務事務の合規性について，特に問題となる点は

認められなかったため，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，ＰＣＢ使用安定器の利用状況に関するフォローアップ調査及び新

聞広告やテレビＣＭ等を利用した広報である。 

監査の過程において，新聞広告及びテレビＣＭの効果検証について確認したとこ

ろ，「新聞広告及びテレビＣＭ個別の有効性の検証は行っておりませんが，県が実施し

たＰＣＢ保有状況調査（アンケート調査）において，フォローアップ調査に加え，こう

した周知も行うことで回答率が９割超となり，県内のＰＣＢ機器の保有状況の把握に繋

がっています。」との回答を得た。 

この点，確かに，事業の効果として，アンケートの回答数が増えたことが認められ

るのであり，これらの点を考慮して本事業の有効性の評価をＢとした。 

もっとも，アンケートの回答内容に，どのような媒体を介してアンケートに回答す

ることになったのかを調査すること等広告とアンケート回答の増加について関連性が明
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らかにするような方法を検討することが望ましい。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業のアンケートにおいて，ＰＣＢ使用安定器等が「ある」と回答されたのは３

２件である。 

この点，本事業の委託料の決算額は約１９００万円であるものの，本事業のＰＣＢ

使用安定器等が存在しないことを確認することを目的とするものであり，実際に３２件

の回答があったことは，本事業の成果があったことを窺わせるものである。 

この点を考慮して，本事業の効率性の評価をＢとした。 
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【災害廃棄物対策室所管事業】 

１ 災害廃棄物処理受託事業 

【概要】  担当部署 循環型社会推進課 

事業目的 

平成３０年７月豪雨により県内で発生した災害廃棄物は，合計で

４４万３千トンに達するが，特に浸水被害が甚大であった倉敷市及

び総社市の２市で県内の災害廃棄物発生量の約８５％を占めてい

る。 

災害廃棄物は，適正かつ円滑・迅速に処理する必要があることか

ら，２市の要請により，県が２市の災害廃棄物の処理事務を受託し

処理を代行すること。 

事業内容 

平成３０年７月豪雨により発生した災害廃棄物処理事務につい

て，倉敷市及び総社市から地方自治法に基づく事務の委託を受け，

処理を代行する。 

法令・条例・要綱等 廃棄物処理法，災害対策基本法，地方自治法 

主な財源 諸収入 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 12億 9131万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

9億 6306万 7000円 

(74%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

廃棄物処理法は，非常災害時における廃棄物の適正な処理を図るため，国，地方公

共団体及び事業者が相互に連携を図りながら協力すべき義務を定めるとともに（同上４

条の２），災害対策基本法は，災害廃棄物の処理について特例を設けている（同法８６

条の５）。 

本事業は，平成３０年７月豪雨により発生した災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に

処理することを目的としており，かかる目的は，廃棄物処理法，災害対策基本法の内容

に適うものである。 

なお，災害廃棄物は一般廃棄物として取り扱われることから，本来，市町村に処理

責任があるが，市町村の被害状況や災害廃棄物の発生量等により災害廃棄物の処理が困

難であると認められる場合には，地方自治法第２５２条の１４4の規定により事務委託

                         

第 252 の 14 普通地方公共団体は，協議により規約を定め，普通地方公共団体の事務の一部を，他の普通地方公共団

体に委託して，当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることがで

きる。 
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を受けることができるとされており，本事業は，倉敷市及び総社市の要請により，岡山

県が２市の災害廃棄物の処理事務を受託し処理を代行するものでああり，本事業の目的

は，法律等の趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業は，被災地の復興に向けた極めて

重要な事業であり，令和２年１１月２８日までの緊急の業務であったところ，委託契約

の方式について技術提案型契約方式を採用し，２者の共同企業体からの提案を受け，緊

急性を理由として随意契約で発注がなされていた。 

確かに，委託の方式は一般競争入札によることが原則とされており，本事業も例外

ではない。 

もっとも，本事業は，平成３０年度の豪雨災害により生じた大量の災害廃棄物を処

分することを目的とする事業であり，その緊急性や事業が完了しない事態が一切許容さ

れないという事情がある。 

また，発注仕様書作成業務の委託により要求水準書に類する仕様書を作成している

ものの，本事業の特殊性や多様性を考えると，価格のみで発注先を選定する一般競争入

札方式によることは適当ではないことから，技術提案方式を採用した本契約方法は妥当

であると思われる。 

さらに，上記の提案方式において，２者からの提案があったことから，一定の競争

性も担保しているものと考えられる。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の有効性について，特に問題となる点は認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

財務事務の効率性について，特に問題点は認められなかったため，本事業の効率性

の評価をＢとした。 
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【自然環境課所管事業】 

１ 自然公園事業 

(1) 自然公園（管理指導）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

近年，自然環境への関心も高くなっており，登山やハイキングな

どで自然公園を訪れる人も多い。このような状況の中，利用者のた

め，自然公園を常に良好な状態に保つことが必要である。本事業で

は，国立公園・国定公園及び県立自然公園の管理や維持修繕を適時

適切に実施し，安全かつ快適な公園利用を図ること。 

事業内容 

・各公衆便所の光熱水費の支払 

・自然公園などの施設等の管理委託 

・自然公園，中国自然歩道などに整備している施設の維持修繕 

・施設の整備 

法令・条例・要綱等 
自然公園法，自然公園条例，自然公園等設定技術指針（環境省），

自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 2130万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1922万 4000円 

(90%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然公園法は，第３条において「国，地方公共団体，事業者及び自然公園の利用者

は，環境基本法（平成５年法律第９１号）第３条から第５条までに定める環境の保全に

ついての基本理念にのつとり，優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られる

ように，それぞれの立場において努めなければならない。」として，自然公園の保護に

関する地方公共団体の一般的な義務を定めるとともに，国立公園※の事業の執行（同法

１０条２項5），国定公園※の事業の執行（同法１６条１項6）及び都道府県立自然公園

                         
510条 2項 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体（以下「公共団体」という。）は，環境省令で定めると

ころにより，環境大臣に協議して，国立公園事業の一部を執行することができる。 

6 16 条 1 項 国定公園事業は，都道府県が執行する。ただし，道路法（昭和二十七年法律第百八十号）その他他の法

律の定めるところにより，国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。 
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の保護利用（同法７３条7）についてそれぞれ都道府県の義務を定めている。 

また，岡山県の自然保護条例は，第１条において，県の責務として「県は，自然と

調和した良好な生活環境を保全し，及び創造するため，生物の多様性の確保その他の自

然の保護（以下「自然の保護」という。）に関する基本的かつ総合的な施策を策定し，

及びこれを実施する責務を有する。」と定めている。 

上記の自然公園法の理念を実現すべく，下記のとおり，環境省自然環境局自然環境

整備課は「自然公園等設定技術指針」（平成２５年７月制定，令和２年３月最終改定）

を策定するとともに，岡山県は自然保護基本計画を策定している。 

記 

自然公園等設定技術指針 

Ⅱ－１－１自然公園の事業の基本的理念 

平成２４年に閣議決定された「生物多様性国家戦略 ２０１２－２０２０」では，

「国立・国定公園などの自然公園は生物多様性の保全の屋台骨としての役割を担ってい

る」と記述されており，平成１５年に閣議決定された「自然再生基本方針」では，「自

然環境の価値を再認識し，長い歴史の中で育まれた地域固有の動植物や生態系その他の

自然環境について，生態系の保全や生物種の保護のための取り組みを推進すべきことは

もちろん，過去に損なわれた自然環境を積極的に取り戻す自然再生によって地域の自然

環境を蘇らせることが必要」とされている。 

また，平成元年「自然公園の利用のあり方検討小委員会」報告では，「自然公園

は，良好な自然を維持していくことが前提であり，その利用も基本的には景観や生態系

等の自然資源を損なうおそれのない範囲で行われるべきものである。 

従って，自然公園の利用を考えるに当たっては，自然の特性や容量の概念を踏まえ

た『持続的利用』を原則としなければならない」とし，「自然の中で人間の力を越えた

自然の持つ『美しさ』，『偉大さ』，『荘厳さ』，『野生』等を五体五感によって直接

的に体験し，感動や喜びを得るといった利用がまず最優先とされる必要がある。」とさ

れている。 

自然公園の事業は，国立・国定公園の幅広いフィールドにおいて，施設の整備によ

りこうした考えに代表される自然公園の保護と適正な利用を実現するための中核的な役

割を果たす必要があるといえる。 

自然公園の保護の面では，自然公園の基盤である自然環境を場として確保する事業

                         
7第 73 条 都道府県は，条例の定めるところにより，都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地

域を，都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し，かつ，特

別地域内，利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につ

き，それぞれ国立公園の特別地域，利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第四節の規定による規制

の範囲内において，条例で必要な規制を定めることができる。 
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であり，地域に固有の生態系や動植物種，景観などの自然環境を保護しつつ，その自然

環境を活用した自然環境学習等を積極的に推進していくことが重要である。 

また，自然公園の利用の面では，人々が自然に学び，体験するための自然との豊か

なふれあいの場づくりを行う事業であり，自然体験型利用の推進，過剰な利用への対

応，質の高い利用景観の確保等に配慮したものとすることが重要である。 

 

Ⅱ－１－２自然公園の事業の基本的方針 

生物多様性の保全及び維持可能な利用の推進，ユニバーサルデザインの推進，観光

立国の実現といった国の方針や自然公園に求められる新たなニーズや視点を踏まえて，

自然公園の事業は，保護及び適正な利用に資する施設（ハード）の整備に加え，その適

切な維持管理を実施するとともに，自然環境学習や適確な情報発信などの運営活動（ソ

フト）を合わせて実施することが重要である。 

それにより，自然公園の事業は，豊かな自然環境の保護とともに，自然との豊かな

ふれあいの推進のため重要な役割を果たすべきであり，そのための基本的方針として次

の点を挙げる。 

 

１ 生物多様性の確保や自然環境の保全生物多様性 

国家戦略２０１２－２０２０においてわが国の生物多様性の屋台骨としての役割を

持つと位置づけられている自然公園において，生物多様性を確保することは国際的にも

重要な課題であるといえる。そのため，自然再生や生態系維持回復のための施設の整備

等を進めることが重要であり，順応的な取り組みやモニタリング等の実施のための仕組

みを整えつつ実施する。なお，こうした事業の実施にあたっては，地域の多様な主体が

参加・連携して取り組むことが重要であり，事業実施後の維持管理のことも視野に入れ

て実施することが重要である。 

また，歩道，特に登山道は周辺自然環境の保全を前提に整備すべき施設であるな

ど，公園の利用に伴う生態系への影響を減少させ，最小限にするための施設の整備を実

施する。 

自然公園の施設は堅固な構造物が適さないことが多く，厳しい気象等の条件がある

ことから，地域の関係者とも協働して適切に維持管理が行われることがこうした機能を

発揮するためには重要である。 

 

２ 自然体験・自然環境学習を実践する場や機会の拡大 

自然と共生する社会の実現に向けて，国民一人ひとりが，自然を体験し，自然が人

類に与える恵みを理解し，自然を大切に思う気持ちを育むことが大切である。 

そのため，豊かな自然環境を有する自然公園において，自然体験や自然環境学習の

フィールドとなる場における施設の整備を行うとともに，多様な主体による整備した施

設を活用した活動（プログラム）の実施を推進する。 
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特に，自然再生等により生物多様性の保全を推進している場所においては，そうし

た取り組みを踏まえて，自然のしくみや人間と自然との関係を伝える自然環境学習をは

じめとする普及啓発の実施に努める。 

 

３ 安全かつ適切な利用の促進 

自然公園には，非常に多くの利用者が自然とのふれあいを求めて訪れている。これ

らの利用者は，原生的な自然の体験を求める者から手軽に自然の風景を楽しむことを目

的とする者まで様々である。 

そのため，これらの利用者が安全に施設を利用して自然とのふれあいを楽しむこと

ができるよう，自然環境への影響に配慮しつつ，各施設に求められる安全のレベルに応

じた施設の整備を進める。その際，老朽化等の施設の状況の変化に対応できるよう点

検，補修等の維持管理について，地域の関係者の協力も得て適切に実施することが必要

である。 

また，多くの利用者が一時期に集中するなど過剰な利用が見られる場所や適切に自

然公園を利用するための利用者のマナーの改善等が必要な場所においては，マイカー規

制や情報提供等のソフト面での対策に連携して，適切な利用を促進するための施設の整

備を推進する。 

（「自然公園等設定技術指針」抜粋） 

 

自然保護基本計画 

○自然公園の適正な保護・管理（環境文化部） 

優れた自然環境や自然景観を有している自然公園を，「自然公園法」，「岡山県立

自然公園条例」に基づき適切に保護・管理します。 

また，特定の植物の採取，損傷が生物多様性の保全や優れた自然の風景地の保護に

支障を来さないよう，県立自然公園における採取などを規制する植物種の指定に努めま

す。 

 

○自然公園等の利用促進（環境文化部） 

自然公園，自然環境保全地域などの案内板，休憩所，トイレなどの施設の適正な維

持管理に努め，安全で快適な利用を促進します。 

また，豊かな自然や優れた景観そのものの魅力を観光資源として情報発信し，自然

公園等の利用促進を図ります。 

新型コロナウイルス感染症の影響下において，自然公園等の利用は，新たな生活様

式にもマッチしており，国の国立公園満喫プロジェクトと連携しながら，その魅力を効

果的にＰＲします。自然公園を多くの観光客に利用してもらうことで，自然とのふれあ

いを通じた自然環境に対する意識の向上や地域経済の活性化を図ります。 

（「自然保護基本計画」１１頁，３８頁抜粋） 
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なお，岡山県には，国立公園２地域，国定公園１地域，県立自然公園７地域があり

（下記地図参照），その面積は県土面積の１１％を占めており，こうした自然公園は，

自然の風景地の保護に資するとともに，自然系環境学習や野外レクリエーションの場と

して重要な役割を果たしている（岡山県ＨＰ参照）。 

本事業は，上記の法律や国の指針及び条例や自然保護基本計画の趣旨を全うするこ

とを目的としている。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

ただし，上記の自然公園等設定技術指針においては，上記のとおり，「生物多様性

の保全及び維持可能な利用の推進，ユニバーサルデザインの推進，観光立国の実現と

いった国の方針や自然公園に求められる新たなニーズや視点を踏まえて，自然公園の事

業は，保護及び適正な利用に資する施設（ハード）の整備」が目的とされており，自然

公園の事業は単に自然公園の設備等の保全に留まるものではないことから，岡山県の地

域的特徴等を踏まえ自然公園保護計画の趣旨を全うすることが望ましい。 

記 

  
（岡山県ＨＰ抜粋） 

 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業の自然公園の施設の修繕等は，そ

の大部分が随意契約によって，自然公園が所在する市町村（岡山市，玉野市，備前市
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等）に業務委託されている。 

監査の過程において，委託契約書及び見積書を確認したところ，委託契約書の主体

は岡山県と岡山市等の市町村であり，見積書はいずれも各市町村が作成したものであっ

た。 

この点，県財務規則１５１条は，「契約担当者は，随意契約によろうとするとき

は，なるべく二人以上の者から見積りを徴さなければならない。ただし，国又は他の地

方公共団体と直接に契約しようとするとき」は「この限りではない」と定めていること

から，本事業における現在の財務事務の運用は，県財務規則等に違反するものではな

い。これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，前記の目的を達成するために，各自然公園の保守管理を行うことを内容

とするものであり，各自然公園の施設の必要最低限の維持管理を行うものであって，か

かる事業内容は，現在の事業目的に沿うものであることから，事業の有効性については

Ｂとした（ただし，本事業の目的について，検討すべきことは前記のとおりであ

る。）。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，専ら市町村に対する委託を内容とするものであり，事業の効率性の観点

から問題となる点は認められなかったため，その評価をＢとした。 
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(2) 自然公園管理（中国自然歩道）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

豊かな自然に親しみ，郷土の歴史文化に触れることを目的に整備

された中国自然歩道についての管理を適時適切に実施し，安全かつ

快適な利用を図ること。 

事業内容 
中国自然歩道の管理委託。具体的には，中国自然歩道の管理を市

町村に委託する。 

法令・条例・要綱等 
自然公園法，自然公園条例，「長距離自然歩道の概要について」

（環境省），自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 698万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

667万 1000円 

(95%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

長距離の自然歩道について，環境省は「長距離自然歩道の概要」を策定するととも

に，岡山県は，自然保護基本計画において，下記のとおり，目的等を明らかにしてい

る。 

記 

長距離自然歩道の概要について 

１ 目的 

長距離自然歩道は，国土を縦断，横断又は循環し，多くの人々が四季を通じて手軽

に楽しくかつ安全に国土の優れた風景地等を歩くことにより，沿線の豊かな自然環境や

自然景観，さらには歴史や文化に触れ，国土や風土を再認識し，併せて自然保護に対す

る意識を高めることを目的としている。これまで昭和４５年度の東海自然歩道以降，九

州，中国，四国，首都圏，東北，中部北陸，近畿と順次整備を進めてきており，現在整

備を進めている北海道自然歩道を加えると，全国の長距離自然歩道の計画総延長距離は

約２万６千㎞に及ぶことになる。 

 

２ 事業概要 

計画主体：環境省 

整備主体：国立公園区域内 環境省（直轄事業） 

国立公園区域外 都道府県及び市町村（交付金：４５／１００） 
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管理運営：国立公園区域内 環境省 

国立公園区域外 都道府県及び市町村 

事業内容：主な施設･･･歩道，橋，園地，休憩所，駐車場，公衆トイレ，標識など 

 

３ 交付金制度 

(1) 交付率 対象事業費の４５％を都道府県に一括交付 

(2) 交付対象 国立公園外における整備（国立公園内は環境省直轄） 

（「長距離自然歩道の概要について」抜粋） 

 

自然保護基本計画 

○中国自然歩道の利用促進（環境文化部） 

中国自然歩道県内ルートの指導標，路傍休憩地，トイレなどの施設の適正な維持管

理に努めるとともに，ルートマップの配布などによって，安全で快適な利用を促進しま

す。 

また，豊かな自然や優れた景観そのものの魅力を観光資源として情報発信し，自然

歩道の利用促進を図ります。 

（「自然保護基本計画」３８頁抜粋） 

 

本事業は，上記の環境省が定める「長距離自然歩道の概要」及び岡山県が策定した

「自然保護基本計画」に定める具体的な取組を実現することを目的とするものであり，

その目的は，国及び県の基本指針に合致するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，委託契約書及び見

積書を確認したところ，本事業においても，委託契約書の主体は岡山県と岡山市等の市

町村であり，見積書はいずれも各市町村が作成したものであった。 

そのため，前記の「自然公園（管理指導）事業」と同じく，財務事務の合規性の評

価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，中国自然歩道の保守管理を地元の市町村へ委託することを内容とするも

のである。 

監査の過程において，市町村へ委託する理由について確認したところ，中国自然道

は，トイレ，休憩舎等の施設用地を市町村から借りており，施設等の管理については市

町村に委託することを整備時に取り決めていること，中国自然歩道の多くは，市町村が

管理する公道とも重複して指定されており，一体的に管理する必要があるうえに，その

方が効率的であること及び緊急時等に対応を迅速かつ効率的に行うためという説明がな

された。以上の説明を踏まえれば，中国自然歩道について，県が独自に管理をするより
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も市町村に委託することが合理的と思われることから事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，特に問題となる点は認められなかったため，事業の効率

性についてはＢとした。 
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(3) 自然公園管理（野営場等）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

自然にふれあい，親しむことや憩いの場，環境学習の場として利

用できる，国立公園・国定公園内に整備している野営場及び児島湖

ふれあい野鳥親水公園や県立自然公園の管理を適時適切に実施し，

安全かつ快適な利用を図ること。 

事業内容 

・児島湖ふれあい野鳥親水公園の水中ポンプの電気代の支払い 

・児島湖ふれあい野鳥親水公園の水中ポンプの管理委託 

・野営場の管理委託 

法令・条例・要綱等 自然公園法，自然公園条例，自然公園等施設技術指針 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 83万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

55万 7000円 

(66%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然公園等設定技術指針には，野営場の管理において，下記のとおり，規定されて

いる。 

記 

自然公園等設定技術指針 

第３章 野営場 

はじめに 

自然公園には様々な野営場が整備されており，テントサイト，給水施設，汚水排水

施設などの基本となる施設に，目的に応じた多様な施設が付加されて構成されている。 

さらに，近年増加している自然災害時の退避所機能や救援活動拠点としての機能，

時代のニーズの変化に応じた機能を付加又は廃止しながら管理運営を行っていくものと

考えられる。また，今後は管理運営への民間事業者の参画が想定される。 

本技術指針は，このように野営場の利用や管理運営の形態が変化し，施設や機能が

多様化する中で，公共事業として整備すべき野営場の施設を対象とする。 

 

Ⅰ 基本方針 

Ⅰ－１ 適用範囲 

本指針は，自然公園等の野営場に適用する。ただし，地域の特性，その他の事情に
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より適用できない場合もありうるが，その場合においても本指針の趣旨を最大限尊重す

る。 

 

Ⅱ 計画・設計の考え方 

Ⅱ－１ 計画・設計の進め方 

野営場事業の方向性を検討した上で野営場の整備を進める。野営場の整備にかかる

全体の手順は，基本計画，基本設計，実施設計，施工，施設の管理・運営に区分され

る。計画・設計を進めるに当たり，施設の計画検討及び施設の管理・運営計画は相互に

関連していることから，基本計画及び基本設計・実施設計の各段階において適切な検討

を行うとともに，必要な合意形成を図る。また，再整備・改修を行う場合は状況に応じ

て必要な手順を踏んで検討を進める。 

 

Ⅱ－４ 施設の長寿命化 

野営場を長期間使用していくために，長寿命化に配慮した計画・設計及び整備を行うと

ともに，適切な維持管理，必要に応じた改修などについて検討をする。 

（解説） 

・計画・設計段階では，長期的なライフサイクルコストの低減だけでなく，イニシャル

コストも含めたトータルコストの低減にも配慮する。 

・施設の老朽化に対する対策については，維持管理の中で計画的に健全度調査や点検を

行いつつ，適切な時期に修繕や改修を実施できるようあらかじめ検討しておくことが大

切である。特に電気設備・機械設備などは，構造体などに比べて寿命が短い場合が多い

ことから，計画当初から修繕や改修しやすい作りとしておくことが望ましい。野営場を

長期間使用していくために，長寿命化に配慮した計画・設計及び整備を行うとともに，

適切な維持管理，必要に応じた改修などについて検討をする。 

（「自然公園等設定技術指針」抜粋） 

 

本事業の目的は，野営場の管理を適正に行うことを目的とするものであり，その趣

旨は，自然公園法及び自然公園等設定技術指針に合致するものである。 

もっとも，自然公園等設定技術指針は，「野営場を長期間使用していくために，長

寿命化に配慮した計画・設計及び整備を行うとともに，適切な維持管理，必要に応じた

改修などについて検討をする。」と規定しており，各自治体において基本計画が策定さ

れることを前提としている。 

監査の過程において，自然保護基本計画を確認したところ野営場に関する具体的な

方策について確認することができず，本事業の根拠となる直接の条例や基本計画が明ら

かでなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価はⅮとした。 

なお，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，委託に関する契約
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書，見積書及び稟議資料等を確認したところ，財務事務の執行について他に問題となる

点は認められなかった。 

 

【指摘事項５－１】野営場等の管理等の行政事務を執行するにあたって，基本計画を

根拠とすべきである。 

前記のとおり，自然公園等設定技術指針は，野営場の管理等について，基本計画を

策定することを前提としていることから，基本計画を根拠として事業を執行するよう徹

底すべきである。 

なお，当該野営場については令和３年３月に市へ譲渡されていることから，今後，

野営場の管理に関する基本計画は策定されない予定である。 

そのため，本事業については，措置をとることは不可能であるから，監査人として

は，指摘事項としつつも，岡山県に対して措置を求めることは予定していないが，法令

に基づく行政の原則を徹底する必要があると思われることから，指摘事項とした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，野営場等の保守管理を地元の市町村へ委託することを内容とするもので

ある。 

監査の過程において，委託の理由について確認したところ，野営場については，市

町村が整備した施設が周辺にあることから，市町村による一体的な管理が必要であり，

その方が効率的であること及び緊急時等に対応を迅速かつ効率的に行うためという説明

がなされた。 

以上の説明を踏まえれば，野営場等について，県が独自に管理をするよりも市町村

に委託することが合理的と思われることから，事業の有効性についてはＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，平成３０年度から令和２年度の野営場の利用者の推移に関す

る資料を確認した。 

令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影響で利用者は大幅に減少したもの

の，それ以外の年度では繁忙期には月１００名を超える利用者があったことを確認し

た。 

このように，県内の野営場等は，県民に利用されていることや投資された費用額を

考慮すると費用対効果に見合うものと思われ，事業の効率性についてはＢとした。 
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(4) 自然公園設備（国定公園等）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

近年，登山や森林浴を楽しむハイキングなどの人気が高まってい

る。氷ノ上後山那岐山国定公園は，那岐山や若杉天然林などをはじ

めとして，登山やハイキングなどに適しているが，木材の腐食や案

内標識の劣化など施設の老朽化により安全性や快適性を欠いている

箇所が増加している。 

また，豊かな自然に親しみ，郷土の歴史文化に触れてもらうため

の中国自然歩道については，平成１８年４月に，本線ルートと分岐

し吉備路などを経由し瀬戸内海国立公園の鷲羽山に至る，四国と連

絡する路線が追加され，平成１８～２１年度（国庫補助）に整備し

たが，昭和５０年代に整備した本線ルートで，特に老朽化が進み，

安全性や快適性の向上が課題となっている。 

このような状況から，自然環境整備交付金を受けて，必要な施設

等の整備を行うものである。 

事業内容 

(1) 氷ノ山後山那岐山国定公園 

休憩所，公衆便所，駐車場，案内板などが整備されているが，老

朽化したものが多く，特に次の施設について，安全性や利便性の向

上を図る。 

・歩道 菩提寺線，蛇渕滝線，滝山登山線，那岐山縦走線， 

黒岩高原登山線 

整備内容 階段，標識，排水溝，ベンチ等 

 

(2) 中国自然歩道 

休憩舎，公衆便所，歩道，案内板などが整備されているが，老朽

化したものも多く，安全性や適切な利用促進の観点から改善する。 

・中国山地横断ルート，吉備高原横断ルート 

整備内容：標識，階段，排水溝等 

法令・条例・要綱等 自然公園法，自然公園条例，自然環境整備計画 

主な財源 自然環境整備交付金(45％)，一般財源(55％) 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 438万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

388万円 

(88%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然公園の保護に関する自然環境法，自然環境条例等の規定は，「(1) 自然公園
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（管理指導）事業」において述べたとおりであるが，岡山県は「自然環境整備計画（国

定公園等整備事業）【令和２年度～令和６年度】」において，下記の目標を明らかにし

ている。 

記 

自然環境整備計画 

大目標： 

多くの人に強度の豊かな自然及び歴史や文化と触れ合ってもらうことにより，これ

らの理解を深めてもらい，保全へとつなげる。 

目標①： 

老朽化した既存施設の再整備により，利便性・快適性の向上に努め，利用者増加を

図る。 

目標②： 

ニーズに合った施設を整備することにより，自然と触れあえる場を創出し，利用者

増加を図る。 

目標３： 

危険個所の注意喚起及び対策を実施することにより，安全性を確保し，利用増加を

図る。 

（「自然環境整備計画」抜粋） 

 

本事業は，自然公園法等の法令及び自然環境整備計画の目的を全うするものであ

る。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，黒岩高原登山線整

備工事に係る指名競争入札に関する資料及び請負契約書等を確認した。 

上記請負工事の入札手続きについて，特段問題となる点は認められなかったもの

の，指名競争入札手続きを経て請負契約が締結されたのち，①ロープ柵及び注意看板の

設置について，木道階段を設置したところ，想定以上に法面が急勾配であったこと及び

②案内看板の再整備について冬季には現場への侵入が難しくなるため，本工事において

対応したいことを理由に仕様変更がなされ，結果として，変更後の請負代金が落札金額

よりも３９％増額されている。 

この点，「岡山県設計変更ガイドライン（土木工事編）」は，「変更見込金額が請

負代金額の３０％」を超える工事は，「現に施工中の工事と分離して施工することが著

しく困難な場合を除き，原則として，別途に契約する」と定めている。 

本事業において，案内看板の再整備を行うこと等を理由に工事の仕様変更がなされ

ているが，かかる工事は，施行中の工事と分離して施工することが困難とは思われず，

緊急性が高いといえるかは不明である。 

このように，本事業の仕様変更については，ガイドラインに違反している可能性が
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あることから財務事務の合規性についてＤとした。 

 

【指摘事項５－２】請負工事の仕様の変更については，ガイドラインを遵守すること

を原則とすべきである。 

本事業の請負工事において，仕様の変更がなされているところ，仕様変更の必要性

を直ちに否定するものではないものの，かかる手続きはガイドラインに違反している可

能性がある。 

この点，本事業は，舗装された土地を対象とする工事ではなく，山岳地など必ずし

も補正がされていない土地を対象とする工事である。そのため，当初の積算では予想で

きなかった事態が生じる可能性は，一般の土木工事と比較して類型的に高い。このよう

な事情から，当初の調査手続きは，比較的費用を掛けずして実施し，工事内容に変更が

生じた都度に対応することで，工事費用の総額が低廉とすることが可能となるとの事情

があることも把握することができた。 

しかしながら，監査人としては，岡山県が定めたガイドラインが存在し，かかるガ

イドラインに違反していると思われる運用が存在する以上は，指摘事項とせざるを得な

いと判断した。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，国定公園の設備等の整備を行うものであり，令和２年度は，黒岩

高原登山線の階段及び標識等の修繕工事がなされており，かかる事業内容は，上記の事

業目的を遂行するものである。 

監査の過程において，自然公園の利用者の意見聴取の方法について確認したとこ

ろ，利用者からの意見は，市町村を通じた連絡により把握しており，具体的には，利用

者からの指摘（例：公園内の設備の損壊等に関する指摘等）に対応するものが中心で，

積極的に利用者の意見を聴取しているわけではないとのことであった。 

この点，本事業の目的は，国定公園において，木材の腐食や案内標識の劣化など施

設の老朽化により安全性や快適性を欠いている箇所が増加していることを踏まえ，これ

らを修繕するなど国定公園の施設を整備することを目的とするものである。 

上記のような事業運用を鑑みれば，目的に沿った事業の運営がなされているといえ

る。これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，問題となる点は認められなかったため，その評価をＢと

した。  
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(5) 自然公園設備（国立公園）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

岡山県は，南部は沿岸部に瀬戸内海国立公園，北部は蒜山，新庄

地域に大山隠岐国立公園を有しており，美しい自然を求めて多くの

人が訪れている。 

県が公園内に設置した各施設は地元市町村により維持管理されて

いるが，老朽化しているものが多く，利用に支障を来しているもの

も多い。公園の安全で快適な利用を図るため，これらの施設の再設

備を行うとともに，利用者のニーズに応じた施設を新たに設置する

など公園利用者の増加を図ること。 

事業内容 

(1) 瀬戸内海国立公園 

瀬戸内海国立公園は，静かな海面，点在する多くの島々，白砂青

松の自然海浜，段々畑など，自然と人文景観が一体となって親しみ

深い多島海景観をつくり出しており，県内有数の観光地である鷲羽

山や王子ヶ岳渋川をはじめとして，多くの施設の整備を行っている

が，老朽化した施設も多く，外国人旅行者に対応したものもほとん

どない。このような施設の再整備を行い，さらなる魅力向上を図

る。 

 

(2) 大山隠岐国立公園 

大山隠岐国立公園内には，「西の軽井沢」と呼ばれる蒜山高原が

麓に広がる蒜山（蒜山三座：上蒜山，中蒜山，下蒜山）の各登山道

の標識，階段等の各施設が老朽化しているため，再整備を実施する

ものである。また，「国立公園満喫プロジェクト」のモデル地域に

選定されたことから，鬼女台園地や塩釜園地の利用促進のため，展

望台や木道，標識の設置等利便性の向上を図る。 

法令・条例・要綱等 自然公園法，自然公園条例，自然環境整備計画(国立公園整備事業) 

主な財源 自然環境整備交付金(50%)，一般財源(50%) 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 3316万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

2367万 4000円 

(71%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然公園の保護に関する自然環境法，自然環境条例等の規定は，前記のとおりであ

り，国立公園についてもその趣旨が妥当するところ，岡山県は「自然環境整備計画（国

立公園等整備事業）」を策定し，かかる計画において下記の目標を明らかにしている。 
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記 

自然環境整備計画 

目標 

県内の国立公園（瀬戸内海・大山隠岐）は，優れた自然・景勝地を有し，国内外か

ら観光客が訪れているが，既存の公園施設（公衆トイレ，休息舎，標識，歩道等）に

は，老朽化しているものが多く存在し，自然や景観を損ねている。またこれらはインバ

ウンド対応ではないため外国人の利用者に不便を来すものが多い。このような背景か

ら，老朽化対策及びインバウンド対応のため，これらの設備を整備して，外国人旅行者

をはじめとする多くの観光客にとって安全で快適な利用環境を整え，利用者増加を図

る。 

（「自然環境整備計画」抜粋） 

 

本事業は，自然公園法等の法令及び自然環境整備計画の目的を全うするものであ

る。このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，本事業の国立公園の設備に関する工事と

して，次項の「２ 塩釜園地再整備事業」に記載の工事が実施されていることから，次

項の「財務事務の合規性」と同様の評価をした（内容については，次項の財務事務の合

規性の項を参照されたい。）。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度は，瀬戸内海国立公園及び大山隠岐国立公園の設備について修繕工事が

なされており，かかる事業内容は，上記の事業目的を遂行するものである。 

監査の過程において，自然公園の利用者の意見聴取の方法について確認したとこ

ろ，国定公園と同じく利用者からの意見は，市町村を通じた連絡により把握していると

のことであった。 

この点，本事業の目的は，各施設の老朽化しているものを整備することに主眼があ

り，かかる目的との関連においては，本事業の有効性を認められる。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，問題となる点は認められなかったため，その評価をＢと

した。 
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２ 塩釜園地再整備事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

塩釜園地は，大山隠岐国立公園内，蒜山三座の麓に位置し，日本

名水百選に選ばれた「塩釜の冷泉」の源泉が園地を囲むように流れ

ている。周辺には，グランピングスタイルのキャンプ施設や釣り堀

などがあり，アウトドア体験が満喫できる場所として蒜山高原屈指

の観光スポットとなっている。本園地は平成１２年に岡山県が自然

とふれあいを通じて自然への理解を深めるために湿性植物園として

整備したものである。園地内には，木橋や八つ橋が整備され，ノハ

ナショウブやイワショウブ等の貴重な植物が見学できるようになっ

ているが，木橋や八つ橋等施設の老朽化により腐食し，安全な園地

利用が困難となっているため，園地全体の再整備を行う。 

事業内容 

園地の再整備は，令和２年度～令和４年度の４ヵ年計画を予定して

いる。 

コロナ禍における観光客の早期回復を支援するため，受け入れ環

境の早急な整備を行い，整備効果の早期発現を図る。 

法令・条例・要綱等 自然公園法，自然公園条例，自然環境整備計画(国立公園整備事業) 

主な財源 国庫（1000万円），県債（990万円），一般財源（10万円） 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 2000万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

946万円 

(47.3％) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

塩釜園地は，大山隠岐国立公園内に位置していることから，本事業は国立公園であ

る大山隠岐国立公園の整備事業（自然公園設備（国立公園）事業）と同じく，その目的

に法令上の根拠を認めることができる。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，塩釜園地再整備工

事の請負契約締結について，指名競争入札に関する資料等を確認した。 

県財務規則１４６条１項は，「契約担当者は，指名競争入札に付そうとするとき

は，なるべく三人以上の入札者を指名しなければならない。」と規定しているところ，

本事業に係る請負契約の指名競争入札手続きにおいては，９社の入札があることを確認

した。その他，指名競争入札手続きについては，特段問題となる点を認めなかった。 

もっとも，落札者との間でいったん請負契約が締結されたのち，仕様の変更がなさ
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れ，仕様変更後の請負代金が落札金額より約５０％増額されている。 

かかる仕様変更の理由は，①護岸面の面積の増加，②残土処分量及び不足土搬入量

の増加，③伐採伐木工の新規計上及び④水替方法の変更等であり，このような変更が生

じた理由として，現地再精査の結果とされている。 

この点，仕様を変更する必要性が生じる場合があることは理解できるものの，当初

の落札金額と比較して請負代金が５０％増額することは，増額部分について，競争の原

理が働かず，一般競争入札手続きとした趣旨を失わせる。 

このような手続きは，指名競争入札手続きの公正性や信頼性を損ねる恐れがあり，

前記の「岡山県設計変更ガイドライン（土木工事編）」に違反していることから，その

評価をＤとした。 

 

【指摘事項５－３】請負工事の仕様の変更については，ガイドラインを遵守すること

を原則とすべきである。 

一般競争入札手続きが完了した後に請負代金を５０％増額することは，ガイドライ

ンに違反する。 

この点，自然公園を対象とした土木工事について，類型的に仕様変更の可能性が高

いことは既に述べたとおりであるが，ガイドラインを遵守することを原則とすべきであ

る。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の有効性についても，「１ (5) 自然公園設備（国立公園）事業」と同内容で

あり，評価はＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記の「(5) 自然公園設備（国立公園）事業」と同じく，本事業の効率性の評価を

Ｂとした。 
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３ 国立公園満喫プロジェクト推進事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

平成２８年度環境省が「国立公園満喫プロジェクト」を立ち上

げ，大山隠岐国立公園を含む全国８地域が重点エリアに選定された

ことから，自然公園を観光資源としてとらえ，その魅力を向上・活

用することを通じて，国内外からの誘客を促進する。 

事業内容 

蒜山エリアの取組について，国，地元市村等と連携し，次の事業

を行うことにより，国立公園の自然景観を活用した訪日客等の誘客

を促進する。 

 

(1) 国立公園満喫プロジェクト地域協議会等運営事業 

鳥取県及び真庭市等と連携を図りながら国立公園満喫プロジェク

トに係る「ステップアッププログラム」（平成 28 年 12 月策定）を

円滑に推進するため，隣接する鳥取県（大山・三徳山地域）との共

同事務局として，地域部会を開催・運営。 

 

(2) 国立公園満喫プロジェクト計画推進事業 

「ステップアッププログラム」の取組方針に基づき，インバウン

ドに対応できる人勢の育成（研修会など）やツアーの企画・実施を

行う。また，インバウンドに対応した多言語の標識設置やトイレ様

式化を含む施設リニューアルなど国立公園等の利用環境の改善を行

う。 

法令・条例・要綱等 自然公園法，自然公園条例，自然環境整備計画(国立公園整備事業) 

主な財源 国庫（516万 3000円），一般財源（954万円） 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 1407万 0300円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1396万 2000円 

(99%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

政府全体は，２０２０年の訪日外国人旅行者数を４０００万人とすることを目的と

し，「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し，かかるビジョンの１０の施策のひ

とつとして，国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化を目指し，大山隠岐

国立公園を含む８か所の国立公園でそれぞれステップアッププログラムを策定してい

る。 

かかるステップアッププログラムの一つである大山隠岐国立公園ステップアッププ

ログラム２０２５において，下記のとおり，経緯が解説されている。 
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記 

大山隠岐国立公園ステップアッププログラム２０２５ 

はじめに 

２０１６年（平成２８年）３月，政府は，成長戦略と地方創生の柱として，観光を

我が国の基幹産業へと成長させるべく，「明日の日本を支える観光ビジョン」を取りま

とめた。環境省では，同ビジョンに基づき，日本の国立公園を世界水準の旅行の目的地

とし，ブランド化を図る「国立公園満喫プロジェクト」を２０１６年度（平成２８年

度）から推進している。 

大山隠岐国立公園は，他の７国立公園とともに，同プロジェクトの取組を先行的，

集中的に実施する国立公園として選定され，これを受けて同年９月に，関係行政機関や

地域関係者で構成される「大山隠岐国立公園満喫プロジェクト地域協議会」が設立され

た。地域協議会では，同年１２月に，本プログラムの前身となる「大山隠岐国立公園ス

テップアッププログラム２０２０」を，２０１６年度（平成２８年度）から２０２０年

度（令和２年度）までの５年間を計画期間とし，具体的な取組方針を掲げるロードマッ

プとして作成した。 

以降，同プログラムに基づき，多様な主体により，２００を超える実に多角的な取

組が行われてきた。結果，大山隠岐国立公園を軸とした観光地域づくりが進められ，ま

たターゲットとしていた訪日外国人旅行者も着実に増加しつつあったが，目標としてい

た程度よりも緩やかな増加に留まっていることや，これまでの成果や課題を踏まえて取

組を発展的に持続させる必要があったことから，２０２０年（令和２年）２月の地域協

議会において，２０２１年度（令和３年度）以降も大山隠岐国立公園満喫プロジェクト

を継続することが合意された。 

（「大山隠岐国立公園ステップアッププログラム２０２５」抜粋） 

以上 

 

本事業は，上記の大山隠岐国立公園ステップアッププログラムを実現するものであ

り，国及び岡山県の環境政策に合致するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，請負工事の一般競

争入札に関する資料を確認したところ，本事業における請負工事についても，仕様の変

更がなされている（ただし，請負代金は減額されている。）。 

なお，仕様変更の理由は，「諸経費調整による減少」となされていたところ，その

詳細は確認した資料からは不明であった。 

この点，請負代金が減額される場合は，「岡山県設計変更ガイドライン（土木工事

編）」に直ちに違反するものではないことから，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

ただし，請負契約における仕様変更がやむを得ない場合があることは否定しないも

のの，一般競争入札の信頼性を担保するためには，仕様変更は可及的に差し控えるよう
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配慮すべきである。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

令和２年度の事業内容は，インバウンドに対応できる人材の育成，園地遊歩道等の

環境整備，園地内の多言語案内板の整備，支障木の伐採・廃屋撤去である（なお，イン

バウンドに対応できる人材の育成については「令和２年度においては，コロナ禍によ

り，インバウンドの観光客の来訪が見通せないことや，対面での研修会が難しい状況の

なか，①Ｗｅｂによる情報発信，②ＳＮＳ広告，③蒜山の自然と気候の基礎知識などに

ついて研修を行った。平成２９年度から令和元年度までは，例えばインバウンド対応コ

ミュニケーション機能向上，インバウンド向けツアープログラム研修，インバウンド受

け入れ研修会などを行っていた。」とのことであった。）。 

上記の各事業は，事業目的を達成するものであり，一定の有効性を認めることがで

きることから，事業の有効性はＢとした。 

もっとも，前記のとおり，自然公園の利用者の意見聴取の方法は，市町村を通じた

連絡により把握しているとのことであり，県による利用者の意見集約がなされていない

ため，例えば，園地内の多言語案内板の整備がどの程度利用者の利便性を向上している

のか検証が困難な状況にある。 

このように，事業を適切に実施するためには，利用者の意見聴取は不可欠であると

思われ，本事業については改善の余地があると思われることには留意いただきたい。 

なお，監査の過程において，令和２年度に開催された大山隠岐国立公園満喫プロ

ジェクト地域協議会の議事録を確認したところ，特段問題となる点は認められなかっ

た。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の財務事務の効率性について，特に問題となる点は認められなかったため，

その評価をＢとした。 
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４ 誘客アップに向けた自然公園設備整備事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

圏内の国立公園など自然公園ではその優れた風景を楽しむために

園地や遊歩道などを整備してきたが，長年の併用により老朽化した

施設が増加し，見た目のイメージを損なっている箇所やビューポイ

ントへの案内が不十分であるため，自然公園の魅力を活かし切れて

いない箇所がある。それらの園地などについて，案内標識の充実

や，トイレのリニューアルなどにより，自然公園のイメージの向上

や利便性の向上を図り，誘客アップにつなげる。 

事業内容 

Ⅰ 鷲羽山園地 

Ｒ２は事業なし 

 

Ⅱ 吉備路風土記の丘 

・案内板リニューアル 

・南駐車場門扉リニューアル 

景観のイメージを損なっている老朽化した案内標識等の更新

を行う。 

 

Ⅲ 王子ヶ岳・渋川園地 

・休憩舎ベンチ設置・老朽看板撤去 

展望地にある休憩舎のベンチが破損し使用禁止となっている

ため更新する。また，老朽化している看板について景観を損ね

ているため撤去を行い，園地のイメージアップを図る。 

・野営場整備（渋川園地） 

老朽化して著しく破損している箇所があり危険なため，玉野

市と協議を進めながら早急に再整備（または撤去）を行う。 

法令・条例・要綱等 
自然公園法，自然公園条例，自然公園等設定技術指針（環境省），

自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 4325万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

3670万 6000円 

(84%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，自然公園のイメージ向上や利便性の向上を図ることを目的としており，

その目的は，自然公園法，自然公園条例及び自然保護基本計画等に合致する。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 
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次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，吉備路風土記の丘

ベンチ設置工事及び王子ヶ岳渋川野営場再整備工事の契約手続きに関する資料を確認し

た。 

前者の工事は，随意契約（委託金額：１１２万２０００円，委託先：株式会社ニシ

ガーデン）の方式，後者の工事は一般競争入札（最低制限価格：１４３０万（税別），

予定価格：１５９２万円（税別），落札金額：１４３０万円（税別），委託先：株式会

社フミタ組）の方式で締結されていた。 

この点，随意契約については，工事金額が２５０万円未満であって少額随意契約を

締結することができる場合にあたり，かつ，見積もりが３社から提出され，もっとも低

額の見積書を提出した業者と契約が締結されていること等を確認したことから，特段問

題となる点は認められなかった。 

次に，一般競争入札の手続きであるが，８社からの入札があり，落札者を含め７社

が最低金額での入札があったため，くじで落札者が決定されていたことを確認した。 

また，落札者が決定した後，①仮設道（敷鉄板，大型土のう）の数量の減（「当

初，進入路の狭小区間は，大型土のうと敷鉄板敷設により安全な幅員を確保する予定で

あったが，施工業者と協議の結果，使用する重機の大きさを工夫することにより，現道

の幅員のままで安全性を確保できることから敷鉄板と大型土のうの数量を減とするも

の），②デッキサイト出入口部の追加（「当初，デッキサイトの出入口部の施工は，遊

歩道再整備の計画が完成してから着手する予定となっていたが，関係機関との協議の結

果，遊歩道は既設をそのまま使用することになった。出入口部が未施工の場合，デッキ

サイトと遊歩道の間に隙間ができる危険なことから，安全性を確保するため，本工事で

対応するもの」）及び③その他（「その他数量の物は現地再精査の結果による。」）と

いう理由で使用が変更され，結果として，契約金額が６７万円（税別）増額されること

となった。 

上記の仕様変更について，やむを得ない事由があり，変更後の金額もそれほど高額

ではなく当初の予定価格の範囲内の金額であって，前記ガイドラインに違反するもので

はないことから，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

ただし，容易に仕様の変更が認められると一般競争入札手続きに付した意味が失わ

れる恐れがあることに留意する必要がある。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，自然公園のイメージ向上のため，施設の改修等を行うものである

（なお，「１ 自然公園事業」の各事業との違いは，「１ 自然公園事業」の各事業

は，自然公園内の設備の必要最小限度の維持管理を行うものであるが，本事業は，最小

限の維持管理ではなく，イメージ向上に向けた改修等を行うものである。）。 

前記のとおり，利用者からの意見は，市町村を通じた連絡により把握しているとの

ことであるものの，利用者からの指摘（例：公園内の設備の損壊等に関する指摘等）に
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対応するものが中心で，積極的に利用者の意見を聴取しているわけではないとのことで

あった。 

この点，本事業は，国定公園等について最小限の維持管理ではなく，訪問客を増加

させるためのイメージ向上に向けた改修等を行うものであり，積極的に利用者の意見を

聴取する必要があるが，かかる観点から，現状では自然公園の利用者の意見を十分に聴

取できていないと言わざるを得ない。 

このように，本事業は，「１ 自然公園事業」の各事業よりも多額の予算を投じる

事業であることや誘客アップを目的としていることから，その投資の有効性を検証する

必要性が高い。 

このように利用者の意見聴取の点において，改善の余地があると思われることか

ら，事業の有効性の評価をⅮとした。 

 

【指摘事項５－４】自然公園の利用者の意見を可及的に広く集めることを検討すべき

である。 

本事業の有効性を検証するにあたり，実際の国定公園の利用者数のみではなく，利

用者の意見を聴取することは重要であると思われる。例えば，利用者がどの地域から国

定公園を訪問しているか等を把握することで，国定公園の運営に生かすことが可能とな

る。このように，国定公園の運営に当たっては，利用者の意見収集について検討すべき

である。 

なお，本事業は，自然公園のイメージの向上や利便性の向上を図り，誘客アップに

つなげることを目的とする事業であり，執行された予算と観光客の増加の効果につい

て，仔細に検討されるべき必要があることから，本事業については，指摘事項とした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前項において検討したとおり，事業の成果について十分に把握できておらず，事業

の効率性について，明確に判定することができないことから，事業の効率性の評価をＣ

とした。 
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５ 観光客アトラクト推進事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

大山隠岐国立公園は蒜山，毛無山等の山岳の魅力的な景観を持つ

地域であり，特に蒜山三座及びその裾野に広がる蒜山高原は岡山県

屈指の観光スポットとなっている。 

もっとも，新型コロナウイルス感染症対策としての外出自粛によ

り減少したため，国内外からの観光客の増加を図る。 

事業内容 

山隠岐国立公園は蒜山，毛無山等の山岳の魅力的な景観を持つ地

域であり，特に蒜山三座及びその裾野に広がる蒜山高原は岡山県屈

指の観光スポットとなっている。 

大山から蒜山を結ぶ蒜山大山スカイラインと蒜山高原線の交差点

（Ｔ字路）に多言語案内看板を設置して，当地が「大山隠岐国立公

園」であると宣伝し，観光客の増加を図る。 

なお，本箇所は，豪雪地域であるため，秋季までに案内看板の設

置を完了したい。 

法令・条例・要綱等 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付制度要綱 

主な財源 地方創生臨時交付金（国庫）300万円 

エコビジョン2020目標 
自然公園利用者数

145万人 
2019年度達成状況 

自然公園利用者数 

110万人 

令和２年度予算 300万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

214万 5000円 

72(%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

 国が策定した「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」は，

下記のとおり，その目的を定めている。 

記 

第１ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の目的 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は，「新型コロナウイルス感染

症緊急経済対策」（令和２年４月２０日閣議決定）の全ての事項並びに「国民の命と暮

らしを守る安心と希望のための総合経済対策」（令和２年１２月８日閣議決定）に掲げ

る新型コロナウイルス感染症の拡大防止策及びポストコロナに向けた経済構造の転換・

好循環の実現の２つの柱（以下「経済対策」と総称する。）についての対応として，地

方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施でき

るよう，地方公共団体が作成した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実

施計画（以下「実施計画」という。）に基づく事業に要する費用に対し，国が交付金を

交付することにより，新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けて
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いる地域経済や住民生活の支援，家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応，「新

しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応，ポストコロナに向けた経済構

造の転換・好循環の実現（以下「新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の

影響を受けている地域経済や住民生活の支援等」と総称する。）を通じた地方創生を図

ることを目的とする。 

以上 

 

岡山県は令和２年度第２回実施計画において，本事業を掲げ，新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を受領しているが，本事業は，上記交付金の実施計画に

基づく事業であることを確認した。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，大山隠岐国立公園

案内標識設置工事の契約手続きに関する資料を確認した。 

上記の工事は，随意契約（委託金額：２２０万円，委託先：株式会社菱川グリー

ン）の方式で締結されていた。 

この点，随意契約については，工事金額が２５０万円未満であって少額随意契約を

締結することができる場合にあたり，かつ，見積もりが３社から提出され，もっとも低

額の見積書を提出した業者と契約が締結されていること等を確認したことから，特段問

題となる点は認められなかった。 

以上の点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の具体的な内容は，蒜山大山スカイラインと蒜山高原線の交差点（Ｔ字路）

に多言語案内看板を設置して，当地が「大山隠岐国立公園」であると宣伝するというも

のである。 

監査の過程において，観光客の増加のために，多言語案内看板設置という方法を選

択した理由について確認したところ，大山隠岐国立公園の岡山県側には，国立公園を示

す多言語案内看板が未設置であったため，公園のＰＲに資するために実施したとの回答

を得た。 

もっとも，監査人の「多言語案内看板を設置することでどの程度の観光客の増加を

見込まれていますでしょうか。観光客の増加見込みとその根拠をご教示ください。」と

の質問に対し，「国では国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化を図

ることを目標に，訪日外国人の利用増を目指す取組がなされており，備えるべき施設と

して，観光客の利便性に配慮して設置したものであり，県独自の成果指標の設定は必要

ないと考える。」との回答がなされている。 

確かに，多言語案内看板の設置という事業内容と観光客の増加との因果関係を定量

的に測定することは困難であり，事業効果の検証が容易ではないことは理解できる。 
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もっとも，本事業は，国庫の補助で賄われるとはいえ，公金を投じて実施する事業

である以上，成果の検証方法を検討することは不可欠であり，なんらの成果指標もなけ

れば，今後事業を継続すべきかの判断をすることや今後の改善点を把握することは困難

である。 

このように，本事業の成果の判定に関して，改善の余地があると思われることか

ら，事業の有効性の評価をⅮとした。 

 

【指摘事項５－５】定量的な効果測定が困難な場合でも成果指標を設けるべきであ

る。 

本事業のように投資した金額の成果を定量的に測定することが困難であることは理

解できる。 

もっとも，例えば自然公園の利用者に対してアンケートを実施し，その際に看板を

認識したかについて質問すること等も考えられる。 

このように，本事業の成果を把握しつつ，成果に対して一定の指標を設けることは

可能であると思われることから，成果指標の設定を検討すべきである。 

なお，本事業は，前項の事業と同じく，国内外からの観光客の増加を図ることを目

的とする事業であり，執行された予算と観光客の増加の効果について，仔細に検討され

るべき必要があることから，本事業については，指摘事項とした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の有効性において検討したとおり，本事業の成果を検証することができないこ

とから，投資された金額と本事業の成果が均衡しているのか判断ができない。 

このように事業の効率性の検証が困難となっている現状については，問題と言わざ

るを得ないことから事業の効率性の評価をＣとした。 
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６ 自然環境保全審議会運営事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 岡山県自然環境保全審議会を運営すること。 

事業内容 

県立自然公園の指定，公園計画の決定，県自然環境保全地域等の

指定，指定希少野生動植物の指定，鳥獣保護区等の設定，温泉の掘

削，増掘及び動力装置の許可等を審議する。 

法令・条例・要綱等 自然環境保全法５１条，自然環境保全審議会条例 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 99万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

69万円 

(69%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然環境保全法５１条は，「都道府県に，都道府県における自然環境の保全に関す

る審議会その他の合議制の機関を置く。」と規定し，かかる法律の規定を踏まえ，自然

環境保全審議会条例は，下記のとおり，規定している。 

記 

（設置） 

第１条 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第５１条第１項に規定する審議会

その他の合議制の機関として，岡山県自然環境保全審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は，鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８

号）及び温泉法（昭和２３年法律第１２５号）の規定によりその権限に属させられ

た事項を調査審議するほか，知事の諮問に応じ，自然環境の保全に関する重要事項

を調査審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は，委員４０人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は，学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命す

る。 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期
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は，前任者の残任期間とする。 

３ 委員は再任されることができる 

（「自然環境保全審議会条例」抜粋） 

 

本事業の目的は，自然環境保全法及び自然環境保全審議会条例に基づき，自然環境

保全審議会を運営することにあり，その目的は法令等に適合するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，財務事務の執行について，特段問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度に開催された自然環境保全審議会の議事録を確認

したところ，事業の有効性について特段問題となる点は認められなかったため，本事業

の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

予算の段階では，自然環境保全審議会の全体会及び部会のいずれも，民間のホテル

等を利用することが想定されているものの，執行の段階では参加者の利便性等を考慮し

て，会場を選定しており，必ずしも民間のホテルを利用するわけではないとのことで

あった。 

このように事業の効率性については直ちに問題となる点は認められなかったため，

その評価をＢとした。 

ただし，会場の選定に当たっては，同じ目的を達成するために安価な会場の選定等

を検討すべきである。 
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７ 自然保護推進員活動事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 
郷土の美しい自然の保全に努めるとともに，県民に自然保護の重

要性を広く普及・啓発すること。 

事業内容 

・自然公園や自然保護地域などの指定地域内の巡視と管理状況の把 

握 

・自然の保護に関する情報の収集及び普及啓発 

・生物多様性に関する情報の収集及び普及啓発 等 

法令・条例・要綱等 自然保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
自然保護推進人の

数：100人 
2019年度達成状況 

自然保護推進人の

数：52人 

令和２年度予算 24万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

17万 5000円 

(72%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然保護条例３９条は，下記のとおり，規定している。 

記 

自然保護条例 

（自然保護推進員） 

第３９条 知事は，県民が自ら自然の保護を推進するため，知事が定めるところによ

り，県民のうちから自然保護に関する指導等を行う自然保護推進員を委嘱すること

ができる。 

（「自然保護条例」抜粋） 

 

自然保護基本計画 

○自然公園指導員等との連携による適正な利用指導（環境文化部） 

自然公園指導員や自然保護推進員などと連携し，動植物の捕獲・採取や損傷，地形

の改変などの問題が生じないよう自然公園などの適正な利用指導に努めます。 

（「自然保護基本計画」１２頁抜粋） 

 

本事業は，自然保護条例及び自然保護基本計画に基づき，自然保護推進員を設置

し，自然の保護や生物多様性に関する情報の収集及び啓発を行うことを目的としてお
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り，かかる事業目的は自然保護条例及び自然保護基本計画の趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，財務事務の執行について，問題となる点は認められなかった。 

これらの点を考慮して，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の進め方について確認したところ，下記のとおり，事業を進めるとのことで

あった。 

記 

① 推進員を公募し，市町村の推薦により知事が委嘱する(委嘱期間２年 再委嘱 

可)。 

② 推進員の活動はボランティアとし，県の負担でボランティア保険に加入する。 

③ 概ね３カ月に１回程度，稼働報告書を提出する。 

以上 

 

監査の過程において，自然保護推進員の応募状況について確認したところ，令和元

年度は６４名，令和２年度は５９名であるとのことであった。 

また，推進員の報告書の有無及び内容を確認したところ，適正に保管されているこ

とを確認した。 

その他，事業の有効性について問題となる点は認められなかったため，事業の有効

性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

予算の段階では，自然保護推進員研究会について，民間のホテル等を利用すること

が想定されているものの，執行の段階では参加者の利便性等を考慮して，会場を選定し

ており，必ずしも民間のホテルを利用するわけではないとのことであった。 

このように事業の効率性については直ちに問題となる点は認められなかったため，

その評価をＢとした。 

ただし，会場の選定に当たっては，同じ目的を達成するために安価な会場の選定等

を検討すべきである。 
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８ 自然環境保全推進（自然保護地域等保護管理）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

１００年生前後のブナを中心とした県下最大級の貴重で，学術的

にも重要な天然林を有する毛無山や，静かな海面，点在する多くの

島々，白砂青松の自然海浜，段々畑など，自然と人文景観が一体と

なって独特の親しみ深い景観をつくり出している瀬戸内海国立公園

などの自然環境の保全を目的としている。 

事業内容 

(1) 大規模天然林毛無山の管理委託 

大規模天然林毛無山の自然環境を保全する目的で公有化した土地

（県有地）の管理委託をする。 

 

(2) 国立公園内（倉敷玉野地域）の清掃活動への補助金 

倉敷玉野地域国立公園美化推進協議会が行う美化清掃活動に対し

て補助金を交付する。 

法令・条例・要綱等 自然保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 149万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

148万円 

(99%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然保護条例及び自然保護基本計画は，下記のとおり，規定している。 

 

記 

自然保護条例 

（県自然環境保全地域の指定） 

第１４条 知事は，その区域における自然環境が自然環境保全法（昭和四十七年法律第

八十五号）第二十二条第一項に規定する自然環境保全地域に準ずる土地の区域であ

つて次の各号のいずれかに該当する土地の区域のうち，自然的社会的諸条件からみ

て当該自然環境を保全することが特に必要なものを岡山県自然環境保全地域（以下

「自然環境保全地域」という。）として指定することができる。 

一 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域（これと一体

となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。） 

二 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域（これと一体となつて自然環境を形成
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している土地の区域を含む。） 

（「自然保護条例」１４条１項抜粋） 

自然保護基本計画 

○大規模天然林の保全（環境文化部） 

県下最大規模のブナ林を中心とした貴重な天然林を有する毛無山の自然環境を適正

に保全するとともに，県民が広く自然に親しむことのできる場として活用されるよう，

適切な維持管理を行います。 

（「自然保護基本計画」１１頁抜粋） 

 

本事業の目的は，天然林を有する毛無山や，独特の親しみ深い景観をつくり出して

いる瀬戸内海国立公園などの自然環境の保全を目的としており，本事業の目的は，自然

保護条例及び自然保護基本計画に合致するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行に関し，監査の過程において，委託に関する資料及び補助金

の交付に関する資料を確認した。 

この点，委託先との契約は，予定価格が県財務規則に定める金額を超えない金額で

あるとして，少額随意契約の方式でなされていた。 

また，本事業の特徴を踏まえると，本事業の委託は「契約内容の特殊性により，相

手方が特定されるとき。」といえる。 

この点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，前記の目的を達成するため，①毛無山の管理委託及び②国立公園内（倉

敷玉野地域）の清掃活動への補助金を交付するものであり，かかる事業内容は，目的に

沿うものであることから，事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性については，特段問題となる点を認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 
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９ 希少野生動植物保護事業 

(1) 希少野生動植物保護（条例施行）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

希少野生動植物の現状調査や保護実施地域での啓発活動のほか，

知事が委嘱した指定希少野生動植物保護巡視員（保護巡視員）のた

めの研修会の開催等の事業を実施する。 

事業内容 

(1) モニタリング調査の実施 

条例指定種の生息・生育状況を把握し，今後の保護活動に反映さ

せるほか，近年増大する盗掘，密猟等の捕獲圧や外来種による食害

などの対策検討のため，専門家（希少野生動植物保護専門員）等に

よるモニタリング調査を実施する。 

 

(2) 条例指定種普及啓発活動の実施 

条例指定種の現状に応じて，保護専門員等の専門家を講師に保護

巡視員を対象とした研修会を開催し，保護活動に必要な情報交換等

を行う。また専門家及び生息・生育地域の住民の協力を得ながら，

希少野生動植物の保護の必要性について，広く県民及び事業者の理

解を深めるための施策を実施する。 

 

(3) ボランティア保険への加入 

保護巡視員による巡視活動中の不慮の事故等に備えるため，ボラ

ンティア保険に加入する。 

法令・条例・要綱等 希少野生動植物保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 

希少野生動植物の

保護に取り組む地

域数：12 

2019年度達成状況 

希少野生動植物の保

護に取り組む地域

数：11 

令和２年度予算 32万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

22万 8499円 

(71%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

希少野生動植物保護条例及び自然保護基本計画は，野生動植物の管理について，下

記のとおり，定めている。 

記 
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希少野生動植物保護条例 

（県の責務） 

第３条 県は，野生動植物が置かれている状況を常に把握するとともに，希少野生動植

物の保護に関する総合的な施策を策定し，及び実施する責務を有する。 

２ 県は，希少野生動植物の保護に関する施策の実施に当たっては，その保護に熱意を

有する県民，事業者又はこれらの者が組織する団体と協働して取り組むものとす

る。 

３ 県は，希少野生動植物の保護の必要性について，県民及び事業者の理解を深めるた

め，普及啓発等適切な措置を講ずるものとする。 

（「希少野生動植物保護条例」抜粋） 

 

自然保護基本計画 

○希少野生動植物保護条例に基づく保護管理（環境文化部） 

絶滅のおそれのある希少野生動植物について，「岡山県希少野生動植物保護条例」

に基づき，特に保護を図る必要のあるものを指定希少野生動植物に指定し，捕獲などを

規制するとともに，生息・生育地の市町村をはじめ，指定希少野生動植物保護巡視員な

ど様々な主体と協働し，その生息・生育環境を含め，保護活動を推進します。 

 

○国内希少野生動植物の保護（環境文化部） 

国及び市町村と連携し，種の保存法により指定されている国内希少野生動植物の状

況や保護について普及啓発を進めるとともに，地域の保護活動に対する支援を推進しま

す。 

（「自然保護基本計画」２０頁抜粋） 

 

本事業は，上記の条例が定める県の責務を遂行するため，希少野生動植物の現状調

査や保護実施地域での啓発活動等条例遂行のために必要となる事業を実施することを目

的とするものであり，条例の趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，財務事務の執行について，問題となる点は認められなかったため，本事業

の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，①令和２年度の研修会の開催実績，②パンフレット及びクリ

アファイルの配布実績並びに③モニタリング調査の結果の活用方法について確認したと

ころ，①令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で研修会の開催はなかったこ

と，②研修会の開催がなかったことに伴いパンフレット及びクリアファイルの配布はな

かったこと及び③モニタリンク調査の結果を踏まえ，希少野生動植物の生育，育成状況
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を随時把握し課題が生じれば対策を検討して実施していること（具体例としては，希少

性植物の育成地の雑草等の浸蝕に対応する草刈り，猪の食害対策を実施していること）

を確認した。 

このように，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影響で本来予定していた

事業は実施されなかったものの，本事業の内容は，事業目的に沿うものであり，モニタ

リング調査の結果も適切に活用されていることを踏まえ，事業の有効性についてはＢと

した。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，問題となる点は認められなかったため，Ｂとした。 
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(2) 希少野生動植物保護（保護推進活動支援）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

希少野生動植物の保護について，必要な調査・助言等を行うため

希少野生動植物保護専門員を派遣し，自然保護団体等が実施する保

護推進事業や生息・生育地の維持管理作業等に必要な支援を行うこ

とで，協働による指定希少野生動植物の保護施策を推進する。 

事業内容 

(1) 希少野生動植物保護専門員の派遣 

保護推進事業による指定希少野生動植物の保護の取り組みが専門

的な見識を踏まえて進められるよう，専門員の活動計画又は保護推

進事業に取り組む団体等からの要請等に応じて希少野生動植物専門

員を派遣する。 

 

(2) 生息・生育地等の維持管理作業支援 

保護推進事業の実施において，指定希少野生動植物の生息・生育

地の維持管理作業を行う団体等に対し，作業や巡視に必要な用具等

を購入し貸与する。また希少種の保護を呼びかける看板等を設置す

る。 

法令・条例・要綱等 希少野生動植物保護条例 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 

希少野生動植物の

保護に取り組む地

域数：12 

2019年度達成状況 

希少野生動植物の保

護に取り組む地域

数：11 

令和２年度予算 28万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

16万 3548円 

(58%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

希少野生動植物保護条例２６条は，希少野生動植物の保護に関する啓発活動等につ

いて，下記のとおり，規定している。 

記 

希少野生動植物保護条例 

（希少野生動植物保護専門員） 

第２６条 知事は，希少野生動植物の保護に熱意と識見を有する者のうちから，その保

護に関し必要な啓発，調査，助言等を行う希少野生動植物保護専門員を委嘱するこ

とができる。 

２ 希少野生動植物保護専門員に関し必要な事項は，知事が別に定める。 

（「希少野生動植物保護条例」抜粋） 
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本事業は，希少野生動植物の保護について，必要な調査・助言等を行うため希少野

生動植物保護専門員を派遣し，希少野生動植物の保護推進事業や生息・生育地の維持管

理作業等に必要な支援を行うこと等を目的としており，上記条例の趣旨に適うものであ

る。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，財務事務の執行について，問題となる点は認められなかったため，本事業

の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の保護専門員の派遣実績を確認したところ，下記

のとおり，回答を得た。 

記 

No 事業内容 回数 場所 

１ サクラソウ保全活動 ５回 真庭市自生地 

2 ミズアオイ種まき会 1回 倉敷市自生地 

3 ミズアオイ保全活動 4回 同上 

4 ミズアオイ観察会 1回 同上 

5 ナガレタゴガエル現地調査 4回 鏡野町生息地等 

6 ナガレタゴガエル現地視察研修会 1回 津山市生息地 

7 エヒメアヤメ保全活動 2回 笠岡市自生地 

8 ミチノフクジュソウ保全活動 3回 高梁市自生地 

 

また，令和２年度の保護専門員の活動に関する報告書を確認したところ，活動に関

して詳細な報告がなされていることを確認した。 

さらに，令和２年度における用具の貸し出し状況を確認したところ，チップソー及

び混合燃料等の貸出があったとの回答を得るとともに貸出しに関する資料を確認した。 

以上のとおり，本事業については，事業目的に沿って実施されており，その有効性

については問題となる点は認められなかったため，事業の有効性をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，問題となる点は認められなかったため，Ｂとした。 
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(3) 希少野生動植物保護（レッドデータブック等更新）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

絶滅の恐れのある野生生物の現状を明らかにし，保護の重要性の

周知を図るとともに，環境アセスメントの審査や開発行為と自然保

護との調整等保護対策の基礎資料として活用するため，岡山県は，

平成１５年に岡山県野生生物目録及び岡山県版レッドデータブック

を発刊し，概ね１０年毎に改訂を行うとともに，緊急に保護が必要

な種については，適宜補遺を作成してきた。 

このような経緯を踏まえ，次期レッドデータブック改定等に向

け，刻々変化している県内の野生生物の生息・生育環境などの変化

を追跡調査し，継続的なデータ収集と検討を行う。 

事業内容 

(1) 岡山県版レッドデータブック次期改定に向けた取組 

県内の野生動植物の現況把握に必要となる野生生物データベース

の見直し，再構築する業務を委託する。 

 

(2) 事務局経費 

上記業務を実施する岡山県野生動植物調査検討会の運営に必要な

経費を支出する。 

法令・条例・要綱等 希少野生動植物保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 

希少野生動植物の

保護に取り組む地

域数：12 

2019年度達成状況 

希少野生動植物の保

護に取り組む地域

数：11 

令和２年度予算 340万 8000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

340万 7800円 

(100%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

前記のとおり，希少野生動植物保護条例３条は，野生動植物の管理における県の責

務として，野生動植物が置かれている状況を常に把握すること（１項）及び希少野生動

植物の保護の必要性について，普及啓発等適切な措置を講ずること（３項）を規定して

いる。 

また，レッドデータブックに関し，自然保護基本計画は下記のとおり規定してい

る。 

記 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 388 - 

自然保護基本計画 

○「岡山県版レッドデータブック２０２０」を活用した普及啓発（環境文化部） 

開発行為と自然保護との調整における基礎資料として，「岡山県版レッドデータ

ブック２０２０」を活用するとともに，その内容を公表し，希少野生動植物の保護につ

いて，県民の理解を深め，身近な地域における保護活動を促進します。 

 

○希少野生動植物の情報収集，データベース化（環境文化部） 

希少野生動植物について，絶滅の危機の原因を明らかにし，適切な保護施策につな

げるために，「岡山県野生生物目録」の情報整理，データベース化を図るとともに，

「岡山県版レッドデータブック」の次期改訂に向けた情報収集，基礎調査を進めます。 

（「自然保護基本計画」２０頁） 

 

本事業は，上記の条例が定める県の責務及び自然保護基本計画の具体的な計画を遂

行するため，刻々変化している県内の野生生物の生息・生育環境などの変化を追跡調査

し，継続的なデータ収集と検討を行うことを目的とするものであり，条例及び自然保護

基本計画の趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行に関し，監査の過程において，委託事務に関する書類を確認

したところ，本事業の委託契約は，随意契約（委託先：岡山県野生動植物調査検討会，

委託金額：２５６万６３００円）の方式でなされており，その理由は，事業内容から一

般競争入札によることが「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」（地方自治法

施行令１６７条の２．２号）に該当するためであるとのことであった。 

この点，レッドデータブックの基礎となるデータの継続性を確保する必要や本事業

の特殊性を考慮すれば，本事業の委託が随意契約によることについて合理性を認めうる

と考える。 

また，本事業の特徴を踏まえると，本事業の委託は「契約内容の特殊性により，相

手方が特定されるとき。」といえる。 

以上の点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，レッドデータブックの活用状況について確認したところ，

レッドデータブックは，①環境アセスメント，自然保護協定に係る基礎資料として活用

していること，②ＨＰに掲載するとともに，関係行政機関，市町村，市町村教育委員

会，公共図書館，大学図書館，関係施設に配布して周知していること及び③岡山県自然

保護センターにおいて県民を対象にした普及啓発講演等を実施する際に利用していると

の回答を得た。 

上記のレッドデータブックの利用状況は，事業目的に適うものであるから，事業の
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有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性については，特に，問題となる点は認められなかったため，その評価

をＢとした。 

 

  

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 390 - 

１０ 鳥獣保護区設定事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

鳥獣保護管理法に基づき，鳥獣保護区等を設置するとともに，生

育数が減少しているキジについて，放鳥を実施する。 

また，愛鳥思想の普及啓発を図るため，池田動物園を鳥獣保護セ

ンターとして指定し，傷病鳥獣の保護・看護を実施する。 

事業内容 

(1) 鳥獣保護区，特定猟具使用禁止区域に制札や案内板を設置 

岡山県が制札や案内板を設置する。 

 

(2) キジの放鳥事業 

岡山県猟友会に委託する。 

 

(3) 高病原性鳥インフルエンザ調査事業 

岡山県が調査事業を実施する。 

 

(4) 鳥獣保護センター運営業務委託 

池田動物園に業務を委託する。 

法令・条例・要綱等 
鳥獣保護管理法，鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施する

ための基本的な指針，第１２次鳥獣保護管理事業計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 2012万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

1796万 3000円 

(89%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

鳥獣の保護及び管理等に関する法体系は下記のとおりである。 

記 

鳥獣保護法 

（基本指針） 

第３条 環境大臣は，鳥獣の保護及び管理を図るための事業（第三十五条第一項に規

定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に

規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。）を実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 
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（鳥獣保護区） 

第２８条 環境大臣又は都道府県知事は，鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案

して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは，それぞれ次に掲げ

る区域を鳥獣保護区として指定することができる。 

一 環境大臣にあっては，国際的又は全国的な鳥獣の保護のため重要と認める区域 

二 都道府県知事にあっては，当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため重要と認め

る区域であって，前号に掲げる区域以外の区域 

２ 前項の規定による指定又はその変更は，鳥獣保護区の名称，区域，存続期間及び

当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。 

（「鳥獣保護法」抜粋） 

 

鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針（国） 

第一 （省略） 

第二 鳥獣保護区，特別保護地区及び休猟区に関する事項 

鳥獣保護管理事業計画には，都道府県知事が指定する鳥獣保護区（以下Ⅲにおいて

「鳥獣保護区」という。），特別保護地区（以下Ⅲにおいて「特別保護地区」とい

う。）及び休猟区に関する事項として，以下の事項を盛り込む。 

１ 鳥獣保護区指定の目的と意義 

  鳥獣保護区は，狩猟を禁止し，鳥獣の安定した生存を確保するとともに，多様な鳥

獣の生息環境を保全，管理及び整備することにより，鳥獣の保護を図ることを目的

として指定されるものであり，これらを通じて地域における生物多様性の保全に資

するものである。 

２ 鳥獣保護区の指定方針 

  鳥獣保護管理事業計画の作成に当たっては，地域の実情に応じ，以下のような観点

から計画期間を通じた鳥獣保護区の指定に関する中長期的な方針を明記する。ま

た，鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に当たっては，鳥獣の専門家，関係地方公

共団体，農林水産業団体，狩猟者団体，自然保護団体等の地域の関係者の合意形成

に努める。その際には，地域の自然的社会的特性を踏まえ，農林水産業等の人間の

活動と鳥獣との適切な関係の構築が図られるよう十分留意する。特に，指定する区

域周辺での農林水産業被害等に対しては，鳥獣保護区内における鳥獣の管理のため

の捕獲の適切な実施により，指定に関する関係者の理解が得られるよう適切に対応

する。鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に当たっては，環境大臣が指定する鳥獣

保護区及び特別保護地区の指定の計画との整合性に留意するとともに，鳥獣保護区

等の保護に関する指針においては，１に示した鳥獣保護区指定の目的と意義を踏ま

え，鳥獣保護区や保護対象鳥獣の特性に応じた保護に関する指針を明確に示す。 
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第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項 

１ （省略） 

２ 放鳥獣等 

(1) 鳥類 

ア 基本的考え方 

狩猟鳥類の生息適地であって，当該狩猟鳥類の増加を図るために必要と認められる

箇所であり，被害のおそれがなく，放鳥の効果が認められ，放鳥計画を作成した場合に

は，同計画に基づき必要な個体数を放鳥できる。 

また，その際，猟区制度の積極的な活用を図る。放鳥を取りやめる場合は，当該鳥

類の保護規制の活用等により，当該地域の狩猟資源が過剰に捕獲されることのないよう

留意する。 

 

イ 放鳥の取扱い 

1) 放鳥する鳥類の種類及び数量 

放鳥する鳥類の種類については，ヤマドリ，キジ等とし，外来鳥獣等を除く。数量

については，鳥類の生息状況の推移を勘案して設定する。 

 

2) 放鳥に際しての留意事項 

放鳥については，下記の点に留意する。 

① 放鳥に当たっては，必要に応じて，対象鳥類の生息状況や放鳥場所の環境等の事前

調査及び放鳥後の追跡調査を実施して，放鳥効果の分析を行う。 

② 放鳥後の追跡調査に当たっては，放鳥する個体に標識を付して，当該地域での定着

状況を調査する。 

③ 放鳥個体の定着率が低い場合においては，当該放鳥事業の見直しを行うとともに，

必要に応じて放鳥場所の生息環境の整備や放鳥個体の野生順化等の事業の効果を高

めるための取組を行う。 

④ 特有の生態系を有する島しょであって，生態系保護上悪影響を及ぼすおそれのある

場合には放鳥しない。 

⑤ 放鳥する鳥類が，生息地又は餌の競合，病原体の伝搬等により人や鳥獣に悪影響を

及ぼすおそれのないものであること。特に，高病原性鳥インフルエンザが発生して

いる際には，放鳥事業用のキジ，ヤマドリ等を育成する農家等に対して，衛生管理

の徹底や個体についての健康状態の確認等の要請を検討するとともに，それらを踏

まえて放鳥事業実施の一時的な見合わせについて検討する。 

⑥ 放鳥しようとする場合は，地域個体群間の交雑を防止するため，放鳥しようとする 

地域に生息する地域個体群に含まれる個体を放鳥する。 

（「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」抜粋」 
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第１２次鳥獣保護管理事業計画（岡山県） 

第一 （省略） 

第二 鳥獣保護区，特別保護区及び休猟区に関する事項 

１ 鳥獣保護区の指定 

(1) 方針 

① 指針移管する中長期的な方針 

鳥獣保護区は，狩猟を禁止し，狩猟鳥獣の安定した生存を確保するとともに，多様

な鳥獣の生活環境を保全，管理及び整備することにより，鳥獣の保護を目的として指定

されるものであり，これらを通じて地域における生物多様性の保全に資するものであ

る。本件の鳥獣保護（県指定）は，第１１次鳥獣保護管理事業計画期間終了時点で６５

箇所，２６，６０８ｈａを指定している。 

一方，中山間地域等においては，過疎化，高齢化，耕作放棄地の増加といった社

会・経済活動や生息環境の変化など様々な要因から，イノシシ，ニホンジカ，ニホンザ

ル及びカワウ等による農林水産被害が依然として深刻な状態にあり，鳥獣保護区の指定

による被害の増大等を懸念する声があるのも実情である。 

このため，鳥獣の適切な保護を図り，生物多様性の保全に資するため，環境大臣の

定める基準により，第１次～第１１次鳥獣保護管理事業計画において指定してきた鳥獣

保護区を極力更新することを原則とするが，農林水産業等の人間の活動と鳥獣との適切

な関係の構築が図られるよう十分留意する。 

なお，指定期間は，原則１０年とする。 

② （省略） 

 

第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項 

１ （省略） 

２ 放鳥獣 

(1) 方針 

第１１次鳥獣保護管理事業計画期間中には，人工増殖したキジについて孵化後１２

０日令以上のものと成長を合わせて１１，５７０羽放鳥した。本計画期間中において

も，次の点に留意しながら，７，０００羽放鳥する。 

・放鳥場所は，キジの生息及び繁殖の環境等を考慮しつつ，鳥獣保護区等から選定す

る。 

・放鳥後の定着状況を把握するため，放鳥するキジには標識を付し，標識回収による追

跡調査を実施する。 

・高病原性鳥インフルエンザが発生している際には，キジ生産者に対して衛生管理の徹

底や個体についての健康状態の確認等の要請を検討するとともにそれらを踏まえて

放鳥事業実施の一時的な見合わせの必要性を検討する。 
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(2) （省略） 

（「第１２次鳥獣保護管理事業計画」６頁抜粋） 

 

本事業は，鳥獣保護法及び環境省が策定した鳥獣の保護及び管理を図るための事業

を実施するための基本的な指針を受けて，岡山県が作成した第１２次鳥獣保護管理事業

計画に基づいて，鳥獣保護区の管理，キジの放鳥等を行うことを目的とするものであ

り，その事業目的は法律および基本計画に合致する。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，放鳥事業の委託に

関する資料を確認したところ，かかる委託事業は随意契約（委託予定金額：７７５万７

７５０円）であり，委託先は一般社団法人岡山猟友会とされていた。 

なお，随意契約とされた理由について，キジの生産及び放鳥について専門的な知識

が必要とされていること，委託先は昭和３９年から放鳥事業を実施しておりキジの人工

増殖や生息適地等を熟知しているため，本事業を遂行できる唯一の業者である旨の説明

がなされていた。また，見積書は委託先からの見積書のみ存在を確認した。 

この点，本事業の特徴を踏まえると，本事業の委託は「契約内容の特殊性により，

相手方が特定されるとき。」といえる。 

以上の点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

 本事業の内容は，鳥獣保護区，特定猟具使用禁止区域に制札や案内板を設置するこ

とキジの放鳥をすること等であり，事業目的に沿うものである。 

したがって，本事業の有効性の評価をＢとした。 

ただし，監査の過程において，平成３０年度から令和２年度までのキジの生息数の

推移について確認したところ，不明であるとの回答がなされているが，放鳥事業につい

ては，その成果の検証のため，キジの生息数を確認することは重要であると思われるこ

とから，キジの生息数の確認については検討することが望ましい。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性については，特段問題となる点を認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 
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１１ 愛鳥思想普及事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 
愛鳥思想の普及啓発を図るため，愛鳥週間に愛鳥ポスターコン

クールを実施するとともに，野鳥の森の管理等を実施する。 

事業内容 

(1) 愛鳥ポスターコンクールの開催 

岡山県が実施する。 

 

(2) 大平山野鳥の森の維持管理 

瀬戸内市又はその売却先に業務委託する。 

 

(3) 日本鳥類保護連盟岡山支部活動の補助 

日本鳥獣保護連盟実施主体の事業に補助 

法令・条例・要綱等 
鳥獣保護法，鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するため

の基本的な指針，第１２次鳥獣保護管理事業計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 47万円 
令和２年度決算 

（執行率） 

37万 4000円 

(79%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

鳥獣保護の普及啓発について，環境省が策定した「鳥獣の保護及び管理を図るため

の事業を実施するための基本的な指針」及び岡山県が策定した「第１２次鳥獣保護管理

事業計画」において，下記のとおり，規定されている。 

記 

鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針（国） 

７ 普及啓発 

(1) 鳥獣の保護及び管理についての普及等 

鳥獣の保護及び管理についての普及啓発については，年間計画を立て，鳥獣の保護

活動に関する実績発表大会を開催する等，地域の特性に応じた効果的な事業を実施す

る。普及啓発の際には，生物多様性の保全のためには，適切な鳥獣の保護及び管理が重

要であり，捕殺が不可欠な場合があることにも理解を求めることとし，対策の必要性や

科学的根拠を丁寧に説明することが必要である。 

また，捕獲した鳥獣を可能な限り食肉等として活用することを推進するよう努め

る。 

また，愛鳥週間の行事としては，探鳥会，講演会等を積極的に実施するとともに，
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生態系への影響に配慮しつつ在来種による食餌植物の植栽等を行う。 

（「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」抜粋） 

 

第１２次鳥獣保護管理事業計画（岡山県） 

７ 普及啓発 

(1) 鳥獣の保護及び管理についての普及など 

① 方針 

野鳥保護の一環として，愛鳥週間を活用して広く野鳥保護思想の普及啓発を図る。 

 

② 事業の年間計画 

（第 30表） 

（「第１２次鳥獣保護管理事業計画」３２頁抜粋） 

 

本事業は，鳥獣保護管理事業計画及び第１２次鳥獣保護管理事業計画が定める鳥獣

の保護及び管理について普及啓発を行うものであり，法令等の趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，大平山野鳥の森維

持管理の委託に関する資料を確認したところ，かかる委託事業は随意契約（委託予定金

額：９万５９３８円）であり，委託先はベネフィットホテル株式会社であった。 

なお，随意契約とされた理由について，委託先である事業者は野鳥の森に隣接する

岡山いこいの村の運営を行っており，これまで業務委託していた瀬戸内市から野鳥の森

管理業務を受託していた実績もあり，本事業者以外本業務を実施できる団体はない旨の

説明がなされていた。また，見積書は同社からの見積書のみ確認した。 

この点，本事業の特徴を踏まえると，本事業の委託は「契約内容の特殊性により，

相手方が特定されるとき。」といえる。 

以上の点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度の愛鳥ポスターコンクールの開催実績を確認した

ところ，下記のとおり，回答を得た。 

事業内容 
実 施 時 期 備 考 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 
 

広報活動             

各地域野鳥の

会の協力 

人とみどりと野鳥の集い             

県内各地探鳥会             

愛鳥作品の募集             

愛鳥作品の展示             
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記 

募集期間：令和２年４月１日から同年６月１５日 

審 査 会：令和２年６月３０日 

応募点数：４５６点（うち入賞点数２７点） 

以上 

 

また，令和２年度の負担金，補助金及び交付金の支給実績について確認したとこ

ろ，下記のとおり，回答を得た。 

記 

補助金名：岡山県鳥獣保護普及促進事業費補助金 

支 出 先：日本鳥類保護連盟岡山県支部 

補助金額：１３万５０００円 

以上 

 

この点，公益財団法人日本鳥類保護連盟の目的及び事業活動は，下記のとおりであ

る。 

記 

活動目的 

当連盟は，鳥類をはじめとする野生生物の保護を広く普及するとともに，その保護

を推進し，生物多様性の保全に貢献することを目的としています。 

 

 

活動概要 

1．鳥類等の野生生物保護及び自然保護を推進するための普及啓発活動に関すること。 

2．鳥類等の野生生物保護にかかわる調査研究に関すること。 

3．希少な鳥類等の保護の推進に関すること。 

4．鳥類等の野生生物保護に係る個人及び団体による功労の表彰に関すること。 

5．鳥類等の野生生物保護にかかわる国際協力に関すること。 

以上 

 

本事業の内容や委託先の性質を踏まえると，本事業の内容は，事業目的を達成する

ための事業といえることから，事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性については，特段問題となる点を認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 
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１２ 鳥獣生息調査事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 
県下に生息又は飛来する野生鳥獣の現状を明らかにし，今後の鳥

獣の保護及び鳥獣保護行政の基礎資料とする。 

事業内容 

(1) 鳥獣生息分布調査事業 

鳥獣保護区等において，生息・飛来する野生鳥獣の状況を調査す

る。 

 

(2) ガン・カモ科鳥類生息調査事業 

ガン・カモ類個体数の全国一斉定点調査及び鳥インフルエンザ早

期発見のための定期的な糞便調査を行う。 

法令・条例・要綱等 
鳥獣保護法，鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するため

の基本的な指針，第１２次鳥獣保護管理事業計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 56万 7000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

47万 1000円 

(83%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

鳥獣生息調査について，鳥獣保護法，鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施

するための基本的な指針及び第１２次鳥獣保護管理事業計画において，下記のとおり，

規定されている。 

 

記 

鳥獣保護法 

（調査） 

第７８条の２ 環境大臣及び都道府県知事は，鳥獣の生息の状況，その生息地の状況，

鳥獣による生活環境，農林水産業又は生態系に係る被害の状況その他必要な事項に

ついて定期的に調査をし，その結果を，基本指針の策定又は変更，鳥獣保護管理事

業計画の作成又は変更，この法律に基づく命令の改廃その他この法律の適正な運用

に活用するものとする。 

（「鳥獣保護法」抜粋） 
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鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針（国） 

第七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項 

鳥獣保護管理事業計画には，法第７８条の２に基づく調査として，鳥獣の生息の状

況の調査に関する以下の事項を参酌して盛り込み，実施する。 

 

１ 鳥獣の生態に関する基礎的な調査 

(1) 鳥獣生息分布等調査 

都道府県に生息する鳥獣の種類，生態，分布，繁殖の状況，出現の季節等を継続的

に調査する。保護及び管理を図る上で，特に重要な種については，最新の調査に基づく

鳥獣生息分布図 を作成する。 

 

(2) ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査 

都道府県に所在する鳥類の主な渡来地について，種別の生息数や飛来時期等，その

越冬状況を明らかにするため，ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査を実施する。本調査

は，毎年１月中旬に実施する全国的な一斉調査を基本として行う。なお，短期間に広域

にわたり調査を行う必要があるため，調査員の能力の向上に努めるとともに熟練したボ

ランティア等を活用する等により，調査精度の向上に努める。 

 

(3) 狩猟鳥獣生息状況調査 

主要な狩猟鳥獣については，狩猟等による，生息状況及び生息環境の変化の状況を

調査する。狩猟による捕獲数の多いキジ・ヤマドリについては，出合い数調査を継続し

て生息数の変化を把握する。キジ・ヤマドリについて放鳥する個体に標識を付して，放

鳥による効果を測定し，当該地域での定着状況を調査する。ヤマシギ等，生息数の減少

が懸念される狩猟鳥獣については，その生息数や生息密度を含めて重点的に調査を行

う。指定管理鳥獣である狩猟鳥獣は，狩猟による捕獲の結果を個体数推定の基礎情報と

して活用する。 

 

(4) 第一種特定鳥獣及び第二種特定鳥獣並びに指定管理鳥獣の生息状況調査 

第一種特定鳥獣及び第二種特定鳥獣の生態の基礎調査，捕獲等情報調査，密度指標

調査及び被害状況調査を行う。指定管理鳥獣について，第二種特定鳥獣管理計画が定め

られている場合にあっては，捕獲等情報及び密度指標を用いた個体数推定を行う。 

（「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」抜粋） 

 

第１２次鳥獣保護管理事業計画（岡山県） 

第七 鳥獣の生息の状況の貯砂に関する事項 

１ 方針 

県内に生息する鳥獣の種類，分布状況，生息数の推移及び農林水産物への被害状況
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等を把握し，鳥獣の保護対策，捕獲対策及び適正な狩猟の推進に資するものとする。調

査の実施にあたっては，関係団体等の協力を得て，長期的な資料の収集，分析に努め

る。 

 

２ 鳥獣の生態に関する基礎的な調査 

(1) 方針 

鳥獣の保護繁殖及び生育環境の整備に資するため，野生鳥獣の生息状況を把握す

る。 

 

(2) 鳥獣生息分布調査 

必要に応じて，関係団体等の協力を得て，既存資料や捕獲報告書等の活用，アン

ケート調査・聞き取り調査及び現地調査等により，主要な鳥類及び獣類の種類の分布状

況，繁殖状況等について把握する。 

 

(3) ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査 

（第 21表） 

対象地域名 調査年度 調査方法・内容 備考 

県内の渡来地15箇所 

（児島湖・阿部池，百閒川，錦海，旭川ダム，

日生諸島，玉島・水島沖，笠岡湾干拓地，新成

羽川ダム，美穀湖，湯原湖，深山公園，旭川，

吉井川，日子木大池，寄島干拓地） 

平成 29年度 

～ 

平成 33年度 

毎年現地において，

種類別の生息数調査

を行う。 

一斉調査：1月中旬

（全国一斉調査日） 

調査の保護区等指

定状況 

鳥獣保護区6箇所 

特定猟具禁止区域

（銃猟）7箇所 

その他2箇所 

 

(4) 狩猟鳥獣生息調査 

（第 21表） 

対象鳥獣 調査年度 調査内容・調査方法 備考 

主な狩猟鳥獣 

平成 29年度 

～ 

平成 33年度 

狩猟者の捕獲報告にあるメッシュ番号によ

り狩猟鳥獣の捕獲位置を示し，分布や密度を

指定して，鳥獣の管理の基礎資料とする。 

イノシシ，二ホンジカについては，第二種

特定鳥獣管理計画に基づくモニタリング調査

及び出猟カレンダー調査を実施する。 

 

（「第１２次鳥獣保護管理事業計画」２５頁から２６頁抜粋） 

 

本事業は，鳥獣保護法，鳥獣保護管理事業計画及び第１２次鳥獣保護管理事業計画

が定める鳥獣の生息の状況等の調査を行うものであり，法令等の趣旨に適うものであ

る。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 401 - 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，鳥獣生息分布調査

事業の委託に関する資料を確認したところ，本事業は随意契約（委託先：日本鳥類保護

連盟岡山県支部，委託金額：１７万８８００円）とされていた。 

また，ガン・カモ科鳥類生息調査事業の委託に関すると資料を確認したところ，本

事業も随意契約（委託先：日本鳥類保護連盟岡山県支部，委託金額：２９万１６６５

円）とされていた。 

この点，いずれの委託金額も，県財務規則が定める金額よりも低額であったため，

少額随意契約であった。 

また，本事業の特徴を踏まえると，本事業の委託は「契約内容の特殊性により，相

手方が特定されるとき。」といえる。 

以上の点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，①鳥獣保護区等において，生息・飛来する野生鳥獣の状況を調査

すること及び②ガン・カモ類個体数の全国一斉定点調査及び鳥インフルエンザ早期発見

のための定期的な糞便調査を行うことにあり，その事業内容は，事業目的に沿うもので

あることから，事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性については，特段問題となる点を認められなかったため，その評価を

Ｂとした。  
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１３ 野生鳥獣保護管理対策事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

岡山県では，国のレッドリストに「別滅のおそれのある地域個体

群」と位置づけられた東中国地域（岡山，兵庫，鳥取）に生息する

ツキノワグマを対象として，保護計画を策定し，各種対策に取り組

んでいる。 

ツキノワグマについては平成１２年度から取組を始め，２４年度

からは「県民の安全・安心の確保を第一に，併せて地域個体群の安

定的維持を図ること」を目標として，生育状況の調査や捕獲管理，

被害防止対策の普及啓発等に努めている。 

また，近年野生鳥獣が市街地に頻繁に出没しており，人身被害や

生活環境被害のおそれが高まっていることから，野生動物の専門家

による研修会を実施し，捕獲技術や対応ノウハウの向上を図る。 

事業内容 

(1) 野生鳥獣保護管理対策事業 

（公益財団法人岡山県環境保全事業団に委託） 

地域住民等からのクマの出没情報に基づき，現地調査を行い，保

護対策を検討し，関係者にその対策を指導する。 

また，ワナ等に誤捕獲されたクマを，不動化して個体の調査（生

態調査）を行い放獣する。 

さらに，調査結果を保護計画に反映させるため，野生鳥獣保護管

理対策協議会において対策の効果等を検証する。 

 

(2) 野生鳥獣市街地出没対策 

市街地に出没するサル等の対策のため，地域住民への啓発を行う

ほか，出没時の適切な対策のため専門家等による研修会を実施す

る。 

法令・条例・要綱等 
鳥獣保護法，鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するため

の基本的な指針，ツキノワグマ保護計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 524万 4000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

524万 4000円 

(100%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

ツキノワグマの保護について，鳥獣保護法，岡山県が作成した「ツキノワグマ保護

計画」において，下記のとおり，規定されている。 
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記 

鳥獣保護法 

（第一種特定鳥獣保護計画） 

第７条 都道府県知事は，当該都道府県の区域内において，その生息数が著しく減少

し，又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣（希少鳥獣を除く。）がある場合に

おいて，当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の保護を図るため

特に必要があると認めるときは，当該鳥獣（以下「第一種特定鳥獣」という。）の

保護に関する計画（以下「第一種特定鳥獣保護計画」という。）を定めることがで

きる。 

２ 第一種特定鳥獣保護計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 第一種特定鳥獣の種類 

二 第一種特定鳥獣保護計画の計画期間 

三 第一種特定鳥獣の保護が行われるべき区域 

四 第一種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第一種特定鳥

獣の保護の目標 

五 その他第一種特定鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項 

（鳥獣保護法抜粋） 

 

ツキノワグマ保護計画 

１ 計画策定の趣旨及び背景 

(1) 趣旨 

ツキノワグマによる人身被害・精神被害の回避や農林業被害の軽減を図りながら，

ツキノワグマ地域個体群の長期にわたる安定的維持をめざし，科学的かつ計画的な保護

を行うことによって，人とツキノワグマの棲み分けによる共存の実現を図ることを目的

とする。なお，この計画は，鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平

成 14 年法律第 88 号。以下「鳥獣保護管理法」という。）第７条第１項の規定に基づ

き，第一種特定鳥獣保護計画（ツキノワグマ保護計画）として策定するものである。 

 

(2) 背景（省略） 

 

２～６（省略） 

 

７ 保護の目標 

県民の安全・安心の確保を第一に，併せてツキノワグマの地域個体群の安定的維持

を図る。 
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８ 目標を達成するための施策の基本的な考え方 

保護の目標を達成するため，地域住民，農林業者，市町村など地域の幅広い関係者

の理解・協力のもとに，人身被害防止対策及び農林業被害防止対策を積極的に推進し，

県民の安全と安心の確保を図りながら，専門家による科学的知見を踏まえ，生息環境の

整備やクマに関する正しい知識の普及啓発活動等に努める。 

ガイドライン等を踏まえ，東中国地域個体群のツキノワグマは当面絶滅のおそれは

ない状態であると考えられることから，狩猟による捕獲禁止を１７年ぶりに解除する。 

なお，乱獲による急激な生息数の減少を避けるため，当面，一定の制限を設けるこ

ととする。 

また，県内に生息するクマは東中国地域個体群の一部を構成するものであることか

ら，主たる分布域を抱える兵庫県や鳥取県との円滑な連携に努めることとする。 

 

９ 捕獲等に関する事項 

（省略） 

 

１０ 生息地の保護及び整備に関する事項 

（省略） 

 

１１ 被害防止対策に関する事項 

クマが生息する地域の住民や入山者などに対する人的被害を防止するとともに，農

林業被害を最小限にとどめるため，市町村や地域住民等の理解と協力の下に，次のとお

り被害防止対策を推進する。 

また，クマが出没した場合は，出没対応基準により対応する。 

(1) 精神被害・生活被害の防止 

クマが出没した原因を明らかにし，その原因を早期に取り除くことによりクマの執

着を未然に防ぎ，周囲の集落や耕作地など人の生活圏内にクマを誘引しないよう，次の

ような対策を講じる。 

ア クマを人里や観光地などに誘引する原因の一つとなる生ゴミなどの処理を適切に行

うよう，住民，事業者及び入山者に対して普及啓発を行う。 

イ 放置されたカキやクリなどはクマの餌木となるため，人家周辺の利用されていない

木はできるだけ伐採するか，クマが木に登れないよう，地域全体で木の周りに囲い

をしたり幹にトタンなどを巻くよう指導する。 

ウ 栽培作物や養蜂巣箱に執着する個体を生み出さないよう，恒常的に出没が確認され

たり被害が発生する地域については，効果的・効率的な電気柵の設置を進める等防

護の徹底を指導する。また周囲の藪を刈り払い見通しをよくする等，クマの出没し

にくい環境を整備する。 

(2) 人身被害の防止 
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クマとの不測の遭遇による事故などを回避するために次のような対策を講じる。 

ア クマの生息地域へ行く林業従事者や入山者などには，クマに遠く離れた場所から人

の存在を認知させ，不意の接近を予防するための鈴，ラジオ等の携帯を奨励する。

また，不意に遭遇したときのための撃退スプレーや，非常時に連絡が取れるよう携

帯電話や無線機を準備する，複数で行動する等の十分な注意の啓発を図る。 

イ クマの接近・出没情報が寄せられた場合には，地元市町村を通じ速やかに広報を行

うとともに，児童生徒に登下校時に鈴を携行させるなど，身の安全を確保するため

の措置を奨励する。 

ウ 狩猟によるクマの捕獲にあたっては，狩猟者に対して安全講習会等を実施し，事故

の防止を図る。 

(3) 被害防止体制の整備 

ア 県庁内関係部局等において，被害防止対策に係る情報を共有するなど連携を強化す

るために，ツキノワグマ被害防止対策会議を設置する。 

イ 出没が多い美作県民局において，現場対応力を強化するため，管内の市町村，警察

署及び県の相互連携による美作地域ツキノワグマ現地対策マトリックスを組織し，

緊急に捕獲しなければならない事態が生じたときなどに備え，体制を整備する。ま

た，他の県民局にあっても，関係機関による連絡会議の開催等，出没状況に応じた

体制の構築を図るものとする。 

ウ クマの執着を早期に防ぐ対策が取れるよう，地域，市町村，県の連携を密にし，迅

速な出没情報の収集に努めるとともに情報の共有に努める。 

エ 有効な被害防止対策に関する情報の収集に努めるとともに，これらの採用について

も検討し，配備・普及を図る。 

オ ブナ，ミズナラ，コナラ等のブナ科堅果類の豊凶調査の実施により秋季の出没予想

を行い，大量出没に備えた早期の対策を実施する。 

カ 出没への迅速な対応を図るため，必要に応じ県から関係市町村へ有害鳥獣捕獲許 

可権限の移譲を検討する。 

 

１２ 普及啓発・広報活動に関する事項 

クマの保護の適正な推進や被害防止のためには，地元市町村や地域住民はもとよ

り，県民の理解と協力が不可欠である。このため，県，市町村及び関係者が協力して，

正しい知識の普及啓発，的確な情報の伝達など次のような広報活動を継続的に推進す

る。 

(1) 県民の理解と協力 

ア 保護や被害防止に関して，県民の幅広い理解と協力を得るために，県の広報媒体の

活用，ホームページの開設等を行う。 

イ 残飯や空き缶などの適切な処理，不意の出会いの際の対処法などを記したパンフ

レットの入山者，観光客への配布，さらに要所へ注意事項を示した標識，説明板等
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を設置し，クマに対する正しい理解と協力を推進する。 

(2) 地域内での情報の周知 

ア クマの出没が多い地域の住民など関係者を対象とした保護対策や被害予防に関する

出前学習講座等の説明会の開催及びクマの生態情報や被害防止対策を記したパンフ

レットや広報誌を配布し，地域内での対策について普及啓発を図る。 

イ クマの出没情報が寄せられた場合は，市町村広報車，防災無線，ケーブルテレビ等

を活用し，付近の住民や農林業者等に対する被害防止のための情報の的確かつ迅速

な広報に努める。 

 

１３ その他保護のために必要な事項 

(1) 錯誤捕獲の防止 

狩猟者に対し，イノシシなどを捕獲することを目的としたわなによる錯誤捕獲防止

のため，鳥獣保護管理法第１２条第１項第３号及び同法施行規則（平成１４年環境省令

第２８号）第１０条第３項に定める禁止猟法の遵守や設置方法等について指導を行う。

(2) モニタリング等の調査研究 

調査研究機関に委託して，クマの生息域や繁殖等の生態を調査する。調査は，学術 

研究等のために捕獲した個体又はくくりわな等により錯誤捕獲された個体にマイクロ 

チップ，耳標を装着して行うとともに，殺処分された個体についても可能な限り生態 

把握に努めるものとする。また，これまで蓄積されてきたモニタリングデータを基に，

統計手法を用いて生息数の推定を実施する。こうした調査結果等により，兵庫県，鳥取

県と連携し，東中国地域個体群全体の生息状況の把握に努めるものとする。(3) 計画

の実施体制 

ア クマの農地，人家周辺等への出没状況に応じた情報の速やかな収集連絡体制，出没

状況の調査，被害防止対策，有害捕獲許可に係る対応及び錯誤捕獲時の対応等につ

いては，「ツキノワグマ出没対応マニュアル」において定める。 

イ 本計画を円滑に推進するため，また，個体群の状況変化の分析・評価を行うため関

係機関，学識経験者等で構成する「岡山県野生鳥獣保護管理対策協議会」を設置す

る。 

(4) 人材の育成 

本計画を実施するためには，クマ出没情報への適切な対応を行うとともに，地域住

民はもとより幅広い関係者との相互理解と協力を得ることが不可欠である。行政・関 

係者・住民がお互いに正確な情報を共有できる体制を整備し，連携を密にして合意形 

成を図りながら各施策を推進する必要がある。このため，県では，人と野生鳥獣を総合

的にコーディネートし，安全かつ適切な現地対応を実施，指導できる人材として，引き

続き特定鳥獣専門指導員を配置し，国が行う研修会や近隣県で実施される研修に県及び

市町村等の職員が参加することにより人材の育成に努める。 

(5) 隣接県間の連携強化等 
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本計画を推進していく上で，東中国地域個体群を構成する鳥取県，兵庫県と以下の

取組みについて検討するなど，円滑な連携に努める。 

（「ツキノワグマ保護計画」1頁，７頁から１２頁抜粋） 

 

本事業は，東中国地域（岡山，兵庫，鳥取）に生息するツキノワグマの保護計画に

基づき各種対策（具体的には「県民の安全・安心の確保を第一に，併せて地域個体群の

安定的維持を図ること」及び野生動物の専門家による研修会を実施し，捕獲技術や対応

ノウハウの向上を図ること）を実施することを目的とするものであり，法令及びツキノ

ワグマ保護計画の趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，本事業の財務事務の執行について，問題となる点は認められなかったた

め，本事業の財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，①クマの出没情報に基づき，現地調査を行い，保護対策を検討

し，指導すること，②ワナ等に誤捕獲されたクマを，不動化して個体の調査（生態調

査）を行い放獣すること，③調査結果を保護計画に反映させるため，野生鳥獣保護管理

対策協議会において対策の効果等を検証すること及び④市街地に出没するサル等の対策

の啓発を行うほか，出没時の適切な対策のため専門家等による研修会を実施することに

ある。 

監査の過程において，研修会や野生鳥獣保護管理対策協議会の開催実績を確認した

ところ，令和２年度において，上記会議はいずれも実施されていたことを確認した。 

また，クマの出没情報に基づく現地調査を行うとともに，保護対策を検討し，関係

者にその対策を指導すること及びワナ等に誤捕獲されたクマの個体の調査（生態調査）

等については，ツキノワグマ保護計画の内容を実施するものである。 

これら他の点を考慮して，本事業の内容は，ツキノワグマ保護計画等の目的を達成

するものと判断し，事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

予算の段階では，野生鳥獣市街地出没対策研修会について，民間のホテル等を利用

することが想定されているものの，執行の段階では参加者の利便性等を考慮して，会場

を選定しており，必ずしも民間のホテルを利用するわけではないとのことであった。 

このように事業の効率性については直ちに問題となる点は認められなかったため，

その評価をＢとした。 

ただし，会場の選定に当たっては，同じ目的を達成するために安価な会場の選定等

を検討すべきである。 
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１４ ツキノワグマ等被害防止強化促進事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

岡山県では，平成１２年からツキノワグマ保護管理計画を策定

し，狩猟による捕獲を禁止するなど保護を行った結果，クマの生育

数は回復傾向にあるが，一方で，人里に出没するクマも増加してお

り，人身被害の危険が高まっているほか，人との軋轢が深刻化して

いる。このため，県民の安全・安心を第一に，クマの地域個体群の

安定的維持を図るため，被害防止対策を強化する。 

事業内容 

(1) 特定鳥獣専門指導員の配置（５名） 

令和元年に新たに勝央に配置した１名を含む５名を県北地域に配

備し，増加・広域化する出没に迅速に対応する。 

 

(2) 他県との広域連携 

ア 特定鳥獣専門指導員の研修 

他県の専門員と連携して研修を実施し，スキルアップを図る。 

イ 近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会における，

広域保護管理指針策定に向けた情報共有・管理協議会（京都府，兵

庫県，鳥取県，岡山県）において「広域ツキノワグマ捕獲登録シス

テム」の構築・運用」を通じ，「広域保護管理指針」の策定を目指

す。 

 

(3) 有害捕獲・錯誤捕獲対策の強化 

人里に出没する危険個体を捕獲するため，クマ専用の捕獲檻を追

加配備 

 

(4) 被害防止対策の強化 

迅速な対応を図るため，出没市町村による住民への注意喚起，対

応対策を強化する。効果的な被害対策のモデルとするため，地域ぐ

るみで不要果樹の伐採やトタン巻きなどの被害対策を実施 

 

(5) 生息状況調査の実施 

クマの生息動向を把握するため，ＧＰＳによる行動追跡調査及び

推定生息数調査を実施 

法令・条例・要綱等 
鳥獣保護法，鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するため

の基本的な指針，ツキノワグマ保護計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 303万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

303万 9000円 

(100%) 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 409 - 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，前項において検討した「１３ 野生鳥獣保護管理対策事業」の一環とし

て，特に重点的に取り組むべき事業としてツキノワグマ等被害防止強化の促進を図るも

のである。 

本事業の内容として，①特定鳥獣専門指導員の配置，②他県との広域連携，③有害

捕獲・錯誤捕獲対策の強化，④被害防止対策の強化及び⑤生息状況調査の実施の事業が

掲げられているところ，これらはいずれも前記ツキノワグマ保護計画に掲げられた事

業である（①は「１３ その他保護のために必要な事項」の「（４）人材の育成」，②

は１３の「（５）隣県間の連携強化」，③は１３の「（１）錯誤保護の防止」，④は

「１１ 被害防止対策に関する事項」及び⑤は１３の「（２）モニタリング等の調査研

究」に指摘されている。）。 

このように本事業の目的は，ツキノワグマ保護計画の趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，特定鳥獣専門指導

員に対する報酬の支払調書等を確認したところ，支出の事務に関して，問題となる点は

認められなかった。 

以上を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は①ツキノワグマの出没に迅速に対応するため特定鳥獣専門指導員を

県下に５名配置すること，②他県との広域連携を図るため，特定鳥獣専門指導員の研修

に参加するとともに広域保護管理指針」の策定を目指すこと，③人里に出没する危険個

体を捕獲するため，クマ専用の捕獲檻を追加配備，④被害防止対策の強化を図るため，

地域ぐるみで不要果樹の伐採やトタン巻きなどの被害対策を実施及び⑤クマの生息動向

を把握するため，ＧＰＳによる行動追跡調査及び推定生息数調査を実施することにあ

る。 

上記の事業内容は，いずれもツキノワグマ保護計画に定められた内容を実行するも

のであり，事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性について，問題となる点は認められなかったため，事業の効率性の評

価をＢとした。 
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１５ 外来生物被害防止対策事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

外来生物は県民の安全や日常生活に関係の深い問題であり，問題

解決のためには県民ひとり一人の正しい理解と適切な対応が求めら

れていることに鑑み，外来生物による生態系及び県民への被害の拡

大防止を図るため，国・市町村等と連携を図り，県民への普及啓発

に取り組むとともに，必要に応じて，具体的な対策等を行う。 

事業内容 

(1) 自治体向け講習会 

自治体などを対象に，外来種に係る知見を高めるための専門家を

招いた講習会を開催する。 

 

(2) 普及啓発事業 

自治体が開催する環境フェア等において，外来種に関する専門的

な知見を有する者の派遣等により普及啓発を実施する。 

 

(3) 水島港モニタリング調査 

平成 29 年からヒアリ及びアカカミアリが発見された水島港にお

いて，環境省が実施するコンテナヤード内での調査を補完する形

で，ヤード周囲のモニタリング調査を委託実施する。 

法令・条例・要綱等 外来生物法，自然保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 124万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

44万円 

(35%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

平成１７年６月に外来生物法が施行され，国において，生態系，人の体・生命，農

林水産業に悪影響を及ぼす外来生物を特定外来生物として指定し，飼育，販売，輸入な

どを規制するとともに防除などを行っている。 

また，岡山県は，外来生物について，自然保護条例及び自然保護基本計画におい

て，下記のとおり定めている。 

記 

自然保護条例 

（移入種に関する施策等） 

第１２条 県は，県内にその本来の生息地又は生育地を有する動植物（動物の卵及び植
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物の種子を含む。）とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし，

又は及ぼすおそれがある種（以下この条において「移入種」という。）が，地域の

生態系等に及ぼす影響についての県民の理解を深めるため，移入種の個体の生息又

は生育の状況その他移入種に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。 

２ 何人も，移入種をみだりに放ち，又は植栽し，若しくはその種子をまいてはならな

い。 

（「自然保護条例」抜粋） 

自然保護基本計画 

○ 特定外来生物防除対策の推進（環境文化部） 

特定外来生物について，国及び市町村との連携を密にし，その取扱に関する普及啓

発を推進するとともに，分布情報の収集に努め，その効果的な防除方法についての情報

提供を行います。また，対策が必要とされる地域について，様々な主体との連携によ

り，排除又は影響の低減を図る取組を促進します。 

 

○外来生物の取扱等についての広報・啓発活動（環境文化部） 

ホームページや各種普及啓発資料の作成，外来生物対策ＰＲ隊による出前講座の開

催を通じた啓発をはじめ，学校，地域などあらゆる機会で，広報活動を推進し，特に

「入れない・捨てない・拡げない」といった「外来生物被害予防三原則」を県民一人ひ

とりが実践するよう啓発を促進します。 

また，自然保護推進員などと連携し，地域で普及啓発を行う人材の確保に努めま

す。 

（「自然保護基本計画」３１頁抜粋） 

 

本事業は，外来生物による生態系及び県民への被害の拡大防止を図るため民への普

及啓発に取り組むとともに，必要に応じて，具体的な対策等を行うことを目的としてお

り，かかる目的は，上記自然保護条例１２条の趣旨に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

その他，監査の過程において，財務事務の執行について問題となる点は認められな

かったため，本事業の合規性の評価をＢとした。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，①自治体等を対象に外来種に係る知見を高めるための専門家を招

いた講習会を開催すること，②外来種に関する専門的な知見を有する者の派遣等により

普及啓発を実施すること及び水島港において，ヤード周囲のモニタリング調査を委託実

施することにある。 

監査の過程において，令和２年度の自治体向け講習会の開催実績及び普及啓発事業

の開催実績を確認したところ，令和２年度はいずれも新型コロナウイルス感染症の影響
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で開催を見合わせたとのことであった。 

また，令和２年度の水島港モニタリング資料を確認したところ，令和２年度は下記

のとおり，調査が実施されたものの当該調査においては，ヒアリ等の外来生物は発見さ

れなかったとのことであった。 

記 

令和２年度 春季調査 

（１）調 査 日  令和２年６月２日（火曜日） 

（２）調査方法  誘引餌の設置 

（３）設 置 数  １８０箇所 

（４）設置場所  水島国際コンテナターミナル外周の道路等の公有地 

（５）設置方法  概ね１０ｍ間隔で誘引餌を設置 

 

令和２年度 秋季調査 

（１）調 査 日  令和２年１１月４日（水曜日） 

（２）調査方法  誘引餌の設置 

（３）設 置 数  ２００箇所 

（４）設置場所  水島国際コンテナターミナル外周の道路等の公有地 

（５）設置方法  概ね１０ｍ間隔で誘引餌を設置 

以上 

この点，新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえると，講習会等を不開催とする

ことはやむを得ないことを考慮して，令和２年度における事業の有効性の評価をＢとし

た。ただし，ウェブ会議が一般的になりつつある現状を踏まえると，県においても，

ウェブ会議等による会議の開催を積極的に進めることを検討すべきである。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

予算の段階では，自治体向け講習会について，民間のホテル等を利用することが想

定されているものの，執行の段階では参加者の利便性等を考慮して，会場を選定してお

り，必ずしも民間のホテルを利用するわけではないとのことであった。 

このように事業の効率性については直ちに問題となる点は認められなかったため，

その評価をＢとした。 

ただし，会場の選定に当たっては，同じ目的を達成するために安価な会場の選定等

を検討すべきである。 

 

  

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 413 - 

１６ 自然環境保全推進事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

環境緑化樹木管理事業として，昭和天皇お手植えの松及び記念碑

周辺の管理，緑の募金による寄付金活動の実施及び各種さくら振興

事業の推進，桜の育成，保護管理等を行うこと。 

事業内容 

(1) 環境緑化樹木管理事業 

昭和天皇お手植えの松及び記念碑周辺の管理として，年２回，お

手植え末とその周辺の病害虫防除，整松剪定等の業務を造園業者に

委託する。 

 

(2) 公益社団法人岡山県緑化推進協会への加入 

県内で唯一緑の募金による寄付金を用いて業務を行うことのでき

る公益社団法人岡山県緑化推進協会へ加入する。 

 

(3) 公益財団法人日本さくらの会への加入 

各種さくら振興事業の推進，桜の育成，保護管理等を行う公益財

団法人日本さくらの会への加入。 

法令・条例・要綱等 自然保護条例 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 
緑の募金総額：190

万 
2019年度達成状況 実施なし 

令和２年度予算 158万 9000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

158万 9000円 

(100%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の目的について，岡山県のＨＰには「岡山県では，平成２３年２月に策定し

た「自然保護基本計画」に基づき，あらゆる場所において緑の量と質の一層の向上を目

指すため，緑の募金運動などに取り組むとともに，県民参加のみどりづくりを推進して

います。」とあるところ，自然保護基本計画は下記のとおり定めている。 

記 

○全国植樹祭の開催を通じた緑化意識の醸成（環境文化部） 

豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民的理解を深めるために行う国土緑化

運動の中心的行事「全国植樹祭」を，令和６（２０２４）年に本県で開催します。 

この大会を通じて，県民の緑化意識の醸成を図り，多様で豊かな森林を守り育てる

取組を進めます。 
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（「自然保護基本計画」３１頁抜粋） 

 

上記の自然保護基本計画の内容と本事業が目的とする①昭和天皇お手植えの松及び

記念碑周辺の管理，②緑の募金による寄付金活動の実施及び③各種さくら振興事業の推

進，桜の育成，保護管理を実施することとは関連性がないとはいえないものの，直接的

な関連性を認めがたいと思われる。 

このように，本事業について，直接的な根拠を確認することができなかった。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，お手植え松の管理

業務の委託契約等の資料を確認した。 

本業務の委託契約は，随意契約（委託先：株式会社山都屋，委託金額：４２万９０

００円）の方式でなされており，随意契約とした理由について，お手植え松の管理に当

たっては，長く樹勢を維持させることが重要であることとから，委託先の社員である樹

木医による「樹木医診断」を行ってきたことを指摘したうえで，委託先が優れた専門的

知識を有し，お手植え松の樹勢の経緯を熟知していることから，本事業を効果的に実施

することができる唯一の団体であるとされていた。 

この点，本事業の特徴を踏まえると，本事業の委託は「契約内容の特殊性により，

相手方が特定されるとき。」といえるものである。 

ただし，法令上の根拠を十分に確認することができなかった点を考慮して，本事業

の財務事務の合規性の評価をＣとした。 

 

【意見５－１】本事業の目的と自然保護基本計画との関連性を明確にすべく，本事業

が目的とする事業内容を自然保護基本計画に盛り込むことを検討すべきである。 

前記のとおり，現在の自然保護基本計画から直ちに本事業が目的とする事業を直接

導くことは些か困難と思われる。 

本事業の予算執行額は約１６０万円であり，このような予算の執行を伴う事業であ

る以上，民主的なコントロールを及ぼす必要がある。 

しかしながら，本事業が目的とする事業と自然保護基本計画との関連性が必ずしも

明確ではなかったことを踏まえ，本事業について自然保護基本計画等との関連性を明示

する等の対応を検討すべきである。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の内容は，①昭和天皇お手植えの松及び記念碑周辺の管理②公益社団法人岡

山県緑化推進協会への加入することで緑の募金による寄付金を用いて業務を行うこと及

び公益財団法人日本さくらの会への加入し，各種さくら振興事業の推進等を進めること

にある。 

なお，公益社団法人岡山県緑化推進協会の概要及び公益財団法人日本さくらの会の

概要は，下記のとおりである。 
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記 

公益社団法人岡山県緑化推進協会 

設  立：平成２４年１月４日 

所 在 地：〒７００－０９０２ 

岡山市北区錦町１番８号 岡山県木材会館５階Ｄ号室 

主な事業：緑の募金の実施，緑化の普及啓発，緑化事業等への助成， 

みどりの少年隊の育成 

役  員：会長（代表理事）小野 康弘（岡山県森林組合連合会 代表理事会長） 

副会長（理事） 内山 淳 （岡山県造園建設業協会 会長） 

副会長（理事） 高橋 邦彰（岡山県商工会議所連合会 専務理事） 

理 事：７名 

監 事：２名 

（公益社団法人岡山県緑化推進協会ＨＰ参照） 

 

公益財団法人日本さくらの会 

設  立：昭和３９年９月２９日 

所 在 地：〒１００－００１４ 

東京都千代田区永田町二丁目１７番５号 ローレル永田町４１９ 

主な事業：①さくらの愛護，植栽，普及事業 

②啓発顕彰，さくらの保全，研究，相談，機関紙，資料等の編纂，発行

事業 

③さくら交流事業 

④さくらの植栽に関する資材及び出版物等の販売 

⑤その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

役  員：会 長 大島 理森（衆議院議長） 

理事長 蓮實  進（元衆議院議員） 

評議員 ７名 

理 事 ６名 

監 事 １名 

（公益財団法人日本さくらの会ＨＰ参照） 

 

監査の過程において，公益社団法人岡山県緑化推進協会の定款や事業報告書等を確

認したところ，同協会の正会員には，岡山県のほか２６の市町村が加入していることや

同協会の活動として，①森林整備等緑化推進に関する普及啓発事業，②緑の募金事業，

③緑化推進団体の育成事業がなされていることを確認した。 

また，公益財団法人日本さくらの会の事業報告書等を確認したところ，同会の活動

として令和２年度は，桜寄贈事業として岡山県に対して１５０本の桜の苗木が贈呈され
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ていること及びさくら功労者として岡山県の団体が表彰されていることを確認した。 

これらの事業内容は，本事業の目的や自然保護基本計画の内容に沿うものといえる

ことから，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

事業の効率性については，特段問題となる点を認められなかったため，その評価を

Ｂとした。 
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１７ みどりふれあい事業 

(1) みどりふれあい（みどりの少年隊交流等）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

地域において緑化活動を実施している「みどりの少年隊」の育成

を図るため，みどりの少年隊交流集会及びみどりの少年隊指導者研

修会を開催する。 

事業内容 

下記の各会の開催を事業委託の方法で実施する。 

記 

(1) みどりの少年隊交流集会 

参加者数：120名 

日  時：令和2年 8月 

場  所：吉備少年自然の家 

主  催：岡山県，公益財団法人岡山県緑化推進協会 

 

(2) みどりの少年隊指導者研修会 

参加者数：25名 

日  時：令和2年 6月 

場  所：吉備少年自然の家 

主  催：岡山県，公益財団法人岡山県緑化推進協会 

法令・条例・要綱等 自然保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 
一般財源（52万 6000円），環境保全基金（75万 6000円） 

環境保全事業団支援金（10万円） 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 138万 2000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

29万 9200円 

(21%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然保護条例及び自然保護基本計画は，自然と県民のふれあいの場の確保及び自然

保護に関する教育及び学習に関し，下記のとおり規定している。 

記 

自然保護条例 

（自然との触れ合いの場の確保等） 

第８条 県は，自然と県民との触れ合いを促進し，もつて，県民が自然の価値への理解

を深め，自然と調和した行動をとるとともに，郷土の自然を愛する心を育むため，
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県民等と連携して次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。 

一 自然と県民との触れ合いの場及び機会の確保 

二 自然体験活動の指導者の養成及び資質の向上 

三 自然体験活動を促進するために必要な体制の整備 

 

 

（自然の保護に関する教育，学習等） 

第九条 県は，県民が自然の保護についての理解を深めるとともに自然の保護に関する

活動を行う意欲が増進されるようにするため，学校における環境教育等自然の保護

に関する教育及び学習の振興を図るものとする。 

２ 県は，自然の保護に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため，自然の保護に関

する必要な情報の提供，広報その他の啓発活動に努めるものとする。 

（「自然保護条例」抜粋） 

自然保護基本計画 

〇みどりの少年隊活動支援（環境文化部） 

地域において緑化活動に取り組んでいるみどりの少年隊の活動への支援を継続して

実施するとともに，交流集会を開催するなど活動の充実を図ります。 

（「自然保護基本計画」３４頁抜粋） 

 

本事業は，「みどりの少年隊」の育成を図るため，みどりの少年隊交流集会及びみ

どりの少年隊指導者研修会を開催することを目的としており，上記自然保護基本計画の

目的に適うものである。 

 

監査の過程において，本事業の委託契約に関する書類を確認した。 

本事業の委託契約は，随意契約（委託先：公益社団法人岡山県緑化推進協会，委託

金額：１３８万１９３０円。ただし，みどりの少年隊交流会が中止されたため，委託金

額は２９万９２００円に減額）の形式でなされていたところ，随意契約の理由として

「（公社）岡山県緑化推進協会（以下「協会」という。）は，緑化の推進に取り組むと

ともに，これに係る県民の活動を広く支援することにより県土の緑化に寄与することを

目的とした事業を行っている。また，緑の少年隊等県下の地域緑化団体を掌握し，緑の

ボランティア団体の指導育成についても，公共事業の一つに掲げており，協会に事業と

一体的に実施することにより高い相乗効果が期待できる。」とされていた。 

なお，本委託契約の見積書は，委託先からの見積書のみ確認した。 

この点，委託事業の内容は，あくまで研修会等の運営をする業務であり，必ずしも

専門性が高いとはいえないと思われるものの，みどりの少年隊交流会を実質的に機能さ

せるためには公益社団法人岡山県緑化推進会の実施が重要であることから，本事業の財

務事務の合規性の評価をＢとした。 

令和４年３月２５日　岡山県公報　第１２３８１号



 - 419 - 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度のみどりの少年隊交流集会及びみどりの少年隊指

導者研修会の開催実績を確認したところ，みどりの少年隊指導者研修会は，令和２年９

月に開催されたものの，みどりの少年隊交流会は，新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止せざるを得なかったとのことであった（なお，監査の過程において，みどりの

少年隊指導者研修会の報告書等の資料を確認した。）。 

この点，みどりの少年隊交流会は，参加者が１００名を超える大会であること等を

考慮すると，ウェブ会議等による代替は容易ではないと思われ，中止することもやむを

得ないと思われる。 

これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，上記のとおり，委託の内容を分割すること等で効率性を

確保すべきであると思われるものの，現状では，事業の効率性について問題となる点を

認めなかったことから，本事業の効率性の評価をＢとした。 
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(2) みどりふれあい（みどりの大会開催）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

県下のみどりの少年隊及び少年隊関係者に加え，一般県民にも参

加を呼び掛け，植樹作業や木材等を活用した遊び，自然観察等の野

外体験を通じて，森林をはじめとするみどりの大切さや身近な里山

からもたらされる森の恵みについて親しみながら学ぶ。 

この事業を実施することで，時代を担う子どもたちが将来にわ

たって緑化への意識や本件の森林を守り育てていく心を育む契機と

し，県民全体の緑化意識の醸成を図る。 

また，大会の開催を通して，みどりの少年隊の活動を広くＰＲす

る機会とするとともに，活動の活性化と隊の新規結成及び加入増加

促進する。 

事業内容 

緑化運動ポスター等の表彰行事及び野外体験活動等を通じ，みど

りの少年隊及びその他参加の交流を深める大会を実施する。 

 

第１部 表彰行事 

・緑化関係表彰 

・みどりの少年隊活動発表 

・記念植樹，植樹活動 等 

 

第２部 交流大会 

・木工クラフト体験 

・植樹，野鳥等自然観察及びネイチャーゲームの実施 等 

 

展 示：緑化運動ポスター等入賞作品，森林や木材に関するパネル 

参加者：みどりの少年隊，緑化関係者ほか県民 約５００名 

開催時期：令和２年１０月上旬（秋のみどりの月間） 

開催場所：未定 

法令・条例・要綱等 自然保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 
おかやま森づくり県民税（395万 1000円） 

環境保全事業団支援金（29万円） 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 449万 6000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

423万 5000円 

(94%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然保護基本計画は，「①指導者・ボランティアの育成の現状と課題」について，
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「将来を担う子どもたちが，自然への関心や興味を持つことは，豊かな自然を将来に引

き継いでいくための第一歩です。」（同計画３４頁）と指摘し，具体的な取組を下記の

とおり掲げている。 

記 

○みどりの大会の開催（環境文化部） 

みどりの大切さや将来にわたって守り育てていく心を学び育む契機とし，緑化運動

の高揚を図るため，みどりの少年隊や緑化関係者をはじめ広く県民が参加するみどりの

大会を開催し，野外体験活動等を通じた交流を推進します。 

（「自然保護基本計画」３１頁抜粋） 

 

本事業は，みどりの大会の開催を通して，みどりの少年隊の活動を広くＰＲする機

会とするとともに，活動の活性化と隊の新規結成及び加入増加促進すること等を目的と

しており，上記自然保護基本計画の目的に適うものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，本事業の委託契約

に関する書類を確認した。 

本事業の委託契約は，随意契約（委託先：公益社団法人岡山県緑化推進協会，委託

金額：４２３万５０００円）の形式でなされていたところ，随意契約の理由として

「（公社）岡山県緑化推進協会（以下「協会」という。）は，緑化の推進に取り組むと

ともに，これに係る県民の活動を広く支援することにより県土の緑化に寄与することを

目的として設立され，県や市町村をはじめ，林業，農業，商工関係の団体や様々な企業

等により構成されている。また，当該協会は，法律の規定により緑の募金を用いた森林

整備事業を実施することができる県内唯一の団体に指定されており，協会の事業と一体

的に実施することで高い相乗効果が期待できる等，当該業務の企画・運営に精通してい

る唯一の団体である。」とされていた。なお，本委託契約の見積書は，委託先からの見

積書のみ確認した。 

確かに，岡山県緑化推進協会は，緑の募金を実施することができる県内唯一の団体

であることは事実であり，同協会と大会を一緒に実施することで相乗効果が高いと思わ

れる。 

次に，過去の包括外部監査における指摘について，検討がなされているかについて

検討する。 

平成２７年度包括外部監査報告書「委託料に関する財務事務の執行について」にお

いて，下記の指摘がなされている。 

記 

イ 指摘事項 

（ア） 協賛金等の収支計上 

当該事業の実施のための財源として，県からの委託費のほかに（公財）岡山県環境
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保全事業団から１００，０００円の協賛金及び参加申込者からの負担金１４，１００円

（＠３００円／人×４７名）を受領し，当該事業の経費の用途に使用されているが，

委託先事業者から入手している当該事業の収支決算において，以下のとおり，当該協賛

金の収入計上がなされていない。 

 

【収支決算】 

区分 金額（円） 摘要 

（収入）   

県委託費 756,000  

収入計 756,000  

（支出）   

報償費 144,000 真庭観光連盟 

旅費 77,825 少年隊指導者等旅費 

食糧費 131,201 高原荘での食事代 

図書等購入費 7,591 研修資材 

物品購入費 23,976 ペナント 

 

区分 金額（円） 摘要 

印刷製本 12,299 研修資料作成（事務所コピー料金） 

保険料 36,408 傷害保険等 

宿泊費 308,000 施設使用料 

事務費等 14,700 事務用品費，通信費等 

支出計 756,000  

 

県との委託契約では，収入が経費を超過した場合は超過分を返金する精算方式が採

用されている。上表のとおり，当該事業の収支決算は県からの委託による収入と支出が

均衡している決算となっているため，協賛金収入１００，０００円及び参加申込者負担

金１４，１００円を計上すると，収入が１１４，１００円増加することになる。 

県に追加の調査を依頼したところ，実際には支出はさらに多く，県からの委託費と

同協賛金及び参加申込者負担金のほかに，委託事業者の負担金を合わせて事業を行って

おり，実態として返還させるべき金額は生じていなかった。 

事業の収支状況を適切に把握し，今後の事業実施内容等の検討にも役立てるため，

受領した協賛金等も収入計上するとともに，要した経費の実額を費用計上し，収支を実

態どおり報告させるようにする必要がある。 
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（「平成２７年度包括外部監査報告書」７７頁及び７８頁抜粋） 

 

監査の過程において，緑の大会の収支報告書を確認したところ，その内容は下記の

通りであった。 

記 

収入 

項 目 計 画 実績（税込） 摘 要 

県委託料 4,235,000 4,235,000  

計 4,235,000 4,235,000  

 

支出 

項 目 計 画 実績（税込） 摘 要 

森の応

援 ス

タ ッ

フ，野

外体験

指導者 

謝金 200,000 160,000 
森の応援スタッ

フ ほか 

旅費 100,000 24,260  

細 計 300,000 184,260  

資材費

等 

大会パンフレット作成 60,000 22,440  

記念植樹・植樹活動 300,000 210,455  

野外体験活動 170,000 166,149  

招待者昼食 120,000 82,0220  

細 計 650,000 481,064  

会場設

営・大

会進行

等 

表彰・発表ステージ会場設営 220,000 686,400  

看板製作，取り付け・撤去 250,000 139,500  

音響・映像の操作 150,000 160,000  

司会，進行，記録 400,000 475,000  

野外体験活動テント 200,000 105,200  

製作管理費 400,000 296,700  

消費税１０％ - 186,280  

細 計 1,620,000 2,049,080  

大会参加記念品 20,000 41,290  

レクレーション保険 20,000 5,720  

少年隊の活動発表 0 116,050  

活動発表少年隊等の送迎バス 400,000 220,876  

新型コロナウイルス感染症対策 20,000 25,667  
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小 計 ① 3,030,000 3,124,007  

人件費 
賃金 450,000 762,400  

旅費 50,000 35,510  

小 計 ② 500,000 797,910  

事務費 320,000 313,083  

計 3,850,000 4,235,000  

消費税 385,000   

合  計 4,235,000 4,235,000  

 

以上 

 

平成２７年度の指摘を踏まえ，支出について詳細が明らかにされる運用に改められ

るとともに，精算方式は改められ，委託料のみ詳細に報告する運用になったとのことで

ある。このように，平成２７年度の包括外部監査の指摘を踏まえて，改善がなされてい

る。ただし，支出の内容について，「実績（税込）」とされているに拘わらず「計画」

の消費税欄に消費税が記載されており，依然として，わかりにくい標記が残っているこ

とを確認した。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＣと評価した。 

 

【意見５－２】みどりの大会の収支報告書について，「税込み」表示と「税抜き」表

示を統一して標記すべきである。 

上記のとおり，みどりの大会の収支報告のうち，支出の内容について，「実績（税

込）」とされているに拘わらず「計画」の消費税欄に消費税が記載されており，依然と

して，わかりにくい標記となっていることから，わかりやすい標記となるように改善す

べきである。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，みどりの大会の開催に関する資料を確認したところ，令和２

年度は，下記のとおり，みどりの大会が開催されていたことを確認した。 

記 

日 時：令和２年１０月４日（日）１０時４０分から１４時３０分 

場 所：岡山県久米郡美咲町北 まきばの館 

以上 

上記のとおり，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症対策をしたうえで，みど

りの大会が実施されており，事業内容は，事業目的に沿うものである。 

また，本事業の改善を検討する資料として，アンケートを実施しているとのことで

あり，事業の内容について検討しているとのことであった。 
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これらの点を考慮して，本事業の有効性の評価をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，問題となる点は認められなかったため，その評価をＢと

した。 
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(3) みどりふれあい（緑化運動ポスターコンクール）事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

児童・生徒をはじめとする県民の緑に対する愛情を養い，緑化思

想の普及高揚を図るとともに，森林・林業に対する理解を深める。 

緑化の意を表し，植樹及び森林・樹木の保護・保育または環境緑

化をテーマとした緑化運動ポスター等原画を募集し，入賞した作品

については県内の展示会場で展示するとともに，森林や林業に関す

るパネル等を併せて展示し，県民への緑化及び森林・林業への意識

の醸成を図る。 

事業内容 

下記のとおり，ポスターコンクールを開催する。 

記 

募集期間：4月から5月 

対  象：岡山県内の小学生，中学生及び高校生 

実施方法：委託して実施する。 

 

ポスターコンクールの特選入賞者については，秋のみどりの月間

（１０月）に開催する「岡山県みどりの大会」で表彰し，特選作品

は，全国コンクールへ本県代表として応募する。 

以上 

法令・条例・要綱等 自然保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 
一般財源（26 万 6000 円），おかやま森づくり県民税（74 万 7000

円） 

エコビジョン2020目標 なし 2019年度達成状況 － 

令和２年度予算 101万 3000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

101万 2000円 

(99%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の目的は，県民の緑に対する愛情を養い，緑化思想の普及高揚を図るととも

に，森林・林業に対する理解を深めること等にあり，かかる目的は，既に述べた自然保

護基本計画の内容に合致するものである。 

このように，本事業について，法令上の根拠を確認することができた。 

次に，財務事務の執行についてであるが，監査の過程において，本事業の委託契約

に関する書類を確認した。 

本事業の委託契約は，随意契約（委託先：公益社団法人岡山県緑化推進協会，委託

金額：１０１万２０００円）の形式でなされていたところ，随意契約の理由として
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「（公社）岡山県緑化推進協会（以下「協会」という。）は，緑化の推進に取り組むと

ともに，これに係る県民の活動を広く支援することにより県土の緑化に寄与することを

目的とした事業を行っている。委託を行う緑化ポスターコンクールは，公益社団法人国

土緑化推進機構主催の「国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール」の県予選を

兼ねており，また，同協会が国土緑化推進機構の下部団体であることから，一連のコン

クール業務を最も効果的に実施できる唯一の団体である。」とされていた（もっとも，

本事業の一部は再委託されている。）。なお，本委託契約の見積書は，委託先からの見

積書のみ確認した。 

この点，既に述べたみどりの少年交流事業及びみどりの大会開催事業について，み

どりふれあい事業を岡山県緑化推進協会と協働することの意義は大きいことは既に述べ

た通りである。 

これらの点を考慮して，財務事務の合規性の評価をＢと評価した。 

ただし，委託の内容には，会場の設営など必ずしも専門性が高いと思われる部分が

含まれていることから，委託の内容を分割のうえ，専門性が必ずしも高いといえない事

業については，入札手続き等によることを検討するべきであることは，上述のとおりで

ある。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

監査の過程において，令和２年度のポスターの応募点数等を確認したところ，緑化

運動ポスターの応募点数は４４０点であり，表彰手続き等が完了していることを確認し

た（なお，本事業は，「１１ 愛鳥思想普及事業」における愛鳥ポスターコンクールと

並行して開催されており，愛鳥ポスターコンクールの応募点数は４５６点であったこと

を確認した。）。 

この点，本事業の効果について，定量的な判定は困難であるものの，毎年継続して

開催されており，一定数の応募があること等を踏まえると，本事業が目的とする緑化思

想の普及に対する一定の効果を果たしていると思われることから，事業の有効性の評価

をＢとした。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の財務事務の効率性について，問題となる点は認められなかったため，その

評価をＢとした。 
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１８ 自然保護センター管理事業 

【概要】  担当部署 自然環境課 

事業目的 

自然とのふれあいを通じて，県民の自然への理解を深め，自然の

保護についての認識を高めるため，平成３年１１月に和気町田賀

（旧佐伯町）にオープンした自然保護センターについて，適正な管

理を行う。 

事業内容 

(1) 自然の保護に関する知識の普及及び意識の啓発 

①自然観察会，研修会等の開催 

②機関誌の発行 

(2) 自然に関する調査及び研究 

①動植物の調査研究 

②研究報告書等の発行 

(3) 自然に関する情報の収集及び提供 

①情報の収集及び提供 

②講師等の派遣 

(4) 自然に関する指導者及びボランティアの育成 

(5) タンチョウの飼育 

(6) 傷病鳥獣の保護 

法令・条例・要綱等 自然保護条例，自然保護基本計画 

主な財源 一般財源 

エコビジョン2020目標 

自然保護センター

の利用者：年間4万

人 

2019年度達成状況 

自然保護センターの

利用者：年間 3 万

2438人 

令和２年度予算 1億 1436万 1000円 
令和２年度決算 

（執行率） 

１億1425万 4576円 

(100%) 

 

（監査結果） 

【財務事務の合規性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

自然保護基本計画は，「②自然環境学習等の推進」及び「③自然とのふれあいの場

の確保」において，自然保護センターについて，下記のとおり規定している。 

記 

○自然保護センターの活用（環境文化部） 

優れた里山環境を有する自然保護センターを活用し，自然観察会等の自然環境に関

する学習・体験活動を推進します。 

（「自然保護基本計画」３５頁，３８頁抜粋） 

 

本事業は，自然保護基本計画にしたがって，自然保護センターの管理運営を行うこ
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とを目的とするものであり，自然保護基本計画の内容に沿うものである。 

 

自然保護センターの管理運営業務は，指定管理の方式によって委託されている。 

この点，岡山県の平成１９年度の包括外部監査の対象は「指定管理者制度の事務の

執行及び施設の管理運営について」であり，岡山県の指定管理の在り方については監査

意見が述べられている（ただし，自然保護センターは，監査の対象とされていな

い。）。 

本監査は指定管理制度そのものを監査の対象とするものではないこと及び指定管理

制度に関しては上記平成１９年度の包括外部監査において岡山県の指定管理制度に関す

る問題点が詳細に分析，指摘されていること等を考慮して，上記平成１９年度の包括外

部監査の指摘事項等が改善されているかの観点から，平成１９年度の包括外部監査にお

いて言及されていなかった自然保護センターの指定管理制度について，以下のとおり，

監査を実施する（岡山県の指定管理制度の監査の詳細は上記平成１９年度の包括外部監

査の報告書をご参照されたい。）。 

なお，平成１９年度の包括外部監査において指摘されていた事項のうち，自然保護

センターの指定管理において関連する事項は，概ね下記のとおりである。 

記 

１ 募集期間について，最低でも２～３か月とすべきである（意見）。 

２ 選定委員は，外部委員・専門家を中心として構成すべきである（指摘事項）。 

３ 指定期間について公開性の確保の観点からはせめて５年以上の期間を設定して，民

間事業者が参入しやすい環境を整えるべきである。 

４ 安全管理，緊急時の対応等のリスク回避に関しては，厳しい仕様を要求すべきであ

る（指摘事項）。 

５ 第三者への委託（再委託）については，指定管理制度の趣旨に照らし，厳格に運用

すべきである（指摘事項）。 

６ 収支報告書の提出を遵守させ，その内容を詳細に検討すべきである（指摘事項）。 

７ 行政評価のため，しかるべきモニタリングシステムの構築をすべきである（意

見）。 

８ 指定管理者の指定の取消し等がなされた場合の損害賠償の規定を協定書に明記すべ

きである（意見）。 

以上 

（平成１９年度包括外部監査報告書４９頁から６１頁参照） 

 

【自然保護センターについて】 

１ 施設について 

（１）概要 

自然保護センターは，岡山南東部に位置する和気町に所在する公の施設である。 
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名 称 自然保護センター 

所在地 岡山県和気郡和気町田賀７３０ 

供用開始 平成３年１１月 

設置根拠条例 岡山県自然保護センター条例 

施設概要 敷地面積：約１００ｈａ 

施設内容 

▶センター棟（事務室，展示室，研修室，図書室等） 

▶フィールド施設（虫の原っぱ，昆虫の森，湿生植物園，ピクニック

広場，野草園，水生植物園等） 

▶タンチョウ飼育施設（タンチョウ管理棟，タンチョウ飼育ケージ，

傷病野生鳥獣保護施設） 

▶駐車場（無料，収容力：バス１３台，乗用車８２台） 

入場料 無料 

（自然保護センターＨＰ抜粋） 

 

（２）目的・沿革 

自然保護センターは，自然との触れ合いを通じて，県民の自然への理解を深め，自

然の保護についての認識を高めるため，平成３年１１月に和気町（旧佐伯町）にオープ

ンした自然体験のできるフィールドを有した自然保護・学習施設であり，自然保護に関

する指導者の養成研修，調査研究，情報の収集・提供，ボランティアの養成，関連施設

とのネットワークづくり等の機能を併せもった施設である。 

（自然保護センターＨＰ参照） 

 

２ 指定管理者について 

名 称 公益財団法人岡山県環境保全事業団 

代表者 理事長 坂 井 俊 英 

所在地 岡山市南区内尾６６５番地の１ 

設立年月日 昭和４９年９月２８日 

設立目的 

岡山県の区域において，資源循環型社会の形成，良好な生活環境の確保，自

然共生社会の形成及び地球環境の保全など，環境の保全及び創造に関する事

業を行うことにより，快適で持続可能な地域社会の実現に寄与することを目

的とする。 
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主な事業 

①廃棄物処理処分事業 

②循環型社会推進事業 

③環境測定分析事業 

④環境調査事業 

⑤環境緑化事業 

⑥環境コンサルタント事業 

⑦地球温暖化対策事業 

⑧公共施設等の管理運営事業 

⑨環境保全に関する普及啓発事業 

⑩その他，この法人の目的を達成するために必要な事業 
 

組織 

役員 
１３名（理事１０名，監事３名） 

 

３ 指定管理者の指定について 

（１）指定管理の内容 

ア 対象施設 

本施設 

 

イ 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること 

※岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組を講じ

ること 

(2) 自然の保護に関する知識の普及及び意識の啓発に関すること 

(3) 自然に関する指導者及び友の会等のボランティアの育成に関すること 

(4) 自然に関する情報の収集及び提供に関すること 

(5) センターの施設の利用等の許可に関すること 

(6) 自然に関する調査及び研究に関すること 

(7) タンチョウの飼育に関すること 

(8) 傷病鳥獣の保護に関すること 

(9) 利用者アンケート調査の実施に関すること 

(10)その他センターの運営に関すること 

 

ウ 指定管理者の指定期間 

令和２年４月１日から令和７年３月31 日まで（５年間） 

 

エ 指定管理者と県の責任分担 
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種類 内容 県 指定管理者 

施設・設備の損傷 

不可抗力（暴風，豪雨，洪水，地震，落盤，火

災，騒乱，暴動その他の県又は指定管理者のい

ずれの責めにも帰すことができない自然的又は

人為的な現象）によるもの 

〇  

指定管理者の故意又は過失によるもの  〇 

施設・設備の設計又は構造上の原因によるもの 〇  

上記以外の経年劣化によるもの   

 
①大規模な修繕（1 件当たりの所要額が

１００万円以上のもの） 
○  

 ②①以外のもの  〇 

物価変動等 
人件費，物品費等の物価変動又は金利変動に伴

う管理経費の増 
 〇 

法令又は税制の変

更等 

施設管理運営に影響を及ぼす法令又は税制変更 〇  

指定管理者自身に影響を及ぼす法令変更又は定

例的な変更 
 〇 

第三者への賠償 
①指定管理者の管理瑕疵に起因するもの  ○ 

②①以外の事由によるもの ○  

保険の加入 利用者等に係る保険の加入  〇 

周辺地域及び住民

への対応 

①指定管理者の業務に関するもの  〇 

②①以外のもの 〇  

 

（２）指定管理者の指定手続き 

ア 公募・非公募の別 

公募 

 

イ 募集説明会 

令和元年９月２日に開催 

 

ウ 指定の申請の受付期間 

令和元年８月１３日～１０月１１日（６０日間） 

 

エ 選定手続き 

令和元年１０月２５日に，環境文化部指定管理者候補選定委員会を開催し申

請団体からのプレゼンテーションを行った上で，管理運営の基本方針，サービ

ス向上につながる取組，効率的な管理運営の取組などの審査項目について審査
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を行い，各委員の評価をもとに総合的に検討した結果，公益財団法人岡山県環

境保全事業団が適当とされた。 

なお，上記選定委員会の構成は，下記のとおりである。 

記 

 

    委員長  岡山商科大学 名誉教授  岡本輝代志 

委 員  公認会計士        井上 信二 

委 員  岡山県立大学 学長    沖  陽子 

委 員  岡山コケの会 世話役幹事 西平 直美 

委 員  環境カウンセラー     福田 佳代 

委 員  岡山県環境文化部 次長  小寺 弘城 

以上 

 

オ 審査結果 

自然保護センターの指定管理者の選定に係る応募の審査項目及び審査結果は

下記のとおりである。 

記 

項目 

 

 

 

団体 

管
理
運
営
の
基
本
方
針 

サ
ー
ビ
ス
向
上
に
つ
な
が
る
取
組 

危
機
管
理
に
関
す
る
取
組 

効
率
的
な
管
理
運
営
の
取
組 

管
理
運
営
体
制
及
び
法
令
等
の
遵

守
状
況 

経
理
的
基
盤 

環
境
政
策
へ
の
取
組
な
ど 

合
計 

配点 60 240 60 90 60 60 30 600 

公益財団法人

岡山県環境保

全事業団 

53 198 45 60 46 54 22 478 

 

【評価された内容等】 

・サービス向上につながる質の高い管理運営及び維持管理，利用者の拡大に向けた工夫

が期待できる。 

・法人の経営基盤が優れており，安定的な運営が期待できる。 

以上 
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４ 指定管理者との協定締結について 

上記の審議に基づき，岡山県議会の議決を経て，公益財団法人岡山県環境保全

事業団が自然保護センターの指定管理者に指定され，岡山県との間で本施設に係る

包括協定が締結された。 

 

５ 指定管理者による本施設の管理状況 

（１）サービスの向上 

新規行事の企画・実施・フィールドの整備によりサービスの向上に努めた。

（「令和元年度岡山県自然保護センター指定管理者事業報告書」参照） 

 

（２）施設利用者数の推移 

 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 

3万 1154人 3万 2438人 3万 3646人 

 

（３）収支の状況 

 

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

収入 1億 1189万 7000円 1億 1293万 3093円 1億 1399万 5000円 

支出 1億 1189万 7000円 1億 1293万 3093円 1億 1399万 5000円 

差額 0 0 0 

以上 

 

監査の結果，自然保護センターの指定管理者の指定手続きにおいて，公募の手続き

が取られていること，指定の申請の受付期間（募集期間）が６０日とされていること，

指定期間が５年とされていること，選定委員は外部委員や公認会計士等の専門家が中心

に選定されていること，指定管理に係る包括協定書において緊急時の対応が明記されて

いること（岡山県自然保護センターの管理に関する包括協定書１５条），事業の再委託

は手続きに則って限定的になされていること，協定書に指定管理の指定の取消し等がな

された場合の損害賠償の規定が明記されたこと（同協定書３７条）等を確認した。 

上記の事項は，平成１９年度の包括外部監査において指摘事項及び意見として述べ

られた点であり，これらの点についてはいずれも本施設の指定管理者の指定において問

題点はない。 

また，監査の過程において，平成３０年度から令和２年度の事業報告書を確認した

ところ，いずれの年度においても，コスト削減及びサービス向上について報告がなされ
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ていた。 

さらに，現地において備品の台帳と現物を確認する等して備品の管理状況を確認し

たところ，備品の管理状況について特に問題となる点は認められなかった。 

他方で，自然保護センターの収支は０とされており，その点について，環境文化部

における事業報告の検証資料において，「指定管理料のみを収入とする施設について

は，予め明示されている収入の中で，施設の運営や管理等を行った結果，収支が均衡し

たものと考えている。」との分析がなされていた。 

もっとも，平成１９年度の包括外部監査において指摘されているとおり，収入と全

く同額の支出を行うことはよほどの事情がない限りあり得ないのであって（報告書５９

頁），収支については，詳細な内容が把握できる収支報告書とするよう改善を検討する

余地はあると思われる。 

これらの点を考慮して，本事業の財務事務の合規性の評価をＣとした。 

 

【意見５－３】自然保護センターの収支については，根拠資料を確認するなどして詳

細な内容を把握するよう改善すべきである。 

 

【事業の有効性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業は，「事業内容」に記載の(１)から（６）の業務を行うことを内容とするも

のであり，いずれの事業内容も自然保護基本計画の内容を実行するものである。 

なお，監査の過程において，平成３０年度から令和２年度の自然保護センターの利

用者数の推移を確認したところ平成３０年度は３万１１５４人，令和元年度は３万２４

３８人，令和２年度は３万３６４６人であることを確認した。 

このように，自然保護センターの利用者数は，新型コロナウイルス感染症が蔓延す

る状況にあっても３万人を超過しており，このような利用者数の推移等に鑑みれば，上

記の事業目的に沿った事業内容であると思われることから，事業の有効性の評価をＢと

した。 

 

【事業の効率性 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ】 

本事業の効率性について，特に問題となる点は認められなかったため，事業の効率

性の評価をＢとした。 
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第６章 結語 

１ 総論において述べたとおり，近年において甚大な自然災害（とりわけ豪雨災

害）が頻発していることを踏まえると，環境問題は，県民の生活の安全に直結

する非常に重要な問題である。 

また，岡山県は，平成３０年７月豪雨の被災県であって，環境問題に対して

積極的に取組むべき土壌がある。 

しかしながら，エコビジョン２０４０の「環境保全への取組を推進していく

ために行政に期待すること」というアンケートの回答（令和２年度）におい

て，最も期待が高い項目は「省エネ機器・設備導入への支援・補助」であり

（４９．０％），「環境問題に対する意識向上のための教育」への期待度は，

前々回（平成２４年度）の３０．５％から，前回（平成２８年度１９．

７％），今回（令和２年度 １８．０％）と大幅に減少している。 

このように，県民の環境問題に対する意識は，必ずしも向上していない状況

にあると思われる。 

２ 岡山県は，このような状況を危機的状況ととらえ，県民の環境問題に対する意

識向上を喫緊の課題として，積極的に取り組む必要があると考える。 

この点，監査の過程において，県職員の方が個別の事業に熱意をもって真摯

に取り組んでいることは確認することができた。 

もっとも事業の成果検証の在り方等については，民間の事業者が行う事業検

証方法等について参考にすべき点が多々あるように思えたことから，監査人と

しては，監査を通じて事業の有効性について，積極的に意見を述べたつもりで

ある。 

なお，包括外部監査は財務監査を基本とするものであり，財務の執行手続き

を主として監査の対象とすべきであるが，当初，監査人は，かかる範囲を超え

て多数の指摘事項や意見を述べたため，担当の職員の方には負担を生じさせる

こととなった。 

今回，監査人が最終的に指摘事項及び意見としたのは，その中でも特に重要

と考えられる事項であり，岡山県においては，真摯に受け止めて改善を検討す

ることを切にお願いするものである。 

３ 最後に，本件の包括外部監査において対象となった岡山県環境文化部の環境企

画課,新エネルギー・温暖化対策室，環境管理課，循環型社会推進課（災害廃棄

物対策室を含む。）及び自然環境課の担当職員各位並びに岡山県行政改革推進

室の担当職員に多大なる協力をいただいたことについて心より感謝を申し上げ

るとともに，本監査が岡山県の環境行政の一助になることを祈念して，本件の

包括外部監査を終えることとする。 

以上 
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【凡例】 

 

基本用語 略称 

美しく豊かな自然を保護するための海岸におけ

る良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物

等の処理等の推進に関する法律 

海岸漂着物等の処理推進法 

岡山県会計事務取扱要綱 会計要綱 

岡山県環境影響評価等に関する条例 環境影響評価条例 

岡山県環境基本計画  

エコビジョン２０１０ 
エコビジョン２０１０ 

新岡山県環境基本計画 

エコビジョン２０２０ 

エコビジョン２０２０（特に断りがない限り，

平成２９年２月の２次改訂を経たエコビジョン

２０２０を指す。） 

岡山県環境基本計画 

エコビジョン２０４０ 
エコビジョン２０４０ 

岡山県環境基本条例 環境条例 

岡山県環境への負荷の低減に関する条例 環境負荷低減条例 

岡山県希少野生動植物保護条例 希少野生動植物保護条例 

岡山県児島湖環境保全条例 児島湖環境保全条例 

岡山県景観条例 景観条例 

岡山県財務規則 県財務規則 

岡山県自然海浜保全地区条例 自然海浜保全地区条例 

岡山県自然環境保全審議会条例 自然環境保全審議会条例 

岡山県立自然公園条例 自然公園条例 

岡山県自然保護基本計画 自然保護基本計画 

岡山県自然保護条例 自然保護条例 

岡山県循環型社会形成推進条例 循環型社会形成推進条例 

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する

条例 
太陽光発電施設の安全な導入促進条例 

岡山県地球温暖化防止行動計画 温暖化防止行動計画 

快適な環境の確保に関する条例 快適環境条例 

公害健康被害の補償等に関する法律 公害健康被害補償法 
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基本用語 略称 

循環型社会形成推進基本法 循環基本法 

食品ロス削減の推進に関する法律 食品ロス削減推進法 

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 新エネルギー利用促進法 

地球温暖化対策の推進に関する法律 温暖化対策推進法 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律 
鳥獣保護管理法 

特定工場における公害防止組織の整備に関する

法律 
特定工場法 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律 
外来生物法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物処理法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 廃棄物処理法施行細則 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

する法律 
フロン適正化法 

墓地，埋葬等に関する法律 墓地埋葬法 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進

に関する特別措置法 
ＰＣＢ特措法 
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【用語解説】 

（解説の対象となる用語には※を付記している。） 

基本用語 解説 

アルファベット  

ＡＩ 

人工知能（Ａｒｔｉｆｉｃａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）の略。

大量のデータに対して，人間のように言葉の理解や問題解決などを行

うコンピュータシステム（このほかにも，ＡＩには様々な定義があ

る。）。 

ＣＯＤ 

化学的酸素要求量（Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎ

ｄ）の略。水中の有機物を酸化剤で化学的に分解する際に消費される

酸素の量で，湖沼，海域の有機汚濁を測る指標。有機汚濁物質が多く

なると高い数値を示す。湖沼，海域では，植物プランクトンによる影

響等があるため，ＢＯＤではなくＣＯＤが用いられる。 

ＥＶ 電気自動車（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ）の略。 

ＨＥＭＳ 

家庭用のエネルギー管理システム（Ｈｏｍｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎ

ａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）の略。住宅内のエネルギー消費機器

等をネットワーク化し自動制御等を行うもの。民生部門における省エ

ネルギーと地球温暖化への対策技術として期待されている。 

ＩＯＴ 

モノのインターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）の

略。自動車や家電製品など，様々なモノがインターネットに接続さ

れ，相互に情報交換を行うこと。 

ＩＳＯ１４００１ 

ＩＳＯ（国際標準化機構，Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｒｇａｎ

ｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）の環境

マネジメントシステム規格。Ｐｌａｎ（計画），Ｄｏ（実施），Ｃｈ

ｅｃｋ（確認・評価），Ａｃｔｉｏｎ（見直し）といった一連のＰＤ

ＣＡサイクルを回すことによって継続的な環境改善を図る。 

Ｊ（ジュール） 

仕事量・熱量・エネルギーの単位。１ＭＪ（メガジュール）は１００

万ジュール，１ＧＪ（ギガジュール）は，１０億ジュール。例えば，

こまめにテレビ（液晶３２V 型）を消し，１日お視聴時間を１時間短く

するとともに，エアコンの冷房温度を１℃上げ，暖房温度を１℃下げ

るとともに運転時間をそれぞれ１時間短縮すると，１年間ではエネル

ギーを約５７０ＭＪ（０．５７ＧＪ）削減できる。 

ＰＨＶ 

「ＰＨＶ」はプラグインハイブリッド車（Ｐｌｕｇ－ｉｎ Ｈｙｂｒ

ｉｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ）で，家庭用電源からコンセントプラグで直接

充電できるハイブリッド車。 

ＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓは，２０１５年９月の国連サミットで１５０を超える加盟国

首脳の参加のもと，全会一致で採択された「持続可能な開発のための

２０３０アジェンダ」に掲げられた「持続可能な開発目標（Ｓｕｓｔ

ａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）」のことを

いう。（農林水産省ＨＰ） 
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Ｖ２Ｈ 
Ｖｅｈｉｃｌｅ To Ｈｏｍｅ。電気自動車等への充電及び電気自動

車等から分電盤を通じた建物への電力供給が可能な充電設備 

ＺＥＢ 

Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ。できる限りの

省エネルギーと再生可能エネルギーの導入（エネルギーを創ること）

により，年間で消費するエネルギー量が正味でゼロとなる建築物。 

ア行  

愛知目標 

愛知目標は，戦略計画２０１１－２０２０で，２０５０年までに「自

然と共生する世界」を実現することをめざし，２０２０年までに生物

多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施するという

２０の個別目標をいう。（環境省ＨＰ） 

アマモ場 
アマモ（海の中に生えている海草の一種）がたくさん生えている場

所。小型生物の生息場，魚類の餌場等となる。 

エコアクション２１ 

ＩＳＯ１４００１規格をベースとして環境省が策定した，中小事業

者，学校などでも省エネを中心に節水や廃棄物削減等に取り組める，

国内認証の環境マネジメントシステム。 

大阪ブルー・オーシャ

ン・ビジョン 

２０１９年６月に開催されたＧ２０大阪サミットにおいて共有された

グローバルなビジョンであり，日本は２０５０年までに海洋プラス

チックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指すこ

とを提案し，首脳間で共有された。他国や国際機関等にもビジョンの

共有を呼びかけ，２０２１年５月現在，８７の国と地域が共有してい

ます。（環境省ＨＰ） 

岡山県グリーン調達ガイ

ドライン 

県における環境負荷低減に資する製品・サービスの調達方法を定めた

ガイドライン。物品および役務の調達総量の削減，計画的な調達，ラ

イフサイクルの考慮に努める。 

カ行  

外来生物 
人の手によって意図的・非意図的に本来の生息地・生育地でない地域

に持ち込まれた生物。 

環境影響評価 

事業（特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更（これと

併せて行うしゅんせつを含む。）並びに工作物の新設及び増改築をい

う。）の実施が環境に及ぼす影響（当該事業の実施後の土地又は工作

物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当

該事業の目的に含まれる場合には，これらの活動に伴って生ずる影響

を含む。）について環境の構成要素に係る項目ごとに調査，予測及び

評価を行うとともに，これらを行う過程においてその事業に係る環境

の保全のための措置を検討し，この措置が講じられた場合における環

境影響を総合的に評価することをいう（環境影響評価法２条１号） 
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環境定期券 

土曜，休日などのマイカー利用の削減とバス利用促進により，市街地

中心部の交通渋滞の緩和や排ガスの削減などを図るための通勤定期券

所持者への運賃割引制度。 

吉備高原都市景観モデル

地区 

「晴れの国 おかやま景観計画」において景観計画区域とされた地域

のうち，県民に親しまれ県民の誇りとなる景観を有する地域，新たに

優れた景観を創造すべき地域を「景観モデル地区」としている。吉備

高原都市景観モデル地区は，かかる景観モデル地区に指定された地区

である。 

景観行政団体 

景観法に基づき，景観行政を担う主体となる自治体。政令市，中核

市，都道府県は自動的に景観行政団体となり，その他の市町村は，都

道府県知事との協議を経て景観行政団体になる。景観行政団体は，景

観計画の策定，景観重要建造物及び景観重要樹木の指定，景観協定の

認可等の独自の景観行政を行うことができる。 

経済特区 
経済特別区とも呼ばれ，税制上の優遇措置及び規制緩和などの特別な

措置が設けられた地域を指す。 

公害防止管理者 

施設の運転，維持，管理，燃料，原材料の検査等を行う役割を担い，

施設の直接責任者が想定され，資格を必要とする（代理者も同じ）。

排出量等の施設の区分に応じ選任することが必要となる公害防止管理

者の種類が異なる。具体的には，大気関係 1 種から４種，特定粉じん

関係，一般粉じん関係，水質関係１種から４種，騒音関係，振動関

係，ダイオキシン類関係の13種類の資格がある。 

公害防止管理者は，施設の区分ごとに選任しなければならない。 

公害防止主任管理者 

公害防止統括者を補佐し，公害防止管理者を指揮する役割を担い，部

長又は課長が想定され，資格を必要とする（代理者も同じ）。ばい煙

発生施設及び汚水等排出施設が設置されている特定工場で，排ガス量

が1時間当たり4万㎥以上で，かつ，排出水量が1日当たり平均1万㎥

以上の特定工場に選任が義務付けられている。 

公害防止統括者 

工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担い，工場長等

が適任であり，その資格は不要である。また，常時使用する従業員の

数が20人以下の場合は，公害防止統括者の選任は不要である。 

国定公園 

国立公園に準ずる優れた自然風景地として環境大臣が自然公園法に基

づき指定したもの。県内では氷ノ山後山那岐山国定公園（１５，０２

４ｈａ）が昭和４４（１９６９）年４月に指定された。 

国立公園 

日本の風景を代表する傑出した自然風景地として環境大臣が自然公園

法に基づき指定したもの。県内では，昭和９（１９３４）年３月に笠

岡諸島などを含む備讃瀬戸が瀬戸内海国立公園に指定され，昭和２５

（１９５０）年以降に日生諸島等が編入した。大山隠岐国立公園に

は，昭和３８（１９６３）年に蒜山地区が，平成１４（２００２）年

に毛無地区がそれぞれ編入された。 
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国立公園満喫プロジェク

ト 

平成２８（２０１６）年から，日本の国立公園を世界水準の「ナショ

ナルパーク」としてのブランド化を図り，訪日外国人の利用増を目指

す取組として実施。令和３（２０２１）年からは国内誘客の強化にも

取り組む。 

ごみゼロガイドライン 

岡山県循環型社会形成条例の規定に基づき，県内で大量に排出される

産業廃棄物を循環資源として指定し，排出抑制の目標，事業者が取り

組むべき事項，必要な県の施策等を定めた指針。指定した循環資源の

排出事業者は，指針に沿った取組を行うよう努めることとされてい

る。現在，「汚泥」，「鉱さい」，「ばいじん」，「燃え殻」及び

「廃プラスチック」についてガイドラインを策定している。 

サ行  

再エネ基金 

再生可能エネルギー等導入推進基金。再生可能エネルギー等導入推進

基金事業（グリーンニューディール基金制度）を活用し，地震や台風

等による大規模な災害に備え，避難所や防災拠点等において，災害時

等の非常時に必要なエネルギーを確保するために，再生可能エネル

ギーや蓄電池，未利用エネルギーの導入等を支援するため，岡山県が

造成する基金。（環境省ＨＰ参照） 

里海 

里山と同じように，人々の生活と結びつき，適度な人の力が加わるこ

とによって，環境や生物の生産力と多様性が維持されている身近な生

活圏内の海のこと。海と人との望ましいつきあい方を表す言葉とし

て，最近使用されるようになっている。 

産廃税 

産廃税とは，産業廃棄物処理税の略称であり，産業廃棄物とは，事業

活動に伴って生じた廃棄物で，廃棄物処理法で定められた燃え殻，汚

泥，廃プラスチック類，がれき類など２１種類の廃棄物のことをい

う。岡山県は，「環境の世紀にふさわしい岡山の創造」を目指し，平

成１５年４月に，岡山県独自の税制として産業廃棄物処理税を導入し

た。なお，最終処分場に搬入する産業廃棄物１トンにつき，１０００

円が課税される。（岡山県ＨＰ参照） 

自然公園指導員 

国立公園及び国定公園の保護とその適正な利用の促進のため，公園利

用者に対し公園利用の際の遵守事項，マナー，事故防止等の必要な助

言及び指導を行うとともに，必要な情報の収集及び提供を行う。 

自然保護推進員 

都市化の進展と自然志向が高まるなかで，適正な自然の保護と正しい

自然観など，自然保護思想の普及及び美しい郷土の保全を図るため，

昭和５６（１９８１）年度から設置している。 

指定希少野生動植物 

県内における生息・生育状況が，人為の影響により存続に支障を来す

事情が生じていると推定される動植物のこと。県内では，カワバタモ

ロコ，ナガレタゴガエル，マルバノキ，ミズアオイ，エヒメアヤメ，

サクラソウ，ミチノクフクジュソウを指定している。 

スマートコミュニティ 

一定の地域の中で，新エネルギーやエネルギーマネジメントシステム

等の導入によって自律分散型のエネルギーシステムを構築し，エネル

ギー自給や効率的なエネルギー利用を図るもの。 
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セルロースナノファイ

バー 

木材などの植物繊維の主成分であるセルロースをナノサイズ（１ｍｍ

の百万分の１）にまで細かく解きほぐすことにより得られる木質バイ

オマス資源であり，軽量・高強度，高比表面積，低熱膨張性，高増粘

性といった特徴を兼ね備えていることから，新たな機能を持つ素材と

して期待され，その製造方法や用途の開発が国内外で盛んに行われて

いる。 

ゼロエミッション 

産業から排出されるすべての廃棄物や副産物が他の産業の資源として

活用され，全体として廃棄物を生み出さない生産を目指そうと，平成

６（１９９４）年に国連大学が提案した構想。我が国では，廃棄物を

出さない地域社会づくりを目指し，このコンセプトを積極的に取り入

れる動きが強まり，日本初のオリジナルな運動として位置づけられる

ようになった。「岡山エコ事業所」の認定を行う際のゼロエミッショ

ン事業所は，廃棄物の排出の抑制と循環資源の循環的な利用に積極的

に取り組んでいる事業所としている。 

タ行  

第一種特定製品 

「第一種特定製品」とは，次に掲げる機器のうち，業務用の機器で

あって，冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。 

一 エアコンディショナー 

二 冷蔵機器及び冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機

を含む。）（フロン適正化法2条3号） 

第５次 環境基本計画 

環境基本計画は，環境基本法第１５条に基づき，国の環境の保全に関

する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものであり，計画は約

６年ごとに見直しがされる（第四次計画は平成２４年４月に閣議決

定）。平成２９年２月に環境大臣から計画見直しの諮問を受け，中央

環境審議会における審議を経て，平成３０年４月９日の答申を踏ま

え，平成３０年４月１７日に策定された環境基本計画が第５次環境基

本計画である。（環境省「第五次環境基本計画の全体構成」参照） 

大規模行為（景観法） 

景観法１６条１項及び景観条例６条に基づき，届け出を要する行為と

されている行為。具体的には，屋外における土木，廃棄物，再生資源

その他の物件の堆積（景観条例６条１号）等 

中山間地域 
岡山県中山間地域の振興に関する基本条例に規定する「山間地及びそ

の周辺の地域等地理的及び経済的条件に恵まれない地域」をいう。 

鳥獣保護区 

鳥獣の保護繁殖を図るため，鳥獣保護事業計画に基づいて指定する区

域。鳥獣保護区では，すべての鳥獣の捕獲を禁止（許可を受けて捕獲

する場合を除く。）している。 

鳥獣保護センター 

傷病鳥獣の保護のため設置されており，傷病鳥獣の治療看護をはじ

め，野生鳥獣の取扱いの正しい知識の普及啓発も行っている。池田動

物園，県自然保護センターの２か所に設置されている。 

特定工場 

特定工場法において公害防止組織の設置（公害防止管理者等の選任）

が義務付けられている工場をいい，次のいずれにも該当する工場。 

・製造業（物品の加工業を含む＞），電気供給業，ガス供給業，熱供

給業に属する事業の用に供する工場であること。 

・特定工場法施行令で定める粉じん発生施設，一般粉じん発生施設，

振動発生施設，ダイオキシン類発生施設等が設置されている工場であ

ること。 
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ハ行  

バイオマス 

本来は，生物（ｂｉｏ）の量（ｍａｓｓ）であり，質量あるいはエネ

ルギー量として生物量を数値化したものの意味であるが，現在ではそ

の概念が拡張されて，動植物由来の資源としての意味で用いられるこ

とが多い。後者の意味でのバイオマスは，直接燃焼するほか，発酵に

より生産したアルコールやメタン，ナタネやユーカリなどから抽出し

た油成分の燃料としての利用，生分解プラスチック原料や堆肥として

の利用などが行われている。 

パークアンドライド 

都市部などの交通渋滞の緩和のため，鉄道駅やバス停に近接した駐車

場にマイカーを駐車し，鉄道やバスに乗り換えて目的地に行く方法。

交通渋滞の緩和以外にも，自動車排ガスによる大気汚染の軽減やＣＯ２

排出量の削減といった効果が期待できる。 

パリ協定 

パリ協定とは，２０２０年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組

みであり，１９９７年に定められた「京都議定書」の後継となるもの

である。パリ協定は，２０１５年にパリで開かれた温室効果ガス削減

に関する国際的取り決めを話し合う「国連気候変動枠組条約締約国会

議（通称ＣＯＰ）」で合意されたところ，以下の２つが発効条件とさ

れた。 

①５５カ国以上が参加すること 

②世界の総排出量のうち５５％以上をカバーする国が批准すること 

専門家の間では条件が満たされるには時間がかかるだろうと考えられ

ていたが，当時の米国・オバマ大統領が中国やインドに批准を働きか

けるなどした結果，２０１６年１１月４日に発効した。パリ協定で

は，次のような世界共通の長期目標を掲げている。 

世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保ち，

１．５℃に抑える努力をする。 

そのため，できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウ

トし，２１世紀後半には，温室効果ガス排出量と（森林などによる）

吸収量のバランスをとる。（環境省ＨＰ） 

光害（ひかりがい） 

良好な「光環境」の形成が，人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使

用や運用，漏れ光によって阻害されている状況，またはそれによる悪

影響を指す。過度な照明は，自動車等の運転や天体観測などの社会活

動，水稲等の農作物やウミガメ・鳥類等の野生生物の成育に影響を及

ぼすおそれがあるほか，エネルギーの無駄遣いにもなる。 

ふるさとの川リフレッ

シュ事業 

土砂の堆積や樹木により，川の流れが阻害されている箇所について，

協働の仕組みを導入しながら集中的に土砂の撤去・樹木伐採を行い，

洪水被害のリスクを軽減させる事業。 

プロジェクト推進会議 

岡山県環境基本計画に基づく取組のうち，県民，事業者，行政が特に

緊密な連携のもとに取り組むべき「地球温暖化防止」及び「ごみゼロ

社会づくり」について，各主体が協力して取組を推進するため，関係

者等により構成される会議。 
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ベンゼン 

各種化学物質の製造原料などに使用されており，固定発生源（コーク

ス炉，石油プラント等）から排出されるほか，自動車排ガスからも排

出される。貧血・血小板減少などの造血機能障害等の毒性が指摘され

ており，大気汚染に係る環境基準は年平均値が０．００３ｍｇ／ｍ３以

下，水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準は０．０１ｍｇ/Ｌ以下と定

められている。（エコビジョン２０４０．９６頁） 

保安林 

森林の持つ水源涵養や山地災害の防止等，公益的機能のうち特に重要

な森林について伐採や開発に制限を加える森林のこと。特に水源かん

養保安林は，水源地森林を指定し，その流域に降った雨を蓄え，ゆっ

くりと川に流すことで，安定した川の流れを保ち，洪水や渇水を防止

する働きがある。県では水源かん養保安林の面積が最も多く，全体の

約７０％を占めている。 

マ行  

みどりの少年隊 

次代を担う少年たちに緑の大切さを認識してもらい，地域の緑化の推

進に貢献することを目的に結成された団体で，学校単位又は地域単位

で構成されている。原則として４年生以上の小学生と中学生が隊員と

して活動している。 

木質バイオマス 

再生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料は除く）のうち木材から

なるもの。主に，樹木の伐採や造材のときに発生した枝・葉などの林

地残材，製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか，住宅の

解体材や街路樹の剪定枝などがある。 

森税 おかやま森づくり県民税 

ヤ行  

優良産廃処理業者認定制

度 

産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準

（優良基準）に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事等が認定

する制度。 

ラ行  

類型あてはめ 

水質汚濁生活環境項目及び騒音の環境基準については，全国一律の環

境基準が設定されていない。国において河川等の状況，騒音に関係す

る地域の土地利用状況等に応じた類型別の基準が示されており，これ

に基づき都道府県が河川等や地域ごとに適切な基準を当てはめて指定

している。（エコビジョン２０４０．９７頁） 

レッドデータブック 

絶滅のおそれのある野生動植物種に関するデータ集。昭和４１（１９

６６）年に国際自然保護連合が世界的な規模で絶滅のおそれのある野

生動物をリストアップしたのが最初である。日本では，平成元（１９

８９）年に環境庁が日本版レッド・データ・ブックを発表している。

県では県内の野生生物の現状について，平成１０（１９９８）年度か

ら平成１４（２００２）年度までの５か年計画で調査検討し，平成１

４（２００２）年度末に岡山県版のレッド・データ・ブックを発刊し

た。さらに，改訂版として，平成２１（２００９）年度末には「岡山

県版レッドデータブック２００９」，令和元（２０１９）年度末には

「岡山県版レッドデータブック２０２０」を発刊している。 

以上 
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